


平成１８年度　分野別評価項目数

分野 施策 項目数

第１ こども １．子育て 29

２．教 育 14

小　　　計 43

第２ 健康・福祉 １．保 健 5

２．福 祉 20

３．医 療 10

小　　　計 35

第3 文化・学習 １．住民自治・生涯学習 20

２．芸術・文化 6

３．平和・人権・男女共同参画 7

４．スポーツ 3

小　　　計 36

第４ 産業・経済 １．観 光 7

２．農林畜産業等　 36

３．商工業 11

小　　　計 54

第５ 環境 １．環境保全・資源循環 12

２．防災・安全 31

３．地域交通 35

小　　　計 78

第６ 都市 １．州都への道のり 3

２．高度情報化 13

３．都市の魅力づくり 33

４．市役所改革 70

小　　　計 119

合　　　計 365



平成１８年度　所管別評価項目数

№ 部署コード 部　局　名 室　名　等 項目数

1 101 政策担当 4
2 102 秘書広報担当 10
3 201 情報室 7
4 202 情報処理システム準備室 2
5 203 企画調整担当 23
6 204 総務室 11
7 301 自治振興室 14
8 302 文化振興室 4

8-1 303 君田支所 8
8-2 304 布野支所 6
8-3 305 作木支所 6
8-4 306 吉舎支所 5
8-5 307 三良坂支所 9
8-6 308 三和支所 8
8-7 309 甲奴支所 7
9 401 ふるさと農林室 30
10 402 観光商工室 16
11 501 みらい都市室 12
12 502 あんしん建設室 20
13 503 あかるい住宅室 7
14 601 営業管理室 5
15 602 事業推進室 13
16 701 さわやか市民室 2
17 702 ひとづくり推進室 9
18 703 かいてき環境室 6
19 704 資源リサイクル室 4
20 801 のびのびこども室 6
21 802 すくすく育児支援室 20
22 901 まごころ福祉室 9
23 902 いきいきシルバー室 9
24 903 すこやか保健室 7
25 1001 病院企画室 7

25-1 1002 医事室 1
26 1101 財政室 4
27 1102 課税室 6
28 1103 収納室 2
29 1104 管財室 9
30 1201 会計室 会計室 2
31 1301 議会事務局 議会事務局 3
32 1401 教育企画室 3
33 1402 学校教育室 9
34 1403 社会教育室 8
35 1501 農業委員会 農業委員会 4
36 1601 選挙管理委員会 選挙管理委員会 4
37 1701 監査事務局 監査事務局 4

24 38 365

市民生活部

市民病院部

市長公室

福祉事務所

子育て支援局

教育委員会

水道局

総務企画部

自治振興部

産業部

建設部

財務部



平成１８年度「The行政チェック」事務事業評価一覧(施策順)
　 ※　各評価項目は，１～５の５段階で評価  ※　総合評価・・・「事業拡大」「事業縮小」「要改善」「終了」「廃止」から選択  ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

情報送
信件数

件 41
アクセス
件数

件 308

開設日
数

日 92 146
述べ利用
人数

人 603 946

利用件
数

件 10
利用見込
件数

件 10

延べ相
談件数

件 968 1,710 2,000
対応ケー
ス数

件 135 176 200

1
9
年
度
当
初

２次総合評価

1
3
 

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
当
初

内
容
の
充
実

1
9
年
度
当
初

制
度
の
移
行

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

連番

1

2

3

要
改
善

もともと児童相
談所の業務分
散から生じた
事業である。
三次市児童相
談所開設に向
けた場合の運
営方法につい
て再検討する
必要がある。

要
改
善

要
改
善

多様化する児
童問題に対し
て，迅速的確
に対応するた
めには，専門
スタッフの養成
が必要である。

少子化の中
で，子どもを
守っていこう
とする地域
での子育て
支援・健全
育成の関心
は高くなって
いる

25 B
未
実
施

児童福祉
法・児童虐
待等・母子
保健法から
行政で対応
すべき事業
である。

5

近の児童
に対する虐
待等の報道
に見られる
ように，発
生数の増
加，ケース
の複雑化，
多様化から
社会的ニー
ズは高い

4

児童虐待・
育児相談対
応等早期発
見・早期対
応している
が，措置権
がないた
め，県との２
段階の対応
となるケー
スがある。

4

非常勤特別
職で対応し
ており，コス
ト削減の余
地は少ない

5

通報・相談件数
が急増してお
り，その結果地
域，民生児童委
員・学校関係者
等との連携がス
ムースに行わ
れるようになっ
た。

4

通報・相談
が市の窓口
に変わって
件数も増加
しており，関
係機関との
連携も取れ
ており早期
の対応が図
られてい
る。

3

児
童
虐
待
な
ど
に
よ
る
要
保
護
児
童
・
家
庭

子
育
て
に
関
し
て
，
健
全
育
成
に
か
か
る
問
題
家
庭
等

児童虐待のない
状況に戻し，児童
の健全育成を図
る。
乳幼児・児童等の
支援体制の確保

市民・関係機関か
らの通報，情報等
をネットワーク事
務局に集約し，
ケース会議で検
討協議すること
で，処遇方針をｊ
決定し，関係機関
の役割体制を計
画化する。

児童虐待を含む児童等の諸
問題の発生予防・早期発見・
早期対応・再発防止等を行う
ため，関係機関（市・こども家
庭センター・警察・学校・保育
所・幼稚園・法務局・医師会・
歯科医師会・民生児童委員・
人権擁護委員等）がネット
ワークを作り，一貫した切れ
目のない支援をすることを目
的に設置している。
市民からの通報等の窓口を
ネットワーク事務局（すくすく
育児支援室）に置き，定例の
連絡会議や育児支援連絡会
議等を行い，必要な情報の
交換や共通の支援計画に基
づく役割分担を明確化し，問
題解決へ向けて地域の総合
力を向上させている。

相談件数・対応件数が増
加しており，現在での事務
局体制では，ケース対応が
十分にできない状況もでて
きている。

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

すくすく
ネット
ワーク事
業

4,807

義
務
的
事
務

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く

り

す
く
す
く
育
児
支
援
室

第
1
 
こ
ど
も

4

3

手元に現金
を用意しなく
ても出産でき
る制度であ
り，経済に余
裕のない若
い世帯にとっ
ては，必要
な制度であ
る。

21 C4

市が出産育
児一時金の
支払いを
行っており，
貸付・返還
手続きが容
易である。

3
終
了

国の制度へ移
行する。

未
実
施

未
実
施

要
改
善

国の少子化対
策のなかで，支
払い方法の改
善策（病院が保
険者へ請求す
る方法に変更）
が検討されて
おり，この制度
の動向によっ
ては廃止の方
向となる予定

出産後，必
要な手続き
をしてから
1ヶ月後に
現金で支給
されるた
め，親は病
院に支払う
分娩費を用
意する必要
があり，早
期支給が求
められてい
る。

3

現在は，国
保加入者の
みとしてお
り，他の保
険加入者で
貸付制度の
ない方もお
られるため，
市民平等に
貸付制度を
利用してい
ただけるよう
検討する必
要あり。

5

出産育児一
時金の支給
額をそのま
ま貸付額に
しているた
め，コスト削
減の必要は
ない。

出産費用の支払
いが困難であると
見込まれ，出産
育児一時金(被保
険者・被扶養者）
が支給されるまで
に、出産費用を立
替え病院に振込
みをする。

平成18年度か
らの事業

3

出産のため
に出産費用
の準備が必
要となって
いたが，出
産育児一時
金の受給の
前に，市が
立替えて出
産費用の支
払いをする
ことで，出産
に備えての
経済的負担
を軽減する
ことができ
た。

市
内
に
住
所
を
所
有
す
る
，
三
次
市
国
民
健
康
保
険
条
例
第
４
条

に
規
程
す
る
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
該
当
者

出産育児一時金
(被保険者・被扶
養者）が支給され
るまで，市が出産
費用を立替，病院
にお支払いするこ
とで，出産時にお
ける経済負担を
軽減させる。(立
替えは，出産育
児一時金の支給
額）

少子化要因の一つとして，子
どもを持つことの経済的・心
理的負担があげられている。
なかでも，出産育児一時金
の支給がされるまで，出産費
用の確保が困難な方への支
援が望まれる。
出産費用の資金貸付を必要
とするものに対し資金を貸付
けることで，出産による一時
的な経済負担の軽減を図り，
子どもを生みやすい環境を
創造することで，少子化対策
の一層の充実を図る。

現在は，国保のみが対象
になっているが，その他に
ついても利用可能になるよ
うに検討する。
出産育児一時金（国）の支
払時期の見直しが必要で
ある。

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

出産費用
お助け制
度

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く

り

事
業
拡
大

県北の拠点と
なるべく，専門
職の充実を図
り市民ニーズ
に応える。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

未
実
施

事
業
拡
大

利用ニーズが
極めて高く現在
の特色を生か
し，さらに本格
的な療育セン
ターとしての確
立が望まれる。
具体的には，
週3日を5日開
設とし，専門職
（心理療法士・
言語療法士等）
の採用を行っ
ていく。

これまで県
北には療育
センターがな
かったため，
療育指導や
相談ニーズ
は高い。

22 B
未
実
施

乳幼児定期
健診と連動
した取り組
みであるた
め。

4

早い段階か
らの療育指
導は以後の
発達に大き
く影響す
る。関係機
関職員から
の利用ニー
ズも高い

4

指導レベル
の向上と高
いニーズに
対応するス
タッフ体制の
確立。

3

対象児の増
加や療育に
対する市民
ニーズが高
まっており，
専門的知識
を有するス
タッフが求
められてい
る。

3

専門職員の雇
用において質
の高い療育指
導を行ってい
る。

5

発達に不安
があり集団
訓練の必要
を感じてい
ても県北に
施設がない
ため広島市
や東広島市
まで通所し
ていた多く
の児童が地
元で療育指
導を受ける
ことができる
ようになり，
相談や親子
通所を通し
て早期から
の療育が実
現している。

3

こ
と
ば
，
発
達
な
ど
に
心
配
の
あ
る
幼
児

基本的生活習慣
を身につけたり，
親子遊びを通し
て，子どもの発達
を支援していく。

週３回(月・水・
金）教室を開催
し，保育士・が基
本的生活習慣，
親子遊びをとおし
て，子どもの発達
を支援していく。

ことば・発達などに心配のあ
る乳幼児を対象に，相談を受
けたり，それぞれのケースに
そって，基本的生活習慣を身
につけたり，親子あそびを通
して，発達の支援をしていく。
粟屋西自治交流センターに
おいて，専門的知識を有する
職員（保育士・社会福祉士）
を置き，指導にあたる。

利用ニーズが高く，発達相
談や療育指導体制の整備
などセンター機能を充実さ
せていく。
今後は，専門的ニーズに応
えるため，心理療法士・言
語療法士などの確保が必
要である。

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

こども発
達支援セ
ンター設
置事業

2,988

任
意
的
事
務

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く

り

手段

情報を受信したい
携帯電話から，携
帯サイトにアクセ
スし，会員登録を
して「ｋｉｄｓ情報送
信サービス」をご
利用いただく。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

第
1
 
こ
ど
も

目的

三次市から，子育
てに役立つ情報
や，イベント・行事
情報，防犯情報
などの子育てお
助け情報を，携帯
電話の携帯サイト
にアクセスしてい
ただいて，携帯
メールで情報を配
信するサービス
する。

事務事
業の対
象者等

1
2
歳
以
下
の
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
保
護
者
・
保
育
施
設
職

員
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
関
係
者
・
行
政
職
員
な
ど
で
，
子
育
て
情
報
の
必
要

な
方

正
確
性
等

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

「Ｋｉｄｓ情報送信サービス」
内容の充実と，対象者へ
「ｋｉｄｓ情報サービス」の広
報活動を行う。

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く

り

す
く
す
く
育
児
支
援
室

Kids情報
送信サー
ビス事業

ｋｉｄｓ情報送信サービスは，
市内在住で12歳以下の子ど
もをもつ保護者や保育士，民
生児童委員などが対象で，
防犯情報を含む子育て情報
を携帯電話メールで流す
サービス。
財団法人ひろしまこども夢財
団向けのメールマーケティン
グサービスにおける自治体
向けの配信機能を利用し，三
次市からの子育て情報（防犯
情報,予防・医療情報,講演会
やイベント情報など）を発信。

今年度から実
施している。

3

子育てに必
要な情報
（不審者情
報・医療情
報・感染症
情報・イベン
ト情報など）
を携帯電話
に送信する
サービスに
より，知りた
い情報が必
要としてい
る人に確実
に届けられ
る。

3

これらの情
報サービス
を，必要とさ
れる方へ利
用していた
だけるよう
に，もっと広
報していく必
要がある
が，携帯電
話を持って
いない方な
どへの対応
も，考える必
要がある。

4

月の利用会
員数によ
り，利用料
金が増減す
る仕組みと
なっており，
利用が多け
れば，金も
増加する。
コストの軽
減余地は難
しいが，利
用者が安定
すれば，仕
組みを検討
していく。

3

今年度開始
の事業であ
り当面は，
市の情報な
ので，市が
直接提供を
した方が良
いが，今後
は，民間委
託等も検討
する。

3

個々に携帯
電話を持つ
人が増えて
いる中で，
携帯電話か
ら，いつで
も子育てに
関する情報
を得ること
ができるこ
とは便利で
ある。
また，子ど
もに対する
悪質な事件
が後を絶た
ないため，
このような
情報発信の
ニーズは高
まってい
る。

3

市民すべて
の方が携帯
電話を持っ
ているとは
限らないが，
携帯電話か
らいつでも子
育て情報を
得られること
は大変便利
であり，ま
た，不審者
情報等子育
て中の方に
は，ニーズ
が高い。

19 C
要
改
善

未
実
施

未
実
施

事業周知のた
めの広報活動
の強化と内容
の充実に努め
る。

子育て中の方
のニーズにお
答えできるよ
う，情報提供に
努めるととも
に，引き続き利
用者拡大を図
るため広報して
いく必要があ
る。

要
改
善

大
項
目

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

4／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価
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２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

開催日
数

日 74 33 参加人数 人 58 42

受給者
証の発
行数

件 1,616 5,964 6,000
医療費の
公費負担

千円 97,516 135,004 140,200

助成券
交付枚
数

枚 2,230 1,500

おたふく
かぜ助成
券使用枚
数

549 500

水ぼうそ
う助成券
使用枚数

496 450

おたふく
かぜ・水
ぼうそう
の罹患者
数

125 118 100

サークル
数

組 8 12 13
サークル
活動日

日 31 183 200

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
4
 

成
果
の
向
上

5

6

7

8

要
改
善

市民ニーズを
把握し事業の
充実を図るとと
もに，事業の
周知に努め
る。

未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

平成17年11月
より粟屋西自
治交流センター
で実施。市街
地から遠いこと
などから利用
が少なく，平成
18年7月ＣＣプ
ラザ3階（三次
市十日市中1丁
目1番10号）で
開設したが，今
後，利用状況を
把握し市民
ニーズに応え
る。

3

子育て親子
が安心して
遊び過ごせ
る場所とし
て，また，子
育て情報交
流の場として
ニーズが高
い。

17 C3

連合自治会
やコミュニ
ティー単位
での実施も
可能である
ため検討す
る。

3

核家族化な
どにより，
育児不安や
孤立化が心
配される昨
今，子育て
親子の気軽
な交流の場
は重要であ
る。さらには
虐待予防に
も大きな役
割をもつ。2

新規開設に
つき，今後
の成果向上
の余地は大
きい。
子育てサー
クルの育成・
子育て相
談・子育て
情報の提供
など，親子
の身近な交
流スペース
として幅広く
その役割を
果たす。

2

運営支援と
施設管理の
ため人的経
費を必要と
する。
※コスト削
減の余地が
大きい

子育て親子の交
流及び集いの場
の提供。子育て
に関する相談及
び援助。地域に
おける子育てに
関する情報の提
供。育児サークル
等の地域組織活
動の育成支援。

市民の利用頻
度の高い場所
にある”空き店
舗”を利用し平
成18年7月につ
どいの広場とし
ての「遊び工
房」を開設す
る。

4

平成17年度
11月に粟屋
西自治交流
センターに
開設。市民
への周知と
より多くの
親子の参加
をめざした
が市街地か
ら遠いた
め，利用が
少なく，平成
18年7月に
市民の利用
頻度の高い
空き店舗を
利用して開
設予定。

子
育
て
親
子

子育て親子が集
まって，課題を解
決しながら一体感
を感じてもらい，
子育てが元気に
楽しくできるよう
になって欲しい。
将来的には，育
児サークルなどに
より参加者で主
体的に活動でき
る状態。

1,614

子育て親子が気軽に集い，
思いを共感しあったり，直面
した同じ課題を解決するため
に考えたり，行動する力をつ
けていく場を提供する。
粟屋西自治交流センターに
おいて，火・木曜日に開設し
ていたが，利便性が悪いた
めか利用者が少なかったた
め，平成１８年７月２１日を
もってCCプラザに移転した。

親子が気軽に利用でき安
心して過ごせる場所となる
よう子育てアドバイザーを
置き，事業の充実に努め
る。また，多くの親子が利
用できるよう市民への周知
を行う。
粟屋西自治交流センターで
は「こども発達支援セン
ター」を開設しているが，今
後は障害を持つ親子の交
流の場としても，活用でき
ればと思う。

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

つどいの
広場設置
事業
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正
確
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が
重
視
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れ
る
仕
事

乳幼児等
医療費助
成事業

149,518

三次市内に住所を置く乳幼
児および児童（0歳児から小
学校6年生修了まで）に対し
て，総医療費のうち，自己負
担分３割（2歳児までは2割）
を三次市が負担する。薬剤
については全額三次市が負
担する。平成16年度10月より
小学校3年生修了まで，平成
17年度4月より小学校6年生
修了まで対象者を拡大。ま
た，乳幼児医療について所
得の制限を廃止し，市内の
乳幼児は全員対象となるよう
制度を拡大した。受益者負担
として，通院については月４
日まで，入院については月１
４日まで一部負担金５００円
／日を自己負担。

自動更新事務は，乳幼児
保護者の所得および扶養
人数を確認，所得判定し，
システム画面で一人一人
更新入力をしているが，税
情報とリンクしたソフトのシ
ステムが導入できれば，一
括判定・更新を行い，事務
作業の効率化を図ることが
できる。

三
次
市
内
に
住
所
を
置
く
乳
幼
児
・
児
童

（
０
歳
児
か
ら

小
学
校
６
年
生
修
了
ま
で

）
に
対
し
て

。

医療機関等での
受診時にかかる
医療費のうち，自
己負担分３割（２
歳児までは２割）
について，三次市
が負担する。（た
だし，一部負担金
および入院時に
かかる食費等を
除く）

現金給付：医療費
を医療機関等の
窓口で支払う時
に，三次市が発
行する受給者証
を提示すれば，一
部負担金を除く自
己負担分につい
て支払う必要が
ない。
現物給付：県外等
で受診した場合，
受給者証が使え
ないため，その場
合一旦支払った
自己負担分につ
いては，償還払い
申請により，一部
負担金を除く額に
ついて返還する。

平成18年度4月
より乳幼児医療
申請書を新様
式に変更し，毎
年1回の窓口更
新を自動更新
できるようにし
た。これにより
手続き忘れによ
る期限切れや
市民が窓口へ
手続きに来る負
担軽減を図るこ
とができた。

4

市広報およ
び母子手帳
交などの機
会を使って
制度の情報
提供を行っ
ている。証
の発行数か
ら見ても，市
内の乳幼
児・児童の
医療費受給
者証申請率
は高い。
子育てに係
る負担の軽
減を図り，
目的達成へ
の貢献度は
大きい。

5

乳幼児・児
童にかかる
医療費公費
負担（一部
負担金を除
く）は子育て
をする家庭
の経済負担
を軽減して
いる。

3

受給者証を
発行するパ
ソコンのシ
ステムを
バージョン
アップすれ
ば，事務作
業時間およ
び人件費の
削減を図る
ことができ
る。

5

市でなけれ
ばできない
事業である
が，ただし，
国・県が支
援する余地
はある事業
である。

5

対象年齢を
小学校修了
まで拡大
し，所得制
限を撤廃し
た三次市の
制度は次世
代育成支援
に基づいた
ものであ
り，社会的
ニーズを充
分反映した
ものといえ
る。

5

乳幼児・児
童は病院に
かかる件数
が多いた
め，保護者
にとって3割
分（2歳児ま
では2割）の
公費負担は
ニーズとして
高い。

27 A

事
業
拡
大

事
業
拡
大

要
改
善

ニーズがあれ
ば，対象年齢
の拡大も検討
していかなくて
はいけない。

要
改
善

事務の効率化
と効果の検証
を行う。
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く
す
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児
支
援
室
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乳幼児予
防接種助
成事業

7,636

平成17年度より子育てによ
る経済的負担の軽減を図り，
幼児が健やかに成長するこ
とを目的に，おたふくかぜ（流
行性耳下腺炎）・水ぼうそう
（水痘）にかかることを予防す
るため，ワクチン接種費用の
助成を行っている。

平成17年以前に生まれた
幼児とその保護者に対して
助成事業の紹介をする機
会が少ないため，今後，あ
らゆる機会（乳幼児健診
等）を通じて積極的に周知
する。

三
次
市
に
住
所
が
あ
る
満
１
歳
以
上
か
ら
小
学
校
就
学
前

（
満
６

歳
到
達
後

初
の
３
月
３
１
日
ま
で

）
の
幼
児

経済的負担の軽
減を図ることで，
必ず予防接種を
受けていただき，
おたふくかぜ・水
ぼうそうにかかる
ことを予防し，幼
児が健やかに成
長することを目的
としている。

おたふくかぜは
６，０００円以内，
水ぼうそうは８，０
００円以内でワク
チン接種費用助
成券の交付を行
う。

市の行う11ヶ月
相談等あらゆる
機会で疾患に
ついてや予防
接種の重要性
や有効性など
について情報
提供を行うと同
時に，助成事業
の紹介を行う。

3

罹患者数減
少に繋がっ
ているた
め、予防接
種費用を助
成している
ことで，目的
達成に貢献
している。

3

継続して事
業を行って
いくことで、
今後さらに
罹患者数が
減少する可
能性があり
成果向上余
地がある。

3

安心して生
み育ててい
ただき，幼
児が健やか
に成長する
ことを目的と
して助成し
ている事業
であるた
め，コストの
削減余地は
少ないが，
事務の効率
化に努めて
いく。

3

予防接種の
助成事業で
あるため，
行政が行う
べき事業で
あるが，今
後，事業効
率等のコス
ト削減を検
討し，民間
等で実施可
能なものは
アウトソーシ
ングも視野
に入れる。

4

助成を行
い，予防接
種を受けて
いただくこと
で，疾病予
防につなが
ることから、
社会的ニー
ズが高い。

3

予防接種の
助成は子育
て中の家庭
にとっては，
経済的負担
の軽減とな
り，ニーズは
高い。

19 C
未
実
施

事
業
拡
大

要
改
善

平成17年以前
に生まれた幼
児と保護者に
対して，助成に
対する周知が
不足しているた
め，あらゆる機
会を通じて周知
を行い必ず予
接種を受けて
いただく。

要
改
善

子どもの健康
管理のため，
予防接種の効
果について，
周知に努め
る。(罹患率・
医療費の変化
等事業効果の
検証が必要)
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育児サー
クル交流
及び育児
リーダー
養成事業

806

子育てサークルという身近な
コミュニティを活性化すること
で，保護者の孤立化や育児
不安の解消を図り，また，地
域の子育て意識を醸成し，市
全体の子育て力の向上を図
る。サークル交流会や助成
金事業など行っている。

・子育てサークルのネット
ワーク化（情報の共有化と
連携強化）の実現。
・各サークルの課題にたい
して，必要な専門的行政支
援を行い，主体的に活動す
るサークルへと育てていく。
・サークル発足の場を提供
する。

子
育
て
中
の
親
，
及
び
子
育
て
支
援
に
興
味
が
あ
り
，
意

欲
の
あ
る
方

。

子育てサークルと
いう身近なコミュ
ニティを活性化す
ることで、保護者
の孤立化や育児
不安の解消を図
り、地域の子育て
意識を高める。

子育てサークル
の発足に向け，
地域の人材の発
掘と研修を行うと
ともに，サークル
リーダーの養成を
行う。

サークル助成
金を１サークル
あたり6000円か
ら10000円に
し，子育てサー
クルの活性化
への促進に努
めた。
また，つどいの
広場を開設し，
子育てサークル
発足及び活動
の促進につな
がるよう専門的
支援をしてい
く。

3

平成17年度4
月新たに1
サークルが発
足し，その他
の各サークル
においても，
特色ある活動
がリーダーを
中心に行われ
ており徐々に
活発になって
きている。
サークル交流
会での情報交
換や助成金の
有効利用が活
動の活性化に
つながってい
るが，まだ，
孤立化・育児
不安を感じて
いる保護者も
あり，不安解
消の必要があ
る。

2

「つどいの広
場」やすくす
くおしゃべり
クラス，子育
て支援セン
ターなどの
業務との連
携を通して，
サークル発
足や活動の
活性化に努
める必要が
ある。また，
サークル
リーダーの
養成に向け
ての取り組
みが必要で
ある。

4

サークルの
数を増や
し，活動助
成金を交付
していく必要
がある。

3

子育てサー
クルの自立
及び，ネット
ワーク化・情
報の共有
化・連携強
化などの行
政支援が必
要である。

4

子育てサー
クル活動の
活性化は市
全体の子育
て力の向上
に大きく関
与する。今
後は地域単
位（自治会）
での支援の
組織化が必
要。育児の
孤立化が育
児不安や，
さらには虐
待を引き起
こすケース
もあり社会
的ニーズは
高い。

4

子育て中の
仲間作り等
で悩む親は
多い。また子
育て仲間で
主体的に活
動することへ
ニーズも高
い。

20 C

現
状
維
持

要
改
善

要
改
善

新たなサーク
ルの増加，リー
ダーの養成，
ネットワーク
化，自主活動
活性化に働き
かけが必要。

要
改
善

主体性を持っ
たサークル
リーダーを育
成する。
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大
項
目

延べ利
用件数

件 1,866 1,551 2,000
延べ利用
時間

時間 9,366 8,583 10,000

交付人
数

人 568 535 500
助成券使
用数

枚 1,036 3,382 2,700

開設日 日 135 294 292
延べ利用
人数

人 201 364 400

訪問実
働日数

日 84 80
訪問達成
率

％ 100 100

1
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1
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度
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子育てサ
ポート事
業

5,865

保護者の就労時間や勤務形
態にあわせた保育の提供
や，保護者のリフレッシュ，緊
急な場合に一時的に保育で
きる場を確保することで，子
育てに対する協力者のいな
い家庭の支援をしていく。地
域と家庭の連帯感が生まれ
ることにより，地域ぐるみの
子育てを目指す。
子育ての援助を受けたい人
（お願い会員）と子育てを援
助をしてあげたい人（まかせ
て会員）が相互支援をする。
・１時間６００円（市が２分の１
補助　お願い会員の実質負
担は３００円）

・まかせて会員の増員させ
ていく。
・市街地に比べて，周辺地
域にまかせて会員が少な
い実態がある。

0
歳
か
ら
小
学
生
3
年
生
の
子
ど
も
を
も
つ
保
護
者

仕事と子育てを両
立して，安心して
働くことができる
子育て環境の実
現。

育児の支援を行
う提供会員（まか
せて会員）、育児
の支援を受ける
依頼会員（おねが
い会員）として登
録し，事務局(市
のアドバイザー）
が支援の依頼を
受けて，仲介す
る。

まかせて会員
の増員のため，
講習会の広報
にケーブルＴＶ
を活用。
出前講習会を
計画する。

3

保護者の就
労保障，リ
フレッシュ，
病気，子育
ての協力者
のいない家
庭，緊急な
場合の支援
をしていっ
た。まかせ
て会員の資
質向上・増
加を目的に
講習会や交
流会を開催
した。また，
平成１８年
度はまかせ
て会員出前
講習会を計
画している。

3

おねがい会
員の増加，
まかせて会
員の資質向
上，増加の
余地があ
る。

4

相互支援活
動としての
支援及び，
経済的負担
の大きい子
育て期にお
いての利用
料の半額助
成は必要で
ある。

3

利用料金（６
００円）の半
額（３００円）
を市が助成
しているの
で，利用者
の経済的負
担が軽くな
るため，市
が実施すべ
きであが，
今後，事業
の内容に
よっては，
NPＯや民間
委託を検討
していく必要
がある。

4

平成１８年６
月現在，お
ねがい会員
５３７人（児
童数８１９
人）・まかせ
て会員１０２
人・うち両
方会員１５
人であり，
今後，共働
き子育て世
代の増加に
伴い，社会
的ニーズは
高くなる。

4

平成１７年
度，利用回
数が１，５５１
件で前年度
に比べ利用
件数が増加
し市民の
ニーズが高く
なっている。

21 C

現
状
維
持

要
改
善

要
改
善

まかせて会員
の資質向上，
増加の必要が
ある。
より多くの市民
に利用してもら
えるよう周知を
積極的に行う。

要
改
善

本事業は「安
心して働くこと
ができる環境
づくり事業」で
ある。(一方、
制度の悪用を
防止することも
課題)
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妊産婦健
診助成事
業

25,221

平成17年度より経済的負担
の軽減と母子の健康管理の
ため，助成券が2枚から6枚
に拡大した。また，非課税世
帯に対しては，さらに4枚追
加して対応している。母子健
康手帳交付時に，母子健康
手帳別冊として助成券を同
時に妊婦へ交付している。

助成券の発行回数が増え
たことにより，受診券を利
用しての健診受診者数は
増えているが，しかし，国
保連合会より結果報告が
２ヶ月遅れることより，タイ
ムリーな指導につなげにく
い。健診結果をいかに妊婦
の健康管理へ結びつけて
いくかが課題である。

妊
婦

健診を受けること
で，妊婦の心身
の健康管理をして
安楽な出産がで
きて，新生児がす
こやかに成長でき
るようにする。

妊婦一般健康診
査費を6回分助成
する。ただし非課
税世帯について
は，4回分追加す
る。(平成18年度
単価6,480円）

健診結果は，気
になるケースに
ついては，カル
テにはったり相
談などにつなげ
ている。

3

妊娠初期か
らの交付件
数，使用件
数が増加し
ており，目
的達成に貢
献している。

3

平成17年度
からの交付
枚数拡大に
より受診者
の経済負担
が軽減さ
れ，妊娠初
期からの状
況確認に役
立っている。

3

健診実施後
の事務的部
分での整理
をすること
で，コストの
削減余地が
ある。

4

市で母子健
康手帳発行
する際に妊
婦の健康状
況など把握
しやすい。ま
た対象者に
ついても利
用しやすい
ため，市で
行った方が
よりよくでき
る。 4

安心して妊
娠，出産で
きるよう定
期的な健診
を受けるこ
とは重要で
ある。助成
券交付は経
済的負担の
軽減につな
がる。

4

経済負担の
軽減につな
がり，定期的
に健診を受
けることがで
きるため市
民ニーズが
高い。

21 C
未
実
施

事
業
拡
大

要
改
善

妊娠期間中の
健康指導や異
常の早期発見
につながり目
的達成効果は
高いが，健診
結果を早期に
伝え妊婦の健
康管理に結び
つけて行くよう
に改善を図る。

要
改
善

母子ともに健
康であること
と，経済的負
担の軽減を図
るための事業
であり，健診者
への周知徹底
を図る。

す
く
す
く
育
児
支
援
室
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病後児保
育事業

4,985

市立三次中央病院施設内に
病後児保育室を設置し，病
気の回復期にあたり集団保
育が困難で，保護者が仕事・
病気・冠婚葬祭等の理由に
より家庭で保育できない児童
の保育を行う。

・看護資格を有するスタッフ
が不足しているので，人材
確保が課題。
・病名により，保育室を分
離する必要があるため保
育室数が不足する場合が
ある。

・
対
象
年
齢
6
ヶ

月
か
ら
小
学
校
3
年
生
終
了
ま
で
の
子
ど
も
・
三
次
市
に
住
民

票
が
あ
り
疾
患
の
回
復
期
に
あ
る
た
め
集
団
保
育
が
困
難
な
場
合
・
サ
ポ
ー

ト
会

員

(

お
願
い
会
員

）
で
あ
る
こ
と
が
原
則

児童が病気の回
復期で集団保育
が困難な期間，
保護者が仕事・病
気・冠婚葬祭等の
理由により，家庭
で保育できない
場合に，その児
童の保育及び看
護を行うことで，
保護者の子育て
と就労の両立を
支援する。

市立中央病院の
一部を利用して保
育室を確保し看
護士資格を持つ
専任職員及びサ
ポート会員（まか
せて会員）によっ
て保育している。

まかせて会員
増員のため，出
前講習会を計
画している。
ケーブルＴＶで
の広報活動を
実施。

3

事業そのも
のは目的が
達成されて
いるが利用
対象をサ
ポート会員
としているた
め対象範囲
が限られて
いるため検
討する必要
がある。

2

平成17年度
の利用者数
は364人で
あり平成16
年度に比べ
利用数は増
加し新規利
用者も増え
てきており
ニーズの高
まりを感じ
る。利用人
数により保
育スペース
不足が課題
となることが
あるので，
保育室の確
保が必要。

2

昨年度に比
べ利用数は
増えてきて
いるが投資
額に比較し
て利用数が
（少ない）

3

市立中央病
院と連携を
とって運営し
ており市が
実施した方
がよいが，
今後は民間
委託につい
ても検討し
ていく必要
がある。

4

核家族化や
夫婦共働き
の増加によ
り，病後時
保育のニー
ズが高く
なってい
る。また，市
外から三次
市に勤務し
ている保護
者からの
ニーズもあ
るがこの点
において
は，課題で
ある。

4

病気の回復
期は，集団
保育が困難
なため，保
護者の就労
保障等の必
要から，市民
のニーズが
ある。

18 C

現
状
維
持

要
改
善

要
改
善

スタッフとス
ペースの確保
が課題であり，
市民の方が利
用しやすいよう
に改善する必
要がある。

要
改
善

市民ニーズを
把握し，病気
回復期の子ど
もを安心して預
けられるよう事
業の改善を図
る。

す
く
す
く
育
児
支
援
室
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未熟児訪
問事業

709

保健師や助産師が未熟児の
家庭を訪問し，児の発育，発
達を確認して発達に合わせ
た指導，支援を行う。（平成
17年度から県からの事務・権
限移譲により三次市が実施
主体）

未熟児養育医療申請のあ
る児については，出産間も
ない時期から家族や医療
機関との連絡，調整が図
れ，退院後早期に訪問か
できて支援につながる。し
かし，その他の未熟児（低
出生体重児など）について
は，本人から申し出がない
限り，把握が難しく訪問時
期が遅れることがあり，対
象児の把握に努める必要
がある。

未
熟
児
と
そ
の
家
族

未熟児養育に関
する訪問指導や
育児相談を行うこ
とにより，未熟児
の健やかな発育
と発達を促し，未
熟児世帯の育児
不安の解消を図
る。

主に未熟児の家
庭訪問

毎月出生届出
の確認の際，出
生体重の把握
をし，早期に訪
問へつなげるよ
うにしている。
また，養育医療
の対象者の把
握をして，訪問
へつなげる。

3

対象者に対
して全件訪
問行い，未
熟児の状況
を確認し家
族へのフォ
ローへつな
げている。

3

未熟児訪問
指導の内容
を，さらに高
めていくこと
が大切であ
る。

4

コストは人
件費のみで
あり削減の
余地が小さ
い。

4

健診，訪問
をとおして把
握しやすく，
フォローが
できる。

3

対象者は一
部ではある
が，支援の
必要性高い
事業であ
る。

3

対象者は一
部ではある
が，支援の
必要性高い
事業である。

20 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

未熟児の健康
管理と状況把
握，家族の不
安軽減のため
にも，事業継続
の必要性があ
る。そのために
は保健師として
の指導技術を
高めていく必要
がある。

要
改
善

未熟児の健康
管理と親の不
安解消ため保
健師の指導技
術を高める。

6／100
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事務事
業の対
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確
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等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

保育児
童数

人 1,520 1,541 1,530
現年度分
収納率

％ 98 97 98

滞納繰越
分収納率

％ 53 20 20

適用児
童数

人 256

減額と
なった1
人当りの
保育料

円 17,885

整備箇
所

箇所 3 3 1

オープニ
ングイベ
ント開催
数

回 2 2 未定

検討委
員会

回 21 10 3

オープニ
ングイベ
ント参加
者

人 90 90 未定

一時保
育実施
保育所
数

所 4 4 4

一時保育
延べ利用
者数（三
良坂保育
所）

人 17 60 60

一時保育
延べ利用
者数（み
わ保育
所）

人 38 36 36

一時保育
延べ利用
者数（こう
ぬ保育
所）

人 22 21 25

制
度
の
拡
大

1
9
年
度
予
算

1
4
 

成
果
の
向
上

1
8
年
度
中

1
3
 

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
当
初

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

15

14

13

16

の
び
の
び
こ
ど
も
室

の
び
の
び
こ
ど
も
室
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保育料徴
収

7,399

三次市内にある認可保育所
（公立23所，私立3所，計26
所）に通所する児童の保護
者より，三次市保育料徴収
規則に定める保育料を徴収
する。現年度分保育料の徴
収方法は，平成16年度より
原則9金融機関からの口座
振替である。給与差押等の
法的措置は6人（10件，
609,550円）実施した。滞納繰
越分の毎月の分納は，口座
振替10件91,000円，納付書
12件103,000円，来庁納付4
件32,000円，徴収2件7,000
円である。

現年度分については，督促
状発送後の催告書を送付
したが，毎月送付を実施す
る。滞納繰越分について
は，高額な滞納者が増加し
ているので分納誓約の提
出を求めるとともに，分納
者の納付状況の確認を行
い，誓約を履行させるよう
にする。分納不履行や折衝
に応じない未納者について
は法的措置を検討する。

三
次
市
内
に
あ
る
認
可
保
育
所

（
公
立
2
3
所
，
私
立
3

所

）
に
通
所
す
る
児
童
の
保
護
者
を
対
象
と
す
る

。

現年分の収納率
98.2％

口座の未登録者
へ毎月15日頃納
付書を発送する。
残高不足による
口座振替未納者
へ毎月8日頃納付
書を送付する。未
納者へ毎月20日
頃督促状を送付
する。滞納者につ
いては，納付相
談・分納誓約・法
的措置を実施す
る。

現年度分の督
促状について
は，保育所長か
らの手渡しによ
り行っているが
どの程度効果
があるか不明
である。6人（10
件）の滞納者へ
法的措置を実
施した。

4

公平性の観
点より収納
率が100％
は重要なこ
とである。

3

催告書の送
付により，納
付忘れへの
対応が可能
となり，新規
滞納者が減
少した。今
後は毎月送
付する。滞
納管理シス
テムの導入
により，滞納
繰越分の分
割納付管理
が容易にな
り，分割納
付誓約を履
行しない者
について
は，法的措
置を実施す
ることにより
滞納額を減
らすことがで
きる。

4

固定的な経
費なのでコ
ストの削減
余地は小さ
い。基幹業
務システム
の再構築に
よるコスト削
減は不透明
である。

3

情報漏洩の
可能性を考
えると市が
行うべきで
あるが，今
後，滞納整
理組合での
実施を検討
する。

5

負担の公平
を求める社
会的ニーズ
は高いと思
われる。

4

保育を受け
たのに保育
料を払わな
いことに対し
て徴収せよ
という市民
ニーズはあ
ると思われ
る。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

事務改善によ
り更なる収納
率の向上が期
待できる。

要
改
善

法的措置も含
めて，あらゆる
対応により，滞
納を解消する。
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務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

一時保育
事業

1,321

就労形態の多様化に対応す
る一時的な保育や，専業主
婦家庭等の育児疲れ解消，
緊急時の保育等に対応す
る。この事業は保護者の傷
病，入院，災害，事故，育児
等に伴う心理的・肉体的負担
の解消等により緊急・一時的
に保育が必要となる児童に
対する保育を実施する。
実施保育所は三良坂保育
所，みわ保育所，こうぬ保育
所である。また，私立では子
供の城保育園が実施してい
る。

年間の延べ利用者が25人
を超えないと補助対象にな
らない（平成17年度はこう
ぬ保育所は補助対象外）。
市街地で行えば効果があ
ると思われるが，面積，保
育士の人員の面から定員
枠を超えるため実施できな
い。

保
育
を
必
要
と
す
る
児
童

（
保
育
理
由
，
住
民
票
の
有
無

を
問
わ
な
い

）
。
月
の
保
育
時
間
は
6
4
時
間
未
満

一時的に保育を
行うことにより，
保護者の心理的・
肉体的負担の軽
減，就労援助等を
行うこと。

通常保育の定員
の枠内で保育を
実施し，保護者の
保育ニーズに応
える。

前年度は事業
として挙がって
いない。

2

公立保育所
で一時保育
を実施して
いる保育所
は周辺部に
限られ，施
設の面積，
保育士の人
員の面から
実施保育所
を拡大でき
ない。

4

現在公立保
育所で実施
している三
良坂，み
わ，こうぬ保
育所は周辺
部にあり一
時保育の保
育ニーズは
低いと思わ
れる。

4

通常保育の
定員の枠内
で保育して
いるため，
それほどコ
ストはか
かっていな
い。

2

民間でも実
施可能であ
るため。

4

多様な保育
メニューの
一つとして
一時保育を
求めるニー
ズは市街地
においては
高い。

2

一時保育よ
りも通常保
育の定員拡
大の方が
ニーズが高
いと思われ
る。

18 C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

公立保育所の
一時保育実施
保育所（三良
坂，みわ，こう
ぬ保育所）は周
辺部にあるが，
一時保育の利
用者は少くな
い。今後，利用
者の多い市街
地の保育所で
の実施を検討
していく。

要
改
善

利用者のニー
ズを把握し，子
育て中の保護
者が利用しや
すい制度とす
る。

の
び
の
び
こ
ど
も
室

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

3

)

子
ど
も
の
手
本
と
な
る
親
育
て

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

第3子目
以降保育
料無料化

1,772

子育て支援策として第3子目
以降の保育料（延長保育料，
一時保育料，特定保育料を
除く）を無料とする。給食費と
して4,000円を徴収する。ただ
し，保育料徴収基準に基づき
決定した額が4,000円以下の
場合は徴収しない。条件とし
て①第3子目以降の子であ
る。②所得税法上，18歳未
満の子を3人以上扶養してい
る。③三次市内にある認可
保育所（公立23所，私立3
所，計26所）に通所してい
る。④市税等の滞納がない。

保育所運営適正化計画を
答申した保育所運営適正
化検討委員会では，第2子
についても保育料軽減措
置を求める意見があった。
認可外保育所へ児童を通
所させている保護者から
は，認可施設だけでなく認
可外施設に対しても制度を
拡充するよう要望が出てい
る。

三
次
市
内
に
あ
る
認
可
保
育
所

（
公
立
2
3
所
，
私
立
3

所

）
に
通
所
す
る
第
3
子
目
以
降
の
児
童
の
保
護
者
を
対

象
と
す
る

。

子育て支援策とし
て，多くの子ども
を育てている保護
者に対して経済
負担を軽減し，将
来的に2人目3人
目を安心して生み
育てていただく環
境を作り，少子化
対策を図ることを
目的とする。

保育料（延長保育
料，一時保育料，
特定保育料を除
く）を無料として，
親育ての面から
一律無料ではな
く，給食費として
月4,000円を徴収
する。ただし，保
育料徴収基準に
基づき決定した額
が4,000円以下の
場合は徴収しな
い。

今年度4月より
実施の事業

4

月額保育料
が1万8千円
程度減額と
なるため，
経済的な子
育て支援策
としては効
果があると
考える。

4

認可保育所
でのみの実
施のため，
認可外施
設，幼稚
園，在宅児
童について
の助成事業
を実施する
ことにより更
に子育て支
援策として
の効果があ
ると考えら
れる。

3

人件費につ
いて事務の
効率化によ
りコスト削減
が考えられ
る。

5

徴収してい
る保育料を
減額すると
いう制度の
ため，市で
なければで
きない。

4

18年4月か
ら他市も同
じような制
度を実施し
ていること
を考えると
社会的な
ニーズは高
いと考えら
れる。

5

認可外保育
所へ児童を
通所させて
いる保護者
からは，認可
施設だけで
なく認可外
施設に対し
ても制度を
拡充するよう
要望が出て
いることを考
えると市民
ニーズは高
いと考えられ
る。

25 B
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

市民は，認可
外施設での実
施も希望してい
ることから更な
る制度の拡充
が必要である。

事
業
拡
大

認可外保育所
への制度の拡
充は今後の課
題であるが，
認可保育所と
の均衡を図る
必要がある。

み
ら
い
都
市
室

第
6
 

都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

3

)

美
し
い
景
観
の
創
出
と
保
全

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

市街地公
園整備事
業

18,148

市内には尾関山公園やみよ
し運動公園等の広い公園は
あるが，小さな子どもを自宅
から歩いて連れていけるよう
な身近な公園が少ないた
め，一番身近な公園として整
備する。また，設計段階から
地元に関わっていただき，地
元が必要なものを整備すると
ともに，完成後の運営・管理
を地元で担ってもらうことによ
り，行政に気兼ねすることな
く，地元の使い勝手の良いよ
うに育てていける公園とす
る。さらに，１６年度は人口集
中地区と呼ばれる，三次町・
十日市地区・八次地区のみ
を対象としていたが，１７年度
からは三次市内都市計画域
を対象とした。
（平成１７年度整備箇所）
南大下公園・荒瀬コニュニ
ティ広場・毘沙門広場（吉舎）

完成後の地元運営につい
て，自分たちで自由に使っ
たり，改良できるという，こ
れまでの公共施設とは一
線を画す事業であるので，
より多くの市民へ事業の周
知を行うこと。また，公園整
備に当たり，景観に配慮
し，緑のある公園を推進す
る。

住
民

（
こ
ど
も

）
の
数
は
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
公
園

の
不
足
し
て
い
る
地
域

公園を整備するこ
とにより，地域の
憩いの場を提供
する。

地元要望があり，
適地がある地域
において，設計～
工事～完成～
運営まで地元住
民とともに公園を
一から作る。

広報等による候
補地募集を行っ
た結果，７件の
候補地のうち，
条件を満たした
３件の整備を
行った。

4

こどもやお
年寄り，ま
だ保育所に
も行かない
小さなこども
を抱えたお
母さんと
いったバラ
エティに富
んだ地域の
方の集まる
場となって
いる。 2

身近な広場
の必要性を
感じている
地域に対す
る，事業の
有効性の啓
発が必要。

3

対象用地を
無償借地に
限定するこ
とで，用地
に対するコ
ストが縮減
される。

3

初期投資が
かかるた
め，市が整
備し，完成
以降は地元
が維持管理
を行う。

4

地域の絆が
薄まる中
で，子ども
からお年寄
りまで集え
る場は必
要。

5

地域（市民）
の要望によ
る整備であ
る。

21 C
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

市民ニーズに
よる事業であ
り，続けていく
べきである。

要
改
善

設置後の利用
状況を検証し，
場所の決定を
図る。（真に要
望があり，活
用が望める場
所で設置す
る。）

7／100
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所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

延長保
育実施
保育所
数

所 2 2 3

延長保育
1日平均
利用者数
（十日市
保育所）

人 2 4 6

延長保育
1日平均
利用者数
（東光保
育所）

人 2 3 6

延長保育
1日平均
利用者数
（愛光保
育所）

人 － － 6

特定保
育実施
保育所
数

所 4 4

特定保育
延べ利用
者数（三
良坂保育
所）

人 11 11

特定保育
延べ利用
者数（み
わ保育
所）

人 5

特定保育
延べ利用
者数（こう
ぬ保育
所）

人 5

相談件
数

412 467 500 解決件数 件 282 448 450

1歳児，2
歳児受
入可能
保育所
数

所 15 15 16
1歳児，2
歳児入所
児童数

人 226 245 285

和田保育
所の入所
児童数

人 7

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

事
業
の
拡
大

1
9
年
度
予
算

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
当
初

1
3
 

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
当
初
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20
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室

の
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の
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ど
も
室

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

延長保育
推進事業

11,926

保護者の就労形態の多様
化，勤務時間の増加等に対
応するため11時間の後1時
間の延長保育を行う。
東光保育所，十日市保育所
で実施していたが，平成18年
度から愛光保育所でも実施
している。また，私立では子
供の城保育園，子供の館保
育園，みゆき保育園で実施し
ている。今後については，延
長保育のニーズの高い保育
所が発生した時点で検討を
行う。

15年8月より東光，16年度
より十日市，18年度より愛
光保育所と保育をしてきた
が，今後は3歳未満児保育
施設を重点的にニーズに
応じて取り組む。しかし，補
助金の対象外となる1日平
均6名以下であるため，財
政的に厳しいことが予測さ
れる。

延
長
保
育
希
望
者

延長保育希望者
全員に保育する
ことで，保育者の
就労の時間的な
余裕や勤務条件
の緩和等に対応
する。

午後6時30分まで
に迎えに来られ
ないとき，前日ま
たは当日の午後4
時までに連絡を
受け保育する。簡
単なおやつを食
する。あらかじめ
延長保育希望の
申請をしていいた
だく。

15年度は東光
保育所のみ実
施，16年度から
十日市保育所，
18年度からは
愛光保育所で
開始した。

3

平成18年度
から延長保
育を実施す
る保育所
が，23箇所
の公立保育
所のうち3箇
所になった
ため。利用
者には喜ば
れているが
利用者は少
ない。 3

保育時間拡
大となるの
で延長保育
の実施で働
きやすくな
る。

4

コストは職
員人件費が
大半であ
る。

2

十日市・東
光・愛光保
育所におい
ては，民間
委託を検討
している。

3

共働き等に
より延長保
育を求める
保護者が増
えているた
め社会的
ニーズはあ
ると思われ
る。

3

共働き等に
より延長保
育を求める
保護者が増
えているた
め市民ニー
ズはあると
思われる。

18 C

事
業
拡
大

現
状
維
持

要
改
善

延長保育を必
要とする人は
いるが，利用者
は少ない。利
用人数の面だ
けでは判断で
きないが，市民
全体の利益に
つながる事業
かどうかを見直
していく必要は
ある。

事
業
拡
大

利用者のニー
ズを把握し，子
育て中の保護
者が利用しや
すい制度とす
る。

の
び
の
び
こ
ど
も
室

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

特定保育
事業

777

親の就労形態の多様化
（パートの増大等）に伴う子ど
もの保育需要の変化に対応
するため，週に2，3日程度必
要に応じて柔軟に利用できる
保育サービスである。
実施保育所は三良坂保育
所，みわ保育所，こうぬ保育
所である。また，私立では子
供の城保育園が実施してい
る。

短期就労の場合，入所した
方が保育料の面から良い
ことが多いため，特定保育
の利用価値が少ないことが
ある。市街地で行えば効果
があると思われるが，施設
面積，保育士の人数の面
から定員枠を超えるため実
施できない。

保
育
を
必
要
と
す
る
児
童

（
保
育
理
由
は
就
労
，
住
民
票

の
有
無
は
問
わ
な
い

）
。
月
の
保
育
時
間
は
6
4
時
間
以

上

。

就労を援助して，
保護者の利便に
供する。

通常保育の定員
の枠内で保育を
実施し，保護者の
保育ニーズに応
える。

平成16年度は
吉舎保育所で
実施したが利用
者がなかった。
17年度は一時
保育を実施して
いる保育所で
実施することと
して利用者の拡
大を図った。

2

公立保育所
で特定保育
を実施して
いる保育所
は周辺部に
限られ，施
設の面積，
保育士の人
員の面から
実施保育所
を拡大でき
ない。

4

特定保育の
保育ニーズ
はあるが低
いと思われ
る。

4

通常保育の
定員の枠内
で保育して
いるため，
それ程コス
トはかかっ
ていない。

2

民間でも実
施可能であ
るため。

3

多様な保育
メニューの
一つとして
一時保育を
求めるニー
ズは市街地
においては
高い。

2

特定保育よ
りも通常保
育の定員拡
大の方が
ニーズが高
いと思われ
る。

17 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

公立保育所の
一時保育実施
保育所（三良
坂，みわ，こう
ぬ保育所）は周
辺部にあるが，
一時保育の利
用者は少くな
い。今後，利用
者の多い市街
地の保育所で
の実施を検討
していく。

要
改
善

利用者のニー
ズを把握し，子
育て中の保護
者が利用しや
すい制度とす
る。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

母子自立
支援員の
配置

739

母子・父子家庭の母・父及び
寡婦の精神的・経済的安定
を図るため，相談を受け，そ
の自立に必要な情報提供・
指導等の支援を行うととも
に，職業能力の向上及び求
職活動に関する支援を行う。

母子家庭の母は精神的に
不安定になることが多く，
複雑なケースが増加してい
るため，心のケアが出来る
ような研修や人員が必要。
広報・ホームページ等によ
り，住民に広く周知すること
が必要。また，自立に向け
た支援が総合的に提供で
きるよう，ハローワークや
子ども家庭センター，三次
警察等の関係機関との密
接な連携を図ることが必
要。

母
子
家
庭
の
母
・
父
子
家
庭
の
父
及
び
寡
婦

。
そ
の
家

族

。

離死別に関する
相談や家族に関
する相談を受け，
精神的・経済的安
定を図る。

自立に必要な情
報提供，相談指
導，貸付相談等
の支援を行う。

離婚の増加に
伴い，相談件数
も増加している
為，継続して配
置が必要であ
る。（相談内容
も複雑化してお
り，支援員の資
質の向上や他
職種・他機関と
の連携が必
要。）特に児童
虐待・DV・少年
非行・不登校等
複数の問題を
抱えるケースが
増加しており，
他の相談員制
度との一元化も
今後の課題で
ある。

5

母子・父子
家庭が抱え
る様々な問
題の解決を
母子自立支
援員が相談
指導を行う
ことで，精神
的・経済的
な安定を図
ることができ
ているた
め，目的達
成への貢献
度は極めて
大きい。

4

支援員の資
質の向上
や，他職種・
他機関との
連携が必要
である

5

現在，人件
費のみであ
りコストの削
減余地はな
い

5

個人のプラ
イバシーに
立ち入る部
分が多く，民
間では守秘
義務が守ら
れない可能
性が高く，制
度について
の説明も不
十分になり
がちである

4

離婚数が増
加傾向にあ
り，相談件
数も増加し
ているた
め，社会的
ニーズは高
い

4

離婚数が増
加傾向にあ
り，相談件数
も増加してい
るため，市民
ニーズは高
い

27 A

現
状
維
持

要
改
善

要
改
善

離婚数が増加
傾向にあり相
談件数も増加
しており，複雑
なケースが多
いため，研修
等を受け，母子
自立支援員の
資質の向上を
図る必要があ
る。

要
改
善

児童相談所開
設に向けた体
制の強化を図
る。

第
1
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も

１
子
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て

(

2

)

子
育
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仕
事
が
両
立
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き
る
環
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づ
く
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任
意
的
事
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直
接
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対
外
的
な
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ス
向
上
が
求
め
ら
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る
仕
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３歳未満
児保育

入所を希望する1歳児，2歳
児を入所させるため，シャ
ワー室設置，畳の搬入，トイ
レの洋式化等保育施設の整
備を図り，保育士を確保して
保育を実施する。
平成１８年度は和田保育所
で１歳児，２歳児の入所を開
始した。

旧三次市内の保育所は，
私立保育園との住み分け
が行われているため，低年
齢児の施設が充実してい
ない。少子化の中にあって
も低年齢児の保育ニーズ
は拡大の傾向にあり，保護
者の就労を援助するため
にも旧三次市内の保育所
の低年齢児保育の拡大が
必要。

保
育
所
へ
入
所
を
希
望
す
る
1
歳
児
及
び
2
歳
児

入所を希望する1
歳児，2歳児を入
所させ保護者の
就労を援助する。

シャワー設備の
設置等の施設の
整備及び保育士
の確保

前年度は事業
として挙がって
いない。

3

平成18年5
月12日（月）
から和田保
育所の1歳
児，2歳児保
育を開始し
た。

3

和田保育所
は12人の定
員拡大だっ
たが，まだ
低年齢児保
育を実施し
ていない保
育所へも拡
大する余地
がある。

3

低年齢児の
保育を実施
するために
は，シャ
ワーの設置
等の施設要
件や，人の
配置等が必
要だが，こ
れは必要経
費である。
しかし，人の
配置につい
ては民間委
託等により
コストの削
減余地があ
る。

2

民間に委託
することも可
能。

5

労働力を求
める社会の
ニーズは高
く，就労を
希望する保
護者も増加
傾向にある
と思われ
る。

5

就労したくて
も待機児童
が発生しや
すい状況に
あるため保
護者の保育
ニーズは高
い。

21 C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

低年齢児の保
育ニーズが高
い以上，それに
応える事業拡
大が必要と考
える。

事
業
拡
大

低年齢児の保
育ニーズに対
応できるよう，
事業を拡大す
る。(保育に欠
ける子供の公
正な把握が重
要となる)

8／100
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・
間
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目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク
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六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

講演会 回 2

受給者
数

人 980 969 985
公費負担
額

千円 2,993 2,585 2,818

措置児
童数

人 357 465 510
ニーズ達
成状況

％ 87 100 100

入会申
込者数

人 411 465 510

児童クラ
ブ施設定
員合計

人 378 401 482

結婚コー
ディネー
ター事業
件数

3 結婚件数 件 3

４
　
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

1
9
年
度
当
初

制
度
の
充
実

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
8
年
度
中

23

24

21

22

す
く
す
く
育
児
支
援
室

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

女性キャ
リアアッ
ププラン

出産・育児で会社を辞めた人
に対して再就職プランを作成
し，就職相談・研修・講演会
等を行う。

ハローワークとの連携を図
り利用していただきやすい
ものとする。

出
産
・
育
児
で
会
社
を
辞
め
た
人
で
再
就
職
を
希
望
す
る

人 出産育児で会社
を辞めても，自分
の能力を生かして
再就職し子育てと
育児を両立しなが
ら生き生きとした
人生を送っていた
だくための事業で
ある

女性のための就
職プランの作成・
就職相談・研修・
講演会等を開催

今年度から事
業開始する

3

女性の就業
率が高い
程，出生率
が高い統計
がでており
子どもを産
んでも働き
たい女性に
ニーズは高
いが現在で
は，このよう
な事業が少
ないため目
的への貢献
度は高い。

2

計画の立ち
上げ段階で
るが，子育
て等が一段
落し働きた
い女性に対
して積極的
に就職につ
いて協力す
ることで，成
果の向上余
地は大き
い。 4

計画立ち上
げ段階であ
り，広報，研
修，事業開
始を今後行
うなかで，事
業コストや
効率を検証
し，改善して
いく。

3

市でなくても
できる事業
であるが，
少子高齢化
が進む現在
では，働き
たい女性に
対して市も
積極的に支
援していく必
要がある。

3

子育て等一
段落し働き
たい女性の
割り合いは
益々高まっ
ており，ま
た，人口減
少時代にお
いては，企
業等も人材
確保する必
要があり，
そのため，
社会的ニー
ズは高と考
えられる。

3

出産・育児で
仕事を辞め
た人も，自分
の能力を生
かして再就
職したい人
は多い。

18 C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

出産・育児等で
会社等を辞め，
再就職したい
女性に対して
幅広く周知し利
用していただき
やすい制度に
していく。

要
改
善

働きたい女性
のニーズの把
握と雇用の場
の拡大，そし
て，男女共同
の社会づくりの
ためより良い
事業を展開す
る。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

ひとり親
家庭等医
療費助成
事業

30,484

三次市内に住所をおく，母子
家庭の母，父子家庭の父及
び養育者とその児童の医療
費の自己負担部分について
助成する。所得税非課税世
帯のみ該当する。児童が１８
歳に到達し， 初の３月３１
日を迎えるまでが対象。
事務事業は，窓口における
申請の受理・審査及び受給
者証の発行・発送，償還払い
の申請受理・審査及び返還
手続き，医療費及び手数料
の支払い。

ひとり親家庭等医療費受給
者証の更新は，毎年８月
（更新申請受付は７月中）
にあり，課税状況・世帯状
況を確認。年度途中での課
税状況の変更や，内縁関
係を含む事実婚の把握が
困難であるため，住民基本
台帳や課税台帳と連動した
システムが必要。

母
子
家
庭
・
父
子
家
庭
の
母
・
父
及
び
養
育
者
，
そ
の
児

童

（
１
８
歳
到
達
後

初
の
３
月
３
１
日
を
む
か
え
る
ま

で

）
。
父
母
の
な
い
子

医療機関等受診
時にかかる医療
費の自己負担部
分について，三次
市が負担する。
（ただし、入院時
にかかる食費等
を除く）

現金給付：受給資
格者が医療費を
支払う際に受給
者証を提示すれ
ば，自己負担部
分について三次
市が助成。
現物給付：県外等
で受診する場合
受給者証が使え
ないため，その場
で現金を支払って
おく。保険適用の
自己負担部分に
ついては，三次市
窓口で償還払い
申請をすることに
より，指定の口座
に後日振込む。

前年度からの
改善点は無い
が，総合行政シ
ステムを導入す
ることにより，事
務の軽減が見
込まれる。

4

ひとり親家
庭への経済
的負担を軽
減し，病院
で子どもを
安心して診
察できること
により目的
達成への貢
献度は大き
い。市広報
や対象者へ
の案内によ
る制度の告
知を広く
行っている
ため，受給
者証申請率
は高い

4

一部負担金
を除く医療
費の公費負
担は，受益
者にとって
十分なサー
ビスといえる

3

不正受給者
を調査確認
することによ
り助成の削
減を図るとと
もに，事務
の効率化に
努める

5

福祉医療の
向上を目指
すための，
国の制度上
の業務であ
り，助成費
等は行政が
負担すべき
である。ま
た，個人情
報が非常に
強い事務で
あり，民間
等への委託
は難しい

3

社会全体的
に言えば
ニーズが高
いものでは
ないが，収
入が安定し
にくい，母
子父子家庭
等にとっ
て，医療費
の公費負担
についての
ニーズは高
い

3

市民全体の
ニーズが高
いものでは
ないが，収
入が安定し
にくい，母子
父子家庭等
にとって，医
療費の公費
負担につい
てのニーズ
は高い

22 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

ひとり親家庭だ
と偽り受給され
ていても確認
が難しいが，公
平性の確保の
ため不正受給
者には厳しく対
応する必要が
ある。（事実
婚・内縁関係で
も受給資格無
し） 要

改
善

不正受給者へ
の調査を強化
し，厳しい対応
で望む。
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放課後児
童健全育
成事業

86,335

近年の核家族化及び夫婦共
働き家庭の増加に伴い，昼
間保護者が家庭にいない児
童の健全育成を図るため，
放課後児童クラブを開設し
た。直営14クラブ，委託1クラ
ブにて運営。また，県費補助
基準に該当しない10人未満
の児童クラブに対し，運営費
として「三次市小規模放課後
児童クラブ事業補助金」を地
域運営団体５箇所(甲奴・君
田・青河・仁賀・八幡）に交付
している。

引き続き，入会児童数の増
加に伴い，施設面での整
備が必要。危機管理体制
や指導員の資質向上に努
める必要がある。

昼
間
，
保
護
者
が
就
労
等
に
よ
り
家
庭
に
い
な
い
，
お
お

む
ね
小
学
校
1
年
生
か
ら
3
年
生
ま
で
の
児
童

。

対象となる児童
の健全育成と，保
護者の就労支援
をめざす。

児童館及び学校
の空き教室で，学
校の放課後に保
育し，家庭に代わ
る生活の拠点とし
て，遊びを中心と
した活動を行い，
心身ともに健全に
育つことを支援す
る。

八次小学校放
課後児童クラブ
において希望
者が増加したた
め，八次小学校
内を1・２年と
し、八次コミュニ
ティセンター内
で3年の保育と
し，待機児童を
解消した。

4

平成17年度
において
は，八次児
童クラブの
施設を2箇
所にし，待
機児童解消
対策とした。
平成18年度
は，甲奴放
課後児童ク
ラブが小規
模から人数
の増加で新
たに加わっ
た。

3

定員を超え
て受け入れ
をしていると
ころもあり，
施設面での
対策を講じ
る必要あり。
未実施地域
や小規模ク
ラブ実施地
域でのニー
ズが高まっ
てくれば、受
け入れ態勢
の確保に努
める必要あ
り。平成18
年度はで
は，小規模
クラブの甲
奴が加わっ
た。

3

指導員の人
件費がほと
んどを占め
ている。コス
ト削減は難
しいが，今
後，民間委
託等により
削減できる
部分もあり。

2

現在，社会
福祉法人へ
1クラブ委託
をし，専用施
設において
運営されて
いる。他のク
ラブにおい
ても大規模
クラブは民
間委託を視
野に入れる
べき必要あ
り。

5

近年の核家
族化や夫婦
共働き家庭の
増加により，
昼間(放課後）
家庭に保護
者のいない家
庭は増加して
いる。また、
子どもたちの
危機管理から
すると，小学
校3年生まで
と区切らず，6
年生までの安
全確保が必
要であり，放
課後の児童
の健全育成を
図っていくた
めには，教育
委員会とも協
議しながら，
進めていく必
要あり

4

市内中心
部，大規模
校において
は，保護者
ニーズが高
く，周辺部，
小規模にお
いても，ニー
ズが高まっ
てきている。

21 C

事
業
拡
大

現
状
維
持

事
業
拡
大

近年，核家族
化と共働き家
庭の増加，また
子どもの放課
後の安全を考
えたとき，施設
拡大が必要と
なる。
市街地（十日
市・八次・三
次）は定員オー
バーであり，指
導員，施設拡
充を図る必要
がある。また，
川地・田幸では
小規模クラブの
設立が協議さ
れており，ニー
ズは高い。

事
業
拡
大

全市域で均衡
のとれた事業
を推進する。

す
く
す
く
育
児
支
援
室
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子
育
て

(

4

)

自
主
自
立
し
た
お
と
な
へ
の
成
長

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

結婚コー
ディネー
ター事業

少子化の原因のひとつに未
婚化・晩婚化が考えられるこ
とから，三次市内に限らず，
未婚の男女に出会いの場を
提供する。また，出会いから
結婚につながるまでを，さま
ざまな形でバックアップするこ
とにより，三次市の婚姻率を
高め，やがては出生率の増
加につなげる。
結婚へと「一歩前」へ進むた
めのイベント企画や講習会
の開催，情報提供を市内の
企業・団体と協力して行う。
未婚の男女を対象とした市
内でのイベント・スタンプラ
リー等の開催や結婚関連商
業への働きかけは，経済・観
光の活性化にも効果あり。

市内外へ広く周知するため
の広報活動。結婚関連商
業，農業委員会との連携及
び既存の団体（結婚支援グ
ループ）との連携を図る。

未
婚
の
男
女

出会いの場を提
供し，結婚につな
がるまでをさまざ
まな形でバック
アップ。婚姻率さ
らには出生率を
上げる。

出会いの場の提
供…イベントの企
画・運営
自分磨きサポート
…男女ともに，さ
らに輝くための修
行の場をプロ
デュース
情報収集・提供…
結婚・子育てに関
する意識調査・情
報提供を通しての
実態把握と対策
立案

平成18年度か
ら実施

3

今年度から
取り組んで
いる事業で
あり，今後，
事業を展開
していくこと
で，未婚の
男女を結婚
に導く。

3

この事業に
より未婚の
男女が一組
でも多く結婚
することがで
きれば，今
後も成果の
向上余地が
ある。

3

計画立ち上
げ段階であ
り，事業開
始を今後行
うなかで，事
業コストや
効率を検証
し，改善して
いく。

2

市が少子化
対策の一環
として取り組
みを行って
いるので，
事業を展開
していかなく
てはいけな
いが，今後，
ＮＰＯ，民間
事業者等に
委託するこ
とも検討して
いく。

3

少子高齢化
社会を生き
抜くために
は社会的
ニーズがあ
る事業であ
る。

3

未婚の男女
が多いた
め，事業に
対するニー
ズはある。

17 C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

今後，限られた
予算を有効に
使い，一組でも
多く結婚に導
く。
また，民間事業
者や農業委員
会と連携を図
り，市民のニー
ズに応えること
のできる事業を
展開する。 要

改
善

行政としての
関わりを見直
す。

9／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

実行委
員会開
催回数

回 5 7 6
成人式参
加率

％ 67 70 67

市主催
事業の
件数

件 2 2 2
事業の参
加者数

人 943 950 950

補助金
交付団
体の件
数

件 6 5 8

開設日
数

日 167 利用人数 6,680

登録会
員

組 50
事業実施
予定回数

10

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

1
9
年
度
中

26

27

28

25

文
化
振
興
室

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

4

)

自
主
自
立
し
た
お
と
な
へ
の
成
長

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

成人式開
催業務

2,217

市内居住者及び三次市出身
の成人者を対象に成人式を
開催する。実行委員会形式
により，各地域より成人代表
者にでていただき，成人式の
企画・運営を行う。

成人式開催時期について、
現在は8月開催としている
が，実際のその年の成人
代表者にアンケートをとる
などし，開催時期について
検討が必要。また，行政主
体の成人式でなく，成人者
自らによる企画・立案・運
営で行う成人式となるよう
移行していきたい。

三
次
市
内
居
住
及
び
三
次
市
出
身
の
成
人
者

成人式を開催し，
成人者を祝福・激
励する。また，成
人式に参加する
ことにより，一人
前の大人として自
立する意識や責
任感を持たせる。
成人者自らが企
画・立案にかかわ
ることにより，成
人としての自覚を
高めるとともに郷
土愛を育む。

成人式を開催す
るにあたり，担当
室及び各地域か
ら立候補または
選出された成人
代表者により，実
行委員会を立ち
上げ，成人式の
企画・運営を行
う。

　成人式の参加
率は，合併2年
目の方が高く
なっており，引
き続き，魅力あ
る成人式を開催
していきたい。
　成人代表者が
集まりにくく，企
画も行政まかせ
のところがあ
る。実行委員会
設立時期を早
め，充分協議す
る時間を確保す
る必要がある。

4

　成人代表
者により企
画・運営した
成人式を開
催した。出
席した495
名の成人対
象者それぞ
れが成人と
しての自立
への意識を
高める場と
なった。 3

　出席者そ
れぞれが自
立への意識
を高める場
となったが，
成人代表者
選出の時期
を早めること
により，実行
委員会で充
分に協議す
る時間を確
保でき，成
人代表者自
身による企
画・運営とす
ることが可
能になると
思われる。

4

　会場は，
市の施設を
利用し，記
念品等につ
いても必要

低限とし
ているた
め，削減は
難しい。

2

　成人代表
者による企
画・運営を
行っている
が，まだまだ
行政主体の
ところがあ
り，成人者
自らによる
成人式とな
るように移
行していく工
夫が必要で
ある。

4

　新成人を
祝福する行
事として定
着してい
る。

4

　成人式対
象者及び保
護者からの
関心が高く，
今後も成人
式は必要で
ある。

21 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　成人式の開
催時期の検討
が必要である。
また，成人者自
身が，主体的
に企画･運営を
行っていく体制
づくりが必要で
ある。

事
業
縮
小

成人者自身に
よる，主体的な
運営をめざす。

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

4

)

自
主
自
立
し
た
お
と
な
へ
の
成
長

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

青少年育
成事業

10,313

青少年の健全育成を図るた
め、カウンセリング講座や子
ども体験教室事業を実施。
また、青少年の健全育成に
寄与する団体（三次市子ども
会育成団体連合会・青少年
育成三次市民会議・R54－
WALK大会実行委員会）への
補助をしている。
(平成１７年度の取り組み内
容）
カウンセリング講座や子ども
体験教室事業を実施。また、
青少年健全育成に寄与する
団体への補助を行なってい
る。

青少年健全育成の推進の
根拠となる計画の策定によ
り、継続的・総合的な施策
を青少年育成指導員ととも
に実施していくことが求め
られる。
また、補助金交付団体（三
次市子ども会育成団体連
合会・青少年育成三次市
民会議）の事務局を市が
持っていることから、団体
が主体的に自立・運営でき
るよう指導・育成していく必
要がある。

青
少
年

青少年の健全育
成

青少年の健全な
育成に有効な施
策の展開

補助金交付団
体の運営が、団
体主導型に移
行できるよう指
導を進めてい
る。青少年育成
三次市民会議
については、平
成１７年度中に
事務局次長お
よび会計を設置
するなど事務局
体制を強化し、
平成１８年度か
ら自主運営が
図られる見通し
となった。

3

各種事業や
団体への補
助により、
一定程度の
目的は達成
していると
考える。

3

青少年育成
指導員に
よって、求め
られる事業
の調査や既
存事業を改
善すること
により、さら
に青少年育
成事業を充
実させる事
が可能と考
える。 2

市職員では
なく、補助金
交付団体自
らが主体的
に団体運営
を行なうこと
により、経
費削減の可
能性が高
い。

3

青少年健全
育成につい
て公共性が
高いと考え
る。本来、行
政は団体を
指導・育成
する立場で
あり（直接に
運営する立
場にない）、
補助金交付
団体の運営
は、徐々に
住民主導型
の運営形態
へ変更して
いく必要が
ある。

4

少子高齢化
社会のなか
で、次世代
を担う青少
年のひとづ
くりを行なっ
ていくことへ
の社会的
ニーズは、
高いと考え
る。

3

青少年の保
護者を対象
とした事業
（カウンセリ
ング講座）に
ついては、
市民ニーズ
が高い。

18 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

次世代を担う
青少年のひと
づくりに対する
社会的ニーズ
は高い。今後
青少年育成事
業を関係部局
と連携をとり、
強化・充実させ
ていく必要があ
る。
補助金交付団
体の運営を、団
体主導型に移
行できるよう、
指導していか
なくてはならな
いと考える。

要
改
善

関係機関，地
域，家庭との
連携や役割分
担を整理して
進めるととも
に，補助団体
の自主性を強
化する。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

4

)

地
域
み
ん
な
の
温
か
い
声
援

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

遊び工房
事業

子育て親子が安心して集い
過ごせる場所として，利用し
やすい場所にある空き店舗
を利用した”つどいの広場”と
しての「あそび工房」をCCプ
ラザ３階において開設する。
子育てアドバイザーを置き子
育て相談・サークルの育成・
子育て情報の提供等を行う。

より多くの親子が利用でき
るよう周知していく。
この取り組みに賛同してい
ただけるボランティアの人
を確保する。
育児サークルの育成支援
を行う。

未
就
園
児
と
そ
の
親
子

子育て中の親が
気軽に集い，うち
解けた雰囲気の
中で語り合うこと
で，精神的負担
の解消を図り元
気に楽しく子育て
ができる。

空き店舗を利用し
子育て親子の交
流及び集いの場
及び情報提供の
場を提供する。

より多くの子育
て親子に利用し
てもらえるよう
に，事業内容の
充実に努める。
平成17年度に
事前評価を実
施している。

4

市民の利用
頻度の多い
空き店舗を
入用するこ
とで集客効
果が期待で
きる。

3

平成18年7
月２１日に
CCプラザ３
階にオープ
ンした。子育
てアドバイ
ザーが常勤
しており効
果が期待で
きる。

3

新規事業の
ため当面
は，子育て
アドバイ
ザーが必要
であるが，
将来的に
は，子育て
サークルな
どの自主運
営を想定し
ている。

3

当面は専門
的な行政支
援が必要で
あるが，将
来的には，
民間委託も
視野に入れ
ながら，柔
軟な施設運
営も検討し
ていく。

4

育児の孤立
化が虐待な
どの問題に
いたるケー
スが報告さ
れており，
子育て中の
親の育児不
安解消は，
社会的課題
である。

4

親子が気軽
に利用でき
安心して過
ごせる場所
としてニーズ
が高い。

21 C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

新規事業につ
き，子育てアド
バイザーや子
育てボランティ
アとの連携を図
り進めていく。

要
改
善

利用者ニーズ
を把握し改善
に努める。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

5

)

子
ど
も
を
見
守
る
地
域
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

子育て人
材バンク
登録事業

子育てに関する様々な知識・
技能を持っている人で，本市
が展開する子育て支援事業
にボランティアで貢献する意
欲がある人を登録し，子ども
の様々な体験活動，支援活
動，情報提供の充実を図る。
（おもちゃの病院の医師・家
庭型保育所の保育士・絵本
の読み聞かせ・子育てアドバ
イザー・育児法等の講師・離
乳食講座講師等）

この取り組みに賛同してい
ただけるボランティアの確
保

本
市
が
展
開
す
る
子
育
て
支
援
事
業
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

貢
献
す
る
意
欲
が
あ
る
人

子どもの体験活
動の機会や場の
充実を図る。

・人材ボランティ
アを発掘・募集
・登録制によるバ
ンク
・さまざまな支援
事業への斡旋・派
遣

平成18年度実
施予定

3

ボランティア
の活力を有
効に取り入
れた多様な
子育て支援
が展開でき
る。

2

活動ボラン
テイアの意
見を取り入
れながら，
人材を有効
に活用でき
るよう企画
する。

3

立ち上げに
向けての調
査・研究・企
画・広報な
ど当面コスト
がかかる
が，軌道に
乗ってくると
削減の余地
はある。

3

人的コー
ディネイトが
ひつようで
あり，行政と
市民が一体
となった活
動により人
間相互の関
係に支えら
れた住みや
すい地域社
会づくりをめ
ざす。 3

ボランティア
活動の振興
により，子
育てが楽し
くなる，住み
やすいまい
街づくりが
求められ
る。

3

子育てに関
して支援を
求める人と
子育てを支
援することで
生きがいや
自己実現を
求める人は
多いが，生
かされる場
や機会が今
のところがな
いためニー
ズは高い。

17 C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

平成18年度実
施に向けて，活
動ボランティア
の確保と連携
が大切。運営
方法について
もボランティア
の意見をできる
だけと取り入れ
て企画する。

要
改
善

人材確保とボ
ランティア活動
が行い易いよ
う事業の改善
に努める。

10／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

利用人
数

人 540 1,075 1,100
一時保育
利用者数

人 63 108 110

市費負
担教員
数

名 20 22 25

学力到達
度検査結
果での平
均正答率

％ 72 74 77

研修講
座の開
催講座
数

19 18 21

教職員一
人あたり
の参加回
数

回 2 2 2

学力到達
度検査の
平均正答
率

％ 72 74 77

貸付総
数

件 81 73 91 進学者数 人 25 23 42

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

計
画
的
に
拡
大

1
9
年
度
当
初

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

30

31

32

29

す
く
す
く
育
児
支
援
室

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

5

)

子
ど
も
を
見
守
る
地
域
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

地域子育
て支援セ
ンター運
営事業

6,240

子育て家庭への支援活動の
企画・調整，育児不安などの
相談・指導，子育てサークル
の支援等を進めるとともに，
子育て地域全体の子育て意
識を高める。
場所：三良坂保育所・こうぬ
保育所・みわ保育所（みわ保
健センター）
　　　　ちゅうおういこいの森・
みゆき保育所（委託）

地域の子育て拠点として，
子育て親子をはじめとする
市民に信頼され親しまれる
場所となるようセンターの
活性化が必要となる。地域
に密着し，気軽に相談した
り，遊びの場を提供できる
地域子育て支援センターを
目指し職員の意識改革を
図るとともに，支援策の見
直しが必要である。

未
就
園
児
と
そ
の
保
護
者

子育て家庭への
支援活動の企画・
調整，育児不安
の相談，指導，子
育てサークルの
支援等の子育て
支援を進めること
で，子育てを地域
全体で支援すると
いう意識を高め
る。

子育て相談
子育て講演会の
開催
広場の提供
育児サークル支
援事業

職員の意識改
革及び資質向
上のため講師
を招いて講習会
を開催した。ま
た，子育て講演
会や人形劇・コ
ンサートなど業
務内容を工夫し
た。

3

子育て家庭
への支援活
動の企画・
調整・育児
不安等の相
談・指導・子
育てサーク
ルの支援等
の子育て支
援策を進め
ていく必要
がある。

2

子育てサー
クル活動の
支援・子育
て講演会な
ど保護者の
ニーズに
あった多様
なサービス
の展開が必
要である。

4

直営は臨時
職員で対応
し，2箇所を
民間委託し
ている。

3

公立・私立・
民間にこだ
わることな
く，地域の子
育て支援セ
ンターとして
の機能を持
たせること
は出来る。
現在でも２
つの私立保
育所に委託
し実施して
いるが，指
導について
は行政機関
が行う必要
がある。

4

核家族化が
進み，孤立
化しがちな
子育て過程
が増えてお
り地域に根
ざした子育
ての拠点と
して必要で
ある。

4

育児不安を
抱えている
家庭や核家
族が増えて
いる現状の
中で育児を
指導・支援し
ていく体制の
ニーズは高
い。子育てを
元気に楽しく
できるよう支
援していく必
要がある。

20 C

手
段
変
更

現
状
維
持

要
改
善

地域の子育て
支援センターと
しての各セン
ターの業務を
見直し，専門性
を 大限に生
かした支援をし
ていく必要があ
る。

要
改
善

利用状況・活
動状況を把握
し，改善に努
める。
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のびのび
学級三次
プラン推
進事業

66,037

　 「明るく元気なみよしの子
ども」を育成することを目途と
して，少人数学級の特性を生
かした指導を行い，児童･生
徒の学力向上を図るため
に，市費負担教員を任用し
て，段階的に「20人学級編
制」を行っていく。
　平成16年度はステップ１と
して，市費負担教員を20名を
任用し，小学校においては
「30人学級（34人以下）」，中
学校においては英語・数学で
の「習熟度別少人数指導」を
実施した。
　平成17年度は市費負担教
員22名を任用。さらに平成18
年度はステップ2として，市費
負担教員25名を任用し，小
学校においては「25人学級
（29人以下）」，中学校におい
ては英語・数学での「習熟度
別少人数指導」を実施してい
る。

・少人数学級編制を効果的
に活用した指導方法等の
工夫改善。
・優秀な人材確保のための
情報収集の徹底及び勤務
条件の整備。
・資質の向上のための研修
制度の確立。

　
三
次
市
地
域
の
児
童
･
生
徒

　次世代を担う”
明るく元気なみよ
しの子”を育てる
ことを掲げ，三次
市独自の「のびの
び学級三次プラ
ン」を推進し，学
力向上日本一を
実現する。

　現行制度では
学級定員が40名
のところを，段階
的に少人数学級
編制を行い， 終
的には「20人学級
編制」としていく。

・優秀な人材を
確保するため，
大学や関係団
体等への制度
のPRと教員に
係る情報収集を
行い，優秀な人
材の確保に努
めた。また，給
与･手当等の勤
務条件につい
て改善を図っ
た。 4

　成果指標
において
は，向上が
認められる
ほか，児童
生徒・保護
者・教員を
対象とした
アンケート
で，学習意
欲の向上や
人間関係の
深化等につ
いて成果が
認められ
る。

4

　市費任用
教員の待遇
改善，研修
システムの
整備により，
優秀な人材
確保と人材
育成が可能
となり，成果
の一層の向
上が期待で
きる。

4

市独自で優
秀な人材を
確保していく
ことが必要
であり，コス
ト削減の余
地は小さ
い。

5

　義務教育
に係る内容
であり，さら
に三次市と
しての独自
性を発揮す
べき内容で
ある。

5

　文部科学
省による全
国的な学力
調査が来年
度から実施
される予定
となってい
るように，
児童･生徒
に確かな学
力を身につ
けさせるこ
とについて
の社会的
ニーズは極
めて高い。

5

　少人数学
級・少人数
指導に関わ
る紙上調査
結果から伺
えるように，
義務教育就
学児童･生徒
をもつ保護
者からの
ニーズは極
めて高い。

27 A

事
業
拡
大

事
業
拡
大

事
業
拡
大

　小・中学校と
もに少人数学
習は着実に成
果をあげてきて
いる。
　本年度までの
取組みを総括
して， 終的に
は平成２０年度
に大規模校を
中心に小学校
の２０人学級を
編制していくこ
ととしており，
事業拡大を計
画している。

事
業
拡
大

計画的に推進
する中で効果
を検証し，実績
が上がる手法
を確立する必
要がある。
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教職員資
質向上事
業

965

　三次市地域の児童･生徒の
学力向上を図るため，教職
員研修講座を市独自に開催
して，教職員の資質の向上を
行う。

・中･長期的に見通しをもっ
た研修講座を開催する必
要がある。そのために，専
門的見地から系統的・計画
的に指導･助言をいただくこ
とができるスーパーアドバ
イザー制度を活用し，系統
的･計画的に研修の質の向
上を図るとともに，成果の
検証を行う。
・研修計画及び運営につい
て，各学校の教務主任で
行う等の自主開催・自主運
営に発展させる。

　
三
次
市
地
域
の
小
･
中
学
校
の
教
職
員

　教科指導力，生
徒指導力を向上
させるとともに，
意欲と熱意にあ
ふれた教職員を
育成する。

　教職員研修講
座の実施

　計画的で系統
的な研修とする
ために，講師の
精選を行った。
この結果とし
て，専門的見地
から指導･助言
をいただく三次
市教育スー
パーアドバイ
ザー制度を創
設することに
至った。 4

　質の高い
実践的な内
容の講座の
開催によ
り，研修態
度や学校長
による評価
から教職員
の意識変革
が進んでい
ると捉えら
れる。
　研修した
内容を学習
指導に生か
すことにより
学力到達度
検査の結果
も向上して
いる。

3

　講座実施
に係り，各
学校の主任
クラスや基
礎学力定着
プロジェクト
部会が主体
的に準備・
事務作業を
行う体制に
することによ
り，さらに効
果を高める
ことができ
る。

4

　三次市の
教職員の資
質の向上は
行政の責務
であり、今
後とも行政
責任におい
て取り組む
必要があ
る。

4

　当面は市
が積極的に
関与する方
が成果が期
待できる一
方で、参加
者自身が企
画・運営を
行うことで自
らの不足し
た部分を直
接補う研修
が可能とな
り、結果参
加意欲の向
上が図れ
る。

5

　教職員の
資質の向上
は，国の教
育施策の中
核をなす部
分として中
教審の答申
等にも明記
されており
社会的ニー
ズが極めて
高い。

5

　 大の教
育条件であ
る教職員の
資質向上
は，子育て
日本一を目
指す本市の
市民から強く
求められて
いる。

25 B

現
状
維
持

事
業
拡
大

要
改
善

夏季休業中に
三次市独自の
研修を実施して
おり，社会的
ニーズは高く，
意欲の向上も
見られるため，
より効果的な
研修内容の創
造に努める。

事
業
拡
大

生徒にとって
教員から受け
る影響は絶大
なものがある。
今後は，結果
がでる研修手
法を確立する。
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奨学金貸
与事業

38,180

　学習意欲がありながら，経
済的理由により高等学校又
は大学への修学が困難な者
に対して，学資を貸し付け，
もって修学を支援することで
有用な人材の育成の途を開
くことを目的とする。
　市町村合併により旧町村
の奨学金制度については，
それぞれ歴史的経緯もあり，
その内容にもそれぞれ差異
があるため，経過措置として
新市に引き継いでいる。

基金の確保と計画的な運
用。就学を目指す者に対す
る確実な融資の実行

　
高
等
学
校
，
中
等
教
育
学
校
後
期
過
程
，
高
等
専
門
学
校
，
大

学
，
短
期
大
学
，
盲
・
ろ
う
・
養
護
学
校
高
等
部
，
専
修
学
校
の

高
等
過
程
及
び
専
門
課
程
の
在
学
生

経済的理由によ
り修学を断念せざ
るを得ない状況を
解消する

奨学金の貸付
奨学金の償還事
務

　奨学金制度の
周知活動
  計画的な基金
の積み立て

4

経済的理由
により修学
を断念せざ
るを得ない
状況を解消
する手段と
しては貢献
度が高い。

3

経済的理由
により修学
を断念せざ
るを得ない
状況を解消
する手段と
しては大変
有効であ
る。
今後利用
ニーズに応
じた弾力的
運用が求め
られる。

3

システムの
利便性を向
上させ，貸
付事務，償
還事務の更
なる効率化
を図る必要
がある。

3

小中学校で
学力を付け
た者が就学
するための
市の施策と
して重要で
ある。

3

教育費の負
担はかなり
大きく，経
済的負担の
軽減化から
意義・社会
的なニーズ
が認められ
る。

3

申請者の前
年度比増か
ら市民ニー
ズが認めら
れる。

19 C

現
状
維
持

現
状
維
持

要
改
善

　経済的理由
により修学を断
念せざるを得な
い状況を解消
する手段とし
て，極めて有効
であり，申請者
も対17年度比３
２％増であり
ニーズが高い
と言える。ま
た，返還義務
が始まって通
産5年以上三次
市に居住した
時は返還が免
除となる制度
があり，若者の
Uターンを期待
する。しかし，
事務処理の効
率性から，現シ
ステムを見直
す必要がある。

要
改
善

制度内容の充
実と事務の効
率化を図る。
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務
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・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

毎日の
発注数
量

個 689 525 563
デリバ
リー給食
の選択率

％ 56 43 43

1日あた
りの食数

食 4,472 4,389 4,352

一食あた
りのコス
ト
〔食材費
を除く）

円 271 335 313

学力到
達度検
査の総
受験者

人 4,533 4,391 4,302

学力到達
度検査の
平均正答
率

％ 72 74 77

三次市と
全国との
差

％ 1 2 3

アドバイ
ザー指
導日数

延べ
日

4 13 15

学力到達
度検査結
果での平
均正答率

％ 72 74 77

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

民
間
委
託
等
の
推
進

1
8
年
度
中

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

コ
ス
ト
の
削
減

1
9
年
度
予
算

34

35

36

33

教
育
企
画
室

第
1
 
こ
ど
も

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

中学校給
食業務改
善対策事
業

36,535

三次市は行財政改革の一環
とし民間活力を図るため民間
委託の方針により平成１３年
９月に共同調理場から給食
を受けていた十日市中学校
を業者委託によるデリバリー
（配達方式）給食に移行し
た。その後，平成１６年度で
目標とした旧市内４中学校の
拡大計画に達した。その際家
庭からの弁当持参も可能な
選択制をとっている。過去の
経緯から全員給食を実施し
ていた十日市中学校も平成
１７年１０月から選択制へ移
行した。

民間委託によるデリバリー
給食を実施しているものの
その単価は安価となってい
ない。老朽化している給食
センターの対応とあわせ効
率的な民間委託を推進す
るなど、ランニングコストの
削減を行うことが必要であ
る。

旧
三
次
市
内
中
学
校
５
校
の
生
徒

（
選
択
制
導
入

）

学校給食法第２
条に定める教育
目的及び学校給
食の目標を達成
する。

市が作成した献
立に基づき食材
も調達し民間の
施設を活用して調
理，配送を委託す
る給食と家庭から
持参する弁当と
の選択方式によ
る。

実施校５校全校
に選択制導入
（平成１７年１０
月）
三次市献立検
討委員会の充
実

3

　旧三次市
内５校全校
にデリバ
リー給食の
導入を行っ
ている。選
択性のため
効果的な食
育推進が課
題である。

2

　デリバリー
給食そのも
のを含め，
効果的な手
法への見直
しが必要で
ある。

2

　コストの削
減が課題で
あり，給食
全体を通し
て効果的な
民間委託を
推進していく
必要があ
る。

5

学校給食の
実施主体
は，学校の
設置者と
なっている。

3

　家庭環境
等さまざま
であるた
め，生徒の
健全な発育
や安心して
授業が受け
られる環境
づくりのた
めに必要で
ありニーズ
はある。食
育推進の効
果的手法を
確立する必
要がある。

3

　家庭環境
等さまざまで
あるため，生
徒の健全な
発育や安心
して授業が
受けられる
環境づくりの
ために必要
でありニーズ
はある。食
育推進の効
果的手法を
確立する必
要がある。

18 C

事
業
縮
小

現
状
維
持

要
改
善

各学校と連携
を強化し選択
制の中での給
食指導の工夫
や，安全安心
で魅力あるデリ
バリー給食を
実施し喫食数
を増やす努力
が求められる。

事
業
縮
小

委託費の更な
るコスト削減を
図る。
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学
校
改
革

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

調理場の
管理運営

293,632

学校給食法の規定に基づき
三次市立小学校及び中学校
の給食を実施するため市内
へ１２の共同調理場を設置し
教育委員会が管理運営す
る。共同調理場の運営を円
滑に行うため各共同調理場
に学校給食共同調理場運営
委員会を置き年１回以上会
議を開き運営に関する審議
を行う。

 調理業務等の外部委託を
進め，効率的な管理運営
体制を整備していく必要が
ある。

市
内
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生
徒

学校給食法第２
条に定める教育
目的及び学校給
食の目標を達成
する。

学校給食実施の
ための栄養管
理，食材の仕入
れ，調理，配送を
行う。給食を使っ
ての給食指導を
行う。

食育の推進と
地産地消の推
進。

4

　市内全小
中学校で学
校給食を実
施している
が，そのうち
全小学校と
旧町村中学
校への給食
を実施して
いる。（旧三
次市内中学
校は調理業
務を民間委
託して行う
デリバリー
給食）

3

　全校で実
施しており，
一定の成果
はあるが，
食育や地産
地消などを
さらに取り組
むことで成
果の向上余
地がある。

2

　人件費部
分が占める
割合が大き
く，民間委
託によりコ
スト削減余
地は大き
い。

5

　学校給食
は，学校設
置者が実施
する事となっ
ている。調
理業務等は
人件費等の
経常経費を
削減し，民
間委託等の
効率的な体
制を整備し
ていくことが
重要であ
る。

3

健康の保持
増進，体位
の向上を図
り望ましい
食習慣を身
につけ好ま
しい人間関
係を育てる
など食育推
進上からも
社会的ニー
ズがある。

3

　児童生徒
が豊かな人
間性を持ち，
健康と体力
を向上してい
くこと，食育
推進の点か
らも市民ニー
ズはある。

20 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

市内全小中学
校で学校給食
を実施してお
り，目的は達成
しているが，人
件費の占める
割合が大きい。
平成17年度に
は嘱託調理員
14名を臨時的
任用職員へと
雇用形態の変
更をしたこと
で，人件費の
削減が図られ
た。今後は施
設統合も視野
に入れた給食
調理業務の外
部委託を進め
る必要がある。

事
業
縮
小

民間委託を推
進し，効率的な
運営体制を整
備する。

学
校
教
育
室

第
1
 
こ
ど
も

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

学力到達
度検査・
基礎学力
定着事業

3,566

・三次市地域の児童･生徒の
基礎学力の定着状況を把握
して，学力向上対策関係事
業の効果の把握及び指導方
法等の工夫改善を行う。

・実施時期及び実施教科・
内容について，引き続き検
討を加えながら実施する。
・学習・生活に関する意識
調査と教科調査の相関関
係を分析し，保護者や地域
に具体的な提言が行うこと
までを見通した取組みとす
る。

三
次
市
地
域
の
児
童
･
生
徒

児童･生徒一人一
人の学力を客観
的・継続的に把握
し，指導すべき課
題を明確にする。

①統一した学力
到達度検査の実
施

学力到達検査
の精度を高め、
個々の学力をよ
り正確に把握す
るため、学力検
査の内容を変
更した。

4

　児童･生徒
の学力向上
の客観的･
具体的な指
標となるた
め，重要な
意味をも
つ。

4

　市内全児
童・生徒の
学力の定着
状況につい
て把握し必
要かつ適切
な措置を講
ずるための
基準となる
ものであり，
有効性は高
い。
　検査内容
の充実を図
るため，実
施教科を増
やすことは
検討する余
地がある。

4

テストを自
前で作成す
る方法も考
えられる
が、第三者
による評価
を第一義に
考え事業推
進を図るこ
とで所期の
目的が達成
できる。

5

　児童生徒
個々の学力
を正確に把
握し、個々
のあわせた
指導計画を
立て学校に
実践させる
ことは行政
の責務であ
る。

4

　児童･生
徒に確かな
学力を身に
つけさせる
ことについ
ての社会的
ニーズは高
く，学力の
定着状況に
ついて保護
者・市民に
公開するこ
とは「透明・
参加・選択」
の推進につ
ながる。

4

　義務教育
就学児童･生
徒をもつ保
護者からの
ニーズは高
い。

25 B

現
状
維
持

未
実
施

要
改
善

学力向上の向
け，学習課題を
把握するため
に大きな成果
を得ており，今
後は検査内容
拡大の検討と，
結果分析の充
実，指導方法
の工夫改善を
より一層進め
る。 要

改
善

検査結果の分
析に基づく指
導方法の確
立。その結果
が，数値として
（基礎学力の
定着）結果が
でるよう工夫す
る。

学
校
教
育
室

第
1
 
こ
ど
も

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

教育都市
みよし
スーパー
アップ事
業

2,666

　教育都市みよしを創造し，
常に社会変化や状況変化に
応じて一歩先んじた教育施
策の展開を図るため，日本を
代表するレベルでの教育に
関するアドバイザーを委嘱
し，施策についての提言や外
部評価を得る。
　当面は，国語，算数・数学，
英語の各教科についてのア
ドバイザーを委嘱し，教科学
力の充実を図る。
　また，子どもの生活づくりに
関するアドバイザーを委嘱
し，学力向上の基盤となる生
活づくりについて保護者や地
域を巻き込んだ取組みを行
う。
　平成１８年度のアドバイ
ザーは，宮城教育大学相澤
秀夫教授（国語），愛知教育
大学志水廣教授（算数・数
学），帝京大学佐野正之教授
（英語），県立広島大学加藤
秀夫教授（子どもの生活づく
り）の４名。

・教育施策全般にわたっ
て，多様な視点からの分析
等を行うために，アドバイ
ザーとしての委嘱対象を広
げることが必要である。
・スーパーアップ事業での
取組みを教職員の指導力
向上，児童生徒の学力向
上により，一層効果的に結
び付けていく。

三
次
市
全
域
の
児
童
生
徒
及
び
保
護
者

児童生徒につい
ては，確かな基礎
学力の定着を図
り，各学年での学
習内容を確実に
習得した状態。
保護者について
は，子どもの基本
的な生活習慣を
確立し，安心して
元気に学校に行
ける状況を常に
保つ状態。

①アドバイザーを
講師としての研修
会実施（教職員及
び教育委員会事
務局員）
②学力向上施策
についてアドバイ
ザーへの諮問
③各学校へのア
ドバイザーによる
直接的な指導・助
言

・学校の教職員
を対象とした研
修だけでなく，
教育委員会事
務局員を対象と
した研修会の実
施。
・教科内容にと
どまらず，本市
の教育推進プラ
ン全般に係る指
導・助言を得
る。 4

実施事業に
係る外部評
価としては，
本制度に
よって行うこ
とが適切か
つ有効であ
る。

3

教科学力の
向上につい
ては一定の
成果を得て
いる一方
で、一歩先
んじた教育
施策を展開
するための
視点での活
用が必要で
ある。

4

日本屈指の
スーパーア
ドバイザー
を擁す経費
としては、破
格で受けて
いただいて
おり，コスト
面の削減よ
り，活用を
高めること
が課題であ
る。 4

市の教育施
策としてミニ
マムスタン
ダードを設
定し，PDCA
サイクルで
取組みを進
めることは，
今後の地方
自治による
責任ある教
育行政を推
進する上で
は必須条件
である。市
でなければ
できないこと
ではない
が，上記の
視点から考
える場合，
市でやるか
らこそ意味
がある。

4

市の教育施
策としてミニ
マムスタン
ダードを設
定し，PDCA
サイクルで
取組みを進
めること
は，今後の
地方自治に
よる責任あ
る教育行政
を推進する
上では必須
条件であ
る。

4

市民が直接
本事業につ
いて触れ合
う機会がな
いが、成果と
してのニー
ズは高い。

23 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

学力向上に向
けた教員の資
質向上に多大
な貢献を得て
おり，アドバイ
ザーのより効
果的な活用方
法と研修内容
について検討
を要する。

要
改
善

教科・課題別
による有識者
からの助言・指
導体制を構築
し，数値で結果
が分かるよう
する。

12／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

事業実
施指定
校

校 42 16 15

学力到達
度検査の
平均正答
率

％ 72 74 77

就学指
導委員
会対象
者

人 52 69 100
障害児学
級数

クラ
ス

26 24 27

事業実
施数

回 19 19

年間欠
席３０日
未満児
童生徒
の割合

％ 98 98 99

取組みに
より学校
復帰した
児童生徒
数

人

合併で
前年度
の比較
データ
が入手
不可に
より不
明

小学校
児童３
名

小学校
児童３
名
中学校
生徒２
名

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

自
主
的
活
動
へ
移
行

1
8
年
度
中

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

38

39

40

37

学
校
教
育
室

第
1
 
こ
ど
も

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

学力向上
モデル事
業
（旧やる
気のある
学校支援
事業）

4,699

昨年度までの「やる気のある学
校支援事業」を学力向上に特化
させる。校長のリーダーシップの
もと，子どもや地域の実態を踏
まえた特色ある学校づくり「学力
向上日本一」をめざした先進的
な実践を行ない市内全体のレ
ベルアップを図る。平成17年度
の研究公開は41校全校で開催
された。開催することが目的で
あった状況を脱却し，モデル校
において内容の充実を図らせた
研究公開を開催させる。予算的
にも，その取り組みの中身に
よって傾斜配分する。本年度は
モデル校として15校を指定し
た。研究内容は次のとおり。①
学力向上実践研究校②ことば
の教育実践研究校③指導方
法・指導体制の工夫改善実践
研究校④キャリア教育実践研
究校 ⑤道徳教育実践研究校⑥
総合的な学習の時間実践研究
校⑦情報教育実践研究校

・特色ある取り組みについ
ては，学校間だけでなく，
保護者・地域はもとより市
民への情報発信を積極的
に行わせていく必要があ
る。

　
三
次
市
地
域
の
児
童
･
生
徒

　地域や児童・生
徒の実態に応じ
た学校独自の豊
かな教育内容の
創造や教育活動
を支援し，児童・
生徒の学習意欲
の喚起と学力向
上につなげる。
　学力検査の全
科目で，学力向
上モデル校は平
成１８年度に広島
県及び全国平均
以上をめざす。平
成１９年度は，半
数以上の学校に
おいて達成させ，
平成２０年度は全
校全科目におい
て達成する。

　指定を受けた学
校（15校）は，先
進的な実践研究
を行うとともに研
究公開を実施し，
研究のまとめを作
成することとし，
市内の各学校へ
その取り組み内
容を積極的に発
信する。

　平成17年度の
研究公開は41
校全校で開催さ
れた。開催する
ことが目的で
あった状況を脱
却し，モデル校
において内容
の充実を図らせ
た研究公開を
開催させる。
　また，ほぼ全
校が学力向上
モデル校として
希望が出された
が，本年度15校
に厳選し（16年
度42校全校，
17年度16校），
予算的にも傾
斜配分を行なっ
た。

4

学力向上モ
デル校での
特色ある取
組みにより
積極的に事
業が進めら
れている。

3

先進的な特
色ある取り
組みを情報
発信し，有
効活用して
いくために，
さらなる工
夫が必要で
ある。

4

　特色ある
取組みの情
報共有化に
より，今後
のコスト削
減の余地が
生じてくる。

5

　義務教育
に係る内容
であり，さら
に三次市と
しての独自
性を発揮す
べき内容で
あり，積極
的に取組む
学校には予
算を傾斜配
分すること
により効果
は高まると
考える。

4

　児童･生
徒に確かな
学力を身に
つけさせる
ことについ
ての社会的
ニーズは高
い。そのた
めの特化し
た指定は必
要である。

4

　義務教育
就学児童･生
徒をもつ保
護者からの
ニーズは高
い。

24 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

学校の主体性
と誘導施策とし
ての一貫性を
保持しながら，
本事業がより
特化された事
業になるよう改
善を行なってい
く。
　学校教育の
充実，とりわけ
学力の向上は
社会的ニーズ
が極めて大き
く，子育て日本
一をめざす本
市の重点施策
の中核をなす
事業でもあり，
制度の充実と
内容の深化を
図ることによ
り，一層の成果
が期待できる。

要
改
善

親にとって子ど
もの学力向上
は重要かつ重
大な関心ごと
であり，数値と
して結果を求
めている。親
の期待に沿え
るよう，内容の
充実を図る。

学
校
教
育
室

第
1
 
こ
ど
も

２
教
　
育

(

2

)

自
分
・
み
ん
な
・
生
命
を
大
切
に
す
る
教
育
の
推

進

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

特別支援
教育推進
事業

8,841

　心身の障害や学習障害
（LD），ADHD，高機能自閉症
等により，通常の学級におけ
る指導だけではその能力や
可能性を十分に伸ばすこと
が困難な幼児児童生徒につ
いて，その能力や可能性を

大限に伸ばし，自立し社会
参加するための基盤となる
生きる力を培うため，一人ひ
とりの障害の種類・程度や教
育的ニーズに応じた特別支
援教育を行う。

専門機関が近隣にないこと
で，早期の対応が困難を極
めている。教育相談員によ
る実態把握，指導を行いな
がら，専門家による巡回相
談体制の整備を行うことに
より，専門機関が近隣にな
いという地域的な課題の克
服を行うことが求められる。

三
次
市
地
域
の
児
童
・
生
徒

ＬＤ，ＡＤＨＤ，高
機能自閉症等を
含む障害のある
幼児児童生徒に
適切な指導や必
要な支援を行うと
ともに，一人ひと
りの教育的ニー
ズに応じたきめ細
やかな教育を実
施する。

①適正な就学指
導及び教育相談
体制の整備・充実
②教員の専門性
の向上
③小学校，中学
校における特別
支援教育の充実

各学校に特別
支援教育コー
ディネーターが
配置され，組織
的に特別支援
教育の推進対
策を行えるよう
になった。

4

各学校に特
別支援教育
コーディ
ネーターを
位置づけ，
組織的に特
別支援教育
の推進対策
を行えること
は，大きな
成果であ
る。また，特
別支援教育
コーディ
ネーターを
中心として，
児童生徒の
状況の把握
や，教育相
談員との連
携を図りな
がら取り組
むことで更
なる効果が
期待でき
る。

3

特別支援教
育コーディ
ネーターの
資質向上や
校内体制の
整備，巡回
相談体制の
整備を行う
ことで，更な
る成果の向
上が見込め
る。

4

コストの大
半を教育相
談員，就学
指導委員会
委員報酬が
占め，削減
は難しい。

5

特別支援教
育の推進に
当たっては，
関係機関と
連携しなが
ら，推進体
制の整備を
行う必要が
あり，個々
の教育的
ニーズに応
じた指導，
支援のあり
方など，市
が中心とな
り推進して
いく必要が
ある。

5

特別な支援
を必要とす
る児童生徒
一人ひとり
のニーズに
対応できる
教育が求め
られてい
る。

4

障害のある
児童生徒の
保護者は，
障害の状況
をできる限り
改善したい，
高度のサー
ビスをできる
限り地域生
活に密着し
た形で受け
たいという願
いを持たれ
ており，個々
の児童生徒
の教育的
ニーズに応
じた支援が
必要である。

25 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

障害を持つ児
童生徒が将来
自立できる教
育のための校
内外での体制
が構築されつ
つある。今後
は，教員の資
質向上や，
個々の教育的
ニーズに対応
するための体
制の整備（通級
制度の導入な
ど）を行い，教
育内容の充実
を図っていく必
要がある。

要
改
善

障害児教育の
指導体制の充
実を図る。

ひ
と
づ
く
り
推
進
室
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こども体
験教室

668

小中学校において実施され
る学習活動やPTC活動等
に、物づくりや体験活動を推
進し、体験活動を通して青少
年の健全育成を図る。
〈平成１７年度の取り組み内
容〉
青少年健全育成の一環とし
て、市内各小中学校におい
て実施される体験活動に講
師の派遣（指導者謝金を市
で負担）をして、学校と連携し
た青少年育成活動を展開し
た。（実施学校数　…　小学
校７校、中学校２校　　延べ
実施回数　１９回）
○主な活動内容　　粘土で土
鈴づくり、米づくり体験、手話
体験、オカリナづくりと演奏な
ど

事業は平成17年度で終
了。

小
・
中
学
生
お
よ
び
P
T
C
な
ど
の
親
子
活
動

市内各小・中学校
において実施さ
れる学習活動や
PTC活動等に体
験活動指導者を
派遣し、活動を通
して青少年の健
全育成を図る。

日常生活のなか
で身近にある材
料を使い、物づく
りや体験活動に
挑戦する。

平成１７年度で
終了

3

学校は、事
業の継続を
要望してい
る。限られ
た予算範囲
内で、効果
をあげてい
る。

3

青少年育成
指導員によ
る講師や活
動内容の相
談を充実さ
せることによ
り、事業内
容の充実を
図ることが
できる。

4

講師謝金
は、市の報
償金支払い
基準に基づ
いて支払っ
ているた
め、経費削
減できる余
地は小さ
い。

3

講師派遣の
場が提供で
きれば、外
部委託の余
地もある。し
かし、講師を
紹介できる
ノウハウや
公平性を保
てるかどう
かは調査の
必要があ
る。 4

青少年健全
育成を、ひ
とづくりの視
点から一層
充実させる
ための社会
的ニーズ
は、高いと
考える。ま
た、この事
業があるこ
とによる各
学校独自の
学習活動を
深める事が
できる。

4

次世代を支
える子どもた
ちの健全育
成を図ること
については、
市民からの
一層の理解
が得られると
考える。

21 C
未
実
施

現
状
維
持

終
了

事業は、平成
17年度で終
了。

終
了

学校での自主
的活動に移行
し，事業終了
する。
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不登校１
/２作戦

7,733

　不登校児童生徒の学校復
帰への取組みや不登校児童
生徒を出さない未然防止の
取組みを行政が学校・家庭
や地域と連携して取組む。不
登校対策の取組みは従来か
ら行なってきたが，平成１７年
度からその総事業名を不登
校１/２作戦と名付けた。
　平成１５年度から国の委託
事業である地域スクーリン
グ・サポート・センター整備事
業（地域SSC）を継続実施し，
不登校児童生徒の学校復帰
に向けた取組みを行ってい
る。

　学校，教育委員会が連携
を強化し，定期的な訪問活
動などの実施により不登校
児童生徒の一人ひとりとの
関わりを深めることを通し
て，不登校児童生徒の減
少につなげていく。

三
次
市
地
域
の
児
童
・
生
徒

不登校の解消に
向けた取り組みを
強化し，不登校児
童生徒を減少さ
せる。

①不登校理解や
不登校児童生徒
への支援のあり
方に係る研修の
機会を設ける。
②不登校児童生
徒の状況把握を
行い，教育相談
員が学校と連携
をして学校復帰で
きるように取組
む。

　本年度は，市
のスクールカウ
ンセラーを配置
した。特に小学
校においては，
県のスクールカ
ウンセラーがい
ない状況から，
市のスクールカ
ウンセラーを利
用する状況が
高くなってい
る。 4

〇不登校対
策研修を充
実させること
で，学校に
おける不登
校対策を支
援できる。
〇不登校児
童生徒の状
況を把握
し，教育相
談員が不登
校児童生徒
や保護者へ
具体的に取
組むことは
有効であ
る。
〇スクール
カウンセ
ラーが児童
生徒や保護
者の要望に
応じて面談
することは
有効であ

3

　学校，教
育委員会の
連携強化に
よる定期的
な訪宅活動
などに取り
組む必要が
ある。
　スーパー
アドバイ
ザーの設置
をはかること
で各学校に
具体的な指
導・助言を
行うことがで
きる。

4

　コスト的に
は，教育相
談員及びス
クールカウ
ンセラーの
人件費が全
てであり，効
果を高める
ことで効率
性の向上を
図る。

4

　不登校児
童生徒への
取組みは学
校，教育委
員会が連携
して取り組
むことで効
果が上が
る。

4

　不登校児
童生徒の問
題は社会的
にも深刻な
問題となっ
ており，そ
の取組みに
対する社会
的ニーズは
高い。

4

　不登校児
童生徒を抱
える保護者
にとっては切
実な問題で
あり，その取
り組みに対
する市民
ニーズは高
い。

23 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

　社会的情勢
の変化の中
で，不登校児
童生徒の問題
は深刻な教育
上の大きな課
題で，早急に
取組まなけれ
ばならない課
題であり，社会
的ニーズ・市民
ニーズはとても
高い。
　さらに，不登
校児童生徒の
進路保障の面
から，不登校１
／２作戦は子
育て日本一を
目指す本市の
重要施策の一
つであり，取組
みを更に推進
することで，一
層の効果が期
待できる。

要
改
善

適応指導教室
を中心とした不
登校児童・生
徒への対応体
制の整備

13／100
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連番 手段目的
事務事
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・
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直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

１週間の
標準授
業時数

時数 5,440 6,240 6,240
児童の英
語活動実
施状況

％ 100 100 100

広島県
「基礎・基
本」定着
状況調査
における
市平均正
答率

％ 75 78

事業対
象児童
生徒数

人 1,246 1,110

事業に係
るアン
ケート結
果
（肯定的
意識の伸
び率）

％ 29 未調査

認定制
度の普
及啓発
回数

回 25 25
匠認定者
件数

件 17 6

制度の問
い合わせ
件数

件 25 10

小・中学
校での取
り組み件
数

校 3

受診者
数

人 1,212 1,359 1,465 受診者数 人 1,212 1,359 1,465

1
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内
容
の
改
善

1
9
年
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初
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1
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初
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小中学校
英語活動

35,082

・三次市内の全ての小学校
で総合的な学習の時間を中
心とする国際理解教育の充
実を図る。
・三次市内の全ての中学校
で英語の授業改善に取組
み，英語学習に対する生徒
の意欲を高めるとともに，英
語学力の基礎・基本の定着
や，実践的コミュニケーション
の向上を図る。
・小・中９年間を見通した系統
的な英語学習のカリキュラム
を作成する。

小学校では，ALT派遣以外
でも，多様な機会をとらえ
て英語活動を充実してい
く。
中学校では，生徒の意欲を
高める授業改善に取り組
む。

　
三
次
市
地
域
の
児
童
･
生
徒

①異文化・異言語
に積極的に接す
る姿勢をもつ。
②小・中学校９年
間で学ぶべき，英
語の基礎・基本を
身につけている。

①外国語指導助
手の全校派遣
②小・中学校９年
間を見通したカリ
キュラム開発

・平成１７年度
当初から，ALT
を１名増員し，
特に小学校へ
の派遣回数を
増やした。
・派遣業務委託
により，３名の
「民間ALT」の
派遣を開始し
た。

4

　児童・生徒
の英語学習
への動機づ
けと意欲を
高めるため
に，ALT派
遣は有効で
ある。

3

　計画的な
研修の実施
などを通し
て，学級担
任，英語科
教員及びＡＬ
Ｔの指導力
向上を図る
ことで，さら
に向上が期
待できる。

3

　教職員の
英語指導力
向上とALT
確保手段の
見直しなど
によりコスト
縮減の余地
がある。

4

　民間企業
への委託は
実施してい
るが，義務
教育課程で
の教育内容
に係ることで
あり，完全
に業務委託
することはで
きない。

4

 「英語が使
える日本
人」育成の
ための行動
計画の策定
や，小学校
英語活動の
見直しの動
向など，小
中学校のお
ける英語教
育の充実は
強く求めら
れており，
社会的ニー
ズは高い。

4

　必要性が
強く叫ばれ
ている社会
状況の中で
市民の理解
も進んでい
る。とりわ
け，保護者
においては
ニーズは高
い。

22 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　社会的ニーズ
が極めて高く，
時間数や内容
のさらなる充実
が必要である。
優秀なＡＬＴの
人材を確保す
ることと，教員
の指導力の向
上のための研
修体制を強化
する必要があ
る。
　また，客観的
に成果を把握
できる成果指
標となるよう，
内容を見直す
必要がある。

要
改
善

人材確保と教
員の研修体制
の確立を図り，
実施する。
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キャリア
教育推進
事業

1,418

望ましい勤労観・職業観，そ
して社会人として自立する力
を備えた三次の子どもたちの
育成
　～キャリア教育の視点での
教育活動の見直しを通して
～
① 小学校６年生全員を対象
としたキャリア教育特別プロ
グラム
② 主に中学校２年生全員を
対象とした５日間の職場体験
③ 小・中９年間を見通した系
統的なキャリア教育の中身
づくり

・小学校におけるキャリア
教育特別プログラムについ
ては，来年度までの指定事
業（経済産業省），中学校
の職場体験は本年度限り
の指定事業（文部科学省）
であるため，今後の事業継
続にむけて，財源確保及び
人材育成が急務である。
・小・中学校の連携を強化
し，９年間を見通したキャリ
ア教委推進のためのカリ
キュラム，教材等の作成を
進める。
・保護者や地域人材の参
画により地域を挙げたキャ
リア教育を推進していくた
め，事業の成果・課題を積
極的に発信する。

　
三
次
市
地
域
の
児
童
･
生
徒

①発達段階に応
じ，望ましい職業
観・勤労観を身に
つけている。
②自己肯定感が
高まっている。
③郷土に対する
理解が深まって
いる。

① 小学校におけ
るキャリア教育特
別プログラムの実
施
② 中学校のおけ
る５日間の職場
体験の実施
③ ①及び②の実
施に向けた教職
員研修，保護者
研修，地域への
協力要請及び事
業実施への参画
要請

小学校における
特別プログラム
は平成１７年度か
ら始め，児童，保
護者，協力者（地
域の職業人）等
から，非常に高い
評価を得た。今
年度は，さらに地
域の「自律」にむ
け，プログラムの
半分以上を地域
人材で運営でき
るよう取組んでい
る。中学生の職
場体験は，これま
での平均２日間
から一律５日間
（原則）に期間を
延長して行う。現
在，市内各地の
約２５０の事業所
から受入れの回
答を得ている。

5

　昨年度実
施した，小
学校特別プ
ログラムに
関する意識
調査，中学
校での職場
体験（２日間
程度）の抽
出意識調査
において，
内容に対す
る評価が高
く，事業の
推進は目的
の達成に大
いに貢献す
ると考えら
れる。

3

　小・中９年
間を見通し
たキャリア教
育の中身づ
くりを具体的
に進めるこ
とで，成果
の向上が大
いに期待で
きる。

5

　指定事業
として実施し
ているた
め，コストの
対部分は，
別立ての事
業予算とし
てついてい
る。これ以
上のコスト
削減は当然
無理であ
り，事業の
継続を考
え，コスト増
が不可欠で
ある。

5

　教育内容
に関するこ
とであるた
め，市が責
任をもって
行うことが当
然求められ
る。ただし，
内容の性格
上，保護者
や地域人材
の共同参画
を得ながら
進めていく
べきもので
ある。

5

　昨今の若
年層の職業
観・勤労観
の希薄さ
や，不安定
な就労状況
に鑑み，小
学生の時期
から計画的
なキャリア
発達を目指
す教育内容
の創造は不
可欠であ
る。

4

　市の将来
を担う次世
代を育成す
る取組みの
一つとして，
キャリア教育
に対する期
待は大きい
と言える。し
かしながら，
現状では市
民の理解を
十分に得ら
れていると
は言えず，
今後より積
極的な啓発
活動が必要
である。

27 A
未
実
施

未
実
施

要
改
善

将来，自立した
成人になるた
め，小中学校9
年間を通した計
画的なキャリア
教育の確立を
目指しており，
小学校6年生を
対象とした特別
プログラムの実
施，中学校2年
生を中心とした
職場体験の実
施についてより
充実し継続した
事業実施を図
る。

要
改
善

小中学校９年
間を見通した
キャリヤ教育
の推進を行う。

観
光
商
工
室
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域
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の
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直
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対
外
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新
た
な
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作
り
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す
仕
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匠伝承事
業

1,265

①三次を広く全国に発信する
ためのハイレベルの技術者・
技能者を「みよしの匠」として
認定する。（認定制度）
②「みよしの匠」が後進の指
導に当たることによりその優
れた技術・技能を将来に伝え
る優秀な人材の育成を図り，
子どもたちに優れた技能へ
の感動と「ものづくり」の大切
さ，素晴らしさを伝える。（補
助制度）

今後，「みよしの匠」が，そ
の優れた技術・技能を将来
に伝える優秀な人材の育
成を図るとともに，子供たち
に優れた技能への感動と
「ものづくり」の大切さ，素
晴らしさを伝える取り組み
の推進を図ること。

①
三
次
市
内
在
住
の
技
術
者
・
技
能
者

②
市
内
小
・
中
学
校
生
徒

①匠として，広く
技能を紹介する。
②小・中学校生徒
に匠の技能を体
験させ，技能につ
いて理解を深め
る。

①匠として認定
し，地域，学校，
技能職団体，市
が行う行事等で
の実演，講演，研
修等の実施や市
等が推薦する体
験入門者の受入
れ
②小・中学校の授
業で匠を呼び，技
能体験を取り組
む。そのための，
活動費の助成を
行う。

受付までの周
知の期間を確
保し，またその
徹底を図った。

4

技術・技能
の伝承と優
秀な人材育
成は，三次
市経済の活
性化という
目的に合致
している。

3

制度に対す
る関心度は
高く，問い合
わせ件数は
増加してお
り，向上余
地はあると
思われる。

4

優れた技
術・技能を
将来に伝え
る優秀な人
材の育成を
図り，子ども
たちに優れ
た技能への
感動と「もの
づくり」の大
切さ，素晴ら
しさを伝えた
上で今後，
制度の拡充
を図る必要
がある。

5

三次を全国
に発信する
ことが可能
な優れた技
術・技能の
伝承と優秀
な人材育成
が目的であ
るため市が
関わるべき
である。

4

三次市経済
の活性化と
いう面から
考えると，
人材育成と
「ものづく
り」の大切
さ・素晴らし
さの伝承は
必要性があ
る。

3

子どもたちが
社会人にな
るときの，自
立する力を
身につける
ことや働くこ
との意義の
理解を深め
るために必
要である。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

「みよしの匠」
が，その優れた
技術・技能を将
来に伝える優
秀な人材の育
成を図り，子供
たちに「ものづ
くり」の大切さ，
素晴らしさを伝
える取り組みな
どの評価を行
いながら，より
成果のあがる
事業とすること
を目指す。

要
改
善

本取組みは，
単に認定する
ことが目的で
なく，技術を伝
承していくこと
であり，その手
法についての
精査が必要で
ある。
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正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

国保被保
険者人間
ドック事
業

31,328

４０才以上の市民を対象に，
市内外５つの医療機関との
事業委託により実施してい
る。
本市は，国保世帯員以外も
対象としているが，県内では
他の市町では行ってない。
医療制度改革に伴い平成20
年度からは，医療保険者に
対し，健診，保健指導の事業
実施が義務付けられるため，
国保世帯員以外は対象外と
なる。

高齢の受診者が多く，疾病
により通院治療している者
が多いため，重複健診にな
り疾病の早期発見・治療に
はなっていない現状があ
る。特に脳ドックは高齢に
なるほど治療のリスクが高
くなる。４０歳から６５歳くら
いの年齢層に受診しやすく
するため，年齢制限等の検
討が必要である。また，国
民健康保険世帯員以外も
対象としているのは県内で
は本市だけであるが，保険
者責任の観点から，国民健
康保険世帯員のみを対象
とした方がよいと思われ
る。

４
０
才
以
上
の
市
民

健診により，疾病
の早期発見と早
期治療により，重
症化を防ぐ。
また，健康意識の
高揚を図る。

人間ドック及び脳
ドック受診を医療
機関に委託実施

前年と変更無
し。

3

健康意識の
向上になっ
ている。

3

高齢者の受
診希望が多
く，制限を設
ける必要が
ある。

4

検査精度が
高いため，
一件当りの
単価は高額
となり，削減
余地は小さ
い。

2

補助制度に
移行し，住
民主体の健
診にする方
がよい。

3

国民健康保
険世帯員に
対しては，
必要な事業
である。
国民健康保
険以外の方
は，それぞ
れの保険者
の責任にお
いて実施す
るべき。

4

ドック希望者
は多いが，
必要以上の
健診希望者
（重複受診
や慢性疾患
者など）が多
い。
特に脳ドック
の希望は多
い。

19 C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

市民を対象に，
人間ドックの受
診の仕方につ
いて意識啓発
等を行い，適正
な受診行動を
促す必要があ
る。また，事後
指導に結びつ
けた健診に改
善する必要が
ある。 要

改
善

早期発見は当
然であり，検診
結果が事後指
導に結びつく
健診に改善す
る。
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活動指
標

単
位
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単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

健康端
末設置
台数

台 336 351 355
異常の早
期発見

件 28 28

データ処
理件数

件 26,400 95,000 96,000 緊急通報 件 36 72

訪問指
導・受診
勧奨

件 150 120 120
月別利用
状況

％ 74 74

研修会
の実施
回数

回 22 22 22
研修会参
加者数

人 239 289 416

地区活
動実施
回数

回 68 79 85
地区活動
参加者数

人 2,853 3,075 3,090

実施日
数

日 29 27 27 受診者数 人 3,584 3,245 3,800

地域等で
活動を
行った事
業実施
回数

回 33 53 120 参加者数 人 760 1,317 2,700

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
8
 

受
益
と
負
担

の
適
正
化

1
9
年
度
当
初

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

1
9
年
度
予
算

1
8
 

受
益
と
負
担

の
適
正
化

1
9
年
度
当
初

46

47

48

45
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サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

在宅健康
管理シス
テム事業

3,858

システムの概要：作木町内の
みの事業。家庭と作木支所
を電話回線でつなぎ，利用者
の方の健康管理をコンピュー
ターで行う。家庭に健康端末
を設置し，血圧，心電図，問
診，体温，体重などを測定
し，作木支所では送信された
健康情報を保健師が分析，
必要時医師と相談しながら保
健指導や受診指導を行う。他
に緊急時の通報機能があり
通報ボタンを押すだけで備北
地区消防広域行政組合へつ
ながる。
設置台数：平成18年3月末
351台。
定期業務：毎日のデータ処理
分析，保健指導，利用者へ
の測定結果（月間レポート）
の返却。
17年度の状況：月別の平均
利用率　74％。データ処理延
べ件数　3,120件。異常の早
期発見（高血圧症他）

①作木町内のみの事業で
ある。
②現在の機器は２００６年３
月末で保守停止となった。
③ＣＡＴＶの整備とあわせ
健康管理ができるシステム
を再構築していく。

概
ね
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者

①健康に関心を
持ち，生活習慣
病予防への行動
変容ができるよう
になる。
②疾病を早期発
見し，適切な医療
をうけることがで
きる。
③毎日をより安心
に過ごすことがで
きる。

①希望者宅に健
康端末を設置し
利用環境を整備
する。
②日々のデータ
分析を行い，異常
の早期発見，保
健指導を行う。
③個人ごとに毎
月のデータをまと
め，返却する。

サーバーの設
置場所は福祉
保健センターで
あったが，指定
管理者制度が
導入され，設置
場所を作木支
所に変更。

3

①利用者と
保健師が同
じデータをも
とに検討で
きることで，
食事や疾病
の自己管理
など意識の
変革に役
立ってい
る。
②異常を早
期に発見し
適切な医療
を受けるこ
とができ，大
事に至らな
かった例が
ある。
③利用頻度
に個人差が
ある。

3

①ＣＡＴＶの
インターネッ
ト回線を利
用すること
で，健康管
理システム
の精度を高
め，市内に
広く普及して
いくことがで
きる。
②受益者負
担，医療機
関委託など
体制を整え
ることで，費
用対効果が
期待できる。

2

①受益者負
担，医療機
関委託など
体制を見直
すことで経
費削減が可
能。（現時点
で受益者負
担は可能だ
が委託は協
議を要する）
②保守停止
となっている
こと，ＣＡＴＶ
を利用して
全市的に拡
大していくと
すれば一時
的に整備費
用が必要。

2

システムの
環境整備は
市が行い，
定期業務は
かかりつけ
の医療機関
委託とすれ
ば，より迅速
な対応がで
き，個人情
報を守ること
ができる。
（現時点で
医療機関委
託は協議を
要する）

3

市中心部と
周辺地域，
また対象者
によりニー
ズに開きが
あると思わ
れるが，
高齢化が進
む中，疾病
予防に有効
な手段であ
り，健康に
関する社会
的ニーズは
高い。

3

作木町及び
市周辺地域
の市民ニー
ズは高い
が，地域性,
対象者によ
りニーズに
開きがある。

16 D
未
実
施

要
改
善

要
改
善

この事業は，合
併以前からの
もので作木町
のみで実施し
ている。高齢化
率が高く，医療
機関への受診
が困難な僻地
においては有
効な事業となっ
ているところは
ある。が，受益
者負担の見直
し，CATV回線
の利用や医療
機関委託を検
討し，将来的に
はシステムの
再構築により
全市的な取り
組みとすること
が望ましい。

要
改
善

一定地域限定
の事業であり，
受益者負担の
必要性の検討
と効果の検証
を行う。
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新
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食生活改
善推進員
事業

1,415

市は，三次市食生活改善推
進協議会の事務局として会
員の資質の向上のために研
修会を開催している。また，
地区活動費の一部（調味料・
お米代）を市が負担してい
る。平成１７年度の会員数は
１２０名。
会員は，年４回の研修会に
参加・学習し，地域への伝達
講習会や地域独自の料理教
室等を通して市民の健康増
進を図っている。また，市が
実施する事業（講演会や総
合集団健診等）への呼びか
けや試食の提供等にも協力
し，市民と行政とのパイプ役
としての役割を担っている。

食生活改善推進員の高齢
化により地域によって活動
内容に偏りがあったり，地
区活動の対象者が固定化
しつつあり，本来の目的が
十分に果たせていないとこ
ろがある。また，地区活動
を行う際の実費自己負担を
進めているが，その理解が
理事会においても納得され
ていない部分がある。今後
は，「食生活改善推進協議
会理事会」において，本来
の目的の確認や地区活動
における材料費は自分た
ちの昼食代として負担をし
ていくという考えを持ってい
ただけるような働きかけが
必要。また，青・壮年層の
食生活改善推進員を養成
し，若い年代のニーズを把
握し，活動に広がりをもた
せることも必要。

食
生
活
改
善
推
進
員

食生活改善推進
員が健康づくりの
リーダーとして身
近な地域での活
動を展開すること
で，市民の健康
増進を図る。

・食生活改善推進
員研修会の実施
・地区活動の支援

前年度は，地区
活動費を市が
全額負担してい
たが，金額の大
半を参加者の
自己負担にし
た。

3

健康づくりの
リーダーを育
成し，地区活
動等の支援を
行うことで，市
民の健康意識
の向上が図ら
れ，元気な地
域づくりを推進
していくことが
できる。しか
し，地区活動
の内容が地域
により偏りが
あり，また対
象者が固定化
してきている
地域もあり，
食生活改善推
進員としての
目標の統一を
図り、地域づく
りの輪を広げ
ていく必要が
ある。

3

地区活動を
行う際の対
象者が固定
化してきて
いる地域も
あり，市民
全体への成
果としては
見えにくいも
のになって
いる。今後，
行政と協働
しながら活
動を振り返
ることで成
果の見える
活動へつな
げていける
可能性があ
る。

3

ボランティア
意識に基づ
いた活動で
あるので，
伝達講習等
においても
参加者の食
材料費は，
全額自己負
担してもら
い，学習に
取り組む意
識を高める
ことが考え
られえる。ま
た，参加者
に実費負担
してもらうこ
とで，食生
活改善推進
員の意識向
上にもつな
がると考え
られる。

3

食を通した健
康づくりのリー
ダーを育成し，
市民の健康意
識の向上を図
ることを目的と
しているが，
会員の高齢化
により活動が
広範囲に及ん
でおらず，内
容にも偏りが
生じている。
現在の状況が
改善できない
のであれば，
市が関与する
必要性が低い
と思われる。し
かし，積極的
に市の事業で
協働すること
で，活動に広
がりがもて市
が関与する必
要性が高まる
と思われる。

3

食に関心を
深めてもら
う「食育（生
活習慣病を
含む）」や介
護予防での
「低栄養予
防」等，食
に関する社
会的ニーズ
は高まって
きている。

2

地域での食
に関すること
（教室等）の
相談役や実
施者として必
要とされるこ
とが多いが，
活動内容に
地域間でか
なりの差が
あり，食生活
改善推進員
を知らない
方もおられる
のが現状。
一部では
ニーズがあ
るが，全体と
してのニー
ズが高いと
は言えない。

17 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

地域へ広く健
康づくりの輪を
広げることを目
的に活動を
行っているが，
地域によって
は地区活動の
内容に偏りが
生じていたり，
対象者が固定
化しつつあるの
で，本来の目
的に沿った活
動を行えるよう
に理事会など
で検討を行い，
支援を行う必
要がある。

要
改
善

地区活動の実
費負担を検討
する。

す
こ
や
か
保
健
室

第
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保
健
・
福
祉

１
保
　
健

(

1

)

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

総合集団
健康診査
事業

52,864

老人保健法により，他の健
診の受診機会がない方のた
めに実施する。この健診によ
り，疾病の早期発見と早期治
療により重症化を防ぎ，住民
の健康保持を図るとともに，
健康意識の高揚を図る。
実施場所及び日数について
は，合併前の実施状況を考
慮し，11会場延べ27日間実
施している。
健診の実施については，基
本健診及び大腸がん健診は
地元医師会と随意契約とし，
その他のがん検診等は，入
札により健診実施機関が請
負う。

全面委託による実施の検
討。
高齢者の重複受診の防
止。若年層の受診率向上。
平成20年から老人保健法
の改正により，市は国保世
帯員に限定した健診を実施
することになるが，中小零
細企業の従業員の健診機
会を確保するため，産業保
健センターと連携し環境整
備を図る必要がある。

1
8
才
以
上
の
市
民
及
び
市
内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
方

で
，
他
の
健
診
を
受
診
す
る
機
会
の
な
い
方

。

健診により，疾病
の早期発見と早
期治療により，重
症化を防ぐ。
また，健康意識の
高揚を図る。

基本健診及び各
種がん検診

実施手段につ
いて，全面民間
委託方法による
実施との意見
があったが，18
年度も変更なく
実施している。

3

健診によ
り，所見の
ある方及び
精密検査の
必要な方に
対して通知
をし，受診
勧奨を実施
している。
ただし，総
合集団健診
だけでなく，
個別健診も
併せて実施
することで，
貢献度が向
上する。

3

若年層の受
診率向上を
図ることによ
り，早期治
療を行える。
各年齢期に
適した受診
方法を啓発
する。
総合集団健
診だけでな
く，個別健診
と併せて実
施すること
で，成果が
向上する。

5

委託実施す
ることにより
有効性や効
率性は向上
すると考え
られるが，コ
ストは上昇
が見込まれ
る。

2

法により，事
業実施主体
は市である
ため。
計画及び啓
発などは市
が行う。健
診の実施に
ついては，
専門の健診
機関への委
託事業で可
能である。 5

健康意識の
高揚と，疾
病の重症化
を防ぐこと
により，市
民の健康増
進を図る。
これにより，
医療保険や
介護事業の
運営の適正
化に努め，
高齢社会に
対応する必
要がある。

4

国保世帯員
は市の実施
する健診の
みである。
また，他の健
診を受ける
機会のない
方が多数あ
る。

22 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

医療保険財政
の適正化と，市
民の健康増進
を図るために，
個別健診など
の集団健診以
外の方法の導
入や委託を検
討し，市として
は受診促進及
び事後指導や
予防事業に重
点をおく必要が
ある。

要
改
善

委託することに
よりコスト削減
が見込まれる
ため，早期委
託に向け，検
討する。

す
こ
や
か
保
健
室
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１
保
　
健

(

1

)

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

介護予防
普及啓発
事業

346

高齢になっても介護が必要
な状態とならず，できるかぎ
り住み慣れた地域でいきいき
と暮らし続けるために，介護
予防の重要性を認識し，生
活の中で実践していけるよ
う，市民の介護予防に対する
意識を高め，個人や地域ぐる
みでの取り組みにつながる
よう普及啓発を行う。このこと
により，高齢者の生活機能
の低下を未然に防止し，介護
保険制度の安定維持を図
る。
平成18年度からは介護保険
の一般高齢者施策として実
施する。

普及啓発事業を次のステッ
プとして，高齢者が日常生
活の中で行動変容すると
共に，地域で取り組む介護
予防事業につなげていくこ
とが必要

・
市
内
の
在
宅
高
齢
者
を
中
心
と
し
た
一
般
住
民

・
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
住
民
リ
ー

ダ
ー

高齢者等が介護
予防の知識を得
て，介護予防に
対する意識を高
め，予防の具体
的方法を身につ
け実践することに
より，元気で住み
慣れた地域でい
きいきと暮らし続
けられることを目
的とする。

ふれあいサロン，
老人クラブ健康教
室，出前講座等を
通して，要介護状
態とならないため
の重要性につい
て話し，地域での
取り組みを支援
する。

前年度なし

3

参加した住
民の間で，
少しづつ意
識が高まっ
ている。

2

実施方法を
工夫し，効
率よい方法
で実施する
ことにより，
もっと成果を
向上できる
余地はあ
る。

4

職員が直接
実施するた
め人件費部
分の負担が
あるが，全
市的な展開
を考えた場
合，職員が
企画したも
のを諸団体
に委託して
実施する方
法も考えら
れる。

3

市がデータ
等の資料を
基に企画す
る必要はあ
るが，必要
性や目的，
方法論をき
ちんと伝え
た上での委
託が考えら
れる。

5

介護が必要
な方が急増
したことによ
り，介護保
険法が改正
されたり，
介護保険料
は上がり住
民の負担も
増えている
状況があ
る。本事業
に取り組み
むことによ
り元気な高
齢者を増や
し，介護保
険財政の節
減を図る必
要性は大き
い。

4

地域で元気
に暮らしたい
思いはだれ
も強く，市民
の関心や
ニーズも高
いと思われ
る。

21 C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

社会的ニーズ
が高く，積極的
に取り組んで
いかなければ
ならないが，実
施方法につい
ては，各種機
関と連携を図り
改善していく必
要がある。

要
改
善

健康教室等へ
出向き，講座を
開催している
が参加者が少
ない，如何にし
て参加者を増
やすか，また，
ケーブルテレビ
利用して啓発
するなど，工夫
が必要だ。

15／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

実行委
員会構
成団体

36 38 40
参加団体
（協賛団
体含む）

団体 36 38 40

実行委
員会開
催回数

3 3
当日来場
者数

人 800 750 800

相談・支
援件数

回 10,763 12,610 12,610 実益度 ％ 100 100 100

理事会・
部会・委
員会開
催回数

回 22 17 17
児童健全
育成活動
への貢献

回 12 13

視察研
修

回 3 2 2

受講実
人数

人 78 47 50
奉仕員新
規登録者
数

人 1 1

入居者
（君田生
活支援
ハウスの
み）

人 11 11 11
入居希望
者の入居
率

％ 100 100 100

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

50

51

52

49
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２
福
　
祉

(

1

)

認
め
あ
い
，
支
え
あ
う
福
祉
の
推
進

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

健康福祉
まつり

483

福祉・保健・医療・介護に関
わる社会福祉法人，医療法
人，民間事業所，ボランティ
ア団体と行政により実行委員
会を組織し，イベントをとおし
て市民へ健康・福祉に関する
情報提供と啓発を行う。

イベント的には形骸化して
いる。今後もこれまでの規
模での継続が妥当である
のか検証を要す。
市周辺地域への開催周知
と利用しやすい送迎バス運
行の改善・PR
高齢者や身障者の来場し
やすい会場の検討

一
般
市
民

市民が福祉・健
康・医療への関心
を高め，健康で安
心して暮らすこと
のできるまちづく
りを進める。

実行委員会に参
加する各機関・団
体が企画する保
健・医療・福祉関
連のプログラムに
より，無料健康相
談，歯科検診，健
康体操、健康講
演会，福祉用具・
介護用品紹介，
施設紹介等を行
なう。

周辺地域から
の参加者への
便宜を図るため
の送迎用バス・
ワゴン車を３台
運行した。

2

周辺地域か
らの来場者
が少なく，交
通機関等の
利便性の課
題もあり，全
市的な事業
展開となっ
ていない。

3

市民への周
知や来場で
きない方へ
の情報伝達
など，今年
度から
CATVの活
用により有
効性が高ま
るものと期
待できる。

3

事業費は参
加団体から
の負担金と
市の負担金
であり，主な
支出経費
は，チラシ・
ポスター印
刷費，看板
作成費，送
迎車両運転
手賃金等で
あり，コスト
の削減余地
は少ない
が，市の関
与を縮小す
ることによ
り，事務の
効率化を図
ることが望
ましい。

2

実行委員会
事務局を市
（福祉事務
所）と社会福
祉協議会が
合同で行
なっている
が，事務局
を社会福祉
協議会とし，
自主運営に
よる事業拡
大や柔軟な
運営を図る
ためにも市
の関与は縮
小すること
が望ましい。

4

誰でも気軽
に参加しや
すいイベン
トを開催す
ることによ
り，健康や
福祉に関す
る情報提供
と市民への
啓発の場と
して社会的
ニーズは高
いものがあ
る。

4

この「まつり」
への来場者
は，参加団
体の活動状
況や健康・
福祉に関す
る情報が得
られ，また相
談・体験もで
きることから
市民の関心
は高まって
いる。 18 C

現
状
維
持

要
改
善

要
改
善

実行委員会体
制を検討すると
共に，市民へ
のPR方法，会
場（1フロアでの
開催）の確保，
参加者規模等
改善する必要
がある。

要
改
善

効果を検証し，
今後の対応方
針を決定する。

ま
ご
こ
ろ
福
祉
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

1

)

認
め
あ
い
，
支
え
あ
う
福
祉
の
推
進

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

民生委
員・児童
委員に関
する事務

30,634

　厚生労働大臣から委嘱された
民生委員・児童委員は区域ごと
に民生委員児童委員協議会を組
織するよう義務づけられている。
現在三次市には１３区域の民生
委員児童委員協議会があるが，
各協議会にかかわる事務につい
ては，各区域の民生委員・児童
委員へお願いしており，その頂点
に立つ三次市民生委員児童委員
協議会の事務については福祉事
務所職員が行っている。　具体的
には，県・市・各機関などからの
高齢者・児童・青少年関係などの
依頼事項の伝達や配布物の配
布。児童健全育成活動などの市
民児協活動の創設，計画，実
施。８０歳以上の一人暮らし，二
人暮らしの人などへの絵手紙の
作成，配布。年２回の部会（５部
会）別研修の手配，実施。主任児
童委員委員会（研修会）の実施。
全員研修会の実施。先進地全員
視察研修の計画，実施。６月総
会の準備。市民児協会計の処
理。職務に関する連絡調整。

・Ｈ１９年１２月１日の次期
一斉改選では，定数削減を
国や県から示されることが
想定されるため，対応につ
いて考え方を整理する必要
がある。
・民生委員・児童委員の推
薦について，推薦事務の円
滑化を図るため，推薦準備
会が必要と思われる。

三
次
市
民
生
委
員
・
児
童
委
員

（
直
接
的
に
は

。
間
接
的

に
は
三
次
市
民
に
対
し
て

）

住民の福祉の増
進のために必要
な情報提供や援
助ができるように
高めること。必要
な知識・技術の習
得。関係機関・団
体とのネットワー
ク化もめざす。

各種研修会の開
催，住民福祉増
進のための活動
の創設実施。

住民の必要とす
る分野（児童健
全育成活動等）
への更なる活
動を実施してい
る。ネットワーク
化にも力を入れ
ている。

5

住民の福祉
の増進のた
めに必要な
情報提供を
研修会や資
料の配布等
を通じて
行ってい
る。

3

資質向上や
連携の見直
しなど向上
の余地があ
る。

5

事業にかか
る必要経費
のみで活動
しているた
め，コストを
落とす余地
がない。

5

推薦会の運
営，一斉改
選や，関係
機関・団体と
の連絡調
整，指揮監
督など市で
なければで
きない部分
がある。

5

地域の福
祉，子育て
など多種多
様な相談・
支援活動や
他機関との
連携・協力
など，民生
委員・児童
委員の活動
は地域社会
をつなぐか
なめとな
る。

5

地域の福
祉，子育て
など多種多
様な相談・支
援活動や他
機関との連
携・協力な
ど，民生委
員・児童委
員の活動は
地域社会を
つなぐかな
めとなる。 28 A

未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

多種多様な相
談・支援に応え
るためにさらに
委員の資質向
上をはかる必
要がある。

要
改
善

委員研修の充
実を図り，資質
の向上に努め
る。
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あ
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祉
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推
進

義
務
的
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直
接
業
務

(

対
外
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な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
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求
め
ら
れ
る
仕
事

手話奉仕
員養成事
業

380

聴覚障害者と手話を通じてコ
ミュニケーションできる人材を
育成し，市の手話通訳者派
遣事業の推進を図る。
社会福祉協議会へ事業委託
して実施する。

受講終了者からの奉仕員
への登録者数が少なく，奉
仕員の養成に結びついて
いない現状がある。CATV
等により受講者を広く求め
るとともに，育成プログラム
の見直しが必要。

手
話
奉
仕
員
に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者

手話の技術を向
上させ手話による
コミュニケーション
を可能にする。

定期的な養成講
座を開催する。
　　入門講座　10
日間（15時間）×
２回
　　初級講座　　5
日間（7.5時間）×
２回

前年度は行って
いない。

2

奉仕員の登
録者数が少
なく，奉仕員
の養成とい
う目的への
貢献度は小
さい。

3

受講人数に
比べて新規
登録人数が
少ないた
め，向上の
余地はある
と思われる。

4

講師への謝
礼及びテキ
スト代が主
たる経費で
あり，コスト
削減の余地
は小さいと
思われる。

5

平成１８年１
０月から，障
害者自立支
援法に基づ
く地域生活
支援事業と
して位置づ
けられる。

4

情報バリア
フリーの観
点からニー
ズは高いと
考える。

3

手話でなけ
ればコミュニ
ケーションが
取れない障
害者にとって
はニーズが
極めて高い
が，手話を
取得してい
る障害者が
少ない。障
害者自身の
手話技術の
取得支援を
図る必要が
ある。

21 C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

必要な事業で
はあるが，事業
により奉仕員
の実数はそれ
ほど増えておら
ず，事業内容
の見直しが必
要であると考え
る。

要
改
善

奉仕員の登録
を増やす工夫
をする。

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

第
2
 

保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

1

)

認
め
あ
い
，
支
え
あ
う
福
祉
の
推
進

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

高齢者共
同生活施
設支援事
業

15,212

在宅での生活維持が不安な
ひとり暮らし高齢者の方に，
生活援助員（支援員）の協力
を得て，共同生活を行っても
らい，相談や食事，レクレー
ションを通じて生きがいのあ
る生活が送れるように支援
する。

平成17年度から一般財源
化したため補助基準であっ
た職員配置基準等，市とし
ての基準として見直し，他
の生活支援ハウス等の運
営基準との均衡を図る必要
がある。

原
則
6
5
歳
以
上
の
在
宅
で
の
生
活
維
持
が
不
安
な
ひ
と

り
暮
ら
し
の
高
齢
者

生活支援ハウス
を利用することに
より安心して自立
した生活を続けさ
せる

施設内の生活援
助員による利用
者への日常の相
談相手や，規則
正しい生活への
声かけなどを行
う。

前年度の行政
評価チェックな
し

4

ひとり暮らし
高齢者が増
えるなかで
不安を感じ
る高齢者に
とって安心
していきい
きと暮らせ
る場所であ
る。
また，今後
は高齢者虐
待が増える
であろうと考
えられるの
で，一時的
な保護場所
としても利
用できる。

5

利用者は
日々生きが
いをもって生
活している。

4

ほとんどが
光熱水費と
人件費であ
り，少ない
人員なので
削減の余地
が少ない
が，他の施
設との均衡
を保つ必要
があり削減
をっ検討す
る余地があ
る。

3

入所者の決
定や負担金
の決定につ
いて公平公
正に行うた
め。現段階
の制度で
は，独立採
算は不可能
である。（利
用料が実費
でない）

4

高齢者の一
人暮らしが
増える中利
用希望の声
が多い

4

高齢者の一
人暮らしが
増える中利
用希望の声
が多い

24 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

市内の他の生
活支援ハウス
の運営状況と
の均衡を図る
ため委託内容
について検討
をする必要が
ある。また，今
後不安をかか
えたひとり暮ら
し高齢者が増
えると予想され
るため自立を
支援する施設
は必要となる。

要
改
善

他の生活支援
施設等との運
営基準の均衡
を図る。

16／100
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今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

事前協
議件数

件 11 6 4
適合証交
付件数

件 3 5 3

相談件
数（累
計）

件 751 1,267 1,200

当該事業
により支
援を受け
た障害者
の人数
（登録者
数）

人 156 178 192

給付件
数

人 23 41 42

日常生活
が容易と
なった給
付者

人 23 41 42

通院日
数

日 9,876 11,671 11,930 利用率 ％ 100 100 100

通院費
受給者
数

人 85 88 90

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
3
 

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

54

55

56

53

み
ら
い
都
市
室

第
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

4

)

ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
ま
ち
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

広島県福
祉のまち
づくり条
例に伴う
事務

709

広島県福祉のまちづくり条例
に従い、対象施設（公益施
設、共同住宅、公共交通機
関等）の建設計画を事前に
チェックし、これらの建築等を
行うものに対し、当該施設の
バリアフリー化を求める。
平成１７年度の条例適合施
設は５件であり、三次市に限
らず全県的に若干減少傾向
にある。平成１８年度におい
ては事前協議、適合証交付
申請のいずれもまだ無い。

条例の遵守は義務ではな
いため、実際に認定される
ものが少ない。
条例の趣旨について、一層
の周知と啓発を図る。
認定後の維持管理状況の
把握に努める。

対
象
物
：
条
例
に
定
め
る
公
益
的
施
設

、
共
同
住
宅
等
施

設

、
複
合
施
設

、
道
路
等
施
設

、
公
共
交
通
機
関

対象物について、
障害者、高齢者、
病弱者、妊産婦
あるいは乳幼児
を連れた人など
が利用する際の
障壁を取り除き、
すべての県民の
自由な行動と社
会参加を保障す
る環境を整える。

対象施設の建築
等を行うものはあ
らかじめ施設の
計画図書を市へ
提出し、市はその
内容について未
整備事項があれ
ば指摘し整備をも
とめる。条例に定
める整備基準に
適合する施設に
ついては、適合通
知及び適合証を
交付する。

行政チェックの
結果のとおり、
今年度も継続し
て実施してい
る。
一般市民向け
に作成した建築
パンフレットへ
掲載し、周知を
図っている。

3

条例の内容
が、整備の
要求水準が
高く、硬直
化している
面もあり、さ
らに義務付
けではなく
整備努力に
止まるた
め、認定に
至るものが
少なくならざ
るを得ない

3

同上

5

コストは事
務処理に係
る多少の人
件費程度で
ある

5

条例に基づ
いて市が
行っている
ものである

5

ユニバーサ
ルデザイン
の推進は近
年重要な課
題となって
いる

4

施設利用者
側のニーズ
は、高齢化
の進行にあ
わせて高
まっていくも
のと考える
が、施設設
置者側には
要求水準の
整備を行う
ほどの動機
はない 25 B

未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

県条例に基づく
事務であるた
め、事務内容
について変更
することは難し
いが、制度そ
のものは、認定
基準などに改
善の余地があ
る。
施設供用後、
認定した整備
内容が適切に
維持、管理され
ているかを監
視する必要が
ある。

要
改
善

認定基準など
を改善する。

ま
ご
こ
ろ
福
祉
室

第
2
 

保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

障害者生
活支援事
業

7,854

在宅障害者に対する相談体
制の充実を図るため，社会
福祉法人に委託して事業実
施する。
在宅の障害者に対して，在
宅福祉サービスの利用援
助，社会生活力を高めるた
めのアドバイス，ピアウンセ
リングあるいは介護相談や
情報提供を総合的に行い，
地域における在宅障害者の
生活を支援し，障害者の社
会参加の促進を図る。

障害者自立支援法の施行
に伴い，平成18年度10月
からの地域支援事業として
の新たな相談支援業務体
制を検討中である。現在，
身体・知的・精神の3障害を
対象とした総合相談事業の
実施体制を目指し，市直営
による相談事業の創設を
予定している。これまでの
社会福祉法人への委託方
式のメリットもあり，将来的
な相談体制のあり方も含
め，検討が必要である。

在
宅
の
身
体
障
害
者

（
児

）
及
び
知
的
障
害
者
と
そ
の
家

族 在宅の障害者に
対し，地域におい
て情報や相談等
さまざまな支援を
行い，もって障害
者の自立と社会
参加の促進を図
る。

・福祉サービスの
利用援助（情報提
供・相談・助言・
手続代行）
・巡回相談
・専門機関の紹介

前年度は行って
いない。

3

障害者に対
しての情報
や相談等の
支援を行う
ことは，在
宅福祉の向
上につなが
るものと考
える。

3

障害者の自
立支援を目
的とした事
業である。

4

平成17年度
からは県費
補助が終了
し，市単独
事業として，
平成16年度
の事業予算
費の半額で
運営してお
り，コストの
削減余地が
小さい。

5

今後は，障
害者自立支
援法に基づ
く市町村の
必須事業と
して位置づ
けられた。
委託は可能
であるが，よ
り，中立・公
平な立場で
相談支援事
業の中核を
担う役割が
大きいこと
から，市の
関与する必
要性が高い
と考える。

4

障害者に
とって身近
な地域にお
いて生活相
談を行い支
援すること
は必要であ
る。

4

障害者の自
立にとって専
門職による
相談支援は
必要である。

23 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

障害者自立支
援法の施行に
基づき，平成18
年10月からの
地域生活支援
事業の必須事
業として，本事
業が位置づけ
られた。市の方
針として，身
体・知的・精神
の３障害に対
応した総合相
談体制の構築
を目指す。

要
改
善

市直営として
の充実を図
る。

ま
ご
こ
ろ
福
祉
室

第
2
 

保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

日常生活
用具給付
事業

3,105

障害者（児）に対し，国で定
められた日常生活用具を給
付し，日常生活の利便を図
り，自立の促進につなげる。

障害者自立支援法の施行
による平成18年10月から
の制度改正及び介護保険
制度利用との調整が必要
である。

身
体
障
害
者
手
帳
又
は
，
療
育
手
帳
を
所
持
す
る
在
宅
の

重
度
障
害
者

（
児

）
等
で
,

日
常
生
活
用
具
を
希
望
す
る

方 日常生活用具の
給付や住宅改修
を行うことで，障
害者の日常生活
上の便宜を図り，
自立生活を支援
する一助となる。

浴槽，ベッド等の
日常生活用具の
給付及びその取
付け工事に要す
る費用の助成を
行う。

前年度は行って
いない。

5

日常生活用
具の給付
は，障害者
にとって容
易かつ便利
に使用しう
る品目が給
付されるた
め，在宅福
祉の向上に
つながると
考える。

3

日常生活用
具の品目
は，国が定
めており，障
害者のニー
ズに基づい
て品目の追
加等を行っ
ている。今
後の品目の
追加等に
よって，日常
生活の更な
る利便性が
図られると
考えられる
ことから成
果の向上は
見込まれる
と考える。

4

対象品目の
単価は，国
の補助基準
額により決
定されてい
るため，見
直しの必要
性は低いと
考えられ
る。障害福
祉業務支援
システムの
導入により
事務の効率
化等による
コスト削減
の検討も必
要と考える。

5

法律に規定
された市町
村必須業務
である。個
人給付であ
り民間委託
にはそぐわ
ない。

5

障害者の在
宅生活を容
易にするた
めに必要度
は高い。

4

障害者の自
立生活支援
として制度に
対するニー
ズは高い。

26 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

重度障害で
あっても住み慣
れた地域で快
適生活を過ご
すためには，障
害程度に応じ
た自立支援とし
ての日常生活
用具の給付は
欠くことができ
ず，在宅生活を
推進する。 要

改
善

制度改正に対
応し，事務の
効率化も行う。

ま
ご
こ
ろ
福
祉
室
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福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

任
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的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

腎臓障害
者通院助
成金支給
事業

3,399

身体障害者手帳所持者で手
帳に腎臓機能障害の記載の
ある方で，人工透析のため
に通院をしている方の通院
費の負担を軽減するために，
バス代又は電車代の１／４を
基準に給付する。ただし，週
３日を限度とする。

本事業と福祉タクシー助成
事業の対象者が重複して
おり，タクシーを利用する場
合は，対象としない等の公
費負担の重複についての
見直しが必要と考える。

身
体
障
害
者
手
帳
に
じ
ん
臓
機
能
障
害
の
記
載
の
あ
る
方

で
人
工
透
析
の
た
め
通
院
し
て
い
る
方

人工透析のため
の通院費の負担
を軽減する

透析のための通
院１回につきバス
代又は電車代の
１／４を給付する

継続実施した。

3

人工透析患
者の方は，
定期的（週1
～3回）な通
院が必要で
あり，その
通院につい
ては物心と
もに負担は
大きく，本制
度による支
援制度は，
経済的及び
精神的の両
面において
貢献度があ
る。

4

公共交通機
関を利用し
た交通費を
助成の基準
額としている
ため，実際
の交通手段
と相違する
面もあるが，
個別に基準
を定めること
は公平性を
欠くことにも
なるため現
状の算定方
法が妥当で
あると考え
る。

5

事務も簡素
化を図って
おり，特にコ
スト削減の
余地はな
い。

5

障害者への
個別的な扶
助施策であ
るため。

3

腎臓機能障
害者で人工
透析治療を
必要として
いる場合，
経済的及び
精神的にも
本人負担が
大きく，多
様な支援・
対策が望ま
れている。

3

市内の周辺
地域の医療
機関には，
透析治療が
行える病院
がなく，市内
中心部の医
療機関や他
市の医療機
関へ通院す
る必要があ
り，そのため
周辺地域の
患者には，
特に交通費
の負担が大
きい実態が
ある。

23 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

給付水準につ
いて現状維持
とするが，人工
透析患者が増
加傾向にあり，
制度周知を図
るとともに，増
加に伴う予算
確保が必要で
ある。

要
改
善

本事業と福祉
タクシー助成
制度の公費負
担の重複を見
直す。

17／100
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今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

対象者
数

人 1,700 1,700 1,800
安否確認
等の実施
割合

％ 100 100 100

利用者 1 利用者 人 1

認定調
査件数

件 5,617 5,710 5,900

認定調査
資料が認
定審査会
の判定資
料となっ
た割合

% 1 1 1

給付申
請台数

台 120 100 100

給付申請
に対して
の給付割
合

％ 100 100 100

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

58

59

60

57

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

第
2
 

保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

ひとり暮
らし巡回
相談業務

8,096

ひとり暮らし高齢者等の世帯
等に対し，定期的に相談員
が安否確認及び相談を行な
う。

地域包括支援センター，民
生委員及び地域自治会と
の連携。

お
お
む
ね
6
5
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
世
帯

ひとり暮らし高齢
者等の安否確認
及び相談による
不安解消。

市が委嘱した相
談員が，対象者
に対し，週1回以
上の安否確認，
月1回の訪問を行
なう。

効果の検証。効
率的効果的な
推進体制の確
立。・・・要改善

4

ひとり暮らし
高齢者の実
態把握，不
安解消に貢
献している。

3

対象者の絞
込みにより，
対象者の人
数を少なくす
ることで，本
来この事業
が必要な方
へ重点的に
実施できる。

3

地域の活動
として実施
できれば，
委託料を削
減出来ると
思われる。

4

民生委員及
び地域自治
会等と調整
を取るうえ
で，市が中
心となって
実施するこ
とが必要。

4

ひとり暮らし
の高齢者が
増えている
中，防犯面
からも社会
的ニーズは
高いと思わ
れる。

4

ひとり暮らし
高齢者本人
が，ひとり暮
らしに不安を
感じているこ
とは当然で
あるが，地
域の中でも
不安を感じ
ている方が
多いため，
市民ニーズ
は高い。 22 B

未
実
施

要
改
善

要
改
善

地域包括支援
センターを中心
として、民生委
員や地域自治
会等との連携
システムを構築
し、他事業と総
合的に実施す
ることが必要。

要
改
善

地域包括支援
センター，民生
児童委員及び
地域の自治組
織と連携して
事業を進め
る。

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

第
2
 

保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

「
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム

」
の
推
進

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

成年後見
制度利用
支援事業

268

判断能力が不充分な高齢者
や知的障害者，精神障害者
の成年後見制度の利用のた
めの市長申し立て，申し立て
に係る経費や成年後見人へ
の報酬などを支援する。

成年後見制度の市長申立
及び申立費用・後見人の報
酬の支援については，推進
していかなければならない
が，県北では現実的には
第３者後見人の数が少な
いため，安定した利用の環
境づくりが急がれる。また，
市民への制度や支援事業
の周知を充分していく必要
がある。

・
二
親
等
内
の
親
族
が
存
在
な
く
，
か
つ
判
断
力
が
十
分
で
な
い
認
知
症
高
齢

者
，
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
・
親
族
か
ら
虐
待
を
受
け
て
い
て
，
か
つ
判

断
力
が
十
分
で
な
い
認
知
症
高
齢
者
，
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
等

認知症や知的障
害，精神障害等
で判断力が不十
分な人が，いろい
ろな手続きや契
約行為を行う時
に，不利な契約を
結ばないように支
援し，本人の権利
や財産を守ること
を目的とする。

成年後見制度の
市長申立及び申
立費用・後見人の
報酬の支援

前年度行ってい
ない。

3

権利擁護の
相談の中で
成年後見制
度の利用支
援事業の必
要なケース
が発生する
がＨ17年度
は相談の結
果ケースが
なかったの
で一応は目
的達成と評
価できる。

4

成年後見制
度は基本的
には本人や
親族へ対す
る制度であ
るため支援
すべき事項
としては現
在の事業内
容で市がで
きることとし
ては充分な
ものである。 4

市長申し立
て費用や後
見人への報
酬は対象者
に負担能力
がないこと
から全額を
市が負担す
ることとなる
ので削減余
地が少な
い。

5

成年後見制
度により対
象者への利
用支援は市
でなければ
できない。

4

高齢社会の
進展により
認知症高齢
者等成年後
見制度の利
用が増える
ことにより
後見人の市
長申し立て
が必要な高
齢者等，経
済的に利用
支援が必要
な高齢者等
が必然的に
増えると予
想される。

4

認知症高齢
者が増える
中いつまで
も権利が擁
護され安心
して生活が
送れるよう
ニーズは高
まる。

24 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

地域包括支援
センターを中心
とし，高齢者等
の権利擁護事
業を充実させる
ため成年後見
制度の周知や
市の支援事業
の周知等啓発
を行っていくこ
とが今後の課
題である。 要

改
善

制度の趣旨が
住民に伝わっ
ていない面が
あるため，広
報やケーブル
テレビを利用し
た啓発方法の
見直しをする。

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

介護認定
調査業務

32,548

要介護（要支援）認定申請者
に対し，介護認定審査会に
おいて要支援・要介護度を決
定する資料とするため，認定
調査員が申請者と面談し，国
が設定している８２項目の調
査を行っている。

平成１７年度の認定調査の
状況は，約４１％を市が行
い，約５９％が事業者への
委託となっている。市の調
査件数を増やせば，委託
料が減額となり市の経費は
増額となるが，全体事業費
は削減される。現在，市が
月平均約１９０件の認定調
査を嘱託調査員を含め５．
４人では，月平均２００件が
限度であると思われる。平
成１８年度は嘱託調査員が
１名増員となったが，これ
から，団塊の世代が高齢者
となれば急激な高齢者の
増加となることが予測され
ることから，嘱託調査員の
増員を計画的に行う必要
がある。(委託料は，在宅：
３，１５０円／件，施設：２，
１００円／件）

要
介
護

（
要
支
援

）
認
定
申
請
を
さ
れ
た
被
保
険
者
全
員

申請者の要支援・
要介護度を決定
する資料とするた
め，認定調査員
が申請者の心身
の状態を把握す
る。

国が設定している
８２項目の調査を
行っている。

前年度の評価
結果において
介護保険制度
の見直しを踏ま
えて検討するこ
ととされている。
今年度は，介護
保険制度にお
いて新規・変更
申請について
は自治体が行う
こととなってい
るので引き続き
行っているが，
制度改正に伴
い更新申請のう
ち要支援・要介
護１の者の一部
については今
年度から市が
行っている。

5

認定調査に
より，適切
な要介護度
を決定し，
適正な介護
サービスに
つなげてい
る。

4

自治体が認
定調査を行
うことは，公
正・中立な
立場を堅持
でき，有効
かつ効果的
なサービス
計画が策定
できる。

3

直営（嘱託
調査員）の
調査比率を
高めると委
託料が削減
され，全体
事業を削減
できると思
われる。
認定を受け
てもサービ
スの利用の
ない方が多
くいる。申請
は被保険者
であれば誰
でもできる
が，サービ
ス利用がな
い申請は，
見直す余地
がある。

4

市が実施し
たほうが，公
平・公正の
観点から判
断すればよ
り良いと思
われる。（平
成１８年度
から市の関
与を高める
制度改正が
行われた。）

5

今後とも介
護保険サー
ビスを利用
する高齢者
等は増加す
ることが予
測できる。
これに伴い
要介護（要
支援）認定
申請をする
高齢者等も
増加すると
予測され
る。

5

要介護（要
支援）認定
申請をする
市民も増加
すると予測さ
れる。

26 B
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

引き続き，要介
護（要支援）認
定申請をする
市民が増加す
ると予測され
る。
また，認定審査
会資料の公正・
中立の立場を
保つためには
市が実施する
ことが必要と考
えられるとも
に，委託すると
1件当たりの委
託料は在宅：
３，１５０円，施
設：２，１００円
を必要となり，
市が実施すれ
ば安価になると
考えられる。

要
改
善

対象者の増加
に対応して委
託か調査員の
増員か，トータ
ルコストで比較
し安価の方を
選択する。

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

緊急通報
システム
体制整備

5,433

在宅のひとり暮らし高齢者等
の緊急時の迅速な対応と不
安解消のため，緊急通報装
置を設置（給付）する。

　　　現在，約1300台設置

火災報知機との連動や
CATVを利用した通報等，
他のシステムとの連携を検
討する必要がある。

在
宅
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
等
，
日
常
生
活
で
注
意
の

必
要
な
方

緊急時の消防署
への通報及び不
安解消。

ボタンを押すだけ
で消防署へ通報
でき，ハンズフ
リーで会話のでき
る装置を設置。

効果の検証が
必要であ
る。・・・要改善

4

緊急時の迅
速な対応が
出来たこと
や，本人，
家族の不安
解消という
点において
貢献度は大
きい。

4

現段階での
成果の向上
余地は小さ
いが，CATV
や火災報知
機と連動さ
せるなど，
他の事業と
連携するこ
とにより向
上の可能性
がある。

5

装置の金額
は入札によ
り決定して
いるためコ
ストの削減
は難しい。

3

業者委託に
よる実施も
可能である
が，月々の
使用料など
対象者の負
担が発生す
る。

5

ひとり暮らし
の高齢者が
増えている
中，緊急時
の対応につ
いて必要性
が高いと考
えられる。

4

本人が不安
を感じている
ことは当然で
あるが，地
域の方や家
族の方が緊
急時の対応
に不安を感
じている。

25 B

手
段
変
更

要
改
善

要
改
善

火災報知機と
の連動や
CATVを利用し
た通報等のシ
ステムを構築
する必要があ
る。

要
改
善

効果を検証し，
他の方法も検
討する。

18／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

対象者
数

人 323 337 563
予定に対
しての給
付割合

％ 100 100 100

介護慰
労金申
請件数

件 3 2 8
介護慰労
金受給者

3 2 8

移送
サービス
利用回
数

回 31 75 112
移送サー
ビス利用
回数

回 31 75 112

利用者
実数

人 4 9 12

利用回
数

食 43,860 49,080 45,000 利用回数 回 43,860 49,080 45,000

実利用
者数

人 348 327 250
実利用者
数

人 348 327 250

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
8
 

受
益
と
負
担

の
適
正
化

1
9
年
度
当
初

内
容
の
改
善

1
9
年
度
中

62

63

64

61

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

第
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

敬老金支
給

4,579

88歳及び100歳の方に対して
敬老金を支給する。平成17
年度までは88歳支給対象者
の基準日を8月1日現在到達
者としていたが，H18年度か
らは，市民政策提案制度に
より，年度内に対象年齢に到
達するものとし，実施すること
となっている。100歳支給対
象者については以前から年
度内に対象年齢に到達する
ものとなっている。よって，平
成18年度については基準日
の変更により88歳対象者が
増える。

今後，ますます対象者の増
加が見込まれるため，支給
年齢や支給金額の検討を
行う必要がある。

市
内
在
住
の
8
8
歳
及
び
1
0
0
歳
の
方

。

長寿を祝福し敬
意の意を表す。

88歳の方へは口
座振込みにより
支給し，100歳の
方へは市長が訪
問し手渡しにより
支給する。

前年度までは
88歳支給基準
日が8月1日で
あったが18年度
より，年度内に
対象年齢に達
する方とした。
なお，100歳に
ついては以前
から年度内に
対象年齢に達
するものとなっ
ている。 4

この事業
は，市民に
広く周知さ
れており，
支給を心待
ちにされて
いる方も多
い。

4

88歳対象者
の手渡し支
給等，改善
は可能であ
るが，対象
者が多く職
員での対応
は困難。

3

国と同じ１０
０歳のみを
対象とすれ
ば，コストの
縮減は図れ
る。

5

三次市の長
寿祝賀の意
であるため
市でなけれ
ば出来な
い。

3

長年，社会
で頑張って
こられた方
を祝福する
意味で社会
的ニーズが
ある。

4

長年続けら
れている行
政サービス
のため，住
民にも周知
されており，
期待感は大
きい。

23 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

今後ますます
対象者の増加
が見込まれる
ため，国と同じ
く100歳のみを
対象とし事業の
縮小を図る等，
経費縮減に向
けた課題があ
る。しかしなが
ら，長寿を祝福
し敬意の意を
表すという事業
の趣旨から，
100歳のみに限
定し，88歳を廃
止することは困
難。

事
業
縮
小

８８歳及び１０
０歳の方を対
象に支給して
いるが，今後
益々対象者が
増加するな
か，支給年齢
や支給額の見
直しを検討す
る。
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第
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保
健
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福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

高齢者介
護慰労金
支給事業

270

三次市市内に住所を有し，重
度の介護を要する高齢者を
自宅で介護し，市民税非課
税世帯に属され，申請日前１
年間自宅で継続して介護さ
れ，介護保険のサービスを
利用しなかった方に現金10
万円を支給する。

介護保険サービスを利用さ
れていない介護者の実情，
課題を明らかにしその対応
を行うこと。

三
次
市
市
内
に
住
所
を
有
し
，
重
度
の
介
護
を
要
す
る
高
齢
者
を
自
宅
で
介
護

し
，
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
さ
れ
，
申
請
日
前
１
年
間
自
宅
で
継
続
し
て
介
護

さ
れ
，
介
護
保
険
の
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
な
か
っ

た
方

介護慰労金を支
給することによ
り，介護者への精
神的及び経済的
援助を図る。

介護慰労金の支
給（１会計年度１
０万円）

介護保険特別
会計で予算化し
た。

2

介護保険制
の周知が効
果をあげた
ためか，申
請が昨年度
より減。今
後は介護保
険制度の中
での位置づ
けを検討す
る必要あ
り。

3

本事業の受
給対象範囲
が限られて
いるため，
利用者が少
ないが，住
み慣れた家
庭での在宅
介護の維持
のためには
有効であ
る。

3

該当者が多
ければ，本
事業のコス
ト削減より
も，介護保
険給付額を
節減でき，
効果は大き
い。

4

サービス利
用の状況は
保険者であ
る市でない
と分からな
い。

5

高齢者の尊
厳の保持の
ための在宅
介護の重要
性が叫ばれ
る中，本制
度の役割は
重要であ
る。

3

介護保険を
利用せず，
在宅で自ら
か介護を
行っている
家族等の
ニーズは高
い。

20 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

介護者の経済
的負担は大き
いため，介護
慰労金の経済
的支援の役割
は大きい。介護
者の精神的負
担については
サービスを使う
ことで身体的精
神的軽減が図
られるのであ
ればそのことも
重要である。本
事業は，サービ
ス利用の推進
との間に矛盾
が生じているこ
ともあり，内容
等について検
討する必要が
ある。

事
業
縮
小

介護保険制度
全体の中で廃
止を含めて検
討する。

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室
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直
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務

(

対
外
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サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

高齢者外
出支援事
業

395

ねたきり等のため，一般の交
通機関では移送が困難な高
齢者で，家族の支援が困難
な方を移送用車輌（リフト付
車輌及びストレッチャー装着
ワゴン車等）により利用者の
居宅と医療機関等との間を
送迎する。

現在は利用負担を設けず
に，経済的に低所得で家
族支援がない住民税非課
税世帯の利用に限られて
いるため，利用対象者は極
めて少ない。在宅での寝た
きり等高齢者の医療機関
等受診機会の拡大とその
経済的負担の軽減のため
に，対象世帯の所得要件
の緩和を行い，通院費の一
部助成制度への転換を検
討したい。

三
次
市
に
住
所
を
有
す
る
お
お
む
ね
6
5
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
又
は

高
齢
者
の
み
の
世
帯
若
し
く
は
，
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
に
属
す
る
高
齢
者
で
家
族

の
支
援
が
困
難
な
方

。
住
民
税
が
非
課
税
世
帯
の
方

。

高齢者が住み慣
れた地域社会で
引き続き生活して
いくことを支援す
る。

移送用車輌（リフ
ト付車輌及びスト
レッチャー装着ワ
ゴン車等）により
利用者の居宅と
医療機関等との
間を送迎する。

利用対象者の
要件の見直し，
負担金設定に
ついて，他事業
等との調整を図
りながら検討中
である。

4

低所得者世
帯を対象
に，ストレッ
チャー付き
または車椅
子対応の専
用車輌で安
全に移送
し，経済的
負担の軽減
にも貢献し
ている。

5

民間運送事
業者との委
託契約によ
り利用者の
希望に沿っ
た，ストレッ
チャー付き
または車椅
子対応の専
用車輌での
移送をして
おり，有効
的に活用さ
れている。

3

契約方法改
善の余地あ
り（距離基
準単価（４段
階）方式か
ら走行メー
ター料金方
式へ）

5

低所得世帯
で重度の要
介護（自力
歩行困難）
状態の高齢
者を対象と
した経済的
支援の性格
を持つ事業
であるた
め，市が関
与すべき。
対象者認定
には個人情
報を用いる
ことから，市
が直接行う
べきである。

5

在宅寝たき
り高齢者の
医療機関の
へ通院手段
の確保につ
いては，家
族支援に頼
るところが
大きい。し
かし，家族
支援がなく
医療機関も
遠い高齢者
のみの世帯
について
は，民間介
護タクシー
利用では経
済的負担が
大きく，通
院をあきら
めている方
もあるた
め，社会的
ニーズは高
い。

5

高齢者世帯
での在宅寝
たきり高齢
者の介護に
ついては，
経済的負担
も大きい。と
りわけ，三次
市には潜在
的に低所得
の高齢者世
帯が多く市
民ニーズも
高い。

27 A
未
実
施

要
改
善

要
改
善

介護保険要介
護４以上の非
課税世帯という
要件があるた
め，広く市民の
利用がない。
市内中心部か
ら離れた自宅
から，タクシー
で通院すること
は経済的負担
が大きい。要件
の緩和を行うこ
とにより，在宅
で介護をしてい
る介護者の負
担軽減を図る。

要
改
善

受益者負担の
徴収を検討す
る。また，対象
者が極めて限
定されている
ので運用方法
の改善（利用
制限の緩和
等）が必要。

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー
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れ
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食の自立
支援事業

36,865

三次市内に住所を有する身
体上・精神上の障害のため，
調理が困難な在宅高齢者等
が自立した生活が送れるよう
配食サービスを「食」の自立
の観点からアセスメントを行
い，計画的な「食」に関する
サ－ビス調整を行ったうえで
食事の提供を行う。平成18
年度は対象者によっては低
栄養のリスクが高い高齢者
へは介護予防計画を作成し
それに従ってサービス利用を
する。

個々で出来る部分は，自主
的に行ってもらい，足らな
い部分を支援していくよう
に内容を見直すことが必要

三
次
市
に
住
所
を
有
す
る
お
お
む
ね
6
5
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら

し
高
齢
者
又
は
高
齢
者
の
み
の
世
帯
も
し
く
は
，
こ
れ
に
準
ず
る

世
帯
に
属
す
る
高
齢
者
，
身
体
障
害
者

。

調理が困難な在
宅高齢者等が自
立した生活が送
れること。

１日１食夕食（主
食及び副食）を提
供とし，週５日以
内の利用に限る。
６ヶ月を限度とし，
更新する。

「食」の自立支
援について効
果を検証し，制
度の再構
築。・・・要改善

4

食事の確保
により在宅
生活の継続
へつながっ
ている。ま
た，他の
サービスと
の調整によ
り自立の支
援となって
いる。

3

配食弁当の
提供だけで
は食の自立
ができたと
は言えず他
のサービス
との利用調
整がさらに
必要であ
る。また，弁
当の内容を
ニーズに
あったもの
が提供でき
るよう種類
の検討が必
要。

3

調理に関わ
る費用を個
人負担とし
たが個人へ
の負担が高
く利用を阻
む要因とな
る。単価の
見直しによ
り利用でき
る状況を整
える。

4

食事提供と
併せて安否
確認など，
食を中心と
した支援を
有効的に実
施するには
市の関与が
必要であ
る。また，市
内全域普遍
的なサービ
スとなるた
めには市の
関与が必
要。

4

高齢化に伴
い生活機能
の低下や疾
病により調
理が困難な
高齢者が増
えると予想
される。在
宅生活を継
続させるた
めに食に関
する支援は
ニーズ高
い。

4

高齢者が住
み慣れた地
域で安心し
て生活し続
けるための
福祉サービ
スとしてニー
ズが高い。

22 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

介護保険制度
の改正により
栄養改善の必
要性が重視さ
れてきているの
で食の自立支
援と栄養改善
を総合的に
サービスへ繋
げる必要があ
る。利用者の
ニーズにあった
サービス提供
ができるよう内
容の見直しを
行い効果的な
サービスとする
必要がある。

要
改
善

在宅の高齢者
が自立した生
活を送る上で
の効果を検証
し，他のサービ
スとの利用調
整を図る。

19／100
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位
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価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

延べ利
用児童
数

人 428 446 480

長期休暇
中の障害
児の日常
生活が充
実した児
童数（実
人数）

人 58 61 62

事業実
施日数
当たり経
費

千円 71 74 74

利用者
数

人 151 210 228

登録した
者のうち
月５日以
上就労で
きた実人
員の月平
均

人 13 18 19

利用登
録者数

人 20 20 20

日中の交
流や活動
場所が確
保できた
者

人 20 20 20

タクシー
券交付
冊数

冊 806 928 951 交付率 ％ 31 35

利用率 ％ 56 51

利用者
数

人 124 112 120

登録した
者のうち
月5日以
上就労で
きた実人
員の月平
均

人 11 9 10

利用登
録者数

人 13 11 9

日中の交
流や活動
場所が確
保できた
者

人 13 11 9

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

7
 

施
設
の
見
直
し

1
9
年
度
当
初

66

67

68

65

ま
ご
こ
ろ
福
祉
室

第
2
 

保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

障害児生
活訓練事
業

2,949

夏休み・冬休み・春休み期間
中の障害児（小学生・中学
生・養護学校生徒）に対し
て，日常生活に必要な訓練
や指導を行い，障害児の長
期休暇中の生活安定を図る
ことを目的に，社会福祉協議
会へ委託して実施する。

　実施場所　　三次市福祉保
健センターほか

実施会場として福祉保健セ
ンター等公共施設を活用し
ているが，一般利用との併
用であるため，期間中で同
一会場を確保できない。そ
のため，隣接している生涯
学習センターや青少年女
性センターの空き部屋を代
替会場としており，障害児
にとって，環境等の変化に
なじめない児童もあり，指
導員の負担も大きい。しか
し，現状では他に適切な施
設等がない。

市
内
に
住
所
の
あ
る
障
害
児

長期休暇中の障
害児の生活の安
定を図り，充実し
た日が送れるよう
にする。

障害児に対する
日常生活に必要
な訓練や指導を
行う。

前年度は行って
いない。

5

障害児に対
する歩行訓
練や福祉機
器の活用方
法，栄養指
導，療育相
談等の指導
を通して，障
害児の日常
生活の安定
と自立を支
援するととも
に，保護者
の介助等負
担の軽減と
就労促進を
支援する。

4

市内小学校
に配置されて
いる障害児学
級介助員の
方と指導目的
に応じた専門
職員による訓
練を組み合わ
せており，障
害児や保護
者にとって十
分な成果が
提供できてい
ると考える。
しかし，会場
等の制約によ
る，会場を変
更することも
あり,知的障
害児にとって
環境の変化
は，極力少な
いほうが良
い。

5

人件費が主
な経費であ
るが，小学
校障害児介
助員を臨時
的雇用して
おり，これ以
上のコスト
削減は困難
と考える。

5

障害児教育
と障害児福
祉を一体的
に推進する
ためにも市
でなければ
できないと
考える。

5

今後も保護
者の就労支
援対策とし
てのニーズ
が高いもの
と考えられ
る。

4

障害児と関
わりが少な
い市民にとっ
てのニーズ
は高くない
が，障害児
及びその保
護者にとって
はニーズが
高い。

28 A
未
実
施

未
実
施

要
改
善

実施会場の制
約もあるが，今
後，利用希望
者の増大も見
込まれるため，
介助員の増員
等事業拡大が
必要と考えられ
る。

要
改
善

実施会場の選
定を早期に行
う。

す
こ
や
か
保
健
室
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精神障害
者就労促
進事業

9,429

この事業は一般企業等での
就労が困難な精神障害者に
作業の場を提供し，作業を通
して技能習得訓練や生活訓
練を受けることにより，精神
障害者の就労への支援を行
うとともに社会復帰を目指し
実施している。
現在，ともえ三次工房（三次
市），ハート作業所（庄原市）
2箇所の小規模作業所に通
所があり，通所者数に応じ
て，補助金を交付することに
より運営を行っている。

平成18年度より障害者自
立支援法の施行により，今
後，小規模作業所は新事
業体系への移行が必須と
なっており，各作業所にお
いてＮＰＯ法人化等への移
行に向け取り組みを始めて
いる状況である。平成18年
度１０月から県費補助金交
付は廃止となり，単市補助
事業となる。新事業体制移
行に伴い，今後の運営支
援及び事業内容の位置づ
け等，市の事業委託を含め
た検討が必要である。

満
１
５
歳
以
上
の
三
次
市
在
住
の
在
宅
精
神
障
害
者

この事業により運
営している小規模
作業所に在宅の
精神障害者が通
所し基本的な生
活習慣を確立し
病気の再発を防
止するとともに，
生活訓練や技能
習得訓練を受け
ながら，就労・自
立に向けた意欲
を持つ。

精神障害者への
生活訓練・技能訓
練等に係る作業
所運営費補助金
を交付する。
市として，利用者
への訓練指導等
が適切に行われ
るよう指導してい
る。

前年度は行って
いない。

4

精神障害者
の就労の場
として社会
参加の促進
に貢献して
おり，目的
はほぼ達成
している。

3

訓練内容，
作業収益に
ついては，
関係団体，
地域の理解
や協力を得
ることによ
り，より充実
した事業に
することが
可能であ
る。

5

福祉的な事
業であり，
費用対効果
の算出は困
難である。
対象が障害
者であり，
自主的な安
定した運営
財源の確保
は困難であ
り，現状で
は経費削減
の余地はな
い。

3

今後，障害
者自立支援
法施行に伴
い，本事業
による運営
から小規模
作業所は法
人化等新体
制への移行
が考えられ
るが，今後
も市が関与
し実施内容
や通所者へ
の指導を行
うことによ
り，事業の
成果を向上
させる必要
がある。

5

今後，精神
障害者は入
院から地域
へという社
会的な動き
もあり，地
域で生活す
る障害者を
支援する通
所施設への
社会的ニー
ズは高い。

5

利用者は増
加傾向にあ
り，対象者及
びその家族
のニーズは
高い。

25 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

これまで本事業
は精神障害者の
社会参加促進に
大きく寄与し一定
の成果を挙げてき
たと言えるが，平
成18年度から障
害者自立支援法
の施行により今
後，小規模作業
所の法人化等新
体制移行が必要
であり，移行等動
向を見極めながら
市事業の委託・事
業内容等を検討
していく必要があ
る。また，今後よ
り一層，障害者の
社会参加促進を
進めていくため訓
練内容や通所者
への指導等につ
いて事業拡大をし
ていく必要があ
る。

要
改
善

事業の内容は
作業所への補
助金だが，本
来の趣旨は技
能習得や生活
訓練を通し社
会復帰が目的
であり，復帰で
きる条件整備
をどうするか検
討する。

ま
ご
こ
ろ
福
祉
室

第
2
 

保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

福祉タク
シー給付
事業

9,693

移動の困難な身体障害者・
知的障害者の移動に係る経
費の軽減や社会参加の促進
を図るために，タクシー料金
の一部（初乗り運賃部分）を
助成する。
旧三次市では，昭和58年度
から実施され，平成16年度
市町村合併後も旧三次市制
度を継続実施している。

利用対象者の範囲等認定
基準の見直し（歩行困難な
者への適用等），福祉タク
シーの制度を明確化してい
く。

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
，
２
級
，
３
級
を
所
持
し
て
い

る
方

（
た
だ
し
，
３
級
は
下
肢
・
体
幹
・
視
覚
障
害
に
限

る

）
②
療
育
手
帳
Ⓐ
，
Ａ
を
所
持
し
て
い
る
方

歩行困難な障害
者の日常生活で
の移動の利便と
生活圏の拡大を
図る。

対象者の利用申
請に基づき，市が
あらかじめタク
シー券を交付し，
タクシー利用時1
回につき助成券
（初乗り料金分）1
枚を限度に引き
換えすることによ
り，タクシー利用
料金の一部を助
成している。
1人　1冊（36枚）
交付。　ただし，
透析患者は，2冊
（72枚）まで。

「市民バス等で
代替可能な場
合」を想定した
地域及び対象
者基準の絞込
みが明確にでき
ない。

3

通院時等の移
動手段にタク
シーを利用さ
れることが多
いため，経済
的負担の軽減
のための貢献
度は大きい。
ただし，助成
額が初乗り料
金（小型車560
円）であるた
め，距離加算
分の負担が多
くなる周辺地
域の方には，
社会参加も含
め貢献度が高
いとは言えな
い。前年度と
比較して実利
用者数が122
人増加してお
り，制度の周
知が浸透して
いる。

2

利用する距
離に関係な
く，一律に初
乗り料金を
助成する制
度であること
や，障害者
手帳の等級
で認定して
いるため，
他の移動手
段が利用可
能であるた
め，交付は
受けている
が利用して
いない等有
効性にバラ
ツキがあ
る。

5

認定基準や
利用手続き
が簡素化さ
れているた
め，コスト削
減の余地は
ない。
一方，有効
性を高める
ためには、
認定審査要
件等の見直
しが必要で
あるが，反
面，適正な
運営のため
の，事務費
（人件費）等
コストが増
加する。

5

障害者への
個別扶助で
あるととも
に，適正な
認定事務が
求められる
ため。

4

移動手段を
持たない障
害者が社会
参加を拡大
していくた
めには，移
動手段確保
の施策が重
要な役割を
占める。

4

障害者に対
応した，きめ
細かいバス
路線の確保
や低床型バ
スの運行が
できていな
い現状で
は，タクシー
利用は欠か
せない交通
手段であり，
通院等定期
的に外出が
必要な方に
とってのニー
ズは高い。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

利用対象者の
範囲等認定基
準の見直しを
行うとともに，
手帳所持者で
なくても，真に
歩行困難な者
への適用等も
含めた総合的
な改善が必要
である。

要
改
善

真に歩行困難
な者を救済で
きる方法を検
討する。

ま
ご
こ
ろ
福
祉
室

第
2
 

保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

3

)

一
人
ひ
と
り
の
生
き
が
い
づ
く
り
の
推
進

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

心身障害
者就労促
進事業

5,305

福祉的就労の場を確保する
ため，無認可小規模作業所
である「ジョイジョイワーク第3
作業所」を運営する事業主に
対し，運営費を助成する。
・場所：三次町2054-1　「ジョ
イジョイワーク第３作業所」
・内容：リサイクル事業（空き
缶，新聞紙の回収）を通して
社会活動及び生活訓練を
行っている。

平成18年10月から障害者
自立支援法の施行に伴
い，県の運営費補助金が
一般財源化する。また，無
認可作業所は法定化事業
所（地域活動支援センター
等）への移行が想定されて
いるため，本年10月から
は，作業所の意向も踏ま
え，福祉計画に位置づける
とともに，社会的資源として
の位置づけを明確にする。
新規就労希望者に対し，就
労支援事業としての特色あ
る事業運営を明確にするこ
とにより，障害程度等に見
合った利用者への成果の
向上を図る。

満
１
５
歳
以
上
の
一
般
就
労
が
困
難
な
在
宅
の
身
体
障
害

者
及
び
知
的
障
害
者

一般就労が困難
な障害者に対し，
日中活動と就労
の場を提供するこ
とにより，生活の
リズムを整え社会
活動への参加を
促進する。

障害者への訓練・
指導等に係る作
業所運営に対し，
運営補助金を交
付する。

前年度は行って
いない。

5

障害者の就
労場所が確
保されること
によって，
障害者の就
労及び日中
活動の参加
が促進され
る。

3

現在の利用
数に対し，
作業所の定
員（19名以
内）に余裕
があるた
め，新規就
労希望者を
増やすこと
により，成果
の向上余地
があると考
える。 4

必要 低限
の補助基準
である。指
導員の人件
費と家賃相
当分のみの
助成である
ため，コスト
削減の余地
が少ない。

5

福祉的就労
の場を提供
するため，
市が主体と
なって実施
していくべき
事業であ
る。

5

重度心身障
害者の一般
的な就労は
極めて困難
な状況があ
るので，日
中活動等交
流の場の確
保とともに，
小規模作業
所の存在
は，社会的
ニーズとし
て高いと考
える。

5

重度心身障
害者の一般
的な就労は
極めて困難
な状況があ
るので，日中
活動等交流
の場の確保
とともに，小
規模作業所
の存在は市
民ニーズとし
て高いと考
える。

27 A
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

障害者自立支援法
の施行に伴い，国
の基本方針におい
ても，障害者の地
域生活支援を推進
するため，就労支
援を重点施策にお
いた日中活動の場
としての「地域活動
支援センター」の確
保が求められてい
る。そのため，三次
市では，平成18年
度中に策定する障
害福祉計画におい
て，「地域活動支援
センター」の必要整
備目標を設定す
る。このうち小規模
作業所（ジョイジョイ
ワーク第3作業所
等）については，平
成19年度中を目途
に，事業内容を拡
大充実した「地域活
動支援センター」へ
の移行を推進する
方針で調整中であ
る。

事
業
拡
大

利用者の障害
の程度に見
合った就労と
なるよう，成果
の向上を図
る。

20／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

点検枚
数

枚 453,800 471,300 450,000 点検金額 千円 127,177 63,465 65,000

点検効果
枚数

枚 8,569 7,674 8,000

連携室
経由紹
介患者
数

件 2,102 2,627 2,700
患者紹介
率

％ 35 43 45

合同カン
ファレン
ス

回 1 1 1 逆紹介率 ％ 26 35 40

四病院
連絡協
議会運
営

回 1 2
相談業務
件数

件 データなし 523 550

受診者
数

人 2,993 2,653 3,800
休日診療
日数

日 71 70 71

夜間診療
日数

日 365 365 365

診療日 日 365 365 365
救急患者
数（小児
科を除く）

人 10,914 12,292 12,000

1
3
 

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
当
初

内
容
の
充
実

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
予
算

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

1
8
年
度
中

70

71

72

69

さ
わ
や
か
市
民
室

第
2
 

保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

1

)

ど
こ
で
も
安
心
・
充
実

「
地
域
医
療

」

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

レセプト
点検事務

14,603

適正な保険給付を行うため、
資格の有無、診療内容の点
検を行う。

診療報酬体系の変化に伴
う適切な対応

レ
セ
プ
ト

（
診
療
報
酬
明
細
書

）

適正な保険給付 被保険者資格の
有無の点検・診療
内容の点検

点検員の研修
を行い、点検の
強化を図った。

4

保険給付削
減の一定程
度の成果あ
り。

3

保険給付削
減の一定程
度の成果あ
り。

4

現在、嘱託
職員で対応
しており、こ
れ以上の削
減は難しい
と思われ
る。

3

保険給付費
（医療費）の
削減につな
がるもので
あり、必要な
ものである。

4

保険給付費
（医療費）の
削減につな
がるもので
あり、必要
なものであ
る。

4

保険給付費
（医療費）の
削減につな
がるもので
あり、必要な
ものである。

22 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

専門研修等に
より資質の向
上を図り、保険
給付費の削減
に取り組む。

要
改
善

点検員の研修
を重ね，民間
委託について
も検討する。

医
事
室

第
2
 

保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

1

)

ど
こ
で
も
安
心
・
充
実

「
地
域
医
療

」

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

地域連携
業務

10,635

当院は地域医療圏の中核病
院として急性期医療を担う医
療機関である。地域において
その機能を発揮するために
は，他の医療機関とそれぞ
れの機能を分担し，連携，協
力する必要がある。このた
め，四病院連絡協議会の連
携強化や合同カンファレンス
を実施し，良質な地域医療の
提供を可能にすべく活動して
いる。

地域医療連携をさらに強化
するためには，医療機関，
施設との情報の共有や，病
診連携等質的向上が不可
欠である。また，地域包括
支援センター等，介護福祉
機関との連携を行い患者
の在宅復帰への可能性を
高める必要がある。

良
質
な
地
域
医
療
を
必
要
と
す
る
患
者
さ
ま
及
び
関
係
医

療
機
関
を
対
象
と
す
る

。

地域の中核病院
として，対象に対
し必要な医療を実
現する。

地域の医療機関
等から，高度医療
を必要とされる患
者様の紹介，また
は逆紹介を行う。
また，患者様の入
院中や転退院及
び退院後など総
合的な医療福祉
に関連する相談
業務を行う．

地域医療連携
業務の浸透を
図るため，四病
院連絡協議会
を中心に他の
医療機関等と
連携を強化して
いる。

5

良質な地域
医療の実現
のために不
可欠な存在
であり，貢
献度は極め
て高い。

3

多様化する
医療ニーズ
に対応する
ためには，さ
らに大きな
成果が求め
られる。

4

現在の目的
に対する手
段方法は，
単一的であ
り，コスト削
減の余地は
少ない。

3

良質な地域
医療の実現
のために行
う活動は極
めて公共性
が強い。

5

良質な地域
医療の実現
のため，医
療資源を効
率的に機能
させる連携
業務は不可
欠であり，
社会的ニー
ズは極めて
高い。

5

良質な地域
医療の市民
への提供は
大きなニー
ズであり，こ
の実現のた
めに行う活
動は不可欠
である。

25 B
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

良質な地域医
療の実現のた
め，さまざまな
業種，人々との
コラボレーショ
ンによる連携
が要請されて
いる。このた
め，より多面的
かつ質的転換
をして行く必要
がある。

事
業
拡
大

良質な地域医
療を目指し医
療機関同士で
の地域医療体
制の充実を図
ると同時に，福
祉機関との連
携も図る。

す
こ
や
か
保
健
室

第
2
 

保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

2

)

い
つ
で
も
安
心
・
充
実

「
休
日
・
夜
間
・
救
急
医

療

」

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

休日夜間
急患セン
ター運営
費補助事
業

26,810

三次地区医師会が医療セン
ターで実施する，休日夜間の
急患センターの運営費につ
いて補助する。

中央病院の夜間救急があ
るため，医療センター利用
者が減少している。
内科診療は医療センターを
利用するよう，実施者及び
市が啓発する必要がある。

三
次
地
区
医
師
会
が
医
療
セ
ン
タ
ー

で
実
施
す
る
休
日
夜

間
急
患
セ
ン
タ
ー

の
運
営

休日夜間の急患
センターの安定し
た運営を行うこと
により，地域住民
の医療体制の確
保を図る。

補助金の支出。
（運営費と診療報
酬の差額分の補
助）

前年度は行って
いない。

4

休日夜間の
急患に対
し，医療確
保が実現し
ている。

3

他機関の利
用者が多く，
認知度も低
い。

3

周知を図る
ことで，利用
者増になれ
ば，診療報
酬が増額
し，補助金
の軽減が図
られる。

3

医療診療行
為ではある
が，365日24
時間の診療
体制を確保
することは，
公共性が高
く市がやる
べき。

4

少子高齢社
会で核家族
化が進行す
る現代で
は，救急医
療体制の整
備に対する
社会的ニー
ズが高い。

4

365日24時
間の診療体
制の確保
は，安心した
生活を営む
うえで重要で
あるため，市
民のニーズ
は高い。

21 C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

休日夜間の診
療体制の確保
は必要である。
ただし，実施機
関においても，
コスト削減など
の対応をしなけ
ればならない。

要
改
善

内科診療は医
療センターを利
用するよう，実
施者及び市が
啓発の取り組
みを強化する。

病
院
企
画
室

第
2
 

保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

2

)

い
つ
で
も
安
心
・
充
実

「
休
日
・
夜
間
・
救
急
医

療

」

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

救急医療
拠点病院
事業

392,644

地域の中核病院として救急
医療体制（医師，看護師，放
射線技師，臨床検査技師，
薬剤師当直体制）を整備し，
夜間休日住民の緊急時のた
めに救急医療を確保してい
る。

地域住民が安心できる救
急医療体制の確保及び充
実を図っていくためには，
医師，看護師，コメディカル
スタッフを充実し，体制整備
をおこなっていく必要があ
る。

住
民

休日夜間の救急
医療の確保，充
実

救急診療 全年度評価を
行っていない。

5

広島県保健
医療計画に
おいても病
院群輪番病
院に位置付
けられてお
り，備北二
次医療圏に
おける救急
医療対応を
おこなって
いる。

3

救急医療の
充実を図っ
ていくため
には，医師，
看護師，コメ
ディカルス
タッフの充実
が必要であ
る。

5

直接的な経
費は，人件
費部分等で
ある。

3

地域の中核
病院として，
市立病院と
して救急医
療体制を整
備していく必
要がある。

5

住民からの
医療ニーズ
は多様化し
ており，診
療機能，質
の面での充
実が求めら
れている。

5

平成１７年度
救急患者数
（小児科を除
く）は，平成１
６年度に比
較して１２．
６％増加して
いる。

26 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

県北の中核病
院として，更に
医療スタッフの
充実を図り，救
急医療体制を
整備する必要
がある。

要
改
善

医療スタッフを
確保し，救急
医療体制を充
実する。
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直
接
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目
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事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
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評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

診療日 日 328 365 365
救急患者
数

人 7,758 8,945 8,900

購入機
器数

台・
式

75 130 77
機器更新
数

台・
式

42 38 45

機器新規
導入数

台・
式

33 92 32

施設整
備等工
事

箇所 8 10 4
施設整備
工事

箇所 4 2 1

施設改修
工事

箇所 4 8 3

研修受
講者数

人 ― 1 3
認定看護
師　合格
者数

人 ― ― 1

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
予
算

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
予
算

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
予
算

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

74

75

76

73
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

2

)

い
つ
で
も
安
心
・
充
実

「
休
日
・
夜
間
・
救
急
医

療

」

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

小児救急
医療拠点
病院事業

113,615

小児救急医療拠点病院の指
定をうけ，２４時間救急医療
体制（小児科医師当直体制）
を確保し小児救急患者に対
応している。

365日24時間小児救急医
療体制の確保及び充実を
図っていくためには，小児
科医師，看護師を確保し体
制整備をおこなっていく必
要がある。

小
児
患
者

２４時間小児救急
医療の確保，充
実

救急診療を行な
う。

全年度の評価
は行っていな
い。

5

平成16年7
月から24時
間小児救急
体制を整備
し，救急対
応を行なっ
ている。

3

小児救急医
療の充実を
図っていくた
めには，医
師，看護師
の確保が必
要である。

5

直接的な経
費は，人件
費部分であ
る。

3

地域の中核
病院として，
市立病院と
して小児救
急医療体制
を整備して
いく必要が
ある。

5

救急におい
ても小児医
療に対する
ニーズは高
い。

5

小児専門医
への受診
ニーズがま
すます高まっ
ている。
平成１７年度
小児救急患
者数は，平
成１６年度に
比較して
15.3％増加
している。

26 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

小児救急医療
拠点病院とし
て，更に医療ス
タッフの充実を
図り，医療体制
を整備する必
要がある。

要
改
善

開業医との連
携も含め，市
民のために真
に必要な安心
の救急医療体
制を充実する。

病
院
企
画
室

第
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

医療機器
等整備事
業

330,936

新医療への対応のための
医療機器の整備及び移転新
築時より１１年を経過して老
朽化した医療機器を計画的
に更新することにより医療レ
ベルの向上や効率化を行う。
平成１６年度は小児救急拠
点病院のための整備や透析
室改修に伴う透析機器等を
更新した。１７年度は放射線
画像管理システムの導入，
結石波砕装置などの更新を
行った。
１８年度は放射線治療装置，
Ｘ線テレビ装置，自動洗浄装
置を中心に機器更新を行う。
そして１９年度以降は，心臓
用アンギオ撮影装置等の更
新を計画しており，更に医療
情報システム更新に伴い電
子カルテシステムを導入す
る。

医療機器は平成６年新築
移転時に整備したものが１
１年を経過し，老朽化によ
り機器の故障が多発してい
るため，機器更新は急務と
なっている。

新の医療に対応するた
めには 新の医療機器の
導入は必要である。

市
民

（
患
者
様

）

急性期医療，高
度医療を中心に

新の医療提供
を行う。

新の医療に対
応した機器への
更新，新規機器
の導入を行う。

引き続き医療機
器の整備を行
う。

5

中山間地の
地域におけ
る中核病院
として高度
医療・救急
医療を担う
ため医療機
器の整備は
必要であ
る。

4

予算の範囲
で整備する
ため優先順
位が高い機
器から更新・
導入を行っ
ている。

4

同等機種を
複数メー
カーより選
択をし，仕
様書により
入札を実施
して購入し
ている。

5

急性期医
療・高度医
療を担う医
療機関とし
て，中核病
院としての
医療レベル
の向上を図
る責務があ
る。

5

医療環境の
変化は，め
まぐるしく日
進月歩であ
り，市民が
安心して医
療を享受で
きる体制を
整備する必
要がある。

5

患者満足度
調査，病院
の医療を考
える市民の
会などによ
る住民ニー
ズの医療現
場への反映
と医療スタッ
フ，医療機器
など充実した
機能が求め
られている。 28 A

現
状
維
持

未
実
施

事
業
拡
大

医療に対する
住民の期待は
大きく，高度で

新の医療機
器を整備する
必要があり，順
次老朽化した
機器を更新して
いく。

要
改
善

新医療器具
が備えてある
だけでも，住
民，特に患者
にとっては心
強い面があ
る，より一層の
充実を図る。

病
院
企
画
室
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

医療施設
整備事業

97,002

急性期病院として，必要な医
療施設を充実し，病院を利用
される方々に質の高い医療
を提供するとともに患者サー
ビスの向上を図る。

より病院を利用しやすいよ
う施設の充実を行う。

病
院
を
利
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
方

病院の診療しや
すい施設環境の
充実及び、患者
様が利用しやす
い環境を整える

・第２受電室を増
設し，安定した電
力供給を行う。
・３階東病棟の浴
室を浴室とシャ
ワールームに変
更する。
・内視鏡室に空調
及び排気設備の
増強を行う。
・非常用電源装置
の取替えを行う。

引き続き医療施
設の整備を行
う。

3

質の高い医
療を提供す
る上で，施
設の充実
は，患者
サービスの
向上につな
がる。

5

２４時間３６
５日いつでも
安定して医
療を提供す
るための環
境づくりがで
きる。

3

入札を実施
し，コスト削
減を行って
いる。

5

救急も含
め，安心で
安全な医療
の提供は，
公的病院
〔三次市）の
責務であ
る。

3

病院設備の
整備は，医
療機関とし
て患者サー
ビスの向上
を推進する
上で，必要
不可欠であ
る。

3

日常生活を
安心・安全・
快適に過ご
す上で，質
の高い医療
サービスを
提供する市
民のニーズ
が高い。

22 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

県北地域の医
療の質の向上
及び利用者の
利便性を図る
ため，病院施
設の整備を推
進する。

要
改
善

計画的に実施
する。

病
院
企
画
室
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

認定看護
師育成研
修事業

3,506

認定看護師とは，特定の看
護分野（救急看護，がん疼痛
看護等）において，熟練した
看護技術と知識を用いて，水
準の高い看護実践のできる
看護師であり，認定看護師を
育成することにより，市立三
次中央病院の看護レベルの
向上を図る。全国の認定看
護師数は，約1,700　県内の
認定看護師数は，32人（平成
18年5月現在）である。認定
看護師の資格要件は，⑴保
健師，助産師及び看護師の
いずれかの免許を有し，⑵認
定看護師として必要な実務
経験があり，⑶日本看護協
会が認定した『認定看護師教
育課程』を修了した者であ
る。認定看護師教育課程は，
看護協会が認定した教育機
関で６ヶ月研修を行うもので
ある。認定看護師の育成に
ついては，研修計画のひとつ
として位置づけている。

認定看護師教育課程終了
後，認定審査に合格した場
合，認定証を交付される。
認定看護師のレベル保持
のため，認定後５年ごとに
更新審査があり，合格した
後の支援策が必要。

勤
務
年
数
３
年
以
上
の
看
護
師

認定看護師資格
の取得

認定看護師教育
課程の受講（６ヶ
月）

前年度未実施

5

研修計画に
基づき教育
課程を修了
し，認定看
護師に合格
した。

3

認定看護師
のレベル保
持のため，
認定更新制
度（５年後）
があり，その
間，認定看
護師は，学
会及び研究
会等への参
加や発表等
が義務付け
られている。
これらを支
援すること
により，資格
取得希望者
が増えると
考えられる。

4

経費は，授
業料と旅費
である。

3

認定看護師
の育成は，
中央病院に
とって重点
課題であり，
引き続き育
成する。

5

より専門性
が求められ
る時代であ
り，熟練し
た看護技術
と知識を用
いて，水準
の高い看護
実践のでき
る認定看護
師の育成
は，全国的
にも社会的
ニーズが高
い。

4

住民からの
良質な医療
に対する
ニーズは高
く，水準の高
い看護技術
をもつ看護
師の育成
は，必要で
ある。

24 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

認定看護師
は，特定の看
護分野におい
て，熟練した看
護技術と知識
を用いて，水準
の高い看護実
践のできる者
であり，看護現
場において，実
践･指導･相談
の役割を担う。
市立三次中央
病院において
は，実践力の
質の向上のた
め，引き続き，
認定看護師の
育成を推進す
る。

要
改
善

研修内容を拡
大し， 新技
術の習得な
ど，研究・研修
を重ねて中央
病院職員の資
質向上を図
る。
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ホーム
ページの
更新回
数

回 2 8 8

ホーム
ページの
アクセス
件数

回 17,100 35,000 70,000

広報紙・
業績集
発行回
数

回 2 3 3
広報紙発
行部数

部数 26,000 26,000 26,000

業績集発
行部数

部数 250 250 250

地域懇
談会開
催箇所
数

ヵ所 51 51 51 参加者 人 988 1,162 1,200

審議会
開催回
数

回 20 14 8

いずれの
地域から
も答申，
又は意見
具申の提
出を受け
ている。

％ 100 100 100

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

78

79

80

77
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市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

中央病院
ホーム
ページ更
新

917

病院情報をより多くの市民の
皆様に正確に伝え，ご意見
や要望を病院運営へ反映さ
せるため双方向の媒体として
ホームページを開設し適宜内
容を変更更新を行う。

より多くの方に病院を知っ
ていただけるよう表現方法
や内容の充実を行う。又，
携帯電話によるアクセスも
できるようにする。

パ
ソ
コ
ン
を
利
用
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
方

病院の診療内容
や施設・職員の紹
介，患者様に対
するサービスの
向上

病院ホームペー
ジに診療・健診の
ご案内・施設・広
報紙・職員募集の
紹介・お見舞い・
ご意見メールの
受付

情報を簡潔に，
また，より多くの
事柄を掲載する
ようにした。

3

ホームペー
ジで病院の
情報を発信
することで，
掲示物等で
網羅しきれ
ない密度の
濃い情報を
提供し病院
をより知って
いただくこと
ができる。

5

インターネッ
ト環境では，
24時間365
日いつでも
誰でもアクセ
スでき，病
院情報を見
ることができ
る。

4

ホームペー
ジの更新
は，その都
度見積を徴
して，実施し
ている。
新情報への
更新は，で
きるだけ早く
行う必要が
あり，現在
の方法を
とっている。 4

病院に関す
る情報を公
平に提供す
ることは，病
院（三次市）
の責務であ
る。

3

病院に関す
る情報を医
療機関など
と共有する
ことは，患
者サービス
の向上を推
進する上
で、必要不
可欠であ
る。

3

医療の話題
等の情報提
供は，日常
生活を安心・
安全・快適に
過ごす上で
欠かすこと
のできない
サービスで
あり，市民の
ニーズが高
い。

22 B
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

病院の話題等
をより多く取り
上げるとともに
深く掘り下げ利
用者の利便性
を図る。
また，ページ数
を増やすこと
で，魅力ある
ホームページ
作りを行う。

要
改
善

営業努力の視
点からもホー
ムページの充
実は必要であ
る。魅力ある
ホームページ
を作成する。

医
事
室

第
2
 

保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

中央病院
広報紙・
業績集作
成

1,759

病院情報を市民の皆様へお
知らせするとともに医療機関
相互の連携を深め，ご意見
や要望を病院運営へ反映さ
せるための媒体として発行し
ている。

多くの市民に三次中央病
院の情報をお知らせするた
めに，表現方法や内容の
充実を行う。

広
報
紙
は
，
市
民
及
び
地
域
連
携
医
療
機
関
等

業
績
集
は
，
大
学
病
院
，
県
内
の
病
院
，
三
次
地
区
医
師

会
等
へ
配
布

病院の診療内容
や施設・職員の紹
介，患者様に対
するサービスの
向上

広報紙・業績集の
作成

情報を簡潔に，
また，より多くの
事柄を掲載する
ようにした。

4

病院を理解
していただく
ための有効
な方法のひ
とつであり，
紙ベースで
病院情報
を，市民の
みなさまへ
お届けして
いる。

4

広報紙・業
績集等は，
文字だけで
なく写真や
図表などを
用いて病院
情報を解り
やすく表現し
ている。

4

紙面による
媒体であ
り，情報量
の制限があ
るものの必
要 低限の
発行回数で
紙面の充実
に努めてい
る。

4

病院に関す
る情報を公
平に提供す
ることは，病
院（三次市）
の責務であ
る。

4

病院に関す
る情報を医
療機関など
と共有する
ことは，患
者サービス
の向上を推
進する上
で、必要不
可欠であ
る。

4

医療の話題
等の情報提
供は，市民
生活を安心・
安全・快適に
過ごす上で
欠かすこと
の出来ない
サービスで
あり，ニーズ
が高い。

24 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

病院の話題等
をより多く取り
上げ，魅力ある
紙面づくりを行
う。
市民に三次中
央病院を理解
していただくた
めに広報紙等
は有効な手段
である。

要
改
善

広く市民に知ら
せる工夫を図
る。

自
治
振
興
室

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

1

)

市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

地域懇談
会

1,205

　市町村合併により市域が
拡大し，タウンミーティング
（市政懇談会）のみでは，市
民の意見を反映していくこと
が困難となるため，それを補
完するもの。
　タウンミーティング（市政懇
談会）の位置づけを「市の総
合的かつ計画的な行政を運
営するにあたり，市民の市政
参加を促進するために設置
する」と考える。
　地域懇談会は「市民の市政
参加をさらに促進・保障しな
がら，行政の提言・地域課題
をともに考え，地域が自ら行
動するための協議の場」とし
て位置づける。

　要望・陳情型の懇談会か
らの脱却。住民自治組織を
主体とした地域コミュニティ
づくりの場にするため，主
催は住民自治組織，行政
は後援（サポート）といった
スタイルがふさわしい。そ
の中では，地域の課題に
ついて，まずは，地域内で
課題を共有し，課題解決に
向けて，地域でできること，
行政も含めて検討（協働）
することなどの選別が必要
である。　…まち・ゆめ基本
条例の精神

市
民

　市民の市政参
加をさらに促進・
保障しながら，行
政と地域がともに
考え，地域が自ら
行動するため。17
年度は，「三次市
まち・ゆめ基本条
例（(仮称)まちづく
り基本条例）」の
制定を考えてい
たことから，この
ことについて，広
く住民の意見を聞
くことを目的にし
た。

住民自治組織と
連携し，まちづくり
基本条例をテー
マに開催した。

  16年度は市が
主催でおこな
い，行政主導型
であったが，17
年度は住民自
治組織が自主
的に，主体と
なって進めるこ
とをねらいとし
た。

5

平成16年度
につづい
て，平成17
年度も，ま
ちづくり基本
条例をテー
マに開催し
たので，地
域づくりの
意見が多く
出された。
住民自治組
織が主体
（主催）とい
うことで，参
加者が多
く，全体も前
年よりも増
加した。

3

住民自治組
織を主体と
したコミュニ
ティの場づく
りを目指す
ことで，参加
者増加の成
果があっ
た。地域に
よっては，行
政依存の傾
向が強いと
ころがあり，
要望・陳情
型の懇談会
となった。

4

ほとんどコ
スト削減の
余地はな
い。

2

自立した地
域コミュニ
ティづくりに
転換するこ
とで市の関
与を縮小す
ることができ
るが，市政
懇談会（タウ
ンミーティン
グ）を補完す
る機能をど
のような形
で行うのか
検討が必
要。

5

地域のこと
は地域で考
え，地域で
取組む姿勢
を実現する
必要性から
社会的ニー
ズは極めて
高い。

2

市民意識の
醸成に努
め，関心を
高めていく必
要がある。

21 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

自立した地域コ
ミュニティづくり
に向け，運営
方法の検討，
市民意識の醸
成など改善す
べき点がある。
市政懇談会（タ
ウンミーティン
グ）を補完する
機能をどのよう
な形で行うの
か検討が必
要。

要
改
善

住民自治組織
を主体とした地
域コミュニティ
づくりの場とす
るとともに，実
施回数・時期・
テーマ等を熟
考し，より効果
的な取組として
いく。

自
治
振
興
室

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

1

)

市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

地域審議
会運営事
務

3,430

【経緯】・・・合併特例法第５
条の４の規定に基づき，地域
審議会を設置することを第９
回合併協議会で確認されま
した。合併後，「三次市地域
審議会条例」が定められ，第
１条に基づき，旧市町村単位
ごとに設置するものです。
【概要】・・・旧市町村単位に
設置します。各地域審議会
の委員は１２人以内とし，任
期は２年で再任を妨げない。
今年度は，改選期にあたり，
９６人の委員のうち，７２人の
委員が再任され，２４人が新
たに選出されました。
　審議会の所掌事務として，
市長の諮問（新市まちづくり
計画の変更等）に応じて審議
し答申することや必要と認め
る事項について市長に意見
を述べることができる付属機
関（地方自治法第１３８条の４
第３項）

　平成１７年度は変更事項
がなかったことから，変更
協議及び申請を必要としな
かったが，平成１６年度同
様運営方法に課題がある。
また，三次地域審議会か
ら，合併後，２年が経過し，
まち・ゆめ基本条例や三次
市総合計画の策定が進め
られるなど，新しいまちづく
りが始まっていることから，
地域審議会の廃止も含め，
地域審議会のあり方を検
討するようにとの意見具申
が出されました。そうしたこ
とからも，設置の目的であ
る，合併によって住民の意
見が新市の施策に反映さ
れにくくなるとの懸念に対
応していくよう，今後の運
営について検討していく必
要がある。

地
域
審
議
会

　地域審議会を通
じ，地域住民の声
を行政施策に反
映させ，きめ細か
な行政サービスを
実現する。

・新市まちづくり
計画の変更等
（諮問及び報告，
広島県との事前
協議，議会議決）
・地域審議会の開
催及び運営

　前年度の行政
評価で，さらに
効果的・効率的
な運営方法を
確立するよう平
成１７年度は諮
問事項がなかっ
たため，実施状
況や実施計画，
財政計画の報
告を行い，各地
域審議会で取り
まとめられた意
見具申をいただ
いた。

3

各地域審議
会から意見
具申書が提
出されてい
ることから，
目的達成に
貢献してい
ると言える。

3

活発な議論
を行い，きめ
細やかに市
民の意見を
反映するた
め，情報発
信や意見交
換を行うな
ど，日常か
ら地域課題
を共有し，相
互に信頼関
係を築いて
いく必要が
ある。

4

報酬と人件
費のみであ
り，ほとんど
コスト削減
の余地はな
い。

5

・市町村の
合併の特例
に関する法
律
・三次市地
域審議会条
例

5

・市町村の
合併の特例
に関する法
律
・三次市地
域審議会条
例

3

　地域審議
会で出され
る意見は，
厳しい意見
であるが，裏
を返せば，
期待の現わ
れともいえま
す。そうした
ことからも，
情報を積極
的に開示し，
地域課題を
共有する中
で，より多く
の市民ニー
ズを反映して
いく必要が
ある。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　地域審議会を
機能させていく
ため，市政に
関する情報の
共有と公開を
積極的に行
い，より多くの
市民意見を反
映するととも
に，出された意
見を市政に反
映していく必要
がある。

要
改
善

更に効果的で
効率的な運営
方法とする。

23／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

補助金
交付団
体

団体 2
補助金交
付団体

団体 1

補助金
交付件
数

件 19 19 19
補助金交
付件数

団体
数

19 19 19

補助金
交付件
数

件 19 19

地域まち
づくりビ
ジョンの
策定
（公開の
有無）

件 14 19

補助を
行った施
設

件 4 6 8 対象戸数 戸 163 423 550

現地調
査・地元
協議

回 13 32 57 対象人口 人 428 136 1,500

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
予
算

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

82

83

84

81

自
治
振
興
室
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文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

NPO育成 70

　福祉，環境，国際協力な
ど，いわゆる「まちづくり」に
係る，様々な分野において，
ボランティア活動やNPO活動
に，市民が積極的に参画で
きるよう，NPOの立ち上げの
支援や，活動の基盤整備（初
期投資分のみ）を支援

　NPO法人格取得の普及
啓発活動の展開

　
地
域
団
体
，
任
意
団
体
等

　任意団体等か
ら，法的裏づけの
ある法人格の取
得へ

　NPO法人格取
得への支援（金
銭，指導，助言
等）

　啓発資料の収
集等によ応談
態勢の整備

4

　必要経費
の２分の１
補助である
が，法人格
取得には相
当の費用が
かかるの
で，補助が
あることの
意義は大き
い。

4

　法人格を
取得するこ
とが目的で
あり，取得
によって成
果（達成）と
なるため余
地は少な
い。

4

　補助事業
なので削減
余地は少な
いが，補助
対象経費の
精査が重要
なポイントと
なる。

3

　市民との
協働のまち
づくりを推進
する上で，
市が支援や
補助という
形で関与す
べきである。

4

　全国的に
もNPO法人
が増加して
いる状況を
みると，社
会的ニーズ
は高い。

3

　補助金申
請の問い合
わせはあっ
た。
　出前講座も
実施した。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
縮
小

　NPO団体との
協働のまちづく
りの推進は，今
後の行政のあ
り方を考えると
法人格取得後
の連携も重要
であるので，そ
の方面の強化
に振り向ける
必要があるの
ではないか。 要

改
善

ＮＰＯ，ボラン
ティア団体の
育成は主要な
取り組みであ
り，ＮＰＯの設
立支援やその
特性などにつ
いて積極的に
ＰＲを行う。

自
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興
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サ
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ス
向
上
が
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ら
れ
る
仕
事

自治振興
活動費補
助事業

173,039

　地域住民自ら地域の課題
に対応し，生涯学習の推進と
地域活動の実践をとおして地
域活性化を図り，住民自治
のまちづくりを進めていく住
民自治組織活動を支援す
る。
　住民自治組織の推進体制
整備や活動に対し，一定の
基準に基づいて算出した補
助金を，各地域の連合自治
組織（自治振興区の連合体）
に交付する。
　算出の内容としては，人口
割額として，５００円/１人を基
本単価として人口数に応じて
算出。基礎額として，人口
5,000人未満は5,050千円，
5,000人以上7,000千円を交
付。

市行政としては，真の自治
組織をめざすとともに，地
域が自立することをねらい
とすれば，支援補助金の減
額が課題となる。ただし，そ
のことが本当に地域にとっ
て有効なことであるのか，
常に考える必要がある。
また，活性化補助金とまち
づくり推進補助金（地域ま
ちづくりビジョン支援）と３本
立ての支援をおこなってい
るが，１本にすべきかどう
かといったことも，考慮する
必要がある。

住
民
自
治
組
織

真の自治組織を
めざして，自治活
動を促進し，居住
住民の自治意識
の高揚をめざす。

住民自治組織を
中心とした地域の
自治活動に対し
て財政的支援。

前年度の現状
維持であるた
め，特になし。

5

住民自治組
織が活動す
る上での基
本的な財政
支援であ
り，この支
援により，
地域活動・
地域コミュニ
ティが活性
化してい
る。。

4

補助団体へ
の一つひと
つの内容の
見直しは必
要と思われ
る。

4

住民自治組
織が活動す
る上での基
本的な財政
支援である
が，人件費
の割合が多
く，削減する
余地は少な
い。

3

真の住民自
治を目指す
上では，一
層の自主自
立性が求め
られる。協
働のまちづく
りの観点か
らは，市が
おこなうべき
支援であ
る。

5

市民が主体
となった住
民自治が求
められてお
り，自治組
織を支援・
育成してい
くことは必
要である。

4

住民自治の
基盤となる
自治組織へ
の支援は，
住民にとって
身近なもの
であって，
ニーズが高
い。

25 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

市内19の住民
自治組織は，
協働のまちづく
りを進める上
で，中心的な役
割を果たしてい
る。住民自治
組織が，活発
的な活動をおこ
なうには，財政
的な支援が必
要である。 要

改
善

コミュニティ活
動だけではな
く，各地域の自
主自立を推進
していくような
サポートを行
い，計画的に
補助金の中身
について見直
しを行ってい
く。

自
治
振
興
室

第
3
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地域まち
づくりビ
ジョン支
援補助事
業

12,278

“地域のことは地域が主体と
なって地域で取組む”　この
自治のまちづくりの実現に向
け，指針となる「地域まちづく
りビジョン」の策定と，ビジョ
ンにそった取組み（リーディン
グ事業 ）を支援する。
ビジョンの策定には，市内１
９の住民自治組織が主体と
なり，検討委員会等を立ち上
げ，住民アンケートや地域資
源の調査などをおこない，地
域の将来像の創造，地域内
の課題や要望への対策を盛
り込んでいる。その計画は１
０年を見通し，短期・長期を
展望したものとしている。実
施にあたっては，「地域で取
組むもの」「行政が取組むも
の」「地域と行政が取組むも
の」と，実施主体を明確にし
ている。これらのビジョンの
情報は，地域内に居住する
住民に周知し，地域全体で
の取組みとすることがふさわ
しい。

平成18年度は，これらを実
施するための具体的な実
施・行動計画を策定し，地
域をイメージづける先導的
（リーディング）事業を実施
する。その際，地域の一部
分，特定の人たちだけで取
組むのではなく，総意に
よって実施するのがのぞま
しい。　行政依存の傾向の
地域では，地域に見合わな
い計画を立て，行政に要望
するといったことも想定され
るため，主観的だけでなく
客観的な視点で地域実態
の分析が必要である。ま
た，自身の地域のみを考え
るのではなく，三次市全体
を展望した地域づくり，地
域選別（地域の特色を生か
すこと）をおこなうことが重
要である。

住
民
自
治
組
織

“地域のことは地
域が主体となって
地域で取組む”
この自治のまちづ
くりの実現。

補助金の交付と
その事務作業

今年度からの
事業である。

5

これまで，
地域まちづ
くりビジョン
のような，地
域の根幹的
な指針とな
るものはな
かった。地
域の人が，
自分たちの
住む地域の
将来像を考
え，その実
現に向けて
検討するこ
とは，自治
活動の芽生
えである。
そういった
観点で，こ
の補助事業
は，貢献度
の高いもの
であった。

3

地域によっ
て取組み方
法，進度が
違うのは当
然である。
真の自治活
動には，行
政依存の体
質から，地
域主導型へ
の転換が必
要である。
そういった意
味で，向上
への余地が
十分ある。

4

地域で考え
た地域まち
づくりビジョ
ンは，地域
課題の解決
に向けた方
策を盛り込
んでいる。
市の総合計
画「みよし百
年物語」と
のリンクしな
がら，ビジョ
ンの実現に
取組むこと
が，三次市
のまちづくり
の根幹であ
る。そのた
め，コスト削
減は想定で
きない。

5

地域まちづく
りビジョンの
支援は，協
働のまちづく
りの視点か
ら，市がおこ
なうべきで
ある。ただ
し，この支援
は短期的な
ものであっ
て，今後は，
市の施策に
リンクするた
め，この補
助事業自体
は縮小の方
向とすべき
である。この
評価点は現
時点での評
価とした。

4

地域コミュ
ニティの柱
となる地域
まちづくりビ
ジョンであ
るため，
ニーズは高
い。

3

直接的に市
民に還元す
るものでは
ないため，単
純に市民
ニーズが高
いとは判断
できない。将
来的には，
「極めて高
い」ものであ
る。

24 B
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

地域まちづくり
ビジョンが策定
されたばかり
で，これからそ
の実現に向け
て実施・行動計
画を策定し，地
域をイメージづ
ける先導的
（リーディング）
事業を展開す
る必要がある。
市民の自治意
識が高揚して
いる今，真の自
治活動構築を
めざして，行政
も積極的な支
援と，意識改革
が必要である。

要
改
善

まちづくりビ
ジョンの実現
のために，人
的支援・財政
的支援を行う。

自
治
振
興
室

第
3
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サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

地域集会
所整備事
業

4,483

　地域におけるコミュニティづ
くりを推進するため，住民自
治組織自らが行う地域集会
施設整備に要する経費に対
して，予算の範囲内において
補助金を交付する。
　補助金の額は，補助対象
経費の２分の１以内の額で，
補助金の額は，１００万円を

高限度とし，補助対象経費
の２分の１の額が１０万円に
満たない時は補助しない。

昨年度に比べ，地元要望
が多くなっており，相応の
予算措置では，地域のニー
ズに応えられる状況にな
い。(改修要望５０件程度）

地
域
集
会
所
を
利
用
・
管
理
し
て
い
る
自
治
組
織

地域のコミュニ
ティが図られる場
となるよう支援

地域集会施設の
新築及び増改築
に要する経費
建物の買収に要
する経費

特になし。

3

　自治組織
を通じて制
度の照会，
募集を行っ
ているが，
周辺・末端
まで周知が
できていな
い。

3

　効果的な
情報発信を
行い，制度
の周知を図
ることに努
める。

4

　２分の１の
負担が必要
なため，地
元も 低限
の工事とし
ており，コス
ト削減に余
地は少な
い。

4

　地元負担
で行える地
域もあるが，
困難な地域
には一定の
支援が必要
と考える。

4

　活動拠点
を整備する
ことで，地
域のコミュ
ニティの活
性化を図る
必要があ
り，社会的
ニーズは高
い。

4

年々要望数
は増加し，地
域コミュニ
ティの重要
性も高まって
おり，市民
ニーズは非
常に高い。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

　社会的・市民
ニーズは非常
に高く，老朽化
の施設が年々
激増している。
合わせて，公
共事業（上下水
道整備など）に
よる期限をとも
なう緊急事例も
多発しており，
今後は，事業
費の確保が必
要と考える。

事
業
縮
小

集中と選択に
より，真に必要
な整備を計画
的に実施す
る。

24／100
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１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

まちづく
り連合会
主催事
業支援

式 1 1 1

まちづく
り連合会
主催事業
支援

式 1 1 1

住民自
治組織と
の会議

回 36 36 36
住民自治
組織との
会議

回 36 36 36

生涯学
習回数

回 41 46 34
生涯学習
参加人数

人 800 900 750

組織運
営支援
月数

月 12 12 12

情報提供
による各
種補助金
助成金事
業申請件
数

件 3 5 3

自治連
各種会
議支援
回数

回 3 12 15

事業の
内，各種
団体と共
催で行な
う割合

％ 15 10

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

86

87

88

85

布
野
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ
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まちづくり
サポート
センター
運営業務

709

 市町村合併と前後して各町
に住民自治振興組織が設立
されたが，この自治振興組織
への支援を進め活発化する
ことにより，市民との共同の
まちづくりを進める一つとす
る。

指定管理者制度の導入に
より，管理施設が加わった
ことに伴い，前年より布野
町まちづくり連合会の業務
が増えている。当面は，こ
れまで以上の活動支援が
必要となると思われる。

自
治
振
興
組
織
及
び
市
民

自治振興組織を
中心とした市民に
よる自治活動が
活発化する。

・まちづくりに関
係する各種情報
提供（講師や視察
などの研修情報）
・地域リーダー育
成研修会の開催
・布野町まちづく
り連合会主催事
業への事務支援
・ふのまちづくりビ
ジョン実行のサ
ポート

地域住民が主
体的に事業に
取り組むために
は，各地域での
リーダーが必要
であり，その育
成に支援を行
う。
まちづくりビジョ
ンの実行に当
たり，支所から
の支援を行う。

3

行政と市民
による協働
のまちづくり
への過渡期
であり，急
激な変化に
よる混乱を
避けるため
の穏やかな
改革には必
要である。

3

自治振興組
織の取り組
みの程度に
差が大きく，
活動があま
り行われな
い組織への
支援が不十
分である。

3

職員の労務
提供はある
が，それ以
外の予算執
行は伴わな
い。

4

協働のまち
づくりの観点
から，市が
関与すべき
ことである。

3

将来的に
は，市民の
自治に対す
る意識の高
まりにより，
行政の関与
は縮小され
る。

4

当面は，市
民の自治活
動について
行政への支
援が強く求
められる。

20 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

自治活動の担
い手は市民で
あり，市民に活
動しやすい環
境を整備するこ
とが行政の役
割である。適切
な情報提供を
行うとともに，
地域リーダー
の育成にこれ
まで以上の力
を注ぐ必要が
ある。
また，指定管理
では少人数で
の対応のた
め，支援が必
要である。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

作
木
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まちづくり
サポート
センター
運営業務

14,180

・まちづくりセンターと支所と
の連携
・住民自治組織との連携
・情報ステーション機能
・交流サロン機能
・相談研修機能
・コーディネート機能
・生涯学習振興機能

住民自治組織の自立の支
援。

住
民
自
治
組
織
及
び
市
民

住民自治組織の
自立を支援し、市
民と行政の協働
のまちづくりを実
現する。

住民自治組織と
連携をとり活動の
支援をおこなう。

昨年に引き続き
住民自治組織
と連携をとり活
動の支援をおこ
なう。

5

行政からの
支援がある
ことにより、
住民自治組
織と住民と
の信頼関係
が高まり、
住民自治活
動の向上に
つながる。

3

行政と住民
自治組織と
の連携を強
化すれば、
成果の向上
がさらに期
待できる。

3

住民自治組
織が自らの
地域の諸課
題の解決に
向け取り組
めるよう支
援している
が、協働の
まちづくりの
観点から一
定のサポー
ト活動は今
後も必要。

5

協働のまち
づくりの原則
に基づいて
いる。

5

協働のまち
づくりの原
則に基づい
ている。

5

協働のまち
づくりの原則
に基づいて
いる。

26 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

住民自治組織
への支援を継
続し、自立を促
進することが必
要。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

作
木
支
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地
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まちづくり
サポート
センター
運営業務

7,090

「人が輝き　自然がきらめき
活き活きとふれあうまち　き
さ」をめざし，自治組織による
市民と協働のまちづくりを展
開していくための機能として
位置づけ。

　これからの「市民協働型」
のまちづくりを推進していく
うえで，今後も住民自治組
織の活動支援や地域リー
ダーの育成に向けた研修
など，まちづくりの情報交
換やアドバイス活動が求め
られますが，行政主導でな
い，住民自治組織等の自
主性の向上に努めるととも
に，連携を強めていく必要
がある。

住
民
自
治
組
織
及
び
市
民

住民自治組織の
活動支援や地域
リーダーの育成
に向けた研修な
ど，まちづくりの
情報交換やアド
バイス活動ができ
るようにする。

中央サポートセン
ターと連携をとり
ながら，吉舎まち
におけるまちづく
り活動支援を行
う。
・情報ステーショ
ン機能　　・交流
サロン機能　・相
談研修機能
・コーディネート機
能　　・生涯学習
機能

　住民自治組織
と連携し，自治
連合会中心に
委員の推薦に
より，１８名で組
織された策定委
員会でまちづく
りビジョンを策
定，これから，
組織・行政相互
に連携し，ビ
ジョンの具体化
に向け協働して
取り組む。 3

合併3年目，
住民の行政
依存でな
い，住民自
治組織を結
成し，自主
性の向上に
努め，まち
づくりの基
本理念の活
動が形づく
られてきて
いる。

3

生涯学習活
動等へのサ
ポートは成
果を挙げて
いる。
情報ステー
ション機能
や，コーディ
ネート等はさ
らに充実を
図らなけれ
ばならない。

3

住民自治組
織が，自ら
の地域の諸
課題の解決
に向け取り
組まれれ
ば，職員の
サポート自
体は少なく
なるが，市
民と協働の
まちづくりの
観点から言
えば一定の
サポート活
動は今後も
必要となる。

3

市の関与に
ついては，
あくまでもサ
ポート業務
ではある
が，市民と
協働のまち
づくりの観点
から言えば
サポート活
動は今後も
必要。

4

住み良いま
ちづくりを実
現するに
は，住民と
行政が協働
のもとに，
自主自立の
まちづくり展
開していくこ
とが求めら
れており，
社会的ニー
ズが高い。

4

吉舎町まち
づくりビジョ
ンが策定さ
れ，これから
地域資源を
活かして，地
域が共有す
る夢実現に
向け，具体
的な事業の
取り組みが
計画されま
すが，市民と
協働のまち
づくりの観点
から，市民の
期待は大き
い。

20 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

今後も，住民自
治組織による
市民と行政の
協働のまちづく
りは，推進して
いかなければ
ならない，サ
ポートセンター
も真にその機
能を発揮し，住
民の活動をサ
ポートしていく
ことで，継続し
た協働のまち
づくりが展開で
きる。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

三
良
坂
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ
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学
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住
民
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・
生
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(
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民
自
治
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動
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推
進
と
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域
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ー
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新
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な
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り
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仕
事

まちづくり
サポート
センター
運営業務

3,545

三良坂町自治振興区連絡協
議会を中心に，特色あるまち
づくりに向けた取り組みを行
なう。17年度においては「ま
ちづくりビジョン策定委員会」
を組織し，三良坂の今後10
年のまちづくりの指標となる
「まちづくりビジョン三良坂」を
策定した。18年度では，30名
程度の委員で組織する「三
良坂まちづくり会議」を発足さ
せ，まちづくりビジョンに基づ
く具体的な行動計画の策定
に取り組む。支所（まちづくり
サポートセンター）では，これ
らの活動に対する運営補助
や情報提供・助言等の支援
を行ない，行政と市民の協働
のまちづくりに向けた取り組
みを行なう。

17年度において「まちづくり
ビジョン」が作成され，少し
ずつ特色あるまちづくりへ
の取り組みが進んでいる。
しかし各単位振興区をみる
と，自治のまちづくりに向け
た考え方の転換や，輪番
制の役員選出等により継
続的・一体的な活動が行な
われているとはいい難い。
18年度において計画され
ている「まちづくりビジョン」
の具体的行動計画の策定
を支援し，特色あるまちづく
りに向けた住民の自発的
な活動への機運醸成や後
方支援を行なうことが今後
の課題となる。

○
主
に
三
次
市
三
良
坂
町
の
市
民

○
三
良
坂
町
自
治
振
興
区
連
絡
協
議
会
の
行
な
う
ま
ち
づ
く

り
活
動

市民ひとり一人
が，まちづくりに
ついて自ら考え
行動する「自治」
のまちづくりをめ
ざす。また三良坂
ならではの特色
あるまちづくりに
向けた取り組みを
行なう。

三良坂町自治振
興区連絡協議会
を中心とした，特
色あるまちづくり
の多方面からの
支援。18年度に
おいては，17年
度に策定した「ま
ちづくりビジョン三
良坂」に基づく具
体的行動計画策
定のため組織さ
れた「三良坂まち
づくり会議」の支
援。

 18年度に組織
した「三良坂ま
ちづくり会議」で
は，3つの分科
会が設けられて
いる。それぞれ
の分科会に支
所の3つのグ
ループのマネー
ジャーと職員が
担当としてサ
ポートする。地
域振興グルー
プだけではなく
全体でサポート
していく体制と
なっている。

4

特色あるま
ちづくりに向
け，17年度
では「まちづ
くりビジョン」
が策定さ
れ，さらには
18年度にお
いてその具
体的行動計
画策定のた
めの「まち
づくり会議」
が組織され
た。それら
に対するサ
ポート機能
は果たして
いると考え
る。

3

特色あるま
ちづくりにむ
けた取り組
みを，市民
ひとり一人
に広げるた
めにも，サ
ポート機能
を連合会の
みならず，
各単位振興
区にも積極
的に行なう
ことで，成果
は向上する
と考える。

3

支所全体で
特色あるま
ちづくりに取
り組んでいく
必要があ
る。

5

行政と市民
の協働のま
ちづくりをす
すめるため
には，市の
積極的な関
与が必要で
ある。

4

これからま
ちづくりをい
かにすすめ
るかを考え
ると，行政と
市民がお互
いに知恵を
出し合い協
働して行な
わなければ
ならない。
そのサポー
トへの必要
性は高いと
思われる。

4

協働のまち
づくりは始
まったばかり
で，その成
熟途上にあ
るなかでは，
市民のサ
ポートセン
ターに対す
るニーズは
高いと考え
る。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

特色あるまち
づくりに向け
て，まちづくり
サポートセン
ターとしての機
能を，グループ
の枠をこえて支
所全体（職員全
員）で取り組む
体制・意識が必
要。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

25／100
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単
位
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単
位
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今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

自治連
絡協議
会との協
議回数

回 170 156 120

自治連絡
協議会と
の協議回
数

回 170 156 120

相談件
数

回 600 800 900 相談件数 回 600 800 900

振興協
議会連
絡会議

回 12 12 12

実行委
員会へ
の参加
人員

人 221 235 235 観光客数 人 8,000 8,000 8,000

イベント
の開催
回数

回 4 4 4
誘致観光
客数

人 11,000 8,800 9,500

市
民
の
多
様
な
力

の
活
用

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

市
民
の
多
様
な
力

の
活
用

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

90

91

92

89
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4,254

市民の自治活動、及び学習
活動への支援のために次の
機能を果たす。
　(1)情報ステーション機能
　(2)交流サロン機能
　(3)相談研修機能
　(4)コーディネイト機能
　(5)生涯学習振興機能

市民のニーズに対し，的確
な助言やサポートをするた
めに，中央機能を担う，三
次まちづくりサポートセン
ターの機能強化により，支
所職員のスキルアップのた
めの研修等の実施が必
要。また，まちづくりサポー
トセンターの存在・機能を
広く市民に周知するための
啓発も重要な課題。

三
和
町
の
市
民

三
和
町
内
自
治
組
織

自らが考え行動
する住民自治を
確立する

各種情報の提
供、助言
住民の意識改革
のための啓発

各自治組織に
おいて，まちづ
くりに向けて
の，自主的，主
体的な取り組み
ができつつあ
る。

2

職員のスキ
ル向上のた
めの研修も
なされず、
各自が自主
的に情報収
集等を行う
状態にあ
り、十分な
サポートに
なっていな
い。

2

協働へ向け
ての目的手
段としては
有効であり、
まだ成果の
向上余地は
あるが、協
働の意味を
はきちがえ
ると一歩的
な押し付け
になってしま
う恐れがあ
る。 2

住民自治が
成熟すれば
当然コスト
は削減され
る。

2

協働のまち
づくりを目標
に掲げてい
る以上、市
の関与は当
然のことで
ある。

3

新しい行政
と市民の関
係を創造す
る必要があ
り、サポート
センターとし
ての機能は
必要とされ
ている。

2

サポートセン
ターとしての
機能が住民
に認知され
ていない。
自治振興協
議会の活動
を活発に展
開し、それに
関わることに
より機能を周
知していけ
ばニーズも
出てくる。 13 D

未
実
施

要
改
善

要
改
善

市民との協働
は、関わり過ぎ
ても、また距離
をおき過ぎても
だめで、ちょう
どよい加減を
模索している。
サポートセン
ター機能は重
要と思われる
が、市民と行政
双方に足りな
い部分が多くあ
り、目的にそっ
た運営ができ
ていない。もう
しばらく実施す
る必要がある。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。
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14,180

「人々がふれあい輝く自治の
まちづくり」をめざし、より多く
の市民が地域のまちづくりに
積極的に参画し、市民と行政
の協働のまちづくりを推進し
ていくための機能として位置
づけている。支所でのサポー
ト機能としては、①情報ス
テーション機能（自治活動や
市民活動に関する各種情報
提供）②交流サロン機能（市
民活動の交流が図れる場の
提供）③相談研修機能（市民
活動を支援する制度、サービ
ス等についての相談、地域
リーダーの育成）④コーディ
ネイト機能（協働のまちづくり
を推進していくための各種団
体のネットワーク化や相互交
流につながる事業展開）
⑤生涯学習振興機能（学習
ニーズに対する情報提供、
生涯学習講座企画等のサ
ポート）

　サポート機能を充実して
いくためには、的確なアド
バイスができるよう、職員
に日々の研鑽と研修が求
められている。
　まちづくり情報は、イン
ターネット等で比較的容易
に収集できるが、他の情報
源からの情報収集も必要
である。

市
民

、
住
民
自
治
組
織

、
各
種
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等

市民一人ひとり
が、まちづくりに
ついて自ら考え
行動する「自治」
のまちづくりをめ
ざす。甲奴の特色
を活かしたまちづ
くりを協働して実
現していく。

　まちづくりに関
する様々な情報
提供や相談及び
事業の企画支援
等。
　自立した住民自
治組織の育成と
まちづくり人材養
成を目的とした研
修。

住民自治組織
活動の活発化
に向け，更に工
夫を凝らした取
り組みを進め
る。
①コミュニティビ
ジネスの推進及
び支援（カー
ターピーナッツ
の特産品化）
②自治組織法
人化への研修
会
③生涯学習講
座、イベント等
の企画支援

4

「サポートセ
ンター」に対
する市民の
浸透は薄い
が、地域振
興協議会、
イベント役
員からの相
談は多い。
地域づくり、
イベント等
における各
種団体との
コーディネイ
ト機能の役
割は重要で
あり、特色
あるまちづく
りを進めて
いくために、
サポートセ
ンターの貢
献度は大き
いと評価で
きる。

2

地域づくり、
まちづくり活
動の成果
は、緊急を
要する地域
課題の解決
も含め、地
域社会が持
続して成り
立っていくま
ちづくりを進
めなくては
ならない。そ
うした意味
で、まだまだ
成果の向上
余地はあ
る。

4

直接経費
は、ほとん
ど必要ない
が、相談に
応じられる
人的配置は
今後とも必
要である。

3

協働のまち
づくりを進め
ていくには、
行政と連携
が必要な分
野も多く、積
極的に行政
が関与すべ
きである。
まちづくりの
担い手であ
る、人材を
発掘し、育
成していくた
めに、市の
役割は大切
である。

4

特色あるま
ちづくり、協
働のまちづ
くりを推進し
ていく上で、
情報の交
換、提供を
おこなう機
能は欠かせ
ない。

3

日常的に
は、サポート
センターへ
の関心は低
いが、地域
役員、イベン
ト関係者の
ニーズは高
い。
パソコン教室
等専門性を
有する分野
での生涯学
習講座の企
画運営に対
する要望は
強い。

20 C
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

特色あるまち
づくりビジョン
の実現、市民と
の協働まちづく
りを推進する上
で、サポート機
能の充実を図
る必要がある。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。
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舎
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地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

地域イベ
ントサ
ポート業
務

70

「きさふれあい祭」等のイベン
トを住民自治組織等と実行委
員会方式により開催し，イベ
ントが成果あるものになるよ
う，市全体を視野に置き，市
民と協働のまちづくりを展開
していく。

イベント実施主体の確立。 住
民
自
治
組
織
及
び
市
民

住民自治組織等
による自主的な，
かつ効果的なイ
ベントの実施

住民自治組織等
と実行委員会方
式により開催する
ことにより，情報
等の共有を図る。

実行委員会方
式で開催するこ
とで，自主運営
に向けた取り組
みが図れる。

3

合併3年目，
住民の行政
依存でな
い，住民自
治組織を結
成し，自主
性の向上に
努め，まち
づくりの基
本理念の活
動が形づく
られてきて
いる。 2

イベント等へ
のサポート
は，住民自
治組織の事
務局体制と
の関連もあ
り，難しい状
況にある
が，諸課題
の解決に向
け取り組ま
なければな
らない。 2

サポートして
いくための，
事務局体制
への関わり
を少なくして
いくことで，
たいおうし
お

2

地域のイベ
ントは住民
自らで運営
していくべき
であるが，
市民と協働
のまちづくり
の観点から
言えば，今
時点での大
型イベントへ
の関与，サ
ポート活動
は今後も必
要。

3

地域のイベ
ントは住民
自らで運営
していくべき
であるが，
住み良いま
ちづくりを実
現するに
は，住民と
行政が協働
のもとに，
展開してい
くことが求
められてお
り，社会的
ニーズが高
い。

4

吉舎町まち
づくりビジョ
ンが策定さ
れ，これから
地域資源を
活かして，地
域が共有す
る夢実現に
向け，具体
的な事業の
取り組みが
計画されま
すが，市民と
協働のまち
づくりの観点
から，市民の
期待は大き
い。

16 D
未
実
施

要
改
善

事
業
縮
小

市民と行政の
協働のまちづく
りに取り組み始
めたばかりの
現段階では，
サポート打ち切
りは，イベント
の存続と共同
のまちづくりの
観点から，もう
少し時間が必
要であるが，自
主自立の活動
が期待される。

事
業
縮
小

住民自治組織
等による，自
主的で効果的
なイベントとし
て実施できる
よう支援を行
う。

三
良
坂
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

地域イベ
ントサ
ポート業
務

3,511

現在、補助事業として4つの
地域イベントが開催されてい
るが、行政はサポート役とし
て関わっている。①三良坂祇
園まつり（7月）：三良坂町商
店街を中心に各種パレード
やステージでの催し物のほ
か、バザーや露店で賑わい，
約7,000人が市内外から訪れ
る。②夏祭り盆おどりの夕べ
（8月）：盆踊りはもちろんのこ
と、野外コンサートや地元特
産品の当たる抽選会もあり、
地域住民・客1,000人が訪れ
る。③升田幸三杯将棋大会
（11月）：遠くは関西からも参
加者のある大会。選手を含
め、300人が集まる。市内在
住者対象の部門もあり、地域
間交流の醸成が期待でき
る。④菊薫るまちづくり事業：
三良坂商店街に菊を並べ飾
る『菊ロード』により、商店街
の景観が美化され、買い物
客の目を楽しませている。

各イベントへの観光客（参
加者増）が課題であるが、
三良坂町自治振興区連絡
協議会のイベントへの関わ
りを深める。特産を積極的
に取り入れＰＲしていくこと
などが課題となる。
また、経費削減・各主催団
体の自主財源の確保等に
より、一般財源（市補助金）
を削減しても継続できるイ
ベント作りをしていかねば
ならない。

１
．
市
民
及
び
市
外
か
ら
の
参
加
者

２
．
商
店
街
を
中
心
と
し
た

、
地
場
産
業

、
特
産
品

３
．
三
良
坂
町
自
治
振
興
区
連
絡
協
議
会

１．交流人口の増
２．地場産業（商
店街）の活性化、
特産品のＰＲ
３．各種団体との
連携。まちづくり
への関心の醸成

地域イベントの開
催

各主催団体の
自主財源率が
向上し、対事業
費ではH16実績
（29.0％）、H17
実績（34.5％）、
H18計画
（40.0％）となっ
ている。

4

相当数の観
光客を誘致
しており、
年々増加も
している。
特産もＰＲ
する場があ
る
三良坂町自
治振興区連
絡協議会の
関わり（バ
ザー出店
や、準備等
への協力）
を多くした
い。

3

イベントを魅
力のあるも
のにするこ
とにより、よ
り多くの観
光客の誘致
を望める。ま
た、イベント
周知方法も
まだ改善の
余地があ
る。
特産のＰＲ
方法につい
ても、改善
の余地があ
る。

4

完全補助金
依存でなく、
自己財源も
支出しての
イベントなの
で、事業主
体のコスト
意識は高
い。しかし、
事業主体・
行政等関係
機関が一体
となりイベン
トを企画運
営すること
で、コストの
削減余地は
小さいなが
らに残され
ている。

3

事業主体団
体がイベント
を企画・運
営しており、
市の関与は
少ない。市
は全く関与
しないので
はなく、サ
ポート役とし
て、イベント
の企画・運
営に関わっ
ていくことが
望ましい。
補助金につ
いては、公
共性が高く、
今後も額を
精査し継続
はするべ
き。

4

他地域との
交流・地域
内での交
流・景観美
化やまちの
活性化な
ど、社会的
ニーズは高
い

4

祇園まつり・
将棋大会に
ついては市
内だけでな
く、市外・県
外からも多
数の観光客
（参加者）が
訪れている。
その他イベ
ントについて
も、地域住民
の交流及び
商店街の活
性化・景観
美化等、市
民ニーズが
ある。

22 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

誘致観光客数
も多く、社会的
ニーズ・市民
ニーズもある地
域イベントであ
るが、要改善と
する。改善箇所
は、事業主体
において経費
削減や受益者
負担などで自
己財源比率を
高める。三良
坂町自治振興
区連絡協議会
のイベントへの
関わりを深め
る。特産を積極
的に取り入れ、
ＰＲしていく。な
どが挙げられ
る

事
業
縮
小

住民自治組織
等による，自
主的で効果的
なイベントとし
て実施できる
よう支援を行
う。

26／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

ホール等
運営協
議会自
主事業
運営委
員会

回 12 10 8

ホール等
運営協議
会自主事
業実施回
数

回 6 5 4

みわ＊
ふるさと
元気まつ
り実行委
員会回
数

回 10 10

みわ＊ふ
るさと元
気まつり
入場者数

人 - 1,500 1,800

開催講
座数

件 57 56 45 受講人数 人 1,090 1,722 1,206

年度末
蔵書数

冊・
点

203,106 215,112 226,000 貸出冊数
冊・
点

217,122 221,099 224,000

来館者数 人 131,545 131,161 132,000

蔵書数
冊・
点

203,106 215,112 22,600 貸出冊数
冊・
点

217,122 211,099 224,000

来館者数 人 131,545 131,161 132,000

9
 
 

事
業
の
迅
速
化

1
8
年
度
中

市
民
の
多
様
な
力

の
活
用

1
8
年
度
中

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

市
民
の
多
様
な
力

の
活
用

1
9
年
度
当
初

94

95

96

93

三
和
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

地域イベ
ントサ
ポート業
務

1,418

　元気まつりが三和町自治
振興協議会を中心に企画さ
れ、各自治会からのステージ
発表やバザーの実施により
賑やかに開催されている。行
政も実行委員会の一員として
参加し、協働を実践してい
る。
　各地域では、旧三和町時
代の公民館活動（生涯学習
活動）が引き続き活発に行わ
れており、地域コミュニティの
醸成が図られている。
　みわ文化センターのホール
等運営協議会では、運営委
員の自主的な企画運営によ
り、ふだん触れることのでき
ない芸術文化の鑑賞機会が
提供されている。

市からの補助金により運営
されており、今後自主財源
をどのように確保していく
かが課題である。

三
和
町
の
市
民

三
和
町
内
自
治
組
織

自らが企画し実
施する住民自治
の力量を向上さ
せる。

　ホール等運営
協議会の自主活
動により、プロの
行う芸術・文化公
演（コンサート・演
劇・演芸）や映画
を鑑賞し、また愛
好者による作品
展・発表会を開催
する。
　　祭りについて
は、実行委員会
の一員として企画
から実施までサ
ポートする。

住民自らの手
により、企画か
ら実施まで行わ
れており、引き
続き活発に事
業展開されるこ
とが望まれる。

4

芸術文化に
触れる機会
の少ない地
域にあっ
て、そうした
機会を設け
ることは住
民の文化意
識高揚に大
きな効果が
ある。

3

住民ニーズ
をもう少し的
確につかむ
工夫をし、企
画から実施
まで関わる
人をふやせ
ばもっと有
効性があが
ると考えら
れる。

3

受益者負担
の徴収方法
の工夫や事
業価値を高
める工夫に
より可能で
ある。

2

財源の確保
がむずかし
い事業につ
いては、一
定の補助を
行うべきで
ある。
自主サーク
ルのようなも
のは、自主
運営を促進
すべきであ
る。 3

　美術館の
建設目的と
同様な主旨
で、地域の
文化活動も
フォローし
なければな
らない。

3

中央で行わ
れるものよ
り、もっと小
さな地域で
行われるも
のへのニー
ズが大きい。

18 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

市と市民の協
働による事業
展開を目指し、
限られた財源
を有効利用しな
がら自主財源
を確保する取り
組みが必要。

事
業
縮
小

住民団体等の
主体的な活動
を更に促進し
ていく。

自
治
振
興
室

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

3

)

生
涯
学
習
の
充
実

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

生涯学習
事業

17,479

　市民が活き活きと充実した
生活を送っていけるよう，多
種多様な学習機会を設ける
ものです。

　受講者が固定化している
傾向があるため，講座の内
容や開催方法，広報を工
夫するなどして，新しい受
講者を掘り起こし，裾野を
広げていく必要がある。

市
民

　誰もが生きがい
をもち自己実現で
きるように，健康
で明るい生活を
送るための学習
と，生きがいをみ
つけるきっかけづ
くりを行う。

講座の開講 前年度なし。

3

　地域づくり
に携わる人
材を育成す
る講座をは
じめ，若者
の学習と交
流の促進，
地域の魅力
や人材を活
用した内容
など，多様
な５６講座を
開講し，一
定の成果を
得ることが
できた。

3

　受講者が
固定化して
おり，広範な
人の参加を
得るため，さ
らに講座の
内容を充実
させるととも
に，工夫した
広報を行う
ことで，市民
と市のニー
ズにあった
講座を実施
することがで
きると考え
る。

3

平成１８年
度は，支所
が実施して
いた講座の
アウトソーシ
ングを行っ
たが，さらに
住民自治組
織など市民
主体でおこ
なっている
講座内容を
精査するこ
とで，コスト
を削減する
ことができ
る。

2

　住民自治
組織をはじ
めとする市
民主体の民
間活力をさ
らに導入し，
市の関与を
縮小するこ
とができると
考える。

4

　高度化・
複雑化する
社会環境に
おいて，生
涯学習の果
たす役割
は，大きい
といえま
す。

4

　地域のまち
づくりにおい
て，リーダー
の育成は急
務といえま
す。さらに，
市民の学び
たいという気
持ちは，
年々増加の
傾向にある。
こうしたこと
から，市民
ニーズは増
加の傾向に
あると考えま
す。

19 C
未
実
施

要
改
善

事
業
縮
小

　社会的・市民
ニーズは大き
い状況にある
が，実施主体
は必ずしもすべ
ての講座を行
政が行う必要
はないと考え
る。できるも
の，競合するも
のから民間活
力を導入し，市
の役割をリー
ダー育成など
特化していく必
要があると考え
る。

事
業
縮
小

住民自治組織
等へのアウト
ソーシングによ
り，市民主体
の活動として，
市の関与を縮
小していく。

社
会
教
育
室

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

3

)

生
涯
学
習
の
充
実

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

市立図書
館蔵書整
備

34,327

　情報化社会を迎え市民の
要望は多様化・複雑化してい
る。一方自己判断，自己責任
の時代といわれ情報提供は
行政の責務である。蔵書整
備については市民の要望や
社会の必要性を勘案し，量
的にも内容においても充実
化を図る。平成１７年度末で
蔵書数は，中央館１０８，０３
３冊・点，分館合計１０７，０７
９冊・点計２１５，１１２冊・点
である。平成１６年度日本図
書館協会基準によると６１，０
００人の都市では約３０万冊
が基準とされている。各図書
館の容量のことも勘案しなが
ら当面２５万冊を目標とす
る。なお，雑誌，古くなった書
籍等は随時入れ替えを行う。

新図書館システムの導入と
インターネットの活用による
図書貸出サービスの向上。
分館の機能向上と図書館
ネットの一元化の推進によ
るサービス向上。

三
次
市
民

①貸出冊数の増
加
②雷管者数の増
加
③図書館に係わ
る多様なニーズ
に応え頼りにされ
る。

①図書の購入
②中央館・分館の
図書の流通促進
③他市及び県立
図書館からの相
互貸借利用

①登録者数の
増加
②貸出点数の
増加

4

情報化時代と
いわれて久し
い中，情報を
もとに「自己
判断・自己責
任」が明確化
されている現
代，図書館は
あらゆる情報
を提供してゆ
かなくてはな
らない。情報
化社会のなか
図書館の役割
は益々重要と
なると思われ
る。また趣味
においても多
様化し，ゆとり
ある暮らしをも
とめて小説や
絵本，技術書
などの需要は
高まると思わ
れる。

3

市民全体が
図書館を利
用していると
はいいがた
い。個人の
ライフスタイ
ルにもよる
が，図書館
を利用する
ことにより，
より効率的
な学習が出
来ることを周
知する必要
がある。一
方で来館者
増加に備え
て蔵書数の
充実だけで
なく職員・司
書の充実，
施設の拡張
が必要であ
る。

3

8図書館に
特色をもた
せ，同じ書
籍が出きる
だけダブら
ないよう購
入するな
ど，同じ経
費で効率的
な図書館運
営をする。

3

民間に全面
委託も可能
であるが，
公平性や市
の方針を反
映させるた
めには行政
主導が望ま
しい。
また，公立
図書館には
図書館法の
「図書館無
料の原則」
があり，公
的サービス
の必要性が
高い。

4

図書館はあ
らゆる情報
を提供して
いく場として
ニーズは高
い。

4

昨年１１月に
行われたア
ンケートで
は，蔵書の
充実を求め
るものが も
多く市民ニー
ズは高い。
図書館に行
く習慣とりわ
け子どもたち
に図書館見
学や絵本の
読み聞かせ
などを通じて
図書館のイ
メージアップ
とPRを行う
必要があ
る。

21 C

現
状
維
持

未
実
施

要
改
善

　ニーズの多様
化，情報量の
激増により，市
民の図書館に
寄せる期待は
ますます大きく
なると予想され
る。蔵書の量
的・質的な充実
に加えレファレ
ンス（図書に係
わる相談）の充
実という質的な
要素も不可欠
である。これま
で同様に蔵書
の増加・入れ替
えは行う必要
がある。

要
改
善

市民にニーズ
に即応した蔵
書をそろえる。

社
会
教
育
室

第
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文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

3

)

生
涯
学
習
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図書館シ
ステム構
築事業

#VALUE!

平成１６年４月１日市町村合
併に伴い８市町村が合併し
た。これまでそれぞれの市町
村では図書館（室）を置き，
独自に図書館サービスを
行ってきたところである。条
例上合併に伴い８図書館は
一つの図書館となったが，シ
ステムは統合されておらずそ
れぞれが独自で図書館デー
ターをもち貸し借りも独自で
行っている。この事業により
全ての図書館データを統合し
「どこの図書館でも借りられ
どこの図書館にも返却でき
る」ようシステムを改善し，あ
わせて各家庭・学校等からも
検索等のできるホームペー
ジを立ち上げる。

・利用者に混乱を与えない
よう円滑な導入の必要。
・新システムにより図書館
の機能を向上させる。

三
次
市
民

①貸出点数の増
加
②来館者数の増
加
③図書館に係わ
る多様なニーズ
に応え頼りにされ
る。

新システムの導
入・ホームページ
の構築

前年度未実施。

3

８図書館を
一つの図書
館として機
能させ，市
民が一つの
図書館とし
て利用でき
ることから
効果は大き
い。

3

新システム
導入は図書
館事業の基
礎をなすも
のである。こ
のシステム
の導入にあ
わせ，レファ
レンスの充
実，学校と
の連携など
発展的施策
が可能とな
る。

4

導入後，運
営面でのコ
スト削減に
努める。

3

市立図書館
のシステム
導入であり，
個人情報保
護の点から
も市が実施
する必要性
は高い。

4

情報化社会
の中ホーム
ページによ
る図書館情
報の公開は
必要であ
り，社会的
にも求めら
れている。

4

図書館に寄
せられる意
見で多いの
は「どの図書
館でも借りら
れ，どの図
書館でも返
却できるよう
にしてほし
い」「図書検
索を自分の
パソコンでし
たい」と言う
ものであり，
市民ニーズ
は高い。

21 C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

ホームページ
の公開，蔵書
の検索等の情
報発信により，
市民にとってよ
り身近で利便
性の高い図書
館にするため
には，この事業
は不可欠であ
る。

要
改
善

図書館新シス
テムを早期に
立ち上げ，図
書貸し出し
サービスの向
上を図る。

27／100
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位
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単
位
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総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

発行回
数

号 94 103 90 貸出冊数
冊・
点

217,122 221,099 224,000

発行部数 枚 54,320 64,250 50,000

蔵書数
の増加

冊・
点

203,106 215,112 226,000 貸出冊数
冊・
点

217,122 221,099 224,000

図書館
協議会
の開催

回 2 2 2 利用者数 人 131,545 131,161 132,000

公演数 回 2 3 3

児童・生
徒による
鑑賞会の
満足度

％

対象校 校 3 9 4
参加児童
数

名 214 831 433

市職員
出席会
議・行事
回数

回 30 26 25
参加・観
客者数

人 4,378 4,600 4,700

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

1
9
年
度
予
算

1
3
 

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
当
初

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

98

99

100

97

社
会
教
育
室
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１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

3

)

生
涯
学
習
の
充
実

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

図書館た
より発行

70

市民に広く図書館利用を呼
びかけるのは図書館の重要
な任務である。業務の一環と
して全館で取り組んでいる。
図書館の情報の発信につい
ては①各館の図書館だより
②広報みよし③中国新聞ファ
ミリー④ケーブルテレビへの
依頼で行っている。昨年度の
行政チェック要改善をうけて
より効率化的な広報に取り
組んでいる。

　多様な機会をとらえて，
多くの市民に有効な手段で
図書館情報の発信を行うこ
とが求められている。今
後，CATVの有効活用を
行っていく。

三
次
市
民

図書館情報を幅
広く提供し，図書
館への関心を深
め図書館の利用
を促進する。

図書館の来館者
に配布

①独自発行で
はなく自治連合
だより，支所だ
よりと連携し
た。
②ケーブルテレ
ビを活用した。

3

　紙面によ
る情報発信
が有効な市
民に対して
効果があ
る。
　図書館だ
よりを楽し
みにする市
民も多い。

3

　いかに有
効な情報を
タイムリーに
分かりやすく
提供していく
か，紙面作
りに工夫が
必要であ
る。

4

　直接的な
コストは削
減余地が小
さいが，人
件費を含め
削減に取り
組む。

3

公立図書館
としての広
報であり行
政関与の必
要性は高
い。

3

情報化時代
といわれて
久しい中，情
報をもとに
「自己判断・
自己責任」が
明確化され
ている現代，
図書館はあ
らゆる情報を
提供してゆ
かなくてはな
らない。しか
しその利用
について知ら
ない方も多
い。出来るだ
けたくさんの
方に図書館
を利用しても
らう手段とし
て図書館だ
よりは重要と
思われる。

3

来館者には
発行部数の
増加や紙面
充実の要望
もあるが，市
民全体への
PRが必要で
ある。

19 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

図書館情報の
発信について
はさまざまな方
法がある。条件
が整えばデジタ
ルな方法が好
ましい。しかし
市民の要望も
あり当面は並
行運用が望ま
しい。

要
改
善

単独の紙媒体
で発行する必
要性を検証し，
ホームページ
や広報みよし，
ケーブルテレビ
などの媒体に
よるＰＲを強化
する。

社
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生
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学
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充
実
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サ
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向
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求
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ら
れ
る
仕
事

図書館運
営企画

58,876

現在三次市立図書館は５本
の基本計画を立て図書館協
議会の承認を受けているとこ
ろである。①住民の情報拠
点として施設・資料を整備す
る。②市民の読書施設とし
て，読書環境を整備する。③
住民の各年齢層に応じた学
習(生涯学習)を支援する。④
住民の知的財産を保存し活
用を図る。⑤幼児，高齢者，
障害者，遠隔利用者に配慮
した施策を講じるの５点であ
り，計画的に推進している。

・図書館運営体制の機能
強化と効率的な運営体制
の構築。
・分館の機能向上と図書館
ネットワーク化推進による
サービス向上。

三
次
市
民

①貸出冊数の増
加。
②来館者の増加
③市民の生涯学
習の支援。

①図書の充実
②レファレンス
サービス（図書相
談）の充実
③職員の資質向
上
④小中学校との
連携強化

①貸し出し数の
増加
②視覚障害者
等障害者貸出
制度の創設
③布野図書館
の移転整備

3

　効果的で
効率的な図
書館運営を
行うため，
企画力を高
めるととも
に，運営体
制を強化す
る必要があ
る。

3

　図書館事
業は新シス
テムの導入
や蔵書の充
実にあわせ
お話し会の
定期開催な
どで来館者
や貸し出し
数を増加さ
せることが
可能となる。

3

　運営体制
について，
委託化を含
め検討して
いく必要が
ある。

3

　設置主体
は市である
が，運営面
については
民間委託も
含め，効果
的で効率的
な体制を整
備する必要
がある。

3

　図書館は
あらゆる情
報を提供し
ていくことが
求められて
いることか
ら社会的
ニーズがあ
る。

3

　市民の図
書館に対す
る要望は高
く，市民の要
望や社会情
勢に対応で
きる企画と運
営が求めら
れる。

18 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

図書館の需要
は大きく市民の
要望も強い。市
民の要望に耳
を傾け，察知
し，加えて学校
やボランティア
グループとの
連携も強化して
ゆかなくてはな
らない。

要
改
善

利用者のニー
ズに沿うととも
に特色ある運
営を行う。

社
会
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育
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さわやか
こども劇
場開催に
関する事
務

1,113

　成長期にある子どもたちに
優れた芸術を鑑賞する機会
を確保し，豊かな創造性，情
操の涵養に資するとともに，
優れた舞台芸術を派遣して，
芸術文化の振興と子どもの
健全育成を図る。（公演費用
の２分の１は県教育委員会
が負担）

　年度計画をたて，効率的
に市内の各小中学校で開
催できるよう検討する。

市
内
の
小
中
学
校
の
児
童
・
生
徒

　豊かな創造性，
情操の涵養に資
するとともに，芸
術文化の振興と
こどもの健全育成
を図る。

　芸術鑑賞の場を
提供する。

　複数校での合
同鑑賞を実施
し，効率的に事
業を実施する。

3

　児童・生徒
が生の演劇
に接するこ
とにより，情
操面におい
て貴重な体
験をしてい
る。

3

　複数校で
の合同鑑賞
を計画的に
実施し，限ら
れた公演数
の中で，より
多くの児童
生徒が鑑賞
できるよう，
効率的に開
催してく。

4

　必要経費
は公演開催
に必要な負
担金のみで
あり，コスト
削減の余地
は小さい。

2

　学校主体
の公演であ
り，市の関
与は 小限
に抑える。

3

　情緒・感
性が磨かれ
る時期に質
の高い芸術
にふれるこ
とは重要で
あり，社会
的ニーズは
認められ
る。

3

　情操教育
の観点から
子どもたちが
質の高い芸
術を鑑賞す
ることに対す
る保護者の
ニーズは高
い。

18 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

　複数校での
合同鑑賞を活
用し，できるだ
け多くの児童・
生徒に鑑賞機
会を提供してい
く。

事
業
縮
小

工夫を凝らし，
計画的に実施
していく。

文
化
振
興
室
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市民祭・
文化祭

567

「みよし市民祭」は三次市文
化連盟三次支部の主催事業
であり，旧三次市から引き続
き春に実施されている。芸能
祭，美術展等を開催し，多く
の市民に発表の場を提供す
ることを主旨としている。
　また，三次市文化連盟の主
催である「みよし文化祭」は，
毎年秋に開催され，芸能祭，
美術展，生花展，俳句大会，
短歌大会を開催し，文化連
盟の総合フェスティバルとし
て位置づけられているととも
に，本市 大の文化行事と
なっている。
　市行政は，両行事を本市の
文化振興における主要な行
事として位置づけ，文化連盟
との協力体制の下に企画・運
営に参加している。また，文
化連盟のバザー等実施によ
る自主財源の確保の場とし
て協力・助言等をおこなう。

　市としては，補助金適正
化計画を示しており，文化
連盟の自主財源の確保の
ため，引き続き文化連盟に
よる自主事業（バザー・イ
ベント等）の検討を要請し，
文化連盟が主体的となって
自主事業の企画・立案がで
きるよう市行政が十分な助
言・支援をおこなっていく必
要がある。行事運営につい
ては，人的支援を行ってい
るが，文化連盟の主体性を
確立するうえで，運営体制
の見直しをし検討していく
必要があり，今後は文化連
盟が主体的・積極的に広報
活動をおこない人材の確保
につとめるとともに，独自に
研修等を計画実施すること
で人材育成にも力を注ぐ必
要がある。

市
民

　芸能祭，美術展
等の出演・出展な
どにより，市民の
文化活動の場お
よび発表の機会
を提供するととも
に，多くの市民が
鑑賞する機会を
提供することで文
化意識の高揚に
資することを目的
とする。また上記
の事業を文化連
盟の自主財源の
確保に対する主
体的な活動の場
として行政側から
も支援していく。

　市民祭・文化祭
の開催（主催：三
次市文化連盟）
　文化連盟自主
財源確保のため
の取り組み(バ
ザー等の実施）

　芸能祭・美術
展等の出演者・
出品者数の増
加，また観客者
数の増加など
から市民の文
化意識が向上
していると考え
られ，広報活動
など積極的に
実施している。
文化連盟により
自主財源の確
保に対する積
極的な意向が
あり，上記事業
を自主財源の
確保の場として
18年度事業を
計画している。

4

　文化連盟
の主催事業
ではある
が，主要な
文化事業と
して市行政
との協働体
制を築くこと
により，効
果的な事業
運営を行っ
ている。

3

企画内容を
検討し充実
を図るととも
に，広報活
動を十分に
行っていくこ
とで，参加
者，観客者
数の増加を
図る。また
自主財源の
確保のた
め，自主事
業の企画立
案の面から
も支援して
いく。

4

企画会議等
へは積極的
に参加し，
連携を図
る。行事運
営の人的支
援について
は拡大はせ
ず，文化連
盟の主体性
を確立する
上で運営体
制の見直し
をしていくた
めに助言し
ていく。

2

　市行政とし
ての関わり
方につい
て，企画内
容の助言，
情報提供を
主とし，事業
運営につい
ては，文化
連盟が主体
的に実施し
ていけるよ
う，独自に
研修等を実
施することで
人材育成を
行っていく必
要がある。

5

市民が，自
らの文化活
動の場とし
て主体的に
参加し，市
民自らが文
化意識を高
揚させてい
くために社
会的ニーズ
は極めて高
い。

4

芸術文化活
動に親しむ
市民にとって
日頃の成果
を発表する
場を提供す
ることに対し
て非常に
ニーズが高
い。また市民
が積極的に
文化活動に
参加し，市の
文化振興に
主体的に関
与することに
対しても非常
に関心が高
い。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

文化活動の場を
提供するととも
に，市民の主体
的な文化活動の
参加および文化
振興の担い手で
あるアーティスト
の育成の点から
も，市の主要な
事業として文化
連盟を支援して
いく必要がある。
行事の実施運営
体制に関して
は，文化連盟が
主体性を確立す
るために文化連
盟独自で研修等
をおこない，人材
を育成していく必
要がある。その
ため市行政は運
営体制の見直し
について助言し
ていく必要があ
る。

要
改
善

自主財源確保
の取組を継続
して行う。

28／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

文化連
盟主催
の行事
件数

件 22 23 24
文化連盟
加入団体
数

団体 194 216 210

文化連
盟の会
議数

回 26 30 30
文化連盟
会員数

人 2,581 2,570 2,500

市内の
指定文
化財

ヶ所 267 264 264

有形文化
財案内看
板等設置
割合

％ 70

補助金
交付団
体

件 6 4 4
イベント
数

回 32 62 60

企画指
導・ヒヤ
リング

回 4 4 入場者数 人 1,700 2,500 2,500

協会の
主要事
業開催
日数

日 10 17 17

国際交流
協力事業
報告会/
日本語ス
ピーコン
テスト参
加者

人 - 130 150

外国人
相談業
務（開催
数）

回 48 48 48
外国人相
談業務

件 92 106 100

ボラン
ティア数

延べ
人数

33 36 39

事
業
内
容
の
拡
大

1
9
年
度
予
算

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
予
算

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

1
9
年
度
予
算

コ
ス
ト
の
削
減

1
9
年
度
予
算

102

103

104

101

文
化
振
興
室

第
3
 

文
化
・
学
習

２
 

芸
術
・
文
化

(

1

)

「
奥
田
元
宋
・
小
由
女
美
術
館

」
を
核
と
し
た
芸

術
に
よ
る
う
る
お
い
あ
る
暮
ら
し
の
実
現
と
感
性
豊
か
な

人
格
の
形
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

文化連盟
支援事業

4,116

　三次市文化連盟は，新市
合併とともに８市町村の文化
団体が統合し設立された。８
支部２１６団体で構成され，
会員数は２，５７０人（平成１
７年度実績）となっており，本
市の芸術・文化活動を推進
する中核団体となっている。
　主な支援事業は，補助金
交付（２，７２７千円），みよし
市民際，みよし文化祭等主
要行事の共催（人的支援），
情報提供，広報支援等であ
る。

　これまでのような財政支
援が困難な情勢であるた
め，会員増，会費の増額や
イベントでの収益（バザー・
自主事業）等，自主財源の
確保の取組みが必要であ
り，文化連盟の財政計画を
見直していく。１９年補助金
は，240万円で内定通知。
　文化連盟の会員増の取り
組み，役員の高齢化，舞台
専門スタッフの養成等課題
があり，市としても積極的
に指導･助言していく必要
がある。
　また，主要な文化イベント
では，市行政との連携を強
化し，「協働のまちづくり」
のなかで文化・芸術の振興
を図る。

三
次
市
文
化
連
盟

　本市の文化・芸
術活動を推進す
る中核団体とし
て，市民文化団
体・サークルの育
成や文化行事を
主体的に実施で
きるよう，また，自
主財源の確保が
できるよう文化連
盟を育成・強化し
ていく。

財政支援 　平成１７年度
は，新文化連盟
設立後２年目
で，事業運営等
において，主体
的に取り組める
体制ができつつ
あるが，指定管
理者との調整
等，市がかなり
関わっていた。
　平成１８年度
は，自主財源確
保の取り組みに
積極的に支援・
助言している。

4

文化連盟の
統合は，ス
ムーズに進
み，組織も
強化されつ
つある。

3

　市行政と
の連携を図
りながら，文
化連盟の主
体性を高
め，本市の
文化事業を
リードしてい
く団体とし
て，更に育
成・強化す
る必要があ
る。 4

　文化連盟
の事業拡大
及び活動団
体の育成等
を図る上で
補助金は必
要である。

3

　市との連
携は常に図
り，相互の
情報提供を
行うが，文
化連盟主催
事業への人
的支援は縮
小し，連盟
の主体性を
培う必要が
ある。
　市が主催
する大規模
イベントで，
文化連盟と
の協働体制
を確立する
必要があ
る。

4

　市民の
様々なライ
フスタイルと
ともに，多
様化する文
化事業への
ニーズに応
えるために
は，文化連
盟への支援
と連携が欠
かせない。

4

　会員数が
2,500人を超
える一大団
体であり，文
化連盟の事
業に対する
市民の関心
も高い。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

　今後は，文化
連盟の自主財
源（会員，会
費，イベント収
入等）を増やす
取り組みが必
要である。ま
た，行事のマン
ネリ化を防ぎ，
斬新な企画を
打ち出せるよ
う，一層の連携
と情報提供を
図る。

事
業
縮
小

自主財源確保
の取組を継続
して行う。

社
会
教
育
室

第
3
 

文
化
・
学
習

２
 

芸
術
・
文
化

(

2

)

地
域
の
歴
史
と
文
化
の
再
発
見
と
継
承

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

文化財保
護事業

10,233

　市内の指定文化財（国：１
３，県：６１，市：１９０件）につ
いて，その保存及び観光・交
流資源としての活用に取り組
む。

昭和59年2月に国史跡に指
定された「史跡寺町廃寺
跡」は，国分寺建立以前に
建てられた私寺であり，地
方寺院跡としては遺構の残
存状況が良く，三次地方ひ
いては中国地方への初期
仏教文化の伝播を考察す
るうえで極めて貴重な古代
寺院跡である。本遺跡を整
備することは，地域文化活
動や地元の自治活動等を
活性化につながり，さらに
は歴史的観光資源の増加
により観光人口がの増加
が期待できる。また，文化
財の説明板・案内板の設
置及び草刈については，引
き続き必要である。

市
内
の
指
定
文
化
財

文化財への理解
や興味が湧くよう
にするため，視察
や現地学習に対
応できるよう整備
を行う。

文化財の保存・修
理及び観光・交流
資源としての活
用。

　文化財の積極
的な活用を検
討する上で，地
域の文化財の
再調査を実施
する。

2

　現状で
は，文化財
の適切な保
存・管理・活
用につい
て，十分な
対応が取れ
ておらず，
計画的な保
存活用を行
う必要があ
る。

2

　地域住民
と連携を取
りながら文
化財の保
存・継承及
び新たな地
域文化を創
造していくた
め積極的な
活用を図
る。

4

　地域での
保護活動と
して，低価
格での委託
等を行って
おり，コスト
面の削減よ
り，地域と連
携した効率
的な保存活
用を行うこと
が必要。

2

　住民参加
による文化
財の保存活
用に取り組
む。

3

　文化財は
長い歴史の
中ではぐく
まれ，現代
にまで守り
伝えられて
きた貴重な
市民共有の
財産であ
り，文化財
保護に対す
る社会的
ニーズは認
められる。

3

　広く市民
ニーズがあ
るものでは
ないが，文
化財の適切
な保存，積
極的な活用
を図ることに
より，新たな
地域文化を
創造し，市民
の関心を高
める必要が
ある。

16 D
未
実
施

未
実
施

要
改
善

　地域との連携
を図りながら，
文化財の保存
活用を計画的
に推進する。

要
改
善

歴史的遺産や
伝統文化の保
存・保護及び
観光・交流資
源としての活
用を図る。

文
化
振
興
室

第
3
 

文
化
・
学
習

２
 

芸
術
・
文
化

(

3

)

み
よ
し
文
化
の
発
信
と
国
際
交
流
の
推
進

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

文化団体
の育成・
支援

8,035

市民が質の高い芸術・文化
に触れる機会の提供し，地
域の芸術・文化の振興につ
なげるものとして，文化施設
ホール等で行う文化活動に
対し補助金を交付し，活動を
支援する。
交付団体の実施する事業
は，参加型事業よりも鑑賞型
事業のものが主体となってい
る。（参加型事業は文化連盟
の事業で行っている。）
平成１７年度事業・・・［文化
振興活動支援補助金］みわ
文化センターホール運営協
議会外３団体，補助金総額：
６，６１７千円
平成１８年度事業・・・［文化
振興活動支援補助金］みわ
文化センターホール運営協
議会外３団体，補助金総額：
６，１９６千円

補助金額が，全市的に減
額される状況の中で，地域
の文化センターで行う文化
事業をいかに活性化させる
かが 重要課題である。利
用者負担の増大，自主財
源の確保，指定管理者との
協力関係構築等で，交付
団体に対する指導助言をこ
れまで以上に積極的に行う
必要がある。
また，ＣＡＴＶや市ホーム
ページ等による広報を充実
させ，入場者の増加につい
て積極的に支援する。

文
化
活
動
団
体
，
市
民

質の高い芸術・文
化の鑑賞機会を
提供することによ
り，地域の芸術・
文化の振興につ
なげることを目的
とする。

文化施設の事業
に補助金を交付
し，企画内容を指
導・助言し，広報
を充実させる。
これにより，質の
高い芸術鑑賞機
会を市民に提供
し，また，多くの方
に来ていただける
事業を実施する。

補助金交付団
体が行う文化事
業について，実
施結果報告書
の提出だけでな
く，ヒヤリングを
行うとともに，次
年度計画につ
いて，指導・助
言を行った。
これにより，１８
年度は，公演機
会等の充実が
図られた。

4

地域の文化
振興を推進
する上で，
各文化セン
ター施設を
拠点として
質の高い文
化事業の実
施すること
に貢献して
いる。

3

実施回数，
入館者数に
ついて，増
加できる可
能性があ
る。

4

補助金を減
額し，利用
者負担，自
主財源確保
の取り組み
が必要であ
るが，ある
程度安価な
入場料で良
質の芸術を
鑑賞しても
らうために
は，総事業
費の半額程
度は補助金
を交付する
ことが望まし
い。

2

良質の芸術
をある程度
安価に鑑賞
してもらうた
め，また，地
域の主体的
な文化活動
を支援する
ため，補助
金制度が必
要であるとと
もに，市が
企画や実施
方法につい
て指導助言
することで，
効率的で内
容の高い事
業の実施を
図る。

4

人間が人間
らしく生活し
ていくうえ
で，芸術文
化に触れる
機会を増や
していくこと
は非常に大
切なことで
あり，今後
社会的ニー
ズは益々高
くなると思
われる。

4

身近な施設
で質の高い
芸術を鑑賞
できる環境
が，市民の
生活に潤い
を与え，地域
の文化振興
に貢献する
ということ
で，市民の
ニーズも高
い。 21 C

未
実
施

要
改
善

要
改
善

補助金の減額
傾向はあるが，
地域の文化事
業は今後ます
ます活性化さ
せる必要があ
るため，費用対
効果の高いも
のを企画・実施
できるよう積極
的に支援して
いく。 要

改
善

文化施設を効
果的に活用す
るとともに，利
用者負担の見
直し，自主財
源の確保，指
定管理者との
協力関係の構
築等を行う。

秘
書
広
報
担
当

第
3
 

文
化
・
学
習

２
 

芸
術
・
文
化

(

3

)

み
よ
し
文
化
の
発
信
と
国
際
交
流
の
推
進

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

国際交流
推進業務
（財団法
人三次国
際交流協
会）

10,635

財団法人三次国際交流協会
（事務局：市長公室）を通じて
行う国際交流事業の推進。
三次市における国際化の進
展に適切に対処するととも
に，在住外国人と地域住民と
の親善交流を推進することを
目指し，住民レベルでの国際
交流･国際協力を積極的に実
施するよう支援する。

(1)在住外国人のための生活
相談(2)賛助会員の募集(3)
国際交流・協力ボランティア
の募集(4)第2回外国人によ
る日本語スピーチコンテスト
(5)国際交流・協力事業報告
会(6)友好･姉妹都市からの
海外友好訪問団受入事業協
力(7)外国人訪問者の受入
(8)各交流団体への助成金交
付事業

急速な国際化により，社会
的にも外国人による犯罪が
増加しており，その原因の
ひとつに言葉の壁による意
思の疎通がとれないことへ
のストレスがあげられる。こ
のことが示すように今後さ
らに，在住外国人同士，在
住外国人と地域住民の相
互理解，交流，協力の推進
の必要性に迫られる。

三
次
市
民

(

在
住
外
国
人
を
含
む

)

三
次
市
を
訪
問
す
る
外
国
人

民
間
国
際
交
流
団
体

①三次市民の国
際意識の高揚・国
際交流の推進
②在住外国人が
住みやすいまち
づくりの形成
③民間国際交流
団体の活動支援
と団体強化

(1)外国人との交
流及び国際理解
を目的とした事業
の実施
(2)外国人の住み
やすい・訪問しや
すいまちづくりの
ための事業の実
施
(3)協会の活動拡
大と強化のため
の事業の実施
(4)国際交流団体
支援のための事
業の実施
(5)友好・姉妹都
市交流推進のた
めの事業の実施

　昨年に引き続き
基本財産の大幅
な運用益があっ
た。
  事業の継続(外
国人による日本
語スピーチコンテ
スト)の実施。
　民間国際交流
団体への助言・
提案など積極的
な支援を行った。
　2,100万円の指
定寄附により新
たな運用財産の
確保に繋がった。
　教育的な人事
交流の継続は，
勿論の事，産業，
経済分野での交
流を模索するた
めインドへのIT視
察事業を実施。

3

三次市の国
際交流に関
する事業は
(財)三次国
際交流協会
を通して事
業実施をし
ており，この
協会は国際
交流・協力
のための事
業を広く展
開している
ため目的達
成への貢献
をしている
が，今後も
国際理解の
推進及び在
住外国人支
援に力を入
れる必要が
ある。

3

多様化する
国際交流・
協力に対し
て対応でき
るよう人的
支援を行う
必要があ
る。さらに民
間交流団体
が活発に活
動できるよう
に助言や協
力などの支
援を行う必
要があるた
め。

5

(財)三次国
際交流協会
の事務費に
対しては補
助金を交付
せず，財産
の運用益で
行っている
のでコスト
がかからな
い。

4

他市の状況
を見ると独
自に職員を
雇用し，行
政は管理職
の出向等で
事務局の運
営を行う財
団がある
が，本市財
団の財産規
模・事業規
模を考慮し
て，行政を
中心に事業
実施するこ
とで充実し
た活動が展
開できる。

5

今後日本が
少子高齢化
による労働
力不足及び
国際化で外
国人とふれ
あう機会が
増えること
が見込まれ
る。多文化・
共生社会の
中で国際交
流・国際協
力及び外国
人支援事業
の実施は自
治体及び国
際交流協会
が主体と
なって行う
事業の中心
になるべき
ものである
と考える。

4

行政・協会・
民間団体が
一体となって
国際意識の
高揚を図る
ための啓発
事業に力を
入れた成果
があり，国際
交流・協力に
関する意識
は市民の中
でも高くなっ
ている。

24 B
未
実
施

事
業
拡
大

事
業
拡
大

インドハイデラ
バード市との友
好都市提携に伴
う新たな交流団
体の立ち上げ支
援と三次市の産
業，経済分野で
の新たな交流の
実施を行う。財
団法人三次国際
交流協会主催の
スピーチコンテス
トの継続的な支
援と新たに日本
人学生による英
語でのスピーチ
コンテストの開催
支援を行う。ま
ず，三次市内の
中高校生を対象
に実施し，今後
何らかの大会
（市を越えての）
につなげていく。

事
業
拡
大

異文化交流か
ら更に発展さ
せて，産業経
済分野の知
識・技術の交
流を含め，戦
略的な交流を
進めるなど内
容の見直しを
積極的に進め
る。

29／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

事業回
数

回 5 4
催事来場
者

人 770 800

相談件
数

件 8 10 10 解決 件 2 3 4

開催回
数

回 12 12 12 照会 件 4 5 3

教示 件 2 2 3

ひと・か
がやき
フェスタ

回 1 1 1

ひと・か
がやき
フェスタ
参加者数

人 2,112 960 600

講座・教
室の受
講者

人 71 736 885
講座・教
室の受講
者

人 71 736 885

外国人
相談者
数

人 92 106 100
外国人相
談者数

人 92 106 100

1
3
 

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
当
初

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

1
0
　
内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

106

107

108

105

自
治
振
興
室

第
3
 

文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

2

)

人
権
の
尊
重

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

地域相談
業務

212

みよしまちづくりセンター及び
別館において，市民相談全
般（人権相談・地域相談・生
活相談・消費生活相談・健康
相談・介護相談・助成相談・
青少年，子育て相談・教育相
談など）の相談業務を行う。
１８年度からは，一日市民相
談業務も地域相談に統合し
て，事業を行う。

各関係部署や支所と連携
し，情報を共有する体制づ
くり。

市
民

市民の悩みや問
題の解決につな
がるようなアドバ
イスを行う。

面談による相談
など

一日市民相談
を統合し，通常
の業務として行
えるようにした。

2

何度も同じ
相談を持ち
込まれるこ
とも多いた
め。

3

各部署との
連携をはか
ることによ
り，問題解
決につなが
ると考えら
れる。

5

コストは職
員の人件費
のみである
ため。

5

設置目的に
沿った，市
の運営義務
があり，実
施せざるを
得ない。

3

利用度は低
いが，一定
の利用は継
続的にあ
る。ただ相
談者が固定
化してい
る。

3

利用度は低
いが，一定
の利用は継
続的にある。
ただ相談者
が固定化し
ている。

21 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

本来縮小すべ
きと思われる
が，補助事業
の関係で，
低限の事業実
施が必要であ
る。

要
改
善

関係部署や支
所との連携を
強化し，情報を
共有できる体
制づくりを行
う。

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

第
3
 

文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

2

)

人
権
の
尊
重

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

ひと・か
がやき
フェスタ

6,458

人として人権感覚を身につけ
るための取り組みを行なうこ
とで、自らが気づき、人として
の思いやりなどの意識に目
覚めることができる具体的施
策の事業を行なう。（平成１７
年度の取り組み内容）ひと・
かがやきフェスタ，ひと・かが
やき講演会の開催。

ひと・かがやき・みよしプラ
ン（三次市人権教育・啓発
推進プラン）に基づき、時
代の要請にそった啓発の
取り組みを広く市民に伝
え、理解していただく。

市
民

誰もが人権尊重
の理解を深め、互
いに認め合い、と
もに支えあって生
きるひとづくり・ま
ちづくりをめざ
す。

人権をともに考え
る機会として、ひ
と・かがやきフェ
スタを開催する。

平成１７年度
は、他部局との
イベント（健康
福祉まつり）と
同日開催するこ
とで、より多くの
市民に参加して
いただいた。
また講演会にお
いては、人権週
間期間中に行
ない、講演・上
映会の実施と
人権啓発パネ
ル展示等、市民
に判りやすい場
の提供を行なっ
た。

3

市民への広
報周知はし
ているが、
より広い市
民参加の方
法を考える
余地があ
る。

3

人権教育・
啓発につい
て、市民が
取り組みや
すい施策を
展開するこ
とが必要で
ある。

4

事業の開催
にあたり、
参加者から
の受講料の
徴収につい
ては、検討
する余地が
ない。

5

不当な差別
意識による
人権感覚の
ズレに気づ
き、自らを振
り返り、人と
しての思い
やりを持つ
ことの大切さ
を学ぶ講座
等を繰り返
す必要があ
る。 4

現代社会の
中で、外国
人との共生
や国際社会
の中心で生
き続けられ
る人権感覚
を鋭意に持
ち続けるた
めの社会的
ニーズは、
高いと考え
る。 2

市民に啓発
が十分行き
届いていな
いこともあ
り、市民の関
心や盛り上
がりが不足
している。

21 C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

市民ニーズの
低さに課題が
あり、市民の関
心や盛り上がり
が十分でない
ため、今後はよ
り一層の取り組
みやすい具体
的施策を推進
する必要があ
る。

要
改
善

事業目的と市
民意識の分析
が必要。

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

第
3
 

文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

2

)

人
権
の
尊
重

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

外国人施
策に関す
る事務

987

外国人生活相談を開設し、
行政手続きの方法や生活上
の悩み等助言を行なってい
る。
みよし日本語教室・ポルトガ
ル語教室・日本語指導ボラン
ティア講習会の実施や、永住
外国人参政権への取り組み
を行なっている。

日本語指導ボランティア等
に関心があり、協力的な人
材の発掘。
参政権は、国の判断が必
要となるため困難である
が、取り組まなければいけ
ない課題である。

市
内
在
住
外
国
人

日本での日常生
活を安心して営め
るようにする。

外国人生活相談
を開設し、相談に
応じ助言を行な
う。
日本語教室・ポル
トガル語教室・日
本語指導ボラン
ティア養成講座・
市職員英会話講
座の開設。

市内在住外国
人が年々増加
している中で，
少ない教材の
活用と講師数
の現状維持で
行なっている。
（人材養成講座
の予算化が必
要となる。）

5

日本語の習
得を希望す
る外国人が
増えてお
り、自立して
いけることを
目指してい
る。

5

日本の生活
習慣・文化
等になじん
で、上手に
合わせてい
けるように
なったと思
われる。

4

外国人に対
する生活相
談は、講師
料のみで経
費はかかっ
ていないと
考える。

5

市が外国人
の自立支援
のため、取
り組むべき
施策と考え
る。

4

外国人登録
者は増えて
おり、在留
資格を持
ち、学び、
働くといった
状態であ
る。
支援施策が
必要であ
り、社会的
ニーズは高
いと考え
る。

3

協働のまち
づくり推進に
あたり、各地
域の外国人
支援に対す
る市民ニー
ズがある。

26 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

「三次市人権教
育・啓発推進プ
ラン」において
も、外国人に対
しての施策は
重要であり、ま
た学校でも外
国人が増加し
ているため、事
業ニーズは高
い。
市の関与は
小限で効果を
上げており、引
き続き事業をす
すめていく必要
がある。

要
改
善

外国人のニー
ズを把握し，計
画的に住みや
すい環境づくり
に努める。

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

第
3
 

文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

1

)

平
和
の
継
承
と
創
造

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

平和推進
事業

9,142

被爆者や戦争体験者の高齢
化により、原爆と戦争の記憶
は次第に風化し、忘れ去られ
ようとしている現状にある。
このため、平和行政を「慰
霊・継承・創造」の三つの基
本理念のもと、市民一人ひと
りが平和の尊さについて考
え、平和への想いを伝える平
和祈念事業を展開する。

被爆者や戦争体験者の高
齢化により、体験継承が困
難になる。

市
民

平和の大切さ、尊
さに想いを寄せ、
恒久的な平和の
実現を祈念する
機会とする。（市
民が安心して暮ら
すことのできる戦
争も核もない世界
平和の構築）

「平和の尊さ」の
発信

前年度，現状維
持であるため特
になし。

5

昨年広島・
長崎に原爆
が投下され
て６０年の
節目を迎
え、三次市
平和非核都
市宣言を行
なった。
これを世界
に向けて広
く発信すると
ともに、あら
ためて平和
の尊さを考
える機会と
する。

3

内容の充実
を図るため、
次世代を担
う子どもたち
にも参画し
てもらう。

3

コンサート
経費の縮減
（平和祈念
事業の趣旨
を盛り込ん
だ内容で実
施する。）

5

平和の尊
さ、平和を願
う市民の想
いは、イデ
オロギーを
異にする平
和運動に
よって左右
されることの
ないよう、平
和行政の基
本理念に
そって取り
組みを推進
すべきであ
る。

5

世界初の被
爆県とし
て、継承と
平和の創造
に対する社
会的ニーズ
は、極めて
高い。

5

平和への願
いは永遠の
ものであり、
今後も市民
の平和意識
の高揚を図
るため、必要
なものであ
る。
市民が米軍
機の低空飛
行等で日常
生活が脅か
されることに
ついて、極
めて関心が
高い。

26 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

平和を基調と
するまちづくり
に、本事業を推
進していく必要
がある。

要
改
善

平和教育は今
一番求められ
るものであり，
次世代の子ど
もたちに，生命
の大切さを認
識させること
で，凶悪な犯
罪を起こさない
環境づくりを今
後も行ってい
く。

30／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

相談者
数

人 128 130 38 相談者数 人 128 130 140

女性から
の相談
件数

件 293 192 200
女性から
の相談件
数

件 293 192 200

男女共
同参画
週間講
演会等

回 8 7 4

男女共同
参画週間
講演会参
加者数

人 292 60 160

男女共同
参画セミ
ナー参加
者数

人 － 87 60

実施回
数

回 1 1
児童によ
る満足度

％

参加人
数

人 605 539

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

１
０
　
内
容
の
改
善

1
9
年
度
予
算

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

109

110

111

112

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

第
3
 

文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

2

)

人
権
の
尊
重

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

市民無料
法律相談

826

毎日の暮らしの中での悩み
ごとや心配ごとに、弁護士が
専門的な立場で無料で相談
に応じる。

限られた時間なので、相談
者には質問内容を絞るよう
勧めている。
相談時間を延長すると業務
委託料が増加するため、延
長は難しい。どうしても急が
れる方には有料法律相談
を照会する。併せて、県民
相談室でも第三木曜日に
無料弁護士相談を行って
いるので勧めている。

原
則
と
し
て
三
次
市
民
　
（

住
所
・
勤
務
先
・
学
校
等
が
三
次
市
内
で
あ

る
こ
と

。

）
他
市
は
補
欠
表
で
受
付
け

、
前
日
確
認
も
行
う
が

、
空
き
が

で
た
場
合
は
相
談
を
受
け
る
こ
と
と
し
て
い
る

。

相談者が解決の
筋道をみつけら
れるよう、助言と
指導を行う。

広島弁護士会か
ら備北地域へ派
遣される弁護士
が、刑事・民事・
その他法律相談
全般に応じる。

相談時間をどう
するかといった
問題はあるが、
現時点で法律
相談事業自体
に特段の改善
点はない。

4

相談者のニ
－ズに応え
ている。

2

解決に向け
ての方向性
が明確であ
る。

5

予算は弁護
士への業務
委託料であ
り、弁護士
費用が高額
であること
から削減は
難しい。

5

市民にやさ
しい自治体
をめざすの
なら、市でな
ければでき
ない。

5

経済不況の
中で、不安
定生活を余
儀なくされ
ている実態
から必要性
が高い。

5

予約制で受
付けている
が、他の機
関へ照会す
るほど，市民
ニ－ズは高
いと思われ
る。

26 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

法的なトラブル
は増えており、
無料法律相談
のニーズは高
く、今後も継続
が必要である。

要
改
善

利用状況など
からニーズを
的確につか
み，受益者負
担も考える中，
開催回数につ
いて検討す
る。

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

第
3
 

文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

3

)

男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

女性相談
業務

2,378

家庭内暴力、児童虐待、離
婚問題など女性が抱える
様々な課題について、婦人
相談員を配置して相談に応
じ、その解決をめざす。
婦人相談員の設置、女性一
時保護　等

備北地域こども家庭セン
ターとの連携強化。

売
春
防
止
法
の
規
定
に
よ
る
要
保
護
女
子

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す

る
法
律
の
規
定
に
よ
る
暴
力
被
害
者
女
性

転落未然防止及
び保護更生
保護

相談（情報提供を
含む）及び一時保
護施設への同行

前年度，現状維
持であるので特
になし。

4

県立婦人相
談所や警察
等関係機関
と連携をと
るので、相
談者に対し
より的確な
情報提供を
行うことがで
き、目的達
成への貢献
度は大き
い。 4

相談者（市
民）の保護
が主体であ
る業務の性
質上、現状
の週３回の
開設は必要
であり、それ
以上の改善
を図ることは
困難であ
る。

5

コストは人
件費と研修
費が大半を
占めてい
る。
婦人相談員
による相談
日を週３回
開設してい
るが、相談
者（市民）は
不特定で、
緊急を要す
ことがある。
週３日は必
要であり、こ
れ以上はコ
スト削減余
地が小さ
い。

4

備北地域こ
ども家庭セ
ンターが平
成１７年７月
１１日新設さ
れたが、引
き続き市が
相談窓口体
制の充実を
図る必要が
ある。

4

男女が対等
なパート
ナーとして
その個性と
能力を十分
に発揮し、
社会のあら
ゆる分野に
参画できる
まちづくり・
ひとづくりの
ための事業
のひとつで
あり、現在
の社会情勢
として求め
られている
ものであ
る。

3

対象は市民
全体ではな
く、必要な市
民は限られ
るが、誰でも
いつ必要と
なるかわか
らないため、
一時保護等
の相談対応
体制は必要
である。

24 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

女性相談業務
に対する市の
役割は、重要
である。
男女共同参画
社会のまちづく
り・ひとづくりの
ために、社会
的ニーズは高
い。

要
改
善

ＰＲを含め相談
しやすい環境
と，的確な判断
のための連
携・研修を進め
る。

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

第
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文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

3

)

男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

男女共同
参画推進
事業

10,120

　男女が互いにその人権・個
性を尊重しつつ責任も分かち
合い、その個性と能力を十分
に発揮することができる男女
共同参画社会の実現を目的
とし、総合的かつ計画的に事
業を行なう。
（平成１７年度の取り組み内
容）
男女共同参画週間講演会お
よび男性セミナー，女性セミ
ナーの開催
男女共同参画情報紙の創刊

広く市民・事業者の理解と
協力の下に、あらゆる分野
での男女共同参画を浸透
させることが課題である。
この課題を解決するために
は、ひとづくり推進室を含
め全庁的に男女共同参画
の視点にたって、市の事業
を行なっていくことが必要
である。

市
民
及
び
事
業
者

男女共同参画社
会の実現を図る。

男女共同参画の
推進に関する施
策（積極的改善措
置を含む）を策定
し、実施する。

前年度，現状維
持であるので特
になし。

3

市民への広
報周知はし
ているが、
限られた開
催の中で、
より多くの
市民に参加
してもらえる
よう考える。

3

事業開催に
ついて、市
民が企画・
立案・準備
等にかか
わっていくこ
とで、男女
共同参画社
会の実現に
向けた施策
の展開が可
能である。

3

事業の開催
にあたり、
市民および
事業所ごと
に講座や講
習会等を積
極的に行な
う。

5

男女共同参
画事業を推
進するた
め、同条例
第４条に掲
げる市の責
務に基づ
き、積極的
に事業を推
進していく必
要がある。

5

現代社会に
おいて、男
女があらゆ
る分野で協
力・参加・活
躍しやすい
環境の構築
は、緊急的
課題であ
り、社会的
ニーズは極
めて高い。

3

市民・事業
者への周知
徹底がなさ
れていない
ところがあ
り、男女共同
参画社会の
実現に向け
た取り組み
が十分でな
い。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

男女共同参画
推進事業に対
する社会的
ニーズは極め
て高いと考える
ことから、今後
より一層市民・
事業者の関心
を高めていく必
要がある。

要
改
善

継続的な取り
組みと関心を
高める工夫が
大切。

社
会
教
育
室
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文
化
・
学
習

４
ス
ポ
ー

ツ

(

1

)

だ
れ
も
が
ス
ポ
ー

ツ
に
親
し
め
る
環
境
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

６年生陸
上記録会

2,118

①児童の体力・運動能力が
低下傾向にある中，市内全
校の小学校６年生がみよし
運動公園において競技を行
い，体力・競技力の向上を図
る。②運動を始める契機づく
りや，個性や特技を伸ばすた
め模範演技や指導を行う。
③知育・体育・徳育には体
力・集中力，礼節が必要であ
り，バランスのとれた人間形
成を図る。　④小学校間の親
睦を図る。　⑤みよし運動公
園を使用しての競技から，施
設の感触・良さを会得する。
⑥自己記録目標達成を果た
すため，練習に取り組む。こ
とを目標に，走る・投げる・跳
ぶ種目を行う。

・現状の事業内容・手法で
は目的を達成できるとは言
い難く，廃止を含めて事業
内容の大幅な見直しを行う
必要がある。

市
内
小
学
校
６
年
生

体力・競技力の向
上
運動への契機づ
くり
知育・徳育・体育
のバランスのとれ
た発達
市内小学校の一
体感の醸成

　市内小学校６年
生全員が一堂に
会し，陸上記録会
を実施

日程の調整（夏
休み後半のス
ケジュールで
あったことを改
善し，秋開催と
する）
半日開催を一
日開催とした。

2

　現在の事
業内容で
は，目的で
ある児童の
体力・競技
力の向上
や，学校間
交流につな
がっている
とは言い難
い。

3

　児童の体
力づくりを進
めるため
に，市内小
学校６年生
を対象とした
記録会を開
催すること
により，体
力・競技力
の向上を図
ることを目的
としている
が，長期的・
計画的な取
組みには
なっていな
い状況にあ
る。

3

　費用の多
くは会場ま
での輸送費
であるが，
より効果的
な事業内容
を検討する
中で，コスト
削減につい
ても考慮す
る必要があ
る。

3

　学校行事
である限り，
市が関与す
る必要はあ
る。

3

　子どもの
体力・運動
能力低下が
懸念される
ており，智・
徳・体のバ
ランスのと
れた人間形
成を図る上
でも，学校
におけるス
ポーツの振
興には社会
的ニーズは
認められ
る。
　ただし，事
業内容につ
いては，社
会的ニーズ
に真に対応
したものに
見直す必要
がある。

3

　子どもの体
力・運動能
力の低下へ
の対応が求
められてい
る社会状況
の中で，学
校でのス
ポーツ振興
に対する保
護者の理解
は進みつつ
ある。
　ただし，事
業内容につ
いては，真
に有効なも
のに見直す
必要があ
る。

17 C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

　児童の体力・
運動能力低下
への対策として
は，体育授業
や各学校全学
年で体力テスト
を実施してお
り，小学校６年
生に限定した
現状での本事
業による目的
達成への効果
は薄く，費用対
効果も低い。ま
た，学校間交
流についても，
本事業による
貢献度は低く，
別の手法によ
る実現が可能
であり，抜本的
に事業内容を
見直す必要が
ある。

要
改
善

目的を効率よく
達成できる手
法を検討し，本
事業は廃止を
含めて大幅な
見直しを行う。

31／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

実施回
数

回 1 1 1
参加チー
ム数

チー
ム

45 52

ワーク
ショップ
等の開
催

回 2 1 3

ワーク
ショップ
等の参加
人員

人 90 10 50

各種教
室の開
催

回 1 - 1
各教室等
参加者・
見学者数

人 1,000 - 1,000

指定管
理者によ
る企画イ
ベント

回 - - 1 来園者数 人 40,127 47,172 71,000

会議開
催回数

回 2 20 20
整備施設
利用者数

人 6,639 6,978

整備件
数

件 1 3

キャン
ペーンポ
スター掲
示

枚 － 6,100 3,000
GW主要
施設入館
（場）者数

人 - 54,955 106,790

新聞広
告

部 1,218,180
年間入込
客数

人 1,629,985 1,625,455 2,924,794

キャン
ペーン説
明会

人 190

成
果
の
向
上

1
8
年
度
中

計
画
的
に
拡
大

1
9
年
度
中

国
土
交
通
省
に
よ
る

周
辺
整
備
事
業
は
終
了

1
8
年
度
中

コ
ス
ト
の
削
減

1
9
年
度
予
算

115

116

113

114

社
会
教
育
室
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ー
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(

1
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だ
れ
も
が
ス
ポ
ー
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く
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業
務
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対
外
的
な
業
務
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サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

三次駅伝
競走大会
運営費補
助金

624

　三次市体育協会（三次駅伝
実行委員会）が行う駅伝競走
大会の運営に係る経費に対
し，補助金を交付する。

　単独での補助金支出を見
直し，体育協会に対する補
助の中で整理する必要が
ある。

三
次
市
民

　心身の健全な
育成を願い，体力
づくりには欠かせ
ないスポーツを通
じて健康増進を図
る。

　駅伝競走大会
開催のための補
助

　体育協会と連
携し，企業等の
参加を促し，参
加チームを増や
す。

3

　歴史ある
駅伝大会で
あり，着実
に定着し効
果を上げて
いる。

4

　地域の伝
統あるス
ポーツイベ
ントであり，
継続して実
施する必要
がある。

4

　警察から
交通規制等
を強化する
よう指導さ
れており，
経費増加へ
の対応につ
いて，参加
者負担の見
直しを行うこ
とも必要で
ある。

2

　市体協・市
陸協が中心
に運営して
おり，市の
関与は 低
限度に近
い。

3

起伏に富む
ロードレー
スは中学・
高校県大会
等でも開催
されており，
トラックレー
スとは異な
る成果が得
られるため
開催要望は
強い。

3

心身の健全
育成・市民
の体力向上
など，大会出
場にむけた
練習が日常
的に行われ
ている。沿道
をはじめ，市
民の応援も
熱心で高
い。

19 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

個別事業として
の補助金では
なく，体育協会
に対する支援
を検討する中
で整理する必
要がある。

事
業
縮
小

補助金の見直
しを検討をす
る。

み
ら
い
都
市
室

第
3
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４
ス
ポ
ー

ツ

(

3

)

ス
ポ
ー

ツ
施
設
の
充
実

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
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務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

みよし運
動公園整
備

1,039,685

県北のスポーツ・レクリエー
ション活動の拠点を担う都市
公園施設として位置づけ，都
市計画決定及び事業認可を
受け整備を行っている。これ
までには平成６年のアジア大
会や平成８年の国民体育大
会でのサッカー競技会場とし
て活用しており，スポーツ人
口の増加や競技レベルの向
上に寄与している。平成17年
度はテニスコート（屋内４面，
屋外８面）整備工事及び南側
駐車場リニューアル整備工
事を行い，公園用地も計画
的に三次市土地開発公社か
ら買い戻しを行っている。今
後は野球場等の整備を進め
施設の充実を図る。

施設の維持管理及び利活
用について，平成１８年度
から指定管理者制度の導
入を行うが，
ﾃﾆｽｺｰﾄについては，この
面数に応じた大会の開催を
確保し年間を通して取り入
れるように広報・ＨＰ等を活
用する。
また，野球場整備について
も市民のニーズを反映した
施設整備が行う必要があ
る。

市
民
・
広
島
県
北
部
の
ス
ポ
ー

ツ
愛
好
家
・
フ

ァ
ミ
リ
ー

層
・
近
隣
施
設
利
用
者

スポーツ人口の
増加及び競技レ
ベルの向上、市
民の憩いの場の
提供

①利用者の利便
性の向上やシン
ボル性をもった施
設整備

事業の目的実
現のため、市民
のニーズをより
探ることが必要
であると認識
し、平成１６年
度に開催した幅
広い層によるテ
ニス愛好家など
によるﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟの意見を反映
した設計を基に
整備工事を行っ
た。

4

三次市及び
県北のス
ポーツレク
レーション施
設の拠点と
しての役割
を果たして
いる。１６年
度のﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟにお
いては市民
の意見を聴
取しより
ニーズに
あった施設
整備を行っ
た。

5

特にプロ野
球選手によ
る野球教室
は好評であ
り、このよう
なイベントを
継続的に行
う必要があ
る。

4

施設整備及
び維持管理
について、
コスト縮減
のため検討
の余地があ
る。

3

施設整備に
ついては市
が都市公園
法に基づき
整備してい
き,維持管理
については
指定管理者
制度の導入
を１８年度か
ら行う。

5

県北のス
ポーツ･レク
レーション
の拠点とし
てのニーズ
は非常に高
い。また災
害時の避難
所等多目的
な利用も可
能である。

5

住民アン
ケートによる
ニーズはき
わめて高
い。

26 B

事
業
拡
大

現
状
維
持

事
業
拡
大

来園者数をみても
県北のスポーツ･
レクレーション施
設としてのニーズ
は非常に高く、整
備する必要性は
ある。さらなる来
園者数を確保し、
施設を有効に活
用するため今後
は周辺施設（広島
三次ワイナリー・
奥田元宋小由女
美術館・三次中央
病院）との連携を
視野にいれた多
目的な利用につ
いて検討する必
要がある。また合
併後の市域人口
の増加に対応し
た各種スポーツ
大会やイベントの
拠点にふさわしい
施設であり、三次
の顔の一つとなり
得る。

事
業
拡
大

野球場整備等
市民ニーズを
反映し，こども
たちに夢を与
える整備を進
める。

政
策
担
当

第
4
 

産
業
・
経
済

１
観
　
光

(

1

)

観
光
資
源
の
魅
力
ア

ッ
プ

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

灰塚ダム
周辺整備
事業

10,974

平成18年度の灰塚ダム完成
へ向けて，灰塚ダム周辺を
整備し，広く人々が交流した
り，市民の自然学習の場や
レクリエーション，癒しの場と
しての利用を図る。整備計画
はダム起業者である国土交
通省や地元住民と協議しな
がら進めていく必要がある。
国土交通省は基盤整備まで
を行い，市は施設整備を実
施する。なお，ダム完成後の
維持管理費については，本
年度竣工までに協議・決定す
る。

整備計画はこれまでダム起
業者である国土交通省や
地元住民と協議しながら進
めてきた。国土交通省は基
盤整備までを行い，施設の
設置については市が実施
する。維持管理方法につい
ては，今後三者で協議して
進めていく。

主
と
し
て
ダ
ム
周
辺
住
民
及
び
市
民

人々の交流や自
然学習の場，レク
リエーション，癒し
の場としての活用
を図る。

平成17年度事業
として，安田パー
クゴルフ場トイレ
整備。
平成18年度事業
として，灰塚大橋
整備（高欄設置）
を実施する。

平成17年度は
安田パークゴル
フ場にトイレ施
設を設置し，利
用者の利便性
の向上を図っ
た。平成19年度
からソフト事業
に当てる原資
が減少するの
で，平成18年度
はそれに向け
ての地元調整
を図る。

4

道路整備を
含め，周辺
整備の約９
９％（国交省
分）を完了し
ている。

3

地元との協
議を進める
ことにより，
地元理解の
上で事業を
執行するこ
とが可能と
なる。

4

事務事業を
効率化でき
る可能性が
低い。

3

周辺を整備
し，ダム周辺
環境の保全
と利活用を
進めるため
には，市が
国土交通省
や地元との
協議を行い
ながら進め
ることが必
要。

3

ダム周辺を
利活用する
という点に
ついては，
社会的ニー
ズがある。

3

施設整備は
地域住民と
の当初から
の約束であ
り，特定地域
の要求が強
い。市民全
体からは観
光エリアとし
ての期待が
あると思わ
れる。

20 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

国交省による
周辺整備事業
完了後，市へ
管理等を委託
されるため，受
託後における
単市の整備は
継続して実施
する必要があ
る。４４

終
了

国土交通省に
よる周辺整備
事業完了後
は，ダム湖を
重要な観光資
源や教育資源
として有効利
用するための
施策を展開し，
周辺地域の活
性化を図ること
が必要。

秘
書
広
報
担
当
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１
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観
光
資
源
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魅
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対
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サ
ー

ビ
ス
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上
が
求
め
ら
れ
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仕
事

大型観光
キャン
ペーン事
業(秘書
広報担当
分)

57,689

今春に開館した奥田元宋・小
由女美術館，はらみちを美術
館などの芸術文化施設を含
めた市内のあらゆる観光資
源と連携して，観光都市みよ
しをPRし，入込観光客の増
加を目指す。
三次市観光キャンペーン実
行委員会と連携し，イベント
の実施，観光情報発信，市
民のおもてなしの心の醸成を
推進する。

19年度以降は17･18年度で
行った事業を一定の成果と
してとらえ，観光ビジョンに
基づき，それぞれの部署で
主体的に取り組んでいく。

三
次
市
内
外
及
び
海
外
の
人

三次市の知名度
アップと入込観光
客の増加

観光ルートの設
定
観光情報の積極
的な発信
観光資源の魅力
アップ
市民をあげての
おもてなしの気運
の醸成

4

大型観光
キャンペー
ンによる三
次市の知名
度アップへ
の貢献度は
大きい。

5

地域産業に
活力を与
え，元気な
三次市を創
造して働く喜
びをもてるま
ちづくり，誇
りを持てるま
ちづくりに十
分成果があ
る。

4

トータルの
宣伝効果を
考慮し，そ
れぞれのイ
ベントや事
業を行なっ
ているた
め，削減余
地は少な
い。

3

観光とあわ
せ，農林
業，商工業
の施策を一
体的に行な
うことで，三
次の魅力を
アップし国内
外へアピー
ルするに
は，市の関
与が必要で
ある。 5

観光情報や
おいしいも
の，気持ち
のいいお店
などいろい
ろな情報を
みんな求め
ている。

4

観光客を呼
び込むため
には，全市
民がおもて
なしの心で
対応し，リ
ピーター，滞
在型の観光
客を増やす
ことが重要で
ある。

25 B
未
実
施

未
実
施

終
了

平成１７年度か
ら開始した観光
キャンペーンに
より，魅力ある
三次市の宣伝
にかなりの成
果があった。
今後は，三次
市観光キャン
ペーン実行委
員会を継続さ
せ，観光ビジョ
ンに基づき各
部で日常的に
取り組んでい
く。

事
業
拡
大

平成１７年度・
１８年度の取組
による効果な
どを整理し，
「また来ていた
だける三次」づ
くりのため部署
間の連携を深
め更なる観光
資源の魅力
アップに向けた
情報発信に取
り組む。

32／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

実行委
員会開
催回数

回 4 5 5
バザー出
店数（祗
園祭り）

団体 14 17 18

参加者数
（将棋大
会）

人 146 113 200

試食会 回 3 3
開発した
美容料理

品 3 3

レシピ検
討会議

回 5 5

おもてな
しの花
いっぱい
事業

回 1 2
市民ボラ
ンティア
参加人数

名 149

「サミッ
ト」開催

回 1 1 1

機関紙
サン太郎
通信
(三次の
イベント
情報等)

発行
回数
(掲載
記事)

 6( 9 )  6( 14 )  6( 15 )

幹事会
出席

回 1 2

サミット
出席

名 3 3

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

成
果
の
向
上

1
9
年
度
中

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

119

120

117

118

三
良
坂
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ
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1
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観
光
資
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魅
力
ア

ッ
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事
務

間
接
業
務

(

内
部
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理

)

サ
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ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

観光商工
に関する
業務

283

実行委員会が開催するイベ
ント（三良坂祇園祭、盆踊り、
舛田幸三盃将棋大会等）をと
おした集客と商店街の活性
化を図る。

７商工会が平成１９年度合
併し、広域な組織となる。
それぞれの旧商工会の特
性を活かし、自立した組織
づくりが課題である。また
灰塚ダムが平成１８年度完
成し、観光資源としての活
用（商店街に観光客をどう
引き込むか等）について検
討する必要がある。

集
客

（
観
光
客

）
と
商
工
業
者
等

実行委員会が開
催するイベントを
とおした集客と商
店街の活性化。

商工会が中心と
なった実行委員
会に参画し、企画
等のサポート。

支所は企画づく
りに参加し、サ
ポートのみとし
ている。

4

実行委員会
のメンバー
として企画
に参画して
いる。

3

実行委員会
に市民代表
も加え、企
画づくりをす
る必要もあ
る。

4

空店舗の活
用や市民募
金の検討が
必要であ
る。

2

ボランティア
スタッフを募
集し、関与を
縮小しても
支障はな
い。

4

各種団体等
が商工会と
連携し、イ
ベントに関
わることで
ニーズは高
い。

4

各種団体等
が商工会と
連携し、イベ
ントに関わる
ことでニーズ
は高い。ま
た、市民の
交流の場と
してのニー
ズも高い。

21 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

実行委員会へ
の市民参加や
資金調達など
工夫が考えら
れる。

要
改
善

本年度完成す
る灰塚ダムな
どの地域資源
を生かした取
組を新たに行
う必要がある。

観
光
商
工
室

第
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1

)

観
光
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新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

特産品に
よる美容
料理開発
事業

1,768

三次市特産品（食材・食品）
の販売促進のため,特に美容
に効果のある栄養成分の基
礎データーを作成し,それを基
に新メニューを開発する。将
来的には,市内の店舗等での
提供やパッケージ商品の開
発・提供を目指す。

美容料理を広く市内外者に
PRし,その料理が継続して
提供できるように取り組
む。また，季節に合ったメ
ニューの変更等にも工夫す
る。
常に，食された人の声を聞
き入れ，より手軽で親しみ
やす美容料理としたい。

主
に
３
０
代
か
ら
５
０
代
の
女
性

三次市の独自の
料理の開発

体にいいとされる
美容料理を三次
市内外の人に食
してもらう

3

三次市特産
品を使った
美容料理と
して登録し
た作品が３
品目完成

3

ある特定の
場所でしか
提供できな
いため，美
容料理を食
してもらう機
会が少ない

2

市の特産物
を使っての
美容料理な
ので,市との
連携が必要
不可欠だと
思われる

3

三次市の特
産品を使っ
て，美容に
効果的な料
理ということ
で，料理そ
のものと，市
への関心も
深まると思
われる

3

美容は健康
と同様に関
心が高く，
美容と名の
つくものに
は，誰もが
目を留める

2

美容に対す
るニーズは
大いにある
ため，三次
市をPRする
ためにもま
ずは市内で
の美容料理
を広げること
が検討され
る。

16 D
未
実
施

未
実
施

要
改
善

美容料理として
登録されたもの
を三次市内外
に広くPRし,市
民が誰でも三
次の美容料理
を知り,宣伝で
きるようになる
必要がある。ま
た,市内の商店
が自主的に美
容料理を開発
する機運が盛
り上がることを
考えていきた
い。

事
業
縮
小

先ず，消費者
のニーズを掴
む取組をする
ことが先決で
ある。

観
光
商
工
室

第
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直
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対
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サ
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ビ
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上
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求
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大型観光
キャン
ペーン事
業(観光
商工室担
当分)

3,770

本市が保有する豊かな自
然，個性ある歴史・伝統・文
化資源，市民が持つ魅力や
エネルギーを全国に積極的
に発信することにより，「三
次」の知名度・認知度を高
め，観光客の誘致拡大を図
り，本市が賑わい溢れる活
気のある”まち”に，また，市
民挙げての『おもてなし』の
心で，何度も訪れてみたい魅
力ある”まち”にするため，官
民が協働となって，「三次市
観光キャンペーン実行委員
会」を設立し，各種事業の展
開を図る。

市民が一体となって，観光
客に対する歓迎ムードを醸
成するには，市全体で各種
事業を展開しないといけな
い。
その啓発に向けて，関係機
関と協議・調整し，理解度
を高めるよう，努めなけれ
ばならない。

観
光
客
全
般
と
市
民

観光客誘致拡大
市民挙げての『お
もてなし』の心（歓
迎ムード）の醸成

地域で開催され
る各種イベントや
情報など，三次の
魅力を全国に積
極的に発信する
べく，ＨＰや雑誌
などを活用し，広
報ＰＲを強化する
とともに，市内一
円を花で飾るな
ど，『おもてなし』
の機運の醸成を
図る。 4

観光客誘致
へ向けて，
各地に点在
する魅力を
有機的に結
びつける方
策を検討す
ることは，市
全体の魅力
を再発見す
るためにも
必要であ
る。 4

新たな施設
の開館ＰＲ
に伴い，近
隣施設の紹
介を行った
ため，県外
からの観光
客から問い
合わせが多
数あった。

4

各種事業の
展開規模を
縮小するこ
とは可能で
あるが，各
種媒体を活
用する広報
ＰＲについ
ては，対象
者・規模・時
期など計画
を立て，実
行すべきで
ある。

2

関係者が連
携して，各
種事業の展
開を図ること
は可能であ
るが，市全
体のイメー
ジアップに繋
がるようなも
のは，全体
の中で調整
が必要であ
る。 4

「癒し」や
「やすらぎ」
を求める観
光客は，今
後も増加傾
向にあると
考え，三次
の「観光」は
社会的ニー
ズが高い。

3

魅力ある地
域をつくるの
は，その地
域に住んで
いる“ひと”
であり，交流
人口の増加
は，その地
域を活性化
させる 大
の方法であ
る。
市民を巻き
込んで，市
全体の活性
化に向けて
取り組むべ
きである。

21 C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

市域全体が活
性化するため
には，各種部
会について，十
分な協議・調整
が必要であり，
官民一体となっ
て事業の展開
を図るべきであ
る。
観光に携わる
関係者だけで
なく，市民を巻
き込んで『おも
てなし』の心の
醸成に向けて，
取り組むべきで
ある。

事
業
拡
大

平成１７・１８年
度における広
報活動とホス
ピタリティーの
育成により，着
実に観光客の
増につながっ
ており，新たな
発想で三次の
魅力を積極的
に発信してい
く。

観
光
商
工
室
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江の川文
化圏会議
業務

675

江の川流域の自治体（市町）
及び国・県の関係機関が広
域的に連携し，調査・研究，
交流，情報交換などを行い，
「環境との共生と地域の拡
充」に向けた流域の地域づく
り活動の展開を図っていこう
とするものである。
年１回開催する委員会を関
係自治体が持ち回りで「サ
ミット」として開催，16年度
は，11月14・15日（２日間）三
次で開催，17年度は，11月
12日島根県邑智郡川本町で
開催，18年度は，北広島町
で開催予定である。

市町村合併に伴う構成自
治体数の減少から，本会を
構成する委員・幹事も人員
減となった。
広域的な連携，交流を図り
ながら，地域の情報交換を
図っていくには，地域づくり
で活力のある民間団体の
参画が，今後重要な要素と
なる。
各自治体がそれぞれ，独
自の事業を展開しつつ，本
会の組織構成として，民
間・地域を含めた体制整
備・事業展開を図りなが
ら，「江の川サロン」の展開
を検討することが，今後の
課題である。

広
島
県
と
島
根
県
に
ま
た
が
る
江
の
川
流
域

。
現
在
，
６
市
（

大
田
市
・
江
津

市
・
安
芸
高
田
市
・
府
中
市
・
庄
原
市
・
三
次
市

）
６
町
（

川
本
町
・
美
郷
町
・

邑
南
町
・
飯
南
町
・
北
広
島
町
・
世
羅
町

）
で
構
成
す
る

。

本会は，江の川
固有の文化形成
を図り，広域連携
のもとに江の川流
域の活充にまい
進することを目的
とし，委員会を開
催するなどの活
動を行う。

年１回の委員会を
関係自治体が持
ち回りで「サミッ
ト」として開催。
「環境との共生と
地域の拡充」に向
けた取組みを図
るため，分科会を
設置し，各種事業
の展開を図るとと
もに，官民が一体
となって，江の川
流域の地域づくり
に向けた活動を
展開する。

効果の検証を
行う。方向性と
すれば市独自
の取り組みを強
化していく。
文化圏会議に
おいては，未協
議
市独自として
は，大型観光
キャンペーン事
業にて観光施
策の展開を図
る。

3

県・市町と
いう行政区
画を超えた
広域的な連
携を図るこ
とについて
は，一応目
的を達成し
ていると思
えるが，事
業の展開
は，委員会
（サミット）の
開催以外に
は，分科会
や専門委員
会の活動が
停滞してい
る観が否め
ず，課題も
多い。

2

分科会につ
いては，民
間の参画も
検討し，官
民一体で取
り組む方向
性である
が，具体的
な事業展開
など明確に
するべきで
ある。
今後は，「江
の川サロン」
を通じて，具
体的な活動
の方向性を
検討する。

4

本会への負
担金につい
ては，構成
自治体数の
減少により
これ以上の
削減は困難
である。
事業の展開
について
は，本会主
催事業（広
域連携）と
各自治体の
特色にあっ
た各自治体
独自の事業
とに分ける
必要があ
る。

3

構成機関
（自治体）と
民間組織と
の協働によ
る事業展開
は必要であ
るが，構成
機関が連携
し，広域の
ネットワーク
化を維持し
ていくには，
実務的な関
わり方とし
て，市の関
与はある程
度は必要で
ある。

2

世界遺産に
登録予定の
「石見銀山」
を含め，今
後は，江の
川流域がク
ローズアッ
プされるだ
ろう。

2

江の川流域
は，全国的
にも過疎化・
高齢化が先
鋭的に進ん
だ地域であ
り，中山間地
域を対象とし
た行政機関
の連携は必
要であると
思う。

16 D
未
実
施

要
改
善

要
改
善

本会への負担
金は，運営補
助維持のため
の現状維持が
精一杯である。
各自治体にお
いて，独自で関
連施策を実施
し，その総括の
場が本会とな
るなど，本会の
活動方針等の
見直しなど，今
後の方向性を
検討すべきで
ある。

事
業
縮
小

市独自の取組
へ移行してい
く。

33／100
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標
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位
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今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
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区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

担当者
会議開
催回数

回 1 1 2
旅行雑誌
掲載回数

回 4(P 8) 1(P 6) 2(P 4)

乳苗疎
植栽培
実施面
積

ha 1

水稲作付
面積に対
する導入
技術の
シェア

％ 4

優秀繁
殖雌牛
導入促
進

件 14 10 5

三次産子
牛とその
他子牛の
平均価格
の比較

千円 8 15 ―

優秀受
精卵移
植普及
促進

件 58 51 45

優秀繁
殖雌牛
保留促
進

件 49 69 100

出展団
体数

団体 28 6 15 販売高 千円 1,530 1,500 1,500

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

関
係
団
体
と
調
整

1
8
年
度
中

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

123

124

121

122

観
光
商
工
室

第
4
 

産
業
・
経
済

１
観
　
光

(

2

)

観
光
情
報
の
発
信
機
能
の
強
化

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

備北地区
観光連絡
協議会

1,468

備北地域が一体となり，地域
の観光資源をはじめとした観
光情報を発信し，交流人口を
増大させ，地域活性化を図る
ため，宣伝・情報発信事業を
行う。
家族向けの情報発信として，
備北地区の食やイベントにス
ポットをあて，春休み前の３
月２日発刊の旅行情報誌
「じゃらん中国・四国」４月号
に，６ページにわたり掲載し
た。

市町村合併に伴う構成自
治体数の減少，それに伴う
観光協会等団体数も将来
減る予定である。
また，事業費の86%が備北
地区消防広域行政組合か
らの広域観光事業の補助
金であるため，補助が終了
すれば，事業の存続が困
難である。

観
光
客
・
観
光
施
設
等

備北地区の市，
民間観光関係機
関が一体となって
広域観光ネット
ワークを形成し，
備北地区全域の
観光振興及び地
域の活性化を推
進し，観光客の誘
致拡大を図る。

備北地域が一体
となり，地域の活
性化を図るため，
宣伝活動，情報
発信事業を行う。

効果の検証を
行い，連絡協議
会のあり方を検
討する。

関係機関との
協議を含め，未
検討

3

旅行雑誌の
情報掲載に
ついては，
観光客の誘
致を図るこ
とが，大きな
目的であ
る。
雑誌購読者
から1,000通
弱のアン
ケート回収
があったこ
とは，ニー
ズ調査を含
め，今後の
施策の展開
について有
効である。

4

旅行雑誌へ
の情報発信
は，1,000通
弱のアン
ケートの回
収もあり，効
果が高いと
思われる。

4

事業費の約
９割の大部
分を，備北
地区消防広
域行政組合
からの広域
観光事業補
助金で賄っ
ているた
め，補助が
終了すれ
ば，事業の
存続が困難
である。

3

自治体数が
減少し，将
来観光協会
数も減少す
る可能性が
あり，本協
議会の継続
運営のため
には，観光
施設等の参
会も視野に
入れることも
必要であ
る。
いずれにし
ても，組織
継続につい
ては，関係
機関との調
整が必要と
なる。

3

「癒し」や
「やすらぎ」
を求める観
光客は，今
後も増加傾
向にあると
考え，備北
地区が持つ
さまざまな
観光資源
は，社会的
ニーズが高
い。 2

備北地区の
さまざまな観
光資源を活
かし，情報発
信など観光
ＰＲをするこ
とは，観光客
の誘致拡
大，地域の
活性化に繋
がり，地域住
民にとって有
益であると
思われる。

19 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

運営費の大部
分を補助金で
賄っているた
め，組織存続も
含めて関係団
体と協議・調整
する必要があ
る。
観光施設等の
参会も検討す
べき項目であ
るが，受益者
負担の検討な
ど課題も多い。

廃
止

関係団体と調
整して廃止す
る。

ふ
る
さ
と
農
林
室

第
4
 

産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

集落法人
経営支援
事業

　新たな米政策に対応し，需
要に即応した売れる米づくり
を推進するため，省力低コス
ト化の推進と高付加価値米
の生産拡大をすることで集落
法人経営の安定・高度化を
図り，消費者の多様なニーズ
に対応した米の生産流通体
制を構築する。

米価が低迷する中で，水稲
を中心にした法人経営にお
いては，省力低コスト化や
高付加価値米などの売れ
る米づくりの取り組みが求
められている。
今後，同事業及びふるさと
農林業創造プランの各支
援策を実施する中で，農業
生産法人の経営を改善し，
儲かる農林業の実現を図
る必要がある。

集
落
法
人

集落法人の米づ
くりへ，省力低コ
スト化を推進する
ことで，経営の安
定・高度化を図
る。

乳苗疎植栽培，
無人ヘリ作業体
系などの省力低
コスト稲作を実践
するために必要
な田植機の改造
経費，育苗に関
する費用，無人ヘ
リ委託料等通常
栽培との掛け増し
経費の補助。

前年度未実施

3

　乳苗疎植
栽培は，通
常栽培と比
べると育苗
管理日数の
軽減及び苗
箱数４割の
削減が見込
める。このこ
とにより，苗
の運搬や田
植機への積
み込み作業
も，通常栽
培より省力
化すること
ができる。
　従って，水
稲栽培にか
かる経費の
削減につな
がり，経営
の改善を図
ることができ
る。

3

　乳苗疎植
栽培は，経
営コスト削
減のひとつ
の手法だ
が，その他
にも大型機
械の利用体
系を考える
などコスト削
減につなが
る可能性は
ある。 4

　事業費に
かかるコスト
削減は，通
常栽培との
掛け増し経
費につい
て，実費相
当分を補助
することに
なり，コスト
削減の余地
は小さい。

4

　同事業は
広島県の事
業だが，実
施にあたり
市の事業指
導や義務負
担分の必要
がある。

4

　今後，農
業の担い手
である法人
のコストの
削減が図ら
れれば，法
人経営の改
善につなが
り，農業所
得の向上に
つながる。

4

　低コスト栽
培が広がれ
ば，米の販
売価格にも
影響がでる
と考えられる
ことから，実
需者側にも
より低価格
の米を購入
することがで
きる。

22 B
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

米価が低迷す
る中で，水稲を
中心にした法
人経営におい
ては，省力低コ
スト化や高付
加価値米など
の売れる米づく
りの取り組みが
求められてい
る。
同事業は，無
人へり防除へ
も補助する内
容になってお
り，市のめざす
安全・安心な作
物振興の方向
性と整合をとり
ながら実施す
る必要がある。

要
改
善

その他の集落
法人化に向け
た支援策と合
わせて，有効
な支援を検討
する必要があ
る。

ふ
る
さ
と
農
林
室

第
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

肉用牛ブ
ランド化
推進事業

6,386

　畜産農家が行う肉用牛の
改良事業に補助金を交付す
ることで，肉用牛の改良増殖
を推進し，肉質・増体等の産
肉能力の向上を図り，優秀な
『三次和牛』のブランドを構築
することで生産性の高い畜
産経営の確立に資する。

これまでの取り組みによ
り，市内の繁殖雌牛群は一
定以上のレベルに達してい
る。今後は保留及び和牛
繁殖農家の確保に重点を
置き，この優秀な繁殖雌牛
群を市外に流出させないこ
とで他産地に対する優位性
を維持するとともに，引き続
き改良に取り組む必要が
ある。

市
内
畜
産
農
家

『三次和牛』のブ
ランドを構築し，
生産性の高い畜
産経営を実現す
る

①優秀繁殖雌牛
導入促進事業
②優秀受精卵移
植普及促進事業
③優秀繁殖雌牛
保留促進事業

　これまで重点
が置かれてきた
優秀繁殖雌牛
の県外導入か
ら，自家保留へ
シフトするよう
農協担当者等
と話し合った。

4

改良に伴う
農家負担の
軽減は，三
次和牛ブラ
ンドの構築
にとって重
要なポイン
トである。

3

牛の改良と
ともに，和牛
繁殖農家の
確保にも力
を入れる必
要がある。

3

和牛の改良
を進め経営
効率の高い
畜産経営を
実現するこ
とで，，将来
的には補助
金が無くて
も農家自ら
で改良を進
められるよ
うにしてい
かなければ
ならない。

2

ＪＡに委託す
るほうが効
率的に事業
を実施でき
る。

4

ＢＳＥ問題
等により，
食の安心・
安全への意
識が高まる
なかで，国
産牛肉，と
りわけ生産
者の顔が見
える地元産
牛肉への期
待は大き
い。 3

和牛の繁殖
は当市の農
業において
重要な位置
を占めてお
り，その振興
を図る必要
性は高い。

19 C

事
業
拡
大

未
実
施

要
改
善

これまでの取り
組みによって
市内の繁殖雌
牛は一定レベ
ル以上に達し
ており，今後は
改良と合わせ
て和牛繁殖農
家の確保にも
取り組む必要
がある。

要
改
善

後継者の育成
に向けた取組
を推進する必
要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

第
4
 

産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

フードフェ
スタ参加

1,313

　広島県内の自治体の産品・
加工品が一堂に会する来場
者数25万人の一大イベント
で，自治体のPR効果，産品
の宣伝効果，都市農村交流
や観光に果たす役割等，多く
の効果が期待できるため，出
展を行うものである。
　

　取りまとめ窓口が行政で
あり，また，これまでは自治
体のPRのためのイベント参
加という位置付けがなされ
ており，行政主体の参加と
なっていた。
　今後は，取りまとめ窓口
は行政であることは変わり
ないが，参加者主体の出
展形式をとり，出展負担金
についても参加者が負担
し，生産者自らが消費者の
顔を見て販売する形態に
移行し，「本気のものづく
り」を行なっていくことが必
要である。
　出展負担金を参加者の
全額負担としたため，経営
基盤の弱い地元加工グ
ループの参加が困難にな
ると思われる。

市
内
で
農
産
物
の
生
産
・
販
売
を
行
な
う
者
及
び
農
産
物

の
加
工
・
販
売
を
行
な
う
者

都市農村交流型
農業の展開，６次
産品化の推進，
生産者の所得向
上

　出展者を募り，
出展者において
生産された産品を
販売する。

平成１７年度か
ら，出展負担金
の一部を参加
者に求めること
とした。
平成１８年度か
らは，全額を参
加者が負担す
ることとした。

4

　都市農村
交流イベン
トへの参加
を通して，都
市住民の消
費ニーズを
肌で感じる
ことができる
とともに，産
品を求める
リピーター
ができること
により，生
産者の所得
向上が図れ
る等，効果
は大きいも
のと思われ
る。

4

　他のイベ
ント参加や，
スーパーな
どでのイン
ショップ販売
等，販路拡
大の余地は
あると思わ
れるが，多く
の来客があ
るイベントに
参加するこ
とは，意義
深いと思わ
れる。

4

　出展負担
金の金額は
フードフェス
ティバル実
行委員会で
定められる
こととなり，
コスト削減
の余地はな
いが，出展
小間数の縮
小，参加者
負担金の徴
収等を実施
すれば市の
コストは削
減できる。

2

　フードフェ
スティバル
実行委員会
の定めによ
り取りまとめ
窓口は行政
となるため，
完全に関与
をなくすこと
はできない
が，参加者
中心の体制
となるよう，
働きかけを
行なってい
く。

4

　都市と農
村との交流
を，参加者・
来場者とも
に楽しみに
しておら
れ，「○○
町の○○を
買いに来
た」という客
もいる。
　安全・安
心，生産者
の顔が見え
る産品への
ニーズは高
い。

5

　都市農村
交流イベント
への参加を
通して，生産
者のやる気
を引き出し，
ひいては，
三次が誇る
新たな産品
形成を図る
ことが可能で
もある。
　三次を発
信し，名実を
ともに高めて
いくことは，
新たな誇りう
る故郷を創
出することに
もつながり，
市民ニーズ
は非常に高
い。

23 B
未
実
施

要
改
善

事
業
縮
小

市は，出展募
集，調整業務
のみに関わる
こととし，実際
の出展，販売
については，参
加者が行うこと
とする。

事
業
縮
小

各地域の生産
者組織が主体
的に参加して
いくよう働きか
けが必要であ
る。

34／100
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２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

補助金
交付件
数

件 3 3
開発され
た新規メ
ニュー

品 30 20

先進地
視察研
修及び
検討会

回 2 4
ブランド
農産物認
証件数

件 2

交付金
交付対
象農家
数

人 4,002 4,024 4,200

交付金対
象水田面
積（実面
積）

ha 944 1,060 1,060

新規就
農者補
助金交
付件数

件 3 3 1
新規就農
者数

人 3 3 1

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

128

126

127

125

ふ
る
さ
と
農
林
室

第
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２
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業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
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任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

ふるさと
の食づく
り推進事
業

2,134

地域の食材を活用した伝統
料理，郷土料理，季節料理
の開発を支援
栄養バランスに優れた健康
的な日本型食生活を見直し，
季節折々の郷土料理・伝統
料理を通して，地域の食文化
や伝統文化への消費者の理
解を深め，地域で採れた安
全・安心で新鮮な旬の食材
へのニーズを喚起する。
そのために，優れた郷土料
理や地域に伝わる伝統料理
などの掘り起こしや新たな郷
土料理のメニュー開発を行
う。

当該事業を活用し開発され
たメニューの定着化と，継
続的な改良の実施。
18年度に事業に取り組む
団体の掘り起こし。

地
元
食
材
を
利
用
し
た
郷
土
料
理
・
伝
統
料
理
の
掘
り
起

こ
し
及
び
メ
ニ

ュ
ー

を
開
発
す
る
団
体
及
び
事
業
者

食生活を見直そう
という動きが形成
されつつあるなか
で，地域固有の
古来から伝わる
料理の再現及び
地元産の旬の食
材を使用したメ
ニュー開発を行な
うことで，都市住
民（観光客）を始
めとした方に三次
の食をPRし，リ
ピーターを増やす
とともに，地産地
消をすすめる。

メニュー開発費用
を補助

メニューが完成
したのが３月で
あり，１８年４月
から実施を行っ
たため，結果は
出ていない。

5

当該事業を
活用して，
新規に開発
された地産
地消メ
ニューが大
きな話題と
なり，道の
駅など第3
セクターの
来客数・売
り上げに大
きく貢献して
いる。
今後はより
広範囲な取
組とすること
により，地
産地消を一
層推進する
ことができ
る。

4

事業に取り
組んだ事業
者の地産地
消に対する
意識が普及
し，引き続き
メニューの
開発改良に
取り組まれ
るものと思
われる。

4

地元農産物
の活用に
は，一定程
度のコスト
が生ずるの
は致し方な
いと思われ
るが，消費
者ニーズに
応えるため
の必要経費
と認識して
いる。 3

事業者には
利益を生ず
るものに取
り組むことが
原則であり，
市の目指す
「地産地消」
の推進のた
めには，メ
ニュー開発
というリスク
を伴う初期
投資にかか
る一部経費
負担は，や
むを得ない
と思われる。

4

食の安全が
求められる
昨今，地域
の第三セク
ターのレス
トラン等が
地元の安心
できる農産
物を活用し
たメニュー
を提供する
ことは，経
営的な向上
をもたらすと
同時に，そ
の設立趣旨
からしても
社会的な責
任であると
考える。

5

当該事業を
活用して開
発されたメ
ニューを求
めて，市内
外から多くの
集客がある
ことから，市
民ニーズが
極めて高い
ことは明らか
である。
さらに幅広い
取組にする
ことにより，
地域産品へ
の理解，食
文化の伝
承，都市農
村交流等の
効果が期待
でき，市民
ニーズは高
い。

25 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

地産地消を主
題としたメ
ニューが集客
の拡大と共に，
三次市の取り
組む農政施策
への理解も促
進される。各メ
ディアからの注
目度も高く，市
内全域に普及
していく必要が
ある。

要
改
善

布野の道の駅
では，ふるさと
バイキングが
好評である
が，人間の食
に対する思い
は常に変化し
ていくもので，
その変化を認
識し，改良を加
えていくことが
必要で考え
る。

ふ
る
さ
と
農
林
室
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三次農産
物ブラン
ド認証制
度

354

　一定基準に基づき，化学肥
料・農薬の使用を抑えた農産
物を認証し，安全・安心な三
次ブランド農産物として販路
の拡大を図る。
　また，地元産農産物を使用
する商店を認証し，地産地消
を推進し，市民の消費拡大を
図る。
　一方，この認証制度を推進
することにより，生産者のよ
り安全・安心な農産物生産の
意欲を喚起し，堆肥による土
づくりなどの循環型農業の実
現を図る。

○認定基準の設定やその
確認を誰がするのかなど，
実施にあたっての課題が
ある。また，多くの三次産
農産物は，広島の市場や
きんさい館へ
　出荷されており，三次市
内の流通機関を巻き込み
にくい。流通の仕組みを含
め，流通機関を取り込んで
いくことが課題である。
○流通の形態によっては，
認証シールの添付のみで
は直接販路の拡大や農家
所得の向上につながりにく
い。通信販売・カタログ
ショッピングなど
　の流通形態も視野に入
れ，三次市独自の新たな
認証の仕組みを創造してい
くことが課題である。

新
鮮
・
安
全
・
安
心
な
三
次
産
農
産
物

　地元産の安全・
安心な農産物を
三次ブランド品と
して認証すること
により付加価値を
付け，消費者に
対し有利販売を
行うことで，市場
価格を安定させる
とともに，販路を
拡大し農家所得
の向上を図る。

○新鮮・安全・安
心な地元産農産
物を三次ブランド
品として認証
○地元産農産物
を食材として提供
している商店を認
証

前年度未実施

4

　個々の農
家では，消
費者に対す
る安全・安
心の信頼を
得ることは
限界があ
り，行政が
認証するこ
とで，安全・
安心という
付加価値を
付けること
を支援する
ことは，他
地域の農産
物との差別
化が図ら
れ，農家所
得の向上が
期待でき
る。

3

　行政が認
証すること
で，三次産
農産物への
消費者の信
頼性をより
高めること
ができる。

4

　個々の農
家では，消
費者に対す
る安全・安
心の信頼を
得ることは
限界があ
り，他の手
段は考えに
くく，コスト削
減の余地は
小さい。

4

　全国的に
は直販施設
ごとに取り
組む事例も
あるが，認
証の信頼性
を高め，市
内全域を対
象にした取
り組みとす
るために，
市が支援す
ることが望ま
しい。

5

　生産者に
は，消費者
に対し安
全・安心な
農産物を提
供する責任
があり，農
薬や化学肥
料の使用を
抑えた環境
にやさしい
循環型農業
が求められ
いる。また，
環境問題や
食料自給率
向上からも
地産地消が
求められて
おり，社会
的ニーズは
極めて高
い。

4

　ＢＳＥの問
題や鳥イン
フルエンザな
どの家畜の
病気，農産
物への残留
農薬，残留
抗生物質な
どによる健
康への被害
が心配され
ており，市民
から安全で
安心な農産
物を求めら
れている。

24 B
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

農産物を有利
販売するため
には，「三次」を
ブランド化する
ことが必要であ
り，ブランド認
証制度の確立
だけでなく，生
産段階からの
施策を実施す
ることが必要で
ある。 要

改
善

取組がスタート
として２年目を
迎えても，ブラ
ンド認証制度
の優位性が検
証されていな
い中で拡大は
ありえない。ま
ず，方針を決
めて推進する
ことが必要で
ある。
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室
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産地づく
り対策交
付金

175,400

　水稲以外の作物作付等を
実施した農業者に対し助成を
行う。
　助成内容は水稲以外の作
物作付等を実施した農業者
への「基本助成」，また，生産
調整推進上の地区で米の生
産調整を達成した農業者に
対し，「達成加算」，水稲以外
の麦・大豆や飼料作物，そば
といった土地利用型作物を
担い手が一定規模で実施し
た場合に交付する「担い手加
算」，そして，市の振興する
作物を作付し，一定要件で出
荷している農業者へ対し交
付する「振興作物加算」，集
落営農集団や法人を育成，
支援していくための「担い手
育成助成」からなる。

従来は，行政が主体で産
地づくり対策を講じてきたと
ころだが，今後は，農業
者，農業者団体の取り組み
も積極的に取り込んで産地
づくり対策を講じる必要が
ある。

米
の
生
産
調
整
に
寄
与
す
る
農
業
者

水田を利用した農
業経営の確立と
担い手の育成

産地づくり対策の
実施計画書の内
容を現地確認し，
交付金の交付を
行う。また，水田
農業ビジョンの点
検を行い必要に
応じて助成体系
の見直しを行う。

担い手育成に
向けて新たな助
成種別を設ける
など，交付金の
有効活用を図っ
た。

4

　麦・大豆に
ついて，パ
ンやパス
タ，豆腐や
味噌などに
加工するた
め，地元で
の需要も大
きい反面，
販売単価が
安いため，
収支面では
交付金に大
きく依存をし
ている。
　また，転作
を実施する
にあたり，
農業者の経
営を大きく
支えてい
る。

3

　転作の奨
励金として，
助成制度が
恒常化して
いるため，
同制度を利
用した新規
植栽等の成
果が現れに
くくなってい
る。

3

　農業者，
農業者団体
の主体的な
取り組みへ
と移行する
ことにより，
コスト削減
の可能性が
ある。

2

　農業者，
農業者団体
が主役と
なって取り
組まれること
が望ましい。

4

　国の「食
料・農業・農
村基本計
画」では，
食料自給率
の向上，安
定供給の確
保，担い手
の育成等に
重点的に取
り組むことと
されており，
産地づくり
対策はそれ
らの目的に
資する制度
であり，生
産者のニー
ズは高い。

4

　麦や大豆と
いった転作
作物は，地
元産のパン
やパスタ，豆
腐等の加工
品の原材料
として使用さ
れ，これが市
民の間にも
定着してきて
いることか
ら，消費者や
生産者の
ニーズは高
い。

20 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

　今後は，農業
者・農業者団体
が主体的に取
り組むことで，
各自の販売戦
略に即した産
地づくり対策を
講じることが必
要である。

要
改
善

先ず，生産者
が経営感覚を
身につけ販売
展開していくこ
とが重要であ
り，そのために
も個人での取
組でなく，組織
的な取組が行
えるよう，行政
が支援していく
ことが必要で
ある。
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新規就農
総合対策
事業

1,870

意欲ある地域農業の担い手
として，新たに市内に就農す
る若者等を育成確保するた
め，三次地域新規就農者研
修事業後，引き続き栽培・経
営研修を必要とする新規就
農者及び就農者の栽培及び
経営研修受け入れを実施す
る農家・団体等に対して助成
を行い，地域農業の活性化
を図る。

現行の制度では，三次地
域新規就農者研修事業終
了者に対象を絞って支援を
行っているが，団塊の世代
等の定年帰農者も含め，
Ｕ・Ｉ・Ｊターン者等で，意欲
ある新規就農者を支援でき
る制度としていく必要があ
る。

新
規
就
農
者
及
び
就
農
者
の
栽
培
及
び
経
営
研
修
受
け
入

れ
を
実
施
す
る
農
家
・
団
体
等

新たに就農する
若者等の支援を
行い，新規就農
者の経営の安定
を図る。

対象者への資金
支援（補助金の交
付）
　①　新規就農
者：２０，０００円
／月
　②　栽培及び経
営研修受け入れ
を実施する農家・
団体等：
 
３０，０００円／月

前年度評価：要
改善
現在，三次地域
新規就農者研
修を受けている
新規就農者が，
２名おり，平成
１９年度対象者
は，３名となる。
新規就農者に
対する支援は，
ニューファー
マーサポート事
業以外にない
ため，今後も継
続していく必要
がある。

4

地域農業の
担い手の育
成・確保に
つながって
いる。

5

新規就農者
は，積極的
に，視察研
修等に参加
しており，生
産技術の向
上にもつな
がっている。
３年間の補
助期間中，
年々，新規
就農者の所
得も上がり，
生産性の向
上につな
がっている。
新規就農者
の経営基盤
づくりに大い
に役立って
いる。

4

収入が少な
い新規就農
者への支援
は，削減余
地が小さ
い。
また，栽培
及び経営研
修受け入れ
を実施する
農家・団体
等への支援
について
は，団体の
努力により
研修コストを
削減してい
ただいてお
り，実態に
即して補助
金を交付し
ている。

5

意欲ある地
域農業の担
い手として，
新たに市内
に就農する
若者等を育
成確保し，
地域農業の
活性化を図
るために市
が主体的に
支援する必
要がある。 4

農業従事者
の高齢化や
担い手不足
が深刻化す
る中で，新
たに就農す
る若者の育
成が社会的
に求められ
ており，新
規就農者に
対する支援
は社会的
ニーズが高
い。

3

安全・安心で
新鮮な旬の
地元産農産
物を求める
市民ニーズ
は高い。反
面，地域農
業の担い手
は年々減少
し，耕作放棄
地や遊休農
地が増加し
ており，生産
高は減少す
る傾向にあ
る。
地域農業の
担い手の確
保と地元農
産物の生産
高向上という
市民的ニー
ズがある。

25 B
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

農業従事者の
高齢化や担い
手不足が深刻
化する中で，新
たに就農する
若者の育成が
社会的に求め
られている。新
規就農者は，
技術的に未熟
であり，また資
金力がないた
め，行政がバッ
クアップしていく
必要がある。

要
改
善

将来に渡って
地域に根ざす
人が求められ
ることから，ま
ず，希望者の
適正化研修を
行うことが必要
であり，その研
修を終了した
者に対して支
援するシステ
ムの構築が不
可欠。
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

補助金
交付件
数

件 23 33 35
利用権設
定面積

㎡ 558,117 707,456 135,000

認定農業
者数

人・
団体

110 112 113

地域農
業経営
研修会

回 35 40 40
農地利用
集積面積

ha 38 100 100

配分対
象農業
者数

人 7,737 7,758 7,461
米の数量
調整実施
者

人 7,338 7,322 7,044

農業委
員研修
会

回 2 4 3
農業委員
研修会

回 2 4 3

農業会
議連絡
調整

式 1 1 1
農地法第
４・５条諮
問件数

件 133 131 150

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

内
容
の
改
善

1
9
年
度
中

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

132

129

130

131

ふ
る
さ
と
農
林
室

第
4
 

産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

認定農業
者育成事
業

8,000

農業従事者の高齢化や後継
者不足による耕作放棄地・遊
休農地が増加している。意欲
と能力のある認定農業者の
農業経営規模の拡大により
経営の安定を図り，併せて農
地保全を図るため，借地権
設定による認定農業者への
農地集積を支援する。

賃借権設定の更新を含め
た現行の補助金制度で
は，直接農地集積の拡大
に繋がらない部分も含んで
おり，要綱の見直しを行っ
ている。
しかし，農業従事者の高齢
化や後継者不足による耕
作放棄地・遊休農地が増
加しており，認定農業者の
農業経営規模拡大による
経営の安定と農地保全の
ため，今後も認定農業者育
成事業を継続していく必要
がある。

３
年
以
上
の
賃
借
権
の
設
定
を
受
け
た
認
定
農
業
者

認定農業者の農
業経営の安定を
図る。

賃借権の設定に
よる農地集積を
支援（補助金の交
付）
①　３年以上６年
未満：６，０００円
以内の額／１０a
②　６年以上１０
年未満：１５，００
０円以内の額／１
０a
③　１０年以上：２
０，０００円以内の
額／１０a

前年度評価：要
改善
賃借権設定の
更新を含めた
現行の補助金
制度では，農地
集積の拡大に
繋がらない部分
も含んでおり，
要綱の見直しに
ついて検討して
いる。
しかし本市にお
いて認定農業
者に対する唯
一のメリットであ
り，耕作放棄地
の減少にもつな
がっていくた
め，今後も事業
を継続していく
必要性がある。

4

農地集積面
積は，年々
増えてお
り，耕作放
棄地の減少
につなが
る。農業の
担い手が不
足する中，
意欲と能力
のある認定
農業者の農
業経営拡大
意欲を図る
ことにつな
がってい
る。

4

農地集積面積
は年々増えて
おり，成果が
見られる。ま
た，この制度
は，認定農業
者の経営安定
を目的として
おり，地域農
業の担い手と
しての認定農
業者の増加に
つながってい
る。認定農業
者が中山間直
接支払制度等
各種補助事業
の交付要件と
なったため今
後更に増加傾
向にあり本制
度の利用も増
え，耕作放棄
地の減少につ
ながっている。

3

賃借権設定
の更新につ
いては，補
助金額を見
直す必要が
ある。

3

認定農業者
の育成・支
援は，市とＪ
Ａが共に取
り組む課題
でもあるが，
現段階で
は，地域保
全を含め，
市が主体的
に取り組む
必要があ
る。 4

農業者の高
齢化，担い
手不足によ
る農地荒廃
は深刻な問
題であり，
農地保全及
び環境保全
の両面から
社会的ニー
ズは極めて
高い。ま
た，効率的
で安定した
農業経営を
推進し，地
域の担い手
としての認
定農業者を
育成するこ
とは，地域
農業の振興
から必要で
ある。

4

本事業は，
認定農業者
を対象とする
ものであり，
広く市民ニー
ズに応えた
ものとは言え
ないが，農
地荒廃の防
止は，水田
の多面的な
機能（洪水
防止，生態
系維持等）
の確保に重
要な役割を
果たしてお
り，一定の市
民ニーズは
存在する。

22 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

賃借権設定の
更新を含めた
現行の補助金
制度では，直
接農地集積の
拡大に繋がら
ない部分も含
んでおり，要綱
の見直しを行う
必要がある。
しかし，耕作放
棄地・遊休農地
が増加してお
り，認定農業者
の経営安定と
農地保全のた
め，今後も認定
農業者育成事
業を継続してい
く必要がある。

要
改
善

若手を中心とし
たの担い手の
育成が重要で
あり，これに向
けた取組みを
模索する必要
がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

第
4
 

産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

農地集
積・保全
管理

1,483

　適正な農地の保全管理を
円滑に行うため，ＪＡ三次営
農センターと業務委託契約を
結び，地域農業を支える多
様な担い手を確保・育成し，
農作業の受委託及び戦略的
な転作作物の導入等による
地域営農体制の再編に向け
た企画・提言・指導・調整活
動を行わせるとともに，農作
業受委託に係る事務等を代
行させる。

　経営構造対策事業（マッ
ピング）との関連事業として
位置づけられているが，経
営構造対策事業において
地図作成未了地区が存在
する。
　平成18年度にはデータ整
備を完了し，本格運用する
予定であるが，整備後には
農地の分合筆等の異動が
生じるため，引き続きデー
タ更新を行なう必要が生じ
る。

農
業
振
興
地
域
農
用
地
区
域
内
の
す
べ
て
の
農
業
者
・
農

地 　市の保有する農
地情報を活用し，
農作業の受委託
を円滑に実施す
るとともに，生産
調整支援システ
ムの活用による
戦略的な転作作
物の導入と効率
的な農地利用を
推進し，農業経営
の効率化を図る。

　農地情報を活用
した営農支援事
業
　　①　農作業受
委託の指導・調整
活動及び業務の
代行
　　②　戦略的な
転作作物導入の
ための企画・提
言・指導

前年度評価：現
状維持

5

　農地荒廃
の防止，遊
休農地の活
用，農地の
利用集積等
のために
は，農地情
報と地図情
報がリンクし
た形で確認
できることは
不可欠であ
り，そのた
めにはコン
ピュータにこ
れらの情報
を入力し，
一括管理を
行なうことが
システム・
データ利活
用において

も適切で
ある。

5

　現段階で
は，市内全
域のデータ
整備が未了
であることか
らシステム・
データ利活
用が不十分
であるが，
整備完了後
には事業効
果が充分得
られるものと
思われる。

5

他の手段は
ないものと
思われる。

5

　農地情
報，地図情
報とも行政
所有の個人
情報であり，
民間事業者
の参入はな
い。
　なお，情報
の入力業務
について
は，情報保
護の覚書を
締結したうえ
で業務委託
を行なった。

5

　農業者の
高齢化，担
い手不足に
よる農地荒
廃の増大は
深刻な問題
であり，農
地保全及び
環境保全の
両面から社
会的ニーズ
はきわめて
高い。ま
た，効率的
な農業経営
を行なうた
めには計画
的な農地利
用を行なう
必要がある
ため，本事
業が果たす
役割は大き
いものと思
われる。

3

　本事業は，
農業者を対
象とするもの
であり，広く
市民ニーズ
に応えたも
のとは言い
がたいが，
農地荒廃の
防止は，水
田の多面的
機能（洪水
防止，生態
系維持等）
の確保に重
要な役割を
果たている。
また，農村の
集落機能の
維持や地域
振興にもつ
ながってお
り，市民ニー
ズがある。

28 A
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

経営構造対策
事業との関連
事業であり，平
成14年度から
平成18年度ま
で年度別の計
画を作成し順
次事業を実施
している。
　この事業に関
しては，現在の
農業農村が抱
える多くの課題
に対処するた
めに必要不可
欠な業務であ
り，事業完了後
には大きな成
果があるものと
期待できる

要
改
善

本事業で得ら
れた成果を生
かして，農業経
営の効率化を
図る。

ふ
る
さ
と
農
林
室
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米生産調
整

7,357

　主要食糧の需給及び価格
の安定を図るため，国が毎
年定める基本方針に基づ
き，市が水稲の生産目標数
量及び生産目標面積を，集
落の代表者を通じて各農家
へ配分している。
　平成１９年度からは，今年
度に移行への条件整備等の
状況を検証した上で，行政に
よる生産目標数量の配分は
行わず，国による需要見通し
等の需給に関する情報提供
に基づき，農業者・農業者団
体が主体的に需給調整を実
施する新システムをスタート
する予定である。
　平成１８年産米の三次市へ
の生産目標数量は
17,266.3t，生産目標面積は
3,326.8haで前年対比1.4％の
増であった。

　米の計画的生産により価
格の安定を図るとともに，
制度を利用しながら売れる
米づくりの推進，流通・販
路の創意工夫により，米の
販売の拡大を図っていく必
要がある。

米
の
生
産
者

生産者が主役の
需給調整システ
ムを確立すること
により，市場の需
要動向に応じた
生産が行われ，
米の需給や価格
の安定が図られ
ることを目的とす
る。

生産目標数量の
配分及び生産計
画の確認

前年度評価：要
改善
制度を利用しな
がら，他の産地
に負けない生
産，販売体制を
確立するため，
今年度から闘う
農政プロジェク
トチームを設置
し，三次産の農
産物の販売促
進体制をとっ
た。

3

　平成17年
産米は作況
指数が101
となり全国
的な豊作基
調の中で，
本市におい
ては，数量
調整が超過
達成したた
め，水稲を
主食用以外
に区分して
出荷する必
要がなかっ
た。このこと
により，水
稲生産者の
米の販売収
入に寄与し
た。

3

　米の数量
調整は米の
価格安定に
資すること
が目的であ
るが，今後
は，農業
者，農業者
団体が各自
の販売戦略
に即して生
産目標数量
を定めること
が重要で，
従来どおり
行政が主導
で事業を
行っても，向
上の余地が
少ない。

3

　農業者，
農業者団体
の主体的な
取り組みが
確立されれ
ば，計画書
作成等にか
かる経費や
確認等コス
トの削減が
可能であ
る。

2

　平成１９年
度から施行
される経営
所得安定対
策等大綱の
中でも，数
量調整や配
分を農業
者，農業者
団体が主体
的に取り組
むよう移行
作業を進め
ているところ
である。

4

　主食であ
る米穀の価
格や供給，
流通の安定
は生産者だ
けでなく消
費者のメ
リットも大き
い。

4

　消費者から
は，生産者
の経営努力
と適切な価
格競争によ
る安定した
供給体制が
求められて
いる。
　また，生産
者の水稲の
生産意欲は
他の作物と
比べても，依
然として高
く，生産調整
に対する抵
抗感は強
い。

19 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　米の数量調整
については，消
費者や市場を重
視した売れる米
づくりの取り組み
が配分数量に反
映されるように
なっており，これ
まで以上に消費
者ニーズに対応
した生産・販売
方法の推進が重
要になってきて
いる。
　今後も米の計
画的生産により
価格の安定を図
るとともに，制度
を利用しながら，
売れる米づくりの
推進，流通・販路
の創意工夫によ
り，米の販売の
拡大を図っていく
必要がある。

事
業
縮
小

三次ブランド米
の推進をはか
り，農家所得
の向上を目指
すためには，
生産調整は
徐々に縮小し
ていく必要が
ある。

農
業
委
員
会
事
務
局
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1
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儲
け
る
農
業
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間
接
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(

内
部
管
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サ
ー
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め
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仕
事

広島県農
業会議に
関するこ
と

1,229

農業会議の業務（農業・農民
に関する意見の公表，行政
庁への建議，行政庁からの
諮問に対する答申，農業・農
民に関する情報提供・調査
及び研修，農業委員会委員
の研修，農業委員会が所掌
する事項に関する助言・協
力）が円滑に行えるよう連絡
調整をする。平成１７年度は
農業委員研修を４回実施し
た。

市町村合併に伴う構成市
町の減少により，負担金
（均等割）の見直しが行わ
れる予定（平成２０年度以
降）である。

農
業
委
員
会
の
上
部
組
織

（
関
係
機
関
の
連
絡
調
整

）

県内各市町農業
委員会が適正な
委員会業務がで
きるようにする。

上部組織による
指導・助言と連絡
調整。

委員研修を行
い，資質の向上
を図った。

4

適正な委員
会業務を行
ううえで貢
献度は大き
い。

4

農業委員の
研修等専門
的な指導機
関として有
効である。

4

市町村合併
により，負
担割合の縮
減は考えに
くい。

4

農業会議は
農業委員会
の系統組織
である。

3

主に市町農
業委員会に
にとって法
的な諮問機
関である。

3

市町農業委
員会の指導
と連携によ
り，市民サー
ビス，ニーズ
に合った情
報が提供で
きる。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

委員研修等積
極的に行うよう
調整する。

事
業
縮
小

事務・権限移
譲や構造改革
特区提案の活
用など，今後
の方向性を検
討する。
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有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

農家相
談件数

件 26 10 15
農家相談
件数

件 26 10 15

農地保
有合理
化事業
対象件
数

件 2 3 2

農地保有
合理化事
業対象件
数

件 2 3 2

イベント
情報掲
載回数

回 10 12 12
販売管理
システム
登録者数

人 50 60 80

ふるさと
ランチ実
施調理
場数

件 10 8 10
農産物供
給量

ｋｇ 5,704 ― ―

食器導
入導入
学校数

校 4 5
供給団体
数

団体 8 8 10

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

地
域
の
自
主
的
な

取
組
へ
移
行

1
8
年
度
中

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
3
 

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
当
初

136

133

134

135

農
業
委
員
会
事
務
局

第
4
 

産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

農家相談
日に関す
ること

141

農業委員が，農家の農地・農
業経営等の相談を受け，そ
の問題点に対する対応策等
の助言を行う。農業委員の業
務として随時相談は受けて
いるが，相談日を設けること
により農家は相談がしやす
い。平成１７年度の開催回数
は１回，市内１７会場で実施
した。

農政部局との連携（相談事
項の反映）

農
家

農地の所有権，
賃借権，相続，営
農などの問題に
対して農業委員
が助言を行い，農
地の効率的な有
効利用を図り，農
業者の地位の安
定や農業生産力
の増進を図る。

農業委員による
農家相談

相談日の開催
は年１回として
いる。

4

相談内容を
みると，高
齢化等によ
る耕作困
難，耕作者
の紹介など
の相談が多
く，賃借権
等の設定を
進め遊休農
地を増加さ
せないよう
努めてい
る。

4

農業委員と
して日常的
に相談は受
けている
が，相談日
を設け農家
の相談を受
けることも必
要である。

4

法律に基づ
く農業委員
の業務であ
る。

4

法律に基づ
く農業委員
の業務であ
る。

4

農家の相談
窓口のひと
つになって
いる。

4

行きやすい
農家の相談
窓口になっ
ている。

24 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

農家からの相
談を受け助言
等行うことは農
業委員の業務
であり日常的
に相談は受け
ているが，相談
日を設けること
により農家の
方は相談しや
すくなる。相談
会場の設け方
などについて
農家の方にとっ
て不便とならな
いよう改善を検
討する。

事
業
縮
小

相談日の相談
件数から判断
してを相談日
の指定をせ
ず，いつでも相
談を受けられ
る体制を整備
する。今後は，
廃止を含めて
通常業務の範
囲内で可能か
どうか検討す
る。

農
業
委
員
会
事
務
局

第
4
 

産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

農地保有
合理化促
進事業

283

農業経営を営む者に対し農
地の売買・貸借を行う場合，
農地保有合理化法人（財・広
島県農林振興センター）を活
用し農地の所有権移転等を
行う制度で，税制上の優遇
措置等を受けることができる
制度。平成１７年度は３つの
農業集落法人への農地集積
（１２１．９ｈａ）を行った。

啓発媒体を活用した情報
の提供。

農
業
者

担い手へ農地を
集積する。

農業で自立を目
指す者へ農地の
利用集積を図る。

広島県農林振
興センターとの
連携を密にし農
業者が行うべき
事務手続きなど
の指導，助言を
行った。

4

農地保有合
理化促進事
業実施要綱
の目的と合
致している。

4

特に農地の
売買を行う
場合税制上
の優遇措置
を受けること
ができる制
度である。

4

農地を取得
する場合多
くの資金を
必要とする
ときには，有
効な制度で
あり他の手
段は現行制
度ではな
い。

4

法制上農業
委員会が行
う事業であ
る。

4

農地の取得
等を希望し
ている農業
者には本制
度も必要で
ある。

4

農地の取得
等を希望し
ている農業
者には本制
度も高い
ニーズがあ
る。

24 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

広島県農林振
興センターとの
連絡調整を緊
密に行い農業
者へのサービ
ス向上に努め
る。

要
改
善

広報を充実し
農業者への
サービス向上
に努める。

布
野
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
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業
・
経
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２
農
林
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産
業
等

(

2

)

「
消
費
者
が
求
め
る
安
全
・
安
心
，
そ
し
て
お
い

し
い
も
の

」
へ
の
こ
だ
わ
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

さんそん
ネット関
係業務

70

　平成15年度に君田村・布野
村・作木村が，広島県の中山
間地域総合整備事業で整備
した地域情報発信システム
（販売管理システムと地域情
報システム）の運用業務。
　運用形態は，管理を株式会
社君田トエンティワンへ委託
し，システムの運用、維持管
理を行っている。また，各観
光施設では設置してある公
共端末の通常の管理，生産
者情報登録の受付を行って
いる。各支所においては，公
共端末設置の観光施設に限
らず観光やイベントの情報な
ど地域情報の提供を行って
いる。

　各産地直売所の生産者
全員が販売管理システム
に加入しているが，地域情
報システムの基本となる生
産者情報への全員の登録
ができていないため，登録
の促進と、登録情報の充実
が課題。

　
地
域
情
報
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
都
市
住
民
を
中
心
と
し
た
消
費
者
を

対
象
に
，
販
売
管
理
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
君
田
町
・
布
野
町
・
作
木
町

の
農
林
水
産
業
生
産
者
を
対
象
に
し
て
い
る

。

　地域の農家に
向けて農業生産
情報や市況情報
を発信し，農業生
産の向上を図ると
共に，広く一般へ
地域の特産品や
イベント情報，地
域資源の情報を
発信して，都市農
村の交流の活性
化を図ることを目
的としている。

　地域情報システ
ムは，ホームペー
ジを作成し，各観
光施設に設置し
てある公共端末
またインターネット
で広く情報の発信
を行う。販売管理
システムは，各産
地直売所の売上
情報を生産者へＦ
ＡＸ･ホームペー
ジ・携帯電話など
で伝える。

　生産者に積極
的に働きかけた
結果，売上げ情
報確認のため
の情報端末新
規登録者が，対
前年比で25％
増の80名（会員
数140名）となっ
た。

3

　販売管理
システムを
利用した追
加搬入，年
間を通した
戦略的な生
産に活かし
ている人が
少しづつで
はあるが増
えている。
　また，公共
端末の利用
者は多い
が，ホーム
ページへの
アクセスが
少なく，情報
発信の面で
は今のとこ
ろ貢献度が
小さい。

3

　販売管理
システムを
活かしての
追加搬入の
促進や，
ホームペー
ジの定期的
な更新と
ニーズに応
えた情報の
提供を行う
ことによっ
て，売上の
増加・入込
観光客の増
加が図れ
る。

4

　コストのほ
とんどが維
持管理費。
特に，シス
テムのメン
テナンスに
かかってお
り，コスト削
減に努めて

低限度の
メンテナンス
を行うように
している。今
後はコスト
削減よりも、
コストに見
合った成果
を出してい
ければよ
い。

2

　業務のほ
とんどを委
託で行って
いるため，
市が行う部
分は修繕の
対応と情報
提供，生産
者の加入促
進などであ
る。

4

　地域情報
システムに
ついては，
多くの方が
ホームペー
ジを使った
情報収集を
行っている
状況にあ
り，ニーズ
に答えてい
るものと言
える。今後
は内容を消
費者ニーズ
に近づけて
いく必要が
ある。

3

　販売管理
システムに
ついては，
生産者に
よってその
活用程度に
大小差があ
るものの，販
売情報を活
用している。
生産者から
も好評であ
る。 19 C

未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

現状の運営方
法の中で，生
産者・消費者の
両方へのＰＲを
高めることで、
成果の向上が
図れる。

事
業
縮
小

費用対効果の
検証と活用方
法の改善が必
要である。

ふ
る
さ
と
農
林
室
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費
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・
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(

対
外
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な
業
務
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新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

ふるさと
ランチ

10,755

「ふるさと農林業創造プラン」
の柱として，地産地消を推進
することとし，平成１５年７月
から給食の献立を工夫しな
がら，地元で生産された安
全・安心で新鮮な旬の農産
物を給食に取り入れた「三次
市ふるさとランチ」を開始し
た。

事業開始時には，ベジタハ
ウスが食材の供給を行って
いたが，量の確保，採算，
手間の面から，事業廃止し
たため，平成１７年度に再
度食材供給体制を構築す
ることが必要となった。
地域で子どもを育てるとい
う市民意識の醸成を図りな
がら，学校給食への地元産
農産物を供給する体制づく
りを，地域ごとに進めていく
こととし，自治組織への働
きかけを行ったが，全体的
な取組となっていない。ま
た，平成１７年度以降は予
算化せず地域の自主的な
運営にゆだねている。
さらに，計画されている給
食センター設置との整合を
図ることが必要である。

農
家

学
校
・
保
育
所
の
児
童
・
園
児

安全・安心で新鮮
な旬の農産物を
学校給食に取り
入れ，地元野菜
の消費拡大を図
る。（学校・保育
所の教育現場に
おいては，このふ
るさとランチを利
用し，児童・園児
への食農教育を
推進する。）

地元産農産物を
学校給食へ供給
するための体制
づくり，及び供給
事務を支援する。

昨年の評価：事
業拡大
給食への食材
供給を地域で
行う取組が始
まったことは，
評価できる。

4

学校給食
は，大勢の
市民が同時
に地元産農
産物を消費
する場であ
り，地産地
消の効果は
大きい。ま
た，児童・園
児を通じ，
親への教育
効果も期待
ができること
から，安全・
安心で新鮮
な旬の地元
産農産物を
家庭の食生
活へ取り入
れることも
進み，地産
地消の効果
を広げてい
くことができ
る。

3

学校給食
は，大勢の
市民が同時
に地元産農
産物を消費
する場であ
り，地産地
消の効果は
大きい。ま
た，児童・園
児を通じ，親
への教育効
果も期待が
できることか
ら，安全・安
心で新鮮な
旬の地元産
農産物を家
庭の食生活
へ取り入れ
ることも進
み，地産地
消の効果を
広げていくこ
とができる。

5

Ｈ１７，１８年
度は，受益
者負担とし
ており，事
業の予算化
をしていな
い。

4

市立の教育
施設・保育
施設への地
元産農産物
の消費拡大
であり，生産
者と連携し
た取り組み
を行うことが
求められて
いる。また，
市が推進し
ている食農
教育の推進
の視点か
ら，市が主
体的に取り
組む必要が
ある。

5

次代を担う
子ども達に
安心で安全
な食材を提
供できる。
また，生産
者にとって
販路拡大に
つながって
いる。

4

地元農産物
の消費拡大
につながる。
子ども達の
食生活改善
にも効果が
期待できる。

25 B
未
実
施

事
業
拡
大

終
了

事業の有効性
からみて取組
を広げていく必
要はあるが，特
に予算化され
ておらず，今後
「地産地消」の
取り組みの1つ
と位置づけ，推
進していくべき
と考える。

終
了

地域の自主的
な取組へ移行

37／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位
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総
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評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

保冷庫
導入数

台 2
米飯給食
実施校数

校 22 26 30

学校，自
治組織，
市が連携
した小学
生の農業
体験取組
件数

件 1

森の食
彩館利
用日数

日 2,739 2,826 2,900 販売額 円 4,486,528 5,000,000

予約数
量

t 235 229 223
補償金交
付金額

千円 23,184 23,641 20,000

補償金交
付対象数
量

t 135 267 223

地図作
成筆数

筆 14,800 15,200 20,000

農地利用
集積への
活用

ha 100 166

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

５
年
間
で
終
了

1
8
年
度
中

事
業
内
容
の
拡
大

1
9
年
度
当
初

市
民
の
多
様
な
力

の
活
用

1
9
年
度
予
算

140

137

138

139

ふ
る
さ
と
農
林
室
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地産地消
の推進

709

　三次市は，策定した「ふるさ
と農林業創造プラン」の柱の
一つに地産地消の推進を掲
げ，三次市の特産品の消費
拡大ＰＲとあわせて，学校・
保育所給食への安全・安心
で新鮮な旬の地元産農産物
を取り入れた「三次市ふるさ
とランチ」を推進している。
　「米」は三次市の代表的な
農産物である。従って，米飯
給食を中心にした「三次市ふ
るさとランチ」は，地元産農産
物の消費拡大とあわせて，
学校・保育所における食農
教育として，地域の食文化を
理解する上で重要な役割を
果たすものといえる。
　また，学校給食に米飯を取
り入れるため，平成１４年度
から17年度まで，米飯学校
給食用食器を導入した。
  平成18年度においては，自
治組織が給食用食材を供給
するにあたり，食材の品質保
持のため，保冷庫を導入す

米飯給食実施校の増校や
地元農産物の学校給食へ
の安定的な供給体制づく
り。
各地域の自治組織の取組
への拡大を図るための普
及啓発が課題。

三
次
市
市
民
，
特
に
小
学
校
の
児
童

給食への供給に
より，地元農産物
の消費拡大を図
る。
次代を担う子ども
たちに給食を通じ
て地元産の食材
に接する場をつく
り，「食」への感謝
の心を育て，農業
及び農産物への
理解を深める中
で，子どもや親が
適切な食生活を
実践できる環境を
整えていく。

小学校へ米飯給
食用の食器を導
入（H14～H17）
自治組織が食材
供給に取り組む
ための保冷庫導
入補助金の交付
小学生の農業体
験の実施

積極的に推進
する。
自治組織の食
材供給への取
組を推進したこ
とにより，取組
拡大の機運が
高まりつつあ
る。自治組織，
学校，市が連携
して，小学生の
農作業体験を
通じての農業へ
の理解を深める
取組を始めた。

4

モデル的に
実施した田
幸小学校で
は，児童の
食や農業に
対する関心
は非常に高
く，特に給
食の残食率
にも改善が
見られるこ
とから，取
組を拡大す
ることによ
り，市全域
での効果が
期待でき
る。

3

自治組織の
取組への意
欲が不十分
であるた
め，普及啓
発の必要が
ある。
農産物の生
産の調整な
ど，安定的
な供給に解
決すべき課
題はまだ多
い。

4

米飯給食及
び地元産農
産物の食材
供給のため
の 低限の
初期投資で
あり，コスト
削減の余地
は少ない。

3

生産者（農
家)・消費者
(学校)双方
にニーズは
一致してい
るが，両者
の調整を図
りスムーズ
な運営を図
るため，市
（農林室・コ
ミュニティセ
ンター）への
期待は大き
い。

5

飽食の時代
だからこ
そ，学校給
食において
「食育」を推
進する際の
役割はより
一層重要性
を増してい
る。

5

子どもたちに
安全・安心な
農産物を利
用した学校
給食を提供
し，地域への
理解を深め
させること
は，保護者
だけでなく地
域全体の願
いである。

24 B
未
実
施

事
業
拡
大

事
業
拡
大

学校給食への
地元農産物供
給は，地域農
業の振興だけ
でなく，その教
育的作用から
も大きな成果
が見られ，市内
全校に普及し
ていくことが求
められている。
また，学校給食
への取り組み
だけでなく，幅
広い観点から
「地産地消」を
推進していく必
要がある。

事
業
拡
大

市内で消費で
きるシステムづ
くりを推進し，
生産者の顔が
見える「安全・
安心なの農産
物」を提供して
いくことが，農
家所得の向上
にもつながり，
後継者も育成
できる。

地
域
整
備
グ
ル
ー

プ
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特産品の
加工・販
売振興
(君田)

8,994

　君田地域農産物等活用型
交流促進施設「森の食彩館」
を拠点とした，各特産加工グ
ループの特産品開発，販売
の取り組みの拡大を図る。

原材料の生産，加工，販
売，集客の一連の仕組み
づくりを，地産池消や観光
キャンペーンの取り組みへ
位置づけ行なっていくこと
が必要です。

農
家
・
各
特
産
加
工
グ
ル
ー

プ

既存特産品の商
品力の強化と販
路の拡大，新商
品の開発及び地
元産原材料の安
定供給システム
の確立

　新たに三次市
全域で組織され
る農産加工団体
協議会（仮称）へ
の参画を推進し，
他団体との交流
により商品力，販
売力のレベルアッ
プを図る。

　「森の食彩館」
を（株）君田トエ
ンティワンが指
定管理者として
運営管理するこ
とにより，君田
温泉という観光
スポットと一体
となった特産品
の販売開発が
期待できる。

3

　「森の食彩
館」は農産
物等の加工
施設として
活用されて
いるが，商
品開発，特
産振興の拠
点として，よ
り有効に利
用していくこ
とが必要で
す。 3

　共同利用
が可能な施
設は，特産
品の生産の
ほか，新商
品開発の取
り組みにも
広く活用が
期待されま
す。

3

　独自運営
が可能とな
るよう，「森
の食彩館」
利用者の収
益性の向上
を図らなけ
ればなりま
せん。

4

　特産品に
より収益を
あげ，経営
が確立され
れば市の関
与の必要性
は少なくなり
ますが，零
細な団体が
多い現状で
は市の支援
により特産
の振興を図
らなければ
なりません。

3

　奥田元宋
美術館やは
らみちを美
術館の開館
による入り
込み客の増
加により，こ
の地ならで
はの特産品
に対する需
要は更に高
まる見込み
です。 5

　特産品の
振興は，農
林水産業関
係者のみで
なく，商工業
者，観光関
係者にも深く
関係する事
業です。「お
客様」に喜ん
でいただけ
るような，特
産品の開
発，既存商
品の改良等
は急務で
す。

21 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　特産振興の
必要性はこれ
までもいわれて
いたことです
が，行政の都
合による推進
ではなく，意欲
のある農業者
（事業者）が，
自由な発想で
主体的に取り
組めるルール
づくりが必要で
す。

事
業
縮
小

君田町「森の
食菜館」を拠点
とする特産品
の加工・販売
については，
市の関与を見
直し，団体等
の自主運営を
促進する。

ふ
る
さ
と
農
林
室
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アスパラ
価格補償
支援事業

4,772

三次市の振興作物であるア
スパラガス生産農家の経営
安定を図るとともに，計画的
生産・出荷を推進し，安値価
格補償を充実させる。

近年，アスパラガスの価格
が低迷しているため，生産
者の経営は厳しい状況に
ある。あわせて，アスパラ
ガス生産者の高齢化によ
り，廃園が増加している。
今後，アスパラガスのブラ
ンド化・産地化を図るため，
新規植栽者の意欲を喚起
し，安心して出荷できるよう
制度の充実及び予約数量
の増加が必要である。

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
生
産
者

市場価格低落時
に補給金を交付
することにより，
生産者の経営安
定と野菜の安定
供給に寄与する。

予約数量に対し
て負担金支出。

前年度評価：要
改善
国・県の制度に
基づき事業を実
施しているが，
本年度から制
度が改善され，
三次市におい
ては，野菜価格
補償のうち産地
化を図るため，
アスパラに特化
した事業を実施
する。

4

野菜生産は
気象等自然
条件の影響
を受けやす
く，価格が
常に変動す
るため，生
産農家所得
を不確実な
ものにして
いるが，価
格補償制度
による価格
補填金を交
付すること
により，価
格の安定性
が図られて
いる。

4

野菜生産は
気象等自然
条件の影響
を受けやす
く，価格が常
に変動する
ため，生産
農家所得を
不確実なも
のとし，生産
意欲を削ぎ
生産面積の
減少につな
がっている。
価格補償制
度による価
格補填金を
交付するこ
とにより，価
格の安定性
が図られて
いる。

5

他の手段は
ない。

5

野菜の生産
出荷の安定
と生産者の
経営安定，
消費者への
安定供給を
図るため，
野菜価格安
定制度は重
要であり，行
政として行う
必要があ
る。価格補
償について
は，国・県の
制度に基づ
き実施する
ことが効果
的であり，行
政の責任で
行うべきで
ある。

4

価格の不安
定は，生産
農家所得を
不確実なも
のとし，廃
園などの増
加から生産
量の急激な
減少や，そ
れに伴う価
格の急騰を
引き起こす
可能性があ
る。農産物
の自給率を
上げ，農業
を支えてい
く面で社会
的ニーズが
高い。

3

価格の低落
は，生産農
家の生産意
欲を削ぎ，生
産量の減少
やそれに伴
う価格の急
騰を引き起こ
す可能性が
ある。生産
農家の経営
安定を図り，
野菜の計画
的生産・出
荷により，価
格の安定を
図る点で
ニーズがあ
る。

25 B

現
状
維
持

事
業
拡
大

三次市は，アス
パラガスのブラ
ンド化，産地化
を図っている。
野菜価格の安
定制度は，野
菜の生産出荷
の安定と生産
者の経営安
定，消費者へ
の安定供給を
図るために重
要な役割を果
たしている。

要
改
善

生産者が減少
する中で，将
来にわたって
アスパラ推奨
の必要性の有
無を検証する
必要がある。
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事

経営構造
対策事業
（調査分
析活動）

15,829

　農業者の高齢化，担い手，
後継者の不足等により農業
生産活動が不可能となった
農家の増加に伴い，農地の
荒廃や遊休地化が進んでい
ることから，地域における農
作業受委託の斡旋が求めら
れている。
　また，転作作物の収益性の
向上や農地利用の集積への
支援も求められている。
　これらを実施するために
は，農地の各種情報を一括
管理することが重要であり，
農地情報と地図情報とをリン
クさせることにより，一層の
効果が見込めることから，こ
れらの情報を統合的にコン
ピュータに入力・管理すると
同時にデータ活用システムを
構築し，住民ニーズに応える
ことを目的に事業を実施す
る。

農地の分筆等により，農地
情報と地図情報の不突合
が予想されるため，今後も
データ更新を行なう必要が
生じる。

農
業
振
興
地
域
農
用
地
区
域
内
の
す
べ
て
の
農
業
者
及
び

農
地

農地情報の活用
による耕作放棄
地の発生防止と，
遊休農地の有効
活用による農地
保全，農作業の
効率化等による
農業経営の低コ
スト化

①コンピュータへ
の農地情報及び
地図情報入力
②農作業受委託
支援システム及
び生産調整支援
システムの導入
③データ及びシス
テムを活用した営
農活動の支援

前年度評価：現
状維持
①市内全域の
地図情報入力
に至っていない
ため，引き続き
平成１８年度事
業終了までに
入力を行なう。
②農地情報と
地図情報との
突合ができてい
ないため，引き
続き平成１８年
度事業終了ま
でにデータ整備
を行なう。③シ
ステムの有効
活用を推進する
ため，ＪＡとの連
携により体制整
備を図る。

5

　農地荒廃
の防止，遊
休農地の活
用，農地の
利用集積等
のために
は，農地情
報と地図情
報がリンクし
た形で確認
できることは
不可欠であ
り，そのた
めにはコン
ピュータにこ
れらの情報
を入力し，
一括管理を
行なうことが
システム・
データ利活
用において

も適切で
ある。

5

　市内全域
のデータ整
備がH18で
終了予定で
あり，システ
ム・データは
これからが
本格的な活
用となる。整
備完了後に
は事業効果
が充分得ら
れるものと
思われる。

5

他の手段は
ないものと
思われる。

5

　農地情
報，地図情
報とも行政
所有の個人
情報であり，
民間事業者
の参入はな
い。
　なお，情報
の入力業務
について
は，情報保
護の覚書を
締結したうえ
で業務委託
を行なって
いる。

5

　農業者の
高齢化，担
い手不足に
よる農地荒
廃や遊休農
地の増大は
深刻な問題
であり，農
地保全及び
環境保全の
両面から社
会的ニーズ
はきわめて
高い。

3

　農地荒廃
の防止は，
水田の多面
的機能（洪
水防止，生
態系維持
等）の確保に
重要な役割
を果たすも
のであり，市
民ニーズが
ある。

28 A

現
状
維
持

現
状
維
持

終
了

平成14年度から
平成18年度まで
の継続事業であ
り，年度別の計
画を作成し順次
事業を実施して
いる。
この事業に関し
ては，現在の農
業農村が抱える
多くの課題に対
処するために必
要不可欠な業務
であり，事業完
了後には大きな
成果があるもの
と期待できる。し
かし，農地の分
筆等により，農
地情報と地図情
報の不突合が予
想されるため，
今後もデータ更
新を行う必要が
ある。

終
了

本事業は５年
間で終了す
る。

38／100
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期限
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連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

補助金
交付団
体件数

件 6 9 7

集落農場
型農業清
算法人設
立数

団体 4 3

特産品
加工グ
ループ数

団体 1 2
開発加工
品数

品 1 2

農業者
年金加
入者

人 899 879 880
経営移譲
者

人 1 3 2

放牧実
施団体
数

件 3 3
放牧を実
施する面
積

ｈａ 7 8

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

144

141

142

143
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地域営農
集団育成

1,383

　本市においては，農業従事
者の高齢化及び後継者・担
い手不足による農地荒廃が
懸念されているとともに，個
人で行なう農業経営は限界
を迎えており，集落の農業を
効率的に行なう組織として，
地域営農集団の活性化が必
要とされている。
　このため，研修会参加や農
業法人化に向けた取り組み
を行なう等，地域営農集団の
積極的・主体的な活動を支
援するため，活動費補助金
を交付する。

他の職業から得た収入を
農業経営へあて，個人の
生活タイルに合わせて農業
を行う個人単独での農業が
増えており，活動のない地
域営農集団が目立ってい
る。
この補助金は，農業経営の
集団化や法人化への一助
となる活動補助金である
が，あわせて市が研修等を
仕掛けるなど，農業者の経
営意識の向上を一層図る
必要がある。

地
域
営
農
集
団

　個人で行なう農
業は，経営規模
の拡大や低コスト
化による経営安
定化を図る上で，
すでに限界を迎
えており，地域を
あげて土地利用
を集積し，効率的
な農業経営を行
なう農業集団の
活性化を図る。
　ひいては，集落
農場型農業生産
法人の育成をめ
ざす。

　研修会等への
参加などを通し
て，農業集団で行
なう農業経営体
制の構築を図る
ための活動費に
対し，補助金を交
付する。

前年度評価：現
状維持

5

　活動費の
捻出は地域
の農業者の
大きな負担
となってお
り，補助金
を交付する
ことで積極
的な活動へ
の気運を醸
成すること
ができる。

5

　昨年度補
助金を交付
した集団に
ついては，
集落での意
識高陽等の
効果が現れ
ており，研修
を重ねる
等，活発な
活動が行な
われてい
る。
　農業法人
化に取り組
む地区は４
地区にの
ぼっている。

5

　研修活動
参加等につ
いては，移
動費や研修
負担金等を
伴うことが
多くあるた
め，今後の
事業費拡大
が必要であ
り，コスト削
減ん余地は
ない。 5

　他の方法
がない。

5

　地域農業
集団経営体
制の構築は
急務であ
り，市の主
要施策にも
掲げられて
いる。
　効率的な
農業経営
は，基盤の
強い農業を
支える上で
欠くことはで
きない。

3

　本補助金
は，農業者
を対象とする
ものであり，
広く市民の
ニーズに応
え得るもの
ではないが，
集落営農の
活性化によ
り良好な農
地保全が図
られることか
ら，農地の持
つ多面的機
能の確保に
よる市民へ
の効果は大
きい。また，
農村におい
ては，集落
機能の維持
や地域振興
にもつながっ
ている。

28 A
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

今後とも，集落
における主体
的な農地保全
活動・生活環境
保全活動は，
地域を守り，活
性化する上で
必要不可欠で
あり，この事業
による効果は
極めて大きいも
のと思われる。 要

改
善

これまでの取
組を検証する
とともに，今後
の施策を模索
していく必要が
ある。

ふ
る
さ
と
農
林
室
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特産品化
工事業６
次産品化
業務

1,454

地域農産物を有効活用した
加工及び特産品の開発事業
を支援する。

開発を行なった６次産品
が，安定した加工・販売が
行なわれ，着実に地域の
農業振興につながるよう，
販売経路を確立する必要
がある。

市
内
の
特
産
品
加
工
グ
ル
ー

プ

地域農産物を有
効活用した加工
品及び特産品を
開発（６次産品
化）し，地域農産
物の販路を拡大
することにより，
加工グループの
販売額の増加と
運営の安定を図
る。

（補助金の交付）
地域農産物を有
効活用した加工
及び特産品の開
発事業を支援す
る。

実施後の効果
はまだみられな
い。

4

特産品や加
工品の開発
により，地
域農産物の
販路拡大を
通して，農
業振興を図
ることができ
る。
特に，高齢
化した地域
において
は，高齢者
に適した農
産物の栽培
と加工を行
うなど，地域
の特色を活
かした農業
振興を図る
ことができ
る。

4

特産品開発
には，加工
機器の導入
等の条件整
備が必要と
なるが，これ
らの資金の
調達にはか
なりの負担
を要すること
から，立ち
上げ時の補
助を行なうこ
とで農業者
及び加工グ
ループの活
動が停滞す
ることのない
よう，支援を
行なう。

4

本事業で導
入された加
工機器等が
有効に活用
されるよう，
加工グルー
プ同士の連
携により利
活用を行な
い，稼働率
を上げる等
の取組みが
必要。 4

機器導入時
の資金調達
について
は，融資制
度の利用が
困難である
ことなど，加
工グループ
の活動に支
障が生じる
ことがある
が，補助を
行なうことに
より製造及
び販売を軌
道に乗せ，
生産者の所
得向上を図
ることができ
る。

4

過疎化や高
齢化が進
み，集落機
能の維持が
難しくなって
いる地域も
あり，農村
での新たな
事業として
加工品製造
事業を掘り
起こすこと
は，農業振
興と併せて
地域振興を
図ることに
もつなが
り，社会的
にも大きな
意味を持
つ。

4

地元産の原
料でできた，
安心できる
加工品が求
められる。地
域の特色を
活かした加
工品開発
は，地域の
活性化につ
ながるととも
に，誇ること
ができるふ
るさと産品の
創出につな
がる。

24 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

農産物を利用
した６次産品
は，地域アイデ
ンティティを確
立する有効な
手段であり，引
き続き生産者
の意欲を支援
し，市としても
新たな特産品
の開発を支援
し，経済的波及
効果と市のPR
に努める必要
がある。

要
改
善

既に各地域に
おいては特産
品が作られて
おり，まず，検
証を行う中で，
販売拡大にむ
けた取組を展
開する必要が
ある。

農
業
委
員
会
事
務
局

第
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２
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務
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れ
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農業者年
金事務

724

農業者年金は農業者全般を
対象とした年金制度で，国民
年金の給付と相まって農業
者の老後生活の安定及び福
祉の向上，農業者の確保に
資することを目的とした公的
年金制度。なお，農業者年金
事務は地方自治法第１８０条
の２の規定より市長から事務
委任を受け行っているもので
す。平成１７年度は６６９名の
農業者年金受給等の手続を
行った。

相談会の開催（農業委員と
共に）

広
く
農
業
者
全
般

。

農業者の老後生
活の安定及び福
祉の向上，農業
後継者の確保。

加入促進，保険
者・被保険者の管
理，年金受給手
続き，その他相談
業務全般。

経営移譲年金
手続きの対象
年齢に達する
者に対し，事前
指導等を徹底し
た。

4

農業者年金
に係る事務
は，これま
で掛け金を
支払ってき
た方がいか
に多く年金
を受給でき
るかが目的
であり，そ
の目的に向
けた日常の
相談業務を
欠かさず
行ってい
る。

4

年金受給に
向け適切な
指導を行っ
ている。

4

職員人件費
以外のコス
トは少額で
ある。

5

農業者年金
加入者の農
地情報等個
人情報の管
理を行って
いる。

3

独立行政法
人農業者年
金基金法の
目的どおり
である。

3

農業後継者
の減少等に
より，新たな
年金への加
入者は減少
傾向にある
が，農業者
にとっては必
要な制度で
ある。

23 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

農業者年金加
入者が経営移
譲を行うべき年
齢になられる
前に経営移譲
年金裁定請求
手続きの指導
を徹底する。

要
改
善

手続きの助言・
指導を充実す
る。

ふ
る
さ
と
農
林
室
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耕畜連携
支援モデ
ル事業

1,117

　農地の荒廃防止及び保全
管理の省力化を図ることを目
的として，水田（休耕田）等へ
繁殖牛を放牧するために必
要な電気牧柵・給水設備等
の導入費用の一部を補助す
る。

　昨年度から県のモデル事
業として始まった事業であ
り，これから事業の効果を
明らかにする必要がある。

３
戸
以
上
の
農
家
で
組
織
す
る
団
体
等

　農地の荒廃防
止及び保全管理
の省力化を図る。

　繁殖牛の放牧
に必要な電気牧
柵・給水設備等の
導入費用の一部
を補助する。

前年度未実施

4

高齢化が進
行する中山
間地域にお
いては，農
地の維持管
理に要する
労力が大き
な負担と
なっており，
水田放牧に
よる省力化
の効果は大
きい。 4

現在のとこ
ろコスト・労
力・効果の
面で もバ
ランスの取
れた方法で
ある。

4

機材の選定
及び放牧頭
数につい
て，若干コ
スト削減の
余地がある
が，一層の
情報収集及
びノウハウ
の蓄積によ
り解決でき
るものと思
われる。 5

県の実施要
領により，市
の関与が義
務付けられ
ている。

3

高齢化が進
行する中山
間地域にお
いては，農
地の維持管
理に要する
労力が大き
な負担と
なっており，
ニーズはあ
る。

3

省力化の他
に，景観の
維持，獣害
防止等の効
果もあり，，
ニーズはあ
る。

23 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

　県のモデル事
業終了後も単
市事業としてこ
の事業に取り
組むのか，これ
までの事業の
効果及び市民
のニーズを踏
まえて検討す
る必要がある。

要
改
善

モデル事業とし
て実施したも
のでもあるが，
今後本市に
とって農地の
荒廃化を防止
する意味で有
効な手段であ
るか検証する
必要がある。

39／100
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目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

かんがい
排水事
業

千円 42,000 30,348 20,000
かんがい
排水事業

件 16 10 8

農道整
備事業

千円 38,080 40,052 20,000
農道整備
事業

件 12 11 11

老朽ため
池補強
事業

千円 20,000 36,000 28,500

老朽ため
池補強事
業

件 5 7 4

事業調
整

回 5 12 12
地元住民
の同意

％ － 100 100

協定締
結数

件 292 263 265
保全され
た農地面
積

ｈａ 3,607 3,423 3,500

協定面
積

ｈａ 3,607 3,423 3,500 交付金額 千円 560,635 460,759 471,123

予算額 718 149,844 710
遊漁者入
込数

人 1,180 1,561 ー

市民から
の相談
回数

回 1
アユ漁獲
高

t 44 60 ー

負担金
支払箇
所

箇所 2 3 3

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
予
算

148

145

146

147
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小規模農
業基盤整
備事業

110,654

施設の老朽化により用水の
確保が困難な地域における
水路改良，道路幅員が狭小
で機械の搬出入が困難な地
域の農道整備，砂利道のた
め機械搬出入に苦慮してい
る地域の農道舗装，老朽化
により用水確保が困難なた
め池の補強工事を等を行
い，農業の近代化と農業経
営の安定化を図る。

本事業に対する農業関係
者からの要望が多く単年度
での対応が難しいため優
先順位の決定根拠が必要
である。
また，ため池については農
業用水の確保だけでなく，
決壊時における被害が多
大となるため早急な対応が
必要となる。

農
業
生
産
に
必
要
な
施
設

（
水
路
・
道
路
・
た
め
池
等

）

の
受
益
者

農業基盤の整備
により，農業の近
代化，作業の軽
減化を行い生産・
品質の向上によ
り農業収益の増
をはかる。

農業施設使用受
益者の事業実施
要望により安価で
効果の発揮でき
る施設改良工事
の実施

必要 小限の
整備とする

5

維持管理経
費の節減と
ともに、農業
の近代化を
図ることが
できた。

5

地元要望に
対しての事
業を行って
いるため十
分な成果が
得られてい
る。

4

地元負担金
も伴うことか
ら、 低限
での工事実
施を行った。

3

事業要望の
取りまとめ
については
土地改良区
が行ってい
るが、工事
関係が伴う
ことから市も
関与するべ
きである。

3

農業関係者
が対象とな
る事業であ
る。

5

農業関係者
だけでは対
応できない
事業であり、
農業関係者
は強く望む
事業である。

25 B

事
業
縮
小

現
状
維
持

事
業
拡
大

必要 小限の
整備とするが、
事業要望が多
いため。

要
改
善

農道，用排水
路等が老朽化
したものが多
く，改修が必要
となってくる施
設も多くでてい
るなかで，要
望すべてに応
えていくことと
なると，際限も
なく，一定の基
準を設ける必
要がる。

ふ
る
さ
と
農
林
室
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新農業水
利システ
ム

8,194

　
　既存農業用施設の機能診
断（どこが，どのように壊れて
いて，これをどのように改善
すればよいか）を行い，今後
の水利用と管理のあり方（適
時・適量を流すためにはどう
いった制御を行い，どのよう
な制御で流せばよいか）につ
いて，管理計画を策定し，水
利関係の農業用施設（水路・
頭首工・ため池等）の新設や
改修を行う。

施設が老朽化などによる
新設及び改修の要望は高
くなっているが，制度が確
立できていない。

水
利
関
係
の
農
業
用
施
設

（
水
路
・
頭
首
工
・
た
め
池

等

）
が
対
象

　 水利管理保全
計画を基に，農家
への意向調査等
を実施し，ハード
事業として水利関
係の農業用施設
の新設及び改修
を行う。

　 水利施設等の
状況把握（農家へ
の意向調査等）や
技術的分析，管
理の省力化等計
画の策定を行い，
施設の新設及び
改修を行う。

計画的に実行
する。

5

　地元要望
の箇所であ
り，貢献度
は高い。

5

　地元要望
の箇所であ
り，十分な
成果があ
る。

4

　既存施設
の改修が主
となるため，
削減余地は
少ない。

4

　土地改良
区事業であ
るが，地元
住民との調
整役及び県
との調整
は，市がお
こなったほう
が良い。

4

　農業用施
設とは言い
つつも，現
代社会では
混住化が進
み，生活用
施設とも
なっており，
社会的に重
要な施設で
ある。

5

　農家にとっ
て，水利関
係施設は農
業経営に
とって も重
要な施設で
あるため，そ
の更新は極
めて重要で
ある。

27 A
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

施設の老朽化
などに伴う市民
ニーズが高くな
る。

要
改
善

施設の老朽化
などに伴う市
民ニーズが高
くなる。しかし
ながら，全てに
対応することに
も限度があり，
改修基準を定
めて実施する
必要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室
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中山間地
域等直接
支払事業

484,200

　農業生産条件の不利を補
正するための交付金を交付
することで，適正な農業生産
活動を推進し，耕作放棄地
の発生防止と多面的機能の
確保に資する。

　高齢化が進行するなか
で，集落における担い手と
後継者の確保・育成を図る
必要がある。

　
地
域
振
興
８
法
（

過
疎
法

）
の
指
定
を
受
け
て
い
る
地
域
で
，
交
付
要

件
に
該
当
す
る
協
定
農
用
地
を
持
つ
集
落
協
定
参
加
農
家
及
び
，
個
別
協

定
を
締
結
し
て
い
る
担
い
手
農
家

　農業生産条件
の不利を補正す
ることで，適正な
農業生産活動を
推進し，耕作放棄
地の発生防止と
多面的機能の確
保を図る。

　集落協定を締結
した集落及び，個
別協定を締結した
担い手農家に対
し交付金を交付し
する。
　集落及び担い
手農家は協定に
基づき農業生産
活動等に関する
取り組みを行う。

　制度の改正に
より，より積極
的な取り組みが
行われるように
なった。

4

交付金を活
用して鳥獣
害対策や共
同機械の購
入が行われ
ており，農
地の保全及
び農業生産
活動の活性
化につな
がってい
る。

3

交付金を原
資として，一
層の農業生
産体制の整
備を図ること
が必要であ
る。

3

各協定にお
いて，より効
率的な交付
金の活用方
法について
検討する必
要がある。

5

本事業の事
業主体は市
である。

4

農地の保全
及び多面的
機能の維持
は喫緊の課
題であり，
社会的ニー
ズは大き
い。

4

農地の保全
及び多面的
機能の維持
は市内全域
に関わる課
題であり，市
民のニーズ
は大きい。

23 B

現
状
維
持

現
状
維
持

事
業
拡
大

本制度は，農
業生産活動の
推進，農地の
保全及び多面
的機能の維持
に有効である
ため，交付要
件を満たす集
落においては，
できるだけ協定
を締結していた
だけるよう取り
組んでいく。

要
改
善

活用内容を十
分精査するす
る必要があ
る。一般財源
を投入する以
上，その費用
対効果の検証
は必須であ
る。

ふ
る
さ
と
農
林
室
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内水面漁
業振興

150,553

１ （社）広島県栽培漁業セン
ター負担金の支払い
2   江の川漁業協同組合負
担金

特定外来種であるブラック
バスやブルーギルの繁殖
による，アユ等の淡水魚へ
の被害が増加しており，関
係団体の活動強化と市とし
ての関わり方を改善してい
く必要がある。

内
水
面
漁
業
者
団
体

（
川
漁
従
事
者
，
養
殖
業
者
，
遊
漁

者

）

伝統的産業であ
る川漁の維持
振興水産業者の
所得
遊漁者の入込数
増加

養殖業者からの
相談への対応
魚の伝染病に関
する情報提供等

前年度評価：要
改善
　アユの稚魚放
流について，近
年冷水病が発
生していたが，
１７年度稚魚育
成中間施設の
増設を補助事
業として取り組
んだことにより
改善の傾向に
ある。 3

内水面漁業
振興に関し
て，直接的
に市が事業
を実施して
いるもので
はなく，負担
金の支払い
という関節
的な関わり
であるが，
昨年課題と
されていた
「アユ稚魚
中間育成施
設」の増設
により冷水
病等が回避
できた。

2

外来種の駆
除に関して
は，法律も
制定されて
おり，生態
系や環境を
守るなど市
が関与する
ことにより成
果の向上が
考えられる。

5

負担金につ
いては，定
額的なもの
であるた
め，コスト削
減余地はな
い。

3

自然生態
系，河川環
境の維持に
関しては，
公共性の高
い業務であ
り，住民等
の協力を得
ながら進め
るべきであ
る。

4

外来種の繁
殖やコイヘ
ルペスの発
生等内水面
漁業を取り
巻く環境は
厳しく，社会
的にもそれ
らへの適切
な対応の
ニーズは，
高い。

4

江の川のア
ユは，県内
でも有名で
あり，市民に
も遊漁者が
多い。
また，アユの
加工品等住
民からの需
要も多く地元
産業のひと
つでもある。
観光「三次
の鵜飼」へ
の影響も考
えられる。

21 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

コイヘルペス病
や外来種の増
殖など，民間や
個人での対応
の限界があり，
市として関わり
方を改善する
必要がある。

事
業
縮
小

市の関与のあ
り方を見直す
必要がある。
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

農道台
帳作成
及び修
正

ｍ

災害・道
路改築申
請等によ
る施設状
況把握

件 9 8 10

農道台
帳データ
更新

件 5 7 10

積算基
礎森林
面積

ha 3,369 3,379 3,379
森林の現
況調査

日 249 192 192

施行実施
区域の明
確化作業

件 10 11 11

歩道の整
備等

件 182 182 182

事業対
象

事業
数

1
補助金交
付金額

円 100,000

間伐事
業採択
申請件
数

件 170 336 200
間伐実施
面積

ha 162 312 125

単
年
度
事
業

1
8
年
度
中

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

152

149

150

151

ふ
る
さ
と
農
林
室

第
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

農道台帳
整備事業

141

三次市内の土地改良事業等
で整備した市管理農道につ
いて，各路線ごとに「農道台
帳調書」「現況平面図」等整
備し，路線網図で位置,や路
線番号等一括管理している。
農道整備事業等により，新
設，改良工事があった場合
は，新規農道台帳の作成，
差し替え，追記等をし，現況
を反映した台帳として整備す
る。

・市道再編と併せ，三次市
道路網を整備する観点か
ら，農道路線の見直しが必
要。

・
農
業
施
設
で
あ
る
農
道
・
生
活
道
の
性
格
を
有
す
る
農

道 ・農業用施設とし
ての機能維持と
適切な施設管
理。
・三次市の道路網
を形成する“道”
（集落間の連絡
道）としての機能
維持するための
適切な施設管
理。

・新規農道台帳作
成。
・改良，補修等の
履歴追録。
・市道路線見直し
に伴う，農道台帳
の整備。（新規登
録又は廃止）

・市道台帳と併
せて検討する。
費用対効果を
検証し，システ
ム整備の方向
性を出す。
・市道認定路線
再編作業と併
せ，農道台帳を
精査調整し，電
子データ化への
基礎資料を整
える。 4

農道台帳の
システム化
（電子データ
化）により，
データ収集
の迅速化等
施設管理面
での貢献度
は大とな
る。。

4

電子データ
化し，必要
なデータを
入力管理す
ることによ
り，その有
効性はさら
に向上す
る。

4

電子データ
化（システム
化）は，外部
委託を考え
ているが，
事前の基礎
資料整備等
によるコスト
削減を図
り，システム
構築後の更
新入力は直
営で行う。 3

行政財産の
把握，管理
であり，市が
関与すべき
もの。

4

三次市の道
路網管理の
面で社会的
ニーズがあ
る。
農道台帳登
載路線が普
通交付税の
算定対象路
線となる。

3

農道としての
台帳登載
が，農業用
施設であり，
地域の生活
道でもある
農道改良事
業の条件と
なっている。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

農道台帳のシ
ステム化（電子
データ化）は必
須である。（単
に農道のことと
捉えず，市道，
林道と併せ，三
次市の道路網
整備の基礎
データとして，
先ず，台帳を完
成させる必要
があります。）

要
改
善

市道台帳とあ
わせて検討す
る。
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林
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森林整備
地域活動
支援交付
金

34,854

森林の有する多面的機能が
十分に発揮されるよう適切な
森林整備の推進を図る観点
から，森林所有者等による計
画的かつ一体的な森林施業
を行うため，森林の現況の調
査及び，その他地域におけ
る活動の確保を図る。

平成14年度から平成18年
度までの5年間の事業とし
て実施され、今年度が 終
年度にあたるため、次期制
度（制度の継続・制度内
容）については国において
検討中である。
この制度により，施業の集
約化、森林整備への関心
が高まったと思われるが、
活動の大半が「森林の現
況調査｣であるため実施基
準を定める等、実施量が把
握できる仕組みが必要。

森
林
施
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
森
林
所
有
者
で
あ

っ

て
，
市
と
協
定
を
締
結
し
た
者

森林の多面的機
能の発揮を図る
観点から，森林整
備のための地域
による取り組みを
推進する

森林所有者等に
よる計画的・一体
的な森林の実施
に不可欠な森林
の現況調査，施
業実施区域の明
確化作業、歩道
の整備等
交付金額　1haに
つき10,000円

前年度未実施

3

この制度
は、森林所
有者等によ
る森林施業
に不可欠な
森林の現況
調査等の地
域活動の確
保を目的と
しており、効
果がある。

3

地域の実情
に合わせた
地域活動メ
ニュー（交付
対象作業）
の拡充を図
る必要があ
る。

3

現制度の交
付金額は
10,000円／
haと決まっ
ているが、
次期制度に
おいては積
算基礎森林
面積の基準
の変更（協
定期間内に
施業を実施
しない森林
の除外）、活
動内容によ
り交付金額
に差異が
あってもよ
いと考える。

4

市の関与は
協定の作成
指導・書類
審査・地域
活動の実施
状況の確
認・交付金
の交付事務
であり、市で
実施すべき
であると考
えるが、森
林組合等へ
委託できる
事務もある
と考える。

4

この制度
は、森林の
有する多面
的機能を持
続的に発揮
するため、
森林施業に
不可欠な地
域活動を確
保すること
を目的とし
たものであ
り、地域活
動が適切に
実施される
ことにより、
森林施業の
促進につな
がってい
る。

3

この制度は，
森林施業の
実施に不可
欠な地域活
動を確保す
ること目的と
しており，重
要であると
考えるが、森
林施業と地
域活動との
結び付きを
市民に十分
理解されて
いない。

20 C

現
状
維
持

未
実
施

要
改
善

この制度は地
域活動、森林
整備への効果
があり有効で
あると考える
が、次期制度
においては施
業の集約化の
促進や地域の
実情に合わせ
た地域活動の
メニューの拡
充・見直し、実
施基準の設
定、積算基礎
面積の見直し
を行い、有効な
支援制度とす
る必要がある。

要
改
善

森林所有者の
意識調査を実
施する中で，
事業の必要性
を検証し，その
有効策を講じ
る必要があ
る。
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地域木材
利用建物
促進対策
事業

環境に対する関心が高まっ
ている中で、木材を構造物や
木製品などの環境にやさしい
循環型資源として、地域木材
の利用拡大を図るため、普
及啓発を行う。

地域材の利活用を促進す
るため、木の良さの普及啓
発など、地域の木材需要の
拡大につながる事業を継
続的に実施する必要があ
る。

地
域
木
材
を
利
用
し
た
利
用
促
進
・
普
及
啓
発
に
つ
な
が

る
と
認
定
し
た
事
業

小中学生やその
保護者の世代を
対象に、木材利
用の意義、重要
性を理解してもら
う機会の提供

市有林の木材の
提供・木材搬出経
費への補助

前年度未実施

3

木材を提供
（実際の伐
採に立ち会
う）、木材の
加工体験を
通して、森
林や林業に
ついて学ぶ
機会の提供
につながっ
ている。

3

事業に対し
て地元がど
のように（ど
こまで）関わ
るかにより
成果は大き
く変わる。

5

搬出はボラ
ンティア等で
は実施が不
可能である
ため、コスト
削減は望め
ない。

4

市有林の提
供のため、
木の選定等
市の関与は
不可欠。

4

森林のもつ
機能を発揮
させるため
には森林の
整備が不可
欠である。
木材利用を
進めること
が森林整備
にもつなが
るため，地
域材を利用
することに
よる森林･
林業への関
心をたかめ
る「森林環
境教育」の
機会の需要
は高まって
いる。

3

森林を保全
しながら有効
に利用して
いくことによ
り、これまで
受けてきた
森林からの
恩恵を次の
世代に引き
継いでいか
ねばならな
い。そのため
にできること
のひとつが、
地域材の利
用であり市
民それぞれ
に期待され
ている役割
である。

22 B
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

今後、普及啓
発だけでなく、
間伐材も含め
た地域材の利
用促進体制の
整備を構築す
る必要がある。

終
了

新規事業へ移
行し，地域木
材利用促進に
取り組む。
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濃密林間
伐事業

6,708

森林のもつ公益的機能の持
続的な発揮を図るために必
要な保育（下刈・除伐･間伐）
のうち、全体的に遅れている
間伐の推進を図る必要があ
るため、森林所有者負担の2
分の1を補助する。

間伐をより一層推進するた
めには間伐材の利用促
進、団地化による効率的な
間伐の実施に取り組む必
要がある。

造
林
事
業
の
補
助
対
象
と
す
る
事
業

（
流
域
公
益
保
全
林

整
備
事
業
又
は
流
域
循
環
資
源
林
整
備
事
業

）
に
よ
り
実

施
す
る
間
伐
事
業
の
事
業
主
体

森林の公益的機
能の持続的な発
揮を図る観点か
ら，間伐の推進を
図る。

流域公益保全林
整備事業又は流
域循環資源林整
備事業により実
施した事業費から
国県補助金を控
除した金額（2分
の1）の2分の1以
内を補助する。
（森林所有者負担
は４分の1）

前年度未実施

4

自己負担が
軽減される
ことにより、
間伐実施へ
の誘導等推
進が図られ
ている。

3

市内の人工
林面積の約
6割にあたる
9,931haが間
伐等を必要
とする35年
生以下の林
分であり、そ
れらの解消
につながっ
ている。

4

事業費に対
する国県補
助が行われ
ても，なお
全体的に間
伐が遅れて
いる森林に
ついて，そ
の負担を軽
減し，森林
所有者の整
備意欲を喚
起するため
に行う事業
であり，コス
ト削減は望
めない。

4

森林保全の
面からも間
伐の実施は
重要であり、
推進を図る
上でも市の
関与は必
要。

4

林業の採算
性の悪化か
ら、適正な
森林管理が
行われない
まま放置さ
れる人工林
が増加し、
森林の持つ
水源かん養
や土砂流出
防止などの
公益的機能
の発揮が損
なわれるこ
とが懸念さ
れている。
間伐を適期
に実施する
ことによっ
て森林の保
全を図る必
要があり、
間伐推進を
図る施策は
重要。

3

森林のもつ
多面的機
能・地球の
温暖化防止
機能を保持・
推進への住
民のニーズ・
関心は高く、
土砂流出防
止などの公
益的機能の
維持・発揮に
つながる間
伐の推進を
図る施策は
重要。

22 B
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

適正な森林管理
が行われないま
ま放置される人
工林が増加する
と、森林の持つ
公益的機能が発
揮されず土砂流
出等につながる
危険性がある。
間伐等の施業適
期を迎えている
林分を解消して
いくことが森林の
保全につながる
と考えるが、効
率的な間伐実施
のためには作業
道の整備を促進
する必要があ
る。また、事業を
推進する上で、
間伐材の利用促
進を図ることによ
るコストの軽減を
実現させること
が必要である。

要
改
善

先ず，取組み
の成果の検証
を優先すること
が必要であ
る。

41／100
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総
合
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価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

計画策
定面積

ha 10,000 11,440 7,500

森林整備
地域活動
支援交付
金対象面
積

ha 3,369 3,379 3,379

団地施
業計画
面積

ha 21,387 21,815 22,035

流域森林
総合整備
事業実施
面積

ha 522 997 997

開催回
数

回 8 7 7 参加人員 人 265 125 150

整備実
施路線
数

件 9 7 5
整備完成
事業件数

件 2 1

開設，改
良延長

ｍ 289 264 370

舗装延長 ｍ 2,694 3,024 550

林道台
帳データ
更新

件 10 7 5

災害・道
路改築申
請等によ
る施設状
況把握

件 12 9 10

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

1
5
　
効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

156

153

154

155

ふ
る
さ
と
農
林
室

第
4
 

産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

森林施業
計画

3,912

森林所有者が自発的意思に
基づいて森林施業に関する
５年の計画を作成し、その計
画に従って計画的・合理的な
施業を行うことにより森林の
持つ多面的機能を高度に発
揮させるため，計画策定に係
る経費の一部を助成する。

森林組合等が森林所有者
と長期間「森林の施業や経
営の委託契約」を結び森林
所有者に代わって森林施
業計画を作成し、認定を受
け、森林の施業に取り組む
ことができるようになる。自
分が所有している森林を
「託す」という新しいスタイ
ルで計画的な森林づくりが
可能になっている。今後
も，森林組合等と連携し作
業受委託を推進する必要
がある。

森
林
所
有
者
等
が
3
0
h
a
以
上
の
団
地
的
ま
と
ま
り
の

あ
る
森
林
に
つ
い
て
た
て
る
森
林
施
業
計
画
の
作
成
経
費

計画的・合理的な
森林施業を確保
することで、健全
で豊かな森林を
つくる。

団地施業計画の
作成事務を行う
森林組合に対し
て，補助を行う。

昨年度評価：現
状維持

3

森林所有者
が自らの意
思により団
地施業計画
を作成する
ことで，計画
的，合理的
な森林施業
の確保が期
待できる。

4

木材価格低
迷により森
林所有者に
よる積極的
な伐採等が
進みにくい
状況にある
中、森林組
合等が森林
所有者と長
期施業受委
託を結び施
業計画を作
成すること
で、計画的、
合理的な森
林施業が行
われること
により、森林
の持つ多面
的機能の発
揮につなが
る。

4

事業費のほ
とんどは事
務経費のた
めコスト削
減の余地は
少ない。

5

森林法にお
いて市町村
は、森林所
有者に対し
て、計画的、
合理的な森
林施業が推
進されるよ
う、森林施
業計画の作
成及び実施
について援
助を行うこと
とされてお
り、市の関
与は必要と
考える。

4

森林のもつ
多面的機能
が注目され
てる中，計
画的な施業
を実施する
ことで森林
のもつ多面
的機能の保
持・推進に
大いに役
立ってい
る。 3

森林のもつ
多面的機
能・地球の
温暖化防止
機能を保持・
推進へのた
めには計画
的な施業を
実施する必
要があり，計
画策定は必
要不可欠で
ある。 23 B

未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

　木材価格の
低迷等により
森林所有者の
森林への関心
が低下する中、
森林施業計画
を樹立し計画
的に森林を管
理していくこと
は容易ではな
い。
　しかし、森林
施業計画は、
森林整備の基
礎となる計画
で、各種事業
実施の基礎で
あり、森林管理
の骨格となって
おり、必要性が
高い。このた
め、計画樹立を
拡大していくこ
とが必要であ
る。

要
改
善

森林所有者の
意識調査を踏
まえ，整備計
画を推進して
いく箇所を検
討する必要が
ある。

ふ
る
さ
と
農
林
室
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
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な
業
務
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サ
ー

ビ
ス
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上
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求
め
ら
れ
る
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木とのふ
れあい促
進事業

1,450

小中学校の生徒・児童を対
象に，地域の森林，木材を利
用した体験学習を実施するこ
とにより，地域材や森林に対
する関心を高める。

木材利用普及啓発団体強
化事業が平成17年度終了
となったため，単市事業と
なる。
これまで，補助メニューに
沿った事業を行っていた
が，単市事業となるため市
独自の事業を実施する。

市
内
の
小
・
中
学
校
に
通
う
児
童
・
生
徒

三次市をとりまく
森林林業に対す
る関心を高める。

広島県森林環境
づくり支援セン
ター・三次地方森
林組合・林業研究
グループの協力
により，市内の学
校で木工教室の
開催や体験学習
を行う。

前年度評価：現
状維持

4

森林の役
割・林業へ
の関心を高
めるため，
市内中学校
（６校）で森
林学習，地
域材を利用
した出前教
室を実施。
また，市内
の小学生と
その親子を
対象にウッ
ドピアみよし
にて，「木と
のふれあい
教室」を開
催。

3

学校への
「出前教室」
とウッドピア
みよしでの
「木とのふれ
あい教室」を
実施してい
るが，市有
林・森林組
合有林等を
利用し，森
林の中で
様々な体験
活動を行
い，より森林
を身近に感
じられる森
林学習を取
り入れる必
要がある。

4

工具・備品
にかかる経
費について
は，これま
で事業を実
施するなか
で揃ってき
ており今後
削減できる
と考えるが，
材料代や講
師謝礼の削
減は難し
い。

4

市と広島県
森林環境づ
くり支援セン
ター・三次地
方森林組
合・林業研
究グループ
が連携して
実施するこ
とにより，よ
り高い事業
効果が望め
る。 3

森林のもつ
機能への関
心は高まっ
ており，そ
の機能を発
揮させるた
めには森林
の整備が不
可欠であ
る。木材利
用を進める
ことが森林
整備にもつ
ながるた
め，地域材
利用への関
心をたかめ
るこの事業
の継続は必
要である。

3

近年，森林
の持つ多面
的機能の発
揮によりもた
らされる様々
な恩恵につ
いては周知
されてきてお
り，市民ニー
ズは高まっ
ている。今後
は，森林や
木材と直接
ふれあう機
会をつくって
いく必要が
ある。

21 C
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

小学生･中学生
だけでなくその
親の世代でも
森林や林業，
木材を身近に
感じることが少
なくなってい
る。また，木材
利用の意義へ
の認識もうす
い。このような
中で森林の中
での様々な体
験活動や木工
作などを通じ
て，環境と森林
や林業、木材と
の関係につい
て学ぶ機会を
つくっていくこと
は重要と考え
る。

要
改
善

事業効果の検
証を行ない，
内容を検証す
る必要があ
る。

ふ
る
さ
と
農
林
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務
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事
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仕
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林道整備
事業（東
入君，高
丸，伊賀
和志，香
淀，黒
鞘，大忠
平石）

118,655

①木材等の森林資源の有効
活用による林業の振興を図
る。
②森林作業軽減による間伐
の実施促進等による森林機
能の維持増進と地域環境の
保全を図る。
③地域の道路網（生活道，防
災道）を整備することにより，
生活環境の向上を図る。
上記事項を目的として，国庫
補助事業や単独県費事業に
より，林道開設，改良，舗装
整備を実施した。

国県補助金が削減される
中で，効果的に事業実施
するため，実施（要望）路線
を精査し，優先順位の決定
（見直し）を長期的計画に
基づき行う必要がある。

・
林
業
施
業
者

・
地
域
住
民

・森林作業の軽減
を図り生産性の
向上を目指す。
・生活道，防災道
として整備し，生
活環境の向上を
図る。

開設，改良，舗装
等の林道整備。

・費用対効果を
検証し，計画的
に実施する。

4

林業振興，
住民生活の
利便性向上
に貢献して
いる。

3

林道整備後
の担い手の
育成，地域
の活性化施
策などの有
効活用策に
より成果は
向上する。

3

工法，舗装
構成等検討
し，コスト縮
減を図って
いる。

3

林道管理者
である市が
施行すべき
もの。

5

・道路網整
備は，地元
住民の利益
に留まら
ず，観光面
（観光資源
の有効活
用）や人，
物の交流拡
大につなが
る。
・森林資源
の利活用，
森林機能の
維持増進等
国土保全に
資する。

5

・三次市の
道路網整備
は，地元住
民の利益に
留まらず，観
光面（観光
資源の有効
活用）や人，
物の交流拡
大につなが
る。
・地域・近隣
住民の利便
性が向上す
る。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

・林道整備は三
次市の道路網
整備であり，林
業の振興と，住
民の生活環境
の向上，地域
間の交流拡大
による地域の
活性化に寄与
している。
・国県の補助金
削減の傾向も
あり，整備路線
の選定，費用
対効果の検
証，有効（妥
当）性とコスト
縮減を検討し，
計画的に事業
実施する必要
がある。

要
改
善

費用対効果
や，有効性に
ついて検証す
る必要があ
る。

ふ
る
さ
と
農
林
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業
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経
済

２
農
林
畜
産
業
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4
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美
し
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づ
く
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務
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接
業
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正
確
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視
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れ
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仕
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林道台帳
整備事業

141

・三次市内の林道について，
各路線ごとに「現況一覧表」
「総括表」「経過表」「平面図」
等整備し，旧市町村ごとの綴
り（台帳）で管理している。
（平面図以外は，電子データ
化している。）
・林道整備事業により，改良
等があった場合又は災害の
被災状況，改修履歴等を随
時追録し，現況を反映した台
帳として整備する。

・平面図以外の電子データ
（エクセル）化は済んだが，
システム化に向けて市道，
農道と一体的に整備する
必要がある。

・
国
庫
補
助
事
業
に
よ
り
整
備
し
た
林
道
・
県
単
独
補
助
事
業
に
よ
り
整

備
し
た
林
道
・
農
林
漁
業
金
融
公
庫
か
ら
の
融
資
に
よ
り
整
備
し
た
林

道
・
市
町
村
が
自
財
源
で
整
備
し
た
林
道

林道の種類，構
造，資産区分等
林道の現況を明
らかにし，適正な
林道管理をする。

・新規整備林道の
台帳作成。
・改良，補修等の
履歴を随時追録。

市道台帳と併
せて検討する。
費用対効果を
検証し，システ
ム整備の方向
性を出す。

4

林道台帳の
電子データ
化による一
括管理で，
施設維持管
理の基礎資
料検索，統
計処理等へ
の貢献度は
大である。

4

電子データ
化により，必
要なデータ
を入力管理
することで，
その有効性
はさらに向
上する。

4

エクセル機
能の活用に
より直営で
電子データ
化した。
平面図等の
電子データ
化について
検討する。

3

行政財産の
把握，管理
であり，市が
関与すべき
もの。

3

市道，農道
と併せ三次
市の道路網
管理面で社
会的ニーズ
はある。

3

林道台帳搭
載路線であ
ることが，林
道整備事業
の必須条件
となってい
る。

21 C
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

林道台帳のシ
ステム化によ
り，林道整備事
業，災害復旧
等に関する施
設状況の把握
及び改修履歴
等の事務効率
化が図れる。

要
改
善

市道･農道と併
せて検討す
る。

42／100
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ラ
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価
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有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

申請件
数

件 7 12 10
市有財産
が保全さ
れたか

件 7 12 10

誘致活
動（企業
訪問件
数）

社 42 80 100
企業立地
件数

社 1 2 5

セミナー
等参加
回数

回 6 6 6

出席時の
セミナー
等企業等
参加数

社 325 450 350

企業立
地引合
い件数

件 4 5 5
奨励金申
請件数

社 3 5

取
組
の
拡
大

1
9
年
度
中

取
組
の
拡
大

1
9
年
度
中

9
 
 

事
業
の
迅
速
化

1
9
年
度
当
初

取
組
の
拡
大

1
9
年
度
中

160

157

158

159

ふ
る
さ
と
農
林
室

第
4
 

産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

占用改築
境界立会

70

道路・水路の占用又は改築
行為者からの申請により，そ
の目的，工法（手段），施工
に際しての安全性等を書面
審査し，現場立会によりその
妥当性を審査する。その際，
市の行政財産及び管理財産
である道路・水路が必要以
上に占用改築されることはな
いか，道水路機能を損なうこ
とはないか，改築等の行為
により市の財産が侵害される
ことがないよう，境界票を敷
設させる等の条件をつける。

・追跡調査の必要性。
・無届占用改築行為の把
握困難。

・
占
用
改
築
行
為
者

（
申
請
者

）

・申請行為の妥当
性を審査し，立会
いにより市の財
産の保全を図る。

・申請に基づき行
為者と現場立会
し，申請内容の妥
当性や境界侵害
（将来含め）の危
険性の有無につ
いて確認すると共
に，道水路の機
能
に支障をきたさな
い行為かどうか
審査する。

継続して実施す
る。

5

審査（財産
保全）に必
須の事務。

5

現場立会に
優る（代わ
る）手段はな
い。

4

審査（現場
立会）の効
率を高める
手段につい
て検討。

5

行政財産の
管理であり，
市が関与す
べきもの。

4

財産管理者
として要求
される。

4

申請者（行
為者）は管
理者の許
可，立会いを
必要としてい
る。

27 A
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

市有財産の保
全が社会ニー
ズや市民ニー
ズの評価対象
とは捉えがた
く，市民サービ
スの範疇では
ないと考える。
申請者（行為
者）は迅速，適
正な審査を望
み，道水路利
用者は公平で
占用改築行為
等により利用
に支障がない
ことを望む。

要
改
善

更に，迅速，適
正な審査を
行っていく。

観
光
商
工
室

第
4
 

産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

2

)

雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
た
企
業
誘
致
や
起
業
支
援

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

工場立地
促進事業

17,303

三次市における経済の活性
化と雇用の確保を図るため，
市内進出企業数の増加をめ
ざした誘致活動を行う。

三次市の産業の特徴であ
る，IT・電子関連産業を重
点とした誘致活動を進め，
ハイテク産業の集積化を図
る。

市
内
外
の
企
業

雇用の拡大につ
ながる三次工業
団地を中心とした
市内への企業誘
致

人脈ネットワーク
づくり情報収集等
の企業誘致活動

企業訪問回数
の増加とインド
の企業訪問等
より幅広い誘致
に向けての情
報収集を行っ
た。

4

近の景気
の回復を反
映して，企
業立地が増
加している。

3

立地した企
業は流通業
であるた
め，雇用効
果は大きく
なかった。

5

今後は製造
業，IT・電子
関連企業等
を中心に積
極的に企業
訪問を展開
していく必要
がある。

5

企業が進出
し易い環境
整備を行政
が担う。

4

市の経済活
性化につな
がる企業誘
致を進める
のに有効な
手段であ
る。

4

企業誘致は
雇用の確保
につながり，
市民生活の
基礎づくりに
とって重要で
ある。

25 B
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

企業誘致の受
け皿である三
次Ⅲ期地区工
業団地の早期
造成につなが
る誘致活動を
より一層強化
する必要があ
る。

事
業
拡
大

定住促進の意
味でも有効な
事業であるた
め，取組を拡
大する。

観
光
商
工
室

第
4
 

産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

2

)

雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
た
企
業
誘
致
や
起
業
支
援

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

広島県企
業立地推
進協議会

504

県内の工業団地等に県外企
業の立地を積極的に推進し，
もって地域における就業機
会の増大，経済変動に柔軟
に対応できる産業構造の改
善を図り，活力ある地域社会
の形成を促進する。

現在，関西と関東の企業を
中心に活動を展開している
が，経済活動が活発で産
業集積の動きが著しい中
部地方，九州も視野に入れ
た活動を拡げることが必要
である。

企
業

企業立地の推進 企業との意見交
換会，企業立地
セミナー，企業懇
談会（人的ネット
ワークの構築，企
業誘致）

企業情報入手
手段として有効
であり，本市独
自の誘致活動
と平行して取り
組む。

3

企業への
PR，関係強
化に貢献し
ている。

3

セミナー等
へ参加する
企業の数は
相当数にの
ぼり，県外
企業との交
流機会が充
実している。

4

負担金の額
の減少によ
る活動への
影響が懸念
される。

5

行政の対応
によっては
企業の信頼
確保へ影響
する。また，
企業誘致に
は行政とし
ての基本的
な考え方,姿
勢が大きく
影響するた
め。

4

企業誘致
は，雇用の
確保に直結
したもので
あり，その
対策として
協議会の役
割は大切な
ものであ
る。

3

協議会から
得られる情
報に基づい
た企業誘致
活動を通じ
て市民の雇
用の確保に
貢献する。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

企業情報入手
手段として有効
であり，今後も
活動を継続す
べきである。

事
業
拡
大

定住促進の意
味でも有効な
事業であるた
め，取組を拡
大する。

観
光
商
工
室

第
4
 

産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

2

)

雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
た
企
業
誘
致
や
起
業
支
援

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

工業団地
等企業立
地奨励事
業

18,980

三次市における経済の活性
化と雇用の確保のため，三
次市へ立地する企業数の増
加をめざす。実績の上がる事
業制度として推進する。

今後も企業進出動向を踏
まえながらIT，電子関連等
特定産業を対象とした優遇
助成制度の拡充を検討す
る。

①
三
次
工
業
団
地
及
び
み
わ
工
業
団
地
内
：
農
林
漁
業
を
除
く
全
て
の
業
種
　
②

三
次
工
業
団
地
及
び
み
わ
工
業
団
地
外
：
製
造
業
，
流
通
施
設
，
情
報
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
及
び
試
験
研
究
施
設

工場等を新設又
は増設する者に
対し，必要な奨励
措置を講じること
により，産業の振
興及び雇用機会
の拡大を図り，経
済の活性化と市
民生活の安定に
資する。

一定条件を満たし
て市内に工場又
は事業所を新設
又は増設した場
合固定資産税相
当額を5年間奨励
金として交付，市
内居住者を雇用
した場合一人当
たり30万円の雇
用奨励金を交付，
三次工業団地の
土地を広島県か
ら取得したものに
対し5%の土地取
得奨励金を交付
する。

平成17年度に
おいて，土地取
得奨励金の新
設，雇用奨励金
の支給基準を
緩和する助成
制度改正を行っ
たことによる効
果が現れ，三次
工業団地への
企業立地が進
んでいる。
進出企業の増
加をめざし，実
績の上がる事
業制度として推
進する。

4

平成17年3
月に奨励制
度の拡充を
行ったこと
により立地
企業が増加
した。

3

企業の設備
投資の動向
により誘導
策としての
奨励金制度
の拡充が必
要になる。

4

優良企業等
誘致を図る
うえで今後
も制度の拡
充が必要。

5

企業が進出
しやすい環
境整備を行
政が担う。

4

市の産業活
性化につな
がる企業誘
致に有効な
手段であ
る。

4

企業誘致は
雇用の確保
につながり，
市民生活の
基礎づくりに
とって重要な
こと。

24 B
未
実
施

事
業
拡
大

事
業
拡
大

本市経済の活
性化と雇用の
拡大を図る上
で有効な事業
であり，IT・電
子関連産業等
業種に特化し
た奨励制度の
拡充整備が必
要である。

事
業
拡
大

定住促進の推
進に有効な事
業であるため，
取組を拡大す
る。

43／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

協議回
数

回 4 3 4
立地希望
企業件数

社 3

補助制
度の普
及啓発
回数

回 5 5 5
補助制度
の問い合
わせ件数

件 3 2 1

補助金交
付決定件
数

件 1 1 1

補助金
制度普
及啓発
回数

回 5 10 10
補助金交
付確定件
数

件 32 60 60

チャレン
ジショッ
プ数

店舗 1 2
出店者数
（起業家
数）

人 6 2

空店舗の
開店数

店舗 2 2

本
年
度
で
終
了

1
8
年
度
中

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

取
組
の
拡
大

1
9
年
度
中

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

164

161

162

163

観
光
商
工
室

第
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

2

)

雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
た
企
業
誘
致
や
起
業
支
援

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

三次Ⅲ期
地区工業
団地への
企業誘致
促進

724

広島県企業局が計画し，用
地購入以後中断状態にある
三次Ⅲ期地区工業団地の早
期整備に向けた条件（半分
以上の企業立地の確約等）
をクリアし，若者定住につな
がる新たな雇用創出の場で
ある企業誘致を促進する。

Ⅲ期工業用水の確保。事
業の採算性の確保

市
内
外
の
企
業
，
広
島
県
企
業
部

三次Ⅲ期地区工
業団地の早期造
成着工と団地へ
の企業誘致

Ⅱ期工業団地の
完売とⅢ期地区
工業団地の着工
につながる企業
誘致活動と造成
工事着手への条
件面の検討

着工に向けた
協議のため，県
市共同による企
業の需要動向
調査を実施。
Ⅲ期地区の早
期整備を促進
し，企業誘致を
積極的に取り組
む。

2

Ⅱ期の分譲
は17年度以
降活発化し
ており，残
地も少なく
なってⅢ期
への進出を
検討する企
業も出始め
ている。

3

雇用の場の
確保の観点
から，Ⅲ期
の完成によ
る企業立地
は重要であ
る。

5

Ⅲ期企業誘
致のため，
県市が共同
しての誘致
活動を進め
る必要があ
る。

5

企業が進出
し易い環境
整備を行政
が担う。

5

経済活性化
につながる
企業誘致に
は不可欠な
用地造成で
ある。

5

Ⅲ期企業誘
致は雇用確
保策として重
要である。

25 B
未
実
施

事
業
拡
大

事
業
拡
大

Ⅲ期地区造成
着手につなげ
る条件を達成
するため，広島
県との充分な
協議と共に積
極的な企業誘
致活動を展開
する必要があ
る。

事
業
拡
大

定住促進の推
進に有効な事
業であるため，
取組を拡大す
る。

観
光
商
工
室

第
4
 

産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

2

)

雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
た
企
業
誘
致
や
起
業
支
援

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

新規産業
創出・ベ
ンチャー
企業育成
事業

2,543

新技術・新製品等の研究開
発，試作等に取り組む創業
者，中小企業者に対し，その
研究開発費，試作費などの
事業費を補助することによ
り，創業的ビジネスの促進を
図り，産業の活性化に資す
る。補助対象となる事業は，
事業者自らが行う研究開発・
試作に限り，事業費合計が１
００万円以上で，補助限度額
は1億円である。

三次市創造的ビジネス開
発事業の制度について，事
業評価を行いながら，使い
やすい，より効果の上がる
制度として，創業者，中小
企業者の積極的な活用の
増加を図る。そして，この制
度の事業の推進により,中
小企業の活性化を目指す。

三
次
市
内
の
中
小
企
業
者
・
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
等
,

創
業

を
目
指
し
て
い
る
人

積極的な事業の
展開を目指してい
る人に対して,助
成することにより,
市内の経済効果
が上がるよう取り
組んでもらう

補助制度の普及
啓発

前年度は「要改
善」であった
が，今年度以降
において，事業
（販売）計画の
達成度等を検
証していく。

4

新技術，新
製品，新商
品などの開
発に取り組
む企業等を
支援するこ
とは，市場
に直結して
おり，商工
業の活性
化，雇用の
創出に繋が
るものであ
る。

4

資金力の乏
しい中小企
業の新技
術，新製
品，新商品
などの開発
費の一部を
補助するこ
とは，非常
に有効な商
工業の振興
である。

3

他に融資制
度，それへ
の利子補給
制度等コス
トの削減は
考えられる
が，資金力
の乏しい中
小企業の新
技術，新製
品，新商品
などの開発
に対してス
ムースな融
資は先ず不
可能であ
る。そのた
めに補助制
度としてい
るのであ
る。

3

産，学，官
連携強化の
施策におい
て，新規産
業の発掘，
振興に関し
て，行政とし
て支援する
とともに体制
を確立して
おくことは，
今後益々重
要となる。 4

新規産業の
創出に対す
る行政の支
援は，近年
益々その重
要性が高ま
る，産，学，
官連携の面
からも，現
社会が必要
としているこ
とである。

4

三次市にお
いても，新規
産業の創出
（新技術，新
製品，新商
品などの開
発）意欲は
高まってお
り，補助申請
に至らない
までも，当該
制度への関
心度は高
い。

22 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

前年度評価は
「要改善」で
あったが，今年
度以降におい
て，事業（販
売）計画の達成
度を検証すると
ともに，事業評
価を行いなが
ら，より使いや
すい，より成果
のあがる制度
とし，創業者，
中小企業者の
積極的な活用
を目指す。

要
改
善

効果の検証を
行い，活用し
やすい制度と
する。

観
光
商
工
室

第
4
 

産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

3

)

商
工
業
の
活
性
化

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

住宅・店
舗リ
フォーム
資金補助
事業

6,954

市内に居住し,住宅又は,店舗
をリフォームするにあたり,そ
の経費の10/100に相当する
額（10万円を限度）を補助す
る。

当該事業により，市内の建
築業者の活性化を図るとと
もに，既存並びに新たに起
業しようとする者の商売意
欲へと繋がれば，補助事業
としての効果は高い。
当事業が今年度終了によ
り，同様の目的とした新た
な景気対策事業が必要と
思われる。

市
民

市
内
商
店

住宅,又は店舗の
リフォーム助成す
ることにより,市内
の商工業者,建築
業者への活性化
につなげる

補助制度の普及
啓発
補助金交付事務

前年度未実施

5

住宅・店舗
リフォーム
の補助とし
て,しない業
者の受注機
会の増大等
による，景
気対策とし
ての意直接
効果があ
る。

4

リフォームを
必要とされ
るできるだ
けの多くの
人に,利用し
てもらいた
い。
補助対象が
広範なた
め，条件を
付与し対象
を制限する
ことを検討
することもで
きる。

3

利用者への
１人当たり
の補助金額
や対象の限
定など選択
と集中する
ことも考えら
れる。

4

煩雑な手続
きを利用者
がすることな
く,制度が利
用できる。

4

リフォーム
を必要とす
る人に,より
効果的に利
用してもらう
ような対策
を考える

4

住宅のリ
フォームで,
快適・安全に
暮らせる住
宅。店舗のリ
フォームで商
業の活性化
につなげる
商売。このよ
うに,制度を
利用してのリ
フォームをす
る人の要望
が高い。

24 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

1人当たり,10万
円の補助が60
人の対象であ
るが,要望者が
それをうわま
わっているの
で,人数・金額
の検討をすべ
き。

終
了

本制度は，緊
急経済対策と
して期間限定
で導入した事
業である。
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

3

)

商
工
業
の
活
性
化

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

空き店舗
チャレン
ジショップ
運営補助
事業

2,709

新たに商売を始めようとする
起業家へ,安価な経費で店舗
を提供し,経営をする中で独
立に向けてのノウハウを経
験してもらう。
事業主体の商店街振興組合
が,商店街内の空店舗を借り
て,チャレンジショップに改修
し,起業家に期間を決めて貸
し出す。
市は,改修費・家賃等につい
て助成する。

今年度，市内全域の商店
街を対象として展開してい
るが，補助金がなくても自
主運営ができないか検討
する必要がある

商
店
街
で
の
起
業
を
考
え
て
い
る
人

起業に導く 商店街振興組合
への補助金をだ
し,安価に経営ノ
ウハウを学べる
場所を提供する

市内全域の商
店街を対象とし
て取り組んでい
る。

5

商店街の空
店舗対策に
直接効果が
ある。それ
に加え,入居
者がそれ以
外での空店
舗で,本格的
に開店する
ことも見込
まれる。

4

商店街の空
店舗で,入居
者が本格的
に開店する
ことを目指
す。

4

実績に応じ
て,入居者・
商店街振興
組合への負
担割合を増
やすことを
検討する。

4

市が実施す
ることで,積
極的に活用
してもらえ
る。

5

後継者不足
や,相次ぐ郊
外型大型店
舗の進出
で,商店街
が衰退しつ
つあり,早急
な対応策が
有効であ
る。

3

商店街を活
性化すること
で,交通手段
を利用しなく
ても,地元の
商店街で買
い物ができ,
商店街の維
持にもつな
がるため

25 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

市内全域の商
店街を対象とし
て展開している
が，商店街の
賑わいを取り
戻すためには
拡大すべき

要
改
善

市内全域の商
店街を対象と
することも必要
であるが，今
の段階では三
次町本通を中
心に推進して
いく，選択と集
中を図っていく
必要がある。

44／100
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位
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位
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総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

補助制
度の普
及啓発
回数

回 5 4 5
補助制度
の問い合
わせ件数

件 10 5 3

補助金交
付確定件
数

件 1 1 2

制度の
普及啓
発回数

回 4 8
制度の問
い合わせ
件数

回 28 10

預託額の
確定額

千円 80,000 80,000

利用者数 人 1 2

セミ
ナー，研
修等の
開催数

回 7 15 17

マッチン
グによる
新製品，
新技術の
開発事例

件 1

制度の
普及啓
発回数

回 4 5 4
制度の問
い合わせ
件数

回 8 10 8

預託額の
確定額

千円 1,250 3,240 3,500

利用件数 件 1 1 2

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

168

165

166

167
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

3

)

商
工
業
の
活
性
化

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

空店舗対
策補助事
業

3,425

商店街の賑わいの回復を目
指し,空き店舗を利用して,新
店舗はもちろん,チャレンジ
ショップや恒常的なイベント
会場,ギャラリー等を開設する
事業を補助する。補助対象と
なる経費は,空き店舗の改装
費用で,補助額は補助対象事
業額の１/２以内で300万円
が限度。

衰退しつつある中心市街
地を活性化するうえで,商工
業振興の観点のみならず,
まちづくり,ひとづくりの観点
からも一体的に事業を進め
る必要がある。補助対象を
大型店舗にも取り入れ,そこ
への集客力,利用者の利便
性をはかれるものとして実
施していくことも効果が高
いと思われる。また,入居可
能な空店舗情報を発信す
ることも重要な要素であ
る。

商
店
街
の
空
店
舗
を
改
装
し
新
た
に
出
店
等
す
る
者

商店街の空店舗
に出店等をするこ
とにより,商店街
の賑わい回復に
つなげることを目
的とする

・補助制度の普及
啓発・補助金交付
事務・審査会の開
催

前年度も現状
維持であった
が，事業の達成
度等を検証しつ
つ，制度の積極
的な利用の為
の啓発に力を
入れた。

5

空店舗を活
用し,出店す
ることは,商
店街の賑わ
い回復に繋
がり,事業の
目的に合致
している。創
出に

4

商店街の空
店舗の解消
に直接的な
事業なので,
成果は十分
ある。

4

資金繰りの
困難な,創業
者の空店舗
への入居を
考えると,現
在の補助率
が妥当であ
ると考えら
れる。

4

資金力の乏
しい創業者
等の空店舗
の入居につ
いて,民間が
資本を投じ
て,低利融資
等の積極的
対策を講じ
ることは考
えられない。
中心市街地
の活性化の
面からも市
が関与すべ
き事業であ
る。

4

衰退傾向の
ある商店街
の活性化方
策は,社会
的にもニー
ズは高い。

3

年度を通し
て何件かは
制度の問い
合わせがあ
る。また,商
店街の活性
化は,市民の
市場選択の
幅を広げる
ことにもつな
がる。

24 B

現
状
維
持

現
状
維
持

事
業
拡
大

前年度評価も
「現状維持」で
あった。制度に
対する問い合
わせ件数,制度
の利用要望も
増加しているの
で,より利用しや
すい,より効果
の上がる制度
とし,創業者等
の積極的な活
用を目指す。

要
改
善

利用しやすい
制度としての
見直しと，ある
程度地域を限
定とした制度と
することも検討
する必要があ
る。
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経
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３
商
工
業

(
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)

商
工
業
の
活
性
化

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務
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サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

勤労者生
活安定支
援事業

80,141

三次市生活応援融資制度
（助かるわ）：三次市に勤務,
又は居住している勤労者を
対象に,生活支援の為の融資
制度
　
（限度額）　勤労者１人あたり
50万円　（融資期間）　５年以
内

貸出実行が少ないので，制
度の見直しの検討を含め
て，補助制度の普及啓発を
図る

三
次
市
に
勤
務
又
は
居
住
し
て
い
る
勤
労
者

融資対象者に対
して,必要な資金
を融資することに
より,市民の生活
を豊かに（援助）
することを目的と
する

補助制度の普及
啓発

前年度未実施

4

勤労者の資
金需要に応
える融資
は，三次市
経済の活性
化という目
的に合致し
ている。

3

実績件数は
少ないが，
制度に対す
る問い合わ
せ件数は増
加しており，
向上余地は
あると思わ
れる。

1

貸出実行額
と預託額の
差が大きい
ため，預託
額の検討が
必要

4

三次市の経
済の振興や
活性化を図
ることが目
的であるた
め，市が融
資に対する
預託を行う
べきである。

3

三次市経済
の活性化と
いう面から
考えると必
要性がある
と思われ
る。

2

三次市内の
勤労者の資
金需要に応
える融資制
度を設けるこ
とは市の経
済活性化の
点から必要
であると考え
るが，条件
等により実
行はすくな
い。
ただし，問合
わせはある
ので，制度
への関心は
あると考えら
れる。

17 C
未
実
施

未
実
施

事
業
縮
小

制度に対する
問い合わせ件
数，制度の利
用要望も増加
しているので，
事業評価を行
いながら，より
使いやすい，よ
り成果のあが
る制度とし，勤
労者の積極的
な活用を目指
す。

事
業
縮
小

継続して実施
するが，利用
者が少ないた
め，今後は廃
止も含めて内
容を検討する。
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た
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イノベー
ション会
議運営事
務

2,772

産業の振興や地域の活性化
のため，産業界，大学，行
政，地域社会等の連携を強
化することにより，大学の有
する研究成果，機能等を活
用し，活力ある地域の再生に
貢献する。

マッチング活動強化による
新製品，新技術の成果品
の創造。創造的ビジネス推
進事業，創業者支援事業
等類似事業を三次イノベー
ション会議へ統合を図るな
ど事業の見直しを行う。

産
業
界
・
大
学
・
行
政
・
地
域
社
会

技術ニーズ（企
業）と技術シーズ
（大学等）のマッ
チングにより，新
商品，新技術を創
造し地域経済の
活性化に貢献す
る。

みよし産学官連
携セミナーの開
催，先進地事例
研修，会報誌の
発行による産学
官連携機運の向
上を図る。産学官
技術交流フェアへ
の出展による新
技術を持った地
元企業の全国
PR。

具体的なマッチ
ング事例が生じ
ないため，なん
でも相談会を開
催し企業ニーズ
の掘り起こしを
図った。
今後は類似事
業を全て三次イ
ノベーション会
議に統合する。

2

マッチング
事例はない
ものの，産
学官連携に
対する認識
度は向上し
ている。

2

新たな分野
の企業ニー
ズの掘り起
しにより新
技術等の開
発の可能性
がある。

5

新たな技
術・製品の
開発費に対
する助成等
制度の充実
を図る。

4

産学に連携
の体制が確
立するまで
は行政によ
る後押しが
必要であ
る。

3

新技術・新
製品の開発
は意識改革
を含め地域
経済の活性
化へ向けた
原動力とな
る。

3

新製品の開
発は新たな
創業，生産
規模拡大を
伴う等地域
の雇用創出
にもつながっ
ていく。。

19 C
未
実
施

事
業
拡
大

要
改
善

類似事業を三
次イノベーショ
ン会議へ統合
する見直しを検
討する。

要
改
善

県立広島大学
との連携をして
いるが，今後
早稲田大学と
の基本協定の
締結により，早
稲田大学との
産学官連携も
進めていく必
要がある。
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サ
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ビ
ス
向
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れ
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事

中小企業
融資支援
制度設置
事業

3,381

①三次市創業支援資金融資
制度：中小企業者として市内
に主たる事業所を設け，新た
に事業を営もうとする者又は
市内に事業所を有する創業
後1年未満の者に対して必要
な事業資金を供給し，創業を
促すための融資制度であ
る。
②三次市工業団地企業立地
資金融資制度：三次工業団
地に事業所を新設又は移転
しようとする者に対して，必
要な資金を融資し三次工業
団地及びみわ工業団地への
企業誘致を促進するための
融資制度である。

三次市創業支援資金融資
制度については，件数は少
ないものの確実に利用が
あり，預託額も年々増加し
ている。空店舗対策事業を
利用して創業し，運転資金
にこの融資を利用するケー
スもあり，制度の相乗効果
も現れている。三次市工業
団地企業立地資金融資制
度については，工業団地へ
の立地が少ないことから，
利用実績がないが，一旦
立地されると融資金額も大
きくなることが予想される。
今後，事業評価等を行い，
より使いやすい融資制度
への改善を図ることとす
る。

①
市
内
で
事
業
開
始
後
１
年
未
満
の
中
小
企
業
者
②
新
事
業
創
出

関
連
に
お
け
る
中
小
企
業
者
③
三
次
及
び
み
わ
工
業
団
地
に
お
い

て
事
業
所
の
立
地
を
行
う
者

融資対象者に対
し,必要な資金を
資することにより,
創業の促進を図
り,三次市の経済
の活性化に資す
ることを目指す。

融資制度の普及
啓発
融資後の預託

融資制度の普
及啓発を強化
並びに事業計
画の達成度等
を検証しつつ，
制度の見直しを
していく。

3

創業及び企
業立地を促
進するため
の融資は，
三次市経済
の活性化と
いう目的に
合致してい
る。

3

毎年の実績
件数は少い
が，制度に
対する問い
合わせ件数
は増加して
おり，向上
余地はある
と思われる。

5

他に利子補
給という手
法も考えら
れるが，融
資がスムー
スに行える
のは，預託
手法なの
で，融資後
の施策より
も，融資そ
のものに有
利な事業手
法としてい
る。又，預託
であるの
で，実質的
な支出では
ない。

3

三次市の経
済の振興や
活性化を図
ることが目
的であるた
め市が融資
に対する預
託を行うべ
きである。

3

三次市経済
の活性化と
いう面から
考えると必
要性があ
る。

3

特定の中小
企業者及び
事業所に関
する事業で
あるため，広
く市民が求
めている
サービスと
はいい難
い。しかしな
がら，創業及
び企業立地
を考えてい
ても資金面
で実行でき
ない者（事業
所）のために
有利な融資
制度を設け
ることは市の
経済活性化
の点から必
要であると
考える。

20 C

手
段
変
更

要
改
善

要
改
善

前年度評価は
「要改善」で
あったが，制度
に対する問い
合わせ件数，
制度の利用要
望も増加してい
るので，今年度
は更に事業評
価を行い，より
使いやすい，よ
り成果のあが
る制度とし，創
業者，中小企
業者の積極的
な活用を目指
す。

要
改
善

ニーズに応じ
て制度を見直
す。
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

協議会
回数

回 2 2 2
水質事故
訓練参加
者

人 94 54 50

啓発パネ
ル展来場
者数

人 7,600 - -

チラシ配
布数

枚 - 18,000 25,000 来場者数 人 - 600 600

審議会
開催回
数

回 1 1 2
審議事項
の答申・
承認割合

％ 100 100 未定

巡回箇
所数

箇所 30 30 40 回収重量 ㎏ 1,000 14,210 18,360

巡回数 回 120 1,440 1,920 発見報告 件 13 165 84

回収実績 件 13 165 84

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
4
　
成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

172

169

170

171

あ
ん
し
ん
建
設
室

第
5
 

環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ

く
り

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

江の川水
質汚濁防
止連絡協
議会に関
すること

87

江の川水系上流における公
共水域の水質の実態把握及
び汚濁機能の究明を行うとと
もに，汚濁事故発生時にお
ける情報及び連絡調整を図
る。また，技術研修として水
質事故想定訓練を実施す
る。
水質事故時対応の資器材
（オイルフェンス・マット等）を
備蓄し，緊急時には関係機
関が資材調達の相互協力を
図る。

事故発生に対する対処に
ついては，情報連絡も現場
対応も充分機能している
が，市民や企業，事業所な
ど汚濁の第一原因者となり
うるところへの啓発活動を
充実させる必要がある。

江
の
川
水
系
上
流
水

水質を良好に保
つとともに，汚濁
事故発生に対処
する。

江の川（上流)水
質汚濁防止連絡
協議会幹事会が
年１から２回開催
され活動計画な
どを審議し，会員
の研修，事故防
止に向けての啓
発等について協
議する。また，水
質事故発生時に
は，関係機関が
情報を共有し相
互協力で対処を
図る。

前年度評価，現
状維持であるた
め特になし。

4

特に啓発活
動は貢献度
が高い。

3

広域的に水
質保全をす
ることが重
要で，協議
会で広域的
に統一した
活動ができ
る。

4

事業費に変
動を伴う活
動がない。

5

公共水域の
水質保全
は，行政が
リードして取
り組むべき
課題であ
る。

2

協議会は内
部的組織で
社会的ニー
ズにより組
織されたも
のではな
く，行政の
責務として
の協議会で
ある。

2

協議会は内
部的組織で
市民ニーズ
により組織さ
れたもので
はなく，行政
の責務として
の協議会で
ある。

20 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

 市民や企業，
事業所など汚
濁の第一原因
者となりうると
ころへの啓発
活動を充実さ
せる必要があ
る。

事
業
縮
小

協議会への関
与は事故発生
に対処する活
動にとどめる。

か
い
て
き
環
境
室

第
5
 

環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ

く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

環境ク
リーンフェ
スタ

2,468

三次環境クリーンセンターで
の環境イベント内容
　・クリーンセンター探検隊
　・リサイクル品抽選会
　・環境ポスター展示・表彰
　・みよし環境大賞表彰
　・環境関連企業によるバ
ザー
　・環境パネル展示
・環境ミニセミナー　　など

広く市民に周知し、環境意
識の向上に効果的なイベ
ントを実施する。

市
民

地球環境問題を
はじめとして、地
域の環境保全に
意識を持ち、少し
でも環境によいこ
とを実践していた
だきたい。

市民への啓発、
学習機会の提供

前年度は行政
チェック項目に
ない。

4

住民への啓
発効果が大
きい。

3

イベント内容
を工夫する
ことにより、
さらに成果
が出ると思
われる。

4

小限の経
費で実施し
ている。

3

徐々に市民
主体にすべ
きだが、会
場が三次環
境クリーンセ
ンターという
こともあり、
市が主体と
なってすべ
きであると
考える。

4

環境問題
は、社会的
関心事であ
る。

4

市民におい
ても、環境は
子育て・教育
と並んで関
心が高い。

22 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

社会的ニーズ・
市民ニーズは
高いが、やり方
を工夫する必
要がある。

要
改
善

子どもから大
人まで楽しん
で学べる改善
が必要。

か
い
て
き
環
境
室

第
5
 

環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ

く
り

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

環境審議
会に関す
る事務

764

環境基本計画の策定および
変更に関すること。
その他、環境保全に関する
重要事項について調査審議
する。

継続して実施する。 審
議
会
委
員

環境審議会の庶
務

三次市環境基本
条例により、リー
ディングプランの
内容を検討する。

平成17年度は、
審議会委員の
委嘱および審
議会の設置。
今年度、委員に
よる調査審議を
実施する。

4

市への諮問
機関であ
り、答申に
より検討結
果を報告。

4

検討結果を
うけて、リー
ディングプラ
ン作成。

4

経費は人件
費

5

市が設置す
る審議会で
ある。

4

地球温暖化
対策など環
境問題は、
社会的関心
事である。

3

リーディング
プラン実施
により、市民
の環境意識
の高揚を図
る。

24 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

リーディングプ
ランを検討・策
定した。審議会
で見直しできる
ものについて
は、見直してい
く。

要
改
善

審議会におい
て積極的な意
見をいただき，
常に見直しを
進める。

資
源
リ
サ
イ
ク
ル
室

第
5
 

環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ

く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

不法投棄
防止対策
パトロー
ル事業

4,731

市内における不法投棄の抑
制および防止に向けた取り
組みとして，平成１７年３月１
日から市内の郵便局（１０局）
とタクシー会社（１０４台）によ
る不法投棄監視パトロール
業務委託を実施し，巡回の
結果を資源リサイクル室に報
告。
不法投棄のあった場所の現
地確認の後に，回収を行う。
市内の郵便局との業務委託
内容は，巡回箇所３０箇所を
有償で月４回行い，１ヶ所１
回あたりの監視報告料金８
５．０５円で契約。
１８年度からは，日本郵政公
社中国支社との業務委託
（郵便局１１局，巡回箇所４０
箇所）に変更。

１．日本郵政公社の民営化
に伴う郵便局減少による不
法投棄監視体制への影響
の検証。
２．不法投棄の夜間パト
ロール実施の検討。
３．現在の不法投棄監視箇
所以外の不法投棄の監視
及び防止策。

三
次
市
全
域
の
不
法
投
棄
防
止

ごみの不法投棄
の抑制，防止およ
び廃棄物の回収
を実施し，市内の
環境保全に努め
る。

日本郵政公社中
国支社(三次管内
郵便局１１局）に
よる不法投棄監
視パトロール(月４
回）
定点観測４０箇所
巡回による発見
報告

１７年度は，郵
便局およびタク
シー会社に監
視パトロール業
務を依頼してい
たが，１８年度
は，郵便局のみ
による監視パト
ロール業務を依
頼し，監視箇所
を増加した。

3

前年度よ
り，監視箇
所を１０箇所
増やした事
により，さら
なる不法投
棄の抑止お
よび防止が
期待でき
る。

3

啓発（不法
投棄パト
ロールス
テッカー）に
よる市民へ
の周知・抑
止効果およ
び報告を受
けた後の速
やかな回収
作業が新た
な不法投棄
の防止につ
ながり，有
効であると
言える。

4

市内全域の
監視を自治
体だけで行
うには限界
があり，業
務委託先
（郵政公社）
の定期的な
監視による
報告にもと
づき回収を
行うことが，
効率的であ
る。

4

資源循環型
社会への移
行にともな
い，市民の
経費負担が
増えており，
不法投棄の
増加が懸念
される。
権限委譲に
より広島県
との不法投
棄（一般・産
業廃棄物）
対策業務を
行っている
ことから，廃
棄物処理施
設を所有し
一般廃棄物
の処理義務
を有する市
が実施すべ
きである。

5

社会的にも
環境に対す
る関心が高
いことから，
不法投棄に
関する情報
も多く寄せ
られるよう
になってき
た。

4

市民から郵
政公社によ
る監視パト
ロール箇所
以外での不
法投棄の情
報提供が増
えており、市
民ニーズは
高いと思わ
れる。

23 B

手
段
変
更

要
改
善

事
業
拡
大

廃棄物処理法
の罰則の改正
等でも分かるよ
うに，不法投棄
（一般・産業廃
棄物）が社会的
に問題となって
いる。
各公共機関お
よび市民から
の情報提供が
増えている状
況から，より迅
速な対処・処理
を行うための体
制確立が必要
である。

要
改
善

ポイ捨て禁止
条例の普及に
努める。また，
市民・事業者
などと協力して
ごみの減少に
ついて取組を
進める。
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

絵本作
成数

冊 - - 30 学習人数 人 - - 2,614

エコクッ
キング教
室開催

回 - - 6 参加者数 人 - - 90

公害対
応件数

件 5 1 1
被害拡大
防止

件 1 1

公害未
然防止
啓発件
数

件 1 1

リサイク
ル届出
件数

件 83 100
適正処理
件数

件 83 100

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

176

173

174

175

か
い
て
き
環
境
室

第
5
 

環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

2

)

自
然
環
境
を
生
か
し
た
教
育
と
学
習
の
推
進

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

環境教育
推進事業

保育所園児向けの環境教育
教材（絵本・紙芝居等）を作
成し、市内各保育所や図書
館に配布。
保育所園児を含めた幼児の
環境教育に努める。

完成した教材の活用。 市
民

（
幼
児
・
保
育
所
園
児

）

幼いうちから環境
を守ることの大切
さを学ぶ。

幼児・保育所園児
向けの絵本・紙芝
居の作成。

前年度実施して
いない。

4

住民への啓
発効果が大
きい。

3

幼児の反応
を見ながら、
より分かり
やすい内容
にできる。

5

小限の経
費で実施し
ている。

4

市民や保育
士の知恵を
出し合うこと
で、より効果
的な内容の
教材ができ
る。

4

環境問題に
対する関心
事である。

4

環境・子育て
の両方に関
心をもって取
り組む。

24 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

今年度からは
じめる事業であ
り、今後すすめ
方を工夫する
必要がある。

要
改
善

子どもたちが
興味を持って
環境について
学べるように
取り組む。

か
い
て
き
環
境
室

第
5
 

環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

2

)

自
然
環
境
を
生
か
し
た
教
育
と
学
習
の
推
進

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

環境料理
教室事業

食生活改善推進員等の研修
会において、調理をする時の
省エネ対策を研修する。
材料や調理器具等の使い方
を含めたエコクッキングを行
なう。
（三次市内６地区で実施）

参加者からの波及効果。
参加者の環境に対する意
識向上。

市
民

（
主
婦
中
心

）

環境に配慮した
料理を紹介し、家
庭で実践してもら
う。

主婦を対象に、家
庭で簡単にできる
料理の紹介と調
理実習。

前年度実施して
いない。

4

住民への啓
発効果が大
きい。

3

継続開催す
ることで、よ
り成果が上
がる。

5

小限の経
費で実施し
ている。

2

環境を考え
る意味でも、
市民サーク
ルで開催す
る方が効果
的。

4

環境問題に
対する関心
事である。

4

食を通じて、
環境に関心
を持つきっか
けとなる。

22 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

今年度からは
じめる事業であ
り、今後すすめ
方を工夫する
必要がある。

事
業
縮
小

環境保全の啓
発手段として
適当とは考え
られず，廃止
年度を決め，
徐々に縮小す
る。

三
良
坂
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
5
 

環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

公害対応
に関する
業務

11

市民から寄せられた公害に
関する情報や苦情に対し，早
急に対応することで発生した
公害を 小限にとどめる　大
気汚染･水質汚濁・土壌汚
染･不法投棄等に対する指
導･助言を行う

あらゆる公害に対しての対
応マニュアルの作成。

三
次
市
民

あらゆる公害の
未然防止と，発生
した場合には，市
民に及ぼす被害
を 小限に抑え
る。

早期発見が早期
対応，被害軽減
につながるため，
支所と市民と諸団
体が協働し取り組
む。具体的には，
市民から寄せら
れる情報に，支所
が迅速に対応し，
解決不能の場
合，関係機関（市
関係部署，警察，
消防等)と協議し
対応する。又，未
然防止に向け，
公衆衛生推進協
議会等による啓
発を助長する。

本事務を環境
美化，ゴミの不
法投棄防止と
混同しないよう
区別化した。
又，支所と市民
が協働し取り組
む事業として位
置づけた。

4

苦情・相談
に適切に対
応している。

4

公害が、恒
常的に発生
しているの
ではない
ので、発生
後の対応を
迅速にする
ことと、市
民からの苦
情等に対す
る的確な助
言・指導
に努めてい
る。

4

指導・助言
が主な業務
のため、コ
スト削減余
地が小さ
い。

2

環境基本
法・廃棄物
処理法等の
国の法律
及び三次市
ポイ捨て禁
止条例に基
づき、
市が助言・
指導を行う
必要があ
る。
ただし，未然
防止，迅速
性から考え
ると市民と
協働で事業
分担し実施
すべき。

4

現在の社会
情勢におい
て、市民の
環境問題等
への関心は
高い。

4

市民の公害
等への行政
対応の関心
は高い。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
縮
小

公害に対して
は，社会的，市
民的関心は高
いものの，支所
管内で恒常的
に公害が発生
しているわけで
はない。むし
ろ，未然防止の
ための啓発活
動が重要であ
る。支所が独
自に行うので
はなく全市一斉
に展開すべき
である。

要
改
善

環境意識の啓
発に努める。

み
ら
い
都
市
室

第
5
 

環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

建設リサ
イクル法
に関する
こと

2,127

建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律（略称：
建設リサイクル法）に基づ
き、一定の対象建設工事（建
築物の解体、新築、増築、修
繕、模様替、その他の工作
物に関する工事）を行うもの
から提出される届出及び通
知を受理、審査し、特定建設
資材の分別解体及び同廃棄
物の再資源化等に関する助
言、監督、命令を行う。
平成１７年度の届出件数は１
６０件あり、うち８３件が市の
審査対象であった。平成１８
年度の届出件数は、第１四
半期においては前年度を上
回っている。

引き続き周知に努める。
解体作業現場のパトロール
を徹底する。

建

築

物

の

解

体

(

床

面

積

8

0

㎡

以

上

)

，

新

築

・

増

築

(

床

面

積

5

0

0

㎡

以

上

)

，

修

繕

・

模

様

替

(

請

負

金

額

1

億

円

以

上

)

，

そ

の

他

の

工

作

物

に

関

す

る

工

事

(

土

木

工

事

等

　

請

負

金

額

5

0

0

万

円

以

上

)

で

、
特

定

建

設

資

材
（

コ

ン

ク

リ
ー

ト

,

木

材

,

ア

ス

フ

ァ
ル

ト

等

）

を

含

む

も

の

※

う

ち

市

審

査

分

は

建

築

基

準

法

第

6

条

1

項

4

号

に

掲

げ

る

戸

建

て

住

宅

等

に

限

る 特定の建設資材
について、分別解
体及び再資源化
と、再生資源の利
用及び廃棄物の
減量等を促進し、
資源の有効利用
と廃棄物の適正
処理を図ること
で、生活環境を保
全し、また国民経
済の発展に寄与
する。

特定建設工事の
発注者及び自主
施工者は、工事
に着手する7日前
までに届出書を
提出する。公共工
事の場合は通知
書を提出する。パ
トロールを行い、
現地や作業状況
を確認し、不適切
な工事や無届け
工事が行われて
いれば指導する。

行政チェックの
結果のとおり、
今年度も継続し
て実施してい
る。
一般市民向け
に作成した建築
パンフレットへ
掲載し、周知を
図っている。

4

市で扱うも
のは建築基
準法第6条1
項4号及び
同施行令第
138条第1項
にかかるも
のに限定さ
れており、
県との連携
によって目
的が達成さ
れる 3

法に基づく
事務である
届出の徹底
を図る必要
がある

5

コストは主
に事務処理
に係る人件
費である

5

法に基づい
て市が行っ
ているもの
である

5

環境保全の
ため重要で
ある

5

同上

27 A
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

パトロールの徹
底と指導、啓発
内容の充実

要
改
善

パトロールの
徹底と指導・啓
発内容を充実
させる。
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

職員研
修

人 241 420 599
市内事業
所の取得
件数

件 8 15 20

市内事
業所へ
の啓発
回数

回 1 1

補助金
交付件
数

件 22 17 20

補助金交
付によっ
て整備さ
れた集積
所の利用
者数合計

世帯 403 316 370

補助金交
付総額

千円 2,049 1,178 1,398

補助金
交付件
数

件 148 155 150
減量され
た生ごみ
の量

ｔ 38 40 46

実施店
舗数

店舗 - - 247
指定袋交
換数

袋 - - 15,000

ポイント
カード・
ポスター
配布数

枚 - - 17,807

スタン
プ・のぼ
り旗配布
数

本 - - 349

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

利
用
の
拡
大

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

180

177

178

179

か
い
て
き
環
境
室

第
5
 

環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

ISO1400
1推進事
業

5,669

環境基本計画に基づき、三
次市の事務事業から生じる
環境負荷を軽減し、環境保
全施策の取り組みを継続的
に行なう。
本庁舎は、２回目の定期審
査を受けた。
みよしまちづくりセンターと7
つの支所の拡大審査を受け
た。
それぞれ認証取得した。

職員のISO14001への取組
み意識を向上させる。
市役所が率先して
ISO14001を取得したことに
より、今後住民・事業所へ
の波及・PRが求められる。

本
庁
舎
・
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

・
支
所
の
職
員

ISOの認証取得を
契機に、全職員
の環境に対する
意識が変化し、各
職場において環
境に配慮した事
務事業が展開さ
れる。
オフィス活動や事
業活動を、環境保
全対策の視点か
ら継続的に見直
し、改善すること
により、事業活動
に伴って発生する
環境負荷を低減
する。

①マニュアル・シ
ステム文書の構
築（要綱・要領の
作成）
②計画（環境側面
調査・目的及び目
標の設定）
③実施及び運用
（体制及び責任・
職員研修・運用管
理）
④点検及び是正
（内部環境監査）
⑤計画の見直し

結　　　果：事業
拡大
その対応：平成
18年度は、福祉
保健センター・
水道局・生涯学
習センター・情
報システム準備
室・青少年女性
センター・三次
環境クリーンセ
ンターへ拡大す
る。 3

市民への環
境意識向上
の啓発効果
が大きい。

3

三次市内の
公共施設に
拡大するこ
とにより、さ
らに効果が
出ると思わ
れる。

3

取り組みも
軌道に乗っ
てきたの
で、アドバイ
ス支援等の
委託費を削
減できると
思われる。

5

認証取得
は、市でな
いとできな
い。

4

環境問題
は、世界的
な関心事で
ある。

4

市民におい
ても、環境は
子育て・教育
と並んで関
心が高い。

22 B
未
実
施

事
業
拡
大

事
業
拡
大

環境問題に対
する社会的
ニーズ・市民
ニーズは高く、
三次市の全公
共施設に拡大
予定であるが、
拡大後のすす
め方を工夫す
る必要がある。
（現段階では、
事業拡大。） 要

改
善

認定直後の取
組みは庁内的
に推進されて
いたが，各職
場の検証を行
う中で，取組み
施設の拡大に
ついてもっと検
討を要する。

資
源
リ
サ
イ
ク
ル
室

第
5
 

環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

環境衛生
施設改善
補助金
（ごみ集
積場）

2,596

　市民の生活環境の整備を
図ることを目的とし，一般廃
棄物集積場の整備にあたっ
て，おおむね１０戸以上の利
用のある集積場に対し，設置
費用額の二分の一以内（上
限10万円）の補助金を交付
する。

　現在は,申請書の瑕疵が
ない限りすべての申請に補
助金を交付しているが， 集
積場の老朽化が一斉に進
み，申請が集中した場合補
助金を交付できない地域が
出る可能性が懸念される。

三
次
市
民
,
 

お
お
む
ね
１
０
戸
以
上
が
共
同
で
利
用
す

る
集
積
場
施
設
の
利
用
者

市民の日常生活
における環境整
備を図る。
町の美観を損な
わないような集積
場の設置。

一集積場あたり
の補助金は, 施設
設置費用額の二
分の一以内，十
万円を上限として,
補助金を交付す
る。

前年度，現状維
持であるため特
になし。

4

市内の一般
廃棄物集積
場整備に対
して補助金
を交付し, 環
境衛生施設
を改善する
制度であり,
目的達成へ
の貢献度は
大きいとい
える。

4

本制度によ
り集積場整
備が促進さ
れ, 廃棄物
の飛散防
止・集積場
周辺及び町
の環境美化
に有効であ
る。

4

本制度の補
助対象は,
集積場の建
物とその基
礎部分のみ
でであり, そ
れ以外の費
用が補助申
請に含まれ
ていた場合
は, 除外した
金額を対象
としており,
コストの削
減余地は少
ない。

3

一般廃棄物
分別の啓
発・回収は,
市が行なっ
ており, 集積
場整備の助
成も市で行
うべきであ
る。

3

生活環境の
整備は，市
民の環境意
識の高揚に
つながるも
のであり,
社会的ニー
ズがあると
いえる。

4

まちの整備
に伴い，集
積場の新
設・建替えを
申請される
団体等が増
加傾向にあ
り, 市民の
ニーズが非
常に高いこと
がわかる。

22 B

事
業
縮
小

現
状
維
持

要
改
善

　手続きの簡素
化，旧市内に
偏りがちな申
請を周辺部に
も広げて行く工
夫，独自の助
成がある地域
とそうでない地
域の調整等，
市民に広く平
等に活用して
いただけるた
めの改善の余
地がある。

要
改
善

環境，美観な
どにも配慮す
る。

資
源
リ
サ
イ
ク
ル
室

第
5
 

環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

生ごみ処
理機器購
入費補助
金

4,417

　一般家庭から排出される生
ごみの減量化および市民の
ごみ資源化意識の高揚を図
ることを目的として，生ごみ
処理機を設置した者に対し
て，補助金を交付する。

①補助金交付対象となった
生ごみ処理機器の実際の
使用状況（設置場所の確
認等）が，不十分。
②補助金申請から決定・交
付までの時間の短縮化。
③補助金額および補助率
の再検討。（生ごみ処理機
器は高性能になり，高額な
ものが多く，実態としてほと
んどが三分の一程度の補
助となっている現状があ
る。）

三
次
市
に
住
居
を
有
す
る
全
世
帯

生ごみの自家処
理を推進すること
によって，ごみ資
源化意識の高揚
を図る。
収集・焼却ごみの
減量化により，施
設・設備の延命化
につなげていく。

補助金は，生ご
み処理機器の購
入価格の二分の
一に相当する額
とし，その額が2
万円を超えるとき
は，2万円を上限
とする。

改善した点は特
にないが，市民
ニーズは依然と
して高いため，
引き続き実施し
ていく。

5

生ごみ減量
化およびご
み資源化意
識の高揚を
図ることを
目的とし，１
８年度も引
き続き実施
している。目
的達成への
貢献度は大
きいといえ
る。 4

家庭から排
出される廃
棄物(生ご
み)の減量化
を推進して
いくことで，
施設の延命
はもとより，
資源化・減
量化意識の
高揚につな
がり，有効
であるとい
える。

5

クリーンセン
ターに搬入・
処理された
場合の経費
や施設の損
耗を考えた
場合，また
廃棄物（生
ごみ）が減
量化され堆
肥などに再
利用される
という環境
面から考え
ても，効率
性は高いと
いえる。

5

市での実施
が義務付け
られてはい
ないが，行
政以外で同
様のサービ
スは実施さ
れていな
い。
市が実施す
ることで，行
政・市民協
働による廃
棄物減量化
ができる。

5

廃棄物の減
量化と資源
化(リサイク
ル）は現代
社会の重要
な課題であ
り，社会的
ニーズはき
わめて高
い。

5

日々の生活
スタイルが
資源循環型
に変わりつ
つあるため，
市民ニーズ
は高い。

29 A

現
状
維
持

現
状
維
持

要
改
善

廃棄物処理及
び資源の有効
活用の分野は
社会的ニーズ
が極めて高い
ため，継続して
いく必要性が
高いと判断す
る。しかしなが
ら，ごみの排出
抑制や再資源
化を進めるうえ
で，利用実態
調査と併せ，要
綱の見直し等
も進めなくては
ならない。

要
改
善

効果・利用状
況について検
証する。

資
源
リ
サ
イ
ク
ル
室

第
5
 

環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

買い物袋
持参・
ノー包装
運動推進
事業

1,983

・レジ袋等の削減および簡易
包装に協力的な事業者を｢
ノー包装運動協力店」として
認定し、店舗名等を広報する
ことによって，
　その活動を支援する。
・買い物の際，レジ袋等の包
装を辞退することに対し，ポ
イント制の特典を設けること
により，本事業の普及を図
る。
・協力店の利用を広く市民に
推奨し，ごみ排出抑制に対す
る事業者および市民の意識
高揚を図り，ごみ減量化を推
進する。

・大型店舗やチェーン店で
は，既に独自のノー包装運
動（ポイント制）に取り組ん
でおり，三次市のノー包装
運動への協力に消極的な
姿勢を見せている。
　また，実施については本
部の許可が必要で店舗独
断での実施はできないた
め，引き続き協力をお願い
する必要がある。
・三次市役所各支所との連
携。（協力店への指定ごみ
袋の補充，協力店の確保
等）

三
次
市
内
に
住
居
を
有
す
る
全
世
帯
及
び
レ
ジ
袋
等
の
包

装
を
使
用
す
る
事
業
者

　市民は買い物
袋を持参し，事業
者は無駄・過剰な
包装をしないこと
により，レジ袋等
のごみ排出を抑
制する。

ポイント・スタンプ
制を導入し，消費
者が買い物袋を
持参した場合，ま
たはレジ袋等の
包装を辞退した場
合，1回につき1ポ
イント加算（ポイ
ントカード）し，50
ポイントに達する
と三次市指定の
ごみ袋（資源物ま
たはプラスチック
資源物）と交換で
きる特典を設け
る。

１７年度は，実
施の前段階とし
ての準備期間
であり，比較で
きない。

4

三次市で使
用されるレ
ジ袋は，年
間２４０㌧
（1，600万
枚）であり，
「買い物袋
持参・ノー包
装運動」を
広めること
でレジ袋等
の包装に限
らず，ごみ
の排出抑制
及び環境に
対する意識
の高揚が期
待できる。

3

実施後一ヶ
月が経過
し，明確な
成果はない
が，市民の
関心が高く，
成果が期待
できる。

4

他に手段が
ない。

4

市民や事業
者が自主的
に取り組ん
でいるが，
市民・事業
者・行政が
連携して取
り組んだほ
うがより効
率的。

5

廃棄物の排
出抑制と資
源化（リサ
イクル）は，
現代社会の
重要な課題
であり，社
会的ニーズ
は極めて高
い。

4

資源循環型
社会への移
行にともな
い，市民
ニーズは高
い。今後の
PR等でさら
に高まるの
ではないか。

24 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

市民の関心が
高い。

事
業
拡
大

ごみの減量に
向けてＰＲに努
める。

48／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

更新車
両数

台 1 5 5
積載車活
動状況

回 180 200 200

各会議・
訓練等
開催回
数及び
研修会
等参加
回数

回 34 39 39

各会議・
訓練等開
催回数及
び研修会
等参加回
数

回 34 39 39

注意体
制・警戒
体制の
設置回
数

回 41 32 32

注意体
制・警戒
体制の設
置回数

回 41 32 32

操作員
（市職
員）の点
検回数

回 18 18 18

操作員
（市職員）
の点検回
数

回 18 18 18

5
 

組
織
・
機
構
の

見
直
し

1
9
年
度
当
初

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

1
9
年
度
予
算

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
8
年
度
中

184

181

182

183

企
画
調
整
担
当

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

消防ポン
プ積載車
更新

15,841

消防団のポンプ積載車を配
置年度の古いものから計画
的に更新し，消防力の向上を
図る。消防ポンプ車等１０４
台
更新車両３台，新規設置軽１
台

今後同一年度に更新時期
がくる車両が多数あるた
め，より計画的な更新計画
の策定と配置車両の見直
しが必要である。

消
防
ポ
ン
プ
積
載
車
，
地
域
住
民

古いホンプ積載
車等を計画的に
更新し，消防力の
強化を図る。

ホンプ積載車の
定期的な更新

更新計画を作
成し，計画的に
更新している。

4

新式の車
に更新する
ことにより，
消防力の向
上に繋がる

3

消防力向上
に，ニーズ
がある。

4

効率的な入
札を行うこと
でコスト削
減を図る。

5

市が行うべ
きである。

3

消防力向上
に，ニーズ
がある。

3

消防力向上
に，ニーズが
ある。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

配置車両の見
直しを行い，経
費の削減を図
る一方で，古い
消防車等を計
画的に更新す
ることで，消防
力の向上を図
る。

要
改
善

現状を見直し，
計画的な整備
により経費削
減を図る。

企
画
調
整
担
当

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

消防団事
務

6,121

三次市の消防団活動が円滑
に遂行されるよう消防団に関
する事務処理を行う。具体的
には，団員の人事管理，手
当・報償金等の支払事務，消
防施設・設備・物品の維持管
理，各種消防行事の準備・運
営，広島県消防協会三次支
部・三次市消防団員互助会
等の関係機関の庶務等を行
う。
従事する職員は，嘱託員２名
を基本とし，会議・大会等に
おいては正職員も含めて対
応している。また，各支所単
位では，各支所消防担当が
活動の補佐を行っている。

消防団活動の充実には，
市の事務補助以外に，三
次消防署等の常備消防と
の連携・協力体制が必要で
あるが確立されていない。
また消防団事務の本庁対
応による窓口一元化推進
には，これまでの消防団事
務のあり方を再検討し，消
防団自身で完結できる体
制整備などについて，消防
団員の協力を得ながら進
めていく必要がある。

三
次
市
民
・
消
防
団
員

三次市の消防団
活動を円滑に遂
行させることによ
り，消防力の充実
を図り，市民の安
全と安心を確保
する。

団員の人事管
理，手当・報償金
等の支払事務，
消防施設・設備・
物品の維持管
理，各種消防行
事の準備・運営，
広島県消防協会
三次支部・三次市
消防団員互助会
等の関係機関の
庶務等を行う。

本庁対応を進
めていく結果が
出ているが，市
内全域を網羅
する大きな組織
であるため，本
庁のみの対応
には業務量や
地理的に限界
があり，具体策
はできていない
状況。

5

消防団活動
は平素から
の事務処理
や大会・訓
練等の準備
が膨大であ
り，円滑に
団活動を遂
行するには
事務従事が
必要不可欠
である。

2

市町村合併
により消防
団の組織が
大きくなり，
組織の運営
方法等にお
いて確立さ
れていない
面がある。
それらを整
理すれば，
より充実した
団活動を推
進すること
ができる。

3

消防団員の
協力を得
て，事務効
率を図るこ
とが可能で
ある。

5

消防事業は
市の責務で
行なう必要
があり，その
目的で設置
している消
防団の事務
は，市が行
う必要があ
る。ただし，
各支所にお
ける消防団
事務につい
ては，消防
団員の協力
を得て，消
防団自身で
完結できる
体制整備等
が必要であ
る。

5

安心・安全
なまちづくり
には市の責
任において
消防事業を
行なう必要
があり，消
防団活動を
円滑に遂行
するための
本事務事業
は必要であ
る。 5

過疎・中山
間地域にお
いては消防
団活動の
ニーズは高
く，消防団活
動を円滑に
遂行するた
めの本事務
事業は必要
である。

25 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

市民の安全と安
心を確保するた
めには，市の消
防事業を担う消
防団の活動が必
要であり，その活
動を円滑に遂行
するための活動
補助事務は今後
も継続して実施
していく必要が
ある。
ただし，市町村
合併後により大
きな組織となって
いる消防団の運
営方法等につい
て，消防団自身
で完結できる体
制整備などにつ
いて，消防団員
の協力を得なが
ら進めていく必
要がある。

要
改
善

常備消防との
連携を含め，
効率的な事務
処理を進め
る。

企
画
調
整
担
当

第
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環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

水防事業 15,474

気象予警報等に基づき，水
防の注意体制，警戒体制とし
て市職員を要員として配置さ
せ，浸水被害の未然防止と
軽減を図る。また，国・県から
委託を受けた河川樋門につ
いて操作員への出動及び定
期点検等の指示・管理等を
行うとともに，委託料の請求
及び操作員への賃金支給事
務を行う。気象情報やダム放
水情報などの水防情報の収
集を行う。
平成１７年度において，大雨
洪水注意報等に基づく注意
体制を２６回，大雨洪水警報
に基づく警戒体制を６回配置
した。

水防体制の配置に当たっ
ては，気象予警報に基づき
行っているが，とりわけ，注
意報発令の回数が多く注
意体制に伴う時間外手当
の経費が多くかかる。各部
署において適格な緊急対
応が講じられるように日頃
から改善を重ねていかなけ
ればいけない。

市
民
の
生
命
と
財
産

集中豪雨や台風
などの水害から
市民の生命と財
産を未然に守り，
被害を 小限に
抑える

水防体制の設
置，国土交通省
等から委託の河
川樋門の操作及
び管理，水防情
報の収集

前年度結果は
現状維持であ
り，今年度も前
年度同様のや
り方を行ってい
る

4

早期に水防
体制を設置
し，河川の
水位上昇に
伴う浸水被
害を未然に
防いでお
り，被害の
軽減に貢献
している。

3

注意体制・
警戒体制の
基準の詳細
化に加え，
他機関から
の降雨予測
等の情報に
より，迅速か
つ的確な体
制設置を行
なう必要が
ある。

4

的確な体制
設置を行う
ことにより，
体制設置に
係る職員の
人件費を削
減すること
ができるた
め。

5

水防対策は
水防法で規
定する水防
管理団体で
ある市の責
務で行う必
要があるた
め。

5

水防対策は
水防法で規
定する水防
管理団体で
ある市の責
務で行う必
要があるた
め。

5

４７年災害や
近年，異常
気象に伴う
集中豪雨等
日本各地で
起こっている
こともあり，
水害に対す
る行政の対
応について，
市民の意識
や関心度は
高い。 26 B

未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

水防対策は市
の責務で行うも
のであり，水害
の未然防止と
軽減を図り，市
民の生命と財
産を守るため
には，引き続き
現状維持を基
本とするが，よ
り迅速で的確
な体制設置を
行っていくこと
が望ましい。

要
改
善

組織内や関係
機関との更な
る情報の共
有・活用に努
め，市民の安
心・安全を築く
ため，体制の
整備・改善を行
う。

企
画
調
整
担
当

第
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正
確
性
が
重
視
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る
仕
事

排水機場
の維持管
理

6,778

市設置の排水機場７箇所及
び国土交通省から管理委託
を受けている排水機場５箇所
の維持管理として，操作員で
ある市職員が月１回排水機
場の点検を行う。また，市設
置の排水機場については，
点検結果を受けて修繕を行
うとともに，電気保安業務
等，業者委託により維持管
理を行う。

浸水被害を未然に防ぎ，被
害を 小限に抑えるには
排水機場の役割は重要で
あり，その維持管理を行う
ことは今後も必要である。
市設置のポンプ場につい
て，老朽化しているため，
今後，修繕等の維持管理
料が増える見込であるとと
もに，計画的な専門業者に
よる点検が必要である。

市
内
１
２
箇
所
の
排
水
機
場

いつでも稼動でき
るよう維持管理を
行う

操作員による定
期点検実施，排
水機場の修繕，
電気保安業務等
の委託

前年度結果は
現状維持であ
り，今年度も前
年度同様のや
り方を行ってい
る

5

河川の水位
上昇等に伴
う浸水被害
を未然に防
ぐために
は，排水機
場の稼動が
必要であ
り，いつでも
稼動できる
よう維持管
理を行うこと
は必要であ
る。

3

定期点検に
ついて，専
門業者が点
検を行う方
が成果の向
上が大きい
が，定期点
検を操作員
が行うことに
より，実際の
稼動操作を
身につける
ことができ
る。ただし，
有事の際に
確実に稼動
するよう専
門業者の点
検も検討す
る必要が
る。

4

排水機場の
維持管理は
必要 低限
しか行って
おらず，削
減の余地は
小さい。

3

定期点検に
ついて，操
作員自身が
点検を行う
中で，実際
の稼動操作
を身につけ
ることができ
る。ただし，
有事の際に
確実に稼動
するよう専
門業者の点
検も検討す
る必要が
る。

5

水防対策は
水防法で規
定する水防
管理団体で
ある市の責
務で行う必
要がある。

5

４７年災害や
近年の異常
気象に伴う
集中豪雨等
日本各地で
起こっている
こともあり，
水害に対す
る行政の対
応について，
市民の意識
や関心度は
高い。 25 B

未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

市民の生命と
財産を守るた
め，浸水被害を
未然に防ぎ，
被害を 小限
に抑えるため
には，排水機
場の役割は重
要であり，今後
も継続して維持
管理を行う必
要がある。ま
た，施設の老
朽化に伴い，
有事の際に確
実に稼動させ
るため，点検作
業の充実につ
いて検討してい
く必要がある。

要
改
善

維持管理にお
ける点検作業
などについて，
効果・効率性
の向上を図
る。
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

防火水
槽設置
基数

基 8 5 5
防火水槽
充足率

％ 60 61 62

防災会
議開催
回数

回 1 1 1
防災会議
開催回数

回 1 1 1

戸別受
信機設
置世帯
数

世帯 7,901 7,921 7,933
戸別受信
機設置世
帯数

世帯 7,901 7,921 7,933

定時・緊
急放送
原稿延
件数

枚 660 665 670
年度末現
在の加入
世帯率

％ 96 97 93

放送日
数

日 242 243 244
緊急時放
送(火災)

件 1

新規加
入者件
数(移転
を除く)

件 2 臨時放送 件 31 34 11

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

188

185

186

187

企
画
調
整
担
当

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

防火水槽
整備事業
（４０トン
有蓋）

19,254

防火水槽は，火災発生時の
初期消火の水源確保に，非
常に重要な消防施設であり，
水利の確保が困難な地域に
おいて，緊急度や必要性を
考慮して，計画的に整備す
る。

地域の防火水槽の現有数
と基準による充足率の向上

消
防
水
利
の
無
い
地
域

火災発生時の水
利を確保し，地域
住民の不安を取
り除く

計画的な防火水
槽の設置

整備計画に基
づき計画的な事
業実施に努め
ている

4

地域の火災
に対する不
安を取り除く

5

充足率向上
の余地は大
きい

4

他に整備方
法はない

5

市が整備を
行うべきで
ある

3

特定地域の
住民には，
必要性は高
い。

3

特定地域の
住民には，
住民ニーズ
は高い。

24 B

現
状
維
持

現
状
維
持

要
改
善

他事業との調
整を図り，効率
的な整備を行
う。

要
改
善

計画的な整備
を行う。

企
画
調
整
担
当

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

防災会議 168

本会議において，本市の防
災に関する基本方針や計画
を作成するとともに，防災関
係機関が協議を行い，本市
における防災対策が一体的
に行われ，的確かつ円滑に
実施されるよう連絡・調整を
行う。
委員構成は，市長を会長と
し，防災に関する国・県の行
政機関や公共機関の計２５
名の委員で構成。
平成１６年度は１回，６月の
出水期前に開催している。

ここ近年，本市において大
きな災害が発生していない
こともあり，議題の中身が
意見交換程度に終わって
いる状況が昨年度同様で
ある。事前に事務担当レベ
ルでの調整をし，課題提示
等工夫していく必要があ
る。

三
次
市
地
域
防
災
計
画
及
び
三
次
市
に
お
い
て
関
係
機
関

が
行
う
防
災
対
策

計画作成や修正
及び防災対策が
一体的有機性を
もって的確かつ円
滑に実施される

防災会議を開催
し，三次市地域防
災計画の策定，
変更を行うととも
に，各関係機関
が行う防災対策
の連絡・調整を行
う

会議内容の中
心が県の防災
計画修正に伴う
市防災計画の
修正協議となる
ため，内容が発
展しにくい。

3

防災計画の
作成，見直
しの点では
目的を達成
しているが，
一体的な防
災対策のた
めの連絡・
調整におい
ては，内容
が不十分な
点がある。

2

会議内容の
中心が防災
計画修正協
議となって
いる状況は
変わらず。
課題提供
等，内容を
充実させる
ことにより，
より一体的
な防災対策
の実施が可
能である。

5

本事業に係
る経費は委
員報酬がほ
とんどであ
り，経費削
減の余地は
ほとんどな
い。

5

防災会議は
市が開催し
て行わなけ
ればならな
い。

5

防災対策は
市の責務で
行う必要が
あり，その
対策につい
て関係機関
が協議する
ことは必要
である。

2

４７年災害や
近年の異常
気象に伴う
集中豪雨や
地震等日本
各地で災害
が起こってい
ることもあ
り，防災に対
する行政等
の対応につ
いて，市民
の意識や関
心度は高
い。しかし，
本会議の市
民への認知
度が低いた
め，その点
で市民ニー
ズは低い。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

三次市地域防
災計画の修正
は本会議にお
いて協議する
必要があるた
め，本会議の
開催は今後も
必要であるが，
防災対策が各
関係機関と一
体的に行わ
れ，的確かつ
円滑に実施さ
れるためには，
協議内容の充
実が必要であ
り，課題提供等
の工夫を行
なっていく必要
がある。

要
改
善

関係機関から
の意見把握に
努め，会議内
容の充実を図
る。

企
画
調
整
担
当

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

防災行政
無線等

35,515

災害，公害及び気象に関す
る予報，警報や営農指導，流
通市況等農家生活に関する
情報等を提供する。

防災行政無線は，ＣＡＴＶの
普及率を考慮しつつ，その
機能をＣＡＴＶの音声告知
放送へシフトしていく計画で
あるが，円滑にシフトしてい
くために，移行方法等が課
題である。

市
民

市民に災害等の
情報伝達を的確
に行う。

農家生活に関す
る情報提供は，
定時放送で伝え
る。緊急を要す災
害時には，随時
放送で災害情報
や市民への避難
指示等の周知を
行う。

CATV音声告知
放送への機能
シフトを円滑に
行うため，現在
ある防災行政
無線及びオフ
トークについ
て，移行に向け
ての課題整理
などを行ってい
る。

4

災害等の周
知が一斉に
できるので
貢献度は高
い

4

全市域をカ
バーしてい
ないため。

3

旧町村単位
で設置して
いるため，
設置年度の
古いものが
あり，修繕
等に多額の
費用を要し
ている。

5

三次市地域
防災計画に
基づき，災
害情報を周
知する必要
がある。

4

防災行政無
線は，災害
情報を住民
に周知する
必要がある

5

災害が多く
発生してい
るなか，災害
に関する情
報提供への
市民ニーズ
は高い。

25 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

CATVの音声
告知放送へ円
滑に機能シフト
していく方法に
ついても検討
する必要があ
る

事
業
縮
小

大規模な修繕
等は行わず，
CATVの活用
への転換を検
討する。

君
田
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
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環
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２
防
災
・
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(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

防災無線
業務

709

防災無線による町内放送で
市民へ行事・イベント・君田
町内行事開催等の周知を行
う。又、火事・災害時は防災
無線で市民に被災周知、避
難勧告を行い被害拡大防止
に努める。

防災無線のニーズは高く、
今後も防災無線サービス
提供は大切である。
平成１９年度より君田町で
ケーブルテレビが開局する
ため、ケーブルテレビのメ
リットを周知し加入促進に
努める。
防災上，無線による伝達手
段は必要と考える。

市
民

防災無線による
町内放送で行事・
イベントを周知す
る。又、災害時は
防災無線で避難
勧告等を行い被
害を 小限に抑
える。

防災無線による
町内放送

防災無線に対
する町民のニー
ズは極めて高
いため、引き続
きサービス提供
に努めた。

5

三次市主催
の行事・イ
ベント又は
地域行事等
を周知し、
多くの市民
の皆様に足
を運んでい
ただいてい
る。火災時
の消防団・
住民への周
知にも貢献
している。

5

防災無線を
通じて、さま
ざまな情報
が提供でき
るため十分
に成果のあ
る事業であ
る。
　防災上，
無線のメリッ
トは非常に
高い。

5

防災無線修
繕費につい
ては、機械
の状態、電
波の状態が
要因となる
ためコスト
削減の余地
はない。

4

防災無線に
よる放送内
容は三次市
主催の行
事、イベント
又は地域行
事等である
が、市から
情報提供す
ることにより
市職員へも
情報が広が
り、情報共
有による協
働のまちづく
りに効果が
ある。

5

防災・防犯
意識が高ま
る社会の中
で町内への
情報提供と
なる防災無
線の社会的
ニーズは極
めて高い。

5

防災無線設
置状況は君
田町内では
ほぼ１００％
であり市民
ニーズは極
めて高い。
情報提供、
防災情報の
提供など市
民の関心は
高い。

29 A
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

君田町民への
情報提供、周
知の面で住民
へのメリットは
極めて高い。し
かし、平成１９
年度より開局
するケーブルテ
レビの普及で
画像、文字、音
声を使ったさら
なる情報提供
が可能になる。
今後、君田町
民へケーブル
テレビへの加
入促進に努め
情報提供の推
進をする必要
がある。

事
業
縮
小

大規模な修繕
等は行わず，
CATVの活用
への転換を検
討する。
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

定時・緊
急放送
原稿延
件数

枚 272 332 310
年度末現
在の加入
世帯率

％ 90 91 91

放送日
数

日 344 335 340
緊急時放
送(火災)

件 1

新規加
入者件
数(移転
を除く)

件 2 3 2 臨時放送 件 38 63 13

定時・緊
急放送
原稿延
件数

枚 1,644 1,370 1,142
年度末現
在の加入
世帯率

％ 87 87 87

放送日
数

日 312 316 314
緊急時放
送(火災)

件 1 4

新規加
入者件
数(移転
を除く)

件 7 臨時放送 件 43 49 10

定時・緊
急放送
原稿延
件数

枚 377 559 336
年度末現
在の加入
世帯率

％ 100 100 100

放送日
数

日 275 293 245
緊急時放
送(火災)

件 3 3 3

新規加
入者件
数(移転
を除く)

件 12 2 1 臨時放送 件 1 2 1

定時・緊
急放送
原稿延
件数

枚 1,573 1,325 1,396
年度末現
在の加入
世帯率

％ 90 89 90

放送日
数

日 332 331 330
緊急時放
送(火災)

件 2 2 1

新規加
入者件
数(移転
を除く)

件 3 4 臨時放送 件 45 58 4

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

191

192

189

190

布
野
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ
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オフトー
ク放送関
係業務

709

　市と農協からのお知らせや
時報については，各家庭の
スピーカーや集落ごとの屋外
スピーカーから定時に放送
する。また，緊急放送（火事
など）は，通話中でもわかる
ようになっている。
　お知らせは，毎日職員がレ
コーディングし，放送時間な
どの制御はコンピュータが行
い，定時に放送する。
　宅内装置で軽微な故障で
あれば職員が訪問し，無料
で対応している。軽微でない
ものは，有料で修理をお願い
している。

CATVの音声告知が整備さ
れ全戸がCATVに加入する
まではオフトーク放送にお
いて情報の提供をするため
屋外スピーカー等の維持
管理費が必要である。旧三
次市内では音声告知が整
備されているが布野町では
整備の時期が未定である。
情報の共有化をするため
の対策が必要と思われる。

市
民

市や農協からの
情報を市民へ提
供する。緊急時
（災害・火災等）
の情報を正確・迅
速に市民に伝え
生活安全を守る。

放送内容をレコー
ディングし，定時
に放送できるよう
セットする。緊急
時（災害・火災）に
ついては市民に
情報提供する。

昨年度の評価
は現状維持で
あるので特にな
し。

4

市からの広
報の方法は
いくつかあ
るが，広報
誌より身近
な情報の伝
達手段とし
て喜ばれて
いる。また，
強制的に流
れるので，
自分から情
報をとりに
行く必要が
ない点がよ
い。しかし，
再放送の時
間はある
が，放送時
に在宅して
いないと聴
けないなど
の制約もあ
る。

4

この事業
は，開局10
年以上が経
過しており，
これ以上の
改善策など
ないと思わ
れる。

5

加入者のオ
フトーク宅内
装置保全管
理（修理等）
については
本人負担と
なっている
ためコスト
は低いと思
われる。

2

原稿を作成
したり審査
することは，
市で行った
ほうがいい
と思うが，放
送したり維
持管理は市
でなくても十
分出来ると
思われる。

3

より身近な
情報伝達の
手段として
役立ってい
る。
集落内だけ
の独自の放
送ができる
ことや緊急
時の放送な
ど住民に
とっては重
要な施設で
ある。

3

上記の理由
でニーズは
あるが，平
成18年度か
ら開始されて
いるケーブ
ルテレビの
地域放送や
音声告知放
送など新し
いサービスと
の関連を整
理する必要
がある。

21 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

ケーブルテレビ
の音声告知シス
テムの整備時期
が未定の現段階
では，オフトーク
通信はきめ細か
い地域の情報伝
達手段として有
効である。また，
ページング放送
や緊急放送など
現在の音声告知
放送にないサー
ビスもある。しか
しながら，屋外ス
ピーカの修繕が
多くなってきてお
り，経費負担が
多い。また，職員
が直すことが可
能な程度ではあ
るが，家庭用端
末の故障が多く
あるので，新しい
設備への移行も
検討の必要があ
る。

事
業
縮
小

大規模な修繕
等は行わず，
CATVの活用
への転換を検
討する。

作
木
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
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事

オフトー
ク放送関
係業務

1,418

　三次市作木町の住民を対
象に、①行政機関及び三次
農協作木支店からの情報伝
達、②防犯・火事・災害等の
緊急放送、③各種団体、各
常会・行政区・小中学校など
のグループからの公益上必
要な連絡及び情報の伝達、
④難聴地域である作木町内
において、ラジオ放送をセン
ターで一括受信し提供する、
などを事業としている。

　平成１９年４月開局予定
の、作木町内のＣＡＴＶと、
それ以後に開始予定の音
声告知放送への切替と、オ
フトークの廃止時期等につ
いての検討。

三
次
市
作
木
町
内
の
オ
フ
ト
ー

ク
通
信
加
入
世
帯
住
民
を

対
象

　行政機関の情
報を日々提供す
ることで行政活動
に関心を持ってい
ただき、お年寄り
から子供まで必
要な行政サービ
スを享受していた
だくため。
　また、火事など
災害が起こった際
には災害情報を
住民に素早く伝
え、被害を 小限
に食い止めるた
めの、第一順位
の情報伝達手段
とするため。
　さらに再放送の
実施により、伝達
事項を徹底する
ため。

・朝、昼、夜の定
時放送及びその
再放送による情
報の伝達。
・臨時放送によ
る、災害や緊急に
住民の方々に告
知する必要があ
る事柄の伝達。
・午後５時から午
後０時までＮＨＫ
ラジオとＲＣＣラジ
オを提供するこ
と。

　平成１９年４月
の、作木町内の
ＣＡＴＶ開局を控
え、現施設、加
入者に対する
適正な維持管
理に務める。

5

　火災等、
災害時の情
報伝達手段
としては、現
在オフトーク
に優るス
ピードで多く
の町民の方
に一度に周
知できる手
段はない。
　オフトーク
放送は、住
民に広く根
付いてお
り、常会文
書と合せ
て、行政情
報の伝達手
段として町
民の関心が
高い。

4

　繰り返し放
送すること
により、伝達
の徹底を図
る。
　また、定時
放送の再放
送を活用し、
定時放送を
聞きのがし
た方も、それ
以後に聞く
ことが出来
るシステム
になってい
る。

5

　４つのｃｈ
は多機能性
を備えてお
りながら、費
用的にはコ
ストは低い。

4

　災害時の
放送、くまの
出没注意や
おくやみの
放送など、
市でするの
が効率的で
ある。

4

　市からの
情報提供、
参加呼びか
けなどを日
常的に行う
ことが可能
であり、市
民と協働の
町づくりに
寄与する。

4

　広く作木町
民に浸透し
ており、オフ
トーク通信の
必要性につ
いては、作
木町民の大
多数の方か
ら支持いた
だいている。

26 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

　引き続き、行
政や地域団体
などの情報を、
分かりやすい
言葉・文章であ
ることを常に心
がけながら、オ
フトーク放送施
設の維持管理・
運営を行うとと
もに、現在整備
中のＣＡＴＶ開
局運用に伴っ
て、何時の時
点まで両方の
情報伝達手段
を維持してゆく
かも、検討して
いかなくてはな
らないと思われ
る。

事
業
縮
小

大規模な修繕
等は行わず，
CATVの活用
への転換を検
討する。

三
良
坂
支
所
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合
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整
グ
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1,418

　非常災害時における災害
情報の伝達の手段の確保及
び火災予防等の注意喚起や
市内で行うイベント情報や行
政情報を広く市民に伝達する
ことを目的に防災行政無線を
各戸に設置する。現在、個
人、事業所等合わせて約
1500台設置している。
　火災発生情報により、消防
団の出動要請回数。（出動要
請件数　Ｈ15年度　3件　Ｈ16
年度　4件　H17年度 3件）

　防災情報，行政情報とも
防災無線を通じて町内に一
斉に放送することにで迅速
に情報を伝えることはでき
ている。また，火災発生に
よる消防団の出動要請に
は，無線放送は欠かせな
いものである。しかし，防災
無線未設置の世帯や障害
者・高齢者に対する周知に
ついては，完全なものとは
いえないのが現状である。
また，停電時においては，
蓄電池で数時間は対応で
きるが，長期にわたると難
しいと思われる。
　今後ＣＡＴＶの導入により
全市民を対象に情報提供
できるようになるので，加
入促進に取り組む必要が
あるが，一方で，未加入者
に対する伝達方法，特に災
害時の対応には課題が残
る。

三
良
坂
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
三
良
坂
町
内
の
事

業
所
に
勤
務
し
て
い
る
も
の

。

　災害時における
迅速な情報提供
を行うことにより，
被害を 小限に
食い止める。
　行政情報の提
供により市民へ
の利便性，行政
サービス向上を
図る。

　防災行政無線を
通じての放送。

　受益者へ提供
する情報内容を
徹底的にチェッ
クし，情報の質
の向上を図って
いる。

5

　防災情報
を迅速かつ
正確に市民
に知らせ、
人命や財産
などの被害
を 小限に
食い止める
という目的
達成への貢
献度は、極
めて高い。

3

必要な行政
情報，防災
情報のみを
厳選するこ
とが重要で
ある。

4

今のシステ
ムを継続す
る以上，情
報提供(供
給)する側
(支所)のコ
スト低減は
困難だが，
受益者が，
情報機器の
保全管理に
かかる費用
の一部を負
担すること
で，コスト低
減につなが
る。
(金銭的要
因・関心的
要因)

3

　市民の安
全を守る趣
旨の情報に
関しては，
支所として
情報提供が
必要だが，
一般的な行
政情報の伝
達について
は，民間委
託は可能で
ある。 5

　火災発生
や防災情報
などの緊急
な情報提供
について
は、社会的
ニーズは、
きわめて高
い。

5

　防災情報
のみならず、
行政情報も
防災無線放
送で連絡さ
れるというこ
とが住民意
識の中にも
定着しており
ニーズは高
い。

25 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

　緊急時に全
世帯に緊急情
報等を一斉に
周知するため
には，現時点
において唯一
の も有効な
術であるという
ことからも，他
のシステム
(CATV)に移行
するまでは，現
状を維持するこ
とが必要と考え
られる。ただ
し，より質の高
い情報提供を
検討すべきで
ある。

事
業
縮
小

大規模な修繕
等は行わず，
CATVの活用
への転換を検
討する。

三
和
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
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283

・屋外機と宅内受信機を使用
して、防災を主としながら、地
域内の行政に関する情報を
市民に正確、かつ迅速に提
供する。
・時報ﾁｬｲﾑは午前6時と午後
0時、午後5時。定時放送時
間は、朝が6時30分、昼が12
時11分、夜は7時30分。
・その他、緊急により、防災
情報等の提供を行う。
・戸別受信機の修理は、月1
回の修理日で対応。(ﾌﾘｰﾀﾞｲ
ﾔﾙにより、定時放送の内容
を案内し、修理までの代替対
応が可能。)

・三和地域においては、平
成19年にCATVが開局予
定となっているが、CATVの
音声告知が整備されるま
で、緊急を要する防災情報
提供ができないため、これ
まで通り防災無線を利用す
ることとなり、引続き受信機
等の機器維持管理が必要
となる。
・戸別受信機故障の場合、
月1回の修理日では災害時
に支障をきたす。

支
所
管
内
全
域

（
市
民
・
事
業
所

）

防災に関する情
報を正確・迅速に
もれなく提供し、
市民の生活安全
を守る。また行政
に関する情報を
提供し、市民の関
心を高める。

緊急の防災情報
は、正確な情報
収集をもとに正
確・適切・迅速な
情報を提供する。
定時放送におい
て、行政に関する
情報をわかり
やすく伝える。フ
リーダイヤルサー
ビス有。また、正
確な情報を提
供する為に、各戸
の受信機修理に
も対応する。

平成１７年度２
次総合評価＝
現状維持
今後の方向性
＝CATVへ機能
シフトするまで
の間は継続実
施する。
平成１８年度そ
の対応＝現状
維持で継続実
施。

5

・防災、行政
情報等、情
報提供の役
割は果たし
ている。
・聴覚障害
のある方へ
のｻｰﾋﾞｽは
ない。

4

・緊急の防
災情報で周
知徹底し、
市民への早
期対応につ
ながる。
・行事等に
ついて、案
内により周
知効果があ
る。
・修理の早
期対応がで
きるとよい。
　

4

・防災情報
提供の手段
として必要。
・支所にお
いては，事
業費支出な
し。

5

・緊急な防
災情報は、
市が情報収
集・指揮の
中心となる
ため妥当

5

・防災情報
提供の手段
として重要
な役割があ
る。

4

・防災情報
はもとより、
行事等につ
いて周知効
果があるた
めニーズも
高い。
・行政に関す
る情報につ
いては、ホー
ムページや
広報での情
報収集が可
能。

27 A
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

現在整備され
ているＣＡＴＶ、
地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ
による情報受
発信の施策も
見据えて、防災
無線による情
報提供の範囲
を検討していく
ことも必要。

事
業
縮
小

大規模な修繕
等は行わず，
CATVの活用
への転換を検
討する。

51／100
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総
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実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

訓練等
回数

回 10 8 6
訓練等参
加延べ人
数

人 315 335 320

方面隊
幹部会
議開催
件数

回 5 5 5

訓練等
回数

回 7 7 4
訓練等参
加延べ人
数

人 378 363 310

方面隊
幹部会
議開催
件数

回 7 6 6

訓練等
回数

回 3 3 3
訓練等参
加延べ人
数

人 411 329 420

方面隊
幹部会
議開催
件数

回 6 6 7

訓練等
回数

回 7 7 7
訓練等参
加延べ人
数

人 613 601 609

方面隊
幹部会
議開催
件数

回 8 5 5
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当
初

1
 

市
民
と
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当
初

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

1
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政
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1
8
年
度
中
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2,127

三次市は消防団を設置し市
民の生命、身体及び財産を
守ることを任務とする。
防災については異常気象時
対応、災害未然防止、有事
の対応。

若年層のさらなる消防団加
入促進。地域高齢化が進
み、若手団員は地域に欠
かせない存在になってい
る。
各分団単位での若手団員
加入促進を勧める。出動手
当支給、事務連絡等は生
活安全グループと各支所
の連携強化をする。

君
田
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
君
田
町
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
方

市民の生命、身
体及び財産の保
護を目的とする。

消防団活動につ
いては（訓練・会
議等）に関する諸
事務、連絡調整。
防災に関しては
注意報、警報発
令時の体制配
備、情報収集、住
民周知。

平成１７年度の
若手団員加入
が９名あった。
しかし全体の割
合からするとま
だ高齢化のた
めさらなる若手
団員の加入が
必要。

5

消防団の活
動により市
民の生命、
身体、財産
を守る目標
達成へ極め
て大きく貢
献している。
防災に関し
ては防災無
線を通じて
火災通報、
防犯情報を
周知し貢献
している。

5

消防団の活
動により無
火災、無事
故が図られ
ており町民
の信頼も厚
い。
防災に関し
ては注意
報、警報発
令時の支所
職員配置に
より有事に
対し迅速に
対応できる
よう体制を
整えてい
る。

4

出場手当に
ついては団
員の意欲低
下につなが
るため削減
するべきで
はない。

3

消防団の活
動は自主的
に行うもの
が望ましい
が生活安全
グループか
らの事務連
絡調整、伝
達等は市で
行った方が
よりよくでき
る。

5

住民同士の
交流が薄れ
る中、消防
団の存在は
地域の連帯
意識を高
め、火災時
対応、防犯
対策等に大
きな役割を
果たしてお
り社会的
ニーズは極
めて高い。

5

高齢化が進
む君田町で
消防団の
ニーズは極
めて高い。
火災対応だ
けでなく、ひ
とり暮らし老
人訪問、夜
警巡回によ
る防犯対策
等地域に重
要な役割を
果たしてい
る。

27 A
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

近年の災害増
加は市民も不
安を抱えてお
り、消防団への
ニーズは高い。
火災対応だけ
でなく防犯活
動、地域連帯、
災害時の出勤
など消防団の
役割は年々大
きくなっている
ため、より一層
の活性化が必
要である。

要
改
善

消防団の役割
も大きいが，す
べての市民が
安全に安心し
て暮らすため
に，今後は，自
主防災組織の
組織化の推進
など地域防災
力の強化が必
要である。

作
木
支
所
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合
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整
グ
ル
ー
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　地域防災計画を策定し，危
機管理体制を充実させるとと
もに，広報や防災訓練などに
より市民の防災意識の高揚
を図ります。また，新市の河
川防災の中枢となる水防セ
ンターを整備し，一体性の速
やかな確立を図ります。
　消防については，各地域の
消防団の再編・統合と非常
時における自主防災体制を
確立するとともに，消防防災
施設の整備を進めます。ま
た，備北地区消防広域行政
組合による市全域の消防・救
急・救助体制の充実・強化を
図ります。
　平成１７年度末には三次市
（作木地区）洪水ハザード
マップを作成し，洪水時に対
応できるよう，江の川流域の
各戸に配布しました。
平成１８年度は，これまでに
引き続き，担当部署とに連携
を図りながら，防災・消防業
務に努めています。

　防災については，危機管
理体制が計画されている
が，全市的に訓練されたこ
とはない。大規模な災害が
発生した場合が心配であ
る。
　消防については，これま
で旧町村で実施してきた事
業を団員で自主的に行うこ
とになったが，行政に依存
する形態を大きく変えること
ができていない。消防団に
は，旧町村の職員が所属し
ている場合が多く，異動に
より各支所に不在となった
ことで人員減となり，さら
に，高齢化等の進行で団
員の減少が進み，初期の
対応が遅れる問題も出て
いる。

作
木
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
作
木
町
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
方

地震，水害，火災
などの災害から
守る

防災計画の策定
と，避難路や避難
場所を示した防災
マップの作成。危
機管理体制の充
実。消防防災施
設，水防センター
等の整備。常備
消防の全域出動
態勢の確立。

作木地区の災
害ハザードマッ
プを作成し，江
の川沿岸の各
戸に配布した。

3

必要な消
防・防災活
動は行わ
れ，目標は
達成されて
いる。

3

消防団の取
り組みにつ
いては，より
自主的な活
動に向けて
向上の余地
がある。防
災活動につ
いても，大
規模な訓練
などを行う
必要があ
る。 4

市民の安全
のために必
要なコストで
あり，削減
できる余地
は小さい。

4

消防団事務
局について
は，地域性
やこれまで
の経緯も考
えると，全て
を消防団で
自主的に行
うべきとは言
えない。

4

全国的にみ
ても，市民
の安全・安
心について
は関心の高
い事柄であ
り，消防・防
災もこれに
あてはま
る。

5

住民の求め
ている生活
の安全のひ
とつとして，
消防・防災
が挙げられ
る。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

消防団は，旧
三次市におい
ては，住民⇒
消防署⇒消防
団の流れで出
動するが，各支
所は，住民⇒
消防署⇒
各支所⇒消防
団，と流れが違
うこともあり，事
務局体制が支
所に求められ
る体制になる。
方面隊内外の
連携のために
は，事務局とし
ての機能が必
要である。

要
改
善

消防団の役割
も大きいが，す
べての市民が
安全に安心し
て暮らすため
に，今後は，自
主防災組織の
組織化の推進
など地域防災
力の強化が必
要である。

吉
舎
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ
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1,418

防災行政無線の管理・運営
広報活動等による防災意識
の高揚
危機管理体制の充実
消防団吉舎方面隊との連携
および協力，施設整備の充
実

防災行政無線については，
現在，町内のみの運用で
あり，設置後１８年が経過
し，全体の機器更新の時期
に来ている。平成２０年の
CATV開局まで，現状を維
持するために応急工事を
続けていますが，CATVへ
の切り替えと音声告知放送
への加入の問題。
自主防災組織の確立。

吉
舎
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
吉
舎
町
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
方

市民の安全な生
活を守るため，防
災体制の充実を
図る。また，市民
の防災意識を高
める，自主防災
組織の結成と活
動の活性化を図
る。

広報・訓練等によ
る防災意識の高
揚と自主防災組
織の確立
消防・防災設備の
充実
危機管理体制の
充実

自治組織等を
中心にした，組
織が未組織の
ため，住民自ら
の取り組みを推
進していく。

3

　防災無線
を使って，
災害情報・
警報発令等
の広報を
行ってい
る。そのた
め，災害発
生時には迅
速に対応で
きるよう，設
備の点検整
備や更新が
必要であ
る。
　あわせ
て，防災意
識の高揚を
図るため，
市民へあら
ゆる機会を
捉えての啓
発が必要で
ある。

3

　消防防災
の基盤整備
や危機管理
体制の確立
など，今後も
取り組みが
必要であ
る。
　また，自治
振興会など
を拠点とした
自主防災組
織の確立が
進めば，さら
に防災意識
の高揚が図
れるととも
に，有事の
際に被害を

小限に食
い止めるこ
とができる。

5

支所におけ
る事業費支
出がないた
め

3

　市・警察・
消防署・消
防団の連携
は不可欠で
ある。
　しかし，市
が実施する
事業以外
に，自主防
災組織の確
立とその自
主活動には
大きく期待
する。

4

安心安全
で，災害の
ないまちづ
くりを求めら
れている。

4

災害の経験
からも， 近
の世界・国
内の状況か
らも，消防防
災に対する
意識は高
い。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

 防災行政無線
（個別受信機）
の各戸貸与な
ど，災害時に備
えての整備は
行なっている
が，旧自治体
のエリアに留
まっているのが
現状である。統
一したシステム
の整備など改
善の余地はあ
る。また，シス
テム整備後も
施設を活かし
て，いかに被害
を 小限に食
い止めるかの
マニュアル作り
や訓練等も欠
かすことはでき
ない。

要
改
善

消防団の役割
も大きいが，す
べての市民が
安全に安心し
て暮らすため
に，今後は，自
主防災組織の
組織化の推進
など地域防災
力の強化が必
要である。

三
和
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー
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・　防災計画策定
・　危機管理体制の充実
・　消防団組織体制等の充実
と消防防災施設等の整備
・　広報活動等による防災意
識の高揚
・　地域の自主防災組織の充
実

消防防災設備・施設《防火
水槽・詰所（格納庫）・積載
車等》の老朽化等による更
新・修繕を要する箇所が多
数あり、引続き計画に沿っ
た対策を講じる必要があ
る。

三
和
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
三
和
町
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
方

市民の安全な生
活を守るため、防
災体制の充実、
また防災意識の
高揚と自主防災
体制の充実を図
る。

・　地域防災計画
の策定、危機管
理体制の充実
・　広報や訓練な
どによる防災意
識の高揚
・　消防団組織体
制等の充実と自
主防災体制の確
立、消防防災施
設
の整備

平成１７年度２
次総合評価＝
現状維持
今後の方向性
＝消防･防災担
当部署と連携し,
適確に実施して
いく。
平成１８年度そ
の対応＝消防･
防災担当部署
と連携し,啓発活
動・危機管理体
制を継続する。

3

火災･災害
発生時の情
報収集及び
対応は迅速
かつ正確に
行う必要が
ある。日頃
から防災意
識の高揚を
図りながら，
施設の点検
等を併せて
行い対策を
講じる必要
がある。

3

あらゆる機
会を利用し
ての，意識
啓発及び気
運を盛り上
げるための
取り組みが
必要。

5

支所におい
ては，事業
費支出はな
い。

4

市，警察，
消防署，消
防団との連
携が必要で
ある。

4

社会的に
も，火災の
ない町，災
害ゼロの町
を望んでい
る。

4

市民の消防･
防災への気
運はかなり
高い。

23 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

消防防災設備・
施設の老朽化
等による修繕
等、早急に対
策を講じる必要
あり。

要
改
善

消防団の役割
も大きいが，す
べての市民が
安全に安心し
て暮らすため
に，今後は，自
主防災組織の
組織化の推進
など地域防災
力の強化が必
要である。
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位
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位
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評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

訓練等
回数

回 7 8 30
訓練等参
加延べ人
数

人 560 680 1,800

方面隊
幹部会
議開催
件数

回 10 12 15

雪害によ
る家屋修
繕

件 - - 3
雪害によ
る家屋修
繕(見込）

件 - - 3

格納庫
整備戸
数

戸 2 1 1
格納庫の
利用状況

回 50 40 40

子供の
安全確
保会議

回 38
防犯ブ
ザー等配
布校数

校 24

1
7
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の
削
減

1
9
年
度
予
算

取
組
の
拡
大

1
9
年
度
当
初

1
 

市
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と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

期
間
限
定

1
8
年
度
中
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198

199

200
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危機管理体制の充実させる
とともに本庁担当室・三次市
消防団及び消防団事務局と
連携し，広報活動・防災訓練
などにより市民の防災意識
の高揚をはかる。

消防防災設備・施設及び防
災無線設備の老朽化等に
よる更新・修繕を要する箇
所が多数あり、引続き計画
に沿った対策を講じる必要
がある。

甲
奴
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
甲
奴
町
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
方

防災に強いまち
づくりに向け，防
災啓発事業を通
じ市民の防災意
識を高める。

防災無線放送を
通じて防災啓発
活動
消防団甲奴方面
隊との連携，協力
危機管理体制の
充実
消防防災施設の
整備

消防・防災担当
部署との連携を
強化し，業務を
的確に実施す
る。

3

火災･災害
発生時の情
報収集及び
対応は迅速
かつ的確に
行うため，
日頃から防
災意識の高
揚を図りな
がら，施設
の点検・整
備・更新等
を行う必要
がある。

3

あらゆる機
会を利用し
て，防災意
識の気運を
高める取り
組みが必要
である。

4

方面隊へ事
務局を移管
すれば，改
善の余地が
ある。

4

市，警察，
消防署，消
防団との連
携が必要で
あり，市が
関与すべき
である。

4

社会的にも
火災・水害
等災害のな
い，また災
害に強いま
ちづくりが
必要であ
る。

4

市民の消防･
防災への意
識は高い。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

災害はいつ起
こるかわからな
い。日頃の防
災対策がいざ
というときの役
に立ち，被害を

小限に抑え
ることができ
る。このため，
本庁担当G，警
察，消防署，消
防団等と連携し
啓発活動を継
続し，さらに充
実していく必要
がある。

要
改
善

消防団の役割
も大きいが，す
べての市民が
安全に安心し
て暮らすため
に，今後は，自
主防災組織の
組織化の推進
など地域防災
力の強化が必
要である。

あ
か
る
い
住
宅
室
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雪害等緊
急対策事
業

 個人住宅で雪害を被った家
屋等の修繕工事を行おうとす
る者に対して必要な事業資
金を融資する。
 融資限度額は１世帯３００万
円で７年以内とし,無利息。

　雪害を被った時点で緊急
を要する建物は、大半が建
物共済保険等を利用して
修繕を行なっている。この
ため、融資事業について、
問い合わせはあるものの
現在のところ融資を希望す
る者はいない。融資制度に
ついてもっと市民に啓発を
する必要がある。

雪
害
に
よ
り
被
害
を
被

っ
た
個
人
住
宅

修繕工事に必要
な事業資金を融
資し、その事業の
早期実施を促進
する。

雪害を被った家
屋等の修繕工事
に必要な事業資
金を融資する。

平成18年度新
規事業である。

4

融資するこ
とで早期実
施が可能と
なり、市の
経済活性化
及び市民の
安定が図れ
る。

3

雪害を被っ
た家屋等の
早期復旧に
貢献。

2

基本的に
は、受益者
個人での対
応が望まし
い。

2

個人の所有
物の整備で
あり、受益
者負担が望
ましい。

3

個人所有物
の整備であ
り社会的
ニーズは低
い。

3

ニーズは限
定された市
民にある。

17 C
未
実
施

未
実
施

終
了

雪害を被った
時点で融資制
度が確立され
ていれば効果
的な制度として
利用が多くあっ
たと考えられ
る。雪害を被っ
てから、数ヶ月
経過してからの
融資制度の創
設であったた
め、緊急性が
高い家屋修繕
は大半完了状
態である。

終
了

事業は今年度
で終了する
が，実績を検
証し，今後の
取組に生か
す。

企
画
調
整
担
当

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
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(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

消防格納
庫整備事
業

2,861

消防格納庫は，消防ポンプ
積載車，ポンプ車，可搬式ポ
ンプの格納場所であり，地域
消防団員の活動拠点施設と
して計画的な整備を図る。

合併により，地域格差が大
きいため，施設の点検調査
を行う。

地
域
消
防
団
，
地
域
住
民

消防積載車の格
納庫を新設するこ
とにより，地域防
災活動の拠点施
設の充実を図り，
地域住民に安心
感をもたらす。

消防格納庫の新
築

必要 低限の
整備を行うとと
もに，ファシリ
ティマネジメント
を勘案した整備
も検討中。

4

火災の際，
地域住民に
安心感をも
たらす。

4

活動拠点の
整備は，消
防団員の活
動の励みと
なる。

3

ファシリテェ
マネイジメン
トによりコス
ト削減余地
がある。

5

市が行うべ
きである。

3

特定地域の
住民には，
必要性は高
い。

3

特定地域の
住民には，
ニーズは高
い。

22 B

現
状
維
持

要
改
善

要
改
善

老朽度等，設
備内容を調査
し，格納庫の統
廃合を検討しな
がら，計画的な
整備を行う。

要
改
善

近隣施設の有
効活用を含
め，計画的な
整備を行う。

企
画
調
整
担
当
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く
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務
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サ
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ビ
ス
向
上
が
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め
ら
れ
る
仕
事

子どもの
安全支援
事業

地域安全マップ作成であげら
れた危険箇所を基に，地域
活動（防犯パトロールや街頭
指導）や環境改善（ガード
レール設置等）に対する支援
を行う。また，市内の防犯灯
を一斉に点検し，必要に応じ
て電球の交換及び修繕を行
う。

職員提案及び市民提案予
算であるため，単年度での
事業となる。

市
内
の
子
ど
も

子どもが安心して
暮らせる、安全な
地域社会の形成

関係部局との連
携を図り，防犯に
係る消耗品の購
入・配布を行う。
また，通学路の危
険箇所修繕を行
う。防犯灯の一斉
点検を実施し，電
球の交換及び修
繕を行う。

4

職員提案等
による事業
のため，目
的達成への
貢献度は大
きい

4

単年度での
事業となる
ため，成果
の向上余地
が小さい

5

緊急度の高
い箇所から
改善を行う
ため，コスト
の削減余地
はない

3

市と地域が
一体となり
事業を推進
していく

5

子どもが被
害にあう犯
罪が多発し
ているた
め，社会的
ニーズは極
めて高い

5

昨今の犯罪
情勢を背景
に，市内でも
防犯，とりわ
け子どもの
安全に対す
る関心が非
常に高い

26 B
未
実
施

未
実
施

終
了

市民提案及び
職員提案によ
る単年度の事
業であるため

事
業
拡
大

市の役割等を
整理し，市民
の協力を得な
がら効果的な
事業としてい
く。

53／100



平成１８年度「The行政チェック」事務事業評価一覧(施策順)
　 ※　各評価項目は，１～５の５段階で評価  ※　総合評価・・・「事業拡大」「事業縮小」「要改善」「終了」「廃止」から選択  ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
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総
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評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
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実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

テント
村，街頭
キャン
ペーン実
施回数

回 14 14 7
交通事故
件数

件 280 327 300

会議開
催回数

回 2 2
刑法犯認
知件数

件 576 478 277

街頭指
導回数

回数 4 4 4
交通事故
発生件数

件 6 6 2

チャイル
ドシート
貸出人
数

人 5 2 5
刑法犯認
知件数

件 576 478 277

交通安
全街頭
指導

回 2 2 2
交通事故
発生件数

件 18 15 6

刑法犯認
知件数

件 576 478 277

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
中

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
中

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

201

202

203

204

企
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担
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仕
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交通安全
の推進

7,375

交通安全協会や広島県が推
進する各季の交通安全運動
にあわせ，各関係機関と連
携を図りながら，街頭キャン
ペーンやテント村を設置し，
交通安全の啓発を行う。ま
た，オフトークや防災行政無
線での啓発放送により交通
安全の意識向上を図る。
本年度，三次市交通安全対
策会議を立ち上げ，第８次交
通安全５箇年計画を策定す
る。

交通安全の啓発と交通事
故を減少させる対策を検討
する必要がある。
真に効果のあがる啓発活
動等を推進するため，活動
内容や推進方法を見直す
必要がある。
行政や警察が主として展開
するのではなく，市民（住民
自治組織等）を中心となっ
た取り組みへ転換していく
必要がある。

市
民

安心安全なまち
づくりに向け，交
通事故防止を目
指す。

各関係機関と連
携を図りながら，
キャンペーンなど
の各種啓発活
動，広報紙，市民
へオフトーク，防
災行政無線など
での啓発をとおし
て，市民の交通
安全の意識向上
を図り，交通事故
防止の対策に取
り組む。

事業の推進方
法について，行
政や警察が主
として推進する
従来の方法で
は，マンネリ化
した啓発活動と
なり効果が期待
できないため，
住民自治組織
や交通安全協
会が中心となっ
た取り組みへ転
換していくよう，
本年度から取り
組む必要があ
る。

3

広報や
CATV，オフ
トークや防
災行政無線
で安全運転
を周知し，
街頭キャン
ペーン，テ
ント村等で
のドライ
バーへの呼
びかけをし
ている。 4

年間4回の
各季交通安
全運動の啓
発等を行う
が，より効果
的な方法を
検討していく
必要があ
る。

4

三次市交通
安全協会
の，負担金
活用方法の
見直しを検
討する必要
がある。

2

交通安全協
会や各関係
機関と連携
を図りなが
ら，  継続し
ていく必要
がある。
住民が中心
となって展
開できるよう
活動の推進
体制を見直
す必要があ
る。

4

年々交通量
が増加して
おり，交通
安全への取
り組みは必
要である。

4

交通事故の
件数が激減
していること
もなく，啓発
を続けていく
必要があ
る。
交通事故の
ない安心安
全なまちづく
りは市民の
願いであり
必要性は高
い。

21 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

行政や警察が
主として展開す
るのではなく，
市民（住民自治
組織等）を中心
となった取り組
みへ転換して
いく必要があ
る。

要
改
善

市民主体の取
り組みを促進
する。

企
画
調
整
担
当
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防犯事業 10,656

「減らそう犯罪」みよし安全な
まちづくり推進連絡協議会に
おいて，防犯に関する協議を
行い，市内の各防犯団体を
支援しながら，事業を推進す
る。また，市が設置した防犯
灯の維持管理を行うととも
に，新設に係る補助金の交
付事務を行う。

「減らそう犯罪」みよし安全
なまちづくり推進連絡協議
会において協議された事項
に対して，推進方法等を検
討する必要がある。また，
安全で安心して暮らせる三
次市を目指して，各種団体
との連携を図り住民ととも
に防犯活動を展開する。

市
民

安心安全なまち
づくりを目指して，
犯罪の起こりにく
いまちづくりをす
る。

各団体と連携を
図りながら，安心
安全なまちづくり
を目指して推進体
制を整える。

「減らそう犯罪」
みよし安全なま
ちづくり推進連
絡協議会を昨
年立ち上げた。
年数回の会議
開催により，よ
り効果的な事業
推進について
検討していく。

3

啓発活動や
呼びかけを
行ってい
る。

3

昨年，「減ら
そう犯罪」み
よし安全な
まちづくり推
進連絡協議
会を立ち上
げたことによ
り，より効果
的な方法を
検討していく
必要があ
る。

4

防犯灯の設
置等，より
効果的な方
法を検討し
ていく必要
があるの
で，削減の
余地が少な
い。

3

各団体と連
携を図りな
がら，安心
安全なまち
づくりを目指
して推進体
制を築いて
いく必要が
ある。

5

年々犯罪が
増加してお
り住民の生
命にかかわ
ることであ
り，防犯活
動は必要で
ある。

5

犯罪件数が
減少してい
ることもなく，
啓発は必要
である。
安心安全な
まちづくりは
市民の願い
であり必要
性は高い。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

防犯に関する
啓発活動や，
犯罪件数の減
少に向けた取
り組みについ
て，方法等を検
討する必要が
ある。

要
改
善

警察や市で抱
えられるもので
なく，地域での
防犯気運の醸
成，その取り組
みを促進して
いく。

総
合
調
整
グ
ル
ー
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交通安
全・防犯
関係業務

709

交通安全・防犯対策・チャイ
ルドシート貸出事業を通じて
交通安全・防犯対策の総合
的かつ計画的な推進を図り、
公共の福祉の増進、少子化
対策の一層に普及促進に寄
与することを目的とする。

交通安全・防犯は市と警
察、住民が一体となって活
動に取り組まなければなら
ない。
チャイルドシート貸出事業
については市民への周知、
ＰＲを行う。

三
次
市
民

市民の交通安全
の推進を図ること
により交通死亡
事故減少、防犯
対策による犯罪
の減少、チャイル
ドシート貸し出し
により交通安全
対策の促進、少
子化対策の一層
の普及を図ること
ができる。

交通安全は街頭
指導、旗の設置、
防災無線による
啓発
防犯は全国地域
安全運動実施、
そよかぜ通信で
の防犯呼びかけ
チャイルドシート
は申請により貸し
出しを行う。

君田町内での
交通死亡事故
はゼロで昨年
に続き交通事
故防止に貢献
できた。防犯は
君田町内配布
のそよかぜ通
信での防犯呼
びかけ、君田地
区防犯組合連
合会の役員名
簿記載による周
知をした。チャ
イルドシート貸
出についても引
き続き君田支所
からの貸出を
行った。

3

街頭指導、
交通安全旗
立て、防災
無線呼びか
け等交通事
故防止に貢
献している。

3

チャイルド
シート貸出
について平
成１７年度
君田支所か
らの貸し出し
は２件の
為、さらなる
周知、ＰＲが
必要。

5

支所での予
算づけはな
い。支出に
ついても支
所からはな
い。

3

交通安全・
防犯は市、
警察、住民
が一体と
なって取り
組む事業だ
が、地域に
根ざした活
動をするた
めには市も
積極的に取
り組むべき。

5

犯罪増加、
交通死亡事
故は市民に
大きな不安
を与えてい
るため社会
的ニーズは
極めて高
い。

5

三次市内で
も不審者情
報が出てお
り、君田町内
でも過去に
例があった。
市、警察、住
民が一体と
なって防犯
活動、又は
交通安全運
動に取り組
まなければ
ならない。

24 B
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

防犯対策、交
通安全対策は
近年、全国的
ニーズが高く三
次市は積極的
に活動に取り
組まなければ
ならない。

要
改
善

交通安全・防
犯について
は，犯罪の抑
止・防止機能を
高めるため，
自治組織を中
心に地域ぐる
みでの相互の
助け合いによ
る住民自らの
取組を促進し
ていく。

布
野
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ
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交通安
全・防犯
関係業務

354

交通安全については，主に
全国・広島県交通安全運動
の期間中にイベントや啓発
活動を行っている。防犯につ
いては，防犯組合連合会等
の組織と連携を図りながら啓
発活動を行っている。

布野町は，国道５４号線が
縦走し交通事故の発生件
数も布野町以外の方が非
常に多い。また外部から入
りやすく空き巣等の犯罪も
多い傾向にある。交通安全
協会，防犯組合連合会，ま
ちづくり連合会等と連携を
とりながら諸活動を展開
し、住民一人ひとりに交通
安全・防犯意識の高揚に引
き続き取り組む必要があ
る。

市
民

交通安全に対す
る意識の向上，
交通ルールや交
通マナーを実践し
啓発することによ
り，交通事故の防
止を図る。防犯に
対する意識向上
などの啓発を行
い，犯罪に強い
地域づくりを図
る。まちづくり連
合会と防犯・交通
安全についての
連携を図る。

交通安全に対す
る啓発活動（オフ
トーク、チラシ配
布、桃太郎旗の
設置、街頭キャン
ペーン等）。防犯
に対する啓発活
動（防犯組合によ
る夏・冬季の夜間
巡回や春の声か
け運動，オフトー
ク，チラシ配布
等）。まちづくり連
合会が三次交通
安全協会・三次市
と連携して，防
犯・交通安全の旗
を家庭から家庭
へ１週間毎にリ
レーし，地域ぐる
みで防犯・交通安
全に取り組んだ。

まちづくり連合
会，交通安全協
会，三次市が連
携し，各家庭を
「防犯・交通安
全の旗」でリ
レーする取り組
みを本年度も地
域ぐるみで実施
する。

2

布野町では
外部から
入ってくる人
が多く，交
通事故は外
部の人が起
こすケース
がほとんど
である。ま
た，国道が
長い直線や
急坂でス
ピードが出
やすく非常
に危険なた
め，啓発活
動のほか取
り締まりも必
要である。

3

交通事故・
犯罪を未然
に防止する
ためには，
三次市・警
察署・町づく
り連合等が
連携して地
道に事故防
止等の啓発
を行う必要
がある。

3

限られた人
員の中，活
動を継続し
ていくため
の組織・人
員等につい
て検討の余
地がある。

4

交通安全・
防犯団体を
はじめ警察・
消防などと
の連携を強
化し，地域を
あげて防犯
等を取り組
む必要があ
る。

5

振り込め詐
欺事件など
の犯罪がテ
レビ等で報
道され，防
犯について
の社会の関
心は高い。
布野町で
は，「防犯・
交通安全の
旗」を各家
庭にリレー
する取り組
みを行って
おり，地域
ぐるみの意
識は高く
なってい
る。

5

テレビ等で，
頻繁に事件
事故が報道
されているも
のの，他人
ごとのようで
緊張感が薄
い。交通事
故・犯罪は，
何時起きる
かわからな
いため，粘り
強く啓発して
いく必要が
ある。また，
高齢者に対
しては気をつ
けるよう声掛
けなどが大
事である。

22 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

交通安全・防犯
は，継続して啓
発活動を行うこ
とが重要であ
り，さらに自治
会をはじめ地
域が一丸となっ
て自主防犯の
取り組みを行う
ことが大切であ
る。また，市民
は啓発される
ばかりでなく啓
発推進者として
積極的に活動
に関わる必要
がある。

要
改
善

交通安全・防
犯について
は，犯罪の抑
止・防止機能を
高めるため，
自治組織を中
心に地域ぐる
みでの相互の
助け合いによ
る住民自らの
取組を促進し
ていく。
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総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

委員会
等の開
催

回 2 3 2
交通死亡
事故０継
続日数

日 8,552 8,917 9,282

交通安
全街頭
キャン
ペーン

回 4 4 4
交通事故
発生件数

件 6

町民大
会

回 1
刑法犯認
知件数

件 576 478 277

街頭指
導回数

回数 4 3 3
交通事故
発生件数

件 16 18 8

刑法犯認
知件数

件 576 478 277

防犯灯
修繕

件 76 60 60
交通事故
発生件数

件 17 15 5

防犯活
動

件 　 1 1
刑法犯認
知件数

件 576 478 277

交通安
全街頭
キャン
ペーン

回 3 3 3

行事等
活動回
数

9 9 9
交通事故
発生件数

件 12 7 10

刑法犯認
知件数

件 576 478 277

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
中

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
中

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
中

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
中

205

206

207

208

作
木
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

2

)

相
互
の
助
け
あ
い
に
よ
る
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ

く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

交通安
全・防犯
関係業務

354

　広島県が進める交通安全
施策にのっとって、全国、あ
るいは全県で一斉に行う交
通安全運動を中心に、さくぎ
交通安全推進委員会及び三
次警察と連携し啓発を行って
いる。
　また、年々凶悪・複雑化す
る犯罪を減少させるため、自
治組織等との連携を図りな
がら、啓発を進めている。

　合併後も交通安全活動に
ついては、ほぼ同様の活
動を行ってきており、支所
職員が縮小しつつあるな
か、今後一層の住民自治
組織による自主的な活動を
募る対応が必要である。反
面、さらに道路改良が進む
なか、交通安全の推進は
常に必要であり、現在も継
続されている交通死亡事
故ゼロの記録を啓発材料と
したい。
　防犯についても、自主防
犯組織と連携し、子供から
お年寄り等に対する、あら
ゆる犯罪に対する抑止啓
発に努めてゆくべきであ
る。

三
次
市
民

交通事故件数、
あるいは交通死
亡事故件数を減
少させるため。
詐欺をはじめとす
る犯罪を防止す
るため。

　安全運転(ス
ピードの遵守、運
転中の携帯電話
の使用禁止、高
齢者や子供など
への配慮ある運
転マナーの実践、
シートベルトの
用、チャイルド
シート等の使用)
啓発，防犯意識
の高揚につなげ
る啓発、防犯パト
ロール等の実践
等、防犯組織の
立上げ

交通死亡事故０
継続９０００日達
成に伴う、推進
大会の実施。
作木町内、自主
防犯組織「さく
ぎ地区防犯連
合会」の発足。

5

作木町内の
『交通死亡
事故０継続
９０００日」
達成(現在
継続中)な
ど、成果は
大きい。

4

交通事故・
犯罪ともに
未然に防ぐ
には地道な
活動が必要
である。

4

人員減の
中、今まで
のような活
動をどのよ
うに継続し
てゆくかの
検討が必
要。

3

交通安全・
防犯ともに、
市と自治組
織とが関わ
る内容を明
確にし、さら
に効果的な
活動の実践
をしてゆく必
要がある。

3

作木町外に
対する意識
啓発をもっ
とアピール
すべきであ
る。

4

交通死亡事
故０継続９０
００日達成記
念町民大会
を開催する
など、自主防
犯組織の発
足も含め、住
民の意識も
高まりつつ
あり、更なる
記録の更新
と活動の推
進が必要と
されている。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

一昨年よりもま
して、交通死亡
事故〇継続９０
００日を達成す
るなど、町民大
会の実施や、
自主防犯組織
の発足など、一
定の成果は出
てきているもの
の、今後の自
治組織での自
主的な活動へ
の移行が検討
課題であると思
われる。

要
改
善

交通安全・防
犯について
は，犯罪の抑
止・防止機能を
高めるため，
自治組織を中
心に地域ぐる
みでの相互の
助け合いによ
る住民自らの
取組を促進し
ていく。

吉
舎
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
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め
ら
れ
る
仕
事

交通安
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交通安全・防犯意識の高揚
・交通安全運動期間中（年４
回）の啓発活動
・チャイルドシート貸出申請
書の受付・進達
・防犯灯設置補助金の申請
にかかる受付・進達
・交通安全協会・交通安全推
進隊・防犯組合との連携

交通安全協会や防犯組合
の自主的活動の推進とあ
わせて自治振興会等を拠
点とした自主防犯組織の確
立，育成
未だに，周辺部では家に鍵
を掛けないなど，防犯の意
識の低さがあり，更なる防
犯意識の高揚

市
民

（
主
に
吉
舎
町
民

）

市民の安全で安
全な生活を守る
ため，防犯体制
の充実と意識の
高揚を図る。ま
た，市民の防犯
意識を高める，自
主防犯組織の確
立と活動の活性
化を図る。

交通安全・防犯に
対する啓発活動
自主防犯組織の
確立・育成

自治組織等を
中心にした，組
織が未組織の
ため，住民自ら
の取り組みを推
進していく。

3

交通安全街
頭キャン
ペーンや防
災行政無線
を使っての
広報によ
り，交通安
全・防犯の
意識高揚を
図る。

3

　あらゆる機
会を捉えて
の，啓発活
動や取り組
みにより，更
なる交通安
全・防犯の
意識が高ま
る。
　自主防犯
組織の結
成，活動が
盛んになれ
ば安心して
暮らせるま
ちづくりに繋
がる。

5

支所におけ
る事業費支
出が少ない
ため

4

　市・警察・
消防署・消
防団の連携
は不可欠で
ある。
　しかし，市
が実施する
事業以外
に，自主防
犯組織の確
立とその自
主活動には
大きく期待
する。

4

社会的に
も，交通安
全，犯罪ゼ
ロのまちづ
くりが望ま
れる。
自主防犯組
織の確立，
自主活動に
大きく期待
する。

4

交通事故に
ついては，
意識の高揚
もあり，近年
件数が減少
してきている
が，犯罪の
増加に伴い
市民の意識
は高まって
いる。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　施設整備を整
えたから安全
なまちづくりが
実現するもの
ではなく，各種
団体と連携し，
今後も地道な
継続した事業
実施が必要で
ある。

要
改
善

交通安全・防
犯について
は，犯罪の抑
止・防止機能を
高めるため，
自治組織を中
心に地域ぐる
みでの相互の
助け合いによ
る住民自らの
取組を促進し
ていく。
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70

防犯に関する事業は，旧三
良坂町で設置している防犯
灯の維持管理と，主として三
次警察署管内防犯組合連合
会三良坂支部との連絡調整
である。交通安全に関する事
業は，交通安全運動期間に
懸垂幕や桃太郎旗を設置し
たり，防災行政無線で交通
安全の啓発を実施している。
また，三次交通安全協会三
良坂支部との連絡調整や，
同支部主催の夏と秋の年2
回街頭キャンペーンへ支所と
しても参加している。
その他自治組織が17年度策
定した「ビジョン三良坂」内の
自主防災組織と安全ネット
ワークづくりについて，ワー
キングスタッフとして支所も参
加している。

防犯灯修繕については，市
として統一した基準もない
ため，数は多いものの現状
維持はやむを得ない。
防犯組合三良坂支部，安
全協会三良坂支部が三良
坂町自治振興区連絡協議
会の枠組みで活動，事業
展開できるよう支所として
誘導する必要がある。

市
民
，
近
隣
住
民
，
自
動
車
等
の
運
転
手

市民が「安心」で
「安全」に暮らせ
るまち

①　防犯灯保全
管理：管理台帳を
作成し地域住民
からの連絡により
修繕を実施。
②　交通安全啓
発活動：市管理の
懸垂幕や桃太郎
旗を設置し啓発
活動を実施。
③　防犯組合三
良坂支部，安全
協会三良坂支部
との連携し，それ
ぞれの目的を目
指すとともに，二
つの団体が三良
坂町自治振興区
連絡協議会と融
合し，住民に近い
立場で，活動でき
るよう支所として
誘導する。

住民自らの取り
組みを促進させ
るため，住民自
治組織が中心
となり事業実施
できるよう支所
として誘導する
取り組みを実
施。
結果：各団体と
一緒になって住
民への啓発活
動や，「安心安
全ネットワーク
会議」が開催さ
れる等の動きが
出てきている。

3

活動するこ
とで地域住
民の中に暮
らしの中で
意識が芽生
え，防犯，
交通事故防
止に繋が
る。

3

活動自体の
取組み方を
十分検討
し，多くの地
域住民を巻
き込む必要
がある。

2

活動母体が
三次警察署
関係部局，
三次交通安
全協会では
あるが，対
象者は住民
である。そ
れゆえ自治
組織の枠組
みで事業実
施できれ
ば，効率的
な活動が可
能となる。

2

住民自治組
織の枠組み
で活動でき
るよう，支所
(サポートセ
ンター)が誘
導する必要
がある。

4

犯罪の多様
化，交通事
故の増加に
伴い，その
防止策とし
て，地域住
民と行政が
協力し活動
する動きが
高まってい
る。

4

特に被害の
多い高齢者
を守るため
地域から広
げていく意味
で意義・社会
的ニーズは
高い。

18 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

旧三良坂町が
設置した防犯
灯管理修繕に
ついて，市とし
て一定の基準
を検討すべき。
(将来的な管
理・市全体の整
合性)
防犯，交通安
全については，
住民自治組織
の枠組みで活
動できるよう市
と警察署が検
討すべき。場合
によっては団
体の統廃合も
視野に入れなく
てはならない。

要
改
善

交通安全・防
犯について
は，犯罪の抑
止・防止機能を
高めるため，
自治組織を中
心に地域ぐる
みでの相互の
助け合いによ
る住民自らの
取組を促進し
ていく。
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212

・　安全教育等による交通安
全意識の高揚
・　防犯組織の育成
・  活動による防犯意識の高
揚
・　防犯灯設置補助
・　チャイルドシート貸出業務
（子育て支援制度関連）

高齢者の交通事故の増
加、また犯罪の増加・凶悪
化がすすんでいるといわれ
る中、事故・犯罪を防ぎ安
全なまちをつくるため、引き
続きこれらに関する対策を
講じることは必要である。

支
所
管
内

（
市
民

）

市民が安心して
生活できる安全
なまちをつくるた
め、交通安全及
び防犯意識の高
揚を図る。

・　交通安全対策
として、安全教
育・交通指導
・　防犯組織の育
成・活動
・　犯罪防止対策
の一環として、防
犯灯設置補助

平成１７年度２
次総合評価＝
要改善
今後の方向性
＝交通安全や
防犯は,自治組
織等を中心に
住民自らの取り
組みを促進して
いく。
平成１８年度そ
の対応＝協会・
組合等組織を
中心に住民自
らの取組みを促
進。

3

高齢者交通
安全・防犯
教室の催し
等により、
交通安全・
防犯意識を
向上させ，
特に高齢者
の交通事
故・犯罪被
害を防止し
ている。

3

あらゆる機
会を利用し
ての，意識
啓発及び気
運を盛り上
げるための
取り組みが
必要。

5

支所におい
ては，事業
費支出はな
い。

4

市，警察，
各種団体と
の連携が必
要である。

4

社会的に
も，交通事
故のない
町，犯罪ゼ
ロの町を望
んでいる。

4

市民の交通
安全･防犯へ
の気運はか
なり高い。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

交通安全およ
び防犯意識の
高揚のため、
協会・組合等組
織を中心に住
民自らの更な
る取り組みを促
進する。

要
改
善

交通安全・防
犯について
は，犯罪の抑
止・防止機能を
高めるため，
自治組織を中
心に地域ぐる
みでの相互の
助け合いによ
る住民自らの
取組を促進し
ていく。

55／100
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16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

相談者
数

人 480 349 350 相談者数 人 480 349 350

アスベス
ト除去等
対策

件 - - 6
アスベス
ト除去等
対策

件 - - 6

消火栓
の設置
数

箇所 6 12 13
消火栓整
備率

％ 100 100 100

市民バス
等利用
者数

人 110,342 100,242 100,000

市民バス
等利用者
数

人 110,342 100,242 100,000

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
3
 

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

209

210

211

212

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

2

)

相
互
の
助
け
あ
い
に
よ
る
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ

く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

・消費生
活情報整
備体制事
業・消費
生活相談
事業

9,146

PIO-NET（パイオネット）（消
費生活情報整備体制事業）
独立行政法人（Ｈ１３年）国民
生活センタ－のシステムを導
入することにより、消費生活
相談員の内容の情報を的確
に入手し，相談者への消費
生活相談や消費者の自立を
めざした啓発活動に活用す
ることができている。

三次市として相談体制の更
なる充実を図るため、専用
の相談室設置整備が必要
である。
また将来的には総合的な
生活・人権相談、消費生活
相談、婦人相談、外国人生
活相談、地域相談、市民無
料法律相談等の生活相談
センタ－としてのみの機能
化が望まれる。

消
費
者
を
対
象
に

、
消
費
生
活
相
談

（
苦
情
・
問
合
せ
・
要

望

）
、
各
種
相
談
情
報
を
P
I
O
ー

N
E
T
で
運
用
す
る
各
種

デ
ー

タ
ベ
ー

ス
の
検
索
・
集
計
を
行
な

っ
て
い
る

。

消費生活相談の
苦情処理斡旋等
で解決を図ってい
く。
消費者自身の課
題は、「消費者の
権利」と「自立支
援」を基本理念と
して、主体的な消
費者をめざしてい
く。

「消費者生活相
談」　本人面談
代理人面談　電
話による相談

平成17年度か
ら見直しがあ
り、①パソコン
への直接入力
方式　②国民生
活センタ－が、
相談等の一括
整備および通
信経費の一部
負担を行ない、
無償貸与化す
る。　③地方へ
の交付金廃止 4

消費者の必
要性に対応
できている
と思われ
る。
消費生活相
談の解決に
向けて、苦
情処理や斡
旋、情報提
供に役立っ
ている。

3

苦情要因の
明確化と処
理の斡旋や
情報提供に
つながって
いる。

5

経費をかけ
ずに相談に
応じられる。

4

市の消費生
活センタ－
に変わるも
のがない。
市民も相談
しやすいか
と思われる。

4

現在の相談
状況の増加
をみると、き
わめて社会
的なニ－ズ
は高い。

4

市民や他市
への周知も
できており、
市民のニ－
ズは高い。
合併して各
町の特色は
あるが、市
の室名や機
構システム
が変わるた
め、市民は
窓口を少し
混乱されて
いる状況下
にある。

24 B
要
改
善

社会的ニ－ズ
や市民ニ－ズ
が高いと思わ
れることから、
より一層の充
実強化を図る
必要がある。
何よりも即相談
に応じられる相
談室が設置の
時は存在して
いたが、現在
は収納室と連
携をとりながら
使用していると
いう状況にあ
る。
昨年４月には
個人情報保護
法も制定された
ことから、早急
な対策が必要
と考える。

要
改
善

専門性を含め
相談体制の充
実を図る。

あ
か
る
い
住
宅
室

第
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環
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防
災
・
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全

(
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)

相
互
の
助
け
あ
い
に
よ
る
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ

く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

アスベス
ト緊急対
策事業

 三次市既存建築物アスベス
ト対策事業補助金
     多数の者が利用する建
築物で,吹付けアスベストの
分析調査,除去等に係る費用
の3分の2以内で補助する。
　　補助対象事業費の上限
は750万円。　　本年度は３
件分計上。

 三次市アスベスト対策工事
資金融資制度
　　個人住宅のアスベスト対
策工事（含有調査,除去,封じ
込め,囲い込み）を行おうとす
る者に対して,1世帯３００万
円以内で融資する。
　　 融資期間は７年以内とし,
個人の利子負担が１．０％と
なるよう市が利子補給する。
本年度１,000万円計上。

　既存建築物アスベスト対
策事業補助金は、国が１／
３．県と市で１／３以内と
なっているが、県はＨ１８年
度当初予算には計上して
おらず、９月議会に補正対
応するとのことである。県と
市が１／３を折半するよう
要望しているが、今のとこ
ろ確定しておらず、事業を
推進していく上で補助額が
確定していないため支障と
なっている。
　１，０００㎡を超える施設
については県が持ち主に
調査を行うよう指導。市内
で１１７施設が該当。現在５
施設について吹きつけアス
ベストが確認。未調査が５
施設程度ある。また、１，０
００㎡以下の対象物件の調
査方法について確立されて
おらず今後の課題である。

・
個
人
住
宅
の
所
有
者

・
多
数
の
者
が
利
用
す
る
建
築
物

（
多
数
の
者
が
共
同
で

利
用
す
る
部
分
に
限
る

）

アスベストの飛散
による市民の健
康障害を予防し、
その生命及び身
体の保護を　図る

アスベストの分析
調査、除去、封じ
込み、囲い込み
工事等に必要な
資金を融資又は
補助する。

平成18年度新
規事業である。

4

融資制度や
補助制度を
活用するこ
とによつて
早期事業着
手が可能で
アスベスト
の飛散によ
る市民への
健康被害を
防止し、そ
の生命身体
の保護が図
れる。

3

アスベスト除
去等の対策
事業として
貢献できる。

3

基本的に
は、受益者
個人の対応
が望まし
い。

5

補助対象者
は民間事業
者等である
ため、市の
補助に対し
国が市に対
して補助金
を交付する
間接補助事
業である。

4

平成17年6
月に発生し
たアスベス
トによる労
災死亡事故
を発端に、
建築物に使
用されたア
スベスト使
用建材の危
険性が大き
く取り上げ
られ、早急
な除去等対
策が求めら
れている。

4

平成17年6
月に発生し
たアスベスト
による労災
死亡事故を
発端に、建
築物に使用
されたアスベ
スト使用建
材の危険性
が大きく取り
上げられ、早
急な除去等
対策が求め
られている。

23 B
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

社会的に市民
ニーズも高く、
行政が積極的
に推進する必
要はあるが、事
業者への負担
が極めて大きく
アスベストの除
去等の必要性
について理解
を深めてもらう
必要がある。 要

改
善

アスベスト対策
にかかる事業
に対し，補助
や融資を行うこ
の事業の必要
性を，より多く
の方に認識し
てもらい，制度
の有効活用を
進める。

企
画
調
整
担
当
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環
境

２
防
災
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全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

消火栓新
設

5,176

上水道管の新設時や現在設
置されていない上水道計画
ルートにおいて消火栓を設置
する。

消火栓，水道管の口径が７
５ｍｍ以上で設置が可能で
あり，現在，給水区域内に
おいて口径が７５ｍｍに満
たない地域については，設
置ができないため，配水管
の布設替え等が必要と考
える。

住
民

（
給
水
区
域
内

）

市民の生命，身
体及び財産を火
災から保護すると
ともに，被害の軽
減を図るため。

水道管布設時
に，消火栓を設置
する。

5

消防活動に
必要な水利
施設（消火
栓）は市が
整備すべき
もの

5

水道管の布
設に伴い，
消火栓を設
置している
ため，設置
箇所の増加
と消火活動
エリアの拡
大

5

上水道の布
設に伴い設
置を行うた
め

4

市の配水管
計画ルート
から離れた
地域や，団
地造成後，
配水施設と
して民間が
水道管を布
設する場合
もあるが，上
水道の施設
整備ルート
において
は，市が消
火栓の設置
を行う

5

市民の生
命，身体及
び財産を火
災から保護
し，被害を
軽減しなけ
ればならな
い。

5

現在，消火
栓の設置さ
れていない
区域（配水
管が７５ｍｍ
以下）におい
ては，一部
要望がある

29 A
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

水道事業の整
備に合わせ
て，消火栓設
置を行っている
が，市民からの
要望もあり，消
火栓の設置し，
管理を行う必
要がある。

要
改
善

設置基準に基
づき，計画的
に実施する。

自
治
振
興
室

第
5
 

環
境

３
地
域
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通

(

1

)

利
便
性
の
高
い
生
活
交
通
体
系
の
確
立

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

生活交通
確保対策
事業

195,604

①市民バス　地域内におけ
る日常生活交通手段として
運行。
②デマンド型交通システムの
試験運行　三良坂町域にお
いて，利便性と効率性の向
上をめざして試験運行を実
施。
③路線バス　三次市の幹線
交通手段として確保するため
補助金を交付。
④ＪＲ線　芸備線・福塩線・三
江線の各協議会に関する事
務。要望事項のとりまとめ。

①市民バス　路線毎の運
行経路・ダイヤ及び運行形
態に関する具体的な実施
計画の策定。②デマンド型
交通システム　試験運行を
基にしたデマンド型交通シ
ステムの有効性の検証に
基づく実施計画の策定。③
路線バス　市内外への幹
線交通としての役割を明確
にした，路線毎の配置及び
ダイヤ等の具体的な見直
し。④観光客などの市内の
移動手段の確保に向けた
実施計画の策定。⑤環境
に配慮した公共交通システ
ムの調査・研究。⑥ＪＲ線
三次・広島間の高速化に向
けての調査・研究。

市
民

観
光
客

・住民の通院・通
学・買物など日常
的な地域内及び
市内外の移動手
段としての公共交
通を，利便性の向
上を図りつつ効率
的に運行するこ
と。
・観光客などの市
内の移動手段の
確保。

公共交通機関の
確保

・市民バスにつ
いては，誰もが
利用できる条件
を整備したとと
もに，一定の受
益者負担を導
入した。
・デマンド型交
通システムの試
験運行を実施し
たことにより，
利便性と効率
性の向上へ向
けた調査・研究
のデータを得
た。

4

地域生活交
通手段を確
保する上
で，路線バ
ス・市民バ
スは総じて
利用率が低
い点を除け
ば，目的を
達成するた
めに大きな
役割を果た
している。 3

路線バス・
市民バスと
も利用者の
利用実態に
応じた路線
や運行形態
の変更など
より効果的
な運行の向
上をはかる
ことができる
余地があ
る。 3

費用対効果
の点で，路
線のさらな
る見直し等
によってコ
スト削減の
余地があ
る。

2

財政支援等
の面で市が
関与するこ
とは不可欠
であるが，よ
り効果的な
運行形態等
運行に関し
ては，民間
主導でより
柔軟に利便
性と効率性
を高い次元
でバランスさ
せるべきで
ある。

4

環境やエネ
ルギーの有
効利用も含
めて，より
多くの市民
が公共交通
を利用する
ような仕組
みをつくっ
ていくという
意味で社会
的ニーズは
高い。 4

現状では，
実際に公共
交通機関を
使わざるを
得ない市民
のニーズは
極めて高い
が，自家用
車利用の市
民のニーズ
は低い。そ
のギャップは
大きなもの
があるが，
将来的な社
会的ニーズ
を含めた意
味において
は，その必
要性は増大
してくる。

20 C

現
状
維
持

要
改
善

要
改
善

路線バス・市民
バスとも利便性
の向上，費用
対効果などの
面から，路線の
存続やダイヤ
また運行形態
などさらなる見
直しが必要で
ある。

要
改
善

安全・便利で
環境にやさし
い交通体系を
確立し，市内
外の移動時間
を短縮するよ
う，運行形態な
どの見直しを
行う。

56／100
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２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

利用者
数

人 770 1,244 1,200 利用者数 人 770 1,244 1,200

運行日
数

日 312 74 - 利用者数 人 16,500 3,913 -

運行日
数

日 247 246 248 利用者数 人 36,222 39,058 35,000

運行日
数

日 － 48 153 利用者数 人 － 1,518 5,100

　 　 　 　 　
高齢者の
外出機会
の増加

％ － － 32

1
3
 

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
当
初

1
3
 

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
当
初

1
1
 

事
務
事
業
の
統
合

1
9
年
度
中

他
事
業
へ
の
移
行

1
7
年
度
中
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三次市民
タクシー
運行事業

1,425

公共交通機関がない地域に
おいて，交通手段を持たない
住民が利用組合を結成し共
同で週1回を限度に定期的に
タクシーを利用した場合，運
行経費の2分の1を補助。

利用組合の構成員の高齢
化により利用が減少してい
るので，対策が必要であ
る。

住
民

・交通手段を持た
ない住民の通院
や買物など日常
的な市内の移動
手段として設置。

運行費用の2分の
１を補助

前年度現状維
持であるため特
になし。

4

公共交通機
関のない地
域におい
て，タクシー
の共同利用
という形態
は通院や買
物等の目的
達成に貢献
している。

4

利用者自ら
が費用対効
果を考慮し
ながらの運
行であり，有
効的な利用
ができてい
る。

5

市からの補
助は運行費
用の2分の1
という基準
により運用
されており，
運行費用の
半分は利用
者が負担す
ることから，
おのずと必
要 小限の
利用となり
費用対効果
の面でも有
効である。

5

運行につい
ては全て利
用組合が主
体的に行っ
ており，運行
費の補助事
務は市でな
ければでき
ない。

3

すべての地
域にバラン
スよく即時
に有効的な
公共交通を
整備してい
くこと（例え
ばデマンド
運行）には
無理があ
り，その間
を補う交通
手段として
社会的な
ニーズは高
い。

2

交通手段を
持たず，公
共交通手段
のない地域
に限定され
るので，広く
市民的な
ニーズはな
い。

23 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

利用者が主体
的に共同利用
しており，公共
交通手段が確
保され必要が
ない状況がで
きるまでの間は
非常に有効で
あるが，三次市
全体の生活交
通確保施策の
中で整理をして
いく必要があ
る。

要
改
善

特定地域への
限定的な措置
となっているた
め，将来的に
は他事業との
統合等の整理
を行う。

君
田
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
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境

３
地
域
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通

(

1

)

利
便
性
の
高
い
生
活
交
通
体
系
の
確
立

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

君田地区
生活バ
ス，へき
地患者輸
送バス運
行管理業
務

354

旧君田村で行っていた「生活
バス」及び「へき地患者輸送
バス」運行事業を廃止し、平
成17年7月1日より統合した
形で三次市民バスに１本化。

・市民バス路線のニーズ調
査等をおこない、合理的な
ダイヤ編成をする。
・デマンド方式の市民バス
運行を検討する

①
市
民
バ
ス
：
主
に
児
童

、
園
児

、
の
通
学
通
園
と

、
移
動
手
段

を
持
た
な
い
高
齢
者
等
の
移
動
　
②
へ
き
地
患
者
輸
送
：
へ
き
地

の
高
齢
者
等
の
通
院
の
た
め
の
移
動

交通弱者へ移動
手段を提供し、過
疎化を防止する。

一般公共交通機
関の無い地域を
重点的に巡回す
るバスの運行

平成17年6月末
で運行終了し，
平成17年7月よ
り市民バスに移
行

4

通園通学、
高齢者等の
ニーズに
沿った運行
ダイヤ設定
されている。
平成17年度
中に市民バ
スの検討が
され、それ
に移行する
ことで、目的
達成への貢
献度も向上
したものと
考える。

3

高齢者等の
ニーズは多
様であり、す
べてをクリア
することは
困難である
が、より身近
な交通手段
として考える
と車両の小
型化とか、
複数車両化
など利用者
の拡大に有
効な策は考
えられる。

3

三次市にお
いて一元管
理すること
で、委託料
の平準化が
図られる。

4

サービスに
対するコスト
は高いが、
それを望ん
でいる住民
は多い。市
民に公共
サービスを
均等に提供
することは
行政の役割
である。

5

公共交通機
関の運行が
少ない周辺
部の高齢者
や、小中学
生には、欠
かせぬ足で
あり、その
ニーズはき
わめて高
い。

5

多くの市民
から、交通弱
者に対する
便の確保に
ついての要
望は高い

24 B
未
実
施

要
改
善

廃
止

平成17年7月
から市民バス
事業へ移行し
た。

終
了

君田地区の生
活バス，へき
地患者輸送バ
ス運行は，平
成１７年度で市
民バス事業へ
移行した。

三
良
坂
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ
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サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

三良坂地
区生活バ
ス運行管
理業務
（デマンド
型バス）

709

商工会が事業主体となり補
助金で運営している交通シス
テム。
登録者からの予約に基づき，
登録者宅から所定の目的地
まで乗客を輸送する。
市民バスとの違いは，予約
に応じて運行するため，必ず
客が乗車している。市民バス
に比較し効率的な交通シス
テムである。

市民バスに代わる新たな
交通手段としてデマンド型
バスのシステム化を図り，
そのノウハウをもって全市
へ拡大していく取り組みを
模索していかねばならな
い。

町
内
住
民
等

(

自
家
用
車
以
外
の
交
通
手
段
に
頼
る
住

民

)

市民の利便性の
向上と商店街の
活性化を図ること
を目的とする。

①　円滑な運行・
運営のためのサ
ポート
②　利用促進の
ためのサポート
※支所業務で
は，補助金は扱っ
ていない。

利用者サービ
スの向上及び，
より有益な運営
運行を目指し，
運営主体による
アンケート調査
等行い，見直し
や改善を行う取
り組みを実施。
(18年度)

3

市民バス運
行時と比べ
乗車人数も
増加し，外
出機会の増
加，利便性
の向上を果
たしている。

3

運営主体は
商工会であ
るため，支
所としては，
市民の立場
で運営主体
への助言等
に留まること
になるが，
運営主体の
体制(組織，
事務局)が確
立(改善)さ
れれば利用
促進，運営,
運行につい
て成果が向
上する。

4

民間運営の
デマンドバ
スでありな
がら，市民
バス的な考
えも依存し
ている。そ
のため，市
民へ一定の
サービスを
供給するた
めには費用
を要す。 5

市民バスに
代わる新た
な交通シス
テムの確立
は，市がす
べき。(支所
としては，本
庁と協力し，
デマンド型
バスシステ
ムの拡大を
図らなけれ
ばならな
い。)また，
運営に関し
ては市は関
与せず民間
がすべきで
ある。(18年
度は補助金
で商工会が
運営。)

4

交通手段が
ない人や，
地域の活性
化をめざす
という観点
では，必要
性は高い。

4

公共交通機
関の整備が
不十分であ
る山間部地
域において
戸口から戸
口までの
サービスを
提供できる
デマンド型バ
スの運行は
十分期待さ
れるもので
ある。

23 B
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

デマンド型バス
システムを確立
させ，市民バス
に代わる新た
な交通手段とし
て拡大してい
かねばならな
い。(運営はあく
までも民間)

要
改
善

今後も，利用
者サービスを
第一に考え，
絶えず見直し，
料金・運行形
態等あらゆる
面からの見直
し・改善をして
いく。

作
木
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ
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作木地区
市民バス
運行管理
業務（福
祉バス・
スクール
バス）

886

山間地域における町民の交
通手段の確保として、バス運
行は行政サービス上、非常
にウエイトが高い。
市民バスは地域内の町民の
交通手段の確保として、受益
者負担金（1回大人100円、
小学生半額、小学生未満無
料）を徴収している。
スクールバス運行は、小学
校の統合条件として、中学
生、保育所も合わせて平成
14年度から運行を開始した。
保育所については、平成9年
度3つの保育所が統合したこ
とにより、保育所園児の交通
手段として運行をおこなって
いた。

作木大和道路開通に伴
い、備北バスが路線を変更
した場合の交通手段の確
保。
デマンド型交通システムの
計画的導入。
JRとの接続。

市
民
バ
ス
：
三
次
市
民

ス
ク
ー

ル
バ
ス
：
保
育
所
園
児

、
小
中
学
校
児
童
生
徒

地域間・市外との
広域・幹線交通手
段としての路線バ
スの利便性の向
上
通院、通学、買い
物などの地域内
の交通手段として
の利便性の向上

路線図、ダイヤの
作成。
関係部署との調
整。

利用者サービ
スを第一に考
え，絶えず見直
し，料金・運行
形態等あらゆる
面からの見直
し・改善をして
いくため，アン
ケート調査を実
施する。

3

地域住民の
交通手段を
確保し、市
民の福祉を
増進してい
る。

3

地域住民の
交通手段を
確保し、市
民の福祉を
増進してい
るが、料金
や運行形態
等あらゆる
面で見直
し、改善が
必要。

2

予約によっ
て運行する
デマンド型
を検討する
必要があ
る。

3

運行は業者
委託してい
るが、路線
計画などは
市がやるべ
き。

5

総合バス
（福祉バス）
は山間地域
における町
民の交通手
段の確保と
して、行政
サービス
上、非常に
ウエイトが
高い。
スクールバ
ス運行は、
保育所、小
学校の統合
条件。

5

総合バス（福
祉バス）は山
間地域にお
ける町民の
交通手段の
確保として、
行政サービ
ス上、非常
にウエイトが
高い。
スクールバ
ス運行は、
保育所、小
学校の統合
条件。

21 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

スクールバス
については現
状維持。
市民バスにつ
いては、JRとの
接続や備北バ
スとの連携など
改善が必要。

要
改
善

今後も，利用
者サービスを
第一に考え，
絶えず見直し，
料金・運行形
態等あらゆる
面からの見直
し・改善をして
いく。

57／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

三次駅
乗車数

人 758 776 770
三次駅乗
車数

人 758 776 770

三次駅
乗車数

人 758 776 770
三次駅乗
車数

人 758 776 770

三次駅
乗車数

人 758 776 770
三次駅乗
車数

人 758 776 770

改良延
長

ｍ 429 660 改良延長 ｍ 429 660

路線数 路線 3 5

工事箇所 箇所 4 6

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

権
限
移
譲
の
拡
大

1
9
年
度
当
初

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

217

218

219

220

自
治
振
興
室
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接
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(
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)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

芸備線対
策協議会

1,829

県を通じてのＪＲへの要望活
動。イベント情報の発信など
利用促進事業。

①芸備線の利用状況は，
緩やかに減少しているが，
高速化など利便性の向上
により利用者を増加する必
要がある。
②ＪＲから譲渡または貸与
されている駅舎などの施設
が老朽化しており，取り扱
いについて方針を定める必
要がある。

住
民
・
Ｊ
Ｒ
・
市
外
観
光
客

・住民に対して
は，芸備線の利
用促進のための
ＰＲ活動を通して
利用の促進をは
かる。
・ＪＲに対しては，
三次-広島間の高
速化をはかる。

利用促進事業・Ｊ
Ｒ西日本への要
望活動

前年度現状維
持であるため特
になし。

2

ＪＲの高速
化や列車増
発など直接
的な効果は
望みにくい
が，観光ＰＲ
事業などそ
の他の事業
と連携しな
がら，沿線
の気運を盛
り上げる施
策を展開す
ることによ
り，目的の
達成に貢献
できるの
で，改善の
余地が大で
ある。

2

都市部にお
いては，生
活交通手段
としての有
効性は明ら
かであると
思うが，中
山間地域に
おいては，
利用者増に
中々繋がら
ないので，
地域間交
流・観光推
進など他の
施策が重要
となってく
る。

4

本会への負
担金につい
ては，構成
自治体数の
減少により
これ以上の
削減は困難
である。
事業展開の
あり方を，本
会主催の事
業と各自治
体の事業と
に分ける必
要があり，
別の施策展
開として事
業費の負担
増になる。

5

民間地域と
の協働によ
る事業展開
が必要であ
ると考える
が，事業目
的が公共性
の高いの
で，市として
の実務的な
関わり方は
現行どおり
である。 4

芸備線その
ものは，三
次・広島間
における主
に通勤・通
学の社会的
ニーズは高
いが，さら
に利用を促
進し高速化
等の実現に
結びつける
ための必要
性は高い。

4

芸備線その
ものは，三
次・広島間に
おける主に
通勤・通学
の市民的
ニーズは高
いが，高速
バス路線と
の競合があ
る。さらに利
用を促進し
高速化等の
実現に結び
つけるため
の協議会の
必要性は高
い。

21 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

芸備線の高速
化などの課題
については，沿
線の気運を盛
り上げることが
必要であり，観
光ＰＲ事業との
連携や利用促
進に関わる民
間と連携した会
議の開催など
工夫した取り組
みが必要であ
る。

要
改
善

人が乗車する
ようなイベント
や特別な列車
（広島から美術
館等へ）を考え
るなど，利便性
の向上や利用
促進に取り組
むことが必要
である。

自
治
振
興
室
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三江線改
良促進利
用期成同
盟会

359

県を通じてのＪＲへの要望活
動。イベント情報の発信など
利用促進事業。

三江線の利用状況は，ここ
数年は下げ止まり傾向に
あるが，観光とのタイアップ
などにより利用者を増加さ
せる必要がある。

住
民
・
Ｊ
Ｒ

・住民に対して
は，三江線の利
用促進のための
ＰＲ活動を通して
利用の促進をは
かる。
・ＪＲに対しては，
ダイヤ改正など
の要望活動を行
う。

合同ゲートボール
大会など利用促
進事業・ＪＲ西日
本への要望活動

2

列車増発な
ど直接的な
効果は望み
にくい。

2

生活交通手
段としての
有効性は明
らかである
が，中山間
地域におい
ては，利用
者増に中々
繋がらない
ので，地域
間交流・観
光推進など
他の施策が
重要となっ
てくる。

4

本会への負
担金につい
ては，構成
自治体数の
減少により
これ以上の
削減は困難
である。
事業展開の
あり方を，本
会主催の事
業と各自治
体の事業と
に分ける必
要があり，
別の施策展
開として事
業費の負担
増になる。

5

事業目的が
公共性の高
いので，市と
しての実務
的な関わり
方は現行ど
おりである。

3

三江線その
ものは，利
用者は減少
したまま下
げ止まり傾
向にある
が，地域に
おける鉄路
の意義等を
勘案する
と，利用を
促進するた
めの必要性
はある。

2

三江線その
ものは，通
勤・通学など
一定の市民
的ニーズは
あるが，利
用実態は減
少したまま下
げ止まり傾
向であり，
ニーズは高く
はない。

18 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

利用促進のた
め，沿線の気
運を盛り上げる
ことが必要であ
り，観光ＰＲ事
業との連携や
利用促進に関
わる民間と連
携した会議の
開催など工夫
した取り組みが
必要である。

事
業
縮
小

利便性の向上
と利用促進に
成果のある取
組を行う。

自
治
振
興
室

第
5
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境

３
地
域
交
通

(

2

)

広
域
的
な
高
速
交
通
体
系
の
確
立

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

福塩線対
策協議会

309

県を通じてのＪＲへの要望活
動。イベント情報の発信など
利用促進事業。

福塩線の利用状況は，通
学での利用が減るなど減
少をしており，ＰＲ活動など
を通して利用者を増加させ
る必要がある。

住
民
・
Ｊ
Ｒ
・
市
外
観
光
客

・住民に対して
は，福塩線の利
用促進のための
ＰＲ活動を通して
利用の促進をは
かる。
・ＪＲに対しては，
ダイヤ改正など
の要望活動を行
う。

活性化イベント事
業など利用促進
事業・ＪＲ西日本
への要望活動

前年度現状維
持であるため特
になし。

2

列車増発な
ど直接的な
効果は望み
にくい。

2

生活交通手
段としての
有効性は明
らかである
が，中山間
地域におい
ては，利用
者増に中々
繋がらない
ので，地域
間交流，観
光推進など
他の施策が
重要となっ
てくる。

4

本会への負
担金につい
ては，構成
自治体数の
減少により
これ以上の
削減は困難
である。
事業展開の
あり方を，本
会主催の事
業と各自治
体の事業と
に分ける必
要があり，
別の施策展
開として事
業費の負担
増になる。

5

事業目的が
公共性の高
いので，市と
しての実務
的な関わり
方は現行ど
おりである。

3

福塩線その
ものは，利
用者は減少
傾向にある
が，通学な
ど地域にお
ける鉄路の
意義等を勘
案すると，
利用を促進
するための
必要性はあ
る。 2

福塩線その
ものは，通
勤・通学など
一定の市民
的ニーズは
あるが，利
用実態は減
少したまま下
げ止まり傾
向であり，
ニーズは高く
はない。

18 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

利用促進のた
め，沿線の気
運を盛り上げる
ことが必要であ
り，観光ＰＲ事
業との連携や
利用促進に関
わる民間と連
携した会議の
開催など工夫
した取り組みが
必要である。

事
業
縮
小

利便性の向上
と利用促進に
成果のある取
組を行う。

あ
ん
し
ん
建
設
室

第
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県道新設
改良事業
（権限移
譲）

107,090

　県道に係る単県道路事業
（国補と関連したものを除く）
のうち，起終点が三次市の
区域内で完結する一般県道
改築工事（生活密着道路）を
権限移譲事務として移譲を
受けて，事業実施するもので
ある。
　平成１７年度は，３路線４箇
所について事業実施を行っ
た。
　平成１８年度は，５路線６箇
所について事業実施する計
画である。

　現在の取り組みは，継続
して県により取組まれてい
た改良箇所を移譲により事
業執行を行っているもので
あるため，市民が望んだあ
るべき道路機能を取り入れ
た道路改良には不十分な
取り組みになっているもの
と思われる。
　今後の取り組みとして
は，道路改築箇所の選定・
改築順位・改築方法などに
ついて，市が主体的に計画
できる体制を確立すること
が望まれる。

市
民

　市民が望んだあ
るべき道路機能
に近づけ，満足
度の向上を図る。

　事業箇所にお
いて，地元説明
会を行い道路の
あるべき姿を議論
し，満足度の向上
を図る。

　平成１７年度
が初年度であっ
てため，比較が
ない。

5

　交通の安
全・走行性
が向上した
が，住民の
満足度につ
いては１路
線上の部分
改良となっ
ていること
から十分と
はいえな
い。しかし，
目的達成の
プロセスの
第一歩とし
ては貢献度
は高いとい
える。

4

　住民コンセ
ンサスが十
分に発揮さ
れず，道路
法その他の
制約に縛ら
れた改良と
なっている。

4

　コスト縮減
について
は，一定基
準に基づい
て事業執行
しているた
め，削減余
地は少な
い。

4

　担当者が
市職員であ
るため継続
した地元交
渉が可能で
あり，又地
域ニーズを
潜在的によ
りよく把握し
ているた
め，市が執
行者となる
ことの方が
効果的であ
る。

5

　地方分権
の時代であ
るため，社
会的ニーズ
は高い。

5

市民ニーズ
の高い箇所
を事業化し
ている性格
から，市民
ニーズは極
めて高い。

27 A
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

　県道といえど
も生活密着型
の一般県道で
あれば，市が
改築工事を行
うことはよりき
め細かな住民
コンセンサスが
得られやすく，
住民満足度が
高められること
が期待できる
ため。

事
業
拡
大

権限移譲の取
組を拡大し，計
画的に改良を
実施する。

58／100
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活動指
標

単
位
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単
位
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総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

運行日
数

日 296 297 298 利用者数 人 16,800 15,928 16,000

維持補
修対象
路線

路線 115 28 25
維持補修
件数

件 29 28 30

除草面
積

㎡ 32,844 49,594 49,594 除草面積 ㎡ 32,844 49,594 49,594

除雪日
数

日 10 26 15 除雪延長 km 58 58 58

維持補
修対象
路線

路線 30 35 30
維持補修
件数

件 60 75 50

除草面
積

㎡ 123,532 131,715 131,715 除草面積 ㎡ 123,532 131,715 131,715

除雪日
数

日 15 23 15 除雪延長 km 3,872 6,476 3,500

維持補
修対象
路線

路線 122 122 122
維持補修
件数

件 78 47 80

除草面
積

㎡ 320,942 324,294 324,294 除草面積 ㎡ 320,942 324,294 324,294

除雪日
数

日 17 25 17 除雪延長 km 115 115 115

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

1
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年
度
予
算

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

1
9
年
度
予
算

1
3
 

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
当
初

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

1
9
年
度
予
算

221

222

223

224

甲
奴
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー
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甲奴地区
生活バス
路線運行
業務，福
祉バス運
行事務

20,892

三次市民バスは，平成17年
７月１日より三次市各地域の
日常的な移動手段として，地
域内の通院・通学や福祉，買
い物等のアクセス及びJR，
路線バスへの接続手段とし
てすべての住民が利用でき
る公共交通機関として位置
づけ，三次市民バス運行条
例に基づいて運行している。
（１）福祉巡回バス　交通手
段を持たない市民の通院・買
い物など，またJR・路線バス
への接続を目的に運行して
いる。
（２）スクールバス　　甲奴小
学校統合に伴い運行してい
る。対象児童は上川地区に
限定されている。
（３）保育所送迎バス　3保育
所，１児童館の統合に伴い
運行している。

地域内の日常的な移動手
段としての必要性及び広域
交通機関への接続の必要
性などの課題に対応する
ため，次のことについて検
討する必要がある。
①需要・利用目的・広域交
通機関の状況・路線バスと
の整合性。
②運行形態，路線の必要
性，利用目的に対応するた
めに必要な確保すべきミニ
マムの設定，運行回数及
び便数・ダイヤなど。

三
次
市
民

利便性を高め，誰
でもが安心して利
用できる生活交
通体系を実現す
る。

通学・通所便の安
全確保と運行を

優先に確保し
つつ，効率的な運
行を図るために
運行形態のあり
よう，路線の必要
性の有無，運行
経路，便数，ダイ
ヤ等の適正性に
ついて検討し，具
体的なプランを策
定する。

利用者サービ
スを第一に考
え，絶えず見直
し，料金・運行
形態等あらゆる
面からの見直
し・改善をして
いくため，アン
ケート調査を実
施する。

3

他に交通手
段を持たな
い市民，特
に高齢者の
通院・買い
物等の利用
のため日常
生活に不可
欠なものと
なっている。

1

利用者が限
定されてお
り，また利用
者が少な
い。利便性・
効率性を高
める必要が
ある。

2

便によって
は1人未満，
ゼロ人での
運行があ
り，予約に
よって運行
するデマン
ド型を早急
に検討する
必要があ
る。

2

将来的に
は，運行業
務の実施主
体として民
間運送業者
或いは
NPO・自治
組織等の参
入を検討す
るべきであ
る。

3

公共交通機
関の運行が
少ない中、
運転免許証
を持たない
階層からの
ニーズはき
わめて高い

4

生活バスを
利用される
人の（便数
の確保等）
バスに対す
るニーズは
きわめて高
い

15 D
未
実
施

要
改
善

要
改
善

通院や買物な
ど地域内の公
共交通手段を
確保するため，
週１日以上の
運行を基準と
し，地域内の実
情に応じた運
行としている。
利用者が平均
数１名以上の
便については、
運行システム
等効率化と利
便性の向上を
はかりながら維
持するが，利用
者平均数１名
未満の便につ
いては、路線
の統合・運行シ
ステムの変更・
減便などの対
策を速やかに
確立する必要
がある。

要
改
善

今後も，利用
者サービスを
第一に考え，
絶えず見直し，
料金・運行形
態等あらゆる
面からの見直
し・改善をして
いく。

君
田
支
所
　
地
域
整
備
グ
ル
ー

プ
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市道維持
管理業務

19,787

市道の維持補修
市道の除草
市道の除雪

除草において、地元除草
（報償費対応）を更に進め
ることができればコスト削
減の余地あり。
除雪は請負業者が保有し
ている機械により、作業効
率に差が出ている。また、
請負業者の負担ではある
が、道路施設の損壊が多
く、地元住民の生活に支障
が出る場合もあるので、降
雪前において道路状況の
把握が必要である。

市
道
の
利
用
者

・安全な通行人や
物の流れの確保
（ライフライン)
・良好な道路環境

維持補修・除草・
除雪

地元への制度
（報償費対応）
説明・周知によ
り、２地区６路
線において地
元対応へと移
行できた。

5

安全な道路
環境を確保
するため必
要不可欠で
ある。

4

安全な市道
確保を行う
ためには，
迅速な対応
が必要であ
る。

4

除草につい
ては報償費
による地元
除草が増加
すればコス
ト削減の余
地がある。

5

管理者とし
て，市が責
任をもって
行う。

5

市道本来の
用途のみな
らず、水
道、電気、
電話等のラ
イフライン
の多くは道
路敷地内に
設置してあ
るため、市
道維持管理
の必要性は
極めて高
い。

5

豪雪地帯の
ため、除雪
についても
関心が高
い。また、狭
小な市道の
改良につい
ても同様で
ある。

28 A
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

市道は住民
サービスの要
であり、住民の
ニーズは極め
て高い。今後と
も市道の維持
管理について
は、市の責任と
して行われな
ければならな
い。

要
改
善

マイロードシス
テムの充実や
民間委託を一
層推進するな
ど，より効率的
な手法を進め
る。

布
野
支
所
　
地
域
整
備
グ
ル
ー

プ
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市道維持
管理業務

17,051

交通基盤の整備（維持・管
理）として市道の安全確保の
ため，以下のことを実施し
た。
　①パッチング→20ヶ所（6路
線），②側溝修繕→7ヶ所（7
路線），③側溝清掃→5ヶ所
（5路線），④除草→1路線，
⑤標識設置→2ヶ所（1路
線），⑥路肩修繕→2ヶ所，⑦
ガードレール修繕→20ヶ所（7
路線），⑩除雪→延延長
59km（74路線）。

　市道の維持管理事務は，
一定額までは直接維持業
者に委託できるので，比較
的速やかな対応ができる。
18年度より維持工事につ
いて一定額までは支所が
権限をもち発注できるよう
になったため，迅速に処置
できる。課題としては，現在
業者が1社であり，その業
者が忙しい時にはすぐ対応
できないため，対応できる
ように2社対応にすればい
いと思われる。

市
道
　
１
級
→

６
路
線
，
２
級
→

７
路
線
，
そ
の
他
→

７

２
路
線

快適性の確保
　市民にとって
も身近な生活基
盤であり，常に安
心・安全な状態に
保つことを目的と
する。

維持及び管理
　維持→①維持
パトロール，②各
種修繕，③清掃，
④除草，⑤除雪
　管理→①防災
点検，②異常時
巡回，③道路情
報の収集・提供，
④占用工事申請
受付，⑤不法投
棄連絡受付，⑥
台帳管理

パトロールの強
化により，修繕
が必要な箇所
を早期発見・確
認に努め，工事
発注している。

5

市民にとっ
て安全安心
な市道とし
て維持管理
の徹底を図
る必要があ
る。

5

現状復旧し
安全な市道
を確保する
ことが，維持
管理の 大
の使命であ
る。

4

業者選定及
び入札制度
の見直しに
より一定の
削減は可能
と判断され
る。

5

義務的事務
のため市が
しなくてはな
らない。

5

市道は，不
特定多数の
者が利用す
る社会基盤
施設である
ため，社会
的ニーズは
高い。

5

安全な市道
を保持する
ため，市民
の維持管理
に寄せる期
待は大きい。

29 A
未
実
施

要
改
善

要
改
善

市道を安全に
維持管理する
ことは極めて重
要であり，安全
性を確保する
工事について
その費用を縮
減するには限
界があるため，
改善すべき事
項として業者選
定，入札制度
等の側面につ
いてコスト削減
を見直す必要
がある。

要
改
善

マイロードシス
テムの充実や
民間委託を一
層推進するな
ど，より効率的
な手法を進め
る。

作
木
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地
域
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備
グ
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市道維持
管理業務

23,038

市道の維持補修
市道の除草
市道の除雪

除草において、１路線を除
いて全て地元除草（報償費
対応）としているため更にコ
スト削減は困難。
除雪は請負業者が保有し
ている機械により、作業効
率に差が出ている。また、
降雪前において道路状況
の把握をした上で作業して
いるが、今年度のような豪
雪の場合道路施設の損壊
が多く検討する必要があ
る。
維持管理について、民間委
託等効率的な手法を検討
する必要がある。

市
道
の
利
用
者

安全な通行人や
物の流れの確保
（ライフライン)
良好な道路環境

維持補修・除草・
除雪

除草について
（報償費対応）
昨年に引き続き
地元行政区で
取組んでいる。
今後も継続して
地元対応とす
る。

5

安心安全な
市道として
維持管理の
徹底を図る
必要があ
る。

4

安全な市道
を維持する
ことが維持
管理の指名
である。

3

維持管理の
手法によっ
てはコスト
削減の余地
はある。

5

市道は、不
特定多数の
者が利用す
る社会基盤
施設である
ため、市が
しなければ
ならない。

5

水道、電
気、電話等
のライフライ
ンと同じく、
市道維持管
理の必要性
は極めて高
い。

5

豪雪地帯の
ため、除雪
についても
感心が高
い。また、狭
小な市道の
改良につい
ても同様で
ある。

27 A
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

市道は住民
サービスの要
であり、住民の
ニーズは極め
て高い。今後と
も市道の維持
管理について
は、市の責任と
して行われな
ければならな
い。

要
改
善

マイロードシス
テムの充実や
民間委託を一
層推進するな
ど，より効率的
な手法を進め
る。

59／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

維持補
修対象
路線

路線 220 220 220
維持補修
件数

件 29 31 40

除草面
積

㎡ 66,457 191,512 190,000 除草面積 ㎡ 66,457 191,512 190,000

除雪日
数

日 2 5 4 除雪延長 km 54,749 56,206 56,206

維持補
修対象
路線

路線 192 192 192
維持補修
件数

件 60 90 110

除草面
積

㎡ 23,400 23,400 24,097 除草面積 ㎡ 23,400 23,400 24,097

除雪日
数

日 8 11 10 除雪延長 km 61 54 54

維持補
修対象
路線

路線 327 327 327
維持補修
件数

件 19 24 20

除草面
積

㎡ 383,700 383,700 383,700 除草面積 ㎡ 261,001 282,702 300,000

除雪回
数

回 1 3 2 除雪延長 km 88 225 180

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

1
9
年
度
予
算

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

1
9
年
度
予
算

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

1
9
年
度
予
算

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

1
9
年
度
予
算

225

226

227

228

三
良
坂
支
所
　
地
域
整
備
グ
ル
ー

プ

第
5
 

環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

市道維持
管理業務

12,592

道路・橋梁等点検を随時行
い、修繕・補修の規模の小さ
いものや経費の低いものに
ついては、業者へ作業を指
示し復旧する。

１．パトロール強化と危険
箇所の早急な修繕　２．ゴ
ミのポイ捨て撲滅と通報体
制の確立　３．土地所有者
による道路際の立木伐採

市
が
管
理
す
る
道
路
・
橋
梁
等
の
修
繕
・
補
修

安全で快適な施
設

路面，路側の破
損の修繕。落石，
崩土，堆積物の
除去等の補修指
示。落下物，動物
の死骸等の回
収。

維持管理に関
する業務を支所
に予算配分し、
事務効率と現
場への即応性
を向上させた。

4

安全・快適
な交通施設
として、貢献
度は高い

4

修繕・補修
について
は、早期に
対応できて
いる
除雪につい
ては、地域
に作業協力
してもらうこ
とも必要で
ある

4

除雪につい
て地域の協
力を得るシ
ステムの検
討が必要で
ある

2

除雪につい
て地域の協
力を得るシ
ステムの検
討が必要で
ある

4

交通安全の
面からニー
ズは高い

4

交通安全の
面からニー
ズは高い

22 B
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

交通網整備と
安全で利便性
が求められる
市道の維持管
理について、市
民のニーズは
高い。

要
改
善

マイロードシス
テムの充実や
民間委託を一
層推進するな
ど，より効率的
な手法を進め
る。

三
和
支
所
　
地
域
整
備
グ
ル
ー

プ

第
5
 

環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

市道維持
管理業務

20,226

市道や橋梁の補修、修繕、
除草、除雪などを内容や規
模（事業費）に応じて、業者
委託や請負契約或いは地元
への報償金の対応で行う。

舗装、側溝などの老朽化に
伴い修繕箇所の増加が見
込まれ、事業費も増大す
る。予算の確保と併せ迅速
でより効率的な対応方法が
求められる。

市
道
の
利
用
者
や
市
民

安心、安全、快適
な市道環境の形
成

○道路パトロール
による情報収集と
危険箇所等の早
期発見と早期対
応
○利用者や市民
からの要望や苦
情の対応
○請負や委託業
者へ修繕や作業
などの指示
○地元除草に対
する報償費の支
出

民間委託の範
囲拡大に至って
いない

3

修繕箇所の
緊急性の高
いものから
対応した。

3

道路情報の
掌握方法の
改善（例：市
道モニター
制度による
情報収集
等）により，
よりスピー
ディーで的
確な処理が
期待できる。

3

除草の地元
対応（報償
費）としてい
る如く、地域
活動（地元）
へ市道維持
管理の範囲
を拡大でき
る可能性が
ある。

3

管理者とし
ての責任を
明確にした
上で、業者
委託の範
囲，地元対
応の範囲等
を拡大でき
る

5

安全で安心
な地域に密
着した交通
網を確保す
るという点
で，社会的
なニーズは
きわめて高
いと判断す
る。

5

安全で安心
な地域に密
着した交通
網を確保す
ることは，極
めて高い市
民ニーズで
もあり，又，
緊急時（有
事）のライフ
ラインの確
保など市民
生活に及ぼ
す影響は多
大なものが
ある。

22 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

修繕の規模に
関わらず、本所
と支所が連携
を密にし、緊急
性に応じスピー
ディーな対応が
求められる。支
所における権
限については、
フットワークの
良さを活かせる
よう検討される
べきである。
市民による「市
道モニター制
度」等を考え，
スピーディーで
的確な情報収
集が必要であ
る。

要
改
善

マイロードシス
テムの充実や
民間委託を一
層推進するな
ど，より効率的
な手法を進め
る。

甲
奴
支
所
　
地
域
整
備
グ
ル
ー

プ

第
5
 

環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

市道維持
管理業務
(危険木
等処理）

905

市道沿いについて，危険と思
われる竹木や倒木・支障木
について処理する。簡易なも
のについては，職員自ら処
理するが，困難なものについ
ては，路線委託業者に処理
を指示する。

高齢化や過疎化が進み山
林や原野を管理されなくな
りつつあるため，危険木や
倒木等が増加する傾向に
ある。広報等でできる限り
所有者に管理していただく
ように周知いく必要があ
る。また，市道の通行に支
障がある場合緊急を要す
るので早急な対応が迫ら
れる。処理対象が多けれ
ば業者委託となるが，職員
が直接処理したほうが対応
も早いので機械器具の充
実が必要である。また，危
険木処理には熟練した技
術が必要になる場合が多
いので，森林組合などに処
理委託したほうが良いと考
える。

市
道
沿
い
の
危
険
木
等
，
市
道
を
通
行
す
る
市
民
及
び
そ

の
他
の
人

市道の維持管
理。市道を安全に
通行できるように
支障となる危険
木・倒木・支障
木・枝を処理す
る。

住民からの情報
やパトロールによ
り危険木等を確
認し，簡易なもの
は直接職員が処
理し，困難なもの
は業者に処理を
指示する。多数の
危険木処理をす
る場合は所有者
を調査し承諾を得
る。

効率的な民間
委託を一層推
進するなど，手
法を検討する。

5

市道を安全
に通行する
ためには必
要不可欠。
処理するこ
とで目的が
達成され
る。

3

所有者に処
理していた
だく必要が
あると考え
るが早急な
対応が望ま
れるので簡
易なものは
職員。困難
な場合は路
線委託。但
し、業者も危
険木処理に
は危険を伴
う場合も多
いので、森
林組合のよ
うな熟練した
業者に処理
依頼をした
方がよい。

4

交通安全の
確保をする
上で処理は
必要不可
欠。また、早
急な対応も
必要。しかし
ながら所有
者への処理
依頼や負担
を求めても
いいのでは
ないか。ま
た、地元住
民に管理し
ていただくこ
とも検討す
る必要があ
る。（除草同
様）

3

市道管理は
市の責任。
また安全な
通行を確保
する必要が
ある。しかし
「地元の道
は地元で管
理する」意
識で住民や
所有者が処
理していた
だけるような
方法も検討
する必要が
ある。

5

市道管理、
交通安全面
からも危険
木処理は必
要。

5

市道管理、
交通安全面
からも危険
木処理は必
要。特に周
辺部住民の
ニーズは大
きい。

25 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

市道維持管理
していく上で、
危険木処理は
必要不可欠な
事業である。交
通安全面から
みても、実施す
る必要がある。
ただし地元住
民や所有者に
実施していただ
くことも必要で
はないか。「地
元の道は地元
で・・・」の意識
改革を進めて
いく必要があ
る。

要
改
善

マイロードシス
テムの充実や
民間委託を一
層推進するな
ど，より効率的
な手法を進め
る。

甲
奴
支
所
　
地
域
整
備
グ
ル
ー

プ

第
5
 

環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

市道維持
管理業務

5,956

市道の保全管理を目的とし
冬期積雪の除雪事業。2箇所
のモニター（情報連絡員・1箇
所は支所宿直）を置き，積雪
20ｃｍ以上で対象路線の除
雪作業を委託業者に実施を
指示する。除雪完了後，各業
者より完了報告書（出来高・
写真等）を提出してもらい，そ
れに応じて清算する。

県道が15cm以上で除雪を
実施しているのに対し，市
道は20cm以上ということで
実施していないこともあり
苦情も多い。また，各業者
の除雪技術が向上してい
ないこと。優先路線の見直
し。除雪機械が入らない対
象外路線の対応。

市
道
の
除
雪
事
業

市道等の維持管
理。市道を安全に
運行できるように
除雪を行う。

2箇所のモニター
からの情報（積雪
20ｃｍ以上）をもと
に迅速な対応及
び適切な除雪方
法の指導・管理。

除雪基準に基
づき実施してい
る。

3

除雪対象路
線でも優先
的に実施さ
れた路線に
ついては貢
献度が高い
が，実施が
遅れた路線
や対象外路
線について
は問題を残
す。

3

対象路線及
び基準の見
直し。

4

ｻｰﾋﾞｽ提供
の現状維持
をするため
にはコスト
削減は困
難。ただし
除雪機械を
効率のよい
ものに変更
すればコス
ト削減の余
地がある。

5

地元や個人
で実施され
る場合もあ
るが，個人
的利便性が
強いため公
共的でな
い。また機
械等の負担
が大きい。

5

市道管理，
交通安全
面，利便性
からも除雪
は必要。

5

交通安全
面，利便性，
住民生活を
確保する意
味からも住
民ニーズは
高い。

25 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

市道維持管
理，交通安全
性，住民生活を
確保していく上
で，除雪事業
は必要不可欠
な事業である。

要
改
善

優先路線の見
直しを行い，効
率的に実施す
る。

60／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

交通量 台 - - 4,000 交通量 台 - - 4,000

開催回
数

回 1 1 1 来場者 人 3,000 3,000 3,000

工事(移
譲事務)
契約件
数

件 - 66 50 事業執行 % - 100 100

設置路
線数

路線 64 61 60
反射鏡設
置数

基 46 41 45

防護柵設
置距離

ｍ 494 543 500

区画線施
行距離

ｍ 5,766 3,512 4,500

権
限
移
譲
の
拡
大

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

9
 
 

事
業
の
迅
速
化

完
了
予
定
年
度

市
の
関
与
を
見
直
す

1
8
年
度
中

229

230

231

232

み
ら
い
都
市
室

第
5
 

環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

都市計画
道路上原
願万地線
整備

258,205

三次市の中心市街地であ
る，十日市地区と住居地区で
ある畠敷地区が馬洗川で分
断され，畠敷地区から，十日
市地区にいくのに，国道１８４
号線の鳥居橋や県道和知三
次線の旭橋，巴橋付近が交
通混雑している。
この為，三次町願万地から
十日市上原地区に行く道路・
橋を整備することにより，交
通量を分散させ，市内の交
通のスムーズ化を図る。

用地買収等のスピードアッ
プを図る必要がある。

交
通
渋
滞
解
消
，
市
民

中心市街地内の
交通渋滞の解消

道路築造 前年度，現状維
持であるため特
にない。

5

新規道路に
もかかわら
ず，通行台
数が伸びて
いる。

5

新規道路に
もかかわら
ず，通行台
数が伸びて
いる。

3

橋の形式と
景観の要素
をどこまで、
取り入れる
かで，コスト
縮減は可能
である。

5

都市計画道
路の性格
上、市でな
ければでき
ない。

5

地元説明会
などでも、
要望は強い

5

地元説明会
などでも、要
望は強い

28 A

事
業
拡
大

現
状
維
持

事
業
拡
大

事業拡大で評
価したが、現状
の計画で事業
を完了させる。
この路線は、尾
道松江線ジャ
ンクションから
中心市街地へ
のアクセスの増
加、十日市から
畠敷方面への
移動に大きな
役割を果たす。
現状は巴橋の
利用や熊野橋
を利用して通行
しているが、朝
夕のラッシュじ
など非常に混
雑している。

要
改
善

地元の理解の
上，早期の事
業完成に努め
る。

あ
ん
し
ん
建
設
室
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「土木の
日」に関
すること

567

１１月１８日が土木の日に制
定されているが，これにあわ
せて土木事業及び公共事業
のＰＲイベントとして，親水公
園で『「土木の日」親水公園
フェスタｉｎみよし』を開催す
る。
このイベントは１３年度から
始まり，三次地区安全対策
協議会が主催，国交省，県，
市等が共催して実施されて
いたが，１６年度より国土交
通省を中心に県，市が主催し
て開催されている。平成17年
度は１０月３１日(日）に開催
し，ステージ発表，パネル展
示，建設機械の展示・運転体
験，ミニ新幹線，バザー，フ
リーマーケットを行った。
このうち，市は，会場・テント
の確保，展示物産コーナー
（パネル展示，特産物販売）
を担当した。

参加団体を広く募り，イベ
ントの活性化を図る。

一
般
市
民

 土木事業に対す
る理解と認識の
向上

イベントを開催
し，土木事業及び
公共事業のＰＲを
行う。

特に無し

3

一定数の来
場者があ
り，開催目
的である土
木事業のＰ
Ｒを行うこと
ができた。

3

文化団体，
市民団体等
に広く参加
を呼びかけ
ることで，イ
ベントの活
性化を図る
ことができ
る。

5

予算措置は
国交省三次
河川国道事
務所が行っ
ており，市
の費用負担
は無い。

3

市が関与し
たのは，会
場確保と，
学校とテント
貸し出しの
協議，当日
の展示販売
であり，主旨
である土木
事業のＰＲ
にはあまり
関与してい
ない。 3

現在，土木
事業をＰＲ
するイベン
トは他に無
い。また，
秋の野外イ
ベントとして
定着しつつ
ある。

3

回数を重ね
て開催したこ
とにより，秋
の野外イベ
ントとして定
着しつつあ
り，一定数の
来場者があ
る。

20 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

文化連盟等文
化団体，市民
団体の参加を
促し，イベント
の活性化を図
る必要がある。

事
業
縮
小

実施主体は国
土交通省であ
るので，市の
関与は縮小し
ていく。

あ
ん
し
ん
建
設
室
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県道維持
管理（権
限移譲）

114,037

市内に存する県道（主要地
方道・一般道）のうち３５路線
について，ポットホール（穴ぼ
こ）補修，崩壊土砂の除去，
倒木処理，動物死がい処
理，除草，側溝清掃，街灯修
繕など県との基本協定に基
づき設定された１９項目の維
持修繕業務を行う。

権限が移譲されたとはい
え，管理権限はじめ，異常
気象時の対応，一定額を
超える場合の修繕業務に
ついては県に残されてお
り，さらには移譲されてい
ない他の路線との管理水
準の均一という面で，こと
あるごとに県と事業調整を
行わなければならないと
いった完全な移譲とはいえ
ない実態がある。

住
民
，
路
線
利
用
者

住民に身近な基
礎自治体（市・
町）が地域の実情
や住民ニーズに
沿った行政サー
ビスを自主的・総
合的に実施でき
るよう自己完結型
事務の実現

県道（権限移譲路
線）の維持修繕に
よる通行の利便
性・安全性の確保

前年度未実施
(平成１７年度か
らの事業)

4

路線委託方
式により，
早期発注，
早期修繕が
でき，安全
性の確保が
できる。

3

パトロール
体制や通報
体制を強化
することによ
り，更に早
期対応が見
込まれる。

4

道路，橋
梁，河川の
管理は，絶
対的に必要
な業務であ
り，削減余
地は小さ
い。

4

道路法に定
める業務で
ある。

5

生活に密接
した施設に
関する業務
であり，市
民ニーズは
極めて高
い。

4

生活に密接
した施設に
関する業務
であり，市民
ニーズは極
めて高い。

24 B
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

１　住民に身近
な基礎自治体
（市・町）が地
域の実情や住
民ニーズに
沿った行政
サービスを自
主的・総合的に
実施できるよう
自己完結型事
務の実現を目
指す。
２　年度変わり
への対応や業
者委託方法な
ど，さらに効果
的手法がない
か検討する。

事
業
拡
大

権限移譲の取
組を拡大する
とともに，委託
方法などを見
直し経費の削
減も行う。

あ
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交通安全
施設整備
事業

15,903

交通安全施設の整備及び修
繕を行い、交通安全に努め
る。

複雑化する道路事情とニ
－ズに対応していく為に
は、職員の技術力等の向
上を図る。
優先順位を定め、計画的に
実施する。

道
路
交
通
安
全
施
設

通行上、安全な
道路環境に改善
し交通事故の防
止を図る。

道路反射鏡設
置、道路防護柵
設置、視線誘導
標設置、警戒・注
意標識設置、区
画線設置など。

前年度は行政
チェックなし。

4

　根本的各
種改良工事
以外では、
安全施設設
置により安
全性の確保
に貢献がで
きる。

4

　パトロ－
ル・通報体
制を強化す
ることによ
り、更なる早
期対応・事
故未然防止
が見込まれ
る。

5

　必要 小
限度で施工
しておりコス
ト削減余地
はない。

5

　法の規定
に基づく事
業にあた
る。

5

　安心・安
全な道路環
境は、全て
の道路利用
者の切なる
ニ－ズであ
る。

5

　交通安全
施設事業は
住民の日常
生活に直結
型事業であ
り、市民ニ－
ズは極めて
高い。

28 A
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

　交通安全施
設事業は、安
全な交通確保
という全ての市
民を対象とした
社会的ニ－ズ
に対応してい
る。住民要望も
極めて高く、事
故防止・住民安
全確保は行政
責務である。 要

改
善

優先順位を定
め，計画的に
実施する。

61／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

改良延
長

ｍ 10,300 6,600 改良延長 ｍ 10,300 6,600

路線数 路線 57 53

工事箇所
数

箇所 58 53

活動報
告依頼・
県進達

件 14 15 14 団体認定 団体 14 15 14

活動推進 団体 14 15 15

美化され
た路線距
離

ｋｍ 29 29 29

要望会
の回数

2 2 2 改良率 ％ 99 98 99

工事発
注件数

件 134 112 100
事業執行
率

％ 100 100 100

終
期
の
設
定

1
9
年
度
中

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
中

233

234

235

236
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道路新設
改良事業

1,828,161

　道路新設改良事業につい
ては，新市まちづくり計画
（H15年度作成）及び新市ま
ちづくり計画事業（H16年度
作成）並びに三次市実施計
画（H16・17年作成）に基づき
事業展開を行ってきた。
　平成17年度は，57路線58
箇所について事業実施を
行った。
　平成18年度は，53路線53
箇所について事業実施を行
う。

　現在，道路改良計画は新
市まちづくり計画に基づき
平成26年度までの計画を
持っているが，厳しい財政
運営の中では1.5車線的道
路整備の手法を取り入れ
た道路整備を行わざるを得
ない時期に直面している。
また，極力土羽構造を主体
とした道路構造への転換並
びに臨道債など後年度負
担が大きな課題となる生活
密着型道路については土
地及び立木補償などにつ
いては無償提供を原則とし
た整備手法に転換を図らな
ければならない。

市
民

　市民が望んだあ
るべき道路機能
に近づけ，満足
度の向上を図る。

　事業箇所にお
いて，地元説明
会を行い道路の
あるべき姿を議論
し，満足度の向上
を図る。

前年度行政評
価未実施

5

　生活道路
の利便性や
幹線道路網
の形成に貢
献しており，
又地元説明
会を行う中
で市民の要
求も取り入
れた道路改
良となって
いることから
貢献度は高
い。

3

　道路整備
の早期完成
が望まれて
いる中，コス
ト縮減は避
けられない
ものとなって
いる。地元
説明会にお
いて意見交
換を交わし
地域に即し
た道路をす
る必要があ
る。

3

　地域にお
いて，道路
整備促進の
ための推進
母体を形成
し，地域に
ふさわしい
道路整備水
準について
短期間に成
案形成を行
う必要があ
る。 5

　道路管理
者以外に
は，道路法
上困難であ
る。

5

　生活道路
の利便性や
幹線道路網
の形成に貢
献しており，
社会的ニー
ズは高い。

5

　生活道路
の利便性や
幹線道路網
の形成に貢
献しており，
市民ニーズ
は高い。

26 B
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

　新市まちづく
り計画による道
路整備は市町
村合併におい
ての合併条件
であり，又市の
道路交通網形
成上欠くことの
できない路線
である。しかし
ながら，整備手
法については
改善の余地は
残されており，
橋梁整備につ
いても耐用年
数を見極めつ
つ整備年次を
考慮していく必
要がある。

要
改
善

整備基準を定
め，計画的に
実施する。
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マイロー
ドシステ
ム

70

ボランティア活動に意欲を持
つ企業や団体あるいは個人
を「里親」に認定し，里親契
約を締結して，道路管理者
（県）とバックアップしながら，
道路の一定区間の清掃，緑
化等を推進する。道路管理
者においては，団体名等を
記した表示板を設置し，団
体・企業の社会貢献をアピー
ルする。これらのシステムを
機能させることにより，清潔
で良好な道路環境の実現と
ともに，住民の道路への愛着
心，地域への帰属意識を高
める。

　現在，登録が１０団体余り
という状況なので，これを
いかに周知し，活用を行っ
ていくか県と連携し検討す
る必要がある。

地
域
住
民

（
団
体

）
・
企
業
等

県道の環境美化
活動を支援する。

ゴミ回収等の活
動支援のため，ク
リーンセンターの
受け入れ体制の
調整を行う。
申請書を受付け，
県へ進達をし，認
定決定後は協定
書を締結する。
完了後，事業完
了報告を受け，県
へ進達する。

市道における
運用を検討中。

2

県制度の中
継ぎ調整を
行っている
程度。

2

推進への関
与の度合い
を高めること
ができれば
県道に限ら
ず，市道に
おいても効
果がある可
能性をもっ
ている。

4

市の費用負
担は，事務
にかかる人
件費部分し
かない。

3

収集ゴミの
処分搬入調
整は，行政
支援で行う
必要があ
る。

3

道路の維持
管理制度の
転換が図ら
れようとして
いる。

2

市民への周
知を十分に
行っておら
ず，市民の
関心は高く
ない。

16 D
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

PR手法の検討
が必要である。

要
改
善

実施距離が延
びるよう，ＰＲ
を強化する。
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吉舎油木
線改良促
進期成同
盟会に関
すること

263

　主要地方道吉舎油木線の
整備促進を図るため，三次
市・府中市・神石高原町（旧
神石郡三和町・油木町）の市
町長，議会議長が構成員と
なり，国や県に対して予算確
保の為の提案活動を中心と
した活動を行っている。
　事務局は，会長の神石高
原町に置かれており，三次
市長は副会長に，三次市議
会議長は理事に就任してい
る。

要望活動など，同盟会の運
営や活動の全てを負担金
でまかなっているため，合
併に伴い会員数が減少す
る中，負担割合が増大傾
向にある。

利
用
者
や
沿
線
住
民

当該道路の整備
促進を図る目的。

提案活動。 市域を越えた広
域幹線道路で
あり，現時点で
は権限移譲を
求める路線で
はない。

3

整備率の向
上に繋がっ
ている。

4

期成同盟会
による要望
活動の成
果。

3

会員数の減
少に問題あ
り。

5

市が関り，
関係組織が
連携を取り
合い要望す
る。

3

社会的な必
要性につい
ては，認知
がされてい
なくても，事
業への影響
やニーズは
ある。

3

期成同盟会
への関心度
は低くても，
事業に対す
る期待感や
ニーズは高
い。

21 C
未
実
施

要
改
善

事
業
縮
小

期成同盟会で
行って来た要
望の成果によ
り未改良区間
も僅かとなっ
た。継続して取
り組み，全線の
早期の改良を
図る必要があ
る。

事
業
縮
小

同盟会の解散
も視野に入
れ，今後の在
り方を検討す
る。
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市道・橋
梁等維持
事業

178,419

地域や市民からの要望、パト
ロ－ル等により確認した修繕
箇所について、必要・緊急度
の高い箇所から順次修繕工
事を行う。
市道敷地線道路修繕工事ほ
か１１１件の維持補修工事（１
６０,６９４千円）を施工した。

１. 膨大な修繕要望に当
たっては、昨今の工法複雑
化への対応及び緊急順位
判断の的確・公平性が求
められる為、担当職員の更
なる資質向上を図る。
２. コスト重視、安易工法
等、従来的手法にとらわれ
ず交通弱者や環境に配慮
するなど時代に即した工事
執行を進める必要がある。

市
道

（
橋
梁

）

道路環境の保全
と通行に安全な
道路状態を保つ。

市道（橋梁）の維
持・修繕工事

優先順位を定
めた、計画的事
業実施に努め
た。

4

　一定区間
の根本的改
良工事の外
に、部分的
改良を維持
修繕工事に
よって機能・
環境を保持
する。

4

　小規模で
早期に工事
完了するこ
とにより、低
コストで成果
が上がる。

5

　小規模、
必要 小限
度で施工し
ておりコスト
削減は困
難。

5

　道路法の
規定に基づ
く事業にあ
たる。

5

　安心・安
全な道路
は、住民の
みならず訪
問者や通過
交通者等、
全ての利用
者の切なる
ニ－ズであ
る。

5

　道路維持
修繕事業は
住民の日常
生活に直結
型事業であ
り、市民ニ－
ズは極めて
高い。

28 A
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

　市道・橋梁等
維持事業は、
安心・安全な通
行確保という、
全ての市民を
対象とした社会
的ニ－ズに対
応している。住
民要望も極め
て高く、事故未
然防止等の住
民安全確保は
行政責務であ
る。

要
改
善

優先順位を定
め，計画的に
実施する。

62／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

委託地
区数

地区 17 17 17
事業執行
率

％ 100 100 100

要望会 回 1 1 改良率 ％ 75 77 77

計画路
線数

路線 584 603 580 除雪延長 ｋｍ 618 620 620

補助金
の処理
件数

件 51 18 40

申込件数
のうち，
補助金交
付決定と
なったも
のの割合

% 100 100 100

整備され
た道路延
長

m 1,930 651 700

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
8
年
度
中

9
 
 

事
業
の
迅
速
化

1
8
年
度
中

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

1
9
年
度
予
算

終
期
の
設
定

1
9
年
度
中

237

238

239

240

あ
ん
し
ん
建
設
室

第
5
 

環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

市道の補
修管理

122,308

　道路・橋梁・河川等の維持
修繕に関する業務（パトロ－
ル含む）を市内を地区割りに
し業者委託及び直営により
行う。
　業務内容は、ポットホ－ル
（穴ぼこ）補修、崩壊土砂除
去、倒木処理、動物死骸処
理、除草、側溝清掃、街灯修
繕な
ど、主に緊急性の高い修繕
業務を行う。
　市内地区割りは１７地区
で、１７受託業者にて業務遂
行。

１. 昨今の道路事情の複雑
化への対応及び現場での
判断の的確・迅速性が求
められる為、担当職員の更
なる資質向上を図る。
２. パトロ－ルについては、
計画的な巡回、重点路線
の設定など業者委託も含
め効率的な方法検討を進
める必要がある。
３. 年度変わりに、業務空
白期間をつくらないよう債
務負担等の手法等の対応
検討。

市
道
，
橋
梁
，
河
川

道路環境の保全
と通行に安全な
道路状態を保つ。

ポットホ－ル（穴
ぼこ）補修、崩壊
土砂除去、倒木
処理、動物死骸
処理、除草、側溝
清掃、街灯修繕
など。

　要望聞取りか
ら業者指示→
修繕施工の過
程において、確
認帳票類等を
改善整備し、多
数の要望に対し
て正確かつ迅
速な業務遂行
に努めた。

5

　路線委託
方式によ
り、早期発
注、早期修
繕が施行で
き安全性の
確保ができ
る。

3

　パトロ－
ル・通報体
制を強化す
ることによ
り、更なる早
期対応が見
込まれる。

4

　道路、橋
梁、河川の
保守管理は
絶対必要業
務であり、
尚且つ、小
規模、必要

小限度で
施工してお
りコスト削減
余地は小さ
い。

5

　道路法の
規定に基づ
く事業にあ
たる。

5

　生活密着
型施設に関
する業務で
あり、全て
の市民の切
なるニ－ズ
である。

4

維持修繕事
業は住民の
日常生活に
直結型事業
であり、市民
ニ－ズは高
い。

26 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　更なる業務効
果向上のた
め、従来型の
業者委託方法
の改善も検討
している。
　権限移譲によ
る県道の維持
修繕業務との
整合性、速効
性を検討する。

要
改
善

早期発見，早
期修繕を図り，
民間委託をよ
り一層進める。

あ
ん
し
ん
建
設
室
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ビ
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向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

主要地方
道甲山甲
奴上市線
改良促進
期成同盟
会に関す
ること

181

　主要地方道甲山甲奴上市
線の整備促進を図るため，
三次市・庄原市・世羅町の市
町長，議会議長が構成員で
ある。国や県の関係機関並
びに議会に対して要望活動
をこれまで行っており，平成１
６年度は参加行動がなかっ
たが，平成１７年度は総会が
開催され広島要望も実施す
る。

合併に伴い会員数は減少
し，会員の負担割合が増大
している。
平成１６年度は参加行動は
なかったが，平成１7年度
総会で今後の方向性につ
いても協議し，
本路線の整備率を向上さ
せる為，要望の必要性が
あることを確認する。

利
用
者
や
沿
線
住
民

当該道路の整備
促進を図る目的。

要望活動。 前年度，現状維
持であるため特
になし。

3

広島への要
望活動もあ
るため，目
的達成に貢
献している。

3

期成同盟会
による，要
望活動の継
続ができれ
ば成果が期
待できる。

3

会員数の少
ない期成同
盟会による
要望会のあ
り方を検討
する必要が
ある。

5

市が関わ
り，関係組
織と連携を
取り合う。

3

社会的な必
要性は認知
されていな
くても，事業
への影響や
ニーズはあ
る。

3

期成同盟会
への関心度
は低くても，
事業に対す
る期待感や
ニーズは高
い。

20 C
未
実
施

要
改
善

事
業
縮
小

要望活動が平
成１７年度から
復活したので，
この活動を継
続する。

事
業
縮
小

平成17年度に
要望活動を
行っているが
成果を検証し，
解散も視野に
入れ今後の在
り方を検討す
る。

あ
ん
し
ん
建
設
室
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務
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め
ら
れ
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仕
事

除雪業務 140,181

１２月１５日～３月１５日を基
準期間とし，積雪時おける主
要幹線道路の通行を確保す
るため，積雪深２０cmで各地
区のモニターからの通報を受
け除雪を実施する。また，低
気温で凍結の恐れがある場
合は，幹線（西酒屋寺町線・
粟屋中央線・双三農免道）の
凍結防止剤散布を行う。
１７年度実績は６０３路線，６
２０ｋｍ
凍結防止剤積置き，旧三次
市６７箇所及び各支所。

◎除雪の要望は強く，除雪
機械の所有量など物理的
な面から，路線によって時
間的ずれが生じる。
◎権限移譲に伴い，県道
除雪と連携した効率的な除
雪計画をたてる必要があ
る。また，除雪基準の統一
見直し検討が必要。
◎市街地の除雪（排雪）に
ついて検討を要する。

住
民
及
び
路
線
利
用
者

◎道路交通の安
全確保。
◎経済活動の確
保及び市民の生
活の安定を図る。

積雪が除雪基準
以上の量（㎝）に
なれば，連絡体
制により各モニ
ターから通報を受
け，除雪委託業
者に連絡する。

現状維持（除雪
基準に沿って実
施する）

5

除雪路線に
おいては達
成感ある
が，積雪が
多い時は他
の路線で問
題が多い。

4

業務委託以
外手段がな
い。

4

効果・成果
を維持した
ままコスト削
減すること
は非常に難
しい。

4

地元で行う
には非常に
負担が大き
い。

5

道路交通の
安全性、円
滑性を確保
するため社
会的ニーズ
は非常に高
い。

5

積雪時の交
通かつ市民
生活安定確
保のため必
要される。

27 A
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

道路交通かつ
市民生活安定
確保するため
社会的ニーズ・
市民ニーズが
非常に高く，必
要不可欠であ
る。
市街地の除雪
ニーズが高く，
市街地内の主
要道路も除雪
する必要があ
る。なお，市街
地は雪の持ち
出しが必要な
路線が多い。

要
改
善

除雪基準に
沿って効率よく
実施する。

あ
ん
し
ん
建
設
室
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生活道路
整備補助
金

6,560

国道・県道・市道以外の道路
で，日常生活で１戸以上が利
用し，一般の通行の用に供し
ている道路の舗装及び改築
を行ったものに対して補助金
を交付することにより，市民
生活の向上及び公共の福祉
の増進を図る。

対象事業は延長２０ｍ以上
で，舗装新設の場合は幅員
0.9ｍ以上，ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装４ｃ
ｍ又はｺﾝｸﾘｰﾄ舗装８ｃｍ以
上，改良の場合は幅員3.0ｍ
以上とし，補助金は原則事業
費の１／２とし，上限５０万
円。（住民税非課税世帯7．5
／10，補助・生活保護世帯
10／10補助）

多様化するニーズに対する
補助内容の検討。事務体
制の見直し・支所との連携

住
民

住居への進入の
効率化による市
民生活の向上及
び公共の福祉の
増進

生活道路の整備
を行った当該工
事に対する補助
金の交付

実態把握を行う
とともに，道路
整備の基準を
作る。（すでに
要綱策定済み）

4

数戸の住宅
が日常的に
利用し，通
行の利便性
が高まる

4

在宅看護支
援訪問サー
ビスの充
実，緊急車
両の進入な
どへの対応
が高くなる。

4

事務の効率
化を行う余
地が少ない
ため，コスト
削減余地は
小さい。

4

他の類似
サービスが
存在しない。

3

訪問サービ
ス，緊急車
両などの進
入など必要
性は高い。

4

市民が求め
ているサー
ビスである。

23 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

事業開始から
６ヵ年が経過
し，かなりの整
備が進むととも
に，ニーズも広
がってきた。今
後，期限となる
平成２０年度ま
でに制度面，
予算措置等の
見直しを計りな
がら，多様化す
るニーズに即
応すべく検討を
進めていく

要
改
善

終期を見越し
て，早期に実
施する。

63／100
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今後の方向性
内訳
区分

実施
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事務事
業の対
象者等

正
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任
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・
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接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

研修会
の開催

回 1 3 3
研修会参
加者

人 12 21 30

総会 回 6 2 2 要望先 箇所 8 8 8

申請件
数

377 535 535 占用料 千円 14,186 16,758 16,000

新規認
定・変更
認定路
線数

路線 11 5 3,000 修正量 ｋ㎡ 1 8

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

1
5
 

効
果
の
検
証

1
9
年
度
当
初

終
期
の
設
定

1
9
年
度
中

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

241

242

243

244

あ
ん
し
ん
建
設
室
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土木協会
に関する
こと

2,332

社団法人広島県土木協会を
本部とし，市町を会員として
県の建設局単位に支部が置
かれている。三次支部は，従
来７市町村の会員で構成さ
れていたが，現在は，合併に
より会員は三次市だけになっ
た。活動としては，主に次の
様な事業を行うこととしてい
る。
○建設事業及び災害事業に
関し，関係機関の事業の推
進及び促進等の活動
○建設事業及び災害事業に
関する各種情報活動
○建設事業及び災害事業に
関する支部所属職員の研修
平成１7年度は，（財）広島県
建設技術センターの職員を
講師に「維持修繕講座」を実
施し２１名が研修をする。

合併により三次支部は１会
員となり，支部会員との連
携事業は無くなった。
県内においても同様な減
少が発生して来ており，本
部において事業を集約され
るべきである。

三
次
支
部
所
属
職
員

（
研
修
対
象
と
し
て

）

事業の推進，促
進。
知識や技術の向
上。

技術研修会への
参加。
視察研修など研
修会の開催。
事業推進の為の
資料（書籍等）や
備品類（デジカメ）
などを会員（三次
市）へ提供。

支部組織の廃
止については，
本部に対して意
見を述べる等の
取り組みを続け
ている。

3

知識や技術
の向上に繋
がる

3

研修方法や
内容を検討
する

2

支部は廃止
し，本部に
吸収する。

5

市が会員で
ある。

4

土木技術の
普及促進等
により建設
事業の改善
が図られる
ため，間接
的にある。

4

土木技術の
普及促進等
により建設
事業の改善
が図られる
ため，間接
的にある。

21 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

１市のみの会
員では非効率
であるばかりで
なく，行政の行
うべき事業との
区分けも難しく
なっている。
市町村合併の
進行に伴い各
支部の会員は
減少しているた
め，支部組織
は廃止し，継続
すべき事業を
本部において
集約し，その推
進を図るべきで
ある。

事
業
縮
小

協会の今後の
ありかたを検
討し，解散又
は支部の廃止
を検討する。

あ
ん
し
ん
建
設
室
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道路・河
川期成同
盟会事務
局

3,385

　国道375（大田・三次間）改
良促進期成同盟会・三次高
野間道路改修促進期成同盟
会・江の川改修促進広島県
期成同盟会・江の川水系ダ
ム建設促進期成同盟会の事
務局を務める。何れの期成
同盟会についても，総会並び
に整備促進を図るための県・
国関係機関や議会に対して
の要望が主な活動であり，そ
の企画，実施及び連絡調整
を行っている。
　なお，合併に伴う会員数の
減少により，三次高野間道
路改修促進期成同盟会が平
成１６年１１月９日に，また合
併に伴う会員数の減少と灰
塚ダムの完成に目処が立っ
たために江の川水系ダム建
設促進期成同盟会が平成１
６年１１月３０日を以ってそれ
ぞれ解散した。

合併に伴う会員数の減少
により，４つあった期成同
盟会の２つが解散し，２つ
の期成同盟会の事務局に
なった。
整備促進が進み，所期の
目的が達成されれば，残る
期成同盟会も解散の方向。
今後は，関係市町との連携
の下に，市独自の取り組み
として要望を行うことを検討
する必要がある。

①

利

用

者

や

沿

線

市

町

の

住

民

，

流

域

関

係

者

な

ど
（

サ
ー

ビ

ス

の

終

提

供

者

及

び

要

望

書

作

成

に

係

る

調

査

対

象

）
②

会

員

市

町

，

商

工

会

議

所

及

び

観

光

協

会
（

連

絡

調

整

対

象

）
③

国

・

県

及

び

関

係

国

・

県

議

会

議

員
（

要

望

対

象

）

当該道路や河川
の整備促進を目
的として連携を図
る。

会員間の連絡調
整，総会の開催
及び要望活動を
実施する。
また，要望のため
の情報収集や調
査，調整を行い，
要望書を作成す
る。

権限移譲の推
進については，
国道及び国直
轄管理河川で
あるため，現状
では困難であ
る。

4

関係機関と
の連携，連
絡調整が取
れている。

4

情報収集
し，資料の
提供を行う
など整備率
向上に繋
がっている。

3

合併により
会員数が減
少しており，
負担割合が
増加してい
る。

5

市が，市民
や関係団体
と連携を取
り合い要望
を行う。要望
方法を検討
する必要性
あり。

3

社会的な必
要性は認知
されていな
くても，事業
への影響や
ニーズはあ
る。

3

事務局への
関心度は低
くても，事業
に対する期
待感やニー
ズは高い。

22 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

会員市町間で
共通の大きな
課題を有する
当面の間は，
期成同盟会で
の要望が効果
的であると考え
られる。ただ
し，将来的に
は，関係市町と
の連携を保ち
ながら，市の全
体構想や位置
づけに基づき，
市独自の要望
活動の中で取
り組むことを検
討する必要が
ある。

事
業
縮
小

従来の改良要
望のみの活動
を改め，政策
提案を主体とし
た活動に移行
する。

あ
ん
し
ん
建
設
室
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道路河川
の占用改
築

1,418

１　道路，河川管理者として，
電柱，水管等の占用申請を
審査し，適正なものについて
は許可をし，条例に基づき占
用料を徴収する。
原則１年間を占用期間とし，
年度変わりに更新手続きを
行う。また，建築足場など一
時占用についても申請に基
づき，審査許可する。
２　埋立，水路改築等の改築
申請を審査し，適正なものに
ついては許可し，また，指導
を行う。
改築については，永続とす
る。

電柱の地中化を推進する
ため，一定期間占用料を免
除の検討をする必要があ
る。
無断占用及び改築を防ぐ
ため，関係法及び事務手
続きについて住民周知を図
る必要がある。

市
道
，
里
道
，
河
川
，
水
路
敷
を
使
用
又
は
改
築
し
よ
う

と
す
る
住
民
，
電
気
通
信
事
業
者
，
開
発
申
請
者
，
上
下

水
道
占
用
者
等

。

市民の利用に対
し支障の無いよう
公共物を適正管
理する。

道路法，河川法
に照らし合わせ，
申請受付・審査・
許可及び承認を
する。

占用，改築の承
認や許可を本
庁でするのでは
なく，支所の申
請は支所で承
認や許可をして
いる。

5

許可及び承
認を行うこと
により，公
共物の適正
管理ができ
る。

3

承認及び許
可基準を社
会ニーズに
合わせて見
直しを行うこ
とにより，社
会的ニーズ
に的確に対
応する必要
がある。

4

構造上の審
査，事務処
理について
は，職員が
行う以外に
なく，データ
管理面を創
意工夫に
よって効率
化が図れ
る。

5

法的な管理
権限が自治
体になって
おり，民間
委託になじ
まない。

5

公共物の適
正管理につ
いては，社
会的に必要
な事務であ
る。

2

申請手続き
において図
面等が必要
なため，申
請側にあっ
ては面倒な
意識があ
る。

24 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

法に定められ
た事務である
が，データ管理
の方法に工夫
が必要。
許可基準の見
直しについて
検討が必要。

要
改
善

無断占用に対
する対応を検
討するととも
に，事務改善
を進め，効率
的に実施す
る。

あ
ん
し
ん
建
設
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道路台帳 24,940

道路台帳は，道路管理を行う
うえで正確に整備することが
必要であり，住民から閲覧の
申し出があれば供しなけれ
ばならない。
新規認定，区域変更など変
更が生じた路線について，道
路台帳及び平面図の修正を
行う。
新規認定，変更認定，廃止
はいずれも議会議決を必要
とする。

平成16年度において，道路
台帳整備と，幹線１・２級市
道の見直しを委託し行った。
平成17年度においては，そ
の他市道再編業務委託作業
を行った。

①　現在ペーパーでの管理
を行っているが，ＰＣ管理
に移行し効率的かつスピー
ディーな対応ができるよう，
システムを構築する必要が
ある。
②　合併により自治体の枠
組みが変わったので，見直
し再編を行い，平成18年12
月議会を目標に市道再編
を提案し，平成19年度から
台帳の再整備を行う必要
がある。

三
次
市
が
市
道
と
し
て
認
定
し
た
道
路

市道を的確に管
理するとともに，
市民の閲覧に供
する。

新規認定，変更
が生じた路線に
ついて，道路台帳
及び平面図の修
正を行う。

費用対効果を
検証し，システ
ム整備の方向
性を明らかにす
るとなっている
が，システム整
備以前に見直し
再編成や台帳
整備を行う必要
がある。

5

道路法によ
り義務づけ
られてい
る。

3

電算での管
理システム
の導入によ
り向上が見
込まれる。

3

電算での管
理システム
の導入によ
り初期投資
費用がかか
るが，導入
後はコスト
縮減が望ま
れる。

5

道路法の規
定により義
務づけられ
ている。

5

道路法の規
定により義
務づけられ
ている。

3

道路法の規
定により，閲
覧に応じる
義務があり，
路線確認な
ど窓口業務
も多々ある。

24 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

電算での管理
システムの導
入により管理
が容易になる。
また，窓口業務
も迅速に対応
できるが，市道
の再編等の課
題を解決する
必要がある。

要
改
善

課題認識の早
期解決と費用
対効果を検証
し，システム整
備の方向性を
明らかにする。

64／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

路面補
修件数

件 453 489 255 除草面積 ㎡ 1,688 1,923 2,000

　　除草
作業率

% 31 35 36

要望会 回 5 4 4 改良率 ％ 89 91 91

関係機
関等との
協議

回 2 2
関係機関
等との協
議

回 2 2

説明会
の開催

回 38 14 20

設計協議
書，又は
再設計協
議書調印
地区数
（年度内
数値）

地区 3 6

新規に用
地協議が
整った地
区数

地区 3 3 4

新規着工
地区数

地区 2 2

9
 
 

事
業
の
迅
速
化

1
9
年
度
当
初

取
組
の
拡
大

1
9
年
度
当
初

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

1
9
年
度
予
算

活
動
内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

245

246

247

248
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道路補修
業務（謝
礼）

42,677

市道除草委託路線以外の除
草を地域の団体等で行い，
それに対する支援制度。（謝
礼金：２０円/㎡）
ただし，地元除草における怪
我への対応として，市が普通
傷害保険に加入する。

平成１７年度は，４８９件，　４
０，３４７千円の支出があっ
た。
傷害保険については，該当
が無かった。

◎高齢化・少人数のため地
元で対応が難しい地域が
増えつつある。
◎実績により支払うため，
予算管理が難しい。
◎集落から離れ交通量の
少ない箇所は除草が行届
いていない。
◎多件数でかつ完了確認
に手間がかかり，謝礼金の
支払いが遅れる。
◎市道利用者の意識改革
が必要である。

市
民
及
び
市
道
近
隣
の
地
域
団
体
・
市
道
利
用
者

安全で良好な道
路環境づくりと道
路保全・美化の向
上をめざす。

地域団体の路面
補修（除草等）に
対し，その謝礼金
（年間２回を限
度）を支払う。

前年度は民間
委託を含めて
効率的な業務
推進をのあり方
を検討すること
としている。
これを踏まえ
て，「市民参加
による道路美化
の推進」につい
てモデル地区
の選定・実施を
行うこととしてお
り，準備を進め
ている。

3

地域によっ
ては，高齢
者が多く，
地元住民に
よる作業が
困難になっ
ている。

3

面的な対応
体制を検討
する。

3

県のマイ
ロードシステ
ムのような
ボランティア
活動へ移行
できれば，コ
スト縮減が
望めるが，
現実的には
行政への依
存度が高
い。

3

基本的に
は，市の管
理施設であ
る。

4

自治組織形
成による主
体的な活動
が不可欠。

4

道路管理者
である市が
刈るべき等
の意見があ
る。

20 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

主に地域住民
が利用する道
路については，
除草を含めた
維持管理を地
域で対応する
システムを検討
する。

要
改
善

地域に密着し
た道路はでき
る限り地元が
管理する体制
を整える。ま
た，事業費を
抑えるための
単価見直しを
検討する。

あ
ん
し
ん
建
設
室

第
5
 

環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

府中世羅
三和線整
備促進期
成同盟会
に関する
こと

184

　主要地方道府中世羅三和
線の整備促進を図るため，
三次市・府中市・世羅町（甲
山町・世羅町・世羅西町）の
市町長，議会議長が構成員
となり，県や県議会に対して
事業促進を要請する要望活
動を展開している。
　事務局は，会長の世羅町
に置かれている。
現況は，府中市・三次市は改
良済み，世羅町は８３．５％
の改良率である。全体での
改良率は８７．４％である。

合併に伴い，会員数が減
少する中，要望活動を負担
金に頼っている現状であ
り，負担割合が増大してい
る。
一方改良も進み，府中市に
おいては完了。三次市も完
了し平成１８年度中供用開
始予定となっている。

利
用
者
や
沿
線
住
民

当該道路の整備
促進を図る目的。

提案活動。 市域を越えた広
域幹線道路で
あり，現時点で
は権限移譲を
求める路線で
はない。

5

整備率の向
上に繋がっ
ている。

3

期成同盟会
による，要
望が行われ
れば一定の
成果が期待
できる。

2

期成同盟会
による要望
会のあり方
について
は，会員数
が少なくなっ
た為検討す
る必要があ
る。

5

市が関わ
り，関係団
体が連携を
取る。

3

例え社会的
な必要性は
認知されて
いなくても，
事業への影
響やニーズ
はある。

3

期成同盟会
への関心度
は低くても，
事業に対す
る期待感や
ニーズは高
い。

21 C
未
実
施

要
改
善

事
業
縮
小

中間点の世羅
町における改
良が進んでい
ないため，今後
も３市町が連携
して本同盟会
による要望を
継続し，早期完
成を図る。とり
わけ，三和町と
吉舎町を結ぶ
世羅町区間の
改良は，本市
にとって重要で
ある。

事
業
縮
小

従来の改良要
望のみの活動
を改め，政策
提案を主体とし
た活動に移行
する。

管
財
室
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よ
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隣市との
境界確認

1,418

　本市の境界については，安
芸高田市と接する一部が決
定しておらず，両市の面積
も，国土地理院において「便
宜上の概算数値」として公表
されている。
　境界が確定できなかった理
由は，当該区域において境
界紛争が起きていたためで
あるが，本件に係る裁判は
平成14年１月に結審してい
る。
　本来は，旧三和町と旧甲田
町によって整理されるべき事
項であったが現状のまま今
日に至っている。したがっ
て，実際には境界が決定で
きる状況にあることから早急
に所定に事務を履行する必
要がある。

　広島県及び安芸高田市と
の境界決定に係る事務や
議会対応（同時期の議決
要）等の早期の協議・調整

三
次
市

（
三
和
町

）
と
安
芸
高
田
市
の
境
界
未
確
定
部
分

　境界の確定事
務を行う

　①境界決定確
認(支所との連携)
　②市議会での
議決
　③広島県への
申請

安芸高田市と
の協議を開始

5

安芸高田市
との協議を
開始したこ
とで，決定
に係る手続
きを進める
ことができ
る。

5

協議を進め
ることにより
成果が見込
まれる。

5

　コストはほ
とんど見込
まれない

5

　地方自治
法に規定さ
れる事務

5

　公共工事
等の円滑な
事業実施及
び市の正式
な面積の決
定及び公表
等社会ニー
ズは極めて
高い

3

市有財産の
管理・運用
等市民ニー
ズがある

28 A
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

市の境界決定
（変更）は，地
方自治法でも
規定される事
務で当該案件
が発生した場
合は速やかな
事務処理が
必要である。ま
た，未決定状
態のままでは，
所有地の地籍
や地権者の管
理・運用に，ま
た国・県の市町
村事務等に影
響を及ぼすこと
になる。

要
改
善

早急に解決し
ていく。

あ
ん
し
ん
建
設
室

第
6
 

都
市

１
州
都
へ
の
道
の
り

(

3

)

広
域
交
通
網
の
充
実

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

尾道松江
線事業の
促進

7,110

　設計協議や再設計協議に
関し，国・県等との計画・関連
事業の推進等に関する折
衝・協議調整，庁内関係部局
との事業工程・管理区分等に
関する調整，対策協議会と
の折衝，関係者との個別協
議等。
　用地買収に関し，県用地事
務所等との工程・推進方法
等の協議調整，地権者会と
の折衝，地権者との個別協
議，家屋移転者の移転先の
確保に関する調整や物件調
査等。
　盛土場，工事用道路，流末
排水等，派生的事業にかか
る関係機関・地域住民等との
調整，折衝等
　平成１７年度は，設計協議
未了１地区の協議，計画変
更に伴う再設計協議５地区，
新規５地区の用地協議，新
規着工２地区の協議等を進
めた。

１　工事の本格化に伴うトラ
ブルや地域からの苦情・要
望に対し，速やかで的確な
対応が必要となる。　２　設
計協議の合意事項・懸案
事項で未了のものが多数
あり，整理と実施を要す
る。　３　関係事業・他事業
との事業年度や実施方法
の調整を確実に行いきる。
４　国・県・関係部局との調
整を行い，側道・水路等の
管理区分や整備の詳細条
件等を明確にしておく必要
がある。　５　暫定２車線で
の整備となるため，買収済
み残地の除草等の管理が
適正に行われるよう監視す
る。　６　各インターチェンジ
やパーキングエリアを充分
活用する方策を立てる必要
がある。

中
国
横
断
自
動
車
道

「
尾
道
松
江
線

」

１　本市と市民に
とって真に有用な
計画とする。
２　本事業による
沿線住民や地権
者への悪影響を

小限に抑えると
ともに，側道等の
関連事業による
生活環境の改善
を図る。
３　円滑な事業推
進による早期完
成を目指す。

１　国，県等との
計画・関連事業等
に関する折衝・協
議調整
２　市関連事業の
推進及び築造物
の管理等に関す
る調整
３　対策協議会・
関係者等との折
衝・協議調整
４　地権者会・地
権者との折衝・協
議調整

結果的には，計
画の決定や解
決が遅れてい
た事項の多くを
解決した。
しかしながら，
職員の減少に
伴い，細かい協
議等に係わる
時間が減少し，
処理にも時間を
要する傾向が
生じており，こ
れによりトラブ
ルが生じたり関
係者の信頼を
損なう恐れがあ
る。

5

１　市や周
辺地域に
とって，計画
の有効性を
高めること
ができた。
２　市事業
等との調整
により，円
滑な事業推
進を進める
ことができ
た。
３　市が加
わることで
地域住民や
地権者から
の信頼性が
高まり，円
滑で速やか
な進捗が得
られた。

3

遅れていた
計画の決定
や課題の解
決に関与
し，事業の
進捗に目処
を立てること
ができた。
しかし，総じ
て事業へ関
与する時間
の確保が困
難になって
おり，処理
に時間を要
する傾向に
ある。
将来のトラブ
ル防止のた
め，市が個
別の協議に
係わり国土
交通省等関
係機関を誘
導する必要
がある。

5

上記有効性
を高めるた
めには，職
員が関与す
る機会や時
間を増やす
必要があ
る。

5

１　側道等
の計画につ
いて，整備
水準や将来
の管理面を
含め，市の
考えを反映
できる機会
である。
２　地域住
民，地権者
から信頼を
得て円滑な
推進を図る
ためには，
市が加わら
なければな
らない。

5

地域の実情
に詳しく，地
元調整に際
しての有効
性から，関
係機関から
市の積極的
な関与を求
められてい
る。

5

他の機関の
職員は異動
で居なくなり
信用できな
いとの地元
感情があり，
市が証人と
なり約束を
完遂すること
が求められ
る。

28 A
未
実
施

事
業
拡
大

事
業
拡
大

事業の信頼性
を高め，関係す
る諸課題を解
決するために
は市の全面的
な関与が求め
られている。
早期開通を図
るためには迅
速な課題解決
が必要であり。
また，長期の事
業であるため
経緯等に精通
する必要があ
る。これらのこ
とから，本事業
に係わる時間
を確保すること
が求められる。

要
改
善

地元調整を図
り，住民理解
の上，早期開
通を図る。

65／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

地元説
明会

回 4 2
実施方針
策定進捗
率

％ 50 80

事業説
明会

回 1 3

コンテン
ツ更新回
数

回 160 200 240

サイト閲
覧件数
（トップ
ページ）

件 250,000 260,000 300,000

発行部
数

部 307,500 306,000 306,000 発行部数 部 307,500 306,000 306,000

申告デー
タ数

件 22,000 21,050 21,050
申告デー
タ数

件 22,000 21,050 21,050

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

1
9
年
度
予
算

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

９
　
事
業
の
迅
速
化

1
9
年
度
当
初

2
 

徹
底
し
た
情
報
公
開

1
9
年
度
当
初

249

250

251

252

政
策
担
当

第
6
 

都
市

１
州
都
へ
の
道
の
り

(

6

)

都
市
の
中
枢
・
拠
点
機
能
の
強
化

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

三次駅周
辺整備事
業

7,850

新市のエントランスとしての
都市機能の充実と，魅力と賑
わいのあるまちづくり。三次
駅前の国道183号の拡幅４車
線化（県事業）にあわせて，
交通拠点機能の充実である
「交」を中心に，「遊」と「住」
の機能の集積を図り，都市
の顔としての賑わいと魅力あ
る空間を創造する。

整備区域の確定と用地買
収。整備手法，内容の確
定。民間事業者との事前調
整。

市
民
，
駅
周
辺
住
民
，
観
光
客

交通機能，アメニ
ティ機能，居住機
能を一体的に整
備し，三次市の玄
関口としてふさわ
しい賑わいのある
拠点施設づくりを
行うことで，交通
機関の乗換え等
の利便性向上を
目指す。

PFI方式の導入を
検討し，施設整備
を行う。
交通拠点施設の
整備（JR，路線バ
ス，高速バス，タ
クシー等）を行う。

平成17年度は，
①民間事業者
の意向確認。②
PFI可能性検討
調査（施設計画
の検討）などを
実施した。
平成18年度は，
①土地利用計
画を策定する。
②用地買収に
ついては，租税
特別措置法の
適用を受けるよ
う対応する。

3

地元説明会
を開催し，
理解を得
る。

3

説明会を十
分に開催す
ることによ
り，地元理
解が深まる
余地があ
る。

4

説明会等に
出席する回
数が増加
し，コスト減
には中々つ
ながらない
と考えられ
る。

3

市の顔とし
ての玄関口
の整備であ
り，まちづく
りの観点か
らも公共性
があるた
め，市が実
施すべき内
容である。

5

駅周辺整備
は市にとっ
て大きな事
業であり，
地元住民や
市民にとっ
て関心が高
い事業でも
ある。

4

市民ニーズ
が高く，早期
整備が望ま
れる。

22 B

事
業
拡
大

事
業
拡
大

事
業
拡
大

駅周辺整備事
業は市にとって
のエントランス
であるとともに
顔となる場所を
整備する事業
であり，市や中
心市街地のま
ちづくりを考
え，実施するう
えで極めて重
要な事業であ
るため，整備事
業着手に向け
て推進する必
要がある。

要
改
善

市のエントラン
ス(玄関)整備
事業として，民
間活力の活用
を図りながら計
画的に事業を
実施していく。
また，国道183
号の拡幅工事
にあわせて市
道274号と中原
踏切の改良も
急がれる。

秘
書
広
報
担
当

第
6
 

都
市

２
高
度
情
報
化

(

1

)

情
報
発
信
都
市

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

ホーム
ページ運
営

7,090

市の施策や取り組み、観光
情報やイベント等あらゆる情
報を掲載する三次市公式
ホームページの運営。リアル
タイムかつ詳細に情報を伝
達することができ、電子掲示
板や各部署メールアドレスの
公開・リンクで広聴活動もあ
わせて行う。更新作業は原
則、当該業務の担当部署が
ページを作成し、秘書広報担
当において 終公開作業を
行う。

部署により情報の更新頻
度や内容に格差があり、情
報密度の不均一を是正す
る必要がある。

市
民

、
市
内
事
業
所

、
近
隣
自
治
体

、
三
次
市
に
縁
の
あ

る
方

、
三
次
市
に
関
心
の
あ
る
方

市の情報を分か
りやすく伝え、市
政に関心をもって
いただき、まちづ
くりに積極的に参
加していただくこ
とを目指す。

三次市の市政・観
光・福祉情報をは
じめ、市民生活と
市政運営に関わ
る情報を公開す
る。

コンテンツ管理
システムを導入
し、更新作業の
分散による更新
頻度の向上と
内容の充実を
図った。また、
アクセシビリティ
チェックを、シス
テムを使用して
行うことで、専
門知識がない
職員であっても
容易に適切なコ
ンテンツ制作が
できるように
なった。

5

「協働のま
ちづくり」を
支える市政
の情報開示
のための基
礎資料とし
て、主要施
策などをは
じめ、観光
情報や市民
生活に関わ
る情報を網
羅する。 3

さらなる内
容の充実が
必要であ
る。

4

システムは
リースにより
使用するた
め、さらなる
削減は難し
い。

5

市の概況や
市政の情報
を不特定多
数に対して
常に広く開
示すること
は行政の責
務であり、住
民福祉の向
上やまちづく
り参加の推
進はもとよ
り、三次市
の経済活性
化において
も必要不可
欠である。

5

積極的な情
報開示と適
切な情報伝
達は事業
者・市民とも
市に求めら
れている
サービスで
ある。

5

生活全般に
関わる情報
を適宜提供
することは市
民にとって必
要不可欠で
ある。

27 A
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

ホームページ
上で住民アン
ケートを実施す
ることにより、
ホームページ
の改善につな
げることができ
る。
外国語版や携
帯電話版の
ホームページ
の整備し、利便
性の向上を図
ることができ
る。

要
改
善

ホームページ
に対する利用
者の声を充分
に把握しリアル
タイムで詳細
な情報が得ら
れる使いやす
いホームペー
ジを構築するこ
とが大切であ
る。(アクセス
数が確認でき
るシステムと定
期チェック実
施)

秘
書
広
報
担
当

第
6
 

都
市

２
高
度
情
報
化

(

1

)

情
報
発
信
都
市

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

市広報紙
の発行事
業

46,602

「広報みよし」25,500部を，毎
月１回，住民自治組織および
シルバー人材センターを通し
て市内全世帯と希望する事
業所へ配布している。
行政情報を市民に伝え，世
論を市政へ反映させるため
の媒体として，24～28ページ
を基本に，中身の濃い情報
をコンパクトに掲載する。
ホームページにも，全ページ
をＰＤＦファイルで掲載してい
る。

ページ数の圧縮のため特
集記事が「お知らせ記事」
を補完するものとなってい
る。お知らせ記事は簡略化
してホームページに詳細を
載せるなど，媒体による
「情報の住み分け」を行い，
特集記事は政策的な事柄
や問題提起型とできるよう
紙面の見直しが必要であ
る。

市
民
，
市
内
事
業
所
，
近
隣
自
治
体
，
三
次
に
縁
の
あ
る

方
，
三
次
に
関
心
の
あ
る
方

市の情報を分か
りやすく伝え，市
政に関心をもって
いただき，まちづ
くりに積極的に参
加していただくこ
とを目指す。
身近な話題やイ
ベントなどの情報
も掲載し，お年寄
りから若者まで読
めるものを発行す
る。

行政の「お知らせ
記事」だけでなく，
市内のできごと，
地域の取り組み
などを載せ，協働
のまちづくりへの
機運を高める。
巻頭には特集記
事，裏表紙はシ
リーズで「みよし
の匠」を紹介し，
三次市に関心を
持ってもらう。

市民で構成す
る「みよし広報
会議」を設置
し，紙面の検証
を行うとともに，
「市民が創る紙
面」として委員
が作成するシ
リーズコーナー
に取り組んでい
る。配布方法に
ついては，住民
自治組織に①
住民自治組織
②シルバー人
材センターいず
れかへの業務
委託を選択いた
だき，配布に係
る経費を節減し
た。

5

「協働のま
ちづくり」を
支える市政
の情報開示
のための基
礎資料とし
て、主要施
策などをコ
ンパクトにま
とめて伝え
た。

4

全世帯への
配布は達成
している。

4

配布につい
ては業務委
託方式へ移
行したことで
削減を達成
し、印刷製
本について
は読みやす
さを重視し
た業者選定
をプロポー
ザル方式で
行い、デザ
インに加え
価格につい
ても採点項
目とし、経費
の削減を
図った。

5

市政の情報
を住民に公
平に提供す
ることは行
政の責務で
あり、住民
福祉の向上
やまちづくり
参加の推進
に必要不可
欠である。

5

積極的な情
報開示と適
切な情報伝
達は事業
者・市民とも
市に求めら
れている
サービスで
ある。

5

生活全般に
関わる情報
を適宜提供
することは市
民にとって必
要不可欠で
ある。

28 A

現
状
維
持

現
状
維
持

要
改
善

全世帯へ配布
できる広報紙
はなくてななら
ない情報伝達
手段である。子
どもからお年寄
りまで分かりや
すく興味を持っ
て読める情報
紙にするため，
紙面の見直し
を行う必要があ
る。

要
改
善

広報紙は確実
に市民周知で
きる広報媒体
であるがタイム
リー性に欠け
る。ホームペー
ジや放送媒体
など即時性を
持つものとの
効果的な使い
分けについて
の整理が必
要。

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
準
備
室

第
6
 

都
市

２
高
度
情
報
化

(

1

)

情
報
発
信
都
市

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

情報処理
（申告受
付支援シ
ステム）

10,331

毎年実施される住民税申告
受付事務の効率及び迅速化
を目的とし，合併前の旧町村
（現支所）で平成１４年～１５
年にかけて
旧情報センター組合を経由
し，（社）岡山中央総合情報
公社製のシステムが導入さ
れ，現在も引続き運用してい
る。
平成１７年度の申告としては
約２１,０５０件（７支所分）の
入力が行われた。システムの
主な機能は，前年の申告基
礎データの閲
覧や，申告書，収支内訳書
の印刷等がある。さらに，申
告受付前に事前調査事項を
受付基礎データとして入力す
ることにより，
会場での申告受付時間の短
縮が可能となる。

新基幹システムは平成１９
年度稼動予定であるが，今
年度の申告受付は現行シ
ステムで行うのか，又は新
システムを使うか。
時期よっては，移行データ
の内容が異なることが考え
られるため注意を要する。

地
方
税
法
３
１
７
条
の
２

（
市
町
村
民
税
の
申
告
等

）
及

び
三
次
市
条
例
第
３
６
条
の
２

（
市
民
税
の
申
告

）
に
該

当
す
る
住
民
と
，
課
税
賦
課
業
務
に
従
事
す
る
職
員

住民税申告受付
事務及び関連情
報処理業務の効
率化及び迅速化
（申
告会場での受付
時間の短縮化を
含む）

各受付会場にお
いて，クライアント
サーバ方式のパ
ソコンシステムを
用いて申告受付
を行う。また，事
前及び事後に，
申告基礎データ
や
課税データをホス
ト系システムと連
携させる。

新システムへの
移行により，当
システムが統一
(旧三次市は現
在別シス
テム)され，効率
的な運用を見
込んでいた。

5

実受付時間
の短縮等，
目的達成へ
の貢献度は
極めて大き
い。

4

従来の紙を
主とした申
告受付方法
に比べ，成
果は実感で
きるものの，
日々の技術
革新により，
現システム
では不十分
な部分も，
新システム
導入等によ
り改善され
る可能性が
見込める。

4

現システム
のソフト保守
経費は，昨
年度から無
償となり，他
の経費は例
年ほぼ一定
であり，現
状でも安価
と思われ
る。しかし，
新システム
の導入や運
用方法及び
新基幹シス
テムとの連
携等の賦課
事務を総合
的に検討す
ることによ
り，コスト削
減の可能性
はある。

2

基本的には
閉鎖的ネット
ワークのパ
ソコンシステ
ムであり，シ
ステム管理
や保守の外
部委託は可
能と思われ
る。ただし，
それらはシ
ステム提供
元の協力体
制によるとこ
ろであるが，
現在の状況
では不可能
である。

5

県内の他市
の状況につ
いても，申
告受付事務
は，電算シ
ステムを導
入している
ところがほ
とんどであ
る。それら
は市町村合
併による受
付者数の急
増も起因し
ていると考
えられ，申
告受付事務
の電算化は
必須と思わ
れる。

5

申告受付支
援システム
の操作を行
うのは市職
員であり，シ
ステムを使
用するのに
関して市民
に負担は発
生しない。そ
のため，市
民の認知度
は低いと思
われるが，そ
の目的及び
成果から，必
要性は極め
て高いと判
断できる。

25 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

申告受付シス
テムは，必要性
が高く使用効
果も期待できる
が，現状では
本庁システムと
支所システム
が別々のもの
であり，この度
の新基幹シス
テム構築を機
に，統一された
システムとな
り，さらに利便
性の向上を図
る必要がある。

要
改
善

新システムへ
の移行を確実
に行うとともに
利便性の向上
を図る。

66／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

基幹シス
テム導入

式 1 1

基幹シス
テム調達
仕様書等
作成

式 1

基幹業務
システム
の調達

式 1

介護保険
システム
の運用開
始

式 1

端末台
数

台 600 610 610
ポータル
アクセス
件数

件 415,000 1,114,098 2,000,000

.

光伝送
路による
接続施
設数

（箇
所）

166 168 169

ウェブ
ページの
ページカ
ウンター

（件） 250,000 260,000 300,000

ウェブ
ページの
更新回
数

（回） 160 200 240

ＴＶ会議
システム
会議開催
数

（回） 4 8 15

イベント
中継の
実施回
数

（回） 20 16 20

イベント
中継の閲
覧実施施
設数（延
べ数）

（箇
所）

900 700 900

加入促
進

人 3,000 1,500 2,500 加入促進 人 3,000 8,500 2,500

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

加
入
促
進
の
拡
大

1
8
年
度
中

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

253

254

255

256

情
報
室

第
6
 

都
市

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

基幹業務
系システ
ム見直し

25,235

平成１６年４月の合併によ
り，旧市町村における住民情
報系基幹業務システムにつ
いては，旧広島県北情報セ
ンター組合のシステム（旧レ
ガシーシステム）に統合し運
用しているところであるが，
各業務間でのデータ連携が
難しく，また制度改正への対
応等機能改善等の作業負荷
も少なくない。
このため，各種業務間データ
の連携強化による行政事務
の効率化及び住民サービス
の向上を図ることを目的と
し，基幹系業務システムの再
構築を実施するものである。

平成１９年４月の稼働を目
指し，業者決定後はシステ
ム開発，データ移行，職員
研修等を実施し，スムーズ
なシステム移行を実施する
必要がある。

市
民
及
び
三
次
市
職
員

各種業務間デー
タの連携強化に
よる行政事務の
効率化及び住民
サービスの向上
を図ることを目的
とする。

情報処理システ
ム準備室のシス
テム（旧レガシー
システム）を全面
的にリプレースす
る。

―

4

基幹システ
ムで導入す
る業務の担
当室と協議
を行い詳細
を詰めるこ
とにより，精
度の高いシ
ステム調達
仕様書が作
成できた。

3

調達業者決
定後，シス
テム開発に
係る協議，
データ移行
作業及び研
修等関係部
局との連携
を強化する
ことで，成果
の向上が大
きく期待でき
る。 3

原則，パッ
ケージ対応
とし，極力カ
スタマイズを
しないでシ
ステム調達
をすることに
より，コスト
は削減する
ことが可能
である。

3

市の基幹的
業務に必要
なシステム
の導入であ
り，市でなけ
ればできな
い業務であ
る。ただし，
導入後のア
ウトソーシン
グは検討の
余地があ
る。 4

各種業務間
データの連
携強化によ
る行政事務
の効率化を
おこなうこと
により，より
スムーズな
対応が可能
になるた
め，社会的
ニーズは高
い。 4

ワンストップ
サービスや
住基カード
の多目的活
用などを視
野に入れ導
入を進めて
おり，市民
ニーズは高
い。

21 C
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

基幹システム
の導入及び導
入後の安定的
稼働までは，関
係部局との連
携強化が必要
であり，事業拡
大傾向にある
と判断する。

要
改
善

事務の効率
化，サービス
の向上につな
がるよう，関係
部局と連携し
て進める。

情
報
室

第
6
 

都
市

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

行政ＬＡＮ
運用事業

68,866

グループウェア（行政情報
ポータル，共有フォルダ，メー
ル，予定表の共有等）を利用
し，職員相互の情報共有及
び情報伝達の迅速化を図
る。

グループウェアの改良を行
うことにより、情報の共有
化・情報伝達の迅速を更に
強化する。

三
次
市
職
員

グループウェア
（行政情報ポータ
ル，共有フォル
ダ，メール，予定
表の共有等）を利
用し，職員相互の
情報共有及び情
報伝達の迅速化
を図る。

グループウェアの
改良
①行政情報ポー
タルの改良
②共有フォルダ
（ファイルサーバ）
の改良

　共有フォルダ
の各業務対応
を実施した。（ア
スベスト調査，
実施計画，）
　情報ポータル
へのチャレンジ
ングウェーブ０
６メンバーの情
報共有ページ
作成を行った。
ＬＣＳ（ライブコ
ミュニケーション
サーバ）構築に
より，職員間で
のデータの送受
信及びメッセー
ジの交換にメー
ルを使用しなく
ても行えるよう
になり，メール
サーバの負荷
軽減及び２ＭＢ
以上のデータの
送受信が可能
となった。

3

　目的に対
し，ある程
度は成果は
出ているも
のの，今後
はグループ
ウェアの新
しいシステ
ムの導入及
び行政情報
ポータルの
カスタマイ
ズを行うこと
により，情
報の共有
化・情報伝
達の迅速化
を図る等職
員のニーズ
に対応する
必要があ
る。

3

　目的に対
して十分成
果は出てい
るが，さらに
利便性を向
上させる必
要がある。
　①ポータ
ルの改良
　②共有フォ
ルダの改良

5

　システム
の維持費は
経常的経費
であるた
め，コスト削
減は困難で
あるもの
の，業務委
託内容の精
査を行い，
費用対効果
を高める必
要がある。 5

　職員相互
の情報共有
及び情報伝
達の迅速化
を図ることが
目的である
ため，市が
実施する必
要がある。

5

　ＩＴに関連
した法律の
施行やe-
Japan，u-
Japan計画
など国の方
針であり，
社会的に極
めて必要性
が高い。

3

　直接的に
市民には関
与しないが，
この事業は
情報共有，
情報の迅速
化を目指し
ており，迅速
な事務事業
が執行でき
ることによ
り，市民に対
するサービ
ス向上につ
ながる。

24 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

グループウェア
（行政情報ポー
タル，共有フォ
ルダ，メール，
予定表の共有
等）を利用し，
職員相互の情
報共有及び情
報伝達ができ
るよう一定の仕
組みはできて
いるが，更に改
良（一時的対応
を含む）を加
え，利便性を向
上させる。

要
改
善

効率的で利便
性のあるもの
として利活用を
進める。

情
報
室

第
6
 

都
市

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

地域イン
トラネット
活用

99,071

　平成１６年４月１日の市町
村合併により，行政サービス
の範囲が広域化し，住民
サービスの低下や世帯数減
少による集落機能の低下が
懸念されるため，速やかな行
政相談や行政情報の提供が
可能な手段を確保する必要
がある。
　また「みよし百年物語（三次
市総合計画）」においても，
「情報ネットワークによる生活
情報の提供」を掲げており，
超高速通信ネットワークを活
用し，情報提供に取り組むこ
ととしている。

提供する情報の内容につ
いて，市民ニーズに対応し
たものとなること，さらに，Ｔ
Ｖ会議システム等地域イン
トラの持つ機能や利便性を
アピールし，利用の向上に
努める必要がある。

市
民
及
び
三
次
市
に
関
心
の
あ
る
方

　インターネットを
通じて行政情報
の収集をより身近
にできるようにす
るとともに，ＴＶ会
議システムにより
各種相談業務を
実施する。

①ウェブページに
よる，行政情報・
子育てに関する
情報を提供する。
②ＴＶ会議システ
ムにより，各種相
談業務を実施す
る。また，利用者
間の交流を図る。
③キオスク端末
により，観光・イ
ベント情報を提供
する。
④教育支援シス
テムによって，学
校間交流等を図
る。

市のホーム
ページへの情
報提供が柔軟
に行える仕組
みや利用し易さ
を向上させるた
め，コンテンツ
マネジメントシ
ステムを導入
し，各種行政情
報発信の機能
を強化を図っ
た。 3

当初の目的
どおりに，
ネットワーク
構築を行っ
た。

4

この事業に
より，ネット
ワーク基盤
の整備は一
定水準に達
したと考えて
いるが，住
民サービス
の展開に不
可欠なソフト
ウェア（=シ
ステム）部分
の整備は始
まったばか
りであり，現
状では不十
分である。
今後，意欲
的な整備が
必要であ
る。

4

他の電気通
信事業者が
整備した高
速アクセス
回線では，
合併した三
次市内を網
羅し得る
サービスが
ないだけで
なく，回線速
度の向上を
簡易・短期
に行うことが
できず，独
自で回線を
敷設しネット
ワークを運
営すること
は大きなメ
リットがあ
る。

3

市の業務と
して法律とし
ての定めは
ないが，国
の「ｅ－ＪＡＰ
ＡＮ戦略」に
おいても電
子自治体の
構築は重点
政策と位置
づけられて
おり，積極
的に整備を
進めるべき
ものである。

5

行政圏域が
広域にわ
たっている
ことから，行
政サービス
提供のため
の手段の1
つとして，ま
た市民と行
政の情報共
有の基礎イ
ンフラとし
て，必要性
が極めて高
い。

5

中山間地域
や過疎地域
を抱える三
次市におい
ては，高速
通信回線に
対するニー
ズが高く，各
種事業にお
いて有用な
活用が期待
できる。

24 B
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

「電子自治体及
びｅ－ＪＡＰＡＮ
構想」に基づき
基本インフラの
構築を実施して
きた。現状で活
用できるサービ
スはインター
ネットの閲覧や
電子メール
サービスなど
の基本的な利
用しかできない
状況であり、住
民ニーズに対
応したサービス
への取り組み
が必要である。

要
改
善

利用実態の詳
細を把握し，機
能が十分に活
用できるようＰ
Ｒを含め，市民
に人気のある
システムとなる
よう改善を進
める。

情
報
室

第
6
 

都
市

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

地域情報
化事業
（ＣＡＴＶ
加入促
進）

18,015

市内全戸及び事業所を対象
に，放送と通信の事業を行
う。（一部農林水産省補助対
象事業＝Ｈ15～17）
伝送方式は，ＦＴＴＨ方式を採
用。行政が施設整備を行い，
第3セクター方式で管理・運
営を行う。（公設民営方式）
局舎は市防災センター2階。
全市を３地区に分けて段階
的に整備する。
加入促進は全域整備後も推
進する。

1期地区（旧三次市・布野
町）のさらなる加入の推
進。
2期地区（作木・君田・三和
町）の加入契約を支所を中
心に推進する。
3期地区（三良坂・吉舎・甲
奴町）の説明会を実施し加
入予約を推進する。

市
内
各
世
帯
及
び
事
業
所

デジタル高画質
映像の配信。高
速インターネット
で高度情報通信
社会に対応。ＩＰ
電話の普及によ
り新たなコミュニ
ケーション手段を
確保する。音声告
知放送により地
域のお知らせや
緊急情報を伝え
る（旧三次市の農
協有線放送の代
替措置）。情報過
疎からの脱却を
図る。

事業説明会
契約書書き方説
明会
加入促進戸別訪
問
加入予約申込受
付

地区説明会を1
年間で７０会場
で実施し1,600
人の参加。
年度末で約
6,900件の契約
をいただいた。
平成16～17年
度で業務委託
により農業技術
ビデオ（アスパ
ラ・黒大豆）を制
作した。
ＰＳＳ（ピオネッ
トサポートスタッ
フ）の研修を実
施し開局に向け
て撮影・編集技
術を研鑽した。

4

ＣＡＴＶ事業
の目的と
サービス内
容を理解い
ただいた。
ＣＡＴＶ事業
を映像を利
用して周知
した。

4

当該地域の
情報番組の
映像を交え
て説明した。
細かいサー
ビス内容が
確定したの
でさらに詳し
い説明がで
きた。

4

会場使用料
しか支出し
ていないの
で元々コス
トが低い。
小さい単位
の行政区で
説明会を実
施した。
共聴組合を
重点的に押
さえた。

4

市の主要施
策だあるの
で市が説明
すべき。
自治組織・
支所等の協
力も不可
欠。
地元出身職
員が地元を
回ったほう
が加入しや
すい。

契約書の書
き方説明会
はピオネット
の社員で行
う。

4

難視聴地域
が多いので
映像系は
ニーズが高
い。
通信系は民
間に期待で
きない地区
はニーズは
高い。
地上デジタ
ル放送に関
して関心が
高い。

4

難視聴地域
では極めて
ニーズが高
い。旧市の
市街地では
周辺部ほど
のニーズは
ないが，地
上デジタル
放送に関し
ては全域で
関心が高
い。
通信は民間
の伝送速度
が遅い地区
ほどニーズ
が高い。

24 B
未
実
施

事
業
拡
大

事
業
拡
大

市全職員の協
力を得て1期地
区の加入契約
を推進した。
布野支所では
地区内を全世
帯加入活動を
行った。
小集落単位で
説明会を実施
及び共聴組合
ごとに何度も説
明会を開催し
た。

事
業
拡
大

情報の発信・
共有・収集等を
進めるため，さ
らに積極的な
加入の促進に
取り組む。
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

施設整
備

km 375 582 450 施設整備 km 375 582 450

電子申
請システ
ム及び公
共施設
予約シス
テム導入

式 1 1 1

電子申請
システム
による申
請件数

件 ―

公共施設
予約シス
テムによ
る予約件
数

件 ― ― 2

電子入札
による入
札件数

件 7 272 3

課税台
帳ページ
数

ペー
ジ

156,722 157,969
課税台帳
ページ数

ペー
ジ

156,722 157,969

電子入
札実施
件数

件 7 272 330
電子入札
実施件数

件 7 272 330

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

事
業
の
拡
大

1
9
年
度
当
初

9
 
 

事
業
の
迅
速
化

1
8
年
度
中

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

257

258

259

260

情
報
室

第
6
 

都
市

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

地域情報
化事業
（ＣＡＴＶ
施設整
備）

1,930,876

市内全戸及び事業所を対象
に，放送と通信の事業を行
う。（一部農林水産省補助対
象事業＝Ｈ15～17）
伝送方式は，ＦＴＴＨ方式を採
用。行政が施設整備を行い，
第3セクター方式で管理・運
営を行う。（公設民営方式）
局舎は市防災センター2階。
全市を３地区に分けて段階
的に整備する。

引き続き事業費の削減に
努める。

市
内
各
世
帯
及
び
事
業
所

デジタル高画質
映像の配信。高
速インターネット
で高度情報通信
社会に対応。ＩＰ
電話の普及によ
り新たなコミュニ
ケーション手段を
確保する。音声告
知放送により地
域のお知らせや
緊急情報を伝え
る（旧三次市の農
協有線放送の代
替措置）。情報過
疎からの脱却を
図る。

施設整備
伝送路・システ
ム・宅内機器等の
整備
維持管理
既設伝送路の支
障移設等
サービス　　　　テ
レビ・インターネッ
トによる行政情報
の配信

予定どおり4月1
日に開局した。
計画どおり旧三
次市・布野町の
引込工事を実
施した。

4

旧三次市・
布野町の契
約者6,288
件の引込工
事を実施し
た。
開局に合わ
せシステム
を導入した。
想定した数
量の宅内機
器を購入し
た。 4

旧三次市・
布野町全域
で引込工事
を施工した。
開局までに
システムを
整備した。
予算に計上
されている
宅内機器を
購入した。

4

設計・入札
の段階でぎ
りぎりまでコ
ストを削って
いる。

5

コストがか
かるので民
間では市全
域の施設整
備はできな
い。
過疎地域を
含む中山間
地区では情
報インフラは
行政が行う
しか早急な
整備手法は
ない。

5

国・県・市の
基本施策に
沿った事業
で現在の
ニーズに合
致する。
高速通信網
の整備が求
められてい
る。
2011年地上
デジタル放
送への全面
移行までに
対応しなけ
ればならな
い。

4

難視聴地域
では極めて
ニーズが高
い。旧市の
市街地では
周辺部ほど
のニーズは
ないが，地
上デジタル
放送に関し
ては全域で
関心が高
い。
通信は民間
の伝送速度
が遅い地区
ほどニーズ
が高い。
全世帯を対
象とする事
業である。

26 B

事
業
拡
大

現
状
維
持

事
業
拡
大

平成15～16年
度はほぼ計画
通りに事業推
進ができてい
る。
システム整備
に費用がかか
るため、引き続
き総事業費の
抑制を図りなが
ら整備を進め
る。
平成17年度は
開局に間に合
わせるために
かなり無理が
あった。
平成18年度は
2期地区（作
木・君田・三
和）の整備を早
急に進める。

要
改
善

工事期間が
少となるよう計
画的に事業を
進める。併せ
てＣＡＴＶを
使ったサービ
ス充実のため
の改善につい
て常に取り組
む。

情
報
室

第
6
 

都
市

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

電子自治
体構築

18,152

各種申請及び届出等の行政
手続について，自宅や職場
等からインターネットにより手
続きを可能とすることでワン
ストップサービスを実現する
とともに，行政運営の簡素化
及び効率化を図るものであ
る。

前年度は，電子申請及び
公共施設予約システムに
ついて運用開始をしたもの
の，電子申請については６
業務，公共施設予約につ
いては，２施設と非常に少
ないため，今後は業務数及
び予約可能施設を増やして
いく必要がある。

三
次
市
民
等

ＩＴ技術を活用し，
事務処理の簡素
化及び効率化を
図るとともに住民
等の利便性の向
上を目的とする。

電子申請及び公
共施設予約シス
テムの導入

電子入札システ
ムのみでなく，
電子申請及び
公共施設予約
システムについ
ても導入を図
り，運用開始し
た。

3

システムの
導入によ
り，空室状
況の確認が
WEB上から
できることか
ら，予約申
込みがス
ムーズに
なっている
とともに，予
約管理が効
率的になっ
ている。今
後は，利便
性拡大に向
け，公開施
設数を追加
していく必
要がある。

3

今後は，施
設数及び申
請手続き数
を追加する
ことにより，
利用者の拡
大が予測さ
れる。

3

○電子申請
について
は，平成20
年には広島
県下の市町
が共同参加
する予定と
なっており，
参加市町が
増えれば負
担割合も減
少する。
○公共施設
予約システ
ムについて
は公開施設
数により負
担割合が決
められてい
るため，三
次市の新規
公開施設数
と他自治体
の施設追加
数に依存す
る。

5

市の行政手
続き業務の
電子化であ
る。

4

総務省が新
たに「IT新
改革戦略」
を策定し，
その中で行
政手続きに
かかる申
請・届出の
オンライン
申請率50％
が掲げられ
ており，電
子自治体の
推進が求め
られてい
る。

3

窓口，郵便
に加え申請・
届出手段の
拡大により，
申請者（住
民）の選択し
が拡大され，
外出が困難
な住民へも
申請の機会
が図られるこ
とになる。

21 C
未
実
施

事
業
拡
大

事
業
拡
大

地域イントラ等
によるＩＴ基盤
の整備が完了
し、今後はＩＴの
利活用を進め
住民サービス
の向上，行政
事務の効率化
を行うため、電
子自治体の構
築をさらに進め
る必要がある。

事
業
拡
大

市民サービス
の向上や行政
事務の効率化
のため，積極
的に事業を進
める。

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
準
備
室

第
6
 

都
市

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

情報処理
（台帳管
理システ
ム）

2,502

合併時に本庁と各支所で固
定資産税課税台帳（名寄帳）
の保管方法を検討した結果，
紙では保管スペース（現年
分，過年分）
の確保が困難であり，該当
者の検索が容易に行えるこ
とから，磁気データによる台
帳管理システムを導入した。
平成１８年度の賦課では，固
定資産税・住民税・軽自動車
税・国民健康保険税の各台
帳全体で１５７,９６９頁分を管
理している。
システムの機能としては，納
税義務者のカナ・漢字・基本
番号等による検索，画面で
の台帳表示，印刷，税額更
正時の修正入力
等がある。

今年度，新基幹業務システ
ムの導入があり，台帳管理
システムも新たな別システ
ムとなる予定である。現行
システムのデータを新シス
テムに移行できるかは現段
階では不明であるが，移行
不可能な場合，どのような
形で過年の台帳データを維
持するか検討を要する。

課
税
資
料
と
し
て
課
税
室
職
員
を
対
象
と
し
，
名
寄
帳
に

関
し
て
は
，
納
税
義
務
者
の

「
閲
覧

」
も
対
象
と
な
る

。

閲覧請求及び写
しの交付に際し迅
速な対応が可能
であり，台帳に修
正等が生じた場
合に変更入力が
可能であること。
また保管場所の
省スペースが計
れること。

クライアントサー
バ方式のシステ
ムにより，専用ソ
フト「Page Base」
を
使用して，ホスト
コンピュータでの
賦課データを変換
し取り込み，画面
表示・印刷・税額
更正時の入力を
行う。

行政チェックの
対象としては今
年度が初めて
のため，比較な
し。

5

目的は充分
達成してお
り，磁気
データとして
管理し「紙」
に印刷しな
いため，環
境問題にも
配慮されて
いる。

4

台帳管理と
してのシス
テム完成度
は高いと思
われるた
め，成果向
上の余地は
少ないと考
える。

4

次期新シス
テムでは，
基幹システ
ムと連携し
たものであ
るため，コス
ト削減の可
能性があ
る。

5

「課税台帳
の備付け」
そのものは
市の業務で
あるが，シス
テム運用管
理上の業務
であれば委
託すること
は可能であ
る。

4

自治体の各
業務が電算
処理されて
おり，その結
果を「紙」で
保存する必
要があるも
のと，そうで
ないものに
分けた場合，
この台帳は
必ずしも
「紙」である
必要はなく，
毎年度分を
長期に保存
し，保管ス
ペースの確
保を気にす
る必要がな
い，また地球
環境にもプラ
スになること
からニーズ
は高いと思
われる。

3

このシステム
は市職員が
使うもので，
市民の立場
からは，名寄
帳写しの交
付を受けた
時のみ，結
果を見れる
ものである。
しかし，この
システムの
果たす役割
からニーズ
はあると判
断できる。

25 B
未
実
施

未
実
施

要
改
善

課税台帳を
データで管理
する仕組み自
体は，目的・効
果・成果から総
合的に判断す
ると，満足でき
るものである。
しかし，今年度
の新基幹業務
システム構築
によって，賦課
システムとの直
接のデータ連
携をすること
で，より効率的
な運用を期待
するものであ
る。

要
改
善

情報の適切な
管理・活用に
努め，効率的
な処理を行う。

管
財
室

第
6
 

都
市

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

電子入札
業務

12,732

地域社会の基盤を支える公
共事業の重い社会的使命を
踏まえ，IT技術を活用するこ
とにより，行政サービスの向
上，行政事務の高度化・効率
化及び透明性を図るため，
電子入札と資格申請の電子
化に取り組み，一層の電子
自治体を推進する。

入札事務の効率化及び透
明性の向上は今後ますま
す求められる。しかしなが
ら現段階での電子入札は，
事業発注のあまりない業種
の業者や市外業者に電子
の応札者が少なく，事務の
効率性が十分に発揮され
ていない。このシステムを
共同利用する各公共団体
が共同して，利用登録を一
層推進する必要がある。

三
次
市
の
入
札
に
参
加
す
る
建
設
業
者
，
建
設
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
業
者
等

１．入札における
透明性の確保及
び公正な競争を
促進する。
２．入札参加者の
人件費・移動コス
トを減少させ建設
コストの縮減を図
る。
３．入札事務にお
いて，自動処理
が可能となり事務
負担が軽減され
る。
４．紙資源や，
人・物の移動によ
るエネルギー消
費が軽減される。

広島県内の地方
公共団体等が共
同で運営する電
子入札等システ
ムの利用による。
（理由：発注者側
のシステム開発
費の重複投資を
避ける。受注者側
の複数システム
対応のための労
力，コストの増大
を避ける。）

電子入札につ
いては，平成１
７年度におい
て，２７２件実施
した。平成１８年
度においては，
公共工事や測
量設計などの
業務委託は全
て実施する。

4

入札・契約
手続の電子
化は，電子
自治体シス
テムを構築
するための
十分な手段
となる。

3

公正な競争
を促進する
ことによる落
札率を低減
させる。電子
化により，紙
資源や人・
物の移動に
よるエネル
ギー消費が
軽減される。

3

人の移動や
書類作成の
費用が削減
される。

5

地方自治法
第２３４条第
１項に規定
されている
業務。

3

透明性・公
平性の一層
の向上。

3

入札・契約に
ついての情
報を公開で
きる。

21 C

現
状
維
持

事
業
拡
大

事
業
拡
大

三次市では，公
共工事の入札及
び契約という大
切なプロセスを
透明にするため
に「公共工事の
入札及び契約の
適正化の促進に
関する法律」の
制定に伴ない，
制度面や事務手
続き面での整備
を推進してきた
現在，技術面や
事務手続き面で
の切り札となるイ
ンターネットを利
用した電子入札
の普及を推進す
る必要がある。
平成１７年度に
は，かなりの件
数を実施した。
平成１８年度に
は全面導入する
予定である。

事
業
拡
大

全面導入す
る。

68／100
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合
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価

今後の方向性
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区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

研修回
数

回 2 2 2

職員によ
る故意の
不正アク
セス

件

データ及
びプログ
ラムの持
ち出し、
盗聴、改
ざん等

件

データ漏
洩

件

審議会
開催回
数

回 2 4 1

審議会へ
の諮問案
件のうち
答申を受
けたもの
の割合

％ 50 100 100

評価事
業件数

件 2 2 2
個人情報
保護に係
る啓発

回 1 1 1

研修会
等

回 2 3 3

地元協
議会開
催数

回数 3 7 5
事業進捗
率

％ 9 12 14

工事費 千円 62,411 126,735 143,410

地元協議
会出席人
数

人数 61 151 100

大規模
行為届
出

16 17 15
大規模行
為審査済
件数

件 16 17 15

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
中

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
中

6
 

職
員
の
意
識
改
革

1
8
年
度
中

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

261

262

263

264

情
報
室

第
6
 

都
市

２
高
度
情
報
化

(

4

)

個
人
情
報
保
護
対
策
の
強
化

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

セキュリ
ティポリ
シー普及
事業

283

　平成１６年度に策定した「セ
キュリティポリシー基本方針」
に基づいた具体的なセキュリ
ティ体制及び対策等につい
て規定し，職員のセキュリ
ティ意識の向上と統一を図る
ものである。
　　また，e-ラーニングによる
情報セキュリティ研修の積極
的受講を庁内に呼びかけ，
職員の情報セキュリティの基
礎知識等の習得を図る。

セキュリティ対策は全庁的
に取り組む必要があるが，
その実現のためにはセキュ
リティポリシー整備の重要
性を認知してもらう必要が
ある。様々な規程を策定す
るのみでなく実行してくこと
が重要であり，全ての職員
の理解と協力は不可欠とな
る。

三
次
市
職
員

職員のセキュリ
ティ意識の向上と
統一

情報セキュリ
ティー職員研修
情報セキュリ
ティーポリシー基
本方針・対策基
準・実施手順策定
及び職員への周
知

情報セキュリ
ティマネジメント
の目的，適用範
囲，経営層の関
与及び全庁的
に遵守すべき
基本原則を文
書化した「セ
キュリティポリ
シー対策基準
（素案）」の策定
に取り組んだ。
平成１８年度に
おいては，当該
基準を全庁的
に提示し，職員
のセキュリティ
意識の向上と
統一を図る。

3

平成16年度
に基本方針
を策定し、１
７年度は対
策基準の素
案を策定し
たところであ
る。
平成１８年
度以降にお
いては，対
策基準を制
定し，全庁
に周知する
必要があ
る。

2

セキュリティ
対策基準を
制定し，全
職員に周知
することで成
果向上を図
ることが可
能となる。さ
らに、今年
度は実施手
順書策定の
準備を行う。

4

セキュリティ
に関する研
修内容は専
門性が高
く，職員の
みでの対応
は困難であ
ることから，
研修の開催
について
は、業務委
託が必要で
あるもの
の，研修内
容等の精査
を行い，費
用対効果を
高める必要
がある。

5

住民情報を
取り扱う市と
しての立場
上，全庁的
に取り組む
べき課題で
ある。

5

住民情報を
取り扱う立
場上，セ
キュリティに
関する社会
的ニーズは
非常に高
く、今後もさ
らに高まる
ものと予想
される。した
がって，セ
キュリティ対
策基準を明
文化し、全
職員に対し
セキュリティ
意識を向上
させるよう
に啓発する
必要があ
る。

5

市民の個人
情報に関す
る関心が高
まっている中
で，住民情
報を取り扱っ
ている市とし
ては当然取
り組んでい
かなければ
ならない事
業である。

24 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

市民の個人情
報に対する関
心が高まって
いる中で、住民
情報を取り扱っ
ている市として
は当然、取り組
んでいかなけ
ればならない
事業であり、今
後、セキュリ
ティポリシーの
周知及び職員
研修を充実して
いく必要があ
る。

要
改
善

研修などによ
りマナーの向
上と意識啓発
を進める。

総
務
室

第
6
 

都
市

２
高
度
情
報
化

(

4

)

個
人
情
報
保
護
対
策
の
強
化

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

個人情報
保護制度
の推進

4,431

　個人の権利利益を保障し
市民の基本的人権を擁護す
るために，個人情報の適正
な取扱いが求められており，
これに応えることにより公正
で信頼される市政の実現を
図ることができるものであ
る。
　平成１７年度は，三次市個
人情報保護制度審議会を計
４回開催し，三次市個人情報
保護条例の全部改正につい
ての答申を得て，１２月に改
正条例の公布を行った。ま
た，個人情報の例外的な収
集等を行うことについて諮問
し，意見をいただくことで，個
人情報保護に係る適正な運
用と透明性の確保に努め
た。

　個人情報保護条例の適
正な運用を図るため，条例
の逐条解説を作成し，職員
に周知する。また，本市の
個人情報保護への姿勢を
市民をはじめへ内外にア
ピールするため，ホーム
ページへの掲載が必要で
ある。

　
市
の
実
施
機
関
，
市
民
及
び
民
間
事
業
者

　個人情報保護
の推進及び本市
の保有する個人
情報の適正な利
用と管理を行う。

　改正後の個人
情報保護条例の
適正な運用
　(個人情報ファイ
ルの届出や運用
状況の公表，市
民への意識啓発
等)

　個人情報保護
の新たな法令
に対応する三
次市個人情報
保護条例の全
部改正につい
て，個人情報保
護制度審議会
の答申を受けて
原案を作成し，
平成１７年１２月
議会で可決さ
れ，同月公布を
行うことができ
た。なお，改正
条例の施行は，
平成１８年４月１
日。

3

　個人情報
保護の新た
な法令に対
応する三次
市個人情報
保護条例の
全部改正条
例を平成１７
年１２月に
公布した。
　また，条例
改正に伴
い，ポータ
ルサイトに
より職員へ
の啓発も
行った。市
民への個人
情報保護へ
の啓発は広
報みよし（２
月号）へ掲
載したが，
十分とは言
えない。

3

　個人情報
保護の新た
な法令に対
応する三次
市個人情報
保護条例の
全部改正条
例を平成１７
年１２月に公
布した。

4

　委員報酬
以外はコス
トが直接か
からないた
め，コスト削
減を図れる
ものはな
い。

3

　市の責務
として個人
情報保護推
進と制度の
周知の必要
がある。

4

　昨年はＷｉ
ｎｎｙによる
行政・民間
企業の持つ
個人情報が
流出する事
態が多く発
生するな
ど，引き続
き個人情報
の保護に対
する社会的
ニーズは高
い。

4

　個人情報
の流出が多
発している
現在におい
て，市民から
も適正管理
を強く求めら
れていると
認識してい
る。

21 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　個人情報の
適正な管理の
実施と啓発及
び職員研修
に，今後も工夫
を加えて取組
む必要がある。

要
改
善

監理・研修・啓
発に改善を加
えながら取り
組む。

み
ら
い
都
市
室

第
6
 

都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

1

)

都
市
の
に
ぎ
わ
い
・
魅
力
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

みらさか
土地区画
整理事業

166,687

三次市の生活拠点の１つで
ある三良坂地区において，
馬洗川で分断されている下
郷地区と三良坂駅前の既存
商店街を結ぶ幹線道路の新
設に併せて両地区を一体的
に面整備し，駅前市街地の
再整備及び下郷地区の宅地
整備を行い，生活拠点機能
の強化に向けたまちづくりを
推進する。
（平成１７年度事業）
幹線道路への上下水道布設
工事，三良坂駅前線の舗装
工事，区画道路築造工事，
宅地整地工事，公共残土の
受け入れ促進，地元協議会
の開催

特色のあるまちづくりを推
進するため，長い間不在と
なっている地元協議会の会
長選出を早急に行っていた
だくよう地元調整を行い，
それを契機にまちづくりの
意識の共有を図る必要が
ある。また，事業に占める
市の負担の軽減をさらに図
る必要がある。

三
良
坂
町
内
の
駅
前
地
区
及
び
下
郷
地
区

馬洗川で分断さ
れている下郷地
区と三良坂駅前
商店街を結ぶ幹
線道路の新設に
併せて両地区を
一体的に面整備
し，駅前市街地の
再整備及び宅地
整備を行うこと
で，人口増及び
商業の活性化を
図り三次圏の拠
点機能を高める
まちづくりを行う。

道路や上下水道
などのインフラ整
備を行うとともに，
良好な宅地整備
を行う。

まちづくりの将
来像について
住民合意を形
成するため，地
元協議会を7回
開き，地区の魅
力作りのための
街路樹や歩道
インターロッキ
ング舗装などの
整備向上に取り
組んだ。

5

駅前地区と
川向こうの
下郷地区と
を一体的に
整備するこ
とができ，未
利用地の利
用促進を図
ることができ
る。

3

宅地の整形
化とともに幹
線道路の整
備などのイ
ンフラ整備も
一体的に行
うことができ
る。

3

事業計画の
見直しを進
めており，
平成18年度
も引き続き
市負担額の
軽減を図
る。

5

市が主体と
なって行う
事業として
認可されて
いる。

3

地方の景気
低迷が続く
なか，三次
圏の活性化
のために
も，三次市
中心部だけ
でなく周辺
拠点を活性
化させるこ
とで，三次
圏全体の元
気づくりを
担う。

3

三次圏で
は，開発業
者によるミニ
宅地造成が
行われてお
り，業者の造
成する宅地
と比べて魅
力あるまち
づくりを進め
ることで，三
次市中心部
から離れて
いても十分
に宅地需用
はあると見
込まれる。ま
た，駅前地
区の商店街
活性化にも
寄与する。

22 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

全体事業費に
対する市負担
の軽減を図る
ため，現在事
業計画の変更
手続き中であ
るが，事業の
円滑な推進の
ためにはさらな
る軽減を図る
必要があるた
め，他の国庫
補助メニューの
取り込みなどを
行う必要があ
る。

要
改
善

市有地部分の
有効活用とコ
ストの軽減を
図る。

み
ら
い
都
市
室

第
6
 

都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

県景観条
例に基づ
く大規模
行為の届
出に関す
ること

418

ふるさとをより豊かな人間と
自然との共存の場とし、活力
ある地域社会とするため、個
性豊かで潤いのある景観形
成は重要な要素であり、
旧三次市内においては、一
定規模以上の建築物や工作
物の新築、増築、改築、移
転、撤去、また外観の変更を
行う場合届出が必要とする
「大規模行為届出対象地域」
に指定されている。これによ
り、事業主から提出されるそ
の届出について、景観形成
基準への適合の合否を審査
し、必要な場合は指導等を行
う。
平成16年度、県からの事務
移譲を受け事務処理を実施
している。
平成17年度実績17件。

現在の景観形成基準にお
いては、明確な基準が設定
されておらずある程度の幅
を持った解釈による指導と
なるため、具体的な効果の
発現については十分とは
いえない。新たに制定され
た「景観法」との整合や現
在策定中の「景観計画」と
の調整等運用方法につい
て整理が必要である。ま
た、社会的な認知度も高い
とはいえない実情である。

大
規
模
行
為
　
　
・
高
さ
1
3
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る

、
建
築
面
積
1
千
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
（

工
作
物
含

）
の
新
築

、
増
築

、
改
築

、
移
転

、
撤
去

・
地
形
の
外
観
の
大
規
模
な
変
更
を
伴
う
鉱
物
の
掘
採
等

景観形成基準へ
の適合
・地域住民に親し
まれる形態、落ち
着いた色調の採
用
・できるだけの敷
地内緑化
・屋外照明の光量
の抑制

届出行為を審査
し、必要な場合指
導を行う。

広報・啓発活動
について、建築
パンフレットを作
成し市民へ向け
た広報・周知を
図った。

3

具体的基準
が定められ
ておらず、
積極的な効
果の発現に
はいたって
いない。

3

関係法令と
の連携強
化、調整を
行うことでよ
りいっそう実
効性のある
制度となる。

5

コストはほ
ぼかからな
い

5

都市計画、
まちづくりに
関わるもの
であり公共
性が極めて
高い。
特に、統一
的な基準の
運用が重要
であり市が
関与するこ
とが妥当で
ある。 4

ハード先行
型の社会発
展形態よ
り、ソフト面
の付加価値
を重視した
現在の社会
情勢から
も、社会的
ニーズは高
い。

3

良好な景観
の創造は、
住環境の向
上、豊かな
日常生活に
つながるた
め市民の
ニーズは高
い。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

「美しい景観の
形成」は本当に
魅力のある都市
の創造の重要な
要因であるが、
指導基準等が定
量化されていな
いため、十分な
実効性が発揮さ
れているとはい
い難い状況であ
る。平成17年度
において作成し
た建築パンフ
レットにて啓発を
行っているが、
今後はCATV、
HPと多様なメ
ディアを利用して
の広報も積極的
に行う必要があ
る。基準の見直
し提案について
は、現在策定中
である景観計画
との整合を取り
つつ進める。

要
改
善

更に制度自体
の広報・啓発を
行い，社会的
な認知度を高
める。

69／100
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（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

開発許
可申請
件数

件 2 3 3
開発許可
件数

件 2 2 3

宅地造
成許可
申請件
数

－ 11 15
宅地造成
許可件数

件 － 10 15

屋外広
告物許
可件数

件 213 266 280
屋外広告
物許可件
数

件 213 266 280

歴みち整
備延長

ｍ - 440 835
修景補助
の件数

2 1 3

違反建
築物パト
ロール

回 9 12
違反建築
物パト
ロール

件 - 39 50

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
中

9
 
 

事
業
の
迅
速
化

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

268

265

266

267

み
ら
い
都
市
室

第
6
 

都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

開発行為
許可／宅
地造成工
事許可

1,772

　都市の健全な発展と秩序
ある整備を図り、もって快適
な環境の整備と公共の福祉
の増進に寄与することを目的
とし、一定規模以上の建築物
の建築の用に供する目的で
行う土地の区画形質の変更
（開発行為）に対して、良好
な環境形成が図られるよう定
められた許可制度。
　平成17年度、「権限移譲」
により「県知事許可」から「三
次市長許可」となり、より地
域の実情に沿った指導や、
迅速な事務処理が可能と
なっている。
　平成17年度には開発行為
の許可申請は３件，宅地造
成工事の許可申請は１１件
受付けた。

　平成17年度から三次市に
権限移譲された事務であ
り、今後これまで以上の事
務処理の迅速化、地域実
情に即した指導等が求めら
れる。
　新規事務であり、正確性
確保のためのチェック体
制・効率的な事務処理シス
テムの構築、適切な指導を
行っていくための職員のス
キルアップが必要である、
また、引き続き制度自体を
広く市民に知ってもらうた
めの広報活動・啓発活動
等の実施が課題である。

個
人
や
民
間
事
業
者
が
行
う
開
発
行
為
及
び
宅
地
造
成
工

事 安全で良好な環
境整備

法令等の技術基
準に適合するよ
う、審査指導を行
う

前年度の行政
チェックにおい
て、「継続事業」
であり引き続き
業務を進める。
また、パンフレッ
トを作成し一般
市民を対象とし
た広報活動の
充実を図った。

5

許可につい
ては、技術
基準に
100％適合
しなければ
許可されな
いことから
も、目的達
成としては
100％といえ
る。

5

法令に基づ
く事務であ
る。

4

事務に係る
コスト（人件
費を除く）
は、ほぼか
からない。
審査事務が
主であり、コ
スト削減の
余地が小さ
い。
しかし、事務
処理の迅速
化、より適
切な指導等
改善余地は
残っている。

5

都市計画、
まちづくり、
災害の防止
に関わるも
のであり公
共性が極め
て高い。
統一的な一
定の技術基
準を満足す
るためには
市が関与す
ることが妥
当である。
法令に基づ
く事務であ
り、市でなけ
ればできな
い。

5

都市計画区
域内は開発
需要が高
く、計画的
な市街地整
備、規制に
よる誘導が
必要であ
る。

3

財産保護の
観点からも、
需要は高
い。ただし、
直感的にそ
の必要性が
十分感じても
らっているか
については、
十分とはい
えない。
法令に基づ
く「自治事
務」である。

27 A
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

災害が多発して
いる近年、安全
な宅地への社会
的ニーズは高い
といえる。また景
気が回復の兆し
を見せる昨今、
ますます需要は
高まると言える。
「地方自治」がよ
り強く求められて
いくであろう今後
において、秩序
ある開発の徹底
は、秩序ある都
市の創造へ重要
なポジションを占
め、迅速かつ正
確な事務処理の
徹底、市民への
情報提供・啓発
活動、職員の能
力向上に引き続
き取り組む。

要
改
善

地域の実情に
即した指導等
を行うととも
に，事務処理
の迅速化を図
る。

み
ら
い
都
市
室
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

3

)

美
し
い
景
観
の
創
出
と
保
全

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

屋外広告
物許可

1,418

　屋外広告物とは、常時又は
一定の期間継続して公衆に
対して屋外で表示されるもの
であり、平看板・立看板・はり
紙・はり札・広告塔・及び建
物や工作物に掲出表示され
たもの、並びにこれらに類す
るものをいう。
　これらの広告物は、社会生
活や経済活動に役立ち、街
ににぎわいや活気をもたらす
ものである。
　しかし、無秩序に設置・掲
示が行われると、広告物が
氾濫し、良好な景観や自然
の風致が損なわれることとな
り、また、設置や管理が適切
に行われないと、倒壊や落
下により、公衆に対して危害
を及ぼす恐れがある。

　市内一円での法令の適
用を一元化し、広報等によ
り制度の周知を図っている
ところではあるが、十分な
認識を得ているとはいえ
ず、制度を知っていても申
請がなされないものや、制
度を知らないで無申請で設
置される看板が多数存在し
ている。
　「良好な景観の形成と自
然の風致の維持」と、公平
性の確保という観点から、
さらなる周知を図り、違法
状態にある広告物につい
て、改善の働きかけを継続
していかなければならな
い。

 
　
屋
外
広
告
物
及
び
そ
の
設
置
者

　良好な景観を形
成し、自然の風致
を維持すると共
に、公衆に対する
危害を未然に防
止する。

　広告物設置の
申請に対して、審
査をし、適当と認
められる物に許
可を与える。（１年
期限、更新可能)

　対応がまちま
ちであった旧町
村の既設物件
に対しても、申
請のお願いを
し、市内におい
て法令の適用
を１７年度に一
元化した。
　引き続き効率
的な事務推進
体制を検討す
る。 4

　悪質な違
反広告物に
対して簡易
除却を行う
など、良好
な生活環境
を維持する
ため、積極
的に取り組
んでいる。

3

　申請の働
きかけによ
り許可件数
は増加して
おり一定の
成果は上
がっている、
しかし、無申
請の違反広
告物が多数
存在してお
り、これらを
把握し、申
請を行って
もらえるよ
う、継続して
指導をして
いかなけれ
ばならない。

3

　許可期限
が１年以内
となっている
ため、１件
の看板につ
いて、年毎
の許可証の
発行が必
要。
　システム
化されてい
ないため、１
件について
同じような
データを複
数回入力し
ている状態
である。
　コスト削減
に向け、シ
ステム導入
準備中。

5

景観づくりは
まちづくりに
関するもの
で公共性が
高い。
条例に基づ
いて市が
行っている
ものである。

4

 　「良好な
景観の形
成、風致の
維持及び公
衆に対する
危害の防
止」という点
において不
可欠であ
る.。

3

 　良好な生
活空間の形
成において
欠くことので
きない制度
ではあるが、
市民に対す
る啓発が必
要である。
　市の景観
条例制定と
共に関心が
高まると思
われる。

22 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　「良好な景観
の形成、風致
の維持及び公
衆に対する危
害の防止」にお
いては、欠くこ
とのできない制
度であり、一定
の成果もあ
がっているが、
十分な認識を
得ているとは言
い難く、景観条
例の制定にあ
わせて、周知
の徹底を図る
必要がある。
　事務手続きに
おいては、管理
システムを導入
し、効率化して
いく必要があ
る。

要
改
善

市内一円で実
施し，無許可
広告物の
チェック体制の
充実を図る。
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都
市

３
地
域
交
通

(

3

)

美
し
い
景
観
の
創
出
と
保
全

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

三次町歴
史的地区
環境整備
街路事業

334,788

歴みち事業としてして、平成
８年度より官民協同で取り組
んでいる。民は歴みち協議
会の設立と街並み協定の締
結（約３００件）と家屋の修
繕。官は基盤整備について
は、巴橋～三次本通り～荒
瀬病院～太才神社までの延
長約１３００メートルの現道幅
員を電線地中化、下水道、上
水道移設、石畳舗装、水路
改良、街灯を設置する。ソフ
ト事業としては、家屋の修繕
に補助金を出す。
事業完成後は、住民が歴史
を認識しながら、高次の生活
を営みながら持続可能な町と
し、また、市内外の来訪者も
三次市の歴史を歩いて楽し
むことを目標とする。

家屋修景補助金が， 大
事業費200万円、補助金
100だが、現状では、表の
修景部分だけ直しても、３０
０万円くらいかかっている。
修景補助金の金額増の必
要がある。

該
当
地
区
の
住
民

中心市街地として
の、活力をとりも
どす。

電線地中化，下
水道・上水道・石
畳の整備，家屋
修景補助

前年度，現状維
持である。

5

１７年度は，
巴橋付近～
三次フード
センターま
での工事を
行った。18
年度はきん
さい祭りの
パレードに
も使用され
た。

5

１７年度は，
巴橋付近～
三次フード
センターまで
の工事を
行った。

5

上下水道と
一緒に整備
している。

5

道路、電
線、上水
道、下水道
等、公共の
施設も併せ
て整備す
る。

5

三次町の歴
史的景観を
整備し、集
客の増加や
街のにぎわ
いを取り戻
す。

3

他地区の市
民は、まだ理
解してない
人もいる。

28 A

現
状
維
持

現
状
維
持

事
業
拡
大

都市や町は、変
遷していき、やが
ては世代交代し
て隆盛と衰退を
繰り返し、変化し
ながら、変わって
いく。三次町の
歴みち事業は、
衰退した通りを、
過去の町の魅力
を活かしながら、
未来にむかって
持続可能なまち
づくりを実践して
いる。今後の中
心市街地のまち
づくりは、過去の
まちを活かしな
がら整備する
か、過去を捨て
去り、新規にスク
ラップアンドビル
ド方式（再開発）
で整備するか、
選択する余地が
でてきた事業だ
と判断した。

要
改
善

地元商店街と
協力し，魅力
ある商店として
復活させるに
は，何が足ら
ないか検討し，
課題を見つめ
直す。

み
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市
室
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

違反建築
物に対す
る措置
（指導，
命令，処
分等）

3,545

建築物は，建築中に限らず
建築の完了後にあっても適
法にする必要がある。適法で
ない場合には，建築主等が
自主的に適法にしない場合
に適法にために何らかの強
制的な手段が必要となりま
す。特定行政庁は，建築基
準法第９条の規定により，建
築主等に対し違反建築物の
是正に必要な措置（工事の
停止，除却，使用制限等）を
とることを命じる。また，定期
的なパトロール等により，違
反建築物の防止を図る。
平成１７年度においては３９
件の違反指導を行った。

三次市は木造２階建てまで
の住宅を主とした建物につ
いて違反指導を実施してい
るが，それ以外の建物につ
いても広島県との連携を図
り，安全安心なまちづくりを
目指す。

主
に
住
宅
等
小
規
模
な
建
築
物
で
，
建
築
基
準
法
第
６
条

第
１
項
第
４
号
に
該
当
す
る
も
の

建築基準法に適
合させる。

指導し是正させ
る。

前年度は権限
移譲による新規
事業であり，計
画的に対応が
できなかった
が，今年度は計
画的にパトロー
ルを実施してい
る。
また，違反防止
のため前年度
において「たて
ものたてかたパ
ンフレット」を作
成し，啓発によ
るさらなる周知
を図っている。

4

周りに影響
を与える違
反建築物に
対して指導
等を実施す
ることによ
り，安全・安
心な建物を
目指す。

3

定期的なパ
トロールの
実施により，
素早い対応
を図る。

4

コストはほ
ぼ人件費の
みである。

5

建築基準法
第９条の規
定により，特
定行政庁が
実施するこ
ととなってい
る。

5

防災的見地
から安全安
心な建物を
目指す意識
が高まって
いる。

4

防災的見地
から安全安
心な建物を
目指す意識
が高まって
いる。

25 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

行政，住民が
より一体となっ
て防災意識を
高め，安全安
心な建物を目
指す。
違反防止に向
けた啓発をより
一層図る。

要
改
善

違反防止に向
けた啓発を強
化する。

70／100
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総
合
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今後の方向性
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実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

建築確
認等審
査・検査
件数

件 206 220
建築確認
件数

件 84 90

中間検査
件数

件 26 30

完了検査
件数

件 96 100

交付戸
数

戸 8 8 8 入居者数 人 13 13 13

住宅施
設改善
件数

件 169 13 85
実施した
割合

％ 58 4 29

市営住
宅修繕
等件数

件 344 402 350
改善され
た住宅戸
数

戸 694 460 400

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

終
期
の
設
定

2
0
年
度
ま
で

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

272

269

270

271
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4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
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務

(

対
外
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務
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正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

建築確認
事務事業

13,258

建築物の敷地，構造，設備
及び用途に関する 低の基
準を定めて，国民の生命，健
康及び財産の保護を図り，
もって公共の福祉の増進に
資することを目的とする，建
築基準法に基づく，建築物の
建築等に関する確認事務及
び建築物に関する検査事務
等。
平成１７年４月から建築主事
を置くことにより，限定特定
行政庁となり，三次市におい
て確認等の事務の一部を取
扱っている。
平成１７年度は，確認事務に
おいては，８４件を審査し，検
査事務においては，１２２件
を検査した。

権限移譲受け事務事業を
行って１年になるが，職員
の技術力が不足しているた
め，職員の技術能力向上
を図ると共に，市民が安全
で安心して生活できるよ
う，厳正な業務を行っていく
必要がある。
また，確認の事務をつかさ
どる建築主事の育成も必
要である。
民間確認検査機関による
確認等件数が増えており，
今後は，確認事務の他，違
反建築物の指導等に力を
入れる必要がある。

建
築
物
を
建
築
す
る
行
為

市民の生命，健
康及び財産の保
護を図るため，建
築物の敷地，構
造，設備及び用
途の規制を行うこ
とにより建築物の
安全を確保し，都
市環境の整備を
図る。

建築確認申請等
により，建築主事
が建築物又は建
築計画が建築基
準法等に適合し
ているかを建築
工事の着手前，
工事中及び完了
後に審査及び検
査を行う。

審査・検査事務
の正確性や迅
速性の向上に
努めている。

4

申請等に対
しての確認
行為や検査
であるた
め，申請件
数での目標
達成指標と
しては，評
価しにくい。

3

申請等に対
しての確認
行為や検査
であるた
め，申請件
数での成果
としては，評
価しにくい
が，その申
請等に対し
ての審査事
務の正確性
や迅速性に
ついて，向
上余地があ
る。

4

確認申請等
の審査事務
及び検査事
務のため，
事務処理に
係る人件費
及び検査実
施のための
現場への交
通費であ
り，コストの
削減余地
は，小さい
状況であ
る。

3

民間指定確
認検査機関
においても
確認及び検
査は実施で
きる。
この場合で
も，法律上
は市（建築
主事）が行っ
たことにな
る。

5

建築基準法
の基準によ
り建築物の
安全・衛生
を確保し，
市街地の安
全環境を確
保すること
により，建
築物の使用
者の生命，
健康等を守
り，良好な
市街地環境
を確保する
意味から，
社会的ニー
ズが高い。

4

建築主が建
築物を建築
する場合に
は，建築基
準法に基づ
き確認申請
等を行うこと
となってお
り，建築を行
う市民にとっ
て，ニーズが
高い。

23 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

建築基準法によ
る確認及び検査
事務事業につい
ては，民間指定
確認検査機関に
おいても同様の
業務を行うことが
できることとなっ
ている。しかし，
市においては，確
認及び検査事務
事業を行うと共
に，民間指定確
認検査機関の監
視及び違反建築
物の是正指導等
の業務を行い，安
全で安心して生
活できるまちづく
りを行うと共に，
市民に対し確認
申請等の行政手
続きが必要であ
ることの普及啓発
や建築士等に対
し法律改正内容
等の情報提供を
より一層行ってい
く必要がある。

要
改
善

職員の技術能
力の向上と専
門職員(建築主
事)の育成を行
う。

あ
か
る
い
住
宅
室

第
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市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

ほのぼの
住宅補助
金

577

平成１２年度広島県住宅供
給公社が広島県知事の認定
を受け，吉舎町に８戸の高齢
者向け優良賃貸住宅を整備
された。
高齢者の方が安心して長く
住み続けていただくために，
三次市は広島県住宅供給公
社に対し，契約家賃と応能応
益家賃との差額の1/2の補
助を２０年を限度として行う。

他の市営住宅との整合性 ６
０
歳
以
上
の
単
身
・
夫
婦
世
帯
の
入
居
希
望
者

高齢者が安心し
て暮らせる住宅を
供給する。

契約家賃と応能
応益家賃との差
額の1/2以内の
額を補助してい
る。
管理期間内（原則
２０年間）

前年度，現状維
持であるため特
になし。

3

高齢者が安
心して暮ら
せる住宅を
供給するこ
とができる。

4

三次市高齢
者向け優良
賃貸住宅供
給促進事業
補助金交付
要綱に基づ
き補助を
行っている。

5

三次市高齢
者向け優良
賃貸住宅供
給促進事業
補助金交付
要綱に基づ
き補助を
行っている。

3

認定事業者
の補助を市
が行ってい
る

3

緊急時の対
応，介護
サービスな
どへのニー
ズが高い

3

緊急時の対
応，介護
サービスな
どへのニー
ズが高い

21 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

高齢者向け優
良賃貸住宅の
制度要綱に基
づき，県知事の
認定を受け供
給されており，
平成１３年から
２０年間の管理
期間があり，今
後も継続する
必要がある。

終
了

経過措置とし
て実施する。

あ
か
る
い
住
宅
室
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３
都
市
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魅
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づ
く
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(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

・公営住
宅ストック
総合改善
事業・改
良住宅ス
トック総
合改善事
業

13,635

平成１７年度実績
既設公営住宅ストックの有効
活用を図るため，建替え・改
善を計画的に実施し，適切な
維持管理を行う。
兼石住宅（甲奴町）１３戸を公
共下水道に接続するため，ト
イレを改修し水洗化を図っ
た。

市営住宅によって設備性
能等に大きな開きがあるこ
とから，居住水準の向上を
行う必要がある。

市
営
住
宅

市営住宅を管理
しているうち約７
割強が耐用年数
の半分を経過して
老朽化が進んで
いる。それに加
え，これらの市営
住宅は現在の居
住水準からみて
も，広さ，設備性
能，高齢化対応
など様々な改善
点が見受けられ
る。こうした背景
を踏まえ，市営住
宅の改善事業を
行う。

トイレの水洗化・
外壁改修・消防設
備の整備

前年度同様，公
共下水道に接
続することによ
り居住水準の
向上が図られ
た。

4

平成１７年
度計画し実
施したトイレ
改修（水洗
化）により，
現在の居住
水準・設備
機能は改善
された。

2

引き続き下
水道供用開
始区域内に
ある市営住
宅を公共下
水道に接続
促進してい
く。また居住
水準の向上
及び施設整
備の実施を
行っていく。

4

事業範囲は
低限で，

コスト削減
余地は少な
い。

5

市営住宅の
管理を行う
部分で市と
して行う必
要がある。

4

居住水準の
向上構造・
設備の老朽
化への対応
など改善を
求める声は
大きく社会
的ニーズは
高い。

5

設備整備や
環境改善を
求める声が
あり市民
ニーズがあ
る。

24 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

市営住宅の設
備整備及び居
住水準の向上
に向け改善を
する必要があ
る

要
改
善

住宅政策全体
での見直しを
行い，計画的
に実施する。

あ
か
る
い
住
宅
室
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住宅維持
修繕

56,046

市営住宅入居者の居住整備
及び市営住宅内維持管理を
行うもの。

平成１７年度実績
市営住宅修繕件数３５６件，
市営住宅工事件数２４件，市
営住宅施設機器管理委託件
数２２件（消防設備点検１０団
地，貯水槽清掃６団地，草刈
剪定１２団地，浄化槽維持管
理１２団地，排水管清掃１団
地，エレベーター保守点検１
団地）

市営住宅敷地内整備等入
居者で実施出来るものは
何かを見極める必要があ
る。共用部分（浄化槽・敷
地整備等）の管理につい
て，住宅ごとに管理組合を
設置し維持管理をしていた
だくよう努めていく。

市
営
住
宅
入
居
者
及
び
市
営
住
宅
内
設
備
機
器
の
維
持
管

理 入居者が快適に
生活できるよう住
宅環境の整備を
行う。

維持修繕内容を
調査し，緊急に行
うのか，計画性を
もって行うのかを
判断し実施する。
また設備機器の
管理については
委託し維持管理し
ていく。

入居者負担部
分と行政負担
部分を明確化
できていない
が，敷地整備な
どの維持管理
についてお願い
したところ入居
者で対応してい
ただいたものが
ある。

4

緊急修繕・
自然災害で
おきた修繕
については
即対応して
いる。また
計画的に行
う修繕につ
いても実施
してきてい
る。

2

居住整備及
び・敷地整
備など入居
者負担と市
の負担を整
理し改善し
ていく。

4

住宅敷地内
の共用部分
の維持管理
負担につい
て入居者へ
の理解を求
め，住宅敷
地内の整備
の協力をお
願いする。

5

維持管理は
市が行う方
が効率的な
管理ができ
る。

4

現在の生活
水準に達し
ていない住
宅も多くあ
り，整備・改
善は必要で
ある。

5

入居者は生
活をする上
で，必要な
設備・機器な
ど多様にあ
り，入居者の
生活利便施
設の整備は
必要である。

24 B
未
実
施

事
業
縮
小

要
改
善

市営住宅敷地
内整備におい
て入居者負担
で行うものは何
かを整理し維
持管理をしてい
く必要がある。

事
業
縮
小

市営住宅の維
持管理を今後
どのようにして
いくか検証し，
市が関与して
いく部分を明ら
かにする。ま
た，入居者との
責任分担の基
準を設ける。

71／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

抽選回
数

回 14 9 10 入居率 ％ 99 63 87

住宅募
集件数

件 25 19 15

申込件
数

件 110 65 45

説明会
回数

回 9 6 10 調定件数 件 4,783 5,387 6,064

説明会
動員人
数

人 227 130 200
公共マス
設置戸数

戸 8,230 8,878 9,330

個別訪
問数

件 200

調定件数
／公共マ
ス設置戸
数

％ 58 61 65

調査・基
本計画
策定業
務

式 1 1 1
調査・基
本計画策
定業務

式 1 1 1

供用区
域面積

ｈａ 21 22 59
区域内人
口

人 743 749 2,998

水洗化人
口

人 331 361 1,445

取
組
の
縮
小

1
8
年
度
中

利
用
者
の
拡
大

1
9
年
度
中

9
 
 

事
業
の
迅
速
化

1
8
年
度
中

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

276

273

274

275

あ
か
る
い
住
宅
室
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向
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れ
る
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事

住居入居
募集・抽
選

384

市営住宅に空室が生じれ
ば，広報みよし・ホームペー
ジなどにより入居者を募集す
る。空きの募集戸数に対し，
入居申込者が上回れば，
公開にて入居決定抽選会を
実施し入居者を決定する。

ケーブルテレビを利用して
市営住宅の募集情報を提
供する。

入
居
希
望
者

。

住宅の供給を行
う。

広報みよし，ホー
ムページ及び各
支所からは無線
放送などで市営
住宅の入居募集
を行う。その結
果，応募戸数が
募集戸数を超え
れば抽選を行い
入居者を決定す
る。

民間に委託でき
る部分は委託
するとあるが個
人情報の保護
の観点から困
難。

4

平成17年度
は、全市9戸
の市営住宅
の抽選会を
開催し、入
居希望者に
入居しても
らった。

4

広報みよし，
ホームペー
ジなどで募
集状況を提
供している。

4

入居申込書
等の提出資
料及び抽選
会の開催案
内を送るた
めの郵送料
を要する。

5

住宅申込書
に住民票・
所得証明
書・税の完
納証明書な
どの添付に
かんして，個
人情報を保
護する必要
があるた
め。

3

入居希望は
あるが特定
の住宅に偏
る。

3

入居希望は
あるが特定
の住宅に偏
る。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

入居希望が特
定の住宅に偏
るため，その対
策を検討する
必要がある。

要
改
善

入居希望が特
定の住宅に偏
ることを解消す
る。

営
業
管
理
室

第
6
 

都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

下水道接
続促進事
務

634

新規供用開始区域において
説明会の開催し，接続の啓
発を図る。
既供用区域内における未接
続世帯に対し，接続の啓発を
図る。

接続は法的に義務が課せ
られているものの，個人負
担を伴うものであり，強要し
難い。
なんらかの新しい営業ツー
ルの開発が必要。

下
水
道
供
用

（
開
始

）
区
域
内
の
市
民

利用可能な世帯
がすべて接続す
る。

啓発活動を重ね
て加入を促進す
る。

平成17年度評
価；要改善（現
行の普及促進
事務を検証し，
抜本的な見直し
を行う）
○広報紙・ＣＡＴ
Ｖ・ホームペー
ジによる啓発
（平成18年7月
予定）
○既供用区域
内未接続世帯
への戸別訪問
による啓発行動
を予定

5

下水道の本
来の目的を
達成するた
め，不可欠
な事務であ
る。

3

新しい営業
ツールや個
別訪問の手
法の開発に
より既供用
地域内にお
ける未接続
世帯への普
及の余地が
ある。

3

手法の改善
の余地があ
り，マニュア
ル化を進め
る中で，人
件費の削減
が可能であ
る。

3

民間委託が
可能であ
る。

5

下水道の本
来の目的を
達成するた
め，不可欠
な事務であ
る。

3

下水道の早
期整備の要
望に対し，整
備された地
域の接続状
況に温度差
があり，実際
のニーズの
把握が難し
い。

22 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

新しい営業
ツールや個別
訪問の手法の
開発が必要。
また，民間委託
についても検
討が必要であ
る。

事
業
拡
大

自主財源の確
保の観点から
も，加入促進を
図る。

事
業
推
進
室
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し尿処理
場建設事
業

10,140

し尿及び浄化槽汚泥等を適
正に処理するため、循環型
社会に向けた3R（汚泥の資
源化）を考慮した汚泥再生処
理センターを整備する。

平成17年度までの処理量
の実績と将来の下水道計
画を踏まえた、適正な施設
規模の算出。
長期的なランニングコスト
を考慮した処理施設の検
討。

市
全
域
の
し
尿
及
び
浄
化
槽
汚
泥
等

現有施設「錦水
園」の老朽化及び
処理量超過の対
応、また「甲双衛
生組合し尿処理
場」の平成21年
度取り壊しに対応
するため新たな
施設を整備し、し
尿及び浄化槽汚
泥等を適正に処
理すると共に汚
泥の資源化を図
る。

今年度までに、用
地買収、測量調
査、環境調査、敷
地造成等を行い、
平成19年度～21
年度で処理場建
設を行う。

前年度評価未
実施

5 3

平成１8年度
において工
法等検討委
員会を設置
し、処理方
法等ランニ
ングコストも
含め検討し
ていく。

3

平成１８年
度において
工法等検討
委員会を設
置し、処理
方法等ラン
ニングコスト
も含め検討
していく。

5

循環型社会
形成推進の
ため、市が
整備を行う。

3

現有施設
「錦水園」の
老朽化、
「甲双衛生
組合し尿処
理場」の取
り壊しに対
応するため
の施設整備
である。

3

現有施設
「錦水園」の
老朽化、「甲
双衛生組合
し尿処理場」
の取り壊しに
対応するた
めの施設整
備である。

22 B
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

現有施設「錦水
園」の老朽化、
「甲双衛生組合
し尿処理場」の
取壊し条件に
対応するため，
施設整備は急
務である。

要
改
善

施設整備を計
画的に実施す
る。

事
業
推
進
室

第
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

農業集落
排水総合
補助事業
（神杉・下
羽出庭・
上山・和
知）

1,201,408

　農村は、わが国の可住地
面積の９割を占め、総人口の
４割が居住する空間であり、
国民の重要な居住・就業・食
料の安定
供給の場であるほか、国土と
自然環境の管理と保全、余
暇空間の提供など、重要か
つ多面的な役割を果たして
いる。しかし
ながら、農村社会における混
住化、生活水準の向上、農
業生産様式の変貌などか
ら、農村の水環境をめぐる状
況は大きく
変化している。これらを背景
とし、農業用用排水の水質保
全と農村の生活環境の改善
を重点施策として位置づけ、
農業生産
基盤と生活環境の一体的な
整備を図る。

今年度で３地区が完了予
定で、接続戸数を伸ばすた
めの普及促進に努めなけ
ればならない。
和知地区が平成19年度か
ら新規として事業開始とな
り地元調整等準備が必要
となる。

区
域
内

　農村での快適な
生活環境を確保
し、若者が結婚・
定住し故郷を守っ
て行
ける生活の場所
とし、また、都市
部から帰省する
子や孫が怖がら
ないトイ
レとし、併せて公
共用水域の水質
改善で、安全な農
作物の生産、ま
た、水
路・河川にタニ
シ・シジミ・ホタ
ル・川魚が復活
し、子ども達が遊
べる場に。

生活環境改善 今年度の行政
チェックが始め
てである。

4

　管路施設
は農業集落
排水事業の
主要施
設で、目的
を達成して
いる。

4

　公共水域の
水質改善はも
ちろん、他の
農業集落排
水供用開始
地区におい
て、宅内排水
設備工事の
際にトイレ・台
所・風呂等を
改築してか
ら、市街地の
アパート住ま
いの子や孫
が帰ってきた
という例や、
下水道が整
備されている
ということから
他の地域から
移り住まれ、
若い方が新
築される例等
で、波及効果
が大きい。

4

　農村地域
は家屋が点
在しており、
管路延
長が長くな
る。また、既
設の道路舗
装の取り
壊し、復旧
等で管路工
事にかかる
費用が大
きくなる、合
併浄化槽の
工事費と比
較すると
約４倍の費
用が必要で
ある。

5

　都市部の
公共下水道
に対し、農
村部の下
水道整備は
根拠法令が
無いもの
の、都市
部と同様公
共性は非常
に高い。

3

　公共水域
の水質改善
と農村地域
の快適
な住環境整
備の必要性
が非常に高
い。

3

　現代社会
に育った若
者、子どもた
ちは、ト
イレの水洗
化は常識で
あり、若い人
が農村
部に定住で
きる住環境
整備が強く
求められ
ている。 23 B

未
実
施

未
実
施

事
業
縮
小

　農業集落排水
事業は１地区が５
年間から６年間を
必要とし時間が
かかる、また、合
併浄化槽との経
済比較から言え
ば不経済である
が、地域全体が
整備され一気に
公共水域の水質
改善、住環境整
備が図られる等
の大きなメリット
がある。　合併浄
化槽は設置した
い人がすぐに設
置できるメリット
と、放流水が田に
流入することで
の”汚い水”のイ
メージでのトラブ
ルや、地域全体
での整備とならな
い等のデメリット
もあり、地域全体
での話し合いを持
つ中で解決が必
要である。

事
業
縮
小

事業自体は縮
小していくが，
今後は加入者
の増加に努め
る。

72／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

補助件
数

件 71 49 70

補助によ
り飲用水
水源が確
保できた
戸数

戸 71 53 80

補助件
数

件 48 44 60 処理人口 人 131 112 152

給水工
事審査・
検査，給
水台帳
の申込
件数

604 610 600
検査合格
件数

604 610 600

検査合格
率

100 100 100

事業費 事業 1 1 1
施工予定
延長

ｍ 9,608 5,610 7,920

本事業施
工予定全
延長

ｍ 57,382 59,014 60,024

施工率 % 11 10 13

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

終
期
の
設
定

2
0
年
度
ま
で

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

280

277

278

279
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

飲用水供
給施設補
助金

20,558

水道事業の計画区域外又は
区域内でも１年以内で給水
が開始されない区域で，飲用
水検査に合格した一定の水
量を確保するためのボーリン
グ又は堀井戸の費用のほ
か，揚水ポンプ，水質及び水
量検査の費用に対する補助
しようとするもの。

上水道事業においては，家
屋の連なる路線や幹線
ルートのみ管路を計画して
おり，その他については地
域住民において給・配水管
工事をしていただいてい
る。本線に近い住民と離れ
た住民において費用に差
がでるため，地域にて組合
を設立し工事費をプール計
算し給水工事を行っている
地域もあるが，組合が設立
されない地域においては本
線から離れた住民は給水
工事に高額な費用を要して
いる。このような場合にお
いて給水区域内に居住し
ているにもかかわらず水道
工事費よりボーリング工事
費が安価な場合は，ボーリ
ング補助を選択すると想定
される。今後，水道整備計
画とリンクさせながらこの事
業を進める必要が考えられ
る。

水
道
事
業
の
計
画
区
域
外
の
区
域
ま
た
区
域
内
で
も
１
年

以
内
に
給
水
さ
れ
な
い
地
域
に
在
住
す
る
市
民

飲用水の安定確
保

飲用水を確保す
るために必要な
経費の一部を補
助

①より利用しや
すい制度として
補助要件の追
加。（貯水設
備，滅菌器等装
置設置費用，水
源調査の経費，
補助対象の施
設間の配管）
②共同での事
業に対する補
助金額の増。

5

飲用水確保
に要する費
用を直接的
に補助する
制度であ
り，目的達
成への貢献
度は高い。

5

補助要件の
追加により
有効性が向
上した。

4

補助限度額
について，
水道が供給
されている
地域におけ
る受益者負
担の額とバ
ランスがと
れているか
検討が必
要。

5

上水道・簡
易水道整備
計画と関連
させながら
進める必要
がある。

4

飲用水につ
いてのニー
ズは高い。

4

飲用水につ
いてのニー
ズは高い。

27 A
未
実
施

事
業
拡
大

事
業
拡
大

補助要件の追
加により，より
利用しやすい
制度として市民
に利用していた
だいている。今
後，申請件数
の増加も考えら
れる。

要
改
善

水道整備の補
完事業として
効率的に実施
する。

営
業
管
理
室

第
6
 

都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

下水道整
備事業推
進改造施
設費補助
金

6,103

　旧三良坂町の制度で，公
共下水道・特定環境保全公
共下水道・農業集落排水・小
型合併浄化槽設置に関し
て，既設の汲取り便所等を水
洗便所に改造・改築する場
合，改造費に対して補助金を
交付する事業である。
　また，この事業は平成２０
年度まで実施することとなっ
ており，補助金額が毎年減
少している。

　平成１６年度の市町村合
併に伴い，この制度は平成
２０年度までの事業であ
る。
　今後については，供用開
始後３年以内のものについ
ては「三次市排水施設改造
資金融資あっせん制度」へ
移行し，生活環境の保全及
び公衆衛生の向上を進め
ていく必要がある。（三次
市排水施設改造資金融資
あっせん制度は補助金で
はなく，融資あっせんした
貸付金の利子補給制度で
ある。）

　
旧
三
良
坂
町
に
お
い
て
，
既
設
の
汲
取
り
便
所
を
水
洗
便
所
に
改
造
又
は
改
築

及
び
排
水
施
設
を
改
造
又
は
改
築
し
よ
う
と
す
る
者
（

法
人
及
び
団
体
，
営
利
を

目
的
と
し
て
居
住
し
な
い
家
屋
を
除
く

）

　旧三良坂町地
域の下水道等接
続（下水道法にお
いては供用開始
後３年以内に接
続）を早急に進
め，生活環境の
保全及び公衆衛
生の向上を図る。

　既設の汲取り便
所を水洗便所に
改造又は改築及
び排水施設を改
造又は改築しよう
とする者に対し
て，補助金を交付
する。

前年度結果　：
Ｃランク
対応・改善点　：
特になし

5

　すべての
申込者に対
して，補助
金を交付す
ることができ
た。（このほ
か１名は申
請中に補助
対象外に変
更のため辞
退）

3

　補助対象
者に広報を
行い，積極
的な接続を
早期に進め
ていただく余
地がある。
（今後の金
利動向など
諸条件に
よっては「三
次市排水施
設改造資金
融資あっせ
ん制度」が
有利な場合
もあり，確認
をすることが
必要。）

5

　排水設備
等の計画確
認・工事完
了検査を担
当するセク
ション（支
所）で事務
を一括して
行えば，更
なる事務を
簡素化でき
スピードアッ
プできる。 2

　この制度
は旧三良坂
町地区のみ
であるだけ
でなく，平成
２０年度まで
の制度であ
るため，関
与を縮小し
ていくべきで
ある。

2

　この制度
は旧三良坂
町のみを対
象としてい
るため，社
会的なニー
ズは特定的
なものであ
る。
（下水道接
続補助制度
としての
ニーズはあ
り，他地域
は「三次市
排水施設改
造資金融資
あっせん制
度」を利
用。）

1

　この制度は
旧三良坂町
のみを対象
としているた
め，市民的
なニーズは
特定的なも
のである。
（下水道接
続補助制度
としてのニー
ズはあり，他
地域は「三
次市排水施
設改造資金
融資あっせ
ん制度」を利
用。）

18 C
未
実
施

現
状
維
持

事
業
縮
小

　この事業は平
成２０年度まで
実施することと
なっており，年
度ごとに補助
金額が４０千円
づつ減少して
いる。

終
了

経過措置であ
り，事業が終
了するまでに
他事業へ移行
していく。

事
業
推
進
室
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都
市
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魅
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づ
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(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

給水工事
審査・検
査，給水
台帳

3,436

給水装置を新設し，改造し，
修繕し，又は撤去しようとす
る者は水道事業等管理者へ
申し込み，その承認を受けな
ければならない。水道事業等
管理者は給水装置工事を行
う指定給水装置工事事業者
に対し設計審査及び完了検
査を行う。また，水道事業等
管理者は，給水工事申込書
を給水台帳として管理し，既
存の給水装置の改造，増設
を行おうとする者に対して，
給水装置の情報を提供する
と同時に漏水事故が発生し
た際にも配管ルート等の把
握に活用することができる。

市街地の配水管網におい
て配水機能が限界に達し
ている（宅地化により家屋
の増大）エリアでの給水工
事や集合住宅，高層マン
ションなどの審査には知識
や経験などが必要とされ
る。今後，専門職を配置す
るなどの対応により高度な
給水のサービスが必要と
考えられる。

給
水
区
域
内
住
民
，
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者

指定給水装置工
事事業者が行う
給水工事につい
て，給水装置の
構造及び材料の
基準に関する省
令，三次市給水
装置工事事業者
規程並びに三次
市上水道給水装
置工事施行基準
を厳守した施工を
行わせることによ
り，飲料水等の供
給を受ける住民
に安全な水を安
定的に供給する。

①給水工事の申
込受理・設計審
査，関係機関へ
の許可申請（道路
占用申請等）
②給水工事の指
導監督・工事立
会・検査
③給水台帳の管
理

現状維持であり
特になし。

5

平成16，17
年度ともに
検査合格率
が100％と
目的達成度
は極めて高
い。

5

安全な水を
安定的に供
給するため
には，許可
制度により
給水装置へ
の法令基準
への適合を
図るほか，
当該工事を
適正に指導
監督しなけ
ればならな
い。

4

現在実施し
ている給水
台帳のファ
イリング（電
算保存化）
を進め，効
率化を図る
ことにより職
員１人当た
りの処理能
力を高めて
いく。

5

水道法代5
条に基づき
水道事業管
理者には給
水の義務が
ある。なお，
同法第16条
及び第16条
の2におい
て，給水工
事の構造及
び材質の法
令基準への
適合並びに
このための
給水装置工
事事業者の
指定制度が
明記されて
いる。また，
個人情報で
ある給水台
帳の保護の
ためにも市
で行うべき
である。

4

生活環境の
向上のた
め，安全な
水を安定的
に供給する
事業として
社会的ニー
ズが高い。

4

市民生活に
欠かせない
安全な水を
安定的に供
給するサー
ビスの向上
に向けて実
施する。

27 A
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

給水区域の拡
大，高層マン
ションや住宅団
地開発など大
規模な給水計
画の増加に伴
いより高い社
会的ニーズが
ある。

要
改
善

効率よく事業を
実施する。

事
業
推
進
室
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対
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ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

君田地区
簡易水道
事業

329,908

君田町の水道施設は藤兼地
区の一部、茂田地区を給水
区域とする水道事業が存在
するのみで、水道普及率は
10%と非常に低い値となって
いる。  水道未普及地域では
各家庭で湧き水、渓流水及
び井戸水に依存しており、地
域によっては渇水期におけ
る水不足が深刻化している。
この事業を創設することによ
り、良質な水質、水量の供給
を図り地区住民の健康と生
活文化の向上を図るもので
ある。しかし，1系統による
（藤兼，茂田地区を除く）簡易
水道の整備計画であるため
不測の事態が生じると君田
地区全域にわたり断水が予
測される。将来計画へは第2
水源の確保並びに浄水施設
の検討が必要となる。緊急時
対応として自家発電機，緊急
遮断弁設置等有事に対する
整備計画が必要になる。

　この事業の効果指標には
水道普及率の向上が求め
られる。したがって平成18
年10月一部供用開始に向
けて加入促進の啓発に努
めることが課題となる。メー
ターまでは三次市負担であ
る住民側の利点を生かし普
及促進を実施する。
　平成17年度末給水工事
件数は200件余りを実施し
た。

　
三
次
市
市
民

（
君
田
町

）

　良質な水質、水
量の供給を図り
地区住民の健康
と生活文化の向
上を目指すもので
ある。

　平成24年度事
業完了を目標に
掲げて施設整備
を実施する。並び
に本年度10月に
一部供用開始を
行う。

　本年度一部供
用開始を踏まえ
て緊急対応とし
て自家発電機
切換盤の設置
を実施した。

5

　本地区の
計画事業に
ついてほぼ
面的整備が
本年度終了
する。

2

　本地区に
ついては19
年度施工計
画地区移行
の小集落地
域について
はボーリン
グ補助事業
を実施すべ
きだと感じて
いる。

1

　簡易水道
事業全般で
すが効率性
を検討する
と事業実施
自体に問題
が生じる。

5

　公共性が
高く市でな
ければ続行
は不可能

5

　良質な水
質、水量の
供給を図り
地区住民の
健康と生活
文化の向上
を図るもの
である。

5

　水道未普
及地域では
各家庭で湧
き水、渓流
水及び井戸
水に依存し
ており、地域
によっては
渇水期にお
ける水不足
が深刻化し
ている。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

給水区域内の
事業箇所を精
査し，事業の見
直しを計る。

要
改
善

地域の実態に
応じた事業計
画の見直しを
検討する。

73／100
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事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
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十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

拡大処
理区域
面積

ha 270 300 285
処理区域
内人口

人 8,200 9,288 9,800

下水道接
続人口
（戸数）

人
（戸）

5, 900                       (2,290) 6,796                        (2,520) 7,200                        (2,750)

水洗化率 ％ 72 73 73

納付書
発行回
数

回 4 4 4 徴収率 ％ 100 100 100

事業費 事業 1 1 1
施工予定
管延長

ｍ 6,229 6,277 6,277

本事業施
工予定全
延長

ｍ 6,277 6,277 6,277

施工率 % 99 100 100

事業費 事業 1 1 1
施工予定
管延長
（累計）

ｍ 1,332 4,281 8,427

本事業施
工予定全
延長

ｍ 32,648 32,648 32,648

施工率 % 4 13 26

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

1
8
 

受
益
と
負
担

の
適
正
化

1
9
年
度
中

284

281

282

283

事
業
推
進
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事
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新
た
な
も
の
を
作
り
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す
仕
事

公共下水
道事業
（三次・三
良坂）

1,662,334

　近年の産業の高度化や生
活様式の多様化などにより
河川や海の汚濁は進行して
おり、ここ三次でも生活雑排
水により市内河川の汚濁は
進んでいる。三次公共下水
道事業は市内河川の水質保
全をはじめ市民生活の向上
や環境改善を図るため平成2
年三次市公共下水道基本計
画を策定し同年都市計画法・
下水道法の認可を受け事業
着手した。
 平成17年度は、管渠延長
４．５km、排水面積２２．１ha
の整備を行った。

　市民の快適な環境づくり
のための下水道事業とし
て、早期完成・早期供用開
始が課題

下
水
道
事
業
区
域
内
に
定
住
す
る
住
民
及
び
事
業
所

市民の快適で便
利な暮らしのた
め、また三次を流
れる河川の水質
保全のため

事業区域内の下
水道管渠の面的
整備を行い下水
道整備区域処理
区域の拡大を図
り下水道を利用で
きる状態にする

経営の安定化
を目指した
チェックとなるよ
う心がける

4

接続工事に
より、市民
に快適で便
利な暮らし
に改善さ
れ、水処理
により、河
川の水質保
全をしてい
る。

3

整備区域内
の接続によ
り成果を促
進する。

4

国庫補助・
県費補助を
利用し、さら
に下水道受
益者負担金
を投入し事
業を行って
いる。

5

公共下水道
の設置、改
築・修繕、そ
の他の管理
は市町村が
行うと定めら
れている。
(下水道法第
3条）

5

近年の産業
の高度化や
生活様式の
多様化など
により河川
や海の汚濁
は進行して
おり、生活
雑排水によ
り市内河川
の汚濁はと
きとして異
臭を感じる
程度であ
り、市内河
川の水質保
全をはじめ
市民生活の
向上や環境
改善を求め
る社会的
ニーズは高
い。

4

市民生活の
向上や環境
改善を求め
るものである
が、処理区
域となった場
合、便所の
水洗化や雑
排水の接続
が義務付け
られるため、
個人の負担
も発生し、下
水道を強く求
める人と求
めない人の
両極である。
総じては市
民ニーズは
大である。

25 B
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

市民からの要
望が強い快適
な住環境の実
現に向けて、面
整備拡大、接
続増加を進め
ることが必要な
ため。また当該
事業を進めるこ
とが地球環境
の改善に資す
ることになるた
め。

要
改
善

自主財源の確
保の観点か
ら，加入率の
増加を図るとと
もに，適正な使
用料を検討す
る。

営
業
管
理
室
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正
確
性
が
重
視
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れ
る
仕
事

工業団地
下水処理
維持管理
分担金徴
収

86

三次工業団地、みわ工業団
地内にある企業から分担金
を徴収する。
（分担金額）
○三次工業団地（３８社）
５，０００円＋面積割額＋人
数割額
○みわ工業団地（４社）　電
気料金等の必要経費×各企
業ごとの徴収基準率

みわ工業団地分担金積算
における各企業の徴収基
準率の見直しが必要かどう
か。

工
業
団
地
内
に
あ
る
企
業

下水処理場の維
持管理をしていく
ため

納付書の発行（三
次：年４回・みわ：
毎月）

現状維持

5

分担金は１
００％徴収
できた

5

滞納もない
のでこれ以
上の向上は
できない

5

納付書を発
送するだけ
なのでこれ
以上のコス
ト削減は難
しい

4

下水処理場
の維持管理
を市が行っ
ており、また
対称件数も
少なく徴収
経費も少額
のため現状
どおり市が
行うほうがよ
い。

3

社会的ニー
ズは低いと
思われる
が、下水処
理場の維持
管理を行う
ためには必
要である。

2

市民ニーズ
は低いと思
われるが、
下水処理場
の維持管理
を行うために
は必要であ
る。

24 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

分担金は１０
０％徴収してお
り、これ以上の
コスト削減は難
しい。今後更な
る企業誘致が
されれば、対象
企業も増加して
いくため、滞納
が発生しないよ
うに取り組みを
行う必要があ
る。また、下水
処理場の適切
な維持管理に
繋げていく必要
がある。

要
改
善

滞納が発生し
ないよう，適切
に実施する。

事
業
推
進
室
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甲奴地区
簡易水道
整備事業

130,212

本事業は，増補改良 ･水量拡
張･区域拡張の3種類の補助
をもとに水量，水質の確保の
ため取水･導水･浄水･送水施
設の改良及び，矢原地区の
カーターシビックセンターをは
じめとした公共施設が点在す
る外，宅地開発された箇所へ
の配水施設の建設を行う。

　事業が短期間で計画され
ていたため，単年度ごとの
予算が多大となり，予算確
保が困難であるとともに予
算執行が難しいため，事業
完了年度の見直しが必要。

地
域
住
民

　水道未普及地
域の解消及び取
水･導水･送水施
設の改良を行い，
定住環境の改善
を行う。

　対象となる地域
の水道管の布設
及び施設の改良

　早期完了を目
指すため。

3

　水道未普
及地域解消
に貢献して
いる。

3

　水道未普
及地域解消
に貢献して
いる。

4

　費用対効
果調べで比
較済み。

5

　投資額が
多大である
ため，市で
なければ出
来ない。

4

　水道未普
及地域解消
のため，社
会的ニーズ
が高い。

4

　生活環境
が改善され
るため，市民
ニーズが高
い。

23 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

　事業費の精
査による事業
の見直し。

要
改
善

効率的かつ計
画的に事業を
推進する。

事
業
推
進
室
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三良坂町
統合簡易
水道事業

203,636

平成14年度に変更認可を受
けた、統合簡易水道事業に
より、三良坂地区・灰塚地
区・仁賀田利皆瀬地区の簡
易水道の統合により、各地
区間の連絡管の新設、導送
配水の電気設備の更新、未
普及地域の配水管の新設等
が予定されている。今後にお
いても、自家用井戸等の独
自水源において水質の悪化
や水量の低下などが進行す
る中で、未普及地域の早期
解消を図り、安全で衛生的な
生活用水の供給を行うことが
必要である。
①未普及地域の解消
長田地区・羽木長沢地区・和
地地区
②連絡管の新設
各地区との連絡管の新設
③老朽施設の更新
老朽化した電気・計装設備の
更新

　事業が長期にわたるた
め，定期的に整備手法の
見直しを行う必要がある。
例えば，統合簡易水道事
業のみに留まらず上水道と
の統合により，浄水場の統
廃合を行い，水道事業の効
率的な運営を行う。

地
域
住
民

　水道の未普及
地域を解消するこ
とにより，定住環
境の改善を行う。

　対象となる地域
への水道管の布
設。

　水道管の面整
備が完了したと
ころから，随時
給水開始を行
い，未普及地域
の早期解消を
図るとともに，
その事業収入
により経営の安
定化を図る。

3

 水道未普
及地域解消
に貢献して
いる。

3

　事業期間
の見直しに
より，向上の
余地あり。

3

　事業手法
の見直しに
より，コスト
削減の余地
がある。

5

　投資額が
多大である
ため，市で
なければ出
来ない。

5

　未普及地
域解消のた
め，社会的
ニーズが高
い。

5

　生活環境
が改善され
るため，市民
ニーズが高
い。

24 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

　多少手法等
で改善の必要
があるが，社会
的・市民ニーズ
の点から，事業
の拡大が望ま
しい。（吉舎町
の一部・旧三次
市の一部への
拡張）

要
改
善

整備手法の見
直しも含め，今
後の整備方針
を立てる。

74／100
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業の対
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・
間
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中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

事業費 事業 1 1 1
施工予定
延長

ｍ 1,544 4,473 1,880

本事業施
工予定全
延長

ｍ 26,580 26,580 26,580

施工率 ％ 6 17 7

　補助基
数

基 202 171 200
　浄化槽
処理人口

人 685 580 680

浄化槽
設置基
数

基 57 38 38
浄化槽処
理人口

人 219 146 143

拡大処
理区域
面積

ha 248 300 330
処理区域
内人口

人 3,750 4,635 5,300

下水道接
続人口
（戸数）

人
（戸）

2,000 2,425 2,800

水洗化率 ％ 53 52 1

1
8
 

受
益
と
負
担

の
適
正
化

1
9
年
度
中

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

取
組
の
縮
小

1
9
年
度
当
初

1
8
 

受
益
と
負
担

の
適
正
化

1
9
年
度
中

288

285

286

287

事
業
推
進
室
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

三和地区
簡易水道
事業

193,505

地域住民の福祉と生活に必
要不可欠な社会基盤施設で
ある。水洗トイレの普及など
生活様式の変化に伴い，水
源確保と長期的な視点とした
計画により，市民に安全で安
定した飲料水の供給をする。
平成9年～平成15年度　取
水・導水・浄水・送水・配水施
設設備
平成16年～平成19年度　配
水施設設備

地域住民の水道加入促
進，水道普及率の向上。

給
水
区
域
内
住
民

水道未普及地域
を解消し，安定し
た水を住民に供
給する。

水道施設の整備 加入促進によ
り，加入率の高
い路線を優先
的に工事を行
う。

4

水道未普及
地域を解消
し，安定した
水を供給す
ることによ
り，住民
サービスの
向上を図る
ためには，
必要不可欠
な事業であ
る。

4

支所と連携
し加入促進
を行い，加
入率の向上
を図る。

3

加入率に
よってルート
変更や管
種，口径の
変更等を考
慮すること
によりコスト
の縮減を検
討すること
が可能であ
る。

5

簡易水道事
業として，三
次市が主体
となって事
業推進しな
ければ実施
できない。

4

生活に必要
不可欠なも
のであるた
め，社会的
ニーズは高
い。

3

水道加入率
の低い地域
がある。

23 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

加入促進によ
り加入率の向
上に努め，そ
の結果によっ
てルート，管
種・口径の再検
討を行う必要
がある。

要
改
善

加入率の増加
と適正な使用
料を検討する。

事
業
推
進
室
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

小型浄化
槽設置整
備事業補
助金

91,072

公共下水道・農業集落排水・
市町村設置浄化槽対象区域
を除く市内全域を対象とし、
住宅（店舗併用住宅を含む）
に浄化槽設置希望者に対し
て補助金を交付するもの。
平成17年度の取り組み内容
設置基数　：　１７１基 (5人槽
49基・7人槽115基・10人槽7
基)      総事業費　：　８９,６５
４千円

設置者が１６・１７年度減少
傾向にあり，普及促進に努
める。

次
の
要
件
を
満
た
す
浄
化
槽
を
設
置
す
る
者
①
主
と
し

て
，
居
住
の
用
を
供
す
る
建
物
に
設
置
す
る
者
②
集
合
処

理
以
外
の
区
域

浄化槽を設置す
るものに対して補
助金を交付し，浄
化槽整備を推進
することにより，
生活雑排水によ
る公共用水域の
水質汚濁を防止
し，生活環境の保
全と公衆衛生の
向上を図る。

浄化槽設置者に
補助金を交付す
る。

早期の補助金
交付に努める。

4

全ての申請
者に対し
て，補助金
を交付する
ことができ
た。

3

単独処理浄
化槽設置者
の合併浄化
槽への改修
を含めて普
及促進を要
する。

4

コンパクト化
浄化槽も開
発され，コス
ト縮減を図
る。

4

国からの交
付金事務も
あり，市の
関与が欠か
せない。

5

住民の快適
な生活環境
の改善と公
共用水域の
水質改善
は，社会的
に必要性が
極めて高
い。

4

生活環境の
改善と公共
用水域の水
質改善の必
要性は高い
が，浄化槽
の設置には
多額の費用
を要すため，
補助金の交
付を市民は
強く求めてい
る。 24 B

現
状
維
持

現
状
維
持

事
業
拡
大

小型浄化槽設
置整備事業補
助金制度を今
後も継続して必
要とする。

要
改
善

普及促進に努
める。

事
業
推
進
室

第
6
 

都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

浄化槽市
町村整備
推進事業

47,376

近年の産業の高度化・生活
様式の多様化等により河川
の水質悪化が進行している。
環境意識の変化により産業
活動
に伴う排水の浄化は促進さ
れているが、その反面生活
排水の浄化対策は、公共下
水道等の集中処理区域が進
んで
おりその他の区域において
は、排水対策が遅れている。
このため、市町村設置型浄
化槽の設置を推進し、公共
水域の
環境保全を推進する。
平成17年度設置内容（布野８
基・君田８基・三和２２基）
設置基数：３８基

平成22年度までの事業な
ので、対象者への普及促
進する必要がある。

集
合
処
理
区
域
以
外
の
住
居
等
を
対
象
と
す
る

。
　
対
象

区
域
　
：
　
布
野
町
・
君
田
町

(

三
和
町
は
1
7
年
度
で

事
業
終
了

)

生活排水を浄化
（BＯD200mg/ℓ以
上～ＢＯＤ20mg/ℓ
以下に）し
生活環境を改善
する。

申請に伴い，浄
化槽を設置しその
対価として分担金
を徴収し，月々使
用料を徴収し維
持管理費に充て
る。

評価を的確に
行う。

4

家庭排水を
浄化するこ
とにより、河
川等の
水質を改善
することに
一定の成果
を得た。

3

水質悪化の
原因成分の
ひとつであ
る窒素
の除去がな
されていに
い。従って
今後は高
度処理窒素
除去型の導
入を考慮す
る必要
がある。 3

宅内設備と
浄化槽設設
置業者との
連携が
悪い。市設
置のため、
設計・入札
等に時間
がかり設置
希望者の要
望時期に施
工する
ことができな
い。

3

設置希望者
の利便性を
考慮し、市
は適切
な工事指導
を行い、生
活環境の改
善を図
る。

4

周辺部の公
共下水等の
下水処理施
設の
ない地域に
は、なお
ニーズがあ
る。

4

社会的ニー
ズがある以
上は、市民
ニーズ
もある。

21 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

浄化槽整備事
業については，
市町村設置整
備と個人設置
がある。維持管
理費と使用料
に違いが生じ
ているが，合併
協議会の取り
決めがあり，今
後検討を要す。 事

業
縮
小

整備は平成２２
年度までの事
業であるが，
対象地域への
普及啓発を継
続して実施す
る。

事
業
推
進
室
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く
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(

4
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安
全
で
快
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づ
く
り

任
意
的
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務

直
接
業
務

(

対
外
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な
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務
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サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

特定環境
保全公共
下水道事
業（酒屋・
布野・吉
舎・三良
坂・甲奴）

644,623

　近年の産業の高度化や生
活様式の多様化などにより
河川や海の汚濁は進行して
おり、ここ三次でも生活雑排
水により市内河川の汚濁は
進みつつあった。三次公共
下水道事業は市内河川の水
質保全をはじめ市民生活の
向上や環境改善を図るため
平成2年三次市公共下水道
基本計画を策定し同年都市
計画法・下水道法の認可を
受け事業着手した。
　平成17年度は、管渠延長
２．５km、排水面積９．２haの
整備を行った。

　市民の快適な環境づくり
のための下水道事業とし
て、早期完成・早期供用開
始が課題

下
水
道
事
業
区
域
内
に
定
住
す
る
住
民
及
び
事
業
所

市民の快適で便
利な暮らしのた
め、また三次を流
れる河川の水質
保全のため

事業区域内の下
水道管渠の面的
整備を行い下水
道整備区域処理
区域の拡大を図
り下水道を利用で
きる状態にする

計画的な事業
を推進し，生活
環境，地球環境
の改善を図る。

4

下水道整備
に伴い、快
適な生活環
境及び河川
の水質保全
に貢献して
いる

3

下水道供用
開始区域内
での下水道
接続戸数は
じ順調に伸
びている
が、未接続
者への普及
促進を図る
必要があ
る。

4

汚水処理交
付金及び受
益者負担金
により事業
を行ってい
る。既にコス
ト削減に向
けた工法を
検討し、実
行している
ので、これ
以上の大幅
な削減は望
めそうにな
い。

5

公共下水道
の設置、改
築・修繕、そ
の他の管理
は市町村が
行うと定めら
れている。
(下水道法第
3条）

5

近年の産業
の高度化や
生活様式の
多様化など
により河川
や海の汚濁
は進行して
おり、生活
雑排水によ
り市内河川
の汚濁はと
きとして異
臭を感じる
程度であ
り、市内河
川の水質保
全をはじめ
市民生活の
向上や環境
改善を求め
る社会的
ニーズは高
い。

4

市民生活の
向上や環境
改善を求め
るものである
が、処理区
域となった場
合、便所の
水洗化や雑
排水の接続
が義務付け
られるため、
個人の負担
も発生し、下
水道を強く求
める人と求
めない人の
両極である。
総じては市
民ニーズは
大である。

25 B
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

当市の下水道
事業は、市民
の環境問題へ
の関心、快適
な暮らしへの
ニーズに対応
していくため
に、面整備拡
大、接続増加を
進めることが必
要なため。

要
改
善

加入促進と適
正な使用料の
検討をする。

75／100
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評
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今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
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実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

漏水調
査・管路
診断

（業
務）

1 1 1 平成15年度 平成16年度 平成17年度

有収率 ％ 90 85 85

老朽管
更新工
事

１工
事

1 1 1
老朽管更
新工事

工事
延長

L=450ｍ L=650ｍ L=540ｍ

適地選
定調査

地区 - 9 1
候補地の
選定

- 選定

調査面
積

ｋ㎡ 24 20 23 調査面積 ｋ㎡ 24 20 23

９
　
事
業
の
迅
速
化

1
9
年
度
予
算

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
予
算

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
8
年
度
中

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

292

289

290

291

営
業
管
理
室
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

漏水調
査・管路
診断

5,552

　昭和３９年に水道事業運営
の認可を受け，昭和４０年度
から水道管布設工事に着手
し，昭和４３年度から三次町・
十日市町の一部で供用開始
を行い，随時管延長を伸ばし
また老朽管の布設替えを行
いながら現在に至っている現
状で，長年の経年劣化によ
り，管の腐食が進行し漏水を
引き起こすことがあります。
　漏水は，経済的損失だけで
なく，水圧の低下・土壌の流
出による道路陥没等の原因
となるため，漏水調査を行
い，安全で安定した水を確保
する。
　また，管路診断により，水
道管路に必要な各種情報
（水圧・流量・漏水情報等）を
調査し，水道台帳としての情
報・機能の確保をする。

定住環境の整備に伴い，
水道事業普及範囲は年々
拡大する。それに対応する
維持管理範囲も拡大する。

市
民

定住環境の整備
（安全で安心して
利用できる水道
水の確保）

水道管を調査・診
断し，漏水事故を
事前に対応及び
被害を 小限度
に
抑える。

前年度評価は
現状維持であ
るため対応は
特になし。

3

本事業によ
り，平成17
年度は大小
含め２４件
の漏水箇所
を発見する
ことができ，
事故防止に
対応してい
る。よって，
目的達成に
貢献してい
る。 4

善と思わ
れる手法に
より調査・診
断している
ため，向上
の余地は少
ない。

4

深夜等人が
寝静まった
ころ人力で
やる調査な
ので，コスト
の削減余地
は小さい。

5

水道事業
は，三次市
が経営して
いるため，
本業務の委
託は市でな
ければ発注
できない。

3

安全で快適
な生活の確
保のため，
社会的ニー
ズがある。

3

安全で快適
な生活の確
保のため，
市民ニーズ
がある。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

現在でも昭和
43年度に施工
した水道管が
埋設してあり，
計画的に布設
替えを実施して
いるが，すべて
を布設替えす
るには，かなり
の期間と経費
を要する状況
にある。よっ
て，維持管理
のために水道
管の経年劣化
の把握や漏水
箇所の事前把
握等，本業務
は必要である。

要
改
善

効率化を図
る。

事
業
推
進
室
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安
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く
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任
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直
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務

(

対
外
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務
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サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
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ら
れ
る
仕
事

老朽管更
新事業

39,322

　本市の上水道事業は，昭
和３９年に創設した。
創設当時の既設管は老朽化
が著しく，漏水事故等水道管
の維持管理，安全な水の提
供に支障をきたしている。
平成1７年度は，昭和４３年施
工のφ150㎜の配水管を
L=650.4m更新した。

早期に老朽管の更新が必
要

市
民

既設老朽管の早
期更新を行い，安
全で衛生的な生
活用水を安定供
給し，公衆衛生の
向上と生活環境
の改善を図る。
あわせて水道管
の維持管理経費
の軽減を図る。

水道施設の整備
（水道老朽管の更
新）

現状維持であ
るため特にな
し。

5

上水道老朽
管解消のた
め。

5

上水道老朽
管解消。

5

老朽管を更
新すること
により，配
水能力の向
上と維持管
理費の削減
を図る。

5

水道事業
は，原則とし
て市町村が
経営する。

5

安全で衛生
的な生活用
水を安定供
給する必要
性が高い。

5

老朽管を更
新することに
より，配水能
力の向上と
維持管理費
の削減を図
る。

30 A

現
状
維
持

現
状
維
持

事
業
拡
大

旧三次市内に
はまだ多くの老
朽管が存在し
ている。
本管の更新に
より，安全で衛
生的な生活用
水を安定供給
し，公衆衛生の
向上と生活環
境の改善を図
り，あわせて水
道管の維持管
理経費の軽減
を図る必要が
ある。

要
改
善

経過年数の長
いものから，更
新計画を立て
順次実施す
る。

か
い
て
き
環
境
室
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３
都
市
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く
り

(
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安
全
で
快
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く
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意
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直
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対
外
的
な
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新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

新斎場建
設事業

12,615

新しい斎場施設の整備。
平成１８年度は、斎場（火葬
場）建設のための測量調査、
地質調査、基本設計、用地
購入を行う。

建設予定地周辺住民の理
解。

市
民

畏怖感や不浄感
を払拭し、あかる
く清潔な施設であ
るとともに、周辺
環境との調和や
環境保全に配慮
した施設を整備し
ていく。

測量調査、地質
調査、基本設計、
用地購入

前年度，現状維
持であるので特
になし。

5

新斎場建設
検討委員会
の設置によ
り、適正候
補地を選
定。

5

選定にあ
たって候補
地の比較資
料・現地調
査を行い、
選定。

4

業務委託経
費が殆どで
あり、コスト
削減の余地
は少ない。

5

市が設置し
た新斎場建
設検討委員
会。

5

候補地の応
募、建設検
討委員会委
員の選考に
あたり、公
募方式を導
入。

5

市民の意見
を取り入れる
ため、候補
地の選定を
公募方式に
した。
また、建設検
討委員会に
おいて市民
代表も公募
委員とした。

29 A
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

新斎場建設候
補地の選定を、
検討委員会に
おいて調査・検
討した結果、候
補地を決定し
た。

要
改
善

整備計画に基
づいて，効率
的に事業を進
める。

管
財
室

第
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市

３
都
市
の
魅
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づ
く
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(

4

)

安
全
で
快
適
な
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環
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く
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任
意
的
事
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直
接
業
務

(

対
外
的
な
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務
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正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

地籍調査
事業

229,410

　計画地域について，2年間
で完了する事業である。
　1年目：地籍調査を実施す
る区域内の土地所有者への
地元説明会後，現地調査（境
界立会），測量を行う。
　2年目：測量・土地所有者か
ら聞き取りをしたものを参考
に地籍図・地籍簿を作成し，
閲覧，認証後，法務局へ送
付し課税へ反映される。

　①１８年度から管財室付
けとなった支所配置担当者
間の連携及び本庁を中止
とした指示体系の整備
　②事務を迅速に行うため
の事務支援システム，調査
図策定システムの導入
　③将来，ＧＩＳ（地図情報
システム）を構築するにあ
たり，地籍調査の成果を有
効活用するための数値情
報化
　④公共事業とリンクした
地籍調査事業の執行

国
土
調
査
を
行

っ
て
い
な
い
地
域

　国土開発及び
保全並びにその
利用の高度化に
資するとともに，
あわせて地籍の
明確化を図るた
め，国土の実態を
科学的に調査す
る

　調査区域内の
土地所有者の土
地の境界を確定
するための調査

・担当旧町村職
員を「管財室付
け」にした組織
体制の改編
・旧三次地域の
１８年度調査再
開に向けた準
備作業実施

4

　国庫補助
金の交付状
況が事業計
画に影響す
るため，高
度機器の導
入も含め進
捗的には長
期スパンに
ならざるを
得ない。そ
の中で旧三
次の再開を
決定し諸準
備を行なっ
た。

3

　市の推進
体制の見直
しなどにより
成果の向上
が見込まれ
る。

3

　調査実施
に係る業務
委託方法等
の改善によ
りコスト削減
が図れる

5

　国土調査
法に基づく
事業で，公
益性が強
い。

5

　公共事業
の計画地域
等の地籍調
査未実施地
域について
調査実施の
要望があ
る。

5

　地籍調査
未実施の特
に高齢化が
進む地域に
ついて調査
実施の要望
がある。

25 B
未
実
施

事
業
拡
大

要
改
善

　事業実施体
制の改編によ
る事業執行を
検証し，効率的
体制を確立す
る。
　旧三次市の
調査も再実施。

要
改
善

限られた予算
の中で対応す
るためには，
特定地域への
事業集中も検
討し，迅速化を
図る。
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十
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有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

譲与物
件面積

k㎡ 478
譲与物件
面積

k㎡ 478

補助金
対象者
数

人 78 45 30
補助金対
象者の定
住率

％ 100 100 100

利子補
給対象
者

人 31 22 15
対象者へ
の交付状
況

％ 100 100 100

要望項
目数

件 34 53 53

要望の成
果があっ
たと思わ
れる項目
数

件 8 10 12

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

終
期
の
設
定

2
2
年
度
ま
で

終
期
の
設
定

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

296

293

294

295

管
財
室
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安
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く
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性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

法定外公
共物関係
事務

354

　法定外公共物とは里道及
び水路のことで，国が所有者
で市が管理を行っているもの
と，国から市へ譲与が済んで
おり，所有者が市であるもの
との2種類がある。
（事務手続）
　国が所有者である里道・水
路は払下げ・交換等の申請
は市で受け付け，公用廃止
の公告（2週間）後，県へ引継
を行い，県から財務局へ引
継ぎが行われた後に，財務
局と申請者とで契約等がなさ
れる。
　市が所有者の里道・水路
は，払下げ・交換等の申請は
市で受け付け，公用廃止の
公告（2週間）後，市と申請者
とで契約等を行う。

譲与後の管理体制の整備 里
道
・
水
路

　①法定外公共
物の管理主体の
明確化
　②当該施設の
用途変更（払い下
げなど）の手続き
の簡略化

①国から譲与を
受ける場合は，所
定の申請手続き
を行う。
②申請に基づき，
里道・水路の払い
下げ，申請者の
所有する土地と
交換等を行う。

費用対効果も
勘案し譲与を受
けるかどうか検
討を行ない，住
民サービスへ
の効果が大き
いと判断し，１８
年度譲与申請
を行なうことを
決定した。

5

　法定外公共
物の国から
の譲与状況
について，吉
舎町，甲奴
町，布野町分
は譲与済み
で，君田町，
作木町は一
部譲与済み
である。ま
た，旧三次
市，三良坂
町，三和町に
ついては，譲
与を受けてい
ない。１７年
度 国への譲
与申請を決
定したこと
で，市域にお
いて完全に
譲与を受ける
ことになる。

2

　制度を十
分啓発して
いない関係
もあり，住民
によく理解さ
れていない
面がある。
理解される
ことで活用も
図れる。

3

　譲与申請
事務や維持
管理に係る
経費をでき
るだけ抑え
る。

3

　管理業務
について
は，譲与も
含め当面市
が行なう。譲
与申請事務
は，外部委
託を考えて
いる。

4

  有効的な
土地利用面
からも社会
的ニーズは
高い。

4

　地域又は
個人の施設
利用等ニー
ズや施設の
用途変更
（払い下げな
ど）の手続き
の迅速化が
図られること
から市民
ニーズは高
い。

21 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　法定外公共
物は，地域内
や私有地の隣
接部分にも多
数存在してお
り，その有効利
用に対しニー
ズは見込まれ
る。また，現行
は用途変更
等，国へ申請
が必要で結果
まで相当の期
間を要してお
り，譲与により
手続きの簡素
化も図れるが，
一方で譲与後
の管理体制の
整備や維持管
理経費の対応
が必要となる。

要
改
善

譲与手続き中
であるが，今
後の維持・管
理体制の確立
を図る。

自
治
振
興
室
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定住促進
奨励金等
の交付事
務

6,028

交付決定者への定住促進奨
励金等の交付事務

転出した場合の対象者へ
の現況確認，対応。

旧
町
村
補
助
金
交
付
決
定
者

交付決定者の定
住化

下宿用宿舎設置
資金助成
住宅資金借入金
利子補給

前年度現状維
持であるため特
になし。

4

対象者の定
住率は１０
０％である
ため，目的
達成に貢献
していると
いえる。

5

新規はない
ため成果向
上の余地は
ない。

5

旧町村で交
付決定され
たものであ
る。

5

旧町村で交
付決定され
たものであ
る。

1

すでに交付
決定を受け
たものへの
経過措置的
事業である
ため，社会
的ニーズは
極めて低
い。

1

すでに交付
決定を受け
たものへの
経過措置的
事業である
ため，市民
ニーズは極
めて低い。

21 C
未
実
施

現
状
維
持

廃
止

すでに交付を
受けたものへ
の経過措置的
事業であるた
め。(H22年度
で廃止)

終
了

経過措置とし
て行う。(平成２
２年度まで)

君
田
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ
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新
た
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作
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出
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仕
事

定住対策
奨励金交
付事務

224

旧君田村時代に「君田村定
住化促進条例」に基づき実
施された「きみた村活彩田舎
ぐらし奨励交付金」の交付者
に対し、合併時の協議により
引き続き利子補給金を交付
していく事業

定住確認等適切な事務執
行

交
付
決
定
を
受
け
て
い
る
者

定住促進のため 住宅建築に係る
借入金の利子の
一部を補給する
ための書類の作
成及び確認

前年度現状維
持であるため，
特になし。

4

平成17年度
において
も、迅速で
正確なデー
タの作成に
取り組む努
力を行っ
た。しかしな
がら、居住
確認や、必
要書類の徴
収に時間を
要した。 4

定住対策に
は有用な制
度であると
考えるが、
新市におい
ては類似精
度はない。
そういった意
味では、成
果の向上の
余地は小さ
い

5

本庁との連
絡調整、対
象者との連
絡等で、
低限の費用
と考える。

5

旧町村と受
益者の約束
であり、市が
その責を引
き継いでい
ると考える

3

当時は、過
疎対策とし
て有効な手
段として用
いられてい
たが、経済
状況が低迷
している現
在では、個
人給付の制
度は一考を
要する

4

制度そのも
のは終息し
ており、事後
処理業務は
しなければ
ならない。

25 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
縮
小

対象者が年々
減少し、平成22
年で終了予定
の事業である

終
了

経過措置とし
て行う。(平成２
２年度まで)

企
画
調
整
担
当

第
6
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４
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改
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(

1
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市
民
満
足
度
の
向
上

任
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的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

広島県内
陸部振興
対策協議
会を通じ
た主要施
策要望業
務

402

議会議員と広島県内内陸部
の市町長又は議会議長で構
成する広島県内陸部振興対
策協議会を通じ，内陸部の
市町に共通する課題及び本
市の課題等について，広島
県へ要望する。
毎年７月に事務局である庄
原市により翌年度の要望事
項の取りまとめが行われ，役
員会，理事会を経て，１０月
に要望活動が実施される。
構成団体（三次市・安芸高田
市・庄原市・三原市・安芸太
田町・北広島町・世羅町・神
石高原町）

合併による構成市町の減
少・広域化に伴う要望項目
の精査と地方主権を積極
的に推進する要望項目や
政策提案に変えていく。

三
次
市
民
全
体
の
公
共
福
祉
の
向
上
の
た
め
，
ま
た
，
内

陸
部
全
体
の
活
性
化
の
た
め
の
主
要
施
策
の
要
望
活
動
で

あ
る

。

三次市民全体の
公共福祉の向上
のため，また，内
陸部全体の活性
化のため一日で
も早いハード事業
の実施・完了とソ
フト事業の充実を
図る。

広島県内陸部振
興対策協議会を
通じ，内陸部の市
町に共通する課
題及び本市の課
題等について，広
島県へ要望する。

三次市だけの
取り組みでない
ため，改善が難
しい状況であ
る。

3

本市及び内
陸部の市町
が抱える課
題を県に要
望・提案す
ることによ
り，課題の
解消や事業
の推進に一
定程度貢献
している。

2

要望内容・
要望方法等
を更に工夫
することによ
り，成果の
向上余地は
ある。

3

主には負担
金の納入と
要望項目の
取りまとめ，
そして，市
長が協議会
出席や要望
活動を行う
ものであり，
大幅なコス
トの削減は
できない
が，事務の
簡素化は行
える。

5

内陸部の市
町としての
課題等を県
へ要望する
ものであり，
市でなけれ
ばできない
業務であ
る。

3

三次市やそ
の他の内陸
部の市町が
抱えている
課題や事業
の推進を県
に対して要
望するもの
であり，公
共性は高く
一定の社会
的ニーズは
ある。 3

公共性は高
く一定程度
市民ニーズ
があるものを
協議会を通
じて課題の
解消等に努
ている。

19 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

本市や内陸部
の市町と連携
を図り協議会と
して県に対して
課題等を要望
することは有益
であるが，要望
の項目や協議
会で要望する
方法は改善し
ていく必要があ
る。 要

改
善

協議会として
の要望活動も
有益である
が，構成団体
の減少に伴
い，協議会の
あり方につい
て検討を要す
る。

77／100
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市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

事務・権
限移譲
に伴う県
との協議
回数

回 30 20 30
移譲事務
数

事務 77 18

主要事
業提案
回数

回 7 7 7 提案件数 件 36 40 44

委員会・
研修会
開催回
数

回 5 1 1
決定書が
示された
割合

％ 100 100

審査件
数

件 2 1

証明発
行枚数

枚 67,747 67,810 68,000
証明手数
料

千円 25,936 26,405 26,800

民
間
委
託
等
の
推
進

1
9
年
度
予
算

2
 

徹
底
し
た
情
報
公
開

1
8
年
度
中

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

移
譲
項
目
の
拡
大

1
9
年
度
当
初

300

297

298

299

企
画
調
整
担
当
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

事務・権
限移譲の
推進

1,621

県内・全国の自治体に先駆
けて広島県から事務・権限の
移譲を積極的に取り組んで
いる。平成１６年１１月策定の
「広島県分権改革推進計画」
に基づき，平成１６年１２月，
広島県・三次市事務移譲具
体化協議会を設置し，移譲に
向けた協議・調整を経て平成
１７年３月，移譲事務ごとに
適切な移譲時期や必要な支
援措置を検討し，「広島県・
三次市移譲事務具体化プロ
グラム」を策定した。平成１７
年４月１日からプログラムで
定めた１４２事務を順次実施
している。（平成１７年度７７
の事務，平成１８年４月１８の
事務の計９５の事務の移譲を
受け実施中）また，新たな事
務・権限移譲の提案を行い
県と協議を行っている。

・県から移譲された新たな
事務を行うため，担当部局
と企画調整担当が連携を
図り問題が発生した場合も
早急に対応できる組織をつ
くる。
・移譲を受ける１４２事務の
内，保健所事務等４４事務
については法改正が必要
であるため，県と連携を図
り国に対して法改正を提案
する。
・三次市独自に県・国に対
して新な事務・権限移譲の
提案及び協議を行う。（県
道の管理権限，こども家庭
センター（児童相談所）業
務，都市計画決定権等）

三
次
市
民
，
関
係
事
業
所
等

今まで，県が行っ
ていた事務を市
民に身近な三次
市（市役所）で行
うことにより，ス
ピーディーなワン
ストップサービス
を提供する。ま
た，市民ニーズに
的確に対応する。

・移譲を受ける関
係部局と連携を
図り，市民サービ
スの向上させる。
・円滑な移譲を行
うため「広島県・
三次市事務移譲
具体化協議会」を
設置し移譲年度
や課題を協議す
る。
・県の権限移譲推
進室と連携し，新
たな事務・権限の
移譲を進める。

自己決定・自己
責任・自己完結
型の行政をさら
に推進するた
め，県・国に対
して，新たな事
務・権限を移譲
するよう提案を
行っている。

5

・県から移
譲された事
務を市が行
うことで，市
の権限によ
り市民ニー
ズに迅速に
的確に対応
が可能とな
る。
・職員のレ
ベルアップ
に繋がって
いる。

5

県から移譲
された事務
を市が自ら
知恵を出し
制度の範囲
内で，市民
ニーズに応
えられるよう
独自のやり
方を行う。

3

県との協議
調整のため
の人件費及
び出張費用
であり，コス
トの削減は
難しいが，
今後，移譲
された事務
全体を見直
しコスト削減
を図る取り
組みを行う。 3

県から移譲
された「県特
例条例」上
の事務であ
り，すぐに民
間等へ委託
することは，
今のところ
考えられな
いが，今後
制度改正等
が行われ，
民間等へ委
託可能とな
れば，検討
し順次委託
していく。

5

県道の改
良・維持修
繕等公共性
が極めて高
い事務が多
い。

5

市民や関係
機関に直結
した事務で
あり，市民
ニーズは極
めて高い。

26 B
未
実
施

事
業
拡
大

事
業
拡
大

「広島県・三次
市事務移譲具
体化プログラ
ム」で定めた１
４２事務の移譲
に止まることな
く，さらなる市
民サービスの
向上を目指し，
関係部局と連
携し県・国に対
して事務・権限
の移譲を推進
するよう三次市
から新たな提
案を行う。

事
業
拡
大

自己完結型の
行政運営によ
る，市民サー
ビスの向上を
めざし積極的
に取り組む。

企
画
調
整
担
当
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

主要事業
提案

2,973

県選出国会議員，国の関係
省庁，県知事及び県関係部
局に対して次年度の三次市
に係る国・県の主要事業
（国・県道路改良等）の提案，
制度・法改正（保健所設置要
件の緩和等）の提案及び三
次市の主要事業（駅前周辺
整備事業支援等）の提案活
動を行い，早期の事業実施・
完了，法改正等を実現させ，
三次市のさらなる発展と市民
サービスの向上を図る。

これまで以上に補助金要
望等の国・県頼みの提案
は必要 小限とし，制度改
正提案，税源移譲及び権
限移譲を推進する提案，ま
た，三次市の政策提案を中
心に行う。

三
次
市
民
全
体
の
公
共
福
祉
の
向
上
の
た
め
，
国
・
県
に

対
し
て
主
要
事
業
提
案
を
行
う

。

国・県に対して主
要事業の提案を
行い，早期の事
業実施や法改正
等を推進する。

市の関係部局が
事業推進や制度
改正等について
の提案書を作成
し，国の関係省庁
や県関係部局に
対して，市長，副
市長，議会議長，
関係部局長が提
案活動を行う。

国・県に対して
補助金要望の
提案は必要
小限とし，地方
分権を推進の
ための法改正
や政策提案を
中心とした。

4

国・県の関
係者へ直接
提案を行う
ことで，事業
が円滑に実
施される。

3

国・県に対し
て積極的に
提案を行う
ことで主要
事業の推進
の成果があ
る。

3

提案活動に
係る業務委
託料及び旅
費が主な経
費で，必要

小限で
行っている
ため，コスト
削減の余地
は小さい
が，担当職
員が事務処
理に要する
時間（人件
費）は抑え
るよう努め
る。

4

市でなくても
提案は可能
であるが，
市の主要事
業提案であ
り市が先頭
に立って行
う。

4

公共の福祉
向上のため
の主要事業
提案であ
り，社会的
ニーズは高
い。

4

国・県及び三
次市に対す
る施策や事
業に対す要
望は強い。

22 B
未
実
施

事
業
拡
大

要
改
善

補助金要望な
ど国・県に頼る
提案は少なくな
り，制度改正や
政策提案に移
行しつつある
が，まだ不十分
である。市民へ
の周知不足で
ありホームペー
ジ等で広く周知
する。 要

改
善

直接，国や県
に提案活動を
行うことは有益
である。更に
政策提案型に
移行するととも
に，内容の公
開を進める。

総
務
室
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

固定資産
評価審査
委員会

101

　固定資産税の課税標準と
なる価格は固定資産評価基
準に基づき評価されている
が，この評価額の決定には
高い，技術性，専門性が必
要という側面を有している。
そのため，固定資産税賦課
業務のより一層の適正公平
を期し，納税者の評価に対す
る信頼を確保する趣旨から，
価格に対する納税者の不服
については本市において処
理することとせず，独立した
中立的な機関によって審査
決定する必要があるため，
本市に中立的，専門的な第
三者機関として固定資産評
価審査委員会を設置し，不
服申出書が提出された場合
は，委員会を開催し審査決
定する。

審査委員には専門性を有
するものがいない為，研修
会等への斡旋を行ったり，
情報提供が必要である。ま
た，審査委員会の開催に
当たっては，十分な説明等
を行い，スムーズな審議，
適正な判断を下せるように
配慮することが必要であ
る。

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
固
定
資
産
評
価
額
に

不
服
が
あ
る
納
税
者

固定資産課税台
帳に登録された
価格の適正化

審査申出人から
審査申出書を受
け，市長からは弁
明書の提出を受
ける。これらを委
員会で審査する。

１７年度は，審
査申出がなかっ
たが，３年に１
度の研修会が
開催された為，
委員２名と事務
局職員１名が参
加した。

3

審査申出書
の提出がな
かったもの
の，研修会
へ参加し，
スキルアッ
プを図った。

3

審査委員に
は，専門性
を有するも
のがいない
ため，より活
発な意見を
言えるよう，
研修を重ね
る必要があ
る。

4

事務局の準
備次第で時
間短縮を図
れることは
ある。しか
し，研修会
への参加等
で必要な経
費がかかる
こともある。

5

地方税法４
２３条によ
り，市での
設置が義務
付けられて
いる。

3

固定資産の
評価に対す
る社会的関
心はあり，
これに対し
ての不服が
あった場合
の審査機関
は必要であ
る。

2

固定資産の
評価に対す
る市民的関
心はあるが
これに対して
の不服は少
ない。しかし
ながら審査
機関は必要
である。

20 C
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

固定資産課税
台帳に登録さ
れている価格
は，適正な価
格でなくてはな
らない。その
チェック機能と
して，評価審査
委員会は重要
な役目を果た
す。この機関を
より有効なもの
にするために
も，審査委員の
スキルアップの
ため，研修を充
実させること
や，審査会開
催にあたって
は，わかりやす
い説明，資料を
提供する必要
がある。

要
改
善

様々な事例に
対応するた
め，対応のマ
ニュアル化や
委員研修に取
り組む。

さ
わ
や
か
市
民
室
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

総合窓口
業務（ワ
ンストップ
サービ
ス）

83,764

市民サービスの向上を目的
とする。
複数の部局に出向かなけれ
ばできなかった各種手続き・
証明を、可能なかぎり１箇所
にまとめて行なえるよう、ワ
ンストップサービスの実現を
めざす。

さまざまな分野の専門知識
が要求されるため、研修に
よる職員の資質向上と、関
係する部局の連携が必要
である。
証明書自動交付機の導入
により、コスト削減とお客様
の待ち時間の短縮を図る。

各
種
手
続
き

、
証
明
発
行
請
求
の
た
め
来
庁
す
る
市
民

来庁者の待ち時
間短縮

複数の部署にま
たがる手続き、証
明を１箇所で行な
う。

県からの権限
委譲により、窓
口申請・交付業
務の拡大を図っ
た。

4

1箇所でほと
んどの手続
き、申請及
び証明発行
ができるよ
うになった
から。

3

研修による
職員の資質
向上で、
サービスの
向上を図る
ことができる
から。

3

証明書の自
動交付機導
入によるコ
ストの削減
が考えられ
る。

5

個人のプラ
イバシーに
関すること
が多い。
特に法に基
づく届出・受
付は、市で
行なわなけ
ればならな
い。

5

ひとつの窓
口で、手続
き・証明発
行が完結す
るしくみへ
の要望は、
極めて高
い。

5

複数の部局
に出向かな
ければでき
なかった手
続きが、1箇
所でできる
から。

25 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

現在、月１回の
業務研修を行
なっているが、
専門的知識習
得のため更な
る専門研修が
必要である。

事
業
拡
大

民間委託につ
いて検討する
とともに，土
曜・日曜の窓
口開設の準備
を行う。

78／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

公平委
員会の
開催

回 3 1 1
審議での
承認の割
合

％ 100 100

委員会
審議件
数

件 3 1 1

個別外
部監査
契約

件
個別外部
監査契約

件

審査意
見書の
作成

件 6 4 4
審査意見
書の作成

％ 100 100 100

委員会
開催回
数

回 1 1 1

評価事業
のうち，
事業継続
の答申を
受けた事
業の割合

％ 100 100 100

評価事
業件数

件 2 4 1

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
8
年
度
中

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
中

1
0
 

内
容
の
改
善

1
8
年
度
中

304

301

302

303
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

公平委員
会

471

公平委員会は，中立的かつ
専門的な人事機関として任
命権者の任命権の行使を
チェックする機能を有する。
公務員は，その意に反する
降任，免職等の不利益の処
分を受けた場合，また，勤務
条件に関して適当な行政上
の措置を求める場合は，公
平委員会に対して不服申し
立て，行政措置の要求などを
行いことができる。これらに
規定する要求があったときは
公平委は，事案について口
頭審理その他の方法による
審査を行い事実を判断し必
要なら勧告等を行わなけれ
ばならない。

職員からの不服・苦情等の
相談処理に的確に対処で
きるよう,職員の資質の向
上を図る必要がある。

三
次
市
職
員

委員，事務職員と
して，職員からの
不服申し立て，行
政措置の要求等
の事案が出た場
合に備えて，研修
会等に参加し公
平委員会制度の
審査，研究及び
資料の収集に努
め公平委員会審
査業務の適正な
運営に当たる。

職員からの不服
申立書を委員会
受理決定後，書
面審理，または口
頭審理のどちら
かで委員会審理
を行う。審査の結
果必要があると
認めたときは，任
命権者に対し不
当な取り扱いを是
正するための指
示をする。

前年度は，不服
申立・苦情等の
相談は無かっ
た。

5

委員,事務局
職員が研修
会等で資質
の向上させ
公平審査に
あたってい
る。
公務員制度
改革の進展
の下におい
て，職員が
安心して全
力をあげて
職務に専念
し，もって行
政の民主的
かつ能率運
営を確保す
ることから，
目的達成へ
の貢献度は
大きいと思
われる。

5

この制度
は，地方公
務員法等に
義務付けら
れている。
職員が安心
して全力を
あげて職務
に専念し，
もって行政
の民主的か
つ能率的運
営を確保す
るために，
公平審査制
度の有する
意義は深い
ことから，十
分に成果が
ある。

5

この制度
は，地方公
務員法等に
義務付けら
れている。
委員報酬，
旅費，負担
金等の予算
措置しかな
く削減の余
地はないと
思われる。

5

この制度
は，地方公
務員法等に
義務付けら
れている。
職員の権利
を確保し，そ
の勤務条件
の適正化を
図る目的か
ら,市が行う
べきもので
ある。 4

職員が安心
して職務に
専念でき，
行政の民主
的かつ能率
的な運営が
期待でき，
必要性は高
いと思われ
る。

2

今のところ市
民の関心は
薄いようであ
り，市民ニー
ズは低いと
思われる。

26 B

現
状
維
持

現
状
維
持

要
改
善

平成16，17年
度においては，
不服申し立て
等の件数はな
かったが，職員
の身分や利益
が不正に要求
された場合，中
立公正な立場
で調査を実施し
救済を行うな
ど，職員が安
心して職務に
専念できる重
要な役割を果
たしている。委
員及び職員相
互の連携，情
報交換をより積
極的に行い，
資質の向上を
図る必要があ
る。

要
改
善

不服申立・苦
情等の相談に
的確に対応で
きるよう準備を
しておく。

監
査
事
務
局
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都
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1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

個別外部
監査制度
の導入

選挙権を有する者からの監
査請求，議会からの監査請
求，長からの監査請求，長か
ら財政援助団体等の監査請
求，住民からの監査請求が
あった場合，議会の議決を要
した後，個別外部監査契約
に基づき外部監査人と締結
し監査を実施する。

外部監査人と契約を締結
する場合，正確で迅速な事
務処理が必要であると思
われる。

選
挙
権
を
有
す
る
者
，
議
会
，
長
，
住
民
か
ら
の
監
査
請
求

(

地
方
自
治

法
第
7
5
条
第
1
項
，
同
法
第
9
8
条
第
2
項
，
同
法
第
1
9
9
条
第

6
，
7
項
，
第
2
4
2
条
第
1
項

)

外部の専門的な
知識を有する者
による外部監査
をにより,監査機
能の独立性・専門
性を充実するとと
もに,住民の信頼
に,より適切に応
える必要がある。

選挙権を有する
者，議会，長，住
民からの監査請
求があった場合，
議会の議決を要
した後，外部監査
契約に基づき外
部監査人と締結し
監査を実施する。

前年度は制度
を導入した。今
のところ，個別
外部監査請求
は出ていない。

4

地方自治法
により条例
で定められ
ている。外
部の専門的
知識を要す
る公認会計
士，弁護士
等との契約
により監査
を行うこと
で，効果的
な監査が実
施できる。

5

地方自治法
により条例
で定められ
ている。選
挙権を有す
る者，議
会，，,住民
から監査請
求があった
場合，議会
の議決を要
した後，外
部監査契約
に基づき外
部監査人に
よる監査を
行うことか
ら，監査機
能の専門
性・独立性
が図られ，
十分に成果
がある。

5

地方自治法
により条例
で定められ
ている。
外部の監査
人と委託契
約を結ぶも
のであるの
で，コストの
削減余地は
ないと思わ
れる。

5

地方自治法
により条例
で定められ
ている。市と
外部の専門
的知識を要
する弁護士,
公認会計士
等と委託契
約を結ぶこ
ととなってい
る。よって市
でなければ
できないも
のである。

4

地方公共団
体の予算・
事業等の執
行に対する
住民の関心
は，社会的
に高まって
いる。

4

地方公共団
体の予算・
事業等の執
行に対する
住民の関心
は高まって
おり，予算等
の執行に関
するチエック
機能につい
て，住民の
信頼に，より
適切に応え
られる必要
がある。

27 A
未
実
施

未
実
施

要
改
善

地方公共団体
の予算・事業等
の執行に対す
る住民の関心
は高まってお
り，予算等の執
行に関するチ
エック機能につ
いて，住民の
信頼に，より適
切に応えられ
る必要がある。 要

改
善

監査請求に備
えて正確で迅
速な事務処理
ができるような
体制とする。

監
査
事
務
局
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義
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内
部
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)

正
確
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が
重
視
さ
れ
る
仕
事

決算審査 6,965

監査委員は，市の財務に関
する事務の執行及び経営に
係る事業の管理,または市の
事務執行について監査等を
実施し，その結果に関する報
告を決定し，これを市長等へ
提出し公表するなどにより，
民主的かつ効率的な行政執
行確保に資し，もって住民の
福祉の増進と地方自治の本
旨の実現に寄与する。

決算審査意見書の意見を
事業・業務等に着実に反映
させることが必要である。

地
方
自
治
法
第
2
3
3
条
第
2
項
の
規
程
に
よ
り
審
査
に
付
さ
れ
た
一
般
会
計
・
特
別
会

計
歳
入
歳
出
決
算
書
及
び
付
属
書
類
並
び
に
基
金
の
運
用
状
況
,

及
び
地
方
公
営
企
業
法

第
3
0
条
第
2
項
の
規
程
に
よ
り
審
査
に
付
さ
れ
た
水
道
・
病
院
事
業
会
計
決
算
書
等

決算書，その他
関係諸表の計数
の正確性を検証
するとともに，予
算の執行または
事業の経営が適
正かつ効率的に
実施されているか
を監査し，その結
果,指摘した事項
または表明した意
見については，市
長等から措置状
況報告を求め，こ
れを公表する。

決算審査により
予算の執行状況
が妥当であり，所
期の目的に従っ
て執行されたか，
また，これらの計
数が正確である
かを確認し，その
結果に関する報
告を決定し，これ
を市長等に提出
する。また公表も
行う。

本年度も適正
に実施する。水
道・病院企業会
計の決算審査
意見書は，一冊
にまとめるよう
にした。

5

毎年度，全
ての審査対
象について
は適正に決
算審査を実
施し，決算
審査意見書
を作成して
いる。決算
審査意見書
の意見によ
り,効率的な
予算執行,事
務の改善に
貢献してい
る。

5

法令に基づ
き必ず実施
するもので
ある。決算
審査意見書
の意見によ
り,効率的な
予算執行,事
業・事務の
改善等が行
われ，十分
に成果があ
る。 4

法令に基づ
き必ず実施
するもので
ある。計算
等はデー
ターベース
化し効率を
図っている
が，資料等
の確認は時
間と人的労
力を要す
る。コスト的
に削減余地
は小さいと
思われる。

5

地方自治法第
233条第2項,
地方公営企業
法第30条第2
項において実
施を義務付け
られている。
出納長又は収
入役は，毎会
計年度政令の
定めるところ
により，決算を
調整し，証書
類その他政令
で定める書類
とあわせて，
長に提出しな
ければならな
い。長は決算
等を監査委員
の審査に付さ
なければなら
ないと明記さ
れているた
め，市でなけ
ればできない
ものである。

5

地方自治体
の財政状況
は厳しいこ
とから，市
の効率的な
予算執行，
事業・事務
の改善等が
行われてい
るかを把握
するうえで
ニ－ズは高
い。 2

市民のニー
ズは低いと
思われる
が，自分たち
の税金の使
われ方や財
税状況など
について把
握できること
から関心は
あると思わ
れる。

26 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

決算審査は，
地方自治法第
233条第2項，
及び地方公営
企業法第30条
第2項に基づい
て行うものであ
り，今後も適正
に審査を行う。

要
改
善

効率的で効果
的な決算審査
事務を行う。

企
画
調
整
担
当
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公共事業
再評価

153

①事業採択後５年が経過し
てなお未着工の事業，②事
業採択後１０年が経過してな
お継続中の事業等を対象
に，当該公共事業の再評価
を行う。評価は，学識経験
者・市民代表等５名の委員で
構成する三次市公共事業評
価監視委員会において再評
価を行う。※平成１１年度以
降，上下水道整備・みよし運
動公園整備・林道整備等，年
間０～２件程度の案件につい
て委員会を開催し，再評価を
実施している。平成１７年度
は，平成１７年１０月２７日に
委員会を開催し，吉舎町敷
地地区簡易水道拡張事業
（新規）等４件の公共事業の
再評価を行い，いずれも新規
事業・継続事業を妥当とする
答申を受けた。

委員会が事業執行可否を
判断するために必要な調
査・議論等の時間を十分に
確保する必要がある。ま
た，国庫補助事業の評価
のみならず単市事業等も
拡大していくことを検討して
いかなくてはいけない。

三
次
市
が
実
施
す
る
公
共
事
業

公共事業の効率
的かつ効果的な
実施と，その実施
過程の透明性の
向上を目的とす
る。

対象となる公共
事業について，
「費用対効果分析
調書」等の再評価
資料を添えて委
員会に諮問し，当
該事業の継続可
否について意見
をいただく。

市民への周知
のためホーム
ページに掲載し
た。
女性の委員は
前年度と同様に
５人中２名であ
る。

2

限られた時
間・回数の
中で審議し
ており，目
的を達成す
るための十
分な手段と
なっていな
い。事業も
限られてい
るため貢献
度は小さ
い。 2

委員会開催
前の資料提
供及び事前
説明・現地
踏査等，委
員会での審
議の時間を
十分確保す
ることで，よ
り一層，公
共事業再評
価の強化・
充実を図る
ことが可能
である。ま
た，国庫補
助事業に限
らず単市事
業も評価の
視野に入れ
る。

3

事務処理を
早く的確に
行う努力を
していかなく
てはいけな
い。

5

現制度で，
公共事業の
再評価を行
うためには，
市が第三者
委員会を設
置する必要
がある。

4

現在の社会
経済情勢に
おいて，公
共事業の透
明性・効率
性向上に対
する社会的
ニーズは高
い。

2

公共事業で
専門性が高
く事業が限ら
れているた
め市民の関
心は低い。

18 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

厳しく限られた
財政状況の中
で公共事業再
評価に対する
社会的ニーズ
は高いため，
再評価を一層
強化・充実させ
る必要がある。
また，国庫補助
事業に限らず
単市事業も今
後行っていくか
検討していく。
そのためには，
委員会で審議
していただく時
間を十分に確
保するととも
に，現地踏査
の実施や委員
会の審議前に
資料提供・事前
説明を十分に
行う必要があ
る。

要
改
善

評価対象事業
を年度当初に
おいて把握し，
計画的な評価
を行う。

79／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

例月出
納検査

回 16 16 16
例月出納
検査

％ 100 100 100

主要事
業提案
回数

件 3 2 2
補助金交
付額

万円 1,216 1,216 1,216

補助金受
益者数

人 50 338 667

会議開
催回数

回 2 1 2
会議開催
回数

回 2 1 2

タウン
ミーティ
ング開催
回数

回 12 12 12

タウン
ミーティン
グ参加人
数

人 996 957 869

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
中

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
中

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
8
年
度
中

308

305

306

307

監
査
事
務
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例月出納
検査

33,907

監査委員は，毎月①収入役
及び企業出納員の保管する
現金残高及び基金の運用状
況の検証，②市の財務に関
する事務の執行が適正かつ
効果的に実施されているか，
③市の経営に係る事業の管
理が合理的かつ効果的に行
われているか，④事務事業
の執行に係る工事につい
て，当該工事の設計・施工等
が適正に行われているかな
どを監査し，その結果を市
長・議長へ報告する。

合併以降，支払帳票・伝票
等が増え，検査等の事務
量が増加している。よって，
監査の効率化について検
討する必要がある。

例
月
現
金
出
納
表
，
収
入
役
の
事
務
を
兼
掌
す
る
助
役
事
務
及
び
企
業
出
納
員
の
保
管
す

る
現
金
残
高
及
び
出
納
関
係
諸
表
等
の
計
数
の
正
確
性
を
検
証
す
る

。

(

一
般
・
特
別
会

計
，
水
道
・
病
院
事
業
会
計
，
備
北
地
区
消
防
広
域
行
政
組
合
会
計
等

)

監査は，公正で
合理的かつ能率
的な市の行政運
営確保のため，
違法・不正の指摘
に留まらず，指導
に重点を置き，
もって市行政の適
正性・効率性・妥
当性の確保を期
する。

毎月，監査の実
施にあたっては，
事務事業の執行
が予算及び決議
並びに法令等に
基づいて適正に
行われているか
を検査，その結果
を市長・議長に報
告する。

検査が効率的
に実施できる
よ，検査様式等
を改善した。

5

毎月，検査
対象につい
ては，適正
に例月出納
検査を実施
している。助
役及び企業
管理者の保
管する現金
の残高,出納
関係諸表の
計数の正確
性を検証
し，現金の
出納事務が
適正に実施
されている
かを検査す
ることによ
り，確実か
つ適正な予
算執行が図
られること
から，貢献
度は極めて
大きい。

5

法令等に基
づいて実施
するもので
ある。一般
会計，特別
会計，企業
会計の諸帳
簿の計数の
正確さ，:現
金の保管状
況の確認，
収入支出関
係書類の確
認により，適
正な予算執
行が図られ
ることから十
分な成果が
あると思わ
れる。

4

法令等に基
づいて実施
するもので
ある。
諸帳簿，通
帳,証書類等
の検査は，
確実性・正
確性が必要
であり，事
務の簡素化
等は難しい
ことから削
減の余地が
小さいと思
われる。

5

地方自治法
第235条の2
において，
現金出納の
検査が義務
付けられて
いる。
地方自治体
が自立的に
自らをチェッ
クする機関
として監査
委員制度が
あり，このチ
エック機能を
はたらかせ
ることから必
要である。

4

確実かつ適
正な予算執
行が行われ
ているかど
うかのチ
エック機能
として，社
会的ニーズ
は高い。

2

市民ニーズ
は低いと思
われるが，
市の適正な
予算執行等
に対して，市
民の関心は
あると思わ
れる。

25 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

監査は，地方
自治法や条例
に基づいて行う
ものであり，公
金の収入及び
支払いに関す
る事務が適正
に行われてい
るかを監査す
る。

要
改
善

例月出納審査
の結果に迅速
に対応できる
よう，庁内掲示
板等を利用し，
各部署へ早期
の通知を行う。

企
画
調
整
担
当

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

電源立地
地域対策
補助金

15,181

　本事業(補助金)は電源開
発を円滑に進めるために制
定された法律に基づき国の
交付金を受けて，広島県の
補助金交付要綱に沿って行
う補助事業であり，発電用施
設の種類・規模等に応じ発電
施設の所在市町村に対して
公共施設の整備等に必要な
費用を交付する制度である。
(現在，本市では，君田町・布
野町の水力発電施設が交付
対象施設である。)
　補助額は１，２１６万円／年
で補助率は１００％であり，
公共施設整備事業(公共施
設の整備，維持運営，補修
事業)及び利便性向上等事
業(地域活性化事業)から対
象となる事業を選定する。

更に本補助金を効果的に
活用する方法を検討する。

市
民

補助対象事業を
選定し，効果的に
本補助金を活用
し市民の利便性
を向上する。

平成１7年度事業
①消防積載車両
整備
②保育所運営事
業(保育士人件
費)

本制度は，平成
２３年度までを
期限とするもの
であり，事業の
拡大等は望め
るものではない
ため，本制度の
計画的な活用
について検討し
た。

4

平成１７年
度は２事業
に本補助金
を活用した。
①消防積載
車両整備②
保育士人件
費の事業に
取り組み①
については
地域要望に
よる事業で
あり，本補
助金が効果
的に活用さ
れた。

3

本補助金
は，交付金
制度に基づ
き１００％充
当されるも
のであり，財
源としての
要素が大き
いが，より効
果的に本補
助金を活用
し市民の利
便性の向上
を図る必要
がある。

4

本事務事業
の経費は人
件費が主な
ものであり，
コスト削減
余地は小さ
いものと考
える。

5

本補助金は
市町村に対
して交付さ
れるもので
申請等の事
務は市で行
なう必要が
ある。

4

本市では本
補助金の認
知度は低い
が，電源三
法交付金に
対するニー
ズは全国的
には高く，
本交付金の
継続・拡充
の要望は高
い。

4

全市的には
認知度が低
く市民ニーズ
も低いが，該
当地域(君田
町・布野町)
では本補助
金に対する
ニーズは高
い。

24 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

　本事業(補助
金)は，電源開
発を円滑に進
めるために制
定された法律
に基づき交付さ
れるものであり
交付額も定額
であるため事
業拡大は見込
めないが，本
補助事業を更
に有効に活用
するため今後
は基本方針を
定める必要が
ある。

要
改
善

事業の有効活
用のため，基
本方針を定め
る。

秘
書
広
報
担
当

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

アドバイ
ザー会議
運営事業

409

三次市アドバイザー設置要
綱により委嘱された委員が，
市の行政運営や課題等につ
いて，協議検討する。

新市になり３年が経過し，
市制運営は軌道に乗り順
調に進んでいるが，今後も
アドバイザーの意見を反映
させ，執行にあたるべきで
ある。

市
の
財
政
運
営
や
課
題
解
決
に
精
通
し
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

と

な
る
べ
き
委
員
を
任
命
す
る

。

重要な計画等に
ついての意見を
いただき，審議会
等へ反映させる。

重要な案件があ
るとき委員会を開
催して，市の行財
政運営が円滑に
おこ
なわれるようアド
バイスをいただ
く。

１名欠員だった
が新たな委員
が就任した。

4

アドバイ
ザーである
旧町村長の
経験を生か
した提言・意
見を市政運
営に反映さ
せることが
できる。

5

十分に成果
がある。

5

報酬のみの
支出であ
り，削減余
地は無い。

5

市の重要施
策に関する
会議であり，
市が開催し
なければな
らない。

3

行政経験を
活かした提
言・意見を
市政運営に
反映させる
ことは有意
義である。

2

市民には直
接関係無い
が，会議で
の重要な意
見は必要で
ある。

24 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

合併後の市政
運営にアドバイ
ザーの提言を
いただくことは
大変重要であ
り，旧町村長の
経験を生かした
意見をさらに市
政へ反映させ
ていく必要があ
る。

要
改
善

アドバイザー
会議での意見
を市政に反映
する必要があ
る。

秘
書
広
報
担
当

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

タウン
ミーティン
グ

4,963

市内12か所において，市長・
副市長・教育長・部局長が出
席し，市の主要施策を説明し
た後，懇談を行う。
中学校区単位での開催。

限られた時間の中での市
からの説明と懇談の時間
配分。
若い世代にも出席をいただ
く取り組みが必要。今年度
実施の託児所設置も継続
の必要あり。

市
民

市の施策や事業
への関心，理解を
深めていただくこ
とにより，行政と
市民の信頼関係
を築く。

市長が市制全般
を説明し，部局長
が重要施策を説
明した後，市民の
質問
や意見に答える。

若い世代を含
め多くの方に出
席していただく
ため，各会場に
託児所を設置し
た。また，中学
生・高校生へ出
席を促すチラシ
を作成し，学校
を通じ配布し
た。

4

市幹部の出
席により，
市制の関心
度・信頼度
が増す。

3

参加者を増
やすことの
取組みが課
題

5

開催時間を
考慮する
と，職員の
待遇が課題

5

市が直接実
施すること
に意義があ
る。

5

年１回の公
聴の機会で
あるため，
社会的ニー
ズは高い。

5

年１回の公
聴の機会で
あるため，市
民ニーズは
高い。

27 A
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

社会的・市民
ニーズは高い
と判断するた
め，参加者増
大に向けた改
善が必要。

要
改
善

タウンミーティ
ングの目的に
ついて，行政と
市民の認識を
統一する必要
がある。

80／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

記者会
見回数

回 12 12 6
記者会見
回数

回 12 12 6

開催回
数

回 - 31 95 参加人数 人 - 865 2,261

開催日
数

日 23 17 4 来訪者数 人 178 156 60

情報公
開請求
件数

件 39 57 10
情報公開
請求件数

件 39 57 10

2
 

徹
底
し
た
情
報
公
開

1
8
年
度
中

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

2
 

徹
底
し
た
情
報
公
開

1
9
年
度
当
初

312

309

310

311

秘
書
広
報
担
当

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

2
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現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

記者クラ
ブ運営

1,418

三次記者クラブに属する９社
（新聞4社・テレビ5社）と三次
ケーブルビジョンへの対応を
行う。
・　記者会見の開催や情報提
供等を行う。
・　取材についての報告をと
りまとめる。（パブリシティ報
告書）
・　記者クラブ会費の徴収等
の会計事務

住民との協働のまちづくり
には，住民と行政の情報の
共有が前提である。そのた
めには，記者クラブ，三次
ケーブルビジョンとの相互
の協力が不可欠であり，よ
り積極的な情報提供を行う
べきである。日常的に危機
管理意識を持ち，取材対応
できる力を持つ職員を養成
する。

記
者
ク
ラ
ブ
会
員
・
三
次
ケ
ー

ブ
ル
ビ
ジ

ョ
ン

新聞・テレビ・ラジ
オなどの情報機
関を通じて市の行
政情報をタイム
リーに住民に知ら
せるため協力を
仰ぐ。

月１回の定例市
長記者会見のほ
か，随時，記者発
表や資料提供を
行う。

ケーブルテレビ
の開局により，
記者クラブと同
様に三次ケーブ
ルビジョンへも
情報提供を行
う。

5

記者会見は
記者クラブ
との緊密な
協力関係を
深めるため
に必要であ
る。

4

取材依頼を
積極的に行
い，三次市
のよさや施
設の広報等
に効果を発
揮している。

4

必要経費は
小限の人

件費のみで
削減余地は
小さい。

5

市長が市の
重要施策や
事業などを
発表する記
者会見は，
市が担当す
べきである。

5

マスコミの
速報性，伝
達範囲の広
さと無料と
いう経済的
メリットを十
分活用すべ
きである。

5

情報を市民
に早く伝える
ためには，メ
ディアは大変
有効な手段
であり，市民
ニーズは極
めて高い。

28 A
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

市から積極的
また定期的に，
あらゆる情報を
提供すること
で，市民へ正し
い情報を迅速
に伝えることが
できる。

要
改
善

行政情報の発
信は各種広報
媒体に加え
て，新聞・ラジ
オ・テレビも重
要な広報媒体
である。より積
極的にタイム
リーな情報提
供に努めるこ
とが必要であ
る。

秘
書
広
報
担
当

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

協働まち
づくり出
前講座

1,205

地域や団体からの要請によ
り，住民の知りたい話題につ
いて職員が出向き，講座を開
催する。
話題は，講座メニューの中か
ら希望のメニューが選べる。
職員の専門知識を活かし，
仕事に対する自覚を高める。

自治振興部が進めている
生涯学習講座の中に組み
込む予定だが，まだ実施に
いたっていない。
早期に実施できるよう取り
組みを進める必要がある。

市
内
に
在
住
，
通
勤
・
通
学
す
る
人
な
ど
，
お
お
む
ね

1
0
人
以
上
の
団
体

市政に対する理
解を深め，協働の
まちづくりの担い
手としての意識を
高める。

専門知識をもった
職員が指定され
た会場に出向き，
住民の知りたい
情報について説
明を行う。

開始前の予想
を超える申し込
みがあり，ニー
ズに応えている
ものと判断でき
る。申し込み状
況等を鑑みて，
メニューや方法
の見直しを行う
予定である。

4

協働のまち
づくりに向
けて，住民
の行政に対
する関心や
自治意識を
高めること
で貢献でき
る。

3

希望講座メ
ニューに偏
りがあるた
め，他のメ
ニューにつ
いてもっと
PRが必要で
ある。

4

休日・夜間
などの開催
における講
師職員の時
間外勤務手
当てであり，
削減の可能
性は低い。

4

市民に行政
の取り組み
を行政職員
が出向いて
説明するこ
とにより，行
政に対する
関心や自治
意識を高
め，協働の
まちづくりを
促進させ得
る。 4

行政の取り
組みについ
て理解を得
ることで，自
立した地域
活動の促進
が期待でき
る。

4

行政職員が
出向いて説
明するという
システムが
市民の求め
るところであ
る。

23 B
未
実
施

事
業
拡
大

要
改
善

市民が市制へ
参画し，行政と
の協働のまち
づくりを進める
ためには，市
が絶えず分か
りやすい行政
情報を市民に
提供することが
必要である。ま
た，職員が地
域に出かけ話
をすることで，
職務に対する
責任感が増し，
自己の意識改
革につながる
ため，さらに積
極的に推進し
ていくべきであ
る。

要
改
善

出前講座のＰ
Ｒを積極的に
行う必要があ
る。各部局に
おいては業務
遂行の場でＰ
Ｒするだけでな
く，市民ニーズ
の把握に努め
ニーズに合っ
た講座を組み
立てることも必
要である。

秘
書
広
報
担
当
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現
場
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行
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と
の
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任
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的
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直
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業
務

(

対
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務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

市長室に
いらっ
しゃい

3,546

市民の誰でも市長室へ来訪
していただき，市長と（内容に
よっては担当部長）対話す
る。

開催が不定期であるため，
来訪者に開催の通知が遅
れぎみである。

市
民

市長（室）を身近
に感じていただ
き，市政への関心
を高めていただ
く。

申込のあった方
に時間設定し市
長と対話をしてい
ただく。
時間は，１人（１
団体）あたり15分
間

5

市長との直
接対話で市
長を,身近に
感じていた
だき，親しみ
やすいオー
プンな市役
所をアピー
ルできる。

5

市長との対
話の中で出
された問題
点は，担当
部所で解決
し，十分に
成果があ
る。

5

市長と一緒
に撮影する
写真代のみ
で，コスト削
減の余地は
無い。

5

市長でなく
てはならな
い。

4

社会的ニー
ズは高い。

4

市のトップで
ある市長と
の対談を望
む声は多
い。

28 A
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

定期的な開催
とし，より多くの
方に来訪いた
だく。

要
改
善

定期開催の検
討，実施回数
（時間）増の検
討も必要。

秘
書
広
報
担
当
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

情報公開 3,545

　市の保有する行政文書に
ついて，市民から公開請求
があった場合，情報公開条
例に基づき，個人情報保護
条例との整合性を図りなが
ら，その閲覧・写しの交付等
開示を積極的に行う。

職員一人ひとりが情報開示
の知識を深め，個人情報を
守りながら開示・非開示の
判断ができるようにするこ
とが大切である。
また，指定管理者等に対し
て，公の施設の管理に係る
情報の開示についても必
要な措置を講ずるよう指導
に努める。
さらに，開示を前提にした
行政文書の作成，管理を
徹底させる。

①
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
②
市
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
及
び
法
人

そ
の
他
の
団
体
③
市
内
に
存
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す
る
者
 

④
市
内
に
存
す

る
学
校
に
在
学
す
る
者
 

⑤
実
施
機
関
が
行
う
事
務
事
業
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者

市民の知る権利
を保障し，市民と
行政との信頼関
係及び市民の市
政参加の促進を
図る。

情報開示請求が
されたら，担当部
局と協議し資料を
交付または閲覧
に供する。

昨年度情報公
開制度に関す
る職員研修を実
施したが，さら
に情報開示に
対する職員の
意識を高めるよ
うにする。

4

市長交際費
をはじめ，
入札や予算
などホーム
ページでの
積極的な情
報開示に努
め，市民の
知りたい権
利を保障し
ている。

3

文書作成段
階からの職
員の意識改
革が求めら
れる。

5

開示対象と
なる行政文
書は膨大で
あり，かつ
予測できな
い。

5

実施機関が
市である行
政文書につ
いての情報
開示である
ので，市が
すべき業務
である。

4

行政の透明
性に対する
社会的ニー
ズは高まっ
ており，今
後もさらに
進んでいく
と思われ
る。

4

行政が住民
との信頼関
係を築いて
いく住民主
導のまちづく
りを推進して
いくために
は，情報の
共有は不可
欠である。

25 B
未
実
施

事
業
拡
大

要
改
善

情報開示を積
極的に行い，
多種多様な市
民ニーズに応
えていく必要が
ある。そのため
には，職員一
人ひとりが
さらに仕事に対
する自覚と責
任感を高めて
いかなければ
ならない。

要
改
善

情報開示に対
する市民ニー
ズを的確に把
握し，開示方
法の改善を図
ることが必要で
ある。

81／100



平成１８年度「The行政チェック」事務事業評価一覧(施策順)
　 ※　各評価項目は，１～５の５段階で評価  ※　総合評価・・・「事業拡大」「事業縮小」「要改善」「終了」「廃止」から選択  ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
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直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

特区提
案件数

件 2 3 5
特区認定
件数

件 1

地域再
生認定
申請件
数

件 3 4
地域再生
計画認定
件数

件 3 3

制度の
普及啓
発回数

回 1 1 2

在外選
挙人名
簿への
登録・変
更・再交
付・抹消
件数

件 7 10 15

在外選挙
人名簿へ
の登録・
変更・再
交付・抹
消件数

件 7 10 15

明推協
活動日

日 7 6 6 投票率 ％ 78 80 -

研修等
実施

回 5 3 4 参加人員 人 92 102 130

資料等
配布

件 3 3 2 配布部数 部 507 495 500

「選挙に
関する結
果調」作
成

式 1

「選挙に
関する結
果調」作
成

式 1

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1
3
 

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
中

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

316

313

314

315

企
画
調
整
担
当

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

構造改革
特区・地
域再生計
画に関す
る事務

90

平成16年度より提案している
「一定の要件を満たす永住外
国人への地方参政権付与」
及び「満18歳以上の市民へ
の参政権付与」については，
いずれも総務省から「選挙制
度の根幹に係る問題」であ
り，特区対応は不可との回答
を得ているが，引き続き提案
を行っており，新規提案とし
て「土地改良区が行うことが
できる事業の拡大」を提案し
た。また，地域再生計画につ
いては，「粟屋西小学校の廃
校に伴う地域再生計画」，
「汚水処理整備事業の地域
再生計画」，「道路整備事業
の地域再生計画」の認定を
受けた。

特区提案については，平成
１７年度に提案した３件とも
総務省の回答は対応不可
であるため，提案が認定さ
れるような提案理由や市民
への周知を行っていく必要
がある。また，新規提案に
ついては，まず市役所内で
の制度の周知を図り，市民
への説明等を行なう必要が
ある。
地域再生計画については，
３件の認定を受けている
が，特色ある地域づくりを
進めるため，今後はさらに
制度の活用を検討する必
要がある。

市
職
員
，
市
内
事
業
者
及
び
市
民

構造改革特区・地
域再生計画を活
用して，特色ある
地域づくりを行
う。

・職員・市民等へ
の制度の周知・啓
発
・制度の活用に際
しての助言
・制度を活用した
事業の企画・提案

17年度結果(事
業拡大):１年を
通じた特区・地
域再生計画の
スケジュールを
確立し，提案事
業の拾い出しに
工夫を凝らし，
計画的に提案し
ていく。
提案・申請は年
２回であるが，
常日頃から各
部局等との情
報交換を行い
積極的な提案
を行っていく。

3

特区提案に
ついては，
過去４件の
提案のうち
１件の認定
であり，目
的達成への
貢献度は小
さいが，地
域再生計画
の認定申請
は全て認定
を受けて特
色ある地域
づくりが行
われ，その
目的達成の
貢献度は大
きいものと
考える。

2

提案や申請
を行えば行
うほど本市
の特色ある
地域づくり結
びついてい
くため，さら
に制度の普
及啓発を強
化すること
により，市内
民間企業等
からの事業
提案も期待
でき，その
成果の向上
は大きいも
のと考える。

4

人件費以外
は必要 小
限のコスト
に抑えてい
る。

3

制度の普及
啓発は市が
本制度の推
進を担う必
要がある
が，国にお
いても更な
る啓発が必
要である。ま
た，特区の
提案は民間
事業者及び
個人でもで
きるため提
案自体の公
共性は低い
と考える。

4

構造改革特
区及び地域
再生計画
は，規制緩
和と地方分
権を促進す
る制度であ
るため，社
会的ニーズ
は高いもの
と考える。

1

市民及び市
内事業者等
への周知不
足で普及啓
発を強化す
ればニーズ
は高くなると
思われる
が，現時点
では市民の
関心は低
い。

17 C
未
実
施

事
業
拡
大

要
改
善

構造改革特区
及び地域再生
計画は，規制
緩和と地方分
権を促進する
制度であるた
め，今後も制度
の活用が見込
まれるが，本市
の対応として
は，制度の周
知啓発の強化
を行い，市民・
事業者・NPO等
の団体・行政
(市)が幅広く活
用できるよう取
り組む必要が
ある。

要
改
善

広く制度の周
知と啓発に努
め，行政のみ
ならず幅広い
活用を進め
る。

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

在外選挙
人名簿登
録

145

国外へ引き続き３ヶ月以上居
住している有権者が，国内の

終住所地であった選挙管
理委員会の在外選挙人名簿
への登録申請をすることに
よって，平成１８年度からは
衆議院議員選挙における小
選挙区及び比例区，並びに
参議院議員選挙における選
挙区及び比例区選挙を行な
うことができる。
平成１７年度は登録４件，変
更１件，抹消５件の計１０件
の手続きを行なった。

昨年の衆議院選挙で，在
外選挙人名簿登録者が郵
便で投票をされたが開票日
までに届かず無効となった
事例があった。制度の効果
を高めるためには，国に対
しインターネットや電子投票
を活用した投票も可能とな
るよう，制度の改正を働き
かけていく必要がある。

三
次
市
か
ら
国
外
へ
転
出
し
，
そ
の
国
へ
３
ヶ
月
以
上
居

住
し
て
い
る
有
権
者

国外に居住する
有権者からの申
請にもとづいて，
在外選挙人名簿
に登録する。その
ことによって，衆
議院議員選挙に
おける小選挙区
及び比例代表選
挙，並びに参議
院議員選挙にお
ける選挙区及び
比例代表選挙の
選挙権が保障さ
れる。

在外選挙人名簿
への登録申請に
もとづき，国が定
めた様式に従っ
て登録する。ま
た，選挙の時に
は登録された有
権者の申請にもと
づいて選挙管理
委員会は，投票
に関する事務を
行なう。

公職選挙法に
定められた手続
きに従い，平成
１７年度も実施
した。

4

公職選挙法
にもとづき，
選挙管理委
員会が直接
実施する事
務として義
務付けられ
ているた
め，目的達
成への貢献
度は大き
い。

4

提出された
申請書に基
づき登録資
格を調査確
認のうえ，定
められた手
続きにより
在外選挙人
名簿に登録
する事務で
あり，成果
向上の余地
は小さい。な
お，名簿登
録者が行な
う投票の方
法について
はインター
ネットを活用
した投票の
導入等を国
に働きかけ
ることによ
り，本制度
の有効性を
高めたい。

5

国が定めた
様式によっ
て行なう事
務であり，
基本的にコ
ストの軽減
余地はな
い。

5

公職選挙法
にもとづき，
市が直接実
施する事務
として義務
付けられて
おり，市でな
ければでき
ない。

4

国際化が進
む日本にお
いて在外選
挙権を保障
する事務で
あり，社会
的ニーズは
高い。

4

国外居住者
が増加しつ
つある現在，
在外選挙権
を保障する
事務は市民
ニーズが高
い。

26 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

公職選挙法
で，市町村が
実施する事務
として義務付け
られてはいる
が，本制度の
成果をあげる
ためには国や
県に制度改正
を働きかけてい
く必要がある。

要
改
善

構造改革特区
の提案など制
度改正を求め
る活動を行う。

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

選挙啓発
事業

1,684

選挙管理委員会は，公職選挙
法にもとづき選挙が公明・適正
に行なわれるよう，あらゆる機
会を通じて有権者の政治意識
の向上に努めるとともに，選挙
に関する必要事項を周知するこ
ととされている。
選挙管理委員会は合併後の平
成１６年１２月７日，新たに「三
次市明るい選挙推進協議会」を
設立し，市内１９支部とともに選
挙に関する啓発活動を行なって
いる。その概要は，全体研修会
の開催，話し合い活動の実施，
指導者育成研修会への参加，
支部活動への支援等を行なっ
ている。また臨時啓発活動とし
て，選挙時における街頭啓発や
広報車による呼びかけを行って
いる。
平成１７年度は，１９支部１０２
人参加による研修会の実施，衆
議院選挙，県知事選挙時にお
ける街頭啓発並びに１９支部に
おける広報車を使った選挙啓発
を実施した。

若年層の投票率向上を
図っていく必要がある。

市
民

明るく正しい選挙
の推進を図るた
め，有権者の政
治意識を向上さ
せ，積極的に政
治・選挙に参加す
るよう促す。ま
た，選挙に際して
は投票の方法，
選挙違反その他
選挙に関して必
要なことを周知す
ることとしている。

三次市明るい選
挙推進協議会へ
の補助金交付
三次市明るい選
挙推進協議会と
連携して，各種啓
発事業を行う
若年層に対する
啓発
政治・選挙関連法
規の周知，等

平成１７年度は
各支部を中心と
した話し合い活
動の実施を目
標としていた
が，衆議院選挙
が実施されたた
め各支部と連
携した街頭啓
発，広報車によ
る選挙時啓発を
中心に活動を
行なった。 4

三次市明る
い選挙推進
協議会は，
平成１７年
度も広島県
明るい選挙
推進協議会
と連携して
啓発活動を
実施してお
り，目的達
成への貢献
は大きい。 3

現在の推進
員は高年齢
者がほとん
どで，活動
がやや低調
であるが，
地域のコミュ
ニティー活
動とも関連し
ており，若年
層の参加が
増えるよう
活動を展開
していく必要
がある。した
がって成果
の向上余地
がある。

4

推進員の活
動は基本的
にボランティ
アであり，コ
スト削減の
余地は小さ
いものの今
後ともコスト
削減に努め
る必要があ
る。

5

公職選挙法
第６条で，選
挙管理委員
会はあらゆ
る機会を通
じて選挙人
の政治意識
の向上，投
票方法の周
知等を行な
うことが定め
られており，
その活動を
具体的に進
めるために
は引き続き
三次市明る
い選挙推進
協議会と連
携して活動
を行なって
いく必要が
ある。

4

選挙は民主
主義の根幹
であり，特
に公明・適
正な選挙執
行のための
啓発活動は
社会的ニー
ズが高い。

4

民主主義の
根幹をなす
選挙制度，
法改正等に
ついては継
続して広く市
民に周知す
る必要があ
り，市民ニー
ズが高い。

24 B

事
業
拡
大

要
改
善

要
改
善

三次市明るい
選挙推進協議
会は選挙管理
委員会と連携
し，公職選挙法
第６条で定めら
れた「あらゆる
機会を通じて選
挙人の政治意
識の向上に努
める」活動を行
なっており，引
き続きその活
動を補助してい
く必要がある。

要
改
善

効果的手法を
検討して，実施
する。

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
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選挙結果
調べ作成

三次市選挙管理委員会が実
施した選挙結果を，各年度毎
に「選挙に関する結果調」と
して電子データにまとめ，三
次市ホームページに掲載す
る。
内容は，合併後の選挙につ
いて，投票率一覧，開票結
果，候補者別得票数等につ
いて記録する。

市民が理解しやすい形式
でホームページに掲載する
方法を研究する必要があ
る。

市
民
に
対
し
て
選
挙
結
果
を
公
表

選挙に関する結
果を，市民がいつ
でもホームページ
によって検索でき
るように記録す
る。

各年度毎にその
年に実施された
選挙結果を電子
データにまとめ
る。
内容は，合併後
の選挙について，
投票率一覧表，
開票結果，候補
者別得票数等に
ついて記録し，
ホームページに
掲載する。

平成１７年度は
ホームページへ
の掲載をしな
かったが，平成
１８年度はこれ
までの選挙結
果を掲載する。

4

市民がいつ
でも選挙結
果をホーム
ページで検
索できるよ
うにすること
は，選挙結
果を情報公
開する上で
貢献度が大
きい。

4

三次市の
ホームペー
ジを活用す
ることは，有
効的な手段
であり成果
向上の余地
は小さい。な
お，ホーム
ページへの
掲載方法に
ついては，
市民が理解
しやすい形
式を研究し
ていく必要
がある。

5

小冊子を作
成し記録を
配布する方
法もある
が，電子
データとして
ホームペー
ジへ記録す
る方が経済
的であり，コ
スト削減の
余地がな
い。 5

選挙管理委
員会でなく
ては作成で
きない。

4

情報公開が
進む中，過
去の選挙結
果をいつで
もホーム
ページで検
索できるよ
うにすること
は，社会的
ニーズが高
い。

4

市民がいつ
でも選挙結
果を検索出
来るようにす
ることは，市
民ニーズが
高い。

26 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

選挙結果を三
次市のホーム
ページに掲載
し，市民がいつ
でもその情報を
検索できるよう
にすることは，
情報公開の点
からも非常に
有効な方法で
あるが，掲載方
法については
研究の余地が
ある。

要
改
善

年代別投票率
など，工夫をし
て実施する。
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

選挙人
名簿の
登録者
数

人 11,510 9,563 10,000
選挙人名
簿の作成

選挙
区

4 4 4

研修出
張回数

回 219 246 240
研修出張
回数

回 219 246 240

  議員研
修、関連
視察

回 1 4
　提出議
案予定件
数

3

諸調査 回 8 8 9 蔵書 冊 680 690 700

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

研
修
事
業
の
拡
大

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

320

317

318

319

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

農業委員
会委員選
挙人名簿
登録

1,205

選挙管理委員会は，農業委
員会が受理した申請に基づ
き毎年１月１日現在によりそ
の選挙資格を調査し，３月３
１日付けで農業委員会選挙
人名簿を確定することとなっ
ている。
農地の耕作者であっても，農
業委員会委員選挙人名簿へ
登録されていなければ，農業
委員会委員の選挙が実施さ
れた場合の選挙権が保障さ
れない。
平成１８年度（平成１７年度末
登録）の選挙人名簿登録者
数は，４選挙区　９，５６３人
であった。

登録資格の調査方法につ
いては，より効率的な方法
を模索していく必要があ
る。

三

次

市

の

農

業

委

員

会

の

区

域

内

に

住

所

を

有

す

る

２

０

歳

以

上

の

人

で

，

１

０

ア
ー

ル

以

上

の

農

地

で

耕

作

を

営

む

人

及

び

同

居

し

て

い

る

親

族

又

は

そ

の

配

偶

者

。
（

選

挙

人

名

簿

へ

の

登

録

要

件

と

し

て

，

年

間

お

お

む

ね

６

０

日

以

上

耕

作

に

従

事

し

て

い

る

こ

と

が

定

め

ら

れ

て

い

る

）

登録される資格を
もった耕作者の申
請に基づき，毎年
１月１日現在でそ
の資格を調査し
選挙人名簿を作
成する。名簿に登
録されている者で
なければ農業委
員会委員の選挙
権がない。

農業委員会委員
選挙の適正な管
理・執行を行なう
ため，申請に基づ
き，毎年１月１日
現在により選挙
資格を調査し，３
月３１日付けで選
挙人名簿を確定
する。

農業委員会等
に関する法律
並びに公職選
挙法にもとづい
て毎年執行す
る事業である。

4

「農業委員
会等に関す
る法律」にも
とづき，農
業委員会と
選挙管理委
員会が連携
して取り組
む事業であ
り，目標達
成への貢献
度が大き
い。 4

選挙管理委
員会は，提
出された申
請書に基づ
き資格を調
査確認のう
え，選挙人
名簿を適正
に調製・管
理することと
なっており，
成果向上の
余地は小さ
い。

4

農業委員会
委員の選挙
に関する法
律が改正さ
れた場合，
事務コスト
の軽減が考
えられる
が，現状で
はコスト削
減の余地は
小さい。な
お，登録資
格の調査に
ついては，
より効率的
に実施する
方法を模索
していく必要
がある。

5

「農業委員
会等に関す
る法律」にも
とづき，選挙
管理委員会
が行なうべ
き事業として
義務付けら
れており，市
でなければ
できない事
業である。

3

農地耕作者
のみが対象
の事業では
あるが，社
会的ニーズ
はある。

3

農地耕作者
のみが対象
の事業では
あるが，市
民ニーズは
ある。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

「農業委員会等
に関する法律」
にもとづき，選
挙管理委員会
が行なうべき事
業として義務付
けられている
が，登録資格
の調査につい
ては，より効率
的に実施する
必要がある。 要

改
善

作業の効率化
を図り，適正に
実施する。

総
務
室

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の

意
識
改
革

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

職員研修 46,829

　市民に期待される職員像に
向け，各所属の専門研修，
職員全体の能力アップ研修，
意識改革研修及び民間企
業，大学院等の派遣研修を
実施している。
　平成17年度においては，能
力アップ研修として接客接遇
研修，政策形成研修の他，
情報公開制度の対応研修な
ど職員ニーズに応じたタイム
リーな研修を実施した。

 単発的な研修参加ではな
く，人事制度とリンクさせ，
人材育成，職員配置に至
るまでの総合的な取り組み
が課題となる。

三
次
市
職
員

職員の能力開発
及び組織の総合
力強化・向上

各研修の実施，
各所属研修参加
にかかる旅費及
び負担金支払い
事務

行政チェックの
結果を踏まえ作
成した人材育成
基本計画をもと
に平成18年度
研修計画では
研修項目を増
やすなど，市民
に信頼される職
員像をめざすと
ともに職員ニー
ズに対応したも
のを計画した。 3

　課題が多
く，評価が
表れにくい
が，職員の
意識改革，
能力アップ
という点に
おいては，
徐々にでは
あるが，貢
献度は高い
と思われ
る。 2

　研修後の
フィードバッ
クや内容の
評価ができ
れば，更な
る成果の向
上が見込め
る。

2

　各部署で
専門的なポ
イント及び
人材の活用
が効果的に
機能すれ
ば，出張旅
費や研修負
担金のコス
ト削減は可
能である。

3

　業者委託
して研修プ
ログラムの
開発等は可
能である。し
かしながら，
各部署単位
の要望に応
えるのは困
難であり，コ
スト削減の
面から考え
ると市であ
るべき事業
と考える。

3

　公務員の
接客接遇，
資質向上，
業務の専門
性を問われ
る昨今の現
状を考えれ
ば，社会的
ニーズはあ
るものと思
われる。

4

　職員の接
客接遇や資
質向上は，
市民に直接
与える影響
が大きく，市
民ニーズは
高いものと
思われる。

17 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　長期的なプラ
ンニングを必要
としており現状
実績は表れに
くいが，職員研
修単独ではな
く，人事制度と
関連付けて総
合的に事業を
展開していく必
要がある。 事

業
拡
大

自発的で効果
的な研修に取
り組みを進め
る。

議
会
事
務
局

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の

意
識
改
革

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

議員提出
議案調整

354

市，市民，議会はともに協力
して，明るい未来を築く政策
展開を行う必要がある。
特に自治体の自己決定権が
拡大される中で，政策形成能
力の充実が求められており，
市民の代表である議員によ
る議案提出は今後
益々重要となってくる。
現在はほとんど政策的な議
案提出がない状況である
が，これからの調整が必要と
なってきている。

・提案にむけた議員研修の
実施
・議会全体の合意形成
･継続的な提案の実施

よ
り
市
民
サ
イ
ド
に
た

っ
た
，
政
策
立
案
を
行
う

。

議員の政策立案
により，市民サイ
ドの政策展開を
図る。

他市の提案状
況、方法等の研
究とともに，議員
の資質の向上を
図り，
１８年途中から議
案提出を実施す
る。

会派単位で議
案提出の検討
を行ってきた。

3

地方行政に
おける議会
の役割とし
て，今後
益々その重
要性は高
まってくる。

4

今後の実施
方法次第で
は，民意を
市政に取り
入れる有効
な手段であ
り，議会の
活性化の柱
となるもので
ある。

4

議案調整に
おいてはコ
ストはか
かっていな
いが，今後
やり方に
よってはか
かる可能性
が高い。

5

議会でなけ
れば出ない
事項であり，
事務局にお
いて調整し，
活動の活発
化を図る。

4

全国的に，
議会改革の
中でその取
組がなされ
ているとこ
ろであり，
今後益々高
まってくるこ
とが予想さ
れる。

4

民意を政策
に取り入れ
る方法とし
て，そのニー
ズは今後
益々高まっ
てくることが
予想される。

24 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

要改善としてい
るが，社会的
動向によって
は拡大が必要
と考えられる。
これからの具
体的取り組みと
なる。

要
改
善

他市の提案状
況や方法等を
研究して調整
を行う。

議
会
事
務
局

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の

意
識
改
革

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

諸調査・
資料収集

936

地方自治法においても，「議
員の調査研究に資するた
め，図書室を附置し・・中
略・・広報及び刊行物を保管
しておかなければならな
い。」と規程されており，又，
地方分権の進展による自己
決定権と自己責任の拡大
や，急激な流れに議員として
対応する知識を得るため，諸
調査や関係資料収集等は
益々重要となっている。

・予算の確保
・情報収集力の強化
・タイムリーな情報の収集
方法

議
員
活
動
の
支
援
及
び
議
会
事
務
局
職
員
の
研
修
の
た

め

。

議員及び事務局
職員の資質を向
上させ，市政発展
へとつなげる。

各刊行物等を図
書室に配備し，議
員，市民がいつで
も利用できるよう
にする。
市政を積極的に
リードする議会づ
くりを行う。

　前年Ｂランク
で　現状維持と
の結果であった
が，予算がとも
なうものであ
り，範囲内で
大の努力をして
いるところであ
るが，進展して
いないのが現
状である。

4

議員の資質
向上に向け
ての資料収
集は極めて
重要であ
り，先例とし
て議会に取
り入れる資
料となる。

3

収集手法の
検討や、全
国市議会あ
るいは,県市
議会等との
連携等によ
る，迅速な
資料収集等
に努める。

4

これ以上の
コスト削減
はほとんど
考えられな
い。

5

市(議会事務
局)以外に実
施はし難
い。

4

議員活動に
関するもの
であり，社
会的ニーズ
は高い

4

民意を市政
に反映させ
る議会として
は，市民
ニーズは高
いと言える。

24 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

政務調査の基
本となる資料
収集等は当然
継続又は拡大
すべきである
が，その方法
等については
改善の余地が
ある。

要
改
善

資料収集の精
度を高めるとと
もに情報収集
力を強化する。

83／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

職員研
修回数

回 10

事務事業
のマニュ
アル作成
率

％ 100

会議の
開催

回 14 21 10

会議開催
による部
局連携強
化

％ 50 50 70

研修会
の開催

回 2 1 2
研修会開
催による
意識改革

％ 50 50 70

所管部
署等の
変更・新
設・廃止

回 7 3 17

所管部署
等の変
更・新設・
廃止

回 7 3 17

研修会・
相談窓
口設置
回数

回 4 相談者数 回

6
 

職
員
の
意
識
改
革

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
8
年
度
中

5
 

組
織
・
機
構
の

見
直
し

1
8
年
度
中

事
業
の
迅
速
化

1
8
年
度
中

324

321

322

323

政
策
担
当

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の

意
識
改
革

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

ISO9001
認証プロ
ジェクト

2,228

「市民がお客様」「市民が主
役」の市役所づくりを進める
ため当市にとって，顧客満足
度を高めるための管理の仕
組みであるISO9001導入は
非常に有効なツールである。
このため，市役所改革の一
環として取り組んでいる組織
のフラット化やグループ制導
入と同様にISO9001の認証
取得を目指す。

①行政の現状と課題，スケ
ジュールの整理
②認証取得室の確定
③品質方針の決定
④取得効果の検証

職
員

職員誰もが確実
に分かりやすく迅
速な事務対応す
ることにより，市
民へ平等のサー
ビスを提供し，市
民の満足度を高
めるため，行財政
改革の一環として
ISO9001の認証
取得を目指す。

仕事を計画通り
に達成するため
の道具として各職
務の業務手順を
マニュアル化し，
誰がやっても同じ
手順で同じものを
作れるようにす
る。

平成１７年度の
先進地視察で
の研究を基に，
平成１８年度は
市にふさわしい
具体的な認証
取得のスケ
ジュール化と平
成１９年度取得
に向けた準備を
行う。

4

達成により
市民に対す
る顧客満足
度がアップ
する。

2

研修や実施
結果による
方法等の見
直しにより
成果向上の
余地があ
る。

2

事務事業の
マニュアル
化により無
駄な動きや
手間が省
け，人件費
削減に寄与
することが
考えられ
る。

5

市役所へ来
訪される市
民対象の職
員業務のマ
ニュアル化
であり，市で
なければで
きない。

5

行財政改革
の一環とし
て実施する
ものであ
り，市民
サービスの
向上に大き
く貢献する
ものと考え
られる。

5

行財政改革
の一環として
実施するも
のであり，市
民サービス
の向上に大
きく貢献する
ものと考えら
れる。

23 B
未
実
施

未
実
施

事
業
拡
大

平成１９年度具
体的実施に向
けて取り組む
事業であり，市
民サービス向
上にとって必要
な事業である。

事
業
拡
大

平成１９年度の
ISO９００１認証
取得に向け
て，具体的な
認証取得のス
ケジュール化
等の準備を早
急に行う。

政
策
担
当

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の

意
識
改
革

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

マネージ
メントチー
ム会議

2,127

マネージメントチームは中長
期的視点に立った政策主導
型市政の実現に向け，部長
等の直轄部署に位置づけら
れている。縦軸と横軸をうまく
つないで動けば，組織が機
能的に働くこととなるので，
幅広い見識と情報収集能力
をもって各部の中心的役割を
担っていくよう取り組むため
の意思統一の場としてマネー
ジメントチーム会議を設定す
る。

①平成18年度は政策担当
が部を越えての連絡調整
機能のシステム化や強化，
年間スケジュール調査・共
有化を図る。
②マネージメントチームの
評価を検討。

マ
ネ
ー

ジ
メ
ン
ト
チ
ー

ム
員

基本的に部ごと
に設置されている
マネージメント
チームの意思統
一を図ることによ
り，各部局間の横
の連携調整体制
をとり，全庁的に
事業を進めるた
めマネージメント
チーム会議を開
催。政策議論や
情報交換，研修
が主な内容。

各部の抱えてい
る課題を提供，議
論し，政策形成の
一助とする。

各部からの報
告や情報伝達
が会議の主な
内容となったた
め，本来のマ
ネージメント
チームが果たす
べき役割を十分
に果たせなかっ
た。改善点とし
ては，研修会を
実施するととも
に各部MT提案
による政策議論
を進める。

3

・研修会等
の回数が少
ないため，
十分な意識
改革になっ
ていない部
分がある。
・ファシリ
ティマネジメ
ントや議会
答弁書，調
査書類の作
成等は十分
な対応を
行ってい
る。

3

マネージメン
トチーム員
の部での位
置づけを明
確にし，部
長や室長等
との連携に
より，マネー
ジメントチー
ムが問題意
識をもって
動くことが必
要である。 5

現状では事
業費を必要
としていな
い。

5

庁内組織の
調整及び連
携強化のた
めの組織で
あり，市でな
いと出来な
い業務であ
る。

3

会議開催に
よる各部局
関連携によ
り，市が組
織として強
化されるこ
とになり，市
民サービス
の向上が期
待できる。
その結果と
して社会的
ニーズに応
えることが
できる。

3

会議開催に
よる各部局
関連携によ
り，市が組織
として強化さ
れることにな
り，市民サー
ビスの向上
が期待でき
る。その結果
として市民
ニーズに応
えることがで
きる。

22 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

マネージメント
チーム会議は，
行政組織の横
の連携と組織
の活性化をス
ムーズに行うた
めに必要なも
のであり，現状
では各部から
の情報発信が
少なく事務連絡
等が主な内容
となっている。
そのため，本来
の目的が達成
されるよう改善
の必要性があ
る。

要
改
善

連絡調整機能
のシステム化
や強化及び年
間スケジュー
ル調整と共有
化を図る。ま
た，部局内の
予算と事務事
業の関係につ
いても把握して
おく必要があ
り，会議の進
め方等につい
て更に工夫す
ることが大切で
ある。

企
画
調
整
担
当

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の

意
識
改
革

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

行政組織
の見直し
業務

2,127

　市民サービスの向上，仕事
のスピード化，行政運営の効
率化をめざして組織・機構を
見直し，収入役の廃止，副市
長２人制の導入，子育て支
援局，水道局の再編を行い，
スリムでフットワークのよい
組織づくりを行った。

　市民が主役のまちづくり
を進めていくため，市民の
期待に応える感性を持ち，
スリムでフットワークの良い
組織をつくるため，絶えず
状況把握を行い，市民ニー
ズ，民間委託の推進，権限
移譲による事務量の増減
に対応していく。

市
役
所

担当部署等，市
民に分かりやす
い組織，迅速性
のある組織づくり
をめざす

・現状の分析・把
握
・職員等の意見集
約
・条例や規則等の
改正

組織・機構（案）
を各部署に示し
て，職員からの
意見を求めた。

4

　合併から２
年を経過し
た組織・機
構について
全般的に見
直し，他市
に先駆けて
収入役の廃
止，副市長
２人制の導
入，子育て
支援局・水
道局を単独
の部署とし
て設置し，
政策決定の
スピード化
を図り，市
民サービス
の向上に取
り組んだ。

3

　権限移
譲，徹底し
た民間委託
の推進など
の状況に対
応できるよ
う，状況把
握を絶えず
行う必要が
ある。また，
組織のフラッ
ト化を生かし
た職員配置
を行うなど，

小の経費
で 大の効
果が生じる
組織体制の
構築をめざ
す。

3

　経費は，
人件費であ
り，コスト削
減の余地は
少ない。

5

　多様な市
民の期待に
応える，スリ
ムでフット
ワークの良
い組織をつ
くることは市
が行うべき
である。

3

　市民ニー
ズ向上のた
め，迅速で
効率的な
サービスを
提供できる
組織づくり
に対する要
望は高い。

3

　権限移譲
の推進など
により市役
所のワンス
トップサービ
スが向上し
ていくこと対
しては，市民
ニーズが高
い。また，休
日の窓口開
設にも潜在
的な要望は
高いと考えら
れる。

21 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　市民ニーズや
権限移譲・民間
委託等による
業務量の変化
に迅速に対応
できる組織・機
構を常に追求
する必要があ
る。

要
改
善

常に見直しが
必要，現場の
改善提案も積
極的に行う。

総
務
室

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の

意
識
改
革

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

セクハラ
防止

70

組織としても行政としてもセク
シュアル・ハラスメント防止対
策に取り組むための効果的
な研修を行なうとともに，苦
情・相談窓口の設置。

現状把握と具体的な対応
策の模索

三
次
市
職
員

セクハラ防止体制
の確立

職員研修並びに
苦情・相談窓口の
設置

規則に準じた相
談窓口は設置
しているが，前
年度の取り組
みの反省を踏ま
え，更なる職員
周知を行なう。
また，管理職対
象の職員研修
を計画してい
る。

3

課題は多い
が，事業を
続けていく
ことによる
継続的な効
果は十分期
待できる。

1

アンケート調
査実施によ
る状況把握
や専門家の
意見を取り
入れること
により，一層
の効果が期
待できる。

4

今後に向け
て，更なる
強化・充実
を図る必要
があるた
め，コスト削
減の余地は
ない。

5

市の職場を
対象とした
事業であ
る。

3

男女機会均
等法に定め
られるよう
に，社会的
関心は高
く，社会的
ニーズも高
いと思われ
る。

1

市の職場を
対象とした事
業である。

17 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　セクハラ防止
に関する事業
は，社会的に
大きな問題で
あり，男女雇用
機会均等法の
定められるよう
に，継続して実
施する必要が
ある。今後は，
セクハラ防止に
関する研修，相
談窓口の設置
だけでなく職場
で取り組めるよ
うセクハラ防止
のマニュアルを
作成するなど，
より効果的な
防止体制を早
急に確立する
必要がある。

要
改
善

セクハラにつ
いて研修を行
うとともに，効
果的な防止体
制を確立する。

84／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

相談事
業回数・
研修回
数

回 8 10 22 相談回数 回

証明書
発行枚
数

枚 1,617 1,540 1,627
証明書発
行枚数

枚 1,617 1,540 1,627

証明書
発行枚
数

枚 4,357 4,587 4,168
証明書発
行枚数

枚 4,357 4,587 4,168

財政状
況の公
表

2 2 2

掲示板に
告示し，
内容につ
いて閲覧
希望があ
れば閲覧

閲覧
希望
は無

閲覧
希望
は無

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

6
 

職
員
の
意
識
改
革

1
9
年
度
当
初

325

326

327

328

総
務
室

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の

意
識
改
革

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

メンタル
ヘルス

241

メンタルヘルスの正しい知識
と理解の普及に努め，心の
病の予防と迅速かつ的確な
対応を図ることとを目的とし，
長期休職者の職場復帰に向
けたサポートを行なってい
る。
平成17年度においては，三
次市職員を対象に心の健康
管理のため，月に1回臨床心
理士による相談事業を実施
するとともに，必要な部署に
対しては外部講師による職
員研修を実施した。また，担
当医の許可を取り，1週間か
ら1ヶ月の職場復帰訓練を実
施した。

　職場のメンタルヘルスに
関する理解が不十分なこと
が，相談事業利用者が少
ない原因の一つになってい
る。
　今後は，メンタルヘルス
に関する理解を深める研
修を充実させるとともに，う
つ病や過労の早期発見，
病気休暇復帰後のサポー
ト体制の充実が課題とな
る。

三
次
市
職
員

職員の心の健康
管理及び長期休
職者の減少並び
に職場復帰者の
サポート

臨床心理士によ
る相談事業及び
外部講師による
職員研修並びに
職場復帰訓練

平成16年度の
取り組みの反
省を踏まえ，必
要な部署に外
部講師による職
員研修を実施し
た。また，職場
復帰後，再度長
期休暇に入る
ケースが見られ
ることから，1週
間から1ヶ月の
職場復帰訓練
を行なった。

3

　長期休職
者の50パー
セントが，精
神及び行動
の障害によ
るものであ
る。課題は
多いが，相
談事業等を
続けていく
ことによる
継続的な効
果は十分期
待できる。

3

　職場と障
害を持つ職
員との相互
理解を深め
る研修や病
気の早期発
見，復帰者
のサポート
体制を充実
させれば，よ
り一層の効
果が期待で
きる。 4

　費用対効
果による判
断は困難で
あるが，今
後充実させ
ていく必要
があるの
で，コスト削
減の余地は
少ないと考
えられる。

5

　市の職員
を対象とした
事業であ
る。

4

　社会的な
問題である
ので，本市
の事業が社
会の指標の
一つとなる
と考えれ
ば，社会的
ニーズは高
い。

1

　市の職員
を対象とした
事業である。

20 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　メンタルヘル
スに関する正し
い知識と理解
の普及に努
め，心の病の
予防と迅速か
つ的確な対応
を図るととも
に，職場復帰
者に向けたサ
ポート体制につ
いて効果のあ
る実施方法に
見直す必要が
ある。

要
改
善

正しい知識と
理解，対応な
どについて研
修を進める。

三
和
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

印鑑登録
および証
明事務

70

窓口業務　：　印鑑の登録及
び証明書の発行

　・合併前登録証を新市登
録証へ交換することの周知
徹底
　・登録証明書の発行事務
の広域化(自動交付機設
置)の検討
　・登録、証明書交付等の
申請様式の検討

市
民

(

1
5
歳
未
満
及
び
青
年
被
後
見
人
を
除
く

）

印鑑の登録･証明
書の交付

住民申請による
印鑑登録・証明書
の交付。

平成１７年度２
次総合評価＝
現状維持
今後の方向性
＝正確･迅速を
基本に、わかり
やすく丁重な応
対で事務を進
める。
平成１８年度そ
の対応＝現状
維持

5

市民からの
申請によ
り、印鑑の
登録・証明
書を交付し
ている。

5

市民からの
申請により、
印鑑の登
録・証明書
を交付して
いる。

4

支所におけ
る事業費の
支出はなく,
コスト削減
の余地は極
めて小さ
い。

5

登録につい
ては、市の
窓口が妥
当。
交付につい
ては、自動
交付機の設
置により窓
口の広域化
が可能。

5

印鑑登録証
明の添付の
必要のある
申請制度が
あるため。

5

印鑑登録証
明の添付の
必要のある
申請制度が
あるため。

29 A
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

交付申請書記
入の簡素化を
進める。
印鑑登録時,本
人確認の徹
底。

要
改
善

正確・迅速・親
切を基本として
事務を進め
る。

甲
奴
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
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接
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務
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内
部
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正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

窓口証明
書発行業
務

3,545

印鑑の登録及び証明書の発
行，戸籍の届出，戸籍の謄
本・抄本の交付，住民票交
付，火葬許可，母子手帳交
付，国民年金関係の申請受
付，障害者手帳交付など

旧町の印鑑登録証を，新
市の登録証への交換が済
んでいない方への周知。
本人確認の徹底。

戸
籍
届
者
及
び
戸
籍
謄
本
・
抄
本
等
請
求
者
，
そ
の
他
証

明
請
求
者

住民サービスの
向上のために親
切・丁寧な対応で
迅速・正確な事務
処理を行う。

住民申請による
各種証明書の交
付。

現状維持
ローカウンター
記載用机を増
設し，窓口事務
を円滑にした。

5

市民からの
申請によ
り、各種証
明書を交付
している。

4

市民からの
申請により
各種証明書
を交付して
いる。

3

印鑑証明の
代理申請の
場合など，
一枚の申請
書で数件申
請できれば
用紙代，市
民の方の負
担も軽減で
きる。
支所におけ
る事業費の
支出なし。 3

個人情報保
護条例と密
接に関連し
ている

3

各種証明の
添付の必要
のある申請
制度がある
ため。

4

各種証明の
添付の必要
のある申請
制度がある
ため。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

窓口業務で
は，迅速・正確
な事務処理が
求められる。研
修・自己啓発等
により，より一
層事務処理に
精通することが
重要である。

要
改
善

正確・迅速・親
切を基本として
事務を進め
る。

財
政
室

第
6
 

都
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市
役
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改
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4
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自
立
の
財
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く
り

義
務
的
事
務

間
接
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(

内
部
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正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

財政状況
の公表

141

歳入歳出予算の執行状況並
びに財産，地方債及び一時
借入金の現在高，その他財
政に関する事項を公表する
よう定められており，毎年
度，前年度決算と当該年度
上半期の状況を１１月末日ま
でに，当該年度下半期の状
況を翌年度５月末日までに
公表している。

平成１７年度についても，
掲示板への掲示以外の公
表ができていないため，今
後，わかりやすい資料で，
ホームページでの公表を行
う。

全
市
民

予算の施行状況
等をわかりやすく
住民に知らせる。

予算執行状況な
どを精査し，決裁
を受けた上で掲
示板に掲示する。

掲示板への掲
示以外の公表
について対応で
きなかった。

3

自治法，条
例に基づく
業務である
が，掲示板
に告示する
だけでは，
住民に広く
公表したこ
とにならな
い。

3

現在の公表
は，法定の
内容を掲示
板で公表し
ているのみ
であり，わか
りやすい内
容をホーム
ページで行
うなど，改善
点がある。

5

コストは人
件費のみで
あり，ほぼ
必要 低限
の事務量で
ある。

5

市の内部事
務であり，市
以外での実
施は不可能
である。

5

財政状況へ
の社会的関
心は高く，
ニーズは高
い。

5

財政状況へ
の関心は高
く，市民ニー
ズは高い。

26 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

機械的に掲示
板に掲示する
のみではなく，
わかりやすい
資料を用いて，
ホームページ
などに公表す
べきと考える。

要
改
善

本年１０月の広
報みよしで「財
政状況」をお知
らせしている
が，今後も，よ
り市民に分か
りやすい内容
で財政状況を
公表する。

85／100



平成１８年度「The行政チェック」事務事業評価一覧(施策順)
　 ※　各評価項目は，１～５の５段階で評価  ※　総合評価・・・「事業拡大」「事業縮小」「要改善」「終了」「廃止」から選択  ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

実施した
取組項
目数

項目 26 53

行財政改
革による
削減効果
額

千円 △51,283 △553,715

行財政改
革による
増額効果
額

千円 52,000 125,900

評価対
象事業
数

件 181 381 403
縮小した
事業件数

件 10 6 10

廃止した
事業件数

件 2 19 20

拡大した
事業件数

件 22 28 30

計画事
業数

件 255 277 270
計画の策
定

－ 策定 策定 策定

作成部
数

冊 200 180 200 活用部数 冊 180 180 200

2
 

徹
底
し
た
情
報
公
開

1
8
年
度
中

シ
ス
テ
ム
の
確
立

1
9
年
度
当
初

2
 

徹
底
し
た
情
報
公
開

1
8
年
度
中

徹
底
し
た
改
革
の
断
行

1
8
年
度
中

329

330

331

332

企
画
調
整
担
当

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(
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サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

行財政改
革の推進

2,836

　５０年，１００年後の未来の
三次市民に夢の持てる地域
を引き継ぎ，限られた資源を
有効に使い，創意と工夫で
市民が誇れるまちづくりを推
進するため，自己決定・自己
責任・自己完結型の行政運
営を目指した行財政基盤の
整備・強化に取り組む。
　市役所全体が計画的に行
財政改革に取り組むため，
平成１７年度に三次市行財
政改革大綱及び三次市行財
政改革推進計画を策定した。

　行財政改革大綱，行財政
改革推進計画及び各種個
別計画は平成１７年度末に
策定したが，今後各取組項
目の計画的実施に向け全
庁で取り組む必要がある。
また，現在の推進計画は平
成１７年度から平成１９年
度までの３年間を計画期間
とするものであり，後期計
画策定に向け，課題と新た
な取組を常に把握する必
要がある。

⑴
　
市
役
所

⑵
　
市
民

　限られた資源を
有効に活用し，市
民が誇りに思える
まちづくりを行う。

少の経費で
大の効果（市民
サービスの向上）
を上げるため。

・行財政改革大綱
及び行財政改革
推進計画の策定
及び具体化に向
けた事業の推進

⑴　行財政改革
を計画的に実
施するため，大
綱及び推進計
画を策定した。
⑵　市民に改革
の効果がより理
解されるよう，
改革により生じ
る効果額を可能
な限り算定し公
表した。

4

　地方分権
時代に対応
した自己決
定・自己責
任・自己完
結型の行政
運営をめざ
すために
は，行財政
基盤の整
備・強化が
不可欠であ
り，改革の
基本指針・
実行計画と
しての行財
政改革大綱
と行財政改
革推進計画
の役割は大
きい。

3

　行財政改
革推進計画
は，改革に
より生じる効
果を可能な
限り数値化
したもので
あるが，改
革の効果が
何に生かさ
れたのかと
いう部分を
市民に対し
わかりやすく
説明する必
要がある。

4

　行財政改
革の推進事
務は，事務
を全て内部
で行ってお
り，人件費
以外はコス
トの削減余
地が小さ
い。

4

　行財政改
革は主とし
て市役所内
部で改革を
行うもので
あるが，協
働のまちづく
りの実現に
は市民と役
割分担を行
う必要があ
る。

5

　自主・自
立した自治
体運営を行
うために
は，効率
的・効果的
な組織体制
と施策の実
施，財政基
盤の強化が
必要であ
り，改革の
必要性は高
い。

4

　情報公開，
市民サービ
スの向上，
職員の削
減・意識改
革，財政健
全化等の改
善・改革を求
める市民
ニーズは極
めて高い。

24 B
未
実
施

事
業
拡
大

要
改
善

　限られた資源
を有効に活用
し，未来の三次
市民に誇りの
持てる地域を
引き継ぐために
は不断の取組
が必要である。
市民サービス
の向上，効果
的・効率的な行
政運営が図れ
るよう行財政改
革推進計画の
計画的実施に
取り組む必要
がある。

事
業
拡
大

民間委託など
について，新
たな発想と研
究で計画を拡
大するととも
に，積極的に
計画を実施す
る。

企
画
調
整
担
当
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正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

行政評価
システム

8,750

行政評価とは，本市の政策
推進のため，市役所の仕事
の一つひとつについて，仕事
の有効性や必要性等の視点
から点検・評価する取り組み
である。評価結果を実施計
画及び予算編成に反映する
とともに，業務改善や職員の
意識改革に活用し，ホーム
ページや広報みよし等で公
開することにより，わかりや
すく透明性の高い市役所を
目指す。評価は，担当職員
等による１次評価，庁内評価
会議による２次評価，そして
公募市民や外部有識者等で
構成する行政チェック市民会
議による外部評価３段階で
の評価を行う。
平成17年度は，主要事業を
中心に381件の事務事業の
評価を実施した。

行政評価の効果を明らか
にし，制度の必要性を職員
に認知させることが必要で
ある。また，事務局・評価
者双方の事務量が大きい
ため，事務の効率化を検討
する必要がある。

事
務
事
業

市の業務を評価
することにより，
業務の改善・向上
を実現する。

市の業務につい
て，チェックシート
の記入により評
価を行う。

平成16年度の
取り組みの反
省を踏まえ，評
価対象事業を
拡大したほか，
①職員研修の
強化，②市民評
価の導入，③職
員相互評価の
実施，④ヒアリ
ングの実施，⑤
施策評価の実
施，以上5点の
制度改正を行っ
た。

3

平成17年度
は前年度の
反省点を改
善し，事務事
業数の拡大，
事前評価の
実施，窓口ア
ンケートの実
施等に取り組
み，その結果
を実施計画，
予算編成に
反映した。し
かし，まだま
だ課題も多
く，目的を達
成するために
は市民評価
の拡充を図る
など，行政評
価システムを
更に進化させ
る必要があ
る。

2

現行制度はま
だ課題も多
く，十分な成
果は得られて
いない。した
がって，成果
向上の余地
は大きい。ま
た，常日頃か
ら､職員一人
ひとりが目
的・意識を
もって事業の
計画策定・推
進・評価とい
う視点で日常
業務を行うこ
とが大事であ
る。評価は自
らが行うもの
であり，やらさ
れている感覚
に陥ってはい
けない。

2

直接的な経
費負担は大
きくないが，
人件費部分
の負担が大
きく，事務の
効率化・簡
素化を考え
る必要があ
る。

4

市が自らの
仕事を評価
し，そして市
民に評価し
ていただく制
度である
が，第３者
機関などの
外部評価も
考えられる。

5

地方自治体
における行
政評価の導
入状況は，
全国784市
区のうち，
392団体，
50.0%（平成
18年1月1日
末現在）が
導入済みで
あり，今後
も導入団体
は増加傾向
にある。

3

市民の関心
はまだ低い
が，行政の
仕事をチェッ
クすることへ
の潜在的な
ニーズはあ
ると思われ
る。

19 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

行財政改革や
行政の透明性
向上等の観点
から，本制度は
今後ますます
拡大する必要
がある。しかし
ながら，制度自
体が発展途上
にあるため，早
期の制度確立
が必要である。

事
業
拡
大

外部評価を含
め，効果的な
システムの確
立を早急に行
う。

企
画
調
整
担
当
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新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

実施計画
（アクショ
ンプログ
ラム）策
定業務

2,127

　新市まちづくり計画（合併
市町村建設計画）を基本に，
本市の主要施策を計画的，
効率的に実現するため，向こ
う３年間(平成１８～２０年度)
に実施する主要事業を調整
し，適切な進行管理を行うこ
とを目的に策定し，毎年ロー
リング方式により見直しを
行っている。
　本来は，地方自治法第２条
第４項の規定による市の基
本構想に基づいて策定する
べきものであるため，平成１
８年度からは，平成１７年度
末に策定した総合計画「みよ
し百年物語」を基本に，新市
まちづくり計画等との調整を
図りながら策定する。

平成１７年度は，行政評価
の結果を反映した計画策
定を行い，策定後にホーム
ページへ掲載して市民へ公
開したところであるが，平
成１８年度は，平成１７年度
末に策定した総合計画「み
よし百年物語」の実現に向
けた事務事業を調整し，行
政評価の結果を反映した
計画策定を進めるととも
に，市民にわかりやすく，
伝わりやすい計画づくりが
必要である。

次
年
度
以
降
３
年
間
で
実
施
す
る
事
業

主要施策(事業)を
計画的，効率的
に推進するため。

各部局の要望調
書によりヒアリン
グ等を行い，新市
まちづくり計画，
財政計画及び財
政推計との調整
を図りながら，３
年間の実施計画
を策定する。ま
た，平成１８年度
からは，平成１７
年度末に策定し
た総合計画「みよ
し百年物語」を基
本に策定する。

「市民への情報
開示と事業成
果の検証方法
を確立していく」
との評価結果を
受け，行政評価
の結果を計画
に反映させるほ
か，策定後に
ホームページで
公開した。

4

予算編成ま
でに行政評
価の結果等
も反映させ
ながら主要
事業の調整
が図られ
た。

3

施策の優先
度やその施
策に有効な
事業の構成
などの調整
は，行政評
価の取り組
みの充実と
ともに，行政
評価との連
携を強化す
ることによ
り，向上の
余地がある
ものと考え
る。

4

本計画策定
業務の経費
は人件費の
みであり，コ
スト削減余
地は小さい
と考える。

4

市政運営の
根幹に関わ
る業務であ
り，本計画
の策定は市
で責任を
もって行うべ
き業務であ
る。

4

本計画は長
期計画(総
合計画，新
市まちづくり
計画)を実
現するため
の中期計画
であり，計
画的，効率
的な施策の
推進は社会
的にも求め
られている
ところであ
る。

3

本計画は長
期計画(総合
計画，まちづ
くり計画)を
実現するた
めの中期計
画であり，計
画的，効率
的な施策の
推進は市民
にも求めら
れているとこ
ろである。 22 B

未
実
施

要
改
善

要
改
善

実施計画策定
の成果（効果）
の検証方法を
検討する必要
があるが，本計
画は予算編成
までの事業調
整に不可欠で
あり，今後も計
画の策定は必
要である。ま
た，行政評価
の取り組みの
充実と行政評
価との連携を
強化するととも
に，市民にわ
かりやすく，伝
わりやすい計
画づくりを行う
など，改善の必
要性があるも
のと考える。

要
改
善

各事業につい
て行政評価に
よる検証を行う
とともに，市民
にわかりやすく
開示する。

企
画
調
整
担
当
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正
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主要施策
の成果に
関する説
明書作成
業務

812

　地方自治法第２３３条第５
項の規定に基づき，各年度
の決算に合わせて，当該年
度の主要な施策の成果を説
明する資料として，決算を審
査する市議会に決算書と合
わせて提出するため，また市
が取り組んだ主要な施策の
成果を市民に分かりやすく示
すために，「主要な施策の成
果に関する説明書」を作成す
る。

これまでの説明書は事務
事業の実施結果が中心と
なっており，「施策」として
の成果がわかりにくいもの
であった。したがって，平成
１８年度作成する説明書
は，結果重視から成果重視
への転換を図り，「行政評
価システム（The行政チェッ
ク）」及び「実施計画（アク
ションプログラム）」との連
携を進めることにより，政
策的かつ効率的な行政運
営の実現をめざすととも
に，市が取り組んだ「施策
の成果」が市民に対しても
わかりやすい説明書となる
よう努めるものとする。

市
議
会
及
び
市
民

市議会における
決算審査のため
の資料とするた
め，また市が取り
組んだ主要な施
策（主要事業）の
成果を市民に分
かりやすく示すた
め。

当該年度に実施
した主要な施策
の成果を説明書
として取りまとめ
る。

「市民にわかり
やすい方法で
公開する」との
評価結果を受
けたものの，平
成１７年度の評
価結果が示さ
れた時点では
既に作成済み
であったため，
対応できなかっ
た。

4

決算審査の
資料として
活用されて
おり，また本
説明書以外
に市の主要
な施策の成
果を取りま
とめた資料
は無い。

3

これまでは，
市議会への
提出のみ
で，内容も
施策として
の成果がわ
かりにくいも
のであった
が，平成１８
年度作成分
からは，市
民に対して
もわかりや
すい説明書
となるよう努
めるととも
に，作成後
にホーム
ページへ掲
載するなど
の改善を
図っていくも
のとする。

4

市民にわか
りやすい説
明書にする
ためには，
写真・図表
等の掲載も
必要であ
り，また効率
的な作成作
業を進める
ために印
刷・製本業
務の業者発
注が必要で
あることから
一定程度の
経費が必要
である。

3

市が取り組
んだ主要な
施策の成果
を取りまとめ
るものであ
り，市議会
への提出も
必要である
ことから，市
が責任を
もって作成
するべきで
ある。 3

市が取り組
んだ主要な
施策の成果
をわかりや
すく示すこと
は，社会的
にも求めら
れていると
ころである。
平成１８年
度作成分か
らはホーム
ページ等で
積極的な情
報公開を行
うものとす
る。

3

市が取り組
んだ主要な
施策の成果
をわかりや
すく示すこと
は，市民にも
求められて
いるところで
ある。平成１
８年度作成
分からは
ホームペー
ジ等で積極
的な情報公
開を行うもの
とする。

20 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

市が取り組ん
だ施策の成果
が，市議会をは
じめ，市民にわ
かりやすい説
明書となるよう
に引き続き努
めるとともに，
ホームページ
等での積極的
な情報公開を
進める必要が
ある。

要
改
善

施策の取り組
み結果につい
て市民に分か
りやすく開示す
る。
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総
合
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価

今後の方向性
内訳
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実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

視察・研
修・協議
会

回 4 11 5
文書・書
庫整理割
合

％ 10 30 80

給与（賞
与）支給
のべ人
数

人 17,384 18,708 17,996

給与（賞
与）支給
のべ人数

人 17,384 18,708 17,996

調査員
等事務
打合せ
会開催

回 16 18 4

調査員等
就任人数
（延べ人
数）

人 519 560 73

市民へ
の周知
実施回
数

回 3 4 5

指定統計
作成件数
/実施件
数

％ 100 100 100

実施調
査件数

件 5 3 3

冬季事
務服貸
与件数

人 800 38 20

受
益
と
負
担
の
適
正
化

1
9
年
度
中

民
間
委
託
等
の
推
進

1
9
年
度
中

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

333

334

335

336
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文書管理 8,669

　平成17年度は，業者選定
に向けて，各業者の文書管
理システムの研究を行った。
書庫整理作業等は，進まな
い部署があり，18年度は整
理方法等の改善を図る必要
がある。
　平成１９年度から文書管理
システムの稼動予定である
が，　平成１８年度は，システ
ム導入前の基盤整備として，
書庫整理を徹底する。また，
未整備である文書管理マ
ニュアル，ファイル基準表，
文書分類番号表等を作成す
る。
　システムの導入により，文
書を収受し，起案・保管・保
存・廃棄するといった，文書
のライフサイクルの管理にと
どまらず，電子化されて蓄積
された情報を有効に活用す
ることで，文書事務に伴う
様々なコストの削減と行政事
務の質を向上させ，市民サー
ビスの向上を図る。

　業者決定後，様々な検証
を行い，本市に適したシス
テムの構築を行う。
　書庫内に保存している必
要の無くなった文書を廃棄
し，保存の必要な文書につ
いては，洗い出し，保存箱
に詰めるなどの作業を行な
う。また，これらの保有文書
を一覧表で確認でき，保存
場所が直ぐに判明するよう
に徹底した書庫整理作業
等を行なう。

本
市
が
保
有
す
る
行
政
文
書

行政文書を適正
に管理すること。
また，既存文書を
有効に活用し，事
務の効率化を図
る。

保有している行政
文書を適正に保
存・保管・廃棄で
きるように文書管
理マニュアル，文
書分類番号表，
ファイル基準表を
作成する。また，
文書管理システ
ムを導入し，文書
のライフサイクル
を電子管理し，電
子決裁等を可能
とする。

三次市の文書
管理のあり方を
検討するため，
他市への視察
等を行い，文書
整理の方法や
システムの研究
を行った。また，
文書管理・電子
決裁につては，
情報化グランド
デザインに，平
成１９年度導入
が明記された。

2

各業者の文
書管理シス
テムの研究
を行った。ま
た，一部の
書庫整理作
業を終え，
各書庫の状
況把握を
行った。

1

平成18年度
は，様々な
検証を行
い，本市に
適したシス
テムの構築
と文書管理
マニュアル
の作成等を
行う。また，
書庫成整理
作業を徹底
するなど向
上の余地が
大である。

3

平成18年度
はシステム
の導入年度
であり，高
額な予算が
必要となる。
また，書庫
整理作業
等，職員人
件費が必要
である。しか
し，適正な
業者選定，
又効率的な
書庫整理を
行うことで，
コストは削
減できる。

3

行政文書
は，市民の
財産でもあ
り，適正な
管理のもと，
責任を持
ち，保有す
る必要があ
る。しかし，
今後は，古
文書や歴史
的価値のあ
るものにつ
いては，守
秘義務等の
課題を整理
し，市民団
体に整理を
委託するこ
となども視
野に入れて
考える事も
必要であ
る。

3

現社会情勢
において，
情報公開請
求をはじめ
市の透明性
等に対する
社会的ニー
ズがあり，
適切な文書
管理が求め
られる。

3

情報公開を
求められるこ
とはあるが，
請求は一部
の市民であ
り，現状から
みて市民
ニーズが高
いとは言え
ない。

15 D
未
実
施

要
改
善

要
改
善

17年度は，各
業者の文書管
理システムに
ついて提案等
を受け，本市の
文書管理につ
いて検証した。
また一部の部
署で書庫整理
を行ったが，こ
れから，システ
ムの構築や文
書管理マニュア
ルの作成，また
書庫整理等を
拡充していか
なければならな
い。

要
改
善

システム構築
とマニュアル作
成等による，
適切な文書管
理体制を早急
に整備する。

総
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給与支払
事務

20,245

　平成１４年度末から人事給
与システムを導入し，これに
よって給料，各手当，共済等
の社会保険料，共済負担
金，税等の控除らを管理，計
算し全職員の給与を支給し
ている。合併に伴い，医療職
の職員が新たに加わったこと
や大幅に職員数が増加した
こともあり，新たな制度やこ
れまでに無かったような事例
への対応に苦慮することもあ
る。
　事務の効率化にはシステ
ムの利便性の向上が必要な
状況ではあるが，システムだ
けに頼るのでは正確性の確
保等に不安があるので，補
助で独自に作成したエクセル
表を使うなどして，さらに迅
速，正確を目指して事務の効
率化を行っている。

給与支給は自治体におけ
る義務的な業務であるが，
その中でどのような手法を
とれば余分な作業と経費を
削減できるかを考えていか
なければならない。また，
個人情報を多く有する業務
なので，その情報を保護を
することの意識も継続して
いかなければならない。

一
般
職
員
，
特
別
職
員
，
嘱
託
員
に
対
す
る
給
与
の
支
払

迅速，かつ正確
に事務を遂行す
る。

システムによる計
算等に頼りがちで
あったため，支給
後の確認で誤りを
発見し調整するこ
とがあったが，シ
ステムとは別の確
認表を作成して支
給額を相互に確
認し，整合性をあ
げていく。

１７年度の結果
は，「民間委託
を検討する。」
現在給与事務
は，毎月の支払
事務に関連し
て，新たな給与
の構造改革へ
のシステム対応
や時間外手当・
年末調整業務
など，各部署へ
の指導を含め
た対応を1名で
行っている。こ
のため，委託可
能な業務内容
について研究
中である。

3

理論数値に
より支給額
を確認する
表を作成し
てチェック体
制を整え，
ほぼ正確に
支給するこ
とができた。

3

正確性の維
持はできた
が，さらに
チェック方法
や入力方法
などを工夫
し迅速化を
はかる。

3

報告書，支
給明細書な
どのペー
パーレス化
をはかれ
る。

3

対象が職員
なので市の
義務的業務
ではある
が，コストを
みながら委
託できる部
分を検討す
る。

1

義務的事務
のため行政
上社会的
ニーズはな
い。

1

職員対象の
ため行政上
市民ニーズ
はない。

14 D
未
実
施

要
改
善

要
改
善

給与支給事務
は義務的事務
であり，存続・
廃止を考えるも
のではない。コ
スト面では，他
市との比較や
契約内容の見
直しが必要と思
われる。

事
業
縮
小

民間委託を含
め，効率的な
事務処理方法
を確立する。

総
務
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指定統計
調査事務

40,931

　統計法により，総務大臣が
指定し公示した統計調査（以
下「指定統計」という。）を実
施するため，主に国⇆広島県
⇆市区町⇆指導員・調査員⇆
調査客体（例えば個人・事業
所など）の流れで，調査票の
配布・収集，審査・集計を行
う。
　市は，様々な指定統計に際
して，指導員及び調査員（以
下「調査員等」という。）の推
薦，調査用品の準備，個別
又は説明会による調査員等
の指導，調査票の審査，整
理，集計，提出などを行う。

　マンションなどのオート
ロック化が進み，訪問活動
が困難になってきていた
り，多様化する犯罪に対す
る警戒意識やプライバシー
意識の高揚と個人情報保
護法解釈に対する錯誤に
より，統計調査の実施にお
いては近年急激な環境悪
化が起こっている。
　今後も国による指定統計
制度の抜本的な見直しと，
先に述べた調査活動の環
境悪化改善への検討を見
守りながら，市としては統
計調査が行われる際の市
民への周知と調査員等へ
の打合せ会や年間を通じ
た登録調査員への情報提
供等により，調査員等の接
遇を含めた能力向上に力
を注ぐ必要がある。

調
査
員
等
，
調
査
客
体

（
個
人
・
事
業
所
な
ど

）
。

　正確で円滑な統
計調査活動を実
施することと，調
査員等の調査活
動に際しての安
全確保や事故防
止を目的とする。

　調査員等に対
する事務説明を
個別又は調査員
等事務打合せ会
を開催して行う。
これにより，調査
活動とその事務
の徹底を図る。ま
た，安全面につい
ても説明し，注意
をしてもらう。
　調査客体に対
する広報などによ
る統計調査の周
知をする。

　調査員等に対
する登録調査
員制度を実質
的に運用を開
始するべく，前
回から比較的

近に指定統
計調査に従事し
ていただいたこ
とのある人に調
査を行い，登録
希望の有無を
返答をもらっ
た。これにより，
調査があるとき
だけでなく，普
段から，調査員
となりえる方に
統計制度の啓
発を図れる環境
ができた。

4

平成１７年
度は国勢調
査という
も大規模な
全数調査が
行われ，
550人の調
査員等が携
わったが，
事務執行ス
ケジュール
が厳しい中
でも，地区
を分けるな
どし，調査
に必要な打
合せ会を開
くことができ
た。安全面
でも，調査
員等にけが
人もなく，調
査を終了す
ることができ
た。

3

　国勢調査
が行われた
ことにより，
例年に無く
一度に多く
の調査員な
どを必要とし
たが，必要
な調査員な
どの確保が
できた。
　しかし，三
次市に限ら
ず全国的に
調査員不
足・調査員
の高齢化が
課題となっ
ており，取組
が必要であ
る。

4

　指定統計
では，正規
職員の人件
費以外は，
交付金が財
源となる。一
般財源の充
当はほとん
どない。
　職員の人
件費につい
ても，県内
他市と比較
しても，１名
という 小
限の正規職
員で事務は
執行してい
る。

5

　法令によ
り，現在市
が関与する
ことが義務
付けられて
いる。
　しかし，統
計調査の民
間委託につ
いては，そ
の可能性な
どについて
国で現在も
検討中であ
る。

5

　国や地方
公共団体の
あらゆる分
野の行政計
画立案・事
業執行にお
いて，統計
調査結果の
利用は，法
令で定めら
れている場
合はもちろ
ん，その他
の場合にお
いても欠か
すことはで
きない。

4

　公的な機
関だけでな
く，民間企業
や個人の研
究等におい
ても，統計に
よる分析結
果の活用は
前提条件と
なっていると
言っても過
言ではない。

25 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

　統計調査事
務の執行にあ
たっては，ある
程度円滑にで
きていると考え
る。調査制度そ
のものは法定
受託事務なの
で，手を加える
訳にはいかな
いが，調査員
の確保とその
資質の向上に
ついては，今後
取り組む余地
があると考え
る。

要
改
善

法令に従い効
率的な調査を
実施する。
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サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

制服管理
業務

1,166

職員に職務遂行上必要な被
服を貸与する。
在庫の管理を行う。

職場のニーズに応じた被服
貸与の実施が必要である。

三
次
市
職
員

被服を貸与し，組
織の一体化を図
る。また，職務を
遂行しやすい環
境を作る。

職員に被服を貸
与する。
在庫の管理を行
う。

被服の保管場
所を近くに変更
し，被服をすば
やく貸与できる
ようにした。

3

貸与するこ
とができた。

3

必要とする
職員に必要
な種類の被
服を貸与で
きるよう改善
していかな
ければなら
ない。

2

被服貸与制
度自体の見
直し等コスト
改善の余地
がある。

5

内部管理事
務であるた
め市が直接
実施しなけ
ればならな
い。

1

職員対象の
ため，社会
的ニーズは
低い。

2

市民にとって
職員である
ことが容易
に判断でき
るが，ニーズ
が高いかど
うかは不明。

16 D
未
実
施

要
改
善

要
改
善

制服が必要な
のか，全職員
に貸与する必
要があるのか
等，必要性や
妥当性につい
て見直す必要
がある。

事
業
縮
小

制服の必要性
や自己負担に
ついて検討を
行う。

87／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

臨時職
員賃金
支給の
べ人数

人 4,864 5,035 4,935
臨時職員
賃金支給
のべ人数

人 4,864 5,035 4,935

申告者
数

人 496 477 465
住民税申
告件数

件 503 230 200

申告相
談実施
日

日 21 20 20
所得税申
告件数

件 301 322 310

申告者
数

人 457 435 440
住民税申
告件数

件 434 270 270

申告相
談実施
日

日 21 20 20
所得税申
告件数

件 326 353 350

申告者
数

人 2,320 2,062 1,771
住民税申
告件数

件 1,585 1,351 900

申告相
談実施
日

日 21 20 20
所得税申
告件数

件 735 711 871

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

民
間
委
託
等
の
推
進

1
9
年
度
中

337

338

339

340

総
務
室

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

臨時職員
賃金支払
事務

8,106

平成１４年度末に導入した人
事給与システムにより，臨時
職員の賃金管理・計算・支払
を行っている。

正確性を欠くことなくまた，
個人情報保護の意識を
持って，作業の効率化をは
かっていかなければならな
い。

三
次
市
臨
時
的
任
用
職
員

迅速，かつ正確
に賃金支払を行
う。

実績等データ
チェックと人事給
与システムへの
入力作業。
賃金支払と明細
の発行。

独自に作成した
エクセル表を使
用するなどし
て，事務の効率
化を行ってい
る。

3

ほぼ正確に
支給でき
た。

3

より正確で
迅速な事務
処理が必要
である。

2

ペーパーレ
ス化が可
能。

5

対象が職員
であり，事務
的業務であ
る。

1

職員対象の
ため社会的
ニーズはな
い。

1

職員対象の
ため市民
ニーズはな
い。

15 D
未
実
施

要
改
善

要
改
善

義務的な業務
であるが，事務
の合理化，コス
トの削減を考え
ていかなけれ
ばならない。

事
業
縮
小

民間委託等に
ついて検討す
る。

君
田
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

申告相談
業務

4,254

申告相談を実施し、市民税・
所得税申告書を作成し、市
税を賦課する。また、未申告
者については申告の勧奨を
行う。

申告支援システムが統一さ
れるため、新システムの研
修、新担当者の研修が必
要。

三
次
市
民

市が申告相談を
受けることで、市
民に公平かつ正
確に市税を賦課
することを目的と
する。

2月16日～3月15
日までの申告受
付期間に君田町
内に相談所を設
け聞き取りをし、
申告書を作成す
る。

税制改正の周
知を行った。農
耕用機械の賦
課のため聞き
取りを行い申告
時にナンバープ
レートを交付し
た。

5

公平・正確
な課税を申
告相談によ
り行うことが
できた。

4

農業収支計
算書作成の
さらなる啓
発が必要。

3

新システム
購入による
事務の効率
化。職員人
件費の減
少。

4

税務署での
自書申告の
方は増えて
いる。しか
し、申告相
談に対する
三次市への
ニーズは依
然高い。市
税の公平・
正確な賦課
は市がやっ
た方がより
よくできる。

5

自書申告の
啓発はある
が、まだま
だ自書申告
者は少なく
税務署、商
工会、市へ
のニーズが
極めて高
い。

5

農業収支計
算書作成は
普及してい
るが、高齢
者は難しい。
三次市の
ニーズは極
めて高い。

26 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

申告相談にか
かる新システム
導入があるた
め、職員の研
修が大切にな
る。

事
業
縮
小

確定申告等に
ついては自主
申告を推進し，
併せて申告相
談会場の見直
しにより事務の
効率化を図
る。

布
野
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

申告相談
業務

3,545

１月１日現在，三次市に住民
登録されている人の所得状
況等に関して申告を受ける。
各地域の集会所等を申告会
場とし，個々に面談し申告書
を作成していく。コンピュータ
へデータを正確に入力するた
めに，確認作業を徹底する。
申告資料は，次年度の住民
税の積算基礎となるほか，福
祉や保健の各種制度を受け
るための基準にもなってい
る。

少ない職員数で短期間の
うちに処理するためには，
所得情報の共有化とシステ
ムの統一化等，合理化でき
るものは導入していく必要
がある。

１
月
１
日
現
在
で
住
民
登
録
し
て
い
る
人

所得状況を把握
する。

申告書へ記入し
たものを提出して
もらう

申告時にナン
バープレートの
交付（農耕用
等）申告相談業
務作業の効率
化を図る。

5

市財政（収
入）の重要
な部分を占
める住民税
の積算根拠
となるもの
である。こ
れをなくして
は市の各種
事業を遂行
できなくな
る。

3

個人の所得
を事前に
もっと調査す
ればよりス
ムーズな申
告と公平な
課税ができ
ると思われ
る。

5

現在の人員
体制では限
界である。
また，今の
予算では新
しいシステ
ムの導入は
できないた
め，これ以
上のコスト
削減は無理
である。

3

事務処理そ
のものは民
間事業者で
もできるが，
高レベルの
個人情報で
あるため市
が行うべき
である。ま
た，所得状
況を適正に
把握するた
めには，相
手の誘惑に
負けない毅
然とした態
度で応対す
ることが大
切である。

5

税収入は，
市の事業を
行う上で必
要であり
ニーズは非
常に高いと
思うが、住
民にとって
は、税に対
する関心が
あまりない
と思われ
る。申告を
適切に行い
その税金を
適切に使用
することで
社会生活が
成り立って
いる感覚を
市民全体が
共有する必
要がある。

2

申告制度
は，行財政
運営の税財
源を確保す
る一端を
担っており，
申告によっ
て納付され
た税金等が
どのように利
活用されて
いるか，申
告者が関心
を持つよう説
明責任を果
たしながら，
啓発する必
要がある。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

市の事業を執
行する上で極
めて重要な財
源確保方法で
ある。このた
め，人員確保，
新システムの
導入により，作
業の効率化・賦
課の公平性を
確保するよう，
税の専門員や
申告システム
等を利用した自
書申告を推進
する必要があ
る。

事
業
縮
小

確定申告等に
ついては自主
申告を推進し，
併せて申告相
談会場の見直
しにより事務の
効率化を図
る。

吉
舎
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

申告相談
業務

3,828

  申告相談を実施し、市民
税・所得税について，毎年３
月１５日までに申告書を収受
する。また、未申告者につい
ては申告の勧奨を行う。
　　支所においては，支所館
内のみの受付。

申告支援システムが旧市と
旧市外で違うため，対象の
方の申告相談を行なう場所
が，住所を有する旧市町村
に限定される。
給与支払報告書等の本庁
から支所への振り分け作
業・事前入力作業等，シス
テムを統一した場合と比較
すると，作業コスト，時間的
コスト，人件費コストが不必
要にかかる。

毎
年
１
月
１
日
に
吉
舎
町
に
住
所
を
有
す
る
方

。

対象の方に，しん
こくそうだんを受
けていただくこと
により，迅速・正
確に市民税申告
書を作成し，市民
税等を公平に課
税する。

市民税申告書の
作成は，専門的
な知識を必要とす
るため，対象の方
がここに作成され
ることは困難で
す。そこで，市民
税申告書が迅速・
正確に作成でき
るように専門知識
を持った職員が
相談に当たりま
す。

　研修に参加。
市民税申告書
が迅速・正確に
作成できるよう
に専門知識を
持った職員が相
談に当ることが
できた。

5

ほとんどの
対象の方
に，申告相
談を受けて
いただき，
課税の公平
さを保って
いる。

2

申告支援シ
ステムを統
一すること
により，三次
市のどこの
相談会場へ
行っても申
告相談が受
けられる体
制作りを図
ることができ
る。

1

申告支援シ
ステムを統
一すること
により，シス
テム購入等
の初期コス
トは必要で
あるが，作
業コスト・時
間的コスト，
人件費コス
ト等のランニ
ングコストは
大幅に削減
できる。

5

個人情報の
保護・専門
的知識の必
要性及び課
税の公平性
を保つため
には，市が
申告相談を
行なうべき
である。

5

市民税申告
書を基に，
市民税・国
民健康保険
税等の課税
を行なうこ
と，及び税
証明の発行
ができるた
め，社会的
ニーズはき
わめて高
い。 5

市税申告書
の作成に
は，専門的
な知識を必
要とするた
め，個々に
申告書を作
成することは
容易ではな
く，市民ニー
ズはきわめ
て高い。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

申告書を基に，
市民税等の課
税を公平に行
なうこと，及び
税の各種証明
を発行するた
め，社会的
ニーズはきわ
めて高い。市
民税申告書の
作成等専門的
な知識を必要と
するため，個々
に申告書を作
成することは容
易ではなく，市
民の方のニー
ズもきわめて高
い。しかし，作
業コスト・時間
的コスト・人件
費コストが必要
以上にかかっ
ていることか
ら，見直す余地
は十分にある。

事
業
縮
小

確定申告等に
ついては自主
申告を推進し，
併せて申告相
談会場の見直
しにより事務の
効率化を図
る。

88／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

申告者
数

人 1,004 981 998
住民税申
告件数

件 453 437 445

申告相
談実施
日

日 21 20 20
所得税申
告件数

件 551 544 553

税証明
交付件
数

件 1,112 614 810

申告者
数

人 849 840 840
住民税申
告件数

件 727 589 589

申告相
談実施
日

日 21 20 20
所得税申
告件数

件 575 676 676

申告者
数

人 1,004 973 1,065
住民税申
告件数

件 475 513 461

申告相
談実施
日

日 21 20 20
所得税申
告件数

件 498 491 604

納付書・
口座振
替依頼
件数

件 857 871 875
収納金額
（現年分）

千円 134,534 136,472 136,721

督促件
数(延件
数)

件 1,423 1,471 1,475
収納率
（現年分）

％ 97 97 97

一斉行
動の訪
問件数

件 133 151 155

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

3
 

民
間
委
託
等
の
推
進

1
9
年
度
予
算

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

342

343

344

341

三
良
坂
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の

意
識
改
革

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

申告相談
業務

5,672

税証明の交付
市民税・所得税申告相談

システム統一と運用につい
てのスケジュール管理を行
い、次回の申告業務に万
全を期す

三
次
市
民
及
び
住
民
税
申
告
義
務
者

住民サービスの
向上
適切な申告受付
を行うことで正確
な住民税の課税
資料を収集し公
正な課税を行う

迅速で正確な交
付事務及び申告
相談業務を行う

Ｈ１７：申告相談
業務は作業の
効率化を行う
Ｈ１８：システム
の統一につい
て本年度で調
整する

3

公平な課税
と納税意識
の向上が図
れる

3

未申告者数
の削減によ
り、適正か
つ公平な賦
課が行える

3

市内統一し
た申告支援
システムオ
ンライン化
により業務
の効率化が
図れる

4

自主申告自
主納税が原
則である
が，適正な
賦課を行う
ために必要
である

5

自主財源の
主要税目で
あり、賦課
事務の一環
である本業
務は必要で
ある

5

自主財源の
主要税目で
あり、賦課事
務の一環で
ある本業務
は必要であ
る

23 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

申告支援シス
テムのオンライ
ン化等の整備
により、事務の
効率化を進め
ることが必要で
ある。

事
業
縮
小

確定申告等に
ついては自主
申告を推進し，
併せて申告相
談会場の見直
しにより事務の
効率化を図
る。

三
和
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

申告相談
業務

5,672

賦課期日現在市内に住所を
有する者は、原則毎年３月１
５日までに課税標準等につ
いて申告することとなってい
る。総務省令で定める様式
による申告書を作成するに
あたり、相談を受け、その作
成の指導と助言を行い、申告
書を収受する。また、事前に
課税資料を収集し、名寄せを
行う。
支所においては支所管内の
方のみ受付。

申告期間中に相談を受け
ることができる職員を増員
し、体制を充実させることが
必要。

1
月
1
日
現
在
に
三
和
支
所
管
内
に
住
所
を
有
す
る
者
全

員 納税意識の高揚
を図ることと、適
正な課税を目的と
する。

事前に課税資料
を収集し、住民税
申告受付支援シ
ステムへの入力
を行う。申告相談
時には、申告書
の作成・収受と同
時に電算への入
力も行う。未申告
者を把握後,申告
を促し課税漏れ
のないようにす
る。

平成17年度２次
総合評価＝要
改善
今後の方向性
＝作業の効率
化を行う。
平成１８年度そ
の対応＝申告
支援システムの
統一化を具体
化する。

5

納税者との
直接対話に
より、納税
意識の高揚
と適正な課
税のための
有効な手段
となってい
る。

4

申告期間中
に相談を受
けられる職
員の増員が
必要。
事務の効率
化のための
申告支援シ
ステムの統
一が必要。

5

人件費と住
民税申告受
付支援シス
テムにかか
る経費が主
なものであ
る。
支所におい
ては，事業
費の支出な
し。

5

申告相談業
務は市の職
員が行う義
務がある職
務であるた
め。

5

税務署と市
町村のみが
申告書の収
受を行って
いる。

5

申告義務を
有する市民
の多くから相
談がある。

29 A
未
実
施

要
改
善

要
改
善

申告期間中に
おける職員体
制の充実。

事
業
縮
小

確定申告等に
ついては自主
申告を推進し，
併せて申告相
談会場の見直
しにより事務の
効率化を図
る。

甲
奴
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

申告相談
業務

9,500

地方税法・三次市税条例の
規定により，賦課期日現在に
市内に住所を有している者
は，毎年3月15日までに申告
書を提出しなければならな
い。また，市は住民の方に対
して正しく住民税を課税しな
ければならず，正しい課税を
行なううえで，重要な申告の
相談を行なう。

申告支援システムが旧市と
旧町村で違うため，対象者
の申告相談を行なう場所
が，住所を有する旧市町村
に限定される。
また，給与支払報告書等の
本庁から支所への振分作
業・事前入力作業等，シス
テムを統一した場合に比べ
ると，作業コスト・時間的コ
スト・人件費コストが不必要
にかかっている。

毎
年
1
月
1
日
に
甲
奴
町
に
住
所
を
有
す
る
方

。

対象者に，申告
相談を受けてい
ただくことにより，
迅速・正確に市民
税申告書を作成
し，市民税等を公
平に課税すること
を目的とする。

市民税申告書の
作成は，専門的
な知識を必要とす
るため，対象者が
個々に作成する
ことは困難であ
る。市民税申告
書が迅速・正確に
作成できるように
専門知識を持っ
た職員が相談に
あたっている。

作業の効率化
を図る。

4

殆んどの対
象者の申告
相談を受け
ることで，課
税の公平さ
を保ってい
る。

2

申告支援シ
ステムを統
一すること
により，正確
で迅速な対
応が可能に
なる。

1

効率的な初
期投資を行
い，申告支
援システム
を統一し，
人件費コス
ト等のランニ
ングコストは
大幅に削減
できる。

5

個人情報の
保護・専門
的知識の必
要性及び課
税の公平性
を保つ為に
は，市が申
告相談を行
なうべきで
ある。

5

市民税申告
書を基に課
税を行なう
ことは社会
的ニーズは
極めて高
い。

5

市税申告書
の作成に
は，専門的
な知識を必
要とするた
め，個々に
申告書を作
成することは
容易ではな
く，市民の方
のニーズは
極めて高
い。 22 B

未
実
施

要
改
善

要
改
善

住民税申告書を
基に，課税を公
平に行なうことは
社会的ニーズは
きわめて高い。
また市民税申告
書の作成，専門
的な知識を必要
とするため，個々
に申告書を作成
することは容易
ではなく，市民の
方のニーズも極
めて高い。しか
し，市内の都合
の良い場所で申
告相談を受ける
ことができないこ
と，作業コスト・
時間的コスト・人
件費コストが必
要以上にかかっ
ていることから見
直す余地は十分
にある。

事
業
縮
小

確定申告等に
ついては自主
申告を推進し，
併せて申告相
談会場の見直
しにより事務の
効率化を図
る。

あ
か
る
い
住
宅
室

第
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自
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正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

市営住宅
家賃収納
事務

12,138

市営住宅の家賃収納について
は、納付書と口座振替の方法
があり、その選択については入
居者の判断にまかせている。納
付書による納付については、年
度当初にそれぞれの入居者に
１年分の納付書を送付し、毎
月、もよりの金融機関で納付す
ることとしている。口座振替によ
る納付については、毎月、市よ
り口座振替依頼書とフロッピ－
を各金融機関に送付し、月末に
それぞれの入居者の口座から
引落としを行う。残高不足等で
引落としできなかった者につい
ては、翌月１５日に再引落としを
行う。また、前月分の家賃等が
未納となっている者について
は、毎月２０日過ぎに督促状を
送付し、未納についての周知を
図っている。さらに、長期滞納
者や分納不履行者に対しては、
随時、電話連絡、自宅訪問等を
行い納付指導を行っている。

各入居者の調定・収納状
況の把握については、常に
その正確性が求められて
いるが、このためには、
日々の電算入力の結果と
徴収台帳の消込み状況の
照合等が不可欠となってい
る。また、滞納整理につい
ても、平成１８年度より旧三
次市を対象に当該年度分
の徴収業務を外部委託し
収納率の向上とコスト縮減
に努めることとしている。今
後対象地域を全市に拡大
し収納率の向上とコスト縮
減に努めていく必要があ
る。。

市
営
住
宅
入
居
者

市営住宅入居者
からの家賃徴収

  市営住宅入居
者について、毎月
の調定、収入状
況を把握し、未納
者については、督
促状を発送すると
ともに電話・訪問
等による納付指
導を行う。

前年度の課題
であった未納者
に対する納付
指導について、
平成１８年度よ
り旧三次市分
の現年度分住
宅使用料等の
徴収業務を外
部委託すること
により、未納者
の軽減に努め
る。 4

限られた人
員の中で家
賃決定から
収納事務を
行っており、
収納事務の
正確性と収
納率の向上
に努めてい
る。

3

事務処理体
制の強化と
電算処理シ
ステムの改
善を図ること
により、収納
事務の正確
性と迅速性
の向上が図
られる。

4

現在、必要
小限の経

費の中で収
納事務を
行っている
が、口座振
替等を増加
させることに
より、収納
事務の精度
の向上とコ
スト削減を
図る。 5

市営住宅
は、低所得
者向けの住
宅として市
が事業主体
で設置した
ものであり、
家賃等の収
納について
も住宅管理
者としての
立場から市
が行うように
なる。

4

家賃決定の
透明性と公
平性及び収
納事務の迅
速性と正確
性を図るこ
とにより、市
営住宅の家
賃決定と納
付に関する
社会的な理
解は得られ
ている。 5

市営住宅の
低廉な家賃
に対する市
民の理解は
得られてお
り、入居希望
は耐えない
状況となって
いる。

25 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

①　家賃収納
の電算処理シ
ステムの即応
性や効率性に
向けた改善を
図る必要があ
ること。
②　家賃収納
の事務処理体
制の強化を図
り、正確性・迅
速性を図る必
要があること。

要
改
善

悪質滞納者に
対しては，法的
措置を実施す
ると共に，外部
委託の拡大に
努める。

89／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

給水停
止件数

件 174 190 210
滞納繰越
額

千円 157,921 143,084 138,791

法的措
置

件 1 5

不納欠
損額

千円 4,249 8,724 10,000

調査研
究結果
報告

1

調査研究
により，
新しい財
政状況の
分析方法
が示され
る

財政計
画

1 1 1 財政推計 1 1 1

予算書 1 1 1
市民の予
算提案

件 - 17 20

職員プレ
ゼンテー
ション予
算

件 14 4 5

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
予
算

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
予
算

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

調
査
研
究
は
終
了

1
8
年
度
中

346

347

348

345

営
業
管
理
室
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自
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が
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さ
れ
る
仕
事

滞納整理 22,688

　受益者の応分の負担であ
る料金（使用料），負担金（分
担金）の未納について各種
の手段を用いて解消すること
を目的として，事業に係る財
源の確保及び公平性の堅持
を図る。

○料金（使用料）
現在使用中の者に対する
滞納整理の方法について
は，一定のルーチン化が完
成した。今後は，滞納繰越
分について，より分析を進
め，法的処分を含めた適
宜・適切な措置を適用し，
滞納繰越額総額の減少を
めざす必要がある。
○負担金（分担金）
普及促進を含めて，負担金
の主旨を充分に理解いた
だき，自主的な納付を促す
啓発活動が不可欠。また，
納付方法の改善の検討や
悪質な未納者に対する法
的措置の適用も必要であ
る。

料
金
等
の
滞
納
者

滞納を解消する 給水停止をはじ
めとした各種の手
段を用いて未収
金の徴収を進め
る。
未納原因を分析
し，回収不能な債
権については，執
行停止や不納欠
損の措置を講じ
る。

○料金（使用
料）
効率的な民間
委託を行う。
→　平成18年4
月1日業務委託
開始
給水停止等の
措置を行う。
→　平成17年度
実施件数190件
○負担金（分担
金）
滞納整理の改
善を要する。
→　平成17年度
の集中的な取り
組みにより徴収
率を改善（公共
2.7％増，農集
排1.7％増，特
排1.0％増）

5

各事業の健
全経営に不
可欠であ
り，目的達
成への貢献
度は極めて
高い

4

未納者の分
析をさらに
進めること
により，適切
な処分を講
じることがで
きる。

3

現年度分の
滞納整理が
完全にマ
ニュアル化
され，委託
業者におい
て業務が完
結できる状
況になった
際には，担
当人員の削
減が期待で
きる。 5

公権力の行
使を伴うた
め，市でな
ければでき
ない。

5

公平性の堅
持の観点か
ら 優先す
べき事務で
ある。

3

顕在的な
ニーズは無
いが，不公
平感を解消
することによ
り市民の満
足度を高め
ることができ
る。

25 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

事務のシステ
ム化が途上に
あり，さらに進
める必要があ
る。

要
改
善

法的措置も含
めて，あらゆる
対応により，滞
納を解消する。

財
政
室
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4

)

自
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間
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務

(

内
部
管
理

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

公会計調
査研究事
業

現在の地方公共団体の会計
制度は，単式簿記方式であ
り，その短所を補うため，総
務省方式によるバランスシー
トを導入している。しかし，こ
のバランスシートの活用につ
いては，図られていないた
め，他の地方公共団体，早
稲田大学などと一緒に，今後
の公会計のあり方について，
調査研究するものである。

調査研究結果を，今後の
市財政運営に活かしていく
こと。

全
市
民

バランスシートの
活用による財政
運営

公会計改革研究
会（早稲田大学，
地方自治体，民
間シンクタンクな
どで組織）に加入
し，公会計に関す
る研究を行う。

なし

3

この事業
は，主にバ
ランスシート
の活用方法
の研究であ
るため，そ
の結果を今
後の財政運
営に活かし
ていくステッ
プが残って
いる。

4

他の地方公
共団体も参
画している
ので，全国
的に通用す
る指標や活
用方法が研
究できると
考えており，
有効であ
る。

4

この研究事
業は公会計
改革研究会
のみが行っ
ており，コス
ト削減はで
きない。

5

市の内部事
務であり，市
以外での実
施は不可能
である。

5

財政運営へ
の社会的関
心は高く，
ニーズは高
い。

5

財政運営へ
の関心は高
く，市民ニー
ズは高い。

26 B
未
実
施

未
実
施

終
了

１８年度の単年
度事業である
ため，研究事
業は終了する
が，結果の活
用が重要であ
る。

終
了

研究結果を，
今後の財政運
営に活用す
る。

財
政
室
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事

財政計画
策定

577

実施計画策定に併せて，策
定年度の前２か年度決算と
当該年度の決算見込と次年
度から３か年度までの財政
推計を合わせた「財政計画」
と，それ以降平成３２年度ま
での「財政推計」を作成す
る。
　（平成１７年度策定…１６年
度から２０年度までの財政計
画，１７年度から３２年度まで
の財政推計の策定）
　（平成１８年度策定…１６年
度から２１年度までの財政計
画，１８年度から３２年度まで
の財政推計の策定）

平成17年度決算による財
政推計を行い。平成18年
度交付税の確定を元に，財
政計画を策定する。実施計
画の策定を早める。例年
「実施計画」⇒「財政計画」
⇒「予算要求」⇒「査定」と
いった流れになるので，
「財政計画」「実施計画」
「予算要求」を同時進行的
に，企画調整担当と連携し
ながら行う。実施計画，平
成１９年度予算編成の指針
となる財政計画の早期作
成。

職
員
全
般
，
議
会
，
地
域
審
議
会
等

実施計画，まちづ
くり計画を実施し
ていく上で，財政
的根拠の裏付け
があるかどうかの
判断資料

平成16年度の見
なし決算での決
算統計を作成し，
その数値を基に
財政推計を行っ
た上で，財政計画
を作成した。

継続実施のた
め基準年度の
更新

5

財政運営，
各種計画策
定において
は，欠くこと
のできない
計画であ
り，貢献度
は高い。

5

財政運営，
各種計画策
定におけ
る，財政的
裏付けをな
すものであ
り，成果は
高い。

5

コストは，ほ
ぼ人件費の
みであり，
計画の精度
を保つため
には，ほぼ
必要 低限
の事務量で
ある。

5

市の内部事
務であり，特
殊性が強い
ため，市以
外での実施
は不可能で
ある。

4

直接の住民
サービスで
はないが，
昨今，地方
自治体の財
政状況に対
する社会的
関心は高
まっており，
そのニーズ
への対応の
根幹となる
計画であ
る。

4

昨今の地方
主権の推進
により，自分
の住む地方
自治体の財
政状況に
よっては，住
民サービス
への影響も
あるため，財
政状況への
関心は高く，
そのニーズ
への対応の
根幹となる
計画である。

28 A
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

毎年度の更新
による継続が
必要であり，今
後は，さらに
「わかりやすい
公表」のための
資料作成も必
要である。

要
改
善

公会計研究結
果などを活用
して財政推計
を行うなど，新
たな手法で財
政推計を行うこ
とも検討する。
また，財政計
画・財政推計と
も市民に「わか
りやすい公表」
の仕方を考え
る。

財
政
室

第
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

予算編成 12,060

予算編成方針を示し，各部
署において予算要求を行
い，財政部局により調整後，
市長査定を受け，予算案を
作成のうえ，議会に付す。

枠配分方式の問題点（配
分総額，各部署配分額の
適正化）の解消

全
市
民

限られた財源を
有効に活用し，住
民の福利向上を
目指す。

・予算編成方針，
編成要領を作成
し，各部署に示
す。
・要求一般財源枠
を各部署に示す。
・各部からのヒヤ
リングを受け，調
整後，市長協議，
予算書(案)を作
成・印刷し，議会
へ付す。

・市民予算提案
制度の導入
・枠配分方式の
全経費導入

5

地方自治体
にとって予
算編成は，
必須の事務
である。

3

予算編成手
法として，市
民予算提案
制度，枠配
分方式，職
員予算プレ
ゼンテーショ
ン，インセン
ティブ予算な
どを導入し
ているが，こ
この手法の
確立までに
至っていな
いため，改
善の余地が
ある。

5

コストの大
部分は，人
件費であ
り，予算の
精度を保つ
ためには，
ほぼ必要
低限の事務
量である。

5

市の内部事
務であり，市
以外での実
施は不可能
である。

5

すべての行
政事務に不
可欠なもの
であるた
め，社会的
ニーズは極
めて高い。

5

市民サービ
スへ直結す
るものであ
り，市民ニー
ズ，関心とも
の高い。

28 A
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

予算編成手法
は，不断の改
善が必要であ
る。また，さら
に「わかりやす
い公表」のため
の工夫も必要
である。

要
改
善

市民予算提案
制度，枠配分
方式，職員予
算プレゼン
テーション，イ
ンセンティブ予
算などの新た
な予算手法を
早期に確立す
るとともに，枠
配分方式につ
いてもより効果
的で効率的な
手法とするよう
改善を行う。
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

現年賦
課人数

人 40,623 40,869 43,379
現年賦課
人数

人 40,623 40,869 43,379

公有財
産(土地)
保有面
積

㎡  17662187  17686679  17706679

公有財産
(土地)保
有面積

㎡  17662187  17686679  17706679

申告受
付者数

人 17,004 19,633 20,000
申告受付
者数

人 17,004 19,633 20,000

施設管
理委託
料

円 54,870 51,079 50,000
委託管理
料削減額

円 ー 3,791 1,079

事
務
事
業
の
効
率
化

1
8
年
度
中

コ
ス
ト
の
削
減

1
9
年
度
予
算

6
 

職
員
の
意
識
改
革

1
9
年
度
当
初

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

349

350

351

352
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自
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的
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直
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業
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(

対
外
的
な
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務
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正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

市県民
税・国民
健康保険
税賦課

48,073

賦課期日現在，市内に住所
を有する個人，及び事業所を
有する法人に，課税資料等
に基づき，市県民税，国民健
康保険税を賦課する。

(1) 更新する基幹業務シス
テム，申告支援システムへ
の円滑かつ正確なデータ
移動，及び活用を行う。
(2) 各業務マニュアルを見
直して，賦課の正確性の確
保，向上を行う。

賦
課
期
日
現
在
，
市
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
，
及
び
事

業
所
を
有
す
る
法
人

対象者を正確に
把握し，課税額を
正しく算定し，税
負担の公平性を
確保する。

所得税確定申告
書，給与支払報
告書，住民税申
告書等の課税資
料，及び住民異
動届書に基づき，
市県民税，国民
健康保険税の賦
課決定を行う。
　・市県民税賦課
期日　１月１日
　・国保税賦課期
日　　 ４月１日
(本算定　７月１
日)

基幹業務システ
ム更新が決定
し,平成19年度
から，新申告支
援システムによ
り賦課を行う予
定である。

3

本賦課事務
により自主
財源を確保
している。

3

未申告者数
(所得不明
者)の削減に
より，適正か
つ公平な賦
課が行え
る。

3

申告支援シ
ステムオン
ライン化に
より事務の
効率化が図
れる。

5

地方税法の
規定によ
る。

5

自主財源の
主要税目で
あり，その
賦課事務は
必要不可欠
である。

5

自主財源の
主要税目で
あり，その賦
課事務は必
要不可欠で
ある。

24 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

基幹業務シス
テム，申告支援
システムの更
新による事務
の効率化の推
進，及び業務
マニュアルの改
善により正確
性の確保，向
上を図る。

要
改
善

公正，公平な
賦課に取り組
むための，内
部研修の充実
を図る。

管
財
室
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市有財産
台帳登録

2,127

　三次市における，財産（土
地，建物，山林，動産，物
件，）の管理を行う。

　財産台帳の電算化による
管理

　
市
の
公
有
財
産

（
土
地
，
建
物
外

）

　市の公有財産
台帳の適正管理

　旧８市町村の財
産台帳の統一的
管理
　市有財産の異
動の把握と，市有
財産台帳への登
録，変更，削除

データベースを
つくるための旧
町村の財産台
帳の記入漏れ
等修正業務を
実施

4

　市の財産
の効果的な
台帳管理を
行うための
方法等の検
討を行なっ
ている。

3

　システム整
備等により，
効果的な財
産管理を行
う必要があ
る。

3

　電算化に
よる管理コ
ストの削減
及び事務の
効率化を図
る。

5

　市の財産
を登録して
いる。

4

　公有財産
の保有状況
はその活用
方法も含め
関心は高
い。

4

　公有財産
の保有状況
はその活用
方法も含め
関心は高
い。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　より効率的に
台帳管理をす
るため，また経
費節減のた
め，市有財産
台帳の電算化
を進めていく必
要がある。

要
改
善

施設台帳の
データベースを
つくり，資産の
有効活用に努
める。

課
税
室
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申告相談
業務

38,459

所得税の確定申告期間に，
申告受付を実施する。

(1) 更新する基幹業務シス
テム，申告支援システムへ
の円滑かつ正確なデータ
移動，及び活用を行う。
(2) 各業務マニュアルを見
直して，賦課の正確性の確
保，向上を行う。

住
民
税
申
告
義
務
者

適切な申告受付
を行うことにより，
正確な住民税の
課税資料を収集
する。

所得税の確定申
告期間に，市内
延べ160会場
(H17実績)で申告
受付を実施する。

基幹業務システ
ム更新が決定
し,平成19年度
から，新申告支
援システムによ
り賦課を行う予
定である。

3

本業務によ
り自主財源
を確保して
いる。

3

未申告者数
(所得不明
者)の削減に
より，適正か
つ公平な賦
課が行え
る。

3

申告支援シ
ステムオン
ライン化に
より業務の
効率化が図
れる。

5

適正な住民
税の賦課を
行うために
は不可欠で
ある。

5

自主財源の
主要税目で
あり，その
賦課事務の
一環である
本業務は必
要不可欠で
ある。

5

自主財源の
主要税目で
あり，その賦
課事務の一
環である本
業務は必要
不可欠であ
る。

24 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

基幹業務シス
テム，申告支援
システムの更
新により事務
の効率化を推
進する。

事
業
縮
小

確定申告等に
ついては自主
申告を推進し，
併せて申告相
談会場の見直
しにより事務の
効率化を図
る。

管
財
室
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庁舎管理 151,715

・本庁舎及び各支所等の庁
舎の改修，コピー機等の設
備機器の購入及び修繕。
・当直業務，電話交換機，浄
化槽の保守点検等の委託。
・各庁舎用器具の購入，修
理。
・庁舎の需用費（光熱水費，
燃料費等）の支払い。

①更なる経常経費の（光熱
水費，機器借上料等）の削
減
②老朽施設の計画的改修
③事務機器の更新時期の
把握と計画的更新及び見
直し

本
庁
舎
及
び
各
支
所
庁
舎
等

　行政事務を執行
するための庁舎
機能の維持・管理

　関係部署との連
携を図り計画的
に事務を執行す
る

・事務機器の計
画的更新
・ＩＳＯ推進活動
による更なる光
熱水費等の削
減に向けた取り
組み

5

行政事務を
執行する建
物，設備の
維持管理業
務の遂行は
必須であ
る。

3

事務機器の
適正配置と
更新の計画
性

3

光熱水費等
削減の余地
がある

5

市の所有で
あり市でな
ければでき
ない

3

市の財産で
あり維持管
理経費等に
配慮するこ
とに社会的
ニーズがあ
る

3

市の財産で
あり維持管
理経費等に
配慮すること
に市民ニー
ズがある

22 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

　庁舎管理に
ついては，光熱
水費や燃料費
等の削減に向
けた全職員のＩ
ＳＯによる取り
組みを更に強
化するともに，
事務用機器等
の配置も使用
状況を把握す
る中で見直しを
行い総体的に
維持管理経費
の削減に努め
る。

事
業
縮
小

職員の意識改
革によりコスト
縮減を徹底し，
効率的な維持
管理を行う。
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

現年賦
課件数

件 178 170
現年賦課
件数

件 178 170

現年賦
課件数

件 35,382 35,674 36,335
現年賦課
件数

件 35,382 35,674 36,335

評価棟
数

棟 57,110 57,160 57,096

評価棟数
（新・増築
分）

棟 447 449 413

確認棟数 棟 409 447 387

評価筆
数

筆 309,542 309,459 310,000
平均価格
（宅地）

円／
㎡

11,581 11,281 10,728

平均価格
（田）

円／
㎡

104 104 104

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初
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革

(
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)

自
主
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政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務
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正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

家屋敷課
税賦課

2,633

市内に住民登録がないが，
市内に事務所，事業所また
は家屋敷を有している個人
に均等割額を賦課する。

納税義務者への理解の促
進を図り,課税制度の定着
を図る。

市
内
に
住
民
登
録
が
な
い
が
，
市
内
に
事
務
所
，
事
業
所

ま
た
は
家
屋
敷
を
有
し
て
い
る
個
人

納税義務者を的
確に把握し，公平
かつ適正な賦課
を行う。

固定資産税課税
台帳をもとに対象
となる家屋敷を抽
出し，現地調査，
所有者への調査
等により課税客
体を把握し，納税
義務者の申告に
より賦課を行う。

課税初年度とし
て課税客体の
把握を厳密に
行い,賦課の客
観性の確保を
行った。

3

本賦課事務
により自主
財源を確保
している。

4

課税客体が
ほぼ限定さ
れているた
め，課税２
年目として，
再度，制度
の周知を行
なえば，制
度の定着が
図れる。

4

納税義務者
が市外居住
者であり，
課税客体の
把握，申告
指導等に事
務量を要す
る。

5

地方税法の
規定によ
る。

5

自主財源の
主要税目で
あり，その
賦課事務は
必要不可欠
である。

5

自主財源の
主要税目で
あり，その賦
課事務は必
要不可欠で
ある。

26 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

納税義務者へ
の理解を促進
し，円滑な賦課
を行う。

要
改
善

課税客体の把
握に努め，適
正な賦課を行
い，事務の効
率化も行う。

課
税
室

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

軽自動車
税賦課

8,377

市内に定置場所を有する原
動機付自転車等の標識の交
付，及び市内に定置場所を
有する軽自動車等の所有者
に対して，軽自動車税を賦課
する。

若年層をはじめ納税義務
者への制度内容の周知，
納税意識の喚起を行うこと
により，適正で効率的な賦
課事務を行う。

市
内
を
定
置
場
所
と
す
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
ま
た
は

使
用
者

納税義務者を的
確に把握し，公平
かつ適正な賦課
を行う。

窓口での受付，
及び広島県軽自
動車協会からの
送付により，登
録・廃車・変更の
申告書等の処理
を行う。

住民税申告相
談受付時に，農
業用車両を中
心に登録・廃車
申告の指導を
行った。

3

本賦課事務
により自主
財源を確保
している。

3

原動機付自
転車をはじ
め軽自動車
等の所有者
は，届出等
に関する意
識が希薄な
面があるた
め，適正な
賦課を行う
ためには，
異動などの
申告指導の
徹底と制度
の啓発を行
う必要があ
る。

3

納税義務者
への異動申
告の徹底を
図ることで，
賦課事務の
効率を向上
させることが
できる。

5

地方税法の
規定によ
る。

5

自主財源の
主要税目で
あり，その
賦課事務は
必要不可欠
である。

5

自主財源の
主要税目で
あり，その賦
課事務は必
要不可欠で
ある。

24 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

原付自転車等
の未申告によ
る廃車，譲渡，
車両放置が，
若年層に多く
生じており，賦
課に収納が伴
わない結果と
なっている。こ
のため，若年
層を中心とした
納税義務者へ
制度の周知を
図り，適正な賦
課を行う必要
がある。。

要
改
善

課税客体の把
握に努め，適
正な賦課を行
い，事務の効
率化も行う。

課
税
室

第
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市
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革
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)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
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務
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正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

固定資産
（家屋）評
価事務

22,310

固定資産税の対象となる建
物の把握と評価事務

昨年，三次市独自で比準
評価を行なおうとしたが，
年間1000棟新築されないと
比準データとして正確な処
理ができないことが判明。
評価方法については，現状
どおりの部分別評価で行
なっていく。非木造建物に
ついては県が評価をしてい
るが，近い将来，不動産取
得税がなくなるのではない
かと言われており，そうな
れば非木造建物の評価事
務を県が行なわなくなる可
能性がある。その際に事務
量の増加が見込まれる。
課税室には建物台帳を保
管する場がなく，支所分は
未だに支所に保管してあ
る。また，本庁の未整理分
については，光データへの
移行等を行ないたい。今
後，台帳管理の方法につ
いて検討していきたい。

三
次
市
内
に
建
築
さ
れ
た
固
定
資
産
税
賦
課
の
対
象
と
な

る
建
物
及
び
建
物
所
有
者

三次市内に建築
されている固定資
産税賦課対象と
なる建物の全棟
把握
適正な評価によ
る公正な課税の
実現

建築確認申請・リ
サイクル法による
届出・農地転用申
請・登記簿・市民
からの申告など
により，現地調査
し評価並びに台
帳の整理を行な
う。併せて，定期
的なパトロールに
より申請されてい
ないものを把握，
現地調査並びに
評価・台帳整理を
行なう。

課税客体の把
握に努め，適正
な評価を実施し
た。

5

自主財源の
源泉である
市税の根幹
をなす部門
であり，公
正に評価を
行なってい
る。

3

課税対象と
なる建物の
把握方法を
検討する余
地がある。

4

課税台帳の
整理及び本
庁・各支所
において管
理している
家屋台帳の
管理方法を
統一し，
データ化し
て管理する
ことによりコ
スト削減が
図れる。 5

地方税法
342条によ
り，固定資
産の所在す
る市町村に
おいて課税
するよう定
められてい
る。

5

公正な課税
を第一に考
えるなら
ば，課税も
れとなって
いる建物が
ないよう把
握しなけれ
ばならな
い。

5

公正かつ適
正な課税は
広く市民の
求めている
ものであると
ともに，その
課税根拠に
ついて説明
する責任が
ある。

27 A

現
状
維
持

現
状
維
持

要
改
善

合併前に各町
村が保管して
いた建物台帳
の整理を行な
わなければ全
市的に公正な
課税ができな
い。そのために
は，市内全域
の全棟調査が
必要となる。現
状では，その年
の新増築・滅失
を確認するだ
けに終わり，台
帳整理まで仕
事ができてい
ない現状にあ
る。そのため，
改善が必要と
思われる。

要
改
善

評価客体の把
握に努め，適
正な評価を行
い，事務の効
率化も行う。

課
税
室
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正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

固定資産
税土地評
価事務

40,401

固定資産税の課税客体であ
る土地の利用状況を把握し，
国の定めた「固定資産評価
基準」によって土地評価事務
を行う。
平成１７年度は，合併後初め
てとなる平成１８年度評価替
えに向けて，合併前市町村
の過去の評価替えにおける
課題整理を行い，評価基準
を統一し，新設路線価の付
設や地籍調査成果に基づく
新地積課税への移行等を行
い，公平・適正な課税の実現
に向けた評価事務を実施し
た。

合併後初めてとなる平成１
８年度評価替えを行った
が，これは評価統合の第一
歩に過ぎず，今後は平成２
１年度評価替えに向けて，
全市的な視点にたった標
準宅地の再編や標準地比
準指数の見直しによる評価
水準の均衡化を図り，公
平・適正な課税を実現する
必要がある。

固
定
資
産
税
の
課
税
客
体
の
う
ち
土
地

。

土地の利用状況
を把握し，適正な
評価による公平
な課税の実現。

①土地の利用状
況を把握
②現地調査・図面
及び資料の活用
③対象土地の評
価

土地利用状況
の把握及び適
正な評価を実
施した。

5

自主財源の
源である市
税の根幹を
担う部門で
あり，評価
統合を踏ま
えた公平か
つ適正な課
税の実現に
向け，着実
に前進して
いる。

3

平成１８年
度評価替え
を行ったが，
これは評価
統合の第一
歩に過ぎ
ず，今後全
市的な視点
にたった評
価替えを経
るごとに，精
度が向上し
有効性が向
上する。

3

全市的な視
点にたった
標準宅地の
再編や標準
地比準指数
の見直しに
よる評価水
準の均衡化
を図ることに
より，結果と
して大きなコ
スト削減に
つながる。 5

地方税法に
おいて，市
長は県知事
又は総務大
臣が評価す
る場合を除
き，国の定
めた「固定
資産評価基
準」によっ
て，固定資
産の価格を
決定しなけ
ればならな
い。

5

市税におい
て５５％を
占める固定
資産税の
内，その２
８％が土地
に由来して
おり，市税
の根幹を
担ってい
る。

5

公平かつ適
正な課税は
広く市民の
求めている
ものであると
ともに，その
課税根拠に
ついて説明
する責任が
ある。

26 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

市の も安定
的で根幹を担う
税の性格から
みて，より適正
な課税客体の
把握と評価及
び公平な課税
を行うとともに，
課税根拠の説
明責任を果たさ
なければならな
い。そのために
は，全市的な
評価統合を踏
まえた標準宅
地の再編や標
準地比準指数
の見直しによる
評価水準の均
衡化を図ること
が求められる。

要
改
善

評価客体の把
握に努め，適
正な評価を行
い，事務の効
率化も行う。
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

　延べ行
動人員

人 9,938 10,468 8,544
　収納件
数

件 2,255 5,974 4,876

　延べ行
動件数

件 6,921 5,979 4,880
　収納金
額

千円 76,220 97,085 79,241

工事検
査数

件 347 224 250
工事検査
数

件 347 224 250

督促状
発布件
数

件 29,785 29,881 30,000

督促発布
後納付件
数

件 8,744 6,730 9,000

督促発布
後納付額

千円 225,383 156,377 200,000

入札契
約件数

件 506 624 620
入札契約
件数

件 506 624 620

工事入
札契約
件数

件 347 332 330

業務入
札契約
件数

件 159 292 290
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収
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正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

三次市債
権確保対
策事業

119,821

　 平成１６年４月合併後，新
市まちづくり計画の中では，
「債権確保」について，行財
政改革による自治体組織の
健全化の区分でとらえ，自主
財源の確保と公平・公正の
原則を堅持し，市民の信頼を
得られる行政運営の推進を
目的に，あらゆる手段・アイ
デアを集約するとともに，悪
質・大口滞納者には法的措
置を講じ，収納率・徴収率の
向上，滞納額の減少を図るこ
ととし，債権原室はもとより全
庁体制で集中実施期間を設
定し具体的な取組みを行って
いる。

①債権確保行動による債
権の分析が進み，残された
債権の大部分が，複雑な
事情を抱える事案や高額
滞納であり，今後の折衝に
は，より  洗練された対応
方針が不可欠であり，その
ための職員研修が重要で
ある。
②債権の分析後の法的措
置は，迅速・的確に執行す
るため，各債権担当室との
連携が重要である。
③コンビニ・クレジット収納
など，納税者・納付者の利
便性向上の取り組み。

市
税
・
国
保
税
，
負
担
金
・
料
・
貸
付
金
等
の
滞
納
者

①公平性の確保
②市財源の確保
③自主納付制度
の確立

①　全職員（２人
１組）による全滞
納債権確保のた
めの臨戸訪問及
び
　徴収行動。
②　対象者が市
外在住の場合
は，文書送付や
電話による催告
行動。

平成16年度ま
での取り組みを
総括し，
①債権担当室
を中心とした取
り組みを強化し
た。
②滞納者に対
するペナルティ
の実施を厳しく
取り組んだ。

4

市債権の公
平・公正の
原則を堅持
するため，
債権確保行
動により市
民への啓発
と滞納債権
の減少を図
る。

3

全職員によ
る債権確保
行動により，
滞納債権を
分析・分類
し，各債権
担当室にお
ける現年徴
収対策の強
化を図り，徹
底した分納
管理と法的
措置により
滞納債権の
減少を図る
ことが事業
の目的のよ
り一層の遂
行につなが
る。

5

職員の債権
確保行動に
ついては，
勤務時間の
変更で対応
している。

5

地方税法ほ
かの法令に
より義務付
けられてい
る。

5

公正・公平
の観点から
社会的ニー
ズは高い。

5

公正・公平な
納付のため
市民ニーズ
は高い。

27 A

現
状
維
持

要
改
善

要
改
善

①全職員によ
る債権確保一
斉行動は，三
次市の債権に
対する姿勢を
内外に示す啓
発効果は大き
く，また対象住
民の現状を具
体的に把握す
るためにも，引
き続き実施する
意味は大きい。
しかしながら事
務局の負担が
大きく，今後は
債権原室の属
する部局によ
る独自性を持っ
た行動展開
や，研修会等
の開催による
職員資質の向
上と行動の質
の向上に改善
の余地がある。

要
改
善

これまでの取り
組みを検証し，
より効果のあ
がる対策を実
施する。特に
管理職だけの
特別行動など
も検討してい
く。また，悪質
滞納者には法
的措置を実施
する。

管
財
室
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(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

工事等検
査

3,545

市が発注した工事について，
工事の目的物が契約図書に
定められた出来形・品質等で
あるか確認し，発注者として
工事目的物を受け取る。ま
た，工事成績を評定すること
により，請負者の適正な選定
及び指導育成に資する。

３月中の工事完了が多く，
年度末の工事検査が集中
するため，公共工事の早期
発注・事業採択の適正化
等を検討し，検査体制の充
実を図る。

市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
等

市が発注した工
事について，工事
の目的物が契約
図書に定められ
た出来形・品質等
であるか確認し，
発注者として工事
目的物を受け取
る。また，工事成
績を評定すること
により，請負者の
適正な選定及び
指導育成に資す
る。

三次市建設工事
検査規程に規定
された工事検査
員による工事検
査の実施。

施工体制の適
正化の徹底。
検査体制の関
係部署協議。

4

公共工事の
早期着工等
への指導や
関係部署の
協議により
検査の精度
の向上が図
れる。

3

さらに公共
工事の早期
着工に担当
部署が取り
組むことに
より検査が
充実してく
る。

5

専任の検査
員１名での
体制となっ
ており，
低限の人員
と経費で業
務を遂行し
ている。

5

地方自治法
第２３４条の
２第１項の
規定に基づ
き，市が工
事について
の請負契約
を締結した
場合には，
市は契約の
適正な履行
を確保する
ため，又は
その受ける
給付の完了
の確認をす
るため必要
な検査をし
なければな
らないことと
されている。

5

公共建築物
の強度等へ
の関心は高
まってい
る。

5

公共建築物
の強度等へ
の関心は高
まっている。

27 A
未
実
施

要
改
善

要
改
善

検査体制を充
実させ，検査の
透明性を確保
し，工事の評価
をより公平・客
観的に行い，
工事成績を業
者の格付けに
反映させる。

要
改
善

工事の計画的
推進と速やか
な検査体制を
構築する。

収
納
室

第
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

市税・国
民健康保
険税督促
事務

3,629

地方税法に定められた事務
処理。「納期限後２０日以内
に督促状を発しなければなら
ない」の規定により，メール
シールはがき様式による督
促状を発している。（納期限
後２０日目が祝土日の場合
は前の平日が発送日。市県
民税（特徴）は，納期限１月
後，法人市民税は翌月１０日
としている。）督促状は情報
処理システム準備室により督
促発付５日前程度までの入
金履歴により未納者の督促
状を作成し収納室に送付。
（法人市民税は別システムに
より処理）その後，督促状発
送日当日までの入金を納付
済み通知書等で確認し抜き
取り，入金の確認できないも
のについて発送。

入金確認による督促状の
抜取件数が多く，作成費用
面，抜取ミスの危険性が高
い。これを改善するために
は，リアルタイムでの入金
情報による必要な時点で
の督促状の作成，会計室
におけるＯＣＲの読取(消
込)の迅速な処理を行う必
要がある。（法人市民税は
市独自のシステムを導入し
ており，不要な督促状の作
成等のロスはない。）また，
督促状を受けた納税義務
者の納付の利便性及び督
促手数料の付加収納面を
考えた場合，督促状が納
付書を兼ねる様式にするこ
とをコンビニ収納等と併せ
検討する必要がある。

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
各
納
期
限
内
に
納
付
の
な
い

個
人
・
法
人
・
特
別
徴
収
義
務
者

。

納期限内納税を
怠った納税義務
者等に対して速
やかな納税を促
す。
滞納を放置しない
行政姿勢の顕
示。

メールシールはが
き様式の督促状
郵送(法人市民税
以外)
Ａ４様式の督促状
郵送(法人市民
税)

課税室との連
携を深め，督促
停止者を事前
に把握する等，
適正な事務を
実施した。

5

地方税法規
定事務

3

督促状納付
書兼用
外国語用督
促状の作成

5

ハガキ様式
に変わる手
段なし

5

地方税法規
定事務

5

地方税法規
定事務
公平性の確
保・市財源
の確保

5

地方税法規
定事務
サービス範
疇でない

28 A

現
状
維
持

現
状
維
持

要
改
善

リアルタイムの
収納情報確認
や督促状の様
式変更

要
改
善

適正に実施す
る。

管
財
室
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4
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自
主
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立
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正
確
性
が
重
視
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る
仕
事

入札・契
約

24,815

三次市が発注する事業の入
札・契約に関する事務を行
う。特に三次市が発注する公
共工事については，「公共工
事の入札及び契約の適正化
の促進に関する法律」の制
定により，入札及び契約の透
明性の確保・公正な競争の
促進・談合その他の不正行
為の排除，契約された公共
工事の適正な施工の確保が
求められている。

入札・契約適正化の基本
原則である①透明性の確
保については，毎年度の発
注見通し・入札契約に係る
情報の公表を推進する。②
公正な競争の促進につい
ては，電子入札の促進・入
札契約方法の改善（一般・
指名競争の適切な実施）に
努める。③不正行為の排
除については，不良不適格
業者の排除・ダンピングへ
の対応・入札契約のIT化を
推進する。④適正な施工の
確保については，丸投げの
全面禁止・施工体制（技術
者の配置・下請の状況等）
の報告を確認する。

三
次
市
の
入
札
に
参
加
す
る
業
者

。

（
建
設
工
事
・
業
務

委
託
等

）

公平・公正で競争
性の高い調達方
式で，信頼性の
高い確実な工事・
業務委託等の施
行を確保する。

１．業者指名及び
入札
２．建設工事・業
務委託等の契約
締結

１．電子入札を
促進する。
２．「公共工事
の品質確保の
促進に関する
法律」の制定が
されており，品
質確保のため，
専任の主任技
術者・監理技術
者は，雇用期間
等の確認をす
る。
また，予定価格
を公表した入札
に関しては，入
札時に工事費
内訳書の提出
を求める。

5

電子入札の
実施等によ
り，公正な
競争を促進
すし，落札
率を下げる
とともに信
頼性の高い
工事等を実
施している。

3

更に公正な
競争を促進
する手法等
も検討する
ことで，落札
率を下げる
ことが可能。

4

市の入札・
契約を管財
室で集中し
て実施する
ことにより一
定の効率が
保たれてい
る。

5

入札・契約
事務につい
ては，公平
性・公正性・
競争性が求
められ，市
が直接実施
すべきもの
である。

4

入札・契約
に関する情
報を公表し
ている。

4

入札・契約に
関する情報
を公表してい
る。

25 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

入札・契約につ
いては，透明
性の確保・公正
な競争の促進・
適正な施工の
確保・不正行為
の排除の徹底
を基本原則とし
た上で，情報の
公表・施工体制
の適正化・不正
行為に対する
措置に取り組
んでいく必要が
ある。

要
改
善

電子入札を導
入し，迅速化・
透明性の確保
を更に進める。

93／100
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活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

       基
金保管
替え件数
〔件〕

件 91 98 13
     基金
利子積立

千円 3,426 7,676 8,000

      基金
取り崩し
件数
〔件〕

件 9 9 9

      職員
研修参
加状況
（回）

回 3 3 3

歳計現
金の保
管換件
数

件 91 58 55
保管換に
よる預金
利子

円 838,244 444,095 466,300

逓送日
数

日／
年

240 240 240

てい送業
務により
各機関で
の文書等
の受渡し
が適正に
行われた
割合

％ 100 100 100

庁用自
動車保
有台数

台 268 242 230 削減台数 台 ー 26 12

民
間
委
託
等
の
推
進

1
9
年
度
予
算

民
間
委
託
等
の
推
進

1
9
年
度
予
算

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
予
算

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

361

362

363

364

会
計
室

第
6
 

都
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４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

基金の管
理

1,418

　　　基金（２６種類　11,097
百万円）を安全・有利に管理
するため，預金（37口）及び
債権購入（23口）により運用
している。

○基金全体の一括運用方
式の導入
○運用益の拡大に向けた
取り組み及び基金管理事
務の消滅。

地
方
自
治
法
，
市
条
例
の
規
定
に
よ
り
設
置
し
た
基
金

適性で効果的な
基金管理運用

①より有利な条
件の金融機関口
座等への基金の
保管替え
②財政運用のた
めの基金取り崩し
件数を少なくす
る。
③管理・運用にあ
たる職員の研修
等への参加によ
る知識・能力向上
④運用益の増大

①基金保管替
えを行う。
②基金取り崩し
件数を少なくす
る。
③基金管理・運
用に係る研修
に参加した。
④債権等で預
金をすることに
より運用益の増
大を図る。

5

適正で効果
的な基金管
理運用は，
健全な財政
運用の推進
につなが
る。

4

より安全で
有利な条件
の金融商品
への保管替
え等を実施
することによ
り，基金利
子額の 大
化を図ること
ができる。

5

事業的に過
小であり，コ
ストについ
てはほとん
どかからな
い。

5

公金という
性格上、そ
の管理は市
会計室です
る以外に手
段はない。

4

三位一体改
革も進めら
れる中で，
自治体にお
ける財産の
効果的活用
による自主
財源の確保
対策も社会
的に求めら
れている。

4

市の財産の
効果的利活
用は，市民
に求められ
ているところ
である。

27 A
未
実
施

要
改
善

要
改
善

債権等預金に
より更に運用
益の拡大に向
けた取り組みを
行なう。
なお，金利動
向を良く見極
め，より有利で
安全な基金管
理を行う。

要
改
善

資金運用面の
あらゆる工夫
を行う。

会
計
室

第
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

収入支出
資金運用
計画

1,418

　資金を適切に運用するため
毎月作成する収支計画書の
精査を行い、資金不足等が
起きないよう、変更がある場
合は速やかに連携し対応す
る。　また、一時的に生じた
余裕金については適時、定
期預金等への保管換を行い
効率的に運用する。

超低金利・ペイオフ制度下
における安全及び人的コス
ト面をも考慮した資金運
用。

歳
計
現
金
の
保
管
換
な
ら
び
に
基
金
の
一
時
繰
り
替
え
運

用
ま
た
は
資
金
の
一
時
借
入
を
効
率
的
に
行
う
た
め
の
資

金
運
用
計
画
を
立
て
る

。

収支計画に基づ
いて適切な資金
計画を立て、資金
需要に対応した
資金供給を行い
且つ運用益の確
保を図る。

・各室において毎
月収支計画を作
成し財政室を通し
会計室に提出す
る。
・歳計現金の定期
預金等による保
管換え及び資金
不足に対応する
ため基金の繰替
え運用または資
金の一時借入を
行う。

・精査された収
支計画の提出
と収支計画の
変更がある場
合の迅速な報
告について強
力に指導した。
・歳計現金が乏
しく資金に不足
が予想されると
きは、担当部局
と連携し可能な
限り支払日を繰
り延べるよう調
整する。

4

歳計現金を
確実で有利
に保管し、
適切な資金
運用を行
う。

4

有利な定期
預金等によ
り資金運用
を行いたい
がペイオフ
によるリスク
管理がとも
なう。

4

運用コストを
考慮する。

3

公共性が高
いので市で
管理する方
が良い。

3

適時適切な
管理が求め
られる。

3

公金の適正
な管理が要
求される。

21 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

収支計画の精
査と全部署との
連携強化によ
り効率的な資
金運用を行な
う。

事
業
縮
小

年間，四半期
単位で中期的
な資金運用計
画を立て，事
務の効率化を
図る。

総
務
室
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)

自
主
自
立
の
財
政
基
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り

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

支所等て
い送業務

7,177

　本庁（出先含む），支所，そ
の他市の関係機関との相互
間での文書等をてい送する
ことにより，業務の一体性，
事務の効率化，スピード化を
図り，市民サービスの向上へ
つなげる。
　平成17年度までは信書便
の資格を持たない三次市シ
ルバー人材センターと契約し
ていたため，中国総合通信
局の指導により継続すること
ができなくなった。平成18年
度は臨時職員で対応する
が，平成19年度からは業者
委託を考える必要がある。

平成18年度は臨時職員で
業務を行っているが，平成
19年度からは，入札による
業者選定を行う必要があ
り，これに伴う準備をしなく
てはならない。
併せて，平成19年度から職
員による自主運営が可能
か検討する。

本
庁
と
本
庁
以
外
の
各
部
署
職
員

直接的には，市
職員の業務の効
率化，スピード化
を図ることを目的
とするが，このこ
とで，市民サービ
スの向上へつな
げる

本庁（出先含
む），支所，市の
関係機関をつな
ぐ，効率的なてい
送ルートを作成す
る。

ルートの見直し
を行い，図書館
や教育委員会
の文書等の逓
送を充実させた
ものにした。こ
のため逓送時
間の増加や，文
書量の増加と
なったが，市民
サービスは向
上した。また，
平成18年度は
入札を行う準備
が間に合わな
かったため，臨
時職員での対
応となった。

4

支所間等で
の文書等の
逓送業務の
スピード化
が図られて
いる。また，
図書館分館
への逓送が
新たに加わ
り，市民
サービスが
向上してい
る。 2

臨時職員が
逓送を行うと
いうことで，
正規職員
は，臨時職
員の雇用管
理や，業務
管理を行っ
たり，さらに
は臨時職員
の休暇日に
は，職員が
代替となり
業務を行う
必要があ
り，その他
の業務への
支障がで
る。委託す
ればこられ
に伴う業務
を全てまか
せることが
できる。

3

臨時職員の
賃金のみを
見ると比較
的安価であ
るが，雇用
に伴う経
費，公用車
の管理費，
燃料費等を
トータルで
考えた場合
は，入札に
より，業者
委託した方
がコスト削
減につなが
ると思われ
る。

1

守秘義務を
規定した契
約を締結し，
逓送にとも
なう作業を
すべて業者
委託するこ
とで，市の
関与は 小
限に抑えら
れる。

1

直接的な関
係が無いた
め，社会的
ニーズは低
いといえ
る。

2

てい送が，
効率的に行
われることで
日常業務が
円滑に行わ
れる。これに
よって，市民
への対応の
スピード化が
図られるた
め，サービス
の向上という
観点からは
市民ニーズ
があると言
える。

13 D
未
実
施

要
改
善

要
改
善

平成18年度
は，臨時職員
で，業務を行っ
ているが，平成
19年度からは，
入札による業
者委託を行うこ
とで，効率的で
低コストな運営
を行いたい。
併せて，平成
19年度から職
員による自主
運営が可能か
検討する。

事
業
縮
小

入札による業
者委託につい
て検討する。

管
財
室

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

公用車管
理業務

48,207

　　公用車（242台）の日常点
検及び車検整備までの一切
の公用車に関する事務及び
安全運転に関する講習等安
全教育。
　自動車損害賠償保険にか
かわる事務。　有料道路使用
に関する事務（ＥＴＣ含む）。
公用車にかかわる事故処理
の一切。

・庁用自動車の適正配置と
維持管理経費の削減
・事故防止の強化策

　
庁
用
自
動
車
，
市
職
員
等
公
用
車
運
転
者

・庁用自動車の適
正管理，効率的
な使用と事故防
止の徹底
・事故が発生した
場合の迅速な対
応ができるシステ
ムづくり

・保険業務，事故
処理業務
・自動車管理規則
に基づく安全教育
等

・庁用自動車削
減に向けた取り
組み
・事故防止のた
めの交通安全
研修会の開催
・自転車等の利
用の推進
・事故処理業務
の民間委託の
検討

4

　目標数値
を設定し，
庁用自動車
の削減に努
めた。また，
交通安全講
習会の実施
や掲示板へ
の関連記事
の掲載等に
より職員へ
の注意を喚
起した。 3

　安全教育
の研修など
（新たなメ
ニューも考
え）の実施よ
り事故件数
を削減させ
る。

3

　台数の削
減等余地が
ある。

2

　費用対効
果も踏まえ，
できるだけ
民間委託を
行なう。

4

　人件費を
含めた維持
管理経費や
環境問題へ
の配慮等の
視点からも
社会的ニー
ズは高い。

4

　庁用自動
車に係る維
持管理経費
や購入車両
（低公害車
や軽自動
車）への関
心は高い

20 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

　新たな方法も
考え，庁用自
動車台数の削
減，安全教育
の徹底による
交通事故の削
減及びアウト
ソーシングの推
進に取り組む。

事
業
縮
小

民間委託等を
推進する。

94／100



平成１８年度「The行政チェック」事務事業評価一覧(施策順)
　 ※　各評価項目は，１～５の５段階で評価  ※　総合評価・・・「事業拡大」「事業縮小」「要改善」「終了」「廃止」から選択  ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

活動指
標

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

２次総合評価

連番 手段目的
事務事
業の対
象者等

正
確
性
等

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

中
項
目

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析 必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

有効性

所
管

事業概要 今後の課題 前年度の対応
分
野

大
項
目

年発行
回数

回 4 4 4
配布世帯
数

世帯 24,500 24,500 24,500

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

365

議
会
事
務
局

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

5

)

広
報
戦
略
の
強
化

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

議会だよ
り発行調
整業務

4,627

「議会だより」は議会の情報
の 大の情報提供方法とし
て，年4回，定例会の審議内
容を中心とし，市内全世帯を
対象とし発行している。
編集は，8名の議員で構成す
る特別委員会が行っており，
諸調整を事務局において担
当している。

・議会としてタイムリーな情
報の提供
・市民に関心をもってもらえ
るような内容の検討
・編集している広報公聴特
別委員会の活性化

全
市
民
を
対
象
と
し
て
発
行
す
る
広
報
紙
の
発
行
調
整

議会活動状況を
市民に開示し，理
解いただくととも
に，議会への関
心を引き出す。

特別委員会にお
いて編集された
原稿をもとに製本
し，年４回全世帯
へ
配布する。

前年Ｂランクで
現状維持との
結果であった
が，より分かり
やすくし，掲載
内容範囲の拡
大を図ってい
る。

4

現時点で，
市議会の情
報を市民に
提供する
も有効で効
果的な発信
方法であ
り，その調
整は重要で
あり，貢献
度も高い。

3

パソコンの
普及もある
が，三次市
において
は，情報伝
達手段とし
ては現在
も有効であ
ると考えら
れる。その
調整に当
たっては，市
民の関心を
引くものであ
るとか，タイ
ムリーな情
報の提供，
あるいは，
偏った編集
を避ける等
の調整が必
要である。

4

印刷製本及
び人件費で
あり，コスト
的にはその
削減余地は
少ない。

2

議員活動の
一環として，
自分たちの
活動内容を
市民に広報
する考えか
らすれば，
議員独自で
編集、発行
をすることが
望ましく，関
与の縮小は
可能であ
る。

4

広報活動に
ついては，
全国共通
で，各市創
意工夫を凝
らして市民
への情報提
供をしてお
り，社会的
に認められ
たニーズで
ある。

4

ＣＡＴＶも普
及しつつあ
るが，現時
点では，議
会の情報を
知りえる も
有効な方法
として，ニー
ズが高い

21 C

現
状
維
持

現
状
維
持

要
改
善

発行自体は当
然継続すべき
ものであり，い
かに住民に分
かりやすく，か
つ根魅力的な
広報紙としてい
くか，又経費的
に削減可能か
検討する。

要
改
善

市民がわかり
やすい内容と
する。

95／100



平成１８年度「The行政チェック」事務事業評価一覧(施策順) 市民会議評価対象事務事業
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単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

延長保
育実施
保育所
数

所 2 2 3

延長保育
1日平均
利用者数
（十日市
保育所）

人 2 4 6

延長保育
1日平均
利用者数
（東光保
育所）

人 2 3 6

延長保育
1日平均
利用者数
（愛光保
育所）

人 － － 6

市費負
担教員
数

名 20 22 25

学力到達
度検査結
果での平
均正答率

％ 72 74 77

認定調
査件数

件 5,617 5,710 5,900

認定調査
資料が認
定審査会
の判定資
料となっ
た割合

% 1 1 1

まちづく
り連合会
主催事
業支援

式 1 1 1

まちづく
り連合会
主催事業
支援

式 1 1 1

事
業
拡
大

計画的に推進
する中で効果
を検証し，実績
が上がる手法
を確立する必
要がある。

事
業
拡
大

事
業
拡
大

事
業
拡
大

　小・中学校と
もに少人数学
習は着実に成
果をあげてきて
いる。
　本年度までの
取組みを総括
して， 終的に
は平成２０年度
に大規模校を
中心に小学校
の２０人学級を
編制していくこ
ととしており，
事業拡大を計
画している。

5

　少人数学
級・少人数
指導に関わ
る紙上調査
結果から伺
えるように，
義務教育就
学児童･生徒
をもつ保護
者からの
ニーズは極
めて高い。

27 A5

　義務教育
に係る内容
であり，さら
に三次市と
しての独自
性を発揮す
べき内容で
ある。

5

　文部科学
省による全
国的な学力
調査が来年
度から実施
される予定
となってい
るように，
児童･生徒
に確かな学
力を身につ
けさせるこ
とについて
の社会的
ニーズは極
めて高い。

4

　市費任用
教員の待遇
改善，研修
システムの
整備により，
優秀な人材
確保と人材
育成が可能
となり，成果
の一層の向
上が期待で
きる。

4

市独自で優
秀な人材を
確保していく
ことが必要
であり，コス
ト削減の余
地は小さ
い。

　現行制度では
学級定員が40名
のところを，段階
的に少人数学級
編制を行い， 終
的には「20人学級
編制」としていく。

・優秀な人材を
確保するため，
大学や関係団
体等への制度
のPRと教員に
係る情報収集を
行い，優秀な人
材の確保に努
めた。また，給
与･手当等の勤
務条件につい
て改善を図っ
た。 4

　成果指標
において
は，向上が
認められる
ほか，児童
生徒・保護
者・教員を
対象とした
アンケート
で，学習意
欲の向上や
人間関係の
深化等につ
いて成果が
認められ
る。

　
三
次
市
地
域
の
児
童
･
生
徒

　次世代を担う”
明るく元気なみよ
しの子”を育てる
ことを掲げ，三次
市独自の「のびの
び学級三次プラ
ン」を推進し，学
力向上日本一を
実現する。

66,037

　 「明るく元気なみよしの子
ども」を育成することを目途と
して，少人数学級の特性を生
かした指導を行い，児童･生
徒の学力向上を図るため
に，市費負担教員を任用し
て，段階的に「20人学級編
制」を行っていく。
　平成16年度はステップ１と
して，市費負担教員を20名を
任用し，小学校においては
「30人学級（34人以下）」，中
学校においては英語・数学で
の「習熟度別少人数指導」を
実施した。
　平成17年度は市費負担教
員22名を任用。さらに平成18
年度はステップ2として，市費
負担教員25名を任用し，小
学校においては「25人学

・少人数学級編制を効果的
に活用した指導方法等の
工夫改善。
・優秀な人材確保のための
情報収集の徹底及び勤務
条件の整備。
・資質の向上のための研修
制度の確立。

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

のびのび
学級三次
プラン推
進事業

第
1
 
こ
ど
も

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

事
業
拡
大

利用者のニー
ズを把握し，子
育て中の保護
者が利用しや
すい制度とす
る。

事
業
拡
大

現
状
維
持

要
改
善

延長保育を必
要とする人は
いるが，利用者
は少ない。利
用人数の面だ
けでは判断で
きないが，市民
全体の利益に
つながる事業
かどうかを見直
していく必要は
ある。

3

共働き等に
より延長保
育を求める
保護者が増
えているた
め市民ニー
ズはあると
思われる。

18 C2

十日市・東
光・愛光保
育所におい
ては，民間
委託を検討
している。

3

共働き等に
より延長保
育を求める
保護者が増
えているた
め社会的
ニーズはあ
ると思われ
る。

3

保育時間拡
大となるの
で延長保育
の実施で働
きやすくな
る。

4

コストは職
員人件費が
大半であ
る。

午後6時30分まで
に迎えに来られ
ないとき，前日ま
たは当日の午後4
時までに連絡を
受け保育する。簡
単なおやつを食
する。あらかじめ
延長保育希望の
申請をしていいた
だく。

15年度は東光
保育所のみ実
施，16年度から
十日市保育所，
18年度からは
愛光保育所で
開始した。

3

平成18年度
から延長保
育を実施す
る保育所
が，23箇所
の公立保育
所のうち3箇
所になった
ため。利用
者には喜ば
れているが
利用者は少
ない。

延
長
保
育
希
望
者

延長保育希望者
全員に保育する
ことで，保育者の
就労の時間的な
余裕や勤務条件
の緩和等に対応
する。

11,926

保護者の就労形態の多様
化，勤務時間の増加等に対
応するため11時間の後1時
間の延長保育を行う。
東光保育所，十日市保育所
で実施していたが，平成18年
度から愛光保育所でも実施
している。また，私立では子
供の城保育園，子供の館保
育園，みゆき保育園で実施し
ている。今後については，延
長保育のニーズの高い保育
所が発生した時点で検討を
行う。

15年8月より東光，16年度
より十日市，18年度より愛
光保育所と保育をしてきた
が，今後は3歳未満児保育
施設を重点的にニーズに
応じて取り組む。しかし，補
助金の対象外となる1日平
均6名以下であるため，財
政的に厳しいことが予測さ
れる。

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

延長保育
推進事業

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

学
校
教
育
室

所
管

3

31

の
び
の
び
こ
ど
も
室

大
項
目 有効性

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ

ﾄ
N
o 分

野

中
項
目

必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析
正
確
性
等

事業概要 今後の課題 前年度の対応

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

手段目的
事務事
業の対
象者等

30

17

連番

２次総合評価

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
当
初

計
画
的
に
拡
大

1
9
年
度
当
初

59 78

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

第
2
 

保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

介護認定
調査業務

32,548

要介護（要支援）認定申請者
に対し，介護認定審査会に
おいて要支援・要介護度を決
定する資料とするため，認定
調査員が申請者と面談し，国
が設定している８２項目の調
査を行っている。

平成１７年度の認定調査の
状況は，約４１％を市が行
い，約５９％が事業者への
委託となっている。市の調
査件数を増やせば，委託
料が減額となり市の経費は
増額となるが，全体事業費
は削減される。現在，市が
月平均約１９０件の認定調
査を嘱託調査員を含め５．
４人では，月平均２００件が
限度であると思われる。平
成１８年度は嘱託調査員が
１名増員となったが，これ
から，団塊の世代が高齢者
となれば急激な高齢者の
増加となることが予測され
ることから，嘱託調査員の
増員を計画的に行う必要
がある。(委託料は，在宅：
３，１５０円／件，施設：２，
１０

要
介
護

（
要
支
援

）
認
定
申
請
を
さ
れ
た
被
保
険
者
全
員

申請者の要支援・
要介護度を決定
する資料とするた
め，認定調査員
が申請者の心身
の状態を把握す
る。

国が設定している
８２項目の調査を
行っている。

前年度の評価
結果において
介護保険制度
の見直しを踏ま
えて検討するこ
ととされている。
今年度は，介護
保険制度にお
いて新規・変更
申請について
は自治体が行う
こととなってい
るので引き続き
行っているが，
制度改正に伴
い更新申請のう
ち要支援・要介
護１の者の一部
については今
年度から市が
行っている。

5

認定調査に
より，適切
な要介護度
を決定し，
適正な介護
サービスに
つなげてい
る。

4

自治体が認
定調査を行
うことは，公
正・中立な
立場を堅持
でき，有効
かつ効果的
なサービス
計画が策定
できる。

3

直営（嘱託
調査員）の
調査比率を
高めると委
託料が削減
され，全体
事業を削減
できると思
われる。
認定を受け
てもサービ
スの利用の
ない方が多
くいる。申請
は被保険者
であれば誰
でもできる
が，サービ
ス利用がな
い申請は，
見直す余地
がある。

4

市が実施し
たほうが，公
平・公正の
観点から判
断すればよ
り良いと思
われる。（平
成１８年度
から市の関
与を高める
制度改正が
行われた。）

5

今後とも介
護保険サー
ビスを利用
する高齢者
等は増加す
ることが予
測できる。
これに伴い
要介護（要
支援）認定
申請をする
高齢者等も
増加すると
予測され
る。

5

要介護（要
支援）認定
申請をする
市民も増加
すると予測さ
れる。

26 B
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

引き続き，要介
護（要支援）認
定申請をする
市民が増加す
ると予測され
る。
また，認定審査
会資料の公正・
中立の立場を
保つためには
市が実施する
ことが必要と考
えられるとも
に，委託すると
1件当たりの委
託料は在宅：
３，１５０円，施
設：２，１００円
を必要となり，
市が実施すれ
ば安価になると
考えられる。

要
改
善

対象者の増加
に対応して委
託か調査員の
増員か，トータ
ルコストで比較
し安価の方を
選択する。

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

85 108

布
野
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

まちづくり
サポート
センター
運営業務

709

 市町村合併と前後して各町
に住民自治振興組織が設立
されたが，この自治振興組織
への支援を進め活発化する
ことにより，市民との共同の
まちづくりを進める一つとす
る。

指定管理者制度の導入に
より，管理施設が加わった
ことに伴い，前年より布野
町まちづくり連合会の業務
が増えている。当面は，こ
れまで以上の活動支援が
必要となると思われる。

自
治
振
興
組
織
及
び
市
民

自治振興組織を
中心とした市民に
よる自治活動が
活発化する。

・まちづくりに関
係する各種情報
提供（講師や視察
などの研修情報）
・地域リーダー育
成研修会の開催
・布野町まちづく
り連合会主催事
業への事務支援
・ふのまちづくりビ
ジョン実行のサ
ポート

地域住民が主
体的に事業に
取り組むために
は，各地域での
リーダーが必要
であり，その育
成に支援を行
う。
まちづくりビジョ
ンの実行に当
たり，支所から
の支援を行う。

3

行政と市民
による協働
のまちづくり
への過渡期
であり，急
激な変化に
よる混乱を
避けるため
の穏やかな
改革には必
要である。

3

自治振興組
織の取り組
みの程度に
差が大きく，
活動があま
り行われな
い組織への
支援が不十
分である。

3

職員の労務
提供はある
が，それ以
外の予算執
行は伴わな
い。

4

協働のまち
づくりの観点
から，市が
関与すべき
ことである。

3

将来的に
は，市民の
自治に対す
る意識の高
まりにより，
行政の関与
は縮小され
る。

4

当面は，市
民の自治活
動について
行政への支
援が強く求
められる。

20 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

自治活動の担
い手は市民で
あり，市民に活
動しやすい環
境を整備するこ
とが行政の役
割である。適切
な情報提供を
行うとともに，
地域リーダー
の育成にこれ
まで以上の力
を注ぐ必要が
ある。
また，指定管理
では少人数で
の対応のた
め，支援が必
要である。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

96／100
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単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

所
管

大
項
目 有効性

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ

ﾄ
N
o 分

野

中
項
目

必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析
正
確
性
等

事業概要 今後の課題 前年度の対応

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

手段目的
事務事
業の対
象者等

連番

２次総合評価

住民自
治組織と
の会議

回 36 36 36
住民自治
組織との
会議

回 36 36 36

生涯学
習回数

回 41 46 34
生涯学習
参加人数

人 800 900 750

組織運
営支援
月数

月 12 12 12

情報提供
による各
種補助金
助成金事
業申請件
数

件 3 5 3

自治連
各種会
議支援
回数

回 3 12 15

事業の
内，各種
団体と共
催で行な
う割合

％ 15 10

自治連
絡協議
会との協
議回数

回 170 156 120

自治連絡
協議会と
の協議回
数

回 170 156 120

86 110

作
木
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

まちづくり
サポート
センター
運営業務

14,180

・まちづくりセンターと支所と
の連携
・住民自治組織との連携
・情報ステーション機能
・交流サロン機能
・相談研修機能
・コーディネート機能
・生涯学習振興機能

住民自治組織の自立の支
援。

住
民
自
治
組
織
及
び
市
民

住民自治組織の
自立を支援し、市
民と行政の協働
のまちづくりを実
現する。

住民自治組織と
連携をとり活動の
支援をおこなう。

昨年に引き続き
住民自治組織
と連携をとり活
動の支援をおこ
なう。

5

行政からの
支援がある
ことにより、
住民自治組
織と住民と
の信頼関係
が高まり、
住民自治活
動の向上に
つながる。

3

行政と住民
自治組織と
の連携を強
化すれば、
成果の向上
がさらに期
待できる。

3

住民自治組
織が自らの
地域の諸課
題の解決に
向け取り組
めるよう支
援している
が、協働の
まちづくりの
観点から一
定のサポー
ト活動は今
後も必要。

5

協働のまち
づくりの原則
に基づいて
いる。

5

協働のまち
づくりの原
則に基づい
ている。

5

協働のまち
づくりの原則
に基づいて
いる。

26 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

住民自治組織
への支援を継
続し、自立を促
進することが必
要。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

87 111

作
木
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

まちづくり
サポート
センター
運営業務

7,090

「人が輝き　自然がきらめき
活き活きとふれあうまち　き
さ」をめざし，自治組織による
市民と協働のまちづくりを展
開していくための機能として
位置づけ。

　これからの「市民協働型」
のまちづくりを推進していく
うえで，今後も住民自治組
織の活動支援や地域リー
ダーの育成に向けた研修
など，まちづくりの情報交
換やアドバイス活動が求め
られますが，行政主導でな
い，住民自治組織等の自
主性の向上に努めるととも
に，連携を強めていく必要
がある。

住
民
自
治
組
織
及
び
市
民

住民自治組織の
活動支援や地域
リーダーの育成
に向けた研修な
ど，まちづくりの
情報交換やアド
バイス活動ができ
るようにする。

中央サポートセン
ターと連携をとり
ながら，吉舎まち
におけるまちづく
り活動支援を行
う。
・情報ステーショ
ン機能　　・交流
サロン機能　・相
談研修機能
・コーディネート機
能　　・生涯学習
機能

　住民自治組織
と連携し，自治
連合会中心に
委員の推薦に
より，１８名で組
織された策定委
員会でまちづく
りビジョンを策
定，これから，
組織・行政相互
に連携し，ビ
ジョンの具体化
に向け協働して
取り組む。 3

合併3年目，
住民の行政
依存でな
い，住民自
治組織を結
成し，自主
性の向上に
努め，まち
づくりの基
本理念の活
動が形づく
られてきて
いる。

3

生涯学習活
動等へのサ
ポートは成
果を挙げて
いる。
情報ステー
ション機能
や，コーディ
ネート等はさ
らに充実を
図らなけれ
ばならない。

3

住民自治組
織が，自ら
の地域の諸
課題の解決
に向け取り
組まれれ
ば，職員の
サポート自
体は少なく
なるが，市
民と協働の
まちづくりの
観点から言
えば一定の
サポート活
動は今後も
必要となる。

3

市の関与に
ついては，
あくまでもサ
ポート業務
ではある
が，市民と
協働のまち
づくりの観点
から言えば
サポート活
動は今後も
必要。

4

住み良いま
ちづくりを実
現するに
は，住民と
行政が協働
のもとに，
自主自立の
まちづくり展
開していくこ
とが求めら
れており，
社会的ニー
ズが高い。

4

吉舎町まち
づくりビジョ
ンが策定さ
れ，これから
地域資源を
活かして，地
域が共有す
る夢実現に
向け，具体
的な事業の
取り組みが
計画されま
すが，市民と
協働のまち
づくりの観点
から，市民の
期待は大き
い。

20 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

今後も，住民自
治組織による
市民と行政の
協働のまちづく
りは，推進して
いかなければ
ならない，サ
ポートセンター
も真にその機
能を発揮し，住
民の活動をサ
ポートしていく
ことで，継続し
た協働のまち
づくりが展開で
きる。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

88 113

三
良
坂
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

まちづくり
サポート
センター
運営業務

3,545

三良坂町自治振興区連絡協
議会を中心に，特色あるまち
づくりに向けた取り組みを行
なう。17年度においては「ま
ちづくりビジョン策定委員会」
を組織し，三良坂の今後10
年のまちづくりの指標となる
「まちづくりビジョン三良坂」を
策定した。18年度では，30名
程度の委員で組織する「三
良坂まちづくり会議」を発足さ
せ，まちづくりビジョンに基づ
く具体的な行動計画の策定
に取り組む。支所（まちづくり
サポートセンター）では，これ
らの活動に対する運営補助
や情報提供・助言等の支援
を行ない，行政と市民の協働
のまちづくりに向けた取り組
みを行

17年度において「まちづくり
ビジョン」が作成され，少し
ずつ特色あるまちづくりへ
の取り組みが進んでいる。
しかし各単位振興区をみる
と，自治のまちづくりに向け
た考え方の転換や，輪番
制の役員選出等により継
続的・一体的な活動が行な
われているとはいい難い。
18年度において計画され
ている「まちづくりビジョン」
の具体的行動計画の策定
を支援し，特色あるまちづく
りに向けた住民の自発的
な活動への機運醸成や後
方支援を行なうことが今後
の課題となる。

○
主
に
三
次
市
三
良
坂
町
の
市
民

○
三
良
坂
町
自
治
振
興
区
連
絡
協
議
会
の
行
な
う
ま
ち
づ
く

り
活
動

市民ひとり一人
が，まちづくりに
ついて自ら考え
行動する「自治」
のまちづくりをめ
ざす。また三良坂
ならではの特色
あるまちづくりに
向けた取り組みを
行なう。

三良坂町自治振
興区連絡協議会
を中心とした，特
色あるまちづくり
の多方面からの
支援。18年度に
おいては，17年
度に策定した「ま
ちづくりビジョン三
良坂」に基づく具
体的行動計画策
定のため組織さ
れた「三良坂まち
づくり会議」の支
援。

 18年度に組織
した「三良坂ま
ちづくり会議」で
は，3つの分科
会が設けられて
いる。それぞれ
の分科会に支
所の3つのグ
ループのマネー
ジャーと職員が
担当としてサ
ポートする。地
域振興グルー
プだけではなく
全体でサポート
していく体制と
なっている。

4

特色あるま
ちづくりに向
け，17年度
では「まちづ
くりビジョン」
が策定さ
れ，さらには
18年度にお
いてその具
体的行動計
画策定のた
めの「まち
づくり会議」
が組織され
た。それら
に対するサ
ポート機能
は果たして
いると考え
る。

3

特色あるま
ちづくりにむ
けた取り組
みを，市民
ひとり一人
に広げるた
めにも，サ
ポート機能
を連合会の
みならず，
各単位振興
区にも積極
的に行なう
ことで，成果
は向上する
と考える。

3

支所全体で
特色あるま
ちづくりに取
り組んでいく
必要があ
る。

5

行政と市民
の協働のま
ちづくりをす
すめるため
には，市の
積極的な関
与が必要で
ある。

4

これからま
ちづくりをい
かにすすめ
るかを考え
ると，行政と
市民がお互
いに知恵を
出し合い協
働して行な
わなければ
ならない。
そのサポー
トへの必要
性は高いと
思われる。

4

協働のまち
づくりは始
まったばかり
で，その成
熟途上にあ
るなかでは，
市民のサ
ポートセン
ターに対す
るニーズは
高いと考え
る。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

特色あるまち
づくりに向け
て，まちづくり
サポートセン
ターとしての機
能を，グループ
の枠をこえて支
所全体（職員全
員）で取り組む
体制・意識が必
要。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

89 115

三
和
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

まちづくり
サポート
センター
運営業務

4,254

市民の自治活動、及び学習
活動への支援のために次の
機能を果たす。
　(1)情報ステーション機能
　(2)交流サロン機能
　(3)相談研修機能
　(4)コーディネイト機能
　(5)生涯学習振興機能

市民のニーズに対し，的確
な助言やサポートをするた
めに，中央機能を担う，三
次まちづくりサポートセン
ターの機能強化により，支
所職員のスキルアップのた
めの研修等の実施が必
要。また，まちづくりサポー
トセンターの存在・機能を
広く市民に周知するための
啓発も重要な課題。

三
和
町
の
市
民

三
和
町
内
自
治
組
織

自らが考え行動
する住民自治を
確立する

各種情報の提
供、助言
住民の意識改革
のための啓発

各自治組織に
おいて，まちづ
くりに向けて
の，自主的，主
体的な取り組み
ができつつあ
る。

2

職員のスキ
ル向上のた
めの研修も
なされず、
各自が自主
的に情報収
集等を行う
状態にあ
り、十分な
サポートに
なっていな
い。

2

協働へ向け
ての目的手
段としては
有効であり、
まだ成果の
向上余地は
あるが、協
働の意味を
はきちがえ
ると一歩的
な押し付け
になってしま
う恐れがあ
る。 2

住民自治が
成熟すれば
当然コスト
は削減され
る。

2

協働のまち
づくりを目標
に掲げてい
る以上、市
の関与は当
然のことで
ある。

3

新しい行政
と市民の関
係を創造す
る必要があ
り、サポート
センターとし
ての機能は
必要とされ
ている。

2

サポートセン
ターとしての
機能が住民
に認知され
ていない。
自治振興協
議会の活動
を活発に展
開し、それに
関わることに
より機能を周
知していけ
ばニーズも
出てくる。 13 D

未
実
施

要
改
善

要
改
善

市民との協働
は、関わり過ぎ
ても、また距離
をおき過ぎても
だめで、ちょう
どよい加減を
模索している。
サポートセン
ター機能は重
要と思われる
が、市民と行政
双方に足りな
い部分が多くあ
り、目的にそっ
た運営ができ
ていない。もう
しばらく実施す
る必要がある。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

97／100



平成１８年度「The行政チェック」事務事業評価一覧(施策順) 市民会議評価対象事務事業
　 ※　各評価項目は，１～５の５段階で評価  ※　総合評価・・・「事業拡大」「事業縮小」「要改善」「終了」「廃止」から選択  ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

所
管

大
項
目 有効性

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ

ﾄ
N
o 分

野

中
項
目

必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析
正
確
性
等

事業概要 今後の課題 前年度の対応

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

手段目的
事務事
業の対
象者等

連番

２次総合評価

相談件
数

回 600 800 900 相談件数 回 600 800 900

振興協
議会連
絡会議

回 12 12 12

キャン
ペーンポ
スター掲
示

枚 － 6,100 3,000
GW主要
施設入館
（場）者数

人 - 54,955 106,790

新聞広
告

部 1,218,180
年間入込
客数

人 1,629,985 1,625,455 2,924,794

キャン
ペーン説
明会

人 190

おもてな
しの花
いっぱい
事業

回 1 2
市民ボラ
ンティア
参加人数

名 149

保冷庫
導入数

台 2
米飯給食
実施校数

校 22 26 30

学校，自
治組織，
市が連携
した小学
生の農業
体験取組
件数

件 1

市域全体が活
性化するため
には，各種部
会について，十
分な協議・調整
が必要であり，
官民一体となっ
て事業の展開
を図るべきであ
る。
観光に携わる
関係者だけで
なく，市民を巻
き込んで『おも
てなし』の心の
醸成に向けて，
取り組むべきで
ある。

事
業
拡
大

C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

「癒し」や
「やすらぎ」
を求める観
光客は，今
後も増加傾
向にあると
考え，三次
の「観光」は
社会的ニー
ズが高い。

3

魅力ある地
域をつくるの
は，その地
域に住んで
いる“ひと”
であり，交流
人口の増加
は，その地
域を活性化
させる 大
の方法であ
る。
市民を巻き
込んで，市
全体の活性
化に向けて
取り組むべ
きである。

21

各種事業の
展開規模を
縮小するこ
とは可能で
あるが，各
種媒体を活
用する広報
ＰＲについ
ては，対象
者・規模・時
期など計画
を立て，実
行すべきで
ある。

2

関係者が連
携して，各
種事業の展
開を図ること
は可能であ
るが，市全
体のイメー
ジアップに繋
がるようなも
のは，全体
の中で調整
が必要であ
る。 4

観光客誘致
へ向けて，
各地に点在
する魅力を
有機的に結
びつける方
策を検討す
ることは，市
全体の魅力
を再発見す
るためにも
必要であ
る。 4

新たな施設
の開館ＰＲ
に伴い，近
隣施設の紹
介を行った
ため，県外
からの観光
客から問い
合わせが多
数あった。

4

観光客誘致拡大
市民挙げての『お
もてなし』の心（歓
迎ムード）の醸成

地域で開催され
る各種イベントや
情報など，三次の
魅力を全国に積
極的に発信する
べく，ＨＰや雑誌
などを活用し，広
報ＰＲを強化する
とともに，市内一
円を花で飾るな
ど，『おもてなし』
の機運の醸成を
図る。 4

観
光
客
全
般
と
市
民

大型観光
キャン
ペーン事
業(観光
商工室担
当分)

3,770

本市が保有する豊かな自
然，個性ある歴史・伝統・文
化資源，市民が持つ魅力や
エネルギーを全国に積極的
に発信することにより，「三
次」の知名度・認知度を高
め，観光客の誘致拡大を図
り，本市が賑わい溢れる活
気のある”まち”に，また，市
民挙げての『おもてなし』の
心で，何度も訪れてみたい魅
力ある”まち”にするため，官
民が協働となって，「三次市
観光キャンペーン実行委員
会」を設立し，各種事業の展
開を図る。

市民が一体となって，観光
客に対する歓迎ムードを醸
成するには，市全体で各種
事業を展開しないといけな
い。
その啓発に向けて，関係機
関と協議・調整し，理解度
を高めるよう，努めなけれ
ばならない。

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

第
4
 

産
業
・
経
済

１
観
　
光

(

1

)

観
光
資
源
の
魅
力
ア

ッ
プ

未
実
施

未
実
施

終
了

平成１７年度か
ら開始した観光
キャンペーンに
より，魅力ある
三次市の宣伝
にかなりの成
果があった。
今後は，三次
市観光キャン
ペーン実行委
員会を継続さ
せ，観光ビジョ
ンに基づき各
部で日常的に
取り組んでい
く。

4

観光客を呼
び込むため
には，全市
民がおもて
なしの心で
対応し，リ
ピーター，滞
在型の観光
客を増やす
ことが重要で
ある。

25 B3

観光とあわ
せ，農林
業，商工業
の施策を一
体的に行な
うことで，三
次の魅力を
アップし国内
外へアピー
ルするに
は，市の関
与が必要で
ある。 5

観光情報や
おいしいも
の，気持ち
のいいお店
などいろい
ろな情報を
みんな求め
ている。

5

地域産業に
活力を与
え，元気な
三次市を創
造して働く喜
びをもてるま
ちづくり，誇
りを持てるま
ちづくりに十
分成果があ
る。

4

トータルの
宣伝効果を
考慮し，そ
れぞれのイ
ベントや事
業を行なっ
ているた
め，削減余
地は少な
い。

観光ルートの設
定
観光情報の積極
的な発信
観光資源の魅力
アップ
市民をあげての
おもてなしの気運
の醸成

4

大型観光
キャンペー
ンによる三
次市の知名
度アップへ
の貢献度は
大きい。

三
次
市
内
外
及
び
海
外
の
人

三次市の知名度
アップと入込観光
客の増加

57,689

今春に開館した奥田元宋・小
由女美術館，はらみちを美術
館などの芸術文化施設を含
めた市内のあらゆる観光資
源と連携して，観光都市みよ
しをPRし，入込観光客の増
加を目指す。
三次市観光キャンペーン実
行委員会と連携し，イベント
の実施，観光情報発信，市
民のおもてなしの心の醸成を
推進する。

19年度以降は17･18年度で
行った事業を一定の成果と
してとらえ，観光ビジョンに
基づき，それぞれの部署で
主体的に取り組んでいく。

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

大型観光
キャン
ペーン事
業(秘書
広報担当
分)

第
4
 

産
業
・
経
済

１
観
　
光

(

1

)

観
光
資
源
の
魅
力
ア

ッ
プ

24 B
未
実
施

事
業
拡
大

5

飽食の時代
だからこ
そ，学校給
食において
「食育」を推
進する際の
役割はより
一層重要性
を増してい
る。

5

子どもたちに
安全・安心な
農産物を利
用した学校
給食を提供
し，地域への
理解を深め
させること
は，保護者
だけでなく地
域全体の願
いである。

4

米飯給食及
び地元産農
産物の食材
供給のため
の 低限の
初期投資で
あり，コスト
削減の余地
は少ない。

3

生産者（農
家)・消費者
(学校)双方
にニーズは
一致してい
るが，両者
の調整を図
りスムーズ
な運営を図
るため，市
（農林室・コ
ミュニティセ
ンター）への
期待は大き
い。

4

モデル的に
実施した田
幸小学校で
は，児童の
食や農業に
対する関心
は非常に高
く，特に給
食の残食率
にも改善が
見られるこ
とから，取
組を拡大す
ることによ
り，市全域
での効果が
期待でき
る。

3

自治組織の
取組への意
欲が不十分
であるた
め，普及啓
発の必要が
ある。
農産物の生
産の調整な
ど，安定的
な供給に解
決すべき課
題はまだ多
い。

三
次
市
市
民
，
特
に
小
学
校
の
児
童

給食への供給に
より，地元農産物
の消費拡大を図
る。
次代を担う子ども
たちに給食を通じ
て地元産の食材
に接する場をつく
り，「食」への感謝
の心を育て，農業
及び農産物への
理解を深める中
で，子どもや親が
適切な食生活を
実践できる環境を
整えていく。

小学校へ米飯給
食用の食器を導
入（H14～H17）
自治組織が食材
供給に取り組む
ための保冷庫導
入補助金の交付
小学生の農業体
験の実施

積極的に推進
する。
自治組織の食
材供給への取
組を推進したこ
とにより，取組
拡大の機運が
高まりつつあ
る。自治組織，
学校，市が連携
して，小学生の
農作業体験を
通じての農業へ
の理解を深める
取組を始めた。

米飯給食実施校の増校や
地元農産物の学校給食へ
の安定的な供給体制づく
り。
各地域の自治組織の取組
への拡大を図るための普
及啓発が課題。新

た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

地産地消
の推進

709

　三次市は，策定した「ふるさ
と農林業創造プラン」の柱の
一つに地産地消の推進を掲
げ，三次市の特産品の消費
拡大ＰＲとあわせて，学校・
保育所給食への安全・安心
で新鮮な旬の地元産農産物
を取り入れた「三次市ふるさ
とランチ」を推進している。
　「米」は三次市の代表的な
農産物である。従って，米飯
給食を中心にした「三次市ふ
るさとランチ」は，地元産農産
物の消費拡大とあわせて，
学校・保育所における食農
教育として，地域の食文化を
理解する上で重要な役割を
果たすものといえる。
　また，学校給食に米飯を取
り入れるため，平成１４年度
か

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

(

2

)

「
消
費
者
が
求
め
る
安
全
・
安
心
，
そ
し
て
お
い

し
い
も
の

」
へ
の
こ
だ
わ
り

第
4
 

産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

137 167

ふ
る
さ
と
農
林
室

観
光
商
工
室

144

141

秘
書
広
報
担
当

119

116

成
果
の
向
上

1
9
年
度
中

事
業
拡
大

平成１７年度・
１８年度の取組
による効果な
どを整理し，
「また来ていた
だける三次」づ
くりのため部署
間の連携を深
め更なる観光
資源の魅力
アップに向けた
情報発信に取
り組む。

平成１７・１８年
度における広
報活動とホス
ピタリティーの
育成により，着
実に観光客の
増につながっ
ており，新たな
発想で三次の
魅力を積極的
に発信してい
く。

成
果
の
向
上

1
8
年
度
中

90 117

甲
奴
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

まちづくり
サポート
センター
運営業務

14,180

「人々がふれあい輝く自治の
まちづくり」をめざし、より多く
の市民が地域のまちづくりに
積極的に参画し、市民と行政
の協働のまちづくりを推進し
ていくための機能として位置
づけている。支所でのサポー
ト機能としては、①情報ス
テーション機能（自治活動や
市民活動に関する各種情報
提供）②交流サロン機能（市
民活動の交流が図れる場の
提供）③相談研修機能（市民
活動を支援する制度、サービ
ス等についての相談、地域
リーダーの育成）④コーディ
ネイト機能（協働のまちづくり
を推進していくための各種団
体のネットワーク化や相互交
流につながる事業展

　サポート機能を充実して
いくためには、的確なアド
バイスができるよう、職員
に日々の研鑽と研修が求
められている。
　まちづくり情報は、イン
ターネット等で比較的容易
に収集できるが、他の情報
源からの情報収集も必要
である。

市
民

、
住
民
自
治
組
織

、
各
種
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等

市民一人ひとり
が、まちづくりに
ついて自ら考え
行動する「自治」
のまちづくりをめ
ざす。甲奴の特色
を活かしたまちづ
くりを協働して実
現していく。

　まちづくりに関
する様々な情報
提供や相談及び
事業の企画支援
等。
　自立した住民自
治組織の育成と
まちづくり人材養
成を目的とした研
修。

住民自治組織
活動の活発化
に向け，更に工
夫を凝らした取
り組みを進め
る。
①コミュニティビ
ジネスの推進及
び支援（カー
ターピーナッツ
の特産品化）
②自治組織法
人化への研修
会
③生涯学習講
座、イベント等
の企画支援

4

「サポートセ
ンター」に対
する市民の
浸透は薄い
が、地域振
興協議会、
イベント役
員からの相
談は多い。
地域づくり、
イベント等
における各
種団体との
コーディネイ
ト機能の役
割は重要で
あり、特色
あるまちづく
りを進めて
いくために、
サポートセ
ンターの貢
献度は大き
いと評価で
きる。

2

地域づくり、
まちづくり活
動の成果
は、緊急を
要する地域
課題の解決
も含め、地
域社会が持
続して成り
立っていくま
ちづくりを進
めなくては
ならない。そ
うした意味
で、まだまだ
成果の向上
余地はあ
る。

4

直接経費
は、ほとん
ど必要ない
が、相談に
応じられる
人的配置は
今後とも必
要である。

3

協働のまち
づくりを進め
ていくには、
行政と連携
が必要な分
野も多く、積
極的に行政
が関与すべ
きである。
まちづくりの
担い手であ
る、人材を
発掘し、育
成していくた
めに、市の
役割は大切
である。

4

特色あるま
ちづくり、協
働のまちづ
くりを推進し
ていく上で、
情報の交
換、提供を
おこなう機
能は欠かせ
ない。

3

日常的に
は、サポート
センターへ
の関心は低
いが、地域
役員、イベン
ト関係者の
ニーズは高
い。
パソコン教室
等専門性を
有する分野
での生涯学
習講座の企
画運営に対
する要望は
強い。

20 C
未
実
施

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

1
0
 

内
容
の
改
善

要
改
善

事
業
拡
大

特色あるまち
づくりビジョン
の実現、市民と
の協働まちづく
りを推進する上
で、サポート機
能の充実を図
る必要がある。

1
9
年
度
当
初

事
業
拡
大

学校給食への
地元農産物供
給は，地域農
業の振興だけ
でなく，その教
育的作用から
も大きな成果
が見られ，市内
全校に普及し
ていくことが求
められている。
また，学校給食
への取り組み
だけでなく，幅
広い観点から
「地産地消」を
推進していく必
要がある。

事
業
拡
大

市内で消費で
きるシステムづ
くりを推進し，
生産者の顔が
見える「安全・
安心なの農産
物」を提供して
いくことが，農
家所得の向上
にもつながり，
後継者も育成
できる。

事
業
内
容
の
拡
大

1
9
年
度
当
初

98／100
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位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

所
管

大
項
目 有効性

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ

ﾄ
N
o 分

野

中
項
目

必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析
正
確
性
等

事業概要 今後の課題 前年度の対応

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

手段目的
事務事
業の対
象者等

連番

２次総合評価

訓練等
回数

回 10 8 6
訓練等参
加延べ人
数

人 315 335 320

方面隊
幹部会
議開催
件数

回 5 5 5

訓練等
回数

回 7 7 4
訓練等参
加延べ人
数

人 378 363 310

方面隊
幹部会
議開催
件数

回 7 6 6

訓練等
回数

回 3 3 3
訓練等参
加延べ人
数

人 411 329 420

方面隊
幹部会
議開催
件数

回 6 6 7

訓練等
回数

回 7 7 7
訓練等参
加延べ人
数

人 613 601 609

方面隊
幹部会
議開催
件数

回 8 5 5

193 220

君
田
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

消防・防
災関係業
務

2,127

三次市は消防団を設置し市
民の生命、身体及び財産を
守ることを任務とする。
防災については異常気象時
対応、災害未然防止、有事
の対応。

若年層のさらなる消防団加
入促進。地域高齢化が進
み、若手団員は地域に欠
かせない存在になってい
る。
各分団単位での若手団員
加入促進を勧める。出動手
当支給、事務連絡等は生
活安全グループと各支所
の連携強化をする。

君
田
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
君
田
町
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
方

市民の生命、身
体及び財産の保
護を目的とする。

消防団活動につ
いては（訓練・会
議等）に関する諸
事務、連絡調整。
防災に関しては
注意報、警報発
令時の体制配
備、情報収集、住
民周知。

平成１７年度の
若手団員加入
が９名あった。
しかし全体の割
合からするとま
だ高齢化のた
めさらなる若手
団員の加入が
必要。

5

消防団の活
動により市
民の生命、
身体、財産
を守る目標
達成へ極め
て大きく貢
献している。
防災に関し
ては防災無
線を通じて
火災通報、
防犯情報を
周知し貢献
している。

5

消防団の活
動により無
火災、無事
故が図られ
ており町民
の信頼も厚
い。
防災に関し
ては注意
報、警報発
令時の支所
職員配置に
より有事に
対し迅速に
対応できる
よう体制を
整えてい
る。

4

出場手当に
ついては団
員の意欲低
下につなが
るため削減
するべきで
はない。

3

消防団の活
動は自主的
に行うもの
が望ましい
が生活安全
グループか
らの事務連
絡調整、伝
達等は市で
行った方が
よりよくでき
る。

5

住民同士の
交流が薄れ
る中、消防
団の存在は
地域の連帯
意識を高
め、火災時
対応、防犯
対策等に大
きな役割を
果たしてお
り社会的
ニーズは極
めて高い。

5

高齢化が進
む君田町で
消防団の
ニーズは極
めて高い。
火災対応だ
けでなく、ひ
とり暮らし老
人訪問、夜
警巡回によ
る防犯対策
等地域に重
要な役割を
果たしてい
る。

27 A
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

近年の災害増
加は市民も不
安を抱えてお
り、消防団への
ニーズは高い。
火災対応だけ
でなく防犯活
動、地域連帯、
災害時の出勤
など消防団の
役割は年々大
きくなっている
ため、より一層
の活性化が必
要である。

要
改
善

消防団の役割
も大きいが，す
べての市民が
安全に安心し
て暮らすため
に，今後は，自
主防災組織の
組織化の推進
など地域防災
力の強化が必
要である。

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
8
年
度
中

194 223

作
木
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

消防・防
災関係業
務

709

　地域防災計画を策定し，危
機管理体制を充実させるとと
もに，広報や防災訓練などに
より市民の防災意識の高揚
を図ります。また，新市の河
川防災の中枢となる水防セ
ンターを整備し，一体性の速
やかな確立を図ります。
　消防については，各地域の
消防団の再編・統合と非常
時における自主防災体制を
確立するとともに，消防防災
施設の整備を進めます。ま
た，備北地区消防広域行政
組合による市全域の消防・救
急・救助体制の充実・強化を
図ります。
　平成１７年度末には三次市
（作木地区）洪水ハザード
マップを作成し，洪水時に対
応できるよう，江の川

　防災については，危機管
理体制が計画されている
が，全市的に訓練されたこ
とはない。大規模な災害が
発生した場合が心配であ
る。
　消防については，これま
で旧町村で実施してきた事
業を団員で自主的に行うこ
とになったが，行政に依存
する形態を大きく変えること
ができていない。消防団に
は，旧町村の職員が所属し
ている場合が多く，異動に
より各支所に不在となった
ことで人員減となり，さら
に，高齢化等の進行で団
員の減少が進み，初期の
対応が遅れる問題も出て
いる。

作
木
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
作
木
町
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
方

地震，水害，火災
などの災害から
守る

防災計画の策定
と，避難路や避難
場所を示した防災
マップの作成。危
機管理体制の充
実。消防防災施
設，水防センター
等の整備。常備
消防の全域出動
態勢の確立。

作木地区の災
害ハザードマッ
プを作成し，江
の川沿岸の各
戸に配布した。

3

必要な消
防・防災活
動は行わ
れ，目標は
達成されて
いる。

3

消防団の取
り組みにつ
いては，より
自主的な活
動に向けて
向上の余地
がある。防
災活動につ
いても，大
規模な訓練
などを行う
必要があ
る。 4

市民の安全
のために必
要なコストで
あり，削減
できる余地
は小さい。

4

消防団事務
局について
は，地域性
やこれまで
の経緯も考
えると，全て
を消防団で
自主的に行
うべきとは言
えない。

4

全国的にみ
ても，市民
の安全・安
心について
は関心の高
い事柄であ
り，消防・防
災もこれに
あてはま
る。

5

住民の求め
ている生活
の安全のひ
とつとして，
消防・防災
が挙げられ
る。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

消防団は，旧
三次市におい
ては，住民⇒
消防署⇒消防
団の流れで出
動するが，各支
所は，住民⇒
消防署⇒
各支所⇒消防
団，と流れが違
うこともあり，事
務局体制が支
所に求められ
る体制になる。
方面隊内外の
連携のために
は，事務局とし
ての機能が必
要である。

要
改
善

消防団の役割
も大きいが，す
べての市民が
安全に安心し
て暮らすため
に，今後は，自
主防災組織の
組織化の推進
など地域防災
力の強化が必
要である。

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

195 225

吉
舎
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

消防・防
災関係業
務

1,418

防災行政無線の管理・運営
広報活動等による防災意識
の高揚
危機管理体制の充実
消防団吉舎方面隊との連携
および協力，施設整備の充
実

防災行政無線については，
現在，町内のみの運用で
あり，設置後１８年が経過
し，全体の機器更新の時期
に来ている。平成２０年の
CATV開局まで，現状を維
持するために応急工事を
続けていますが，CATVへ
の切り替えと音声告知放送
への加入の問題。
自主防災組織の確立。

吉
舎
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
吉
舎
町
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
方

市民の安全な生
活を守るため，防
災体制の充実を
図る。また，市民
の防災意識を高
める，自主防災
組織の結成と活
動の活性化を図
る。

広報・訓練等によ
る防災意識の高
揚と自主防災組
織の確立
消防・防災設備の
充実
危機管理体制の
充実

自治組織等を
中心にした，組
織が未組織の
ため，住民自ら
の取り組みを推
進していく。

3

　防災無線
を使って，
災害情報・
警報発令等
の広報を
行ってい
る。そのた
め，災害発
生時には迅
速に対応で
きるよう，設
備の点検整
備や更新が
必要であ
る。
　あわせ
て，防災意
識の高揚を
図るため，
市民へあら
ゆる機会を
捉えての啓
発が必要で
ある。

3

　消防防災
の基盤整備
や危機管理
体制の確立
など，今後も
取り組みが
必要であ
る。
　また，自治
振興会など
を拠点とした
自主防災組
織の確立が
進めば，さら
に防災意識
の高揚が図
れるととも
に，有事の
際に被害を

小限に食
い止めるこ
とができる。

5

支所におけ
る事業費支
出がないた
め

3

　市・警察・
消防署・消
防団の連携
は不可欠で
ある。
　しかし，市
が実施する
事業以外
に，自主防
災組織の確
立とその自
主活動には
大きく期待
する。

4

安心安全
で，災害の
ないまちづ
くりを求めら
れている。

4

災害の経験
からも， 近
の世界・国
内の状況か
らも，消防防
災に対する
意識は高
い。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

 防災行政無線
（個別受信機）
の各戸貸与な
ど，災害時に備
えての整備は
行なっている
が，旧自治体
のエリアに留
まっているのが
現状である。統
一したシステム
の整備など改
善の余地はあ
る。また，シス
テム整備後も
施設を活かし
て，いかに被害
を 小限に食
い止めるかの
マニュアル作り
や訓練等も欠
かすことはでき
ない。

要
改
善

消防団の役割
も大きいが，す
べての市民が
安全に安心し
て暮らすため
に，今後は，自
主防災組織の
組織化の推進
など地域防災
力の強化が必
要である。

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

196 227

三
和
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
5
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事
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・　防災計画策定
・　危機管理体制の充実
・　消防団組織体制等の充実
と消防防災施設等の整備
・　広報活動等による防災意
識の高揚
・　地域の自主防災組織の充
実

消防防災設備・施設《防火
水槽・詰所（格納庫）・積載
車等》の老朽化等による更
新・修繕を要する箇所が多
数あり、引続き計画に沿っ
た対策を講じる必要があ
る。

三
和
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
三
和
町
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
方

市民の安全な生
活を守るため、防
災体制の充実、
また防災意識の
高揚と自主防災
体制の充実を図
る。

・　地域防災計画
の策定、危機管
理体制の充実
・　広報や訓練な
どによる防災意
識の高揚
・　消防団組織体
制等の充実と自
主防災体制の確
立、消防防災施
設
の整備

平成１７年度２
次総合評価＝
現状維持
今後の方向性
＝消防･防災担
当部署と連携し,
適確に実施して
いく。
平成１８年度そ
の対応＝消防･
防災担当部署
と連携し,啓発活
動・危機管理体
制を継続する。

3

火災･災害
発生時の情
報収集及び
対応は迅速
かつ正確に
行う必要が
ある。日頃
から防災意
識の高揚を
図りながら，
施設の点検
等を併せて
行い対策を
講じる必要
がある。

3

あらゆる機
会を利用し
ての，意識
啓発及び気
運を盛り上
げるための
取り組みが
必要。

5

支所におい
ては，事業
費支出はな
い。

4

市，警察，
消防署，消
防団との連
携が必要で
ある。

4

社会的に
も，火災の
ない町，災
害ゼロの町
を望んでい
る。

4

市民の消防･
防災への気
運はかなり
高い。

23 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

消防防災設備・
施設の老朽化
等による修繕
等、早急に対
策を講じる必要
あり。

要
改
善

消防団の役割
も大きいが，す
べての市民が
安全に安心し
て暮らすため
に，今後は，自
主防災組織の
組織化の推進
など地域防災
力の強化が必
要である。

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

99／100



平成１８年度「The行政チェック」事務事業評価一覧(施策順) 市民会議評価対象事務事業
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単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

所
管

大
項
目 有効性

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ

ﾄ
N
o 分

野

中
項
目

必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析
正
確
性
等

事業概要 今後の課題 前年度の対応

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

手段目的
事務事
業の対
象者等

連番

２次総合評価

訓練等
回数

回 7 8 30
訓練等参
加延べ人
数

人 560 680 1,800

方面隊
幹部会
議開催
件数

回 10 12 15

市民バス
等利用
者数

人 110,342 100,242 100,000

市民バス
等利用者
数

人 110,342 100,242 100,000

予算書 1 1 1
市民の予
算提案

件 - 17 20

職員プレ
ゼンテー
ション予
算

件 14 4 5

　延べ行
動人員

人 9,938 10,468 8,544
　収納件
数

件 2,255 5,974 4,876

　延べ行
動件数

件 6,921 5,979 4,880
　収納金
額

千円 76,220 97,085 79,241

197 229

甲
奴
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

消防・防
災関係業
務

709

危機管理体制の充実させる
とともに本庁担当室・三次市
消防団及び消防団事務局と
連携し，広報活動・防災訓練
などにより市民の防災意識
の高揚をはかる。

消防防災設備・施設及び防
災無線設備の老朽化等に
よる更新・修繕を要する箇
所が多数あり、引続き計画
に沿った対策を講じる必要
がある。

甲
奴
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
甲
奴
町
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
方

防災に強いまち
づくりに向け，防
災啓発事業を通
じ市民の防災意
識を高める。

防災無線放送を
通じて防災啓発
活動
消防団甲奴方面
隊との連携，協力
危機管理体制の
充実
消防防災施設の
整備

消防・防災担当
部署との連携を
強化し，業務を
的確に実施す
る。

3

火災･災害
発生時の情
報収集及び
対応は迅速
かつ的確に
行うため，
日頃から防
災意識の高
揚を図りな
がら，施設
の点検・整
備・更新等
を行う必要
がある。

3

あらゆる機
会を利用し
て，防災意
識の気運を
高める取り
組みが必要
である。

4

方面隊へ事
務局を移管
すれば，改
善の余地が
ある。

4

市，警察，
消防署，消
防団との連
携が必要で
あり，市が
関与すべき
である。

4

社会的にも
火災・水害
等災害のな
い，また災
害に強いま
ちづくりが
必要であ
る。

4

市民の消防･
防災への意
識は高い。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

災害はいつ起
こるかわからな
い。日頃の防
災対策がいざ
というときの役
に立ち，被害を

小限に抑え
ることができ
る。このため，
本庁担当G，警
察，消防署，消
防団等と連携し
啓発活動を継
続し，さらに充
実していく必要
がある。

要
改
善

消防団の役割
も大きいが，す
べての市民が
安全に安心し
て暮らすため
に，今後は，自
主防災組織の
組織化の推進
など地域防災
力の強化が必
要である。

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

212 244

自
治
振
興
室

第
5
 

環
境

３
地
域
交
通

(

1

)

利
便
性
の
高
い
生
活
交
通
体
系
の
確
立

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

生活交通
確保対策
事業

195,604

①市民バス　地域内におけ
る日常生活交通手段として
運行。
②デマンド型交通システムの
試験運行　三良坂町域にお
いて，利便性と効率性の向
上をめざして試験運行を実
施。
③路線バス　三次市の幹線
交通手段として確保するため
補助金を交付。
④ＪＲ線　芸備線・福塩線・三
江線の各協議会に関する事
務。要望事項のとりまとめ。

①市民バス　路線毎の運
行経路・ダイヤ及び運行形
態に関する具体的な実施
計画の策定。②デマンド型
交通システム　試験運行を
基にしたデマンド型交通シ
ステムの有効性の検証に
基づく実施計画の策定。③
路線バス　市内外への幹
線交通としての役割を明確
にした，路線毎の配置及び
ダイヤ等の具体的な見直
し。④観光客などの市内の
移動手段の確保に向けた
実施計画の策定。⑤環境
に配慮した公共交通システ
ムの調査・研究。⑥ＪＲ線
三次・広島間の高速化に向
けての調査・研究。

市
民

観
光
客

・住民の通院・通
学・買物など日常
的な地域内及び
市内外の移動手
段としての公共交
通を，利便性の向
上を図りつつ効率
的に運行するこ
と。
・観光客などの市
内の移動手段の
確保。

公共交通機関の
確保

・市民バスにつ
いては，誰もが
利用できる条件
を整備したとと
もに，一定の受
益者負担を導
入した。
・デマンド型交
通システムの試
験運行を実施し
たことにより，
利便性と効率
性の向上へ向
けた調査・研究
のデータを得
た。

4

地域生活交
通手段を確
保する上
で，路線バ
ス・市民バ
スは総じて
利用率が低
い点を除け
ば，目的を
達成するた
めに大きな
役割を果た
している。 3

路線バス・
市民バスと
も利用者の
利用実態に
応じた路線
や運行形態
の変更など
より効果的
な運行の向
上をはかる
ことができる
余地があ
る。 3

費用対効果
の点で，路
線のさらな
る見直し等
によってコ
スト削減の
余地があ
る。

2

財政支援等
の面で市が
関与するこ
とは不可欠
であるが，よ
り効果的な
運行形態等
運行に関し
ては，民間
主導でより
柔軟に利便
性と効率性
を高い次元
でバランスさ
せるべきで
ある。

4

環境やエネ
ルギーの有
効利用も含
めて，より
多くの市民
が公共交通
を利用する
ような仕組
みをつくっ
ていくという
意味で社会
的ニーズは
高い。 4

現状では，
実際に公共
交通機関を
使わざるを
得ない市民
のニーズは
極めて高い
が，自家用
車利用の市
民のニーズ
は低い。そ
のギャップは
大きなもの
があるが，
将来的な社
会的ニーズ
を含めた意
味において
は，その必
要性は増大
してくる。

20 C

現
状
維
持

要
改
善

要
改
善

路線バス・市民
バスとも利便性
の向上，費用
対効果などの
面から，路線の
存続やダイヤ
また運行形態
などさらなる見
直しが必要で
ある。

要
改
善

安全・便利で
環境にやさし
い交通体系を
確立し，市内
外の移動時間
を短縮するよ
う，運行形態な
どの見直しを
行う。

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

348 388
財
政
室

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

予算編成 12,060

予算編成方針を示し，各部
署において予算要求を行
い，財政部局により調整後，
市長査定を受け，予算案を
作成のうえ，議会に付す。

枠配分方式の問題点（配
分総額，各部署配分額の
適正化）の解消

全
市
民

限られた財源を
有効に活用し，住
民の福利向上を
目指す。

・予算編成方針，
編成要領を作成
し，各部署に示
す。
・要求一般財源枠
を各部署に示す。
・各部からのヒヤ
リングを受け，調
整後，市長協議，
予算書(案)を作
成・印刷し，議会
へ付す。

・市民予算提案
制度の導入
・枠配分方式の
全経費導入

5

地方自治体
にとって予
算編成は，
必須の事務
である。

3

予算編成手
法として，市
民予算提案
制度，枠配
分方式，職
員予算プレ
ゼンテーショ
ン，インセン
ティブ予算な
どを導入し
ているが，こ
この手法の
確立までに
至っていな
いため，改
善の余地が
ある。

5

コストの大
部分は，人
件費であ
り，予算の
精度を保つ
ためには，
ほぼ必要
低限の事務
量である。

5

市の内部事
務であり，市
以外での実
施は不可能
である。

5

すべての行
政事務に不
可欠なもの
であるた
め，社会的
ニーズは極
めて高い。

5

市民サービ
スへ直結す
るものであ
り，市民ニー
ズ，関心とも
の高い。

28 A
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

予算編成手法
は，不断の改
善が必要であ
る。また，さら
に「わかりやす
い公表」のため
の工夫も必要
である。

要
改
善

市民予算提案
制度，枠配分
方式，職員予
算プレゼン
テーション，イ
ンセンティブ予
算などの新た
な予算手法を
早期に確立す
るとともに，枠
配分方式につ
いてもより効果
的で効率的な
手法とするよう
改善を行う。

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
予
算

357 397
収
納
室

第
6
 

都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

三次市債
権確保対
策事業

119,821

　 平成１６年４月合併後，新
市まちづくり計画の中では，
「債権確保」について，行財
政改革による自治体組織の
健全化の区分でとらえ，自主
財源の確保と公平・公正の
原則を堅持し，市民の信頼を
得られる行政運営の推進を
目的に，あらゆる手段・アイ
デアを集約するとともに，悪
質・大口滞納者には法的措
置を講じ，収納率・徴収率の
向上，滞納額の減少を図るこ
ととし，債権原室はもとより全
庁体制で集中実施期間を設
定し具体的な取組みを行って
いる。

①債権確保行動による債
権の分析が進み，残された
債権の大部分が，複雑な
事情を抱える事案や高額
滞納であり，今後の折衝に
は，より  洗練された対応
方針が不可欠であり，その
ための職員研修が重要で
ある。
②債権の分析後の法的措
置は，迅速・的確に執行す
るため，各債権担当室との
連携が重要である。
③コンビニ・クレジット収納
など，納税者・納付者の利
便性向上の取り組み。

市
税
・
国
保
税
，
負
担
金
・
料
・
貸
付
金
等
の
滞
納
者

①公平性の確保
②市財源の確保
③自主納付制度
の確立

①　全職員（２人
１組）による全滞
納債権確保のた
めの臨戸訪問及
び
　徴収行動。
②　対象者が市
外在住の場合
は，文書送付や
電話による催告
行動。

平成16年度ま
での取り組みを
総括し，
①債権担当室
を中心とした取
り組みを強化し
た。
②滞納者に対
するペナルティ
の実施を厳しく
取り組んだ。

4

市債権の公
平・公正の
原則を堅持
するため，
債権確保行
動により市
民への啓発
と滞納債権
の減少を図
る。

3

全職員によ
る債権確保
行動により，
滞納債権を
分析・分類
し，各債権
担当室にお
ける現年徴
収対策の強
化を図り，徹
底した分納
管理と法的
措置により
滞納債権の
減少を図る
ことが事業
の目的のよ
り一層の遂
行につなが
る。

5

職員の債権
確保行動に
ついては，
勤務時間の
変更で対応
している。

5

地方税法ほ
かの法令に
より義務付
けられてい
る。

5

公正・公平
の観点から
社会的ニー
ズは高い。

5

公正・公平な
納付のため
市民ニーズ
は高い。

27 A

現
状
維
持

要
改
善

要
改
善

①全職員によ
る債権確保一
斉行動は，三
次市の債権に
対する姿勢を
内外に示す啓
発効果は大き
く，また対象住
民の現状を具
体的に把握す
るためにも，引
き続き実施する
意味は大きい。
しかしながら事
務局の負担が
大きく，今後は
債権原室の属
する部局によ
る独自性を持っ
た行動展開
や，研修会等
の開催による
職員資質の向
上と行動の質
の向上に改善
の余地がある。

要
改
善

これまでの取り
組みを検証し，
より効果のあ
がる対策を実
施する。特に
管理職だけの
特別行動など
も検討してい
く。また，悪質
滞納者には法
的措置を実施
する。

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初

100／100



平成１８年度「The行政チェック」事務事業評価一覧(施策順) 市民会議評価対象事務事業
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単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

延長保
育実施
保育所
数

所 2 2 3

延長保育
1日平均
利用者数
（十日市
保育所）

人 2 4 6

延長保育
1日平均
利用者数
（東光保
育所）

人 2 3 6

延長保育
1日平均
利用者数
（愛光保
育所）

人 － － 6

市費負
担教員
数

名 20 22 25

学力到達
度検査結
果での平
均正答率

％ 72 74 77

認定調
査件数

件 5,617 5,710 5,900

認定調査
資料が認
定審査会
の判定資
料となっ
た割合

% 1 1 1

まちづく
り連合会
主催事
業支援

式 1 1 1

まちづく
り連合会
主催事業
支援

式 1 1 1

事
業
拡
大

計画的に推進
する中で効果
を検証し，実績
が上がる手法
を確立する必
要がある。

事
業
拡
大

事
業
拡
大

事
業
拡
大

　小・中学校と
もに少人数学
習は着実に成
果をあげてきて
いる。
　本年度までの
取組みを総括
して， 終的に
は平成２０年度
に大規模校を
中心に小学校
の２０人学級を
編制していくこ
ととしており，
事業拡大を計
画している。

5

　少人数学
級・少人数
指導に関わ
る紙上調査
結果から伺
えるように，
義務教育就
学児童･生徒
をもつ保護
者からの
ニーズは極
めて高い。

27 A5

　義務教育
に係る内容
であり，さら
に三次市と
しての独自
性を発揮す
べき内容で
ある。

5

　文部科学
省による全
国的な学力
調査が来年
度から実施
される予定
となってい
るように，
児童･生徒
に確かな学
力を身につ
けさせるこ
とについて
の社会的
ニーズは極
めて高い。

4

　市費任用
教員の待遇
改善，研修
システムの
整備により，
優秀な人材
確保と人材
育成が可能
となり，成果
の一層の向
上が期待で
きる。

4

市独自で優
秀な人材を
確保していく
ことが必要
であり，コス
ト削減の余
地は小さ
い。

　現行制度では
学級定員が40名
のところを，段階
的に少人数学級
編制を行い， 終
的には「20人学級
編制」としていく。

・優秀な人材を
確保するため，
大学や関係団
体等への制度
のPRと教員に
係る情報収集を
行い，優秀な人
材の確保に努
めた。また，給
与･手当等の勤
務条件につい
て改善を図っ
た。 4

　成果指標
において
は，向上が
認められる
ほか，児童
生徒・保護
者・教員を
対象とした
アンケート
で，学習意
欲の向上や
人間関係の
深化等につ
いて成果が
認められ
る。

　
三
次
市
地
域
の
児
童
･
生
徒

　次世代を担う”
明るく元気なみよ
しの子”を育てる
ことを掲げ，三次
市独自の「のびの
び学級三次プラ
ン」を推進し，学
力向上日本一を
実現する。

66,037

　 「明るく元気なみよしの子
ども」を育成することを目途と
して，少人数学級の特性を生
かした指導を行い，児童･生
徒の学力向上を図るため
に，市費負担教員を任用し
て，段階的に「20人学級編
制」を行っていく。
　平成16年度はステップ１と
して，市費負担教員を20名を
任用し，小学校においては
「30人学級（34人以下）」，中
学校においては英語・数学で
の「習熟度別少人数指導」を
実施した。
　平成17年度は市費負担教
員22名を任用。さらに平成18
年度はステップ2として，市費
負担教員25名を任用し，小
学校においては「25人学

・少人数学級編制を効果的
に活用した指導方法等の
工夫改善。
・優秀な人材確保のための
情報収集の徹底及び勤務
条件の整備。
・資質の向上のための研修
制度の確立。

任
意
的
事
務

間
接
業
務

(

内
部
管
理

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

のびのび
学級三次
プラン推
進事業

第
1
 
こ
ど
も

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

事
業
拡
大

利用者のニー
ズを把握し，子
育て中の保護
者が利用しや
すい制度とす
る。

事
業
拡
大

現
状
維
持

要
改
善

延長保育を必
要とする人は
いるが，利用者
は少ない。利
用人数の面だ
けでは判断で
きないが，市民
全体の利益に
つながる事業
かどうかを見直
していく必要は
ある。

3

共働き等に
より延長保
育を求める
保護者が増
えているた
め市民ニー
ズはあると
思われる。

18 C2

十日市・東
光・愛光保
育所におい
ては，民間
委託を検討
している。

3

共働き等に
より延長保
育を求める
保護者が増
えているた
め社会的
ニーズはあ
ると思われ
る。

3

保育時間拡
大となるの
で延長保育
の実施で働
きやすくな
る。

4

コストは職
員人件費が
大半であ
る。

午後6時30分まで
に迎えに来られ
ないとき，前日ま
たは当日の午後4
時までに連絡を
受け保育する。簡
単なおやつを食
する。あらかじめ
延長保育希望の
申請をしていいた
だく。

15年度は東光
保育所のみ実
施，16年度から
十日市保育所，
18年度からは
愛光保育所で
開始した。

3

平成18年度
から延長保
育を実施す
る保育所
が，23箇所
の公立保育
所のうち3箇
所になった
ため。利用
者には喜ば
れているが
利用者は少
ない。

延
長
保
育
希
望
者

延長保育希望者
全員に保育する
ことで，保育者の
就労の時間的な
余裕や勤務条件
の緩和等に対応
する。

11,926

保護者の就労形態の多様
化，勤務時間の増加等に対
応するため11時間の後1時
間の延長保育を行う。
東光保育所，十日市保育所
で実施していたが，平成18年
度から愛光保育所でも実施
している。また，私立では子
供の城保育園，子供の館保
育園，みゆき保育園で実施し
ている。今後については，延
長保育のニーズの高い保育
所が発生した時点で検討を
行う。

15年8月より東光，16年度
より十日市，18年度より愛
光保育所と保育をしてきた
が，今後は3歳未満児保育
施設を重点的にニーズに
応じて取り組む。しかし，補
助金の対象外となる1日平
均6名以下であるため，財
政的に厳しいことが予測さ
れる。

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

延長保育
推進事業

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

学
校
教
育
室

所
管

3

31

の
び
の
び
こ
ど
も
室

大
項
目 有効性

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ

ﾄ
N
o 分

野

中
項
目

必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析
正
確
性
等

事業概要 今後の課題 前年度の対応

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

手段目的
事務事
業の対
象者等

30

17

連番

２次総合評価

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
9
年
度
当
初

計
画
的
に
拡
大

1
9
年
度
当
初

59 78

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

第
2
 

保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

介護認定
調査業務

32,548

要介護（要支援）認定申請者
に対し，介護認定審査会に
おいて要支援・要介護度を決
定する資料とするため，認定
調査員が申請者と面談し，国
が設定している８２項目の調
査を行っている。

平成１７年度の認定調査の
状況は，約４１％を市が行
い，約５９％が事業者への
委託となっている。市の調
査件数を増やせば，委託
料が減額となり市の経費は
増額となるが，全体事業費
は削減される。現在，市が
月平均約１９０件の認定調
査を嘱託調査員を含め５．
４人では，月平均２００件が
限度であると思われる。平
成１８年度は嘱託調査員が
１名増員となったが，これ
から，団塊の世代が高齢者
となれば急激な高齢者の
増加となることが予測され
ることから，嘱託調査員の
増員を計画的に行う必要
がある。(委託料は，在宅：
３，１５０円／件，施設：２，
１０

要
介
護

（
要
支
援

）
認
定
申
請
を
さ
れ
た
被
保
険
者
全
員

申請者の要支援・
要介護度を決定
する資料とするた
め，認定調査員
が申請者の心身
の状態を把握す
る。

国が設定している
８２項目の調査を
行っている。

前年度の評価
結果において
介護保険制度
の見直しを踏ま
えて検討するこ
ととされている。
今年度は，介護
保険制度にお
いて新規・変更
申請について
は自治体が行う
こととなってい
るので引き続き
行っているが，
制度改正に伴
い更新申請のう
ち要支援・要介
護１の者の一部
については今
年度から市が
行っている。

5

認定調査に
より，適切
な要介護度
を決定し，
適正な介護
サービスに
つなげてい
る。

4

自治体が認
定調査を行
うことは，公
正・中立な
立場を堅持
でき，有効
かつ効果的
なサービス
計画が策定
できる。

3

直営（嘱託
調査員）の
調査比率を
高めると委
託料が削減
され，全体
事業を削減
できると思
われる。
認定を受け
てもサービ
スの利用の
ない方が多
くいる。申請
は被保険者
であれば誰
でもできる
が，サービ
ス利用がな
い申請は，
見直す余地
がある。

4

市が実施し
たほうが，公
平・公正の
観点から判
断すればよ
り良いと思
われる。（平
成１８年度
から市の関
与を高める
制度改正が
行われた。）

5

今後とも介
護保険サー
ビスを利用
する高齢者
等は増加す
ることが予
測できる。
これに伴い
要介護（要
支援）認定
申請をする
高齢者等も
増加すると
予測され
る。

5

要介護（要
支援）認定
申請をする
市民も増加
すると予測さ
れる。

26 B
未
実
施

要
改
善

事
業
拡
大

引き続き，要介
護（要支援）認
定申請をする
市民が増加す
ると予測され
る。
また，認定審査
会資料の公正・
中立の立場を
保つためには
市が実施する
ことが必要と考
えられるとも
に，委託すると
1件当たりの委
託料は在宅：
３，１５０円，施
設：２，１００円
を必要となり，
市が実施すれ
ば安価になると
考えられる。

要
改
善

対象者の増加
に対応して委
託か調査員の
増員か，トータ
ルコストで比較
し安価の方を
選択する。

8
 

事
務
事
業
の
効
率
化

1
9
年
度
当
初

85 108

布
野
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

まちづくり
サポート
センター
運営業務

709

 市町村合併と前後して各町
に住民自治振興組織が設立
されたが，この自治振興組織
への支援を進め活発化する
ことにより，市民との共同の
まちづくりを進める一つとす
る。

指定管理者制度の導入に
より，管理施設が加わった
ことに伴い，前年より布野
町まちづくり連合会の業務
が増えている。当面は，こ
れまで以上の活動支援が
必要となると思われる。

自
治
振
興
組
織
及
び
市
民

自治振興組織を
中心とした市民に
よる自治活動が
活発化する。

・まちづくりに関
係する各種情報
提供（講師や視察
などの研修情報）
・地域リーダー育
成研修会の開催
・布野町まちづく
り連合会主催事
業への事務支援
・ふのまちづくりビ
ジョン実行のサ
ポート

地域住民が主
体的に事業に
取り組むために
は，各地域での
リーダーが必要
であり，その育
成に支援を行
う。
まちづくりビジョ
ンの実行に当
たり，支所から
の支援を行う。

3

行政と市民
による協働
のまちづくり
への過渡期
であり，急
激な変化に
よる混乱を
避けるため
の穏やかな
改革には必
要である。

3

自治振興組
織の取り組
みの程度に
差が大きく，
活動があま
り行われな
い組織への
支援が不十
分である。

3

職員の労務
提供はある
が，それ以
外の予算執
行は伴わな
い。

4

協働のまち
づくりの観点
から，市が
関与すべき
ことである。

3

将来的に
は，市民の
自治に対す
る意識の高
まりにより，
行政の関与
は縮小され
る。

4

当面は，市
民の自治活
動について
行政への支
援が強く求
められる。

20 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

自治活動の担
い手は市民で
あり，市民に活
動しやすい環
境を整備するこ
とが行政の役
割である。適切
な情報提供を
行うとともに，
地域リーダー
の育成にこれ
まで以上の力
を注ぐ必要が
ある。
また，指定管理
では少人数で
の対応のた
め，支援が必
要である。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

1／5
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単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

所
管

大
項
目 有効性

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ

ﾄ
N
o 分

野

中
項
目

必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析
正
確
性
等

事業概要 今後の課題 前年度の対応

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

手段目的
事務事
業の対
象者等

連番

２次総合評価

住民自
治組織と
の会議

回 36 36 36
住民自治
組織との
会議

回 36 36 36

生涯学
習回数

回 41 46 34
生涯学習
参加人数

人 800 900 750

組織運
営支援
月数

月 12 12 12

情報提供
による各
種補助金
助成金事
業申請件
数

件 3 5 3

自治連
各種会
議支援
回数

回 3 12 15

事業の
内，各種
団体と共
催で行な
う割合

％ 15 10

自治連
絡協議
会との協
議回数

回 170 156 120

自治連絡
協議会と
の協議回
数

回 170 156 120

86 110

作
木
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

まちづくり
サポート
センター
運営業務

14,180

・まちづくりセンターと支所と
の連携
・住民自治組織との連携
・情報ステーション機能
・交流サロン機能
・相談研修機能
・コーディネート機能
・生涯学習振興機能

住民自治組織の自立の支
援。

住
民
自
治
組
織
及
び
市
民

住民自治組織の
自立を支援し、市
民と行政の協働
のまちづくりを実
現する。

住民自治組織と
連携をとり活動の
支援をおこなう。

昨年に引き続き
住民自治組織
と連携をとり活
動の支援をおこ
なう。

5

行政からの
支援がある
ことにより、
住民自治組
織と住民と
の信頼関係
が高まり、
住民自治活
動の向上に
つながる。

3

行政と住民
自治組織と
の連携を強
化すれば、
成果の向上
がさらに期
待できる。

3

住民自治組
織が自らの
地域の諸課
題の解決に
向け取り組
めるよう支
援している
が、協働の
まちづくりの
観点から一
定のサポー
ト活動は今
後も必要。

5

協働のまち
づくりの原則
に基づいて
いる。

5

協働のまち
づくりの原
則に基づい
ている。

5

協働のまち
づくりの原則
に基づいて
いる。

26 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

住民自治組織
への支援を継
続し、自立を促
進することが必
要。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

87 111

作
木
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

まちづくり
サポート
センター
運営業務

7,090

「人が輝き　自然がきらめき
活き活きとふれあうまち　き
さ」をめざし，自治組織による
市民と協働のまちづくりを展
開していくための機能として
位置づけ。

　これからの「市民協働型」
のまちづくりを推進していく
うえで，今後も住民自治組
織の活動支援や地域リー
ダーの育成に向けた研修
など，まちづくりの情報交
換やアドバイス活動が求め
られますが，行政主導でな
い，住民自治組織等の自
主性の向上に努めるととも
に，連携を強めていく必要
がある。

住
民
自
治
組
織
及
び
市
民

住民自治組織の
活動支援や地域
リーダーの育成
に向けた研修な
ど，まちづくりの
情報交換やアド
バイス活動ができ
るようにする。

中央サポートセン
ターと連携をとり
ながら，吉舎まち
におけるまちづく
り活動支援を行
う。
・情報ステーショ
ン機能　　・交流
サロン機能　・相
談研修機能
・コーディネート機
能　　・生涯学習
機能

　住民自治組織
と連携し，自治
連合会中心に
委員の推薦に
より，１８名で組
織された策定委
員会でまちづく
りビジョンを策
定，これから，
組織・行政相互
に連携し，ビ
ジョンの具体化
に向け協働して
取り組む。 3

合併3年目，
住民の行政
依存でな
い，住民自
治組織を結
成し，自主
性の向上に
努め，まち
づくりの基
本理念の活
動が形づく
られてきて
いる。

3

生涯学習活
動等へのサ
ポートは成
果を挙げて
いる。
情報ステー
ション機能
や，コーディ
ネート等はさ
らに充実を
図らなけれ
ばならない。

3

住民自治組
織が，自ら
の地域の諸
課題の解決
に向け取り
組まれれ
ば，職員の
サポート自
体は少なく
なるが，市
民と協働の
まちづくりの
観点から言
えば一定の
サポート活
動は今後も
必要となる。

3

市の関与に
ついては，
あくまでもサ
ポート業務
ではある
が，市民と
協働のまち
づくりの観点
から言えば
サポート活
動は今後も
必要。

4

住み良いま
ちづくりを実
現するに
は，住民と
行政が協働
のもとに，
自主自立の
まちづくり展
開していくこ
とが求めら
れており，
社会的ニー
ズが高い。

4

吉舎町まち
づくりビジョ
ンが策定さ
れ，これから
地域資源を
活かして，地
域が共有す
る夢実現に
向け，具体
的な事業の
取り組みが
計画されま
すが，市民と
協働のまち
づくりの観点
から，市民の
期待は大き
い。

20 C
未
実
施

要
改
善

要
改
善

今後も，住民自
治組織による
市民と行政の
協働のまちづく
りは，推進して
いかなければ
ならない，サ
ポートセンター
も真にその機
能を発揮し，住
民の活動をサ
ポートしていく
ことで，継続し
た協働のまち
づくりが展開で
きる。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

88 113

三
良
坂
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

まちづくり
サポート
センター
運営業務

3,545

三良坂町自治振興区連絡協
議会を中心に，特色あるまち
づくりに向けた取り組みを行
なう。17年度においては「ま
ちづくりビジョン策定委員会」
を組織し，三良坂の今後10
年のまちづくりの指標となる
「まちづくりビジョン三良坂」を
策定した。18年度では，30名
程度の委員で組織する「三
良坂まちづくり会議」を発足さ
せ，まちづくりビジョンに基づ
く具体的な行動計画の策定
に取り組む。支所（まちづくり
サポートセンター）では，これ
らの活動に対する運営補助
や情報提供・助言等の支援
を行ない，行政と市民の協働
のまちづくりに向けた取り組
みを行

17年度において「まちづくり
ビジョン」が作成され，少し
ずつ特色あるまちづくりへ
の取り組みが進んでいる。
しかし各単位振興区をみる
と，自治のまちづくりに向け
た考え方の転換や，輪番
制の役員選出等により継
続的・一体的な活動が行な
われているとはいい難い。
18年度において計画され
ている「まちづくりビジョン」
の具体的行動計画の策定
を支援し，特色あるまちづく
りに向けた住民の自発的
な活動への機運醸成や後
方支援を行なうことが今後
の課題となる。

○
主
に
三
次
市
三
良
坂
町
の
市
民

○
三
良
坂
町
自
治
振
興
区
連
絡
協
議
会
の
行
な
う
ま
ち
づ
く

り
活
動

市民ひとり一人
が，まちづくりに
ついて自ら考え
行動する「自治」
のまちづくりをめ
ざす。また三良坂
ならではの特色
あるまちづくりに
向けた取り組みを
行なう。

三良坂町自治振
興区連絡協議会
を中心とした，特
色あるまちづくり
の多方面からの
支援。18年度に
おいては，17年
度に策定した「ま
ちづくりビジョン三
良坂」に基づく具
体的行動計画策
定のため組織さ
れた「三良坂まち
づくり会議」の支
援。

 18年度に組織
した「三良坂ま
ちづくり会議」で
は，3つの分科
会が設けられて
いる。それぞれ
の分科会に支
所の3つのグ
ループのマネー
ジャーと職員が
担当としてサ
ポートする。地
域振興グルー
プだけではなく
全体でサポート
していく体制と
なっている。

4

特色あるま
ちづくりに向
け，17年度
では「まちづ
くりビジョン」
が策定さ
れ，さらには
18年度にお
いてその具
体的行動計
画策定のた
めの「まち
づくり会議」
が組織され
た。それら
に対するサ
ポート機能
は果たして
いると考え
る。

3

特色あるま
ちづくりにむ
けた取り組
みを，市民
ひとり一人
に広げるた
めにも，サ
ポート機能
を連合会の
みならず，
各単位振興
区にも積極
的に行なう
ことで，成果
は向上する
と考える。

3

支所全体で
特色あるま
ちづくりに取
り組んでいく
必要があ
る。

5

行政と市民
の協働のま
ちづくりをす
すめるため
には，市の
積極的な関
与が必要で
ある。

4

これからま
ちづくりをい
かにすすめ
るかを考え
ると，行政と
市民がお互
いに知恵を
出し合い協
働して行な
わなければ
ならない。
そのサポー
トへの必要
性は高いと
思われる。

4

協働のまち
づくりは始
まったばかり
で，その成
熟途上にあ
るなかでは，
市民のサ
ポートセン
ターに対す
るニーズは
高いと考え
る。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

特色あるまち
づくりに向け
て，まちづくり
サポートセン
ターとしての機
能を，グループ
の枠をこえて支
所全体（職員全
員）で取り組む
体制・意識が必
要。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

89 115

三
和
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

まちづくり
サポート
センター
運営業務

4,254

市民の自治活動、及び学習
活動への支援のために次の
機能を果たす。
　(1)情報ステーション機能
　(2)交流サロン機能
　(3)相談研修機能
　(4)コーディネイト機能
　(5)生涯学習振興機能

市民のニーズに対し，的確
な助言やサポートをするた
めに，中央機能を担う，三
次まちづくりサポートセン
ターの機能強化により，支
所職員のスキルアップのた
めの研修等の実施が必
要。また，まちづくりサポー
トセンターの存在・機能を
広く市民に周知するための
啓発も重要な課題。

三
和
町
の
市
民

三
和
町
内
自
治
組
織

自らが考え行動
する住民自治を
確立する

各種情報の提
供、助言
住民の意識改革
のための啓発

各自治組織に
おいて，まちづ
くりに向けて
の，自主的，主
体的な取り組み
ができつつあ
る。

2

職員のスキ
ル向上のた
めの研修も
なされず、
各自が自主
的に情報収
集等を行う
状態にあ
り、十分な
サポートに
なっていな
い。

2

協働へ向け
ての目的手
段としては
有効であり、
まだ成果の
向上余地は
あるが、協
働の意味を
はきちがえ
ると一歩的
な押し付け
になってしま
う恐れがあ
る。 2

住民自治が
成熟すれば
当然コスト
は削減され
る。

2

協働のまち
づくりを目標
に掲げてい
る以上、市
の関与は当
然のことで
ある。

3

新しい行政
と市民の関
係を創造す
る必要があ
り、サポート
センターとし
ての機能は
必要とされ
ている。

2

サポートセン
ターとしての
機能が住民
に認知され
ていない。
自治振興協
議会の活動
を活発に展
開し、それに
関わることに
より機能を周
知していけ
ばニーズも
出てくる。 13 D

未
実
施

要
改
善

要
改
善

市民との協働
は、関わり過ぎ
ても、また距離
をおき過ぎても
だめで、ちょう
どよい加減を
模索している。
サポートセン
ター機能は重
要と思われる
が、市民と行政
双方に足りな
い部分が多くあ
り、目的にそっ
た運営ができ
ていない。もう
しばらく実施す
る必要がある。

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

2／5
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単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

所
管

大
項
目 有効性

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ

ﾄ
N
o 分

野

中
項
目

必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析
正
確
性
等

事業概要 今後の課題 前年度の対応

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

手段目的
事務事
業の対
象者等

連番

２次総合評価

相談件
数

回 600 800 900 相談件数 回 600 800 900

振興協
議会連
絡会議

回 12 12 12

キャン
ペーンポ
スター掲
示

枚 － 6,100 3,000
GW主要
施設入館
（場）者数

人 - 54,955 106,790

新聞広
告

部 1,218,180
年間入込
客数

人 1,629,985 1,625,455 2,924,794

キャン
ペーン説
明会

人 190

おもてな
しの花
いっぱい
事業

回 1 2
市民ボラ
ンティア
参加人数

名 149

保冷庫
導入数

台 2
米飯給食
実施校数

校 22 26 30

学校，自
治組織，
市が連携
した小学
生の農業
体験取組
件数

件 1

市域全体が活
性化するため
には，各種部
会について，十
分な協議・調整
が必要であり，
官民一体となっ
て事業の展開
を図るべきであ
る。
観光に携わる
関係者だけで
なく，市民を巻
き込んで『おも
てなし』の心の
醸成に向けて，
取り組むべきで
ある。

事
業
拡
大

C
未
実
施

未
実
施

要
改
善

「癒し」や
「やすらぎ」
を求める観
光客は，今
後も増加傾
向にあると
考え，三次
の「観光」は
社会的ニー
ズが高い。

3

魅力ある地
域をつくるの
は，その地
域に住んで
いる“ひと”
であり，交流
人口の増加
は，その地
域を活性化
させる 大
の方法であ
る。
市民を巻き
込んで，市
全体の活性
化に向けて
取り組むべ
きである。

21

各種事業の
展開規模を
縮小するこ
とは可能で
あるが，各
種媒体を活
用する広報
ＰＲについ
ては，対象
者・規模・時
期など計画
を立て，実
行すべきで
ある。

2

関係者が連
携して，各
種事業の展
開を図ること
は可能であ
るが，市全
体のイメー
ジアップに繋
がるようなも
のは，全体
の中で調整
が必要であ
る。 4

観光客誘致
へ向けて，
各地に点在
する魅力を
有機的に結
びつける方
策を検討す
ることは，市
全体の魅力
を再発見す
るためにも
必要であ
る。 4

新たな施設
の開館ＰＲ
に伴い，近
隣施設の紹
介を行った
ため，県外
からの観光
客から問い
合わせが多
数あった。

4

観光客誘致拡大
市民挙げての『お
もてなし』の心（歓
迎ムード）の醸成

地域で開催され
る各種イベントや
情報など，三次の
魅力を全国に積
極的に発信する
べく，ＨＰや雑誌
などを活用し，広
報ＰＲを強化する
とともに，市内一
円を花で飾るな
ど，『おもてなし』
の機運の醸成を
図る。 4

観
光
客
全
般
と
市
民

大型観光
キャン
ペーン事
業(観光
商工室担
当分)

3,770

本市が保有する豊かな自
然，個性ある歴史・伝統・文
化資源，市民が持つ魅力や
エネルギーを全国に積極的
に発信することにより，「三
次」の知名度・認知度を高
め，観光客の誘致拡大を図
り，本市が賑わい溢れる活
気のある”まち”に，また，市
民挙げての『おもてなし』の
心で，何度も訪れてみたい魅
力ある”まち”にするため，官
民が協働となって，「三次市
観光キャンペーン実行委員
会」を設立し，各種事業の展
開を図る。

市民が一体となって，観光
客に対する歓迎ムードを醸
成するには，市全体で各種
事業を展開しないといけな
い。
その啓発に向けて，関係機
関と協議・調整し，理解度
を高めるよう，努めなけれ
ばならない。

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

第
4
 

産
業
・
経
済

１
観
　
光

(

1

)

観
光
資
源
の
魅
力
ア

ッ
プ

未
実
施

未
実
施

終
了

平成１７年度か
ら開始した観光
キャンペーンに
より，魅力ある
三次市の宣伝
にかなりの成
果があった。
今後は，三次
市観光キャン
ペーン実行委
員会を継続さ
せ，観光ビジョ
ンに基づき各
部で日常的に
取り組んでい
く。

4

観光客を呼
び込むため
には，全市
民がおもて
なしの心で
対応し，リ
ピーター，滞
在型の観光
客を増やす
ことが重要で
ある。

25 B3

観光とあわ
せ，農林
業，商工業
の施策を一
体的に行な
うことで，三
次の魅力を
アップし国内
外へアピー
ルするに
は，市の関
与が必要で
ある。 5

観光情報や
おいしいも
の，気持ち
のいいお店
などいろい
ろな情報を
みんな求め
ている。

5

地域産業に
活力を与
え，元気な
三次市を創
造して働く喜
びをもてるま
ちづくり，誇
りを持てるま
ちづくりに十
分成果があ
る。

4

トータルの
宣伝効果を
考慮し，そ
れぞれのイ
ベントや事
業を行なっ
ているた
め，削減余
地は少な
い。

観光ルートの設
定
観光情報の積極
的な発信
観光資源の魅力
アップ
市民をあげての
おもてなしの気運
の醸成

4

大型観光
キャンペー
ンによる三
次市の知名
度アップへ
の貢献度は
大きい。

三
次
市
内
外
及
び
海
外
の
人

三次市の知名度
アップと入込観光
客の増加

57,689

今春に開館した奥田元宋・小
由女美術館，はらみちを美術
館などの芸術文化施設を含
めた市内のあらゆる観光資
源と連携して，観光都市みよ
しをPRし，入込観光客の増
加を目指す。
三次市観光キャンペーン実
行委員会と連携し，イベント
の実施，観光情報発信，市
民のおもてなしの心の醸成を
推進する。

19年度以降は17･18年度で
行った事業を一定の成果と
してとらえ，観光ビジョンに
基づき，それぞれの部署で
主体的に取り組んでいく。

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

大型観光
キャン
ペーン事
業(秘書
広報担当
分)

第
4
 

産
業
・
経
済

１
観
　
光

(

1

)

観
光
資
源
の
魅
力
ア

ッ
プ

24 B
未
実
施

事
業
拡
大

5

飽食の時代
だからこ
そ，学校給
食において
「食育」を推
進する際の
役割はより
一層重要性
を増してい
る。

5

子どもたちに
安全・安心な
農産物を利
用した学校
給食を提供
し，地域への
理解を深め
させること
は，保護者
だけでなく地
域全体の願
いである。

4

米飯給食及
び地元産農
産物の食材
供給のため
の 低限の
初期投資で
あり，コスト
削減の余地
は少ない。

3

生産者（農
家)・消費者
(学校)双方
にニーズは
一致してい
るが，両者
の調整を図
りスムーズ
な運営を図
るため，市
（農林室・コ
ミュニティセ
ンター）への
期待は大き
い。

4

モデル的に
実施した田
幸小学校で
は，児童の
食や農業に
対する関心
は非常に高
く，特に給
食の残食率
にも改善が
見られるこ
とから，取
組を拡大す
ることによ
り，市全域
での効果が
期待でき
る。

3

自治組織の
取組への意
欲が不十分
であるた
め，普及啓
発の必要が
ある。
農産物の生
産の調整な
ど，安定的
な供給に解
決すべき課
題はまだ多
い。

三
次
市
市
民
，
特
に
小
学
校
の
児
童

給食への供給に
より，地元農産物
の消費拡大を図
る。
次代を担う子ども
たちに給食を通じ
て地元産の食材
に接する場をつく
り，「食」への感謝
の心を育て，農業
及び農産物への
理解を深める中
で，子どもや親が
適切な食生活を
実践できる環境を
整えていく。

小学校へ米飯給
食用の食器を導
入（H14～H17）
自治組織が食材
供給に取り組む
ための保冷庫導
入補助金の交付
小学生の農業体
験の実施

積極的に推進
する。
自治組織の食
材供給への取
組を推進したこ
とにより，取組
拡大の機運が
高まりつつあ
る。自治組織，
学校，市が連携
して，小学生の
農作業体験を
通じての農業へ
の理解を深める
取組を始めた。

米飯給食実施校の増校や
地元農産物の学校給食へ
の安定的な供給体制づく
り。
各地域の自治組織の取組
への拡大を図るための普
及啓発が課題。新

た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

地産地消
の推進

709

　三次市は，策定した「ふるさ
と農林業創造プラン」の柱の
一つに地産地消の推進を掲
げ，三次市の特産品の消費
拡大ＰＲとあわせて，学校・
保育所給食への安全・安心
で新鮮な旬の地元産農産物
を取り入れた「三次市ふるさ
とランチ」を推進している。
　「米」は三次市の代表的な
農産物である。従って，米飯
給食を中心にした「三次市ふ
るさとランチ」は，地元産農産
物の消費拡大とあわせて，
学校・保育所における食農
教育として，地域の食文化を
理解する上で重要な役割を
果たすものといえる。
　また，学校給食に米飯を取
り入れるため，平成１４年度
か

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

(

2

)

「
消
費
者
が
求
め
る
安
全
・
安
心
，
そ
し
て
お
い

し
い
も
の

」
へ
の
こ
だ
わ
り

第
4
 

産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

137 167

ふ
る
さ
と
農
林
室

観
光
商
工
室

144

141

秘
書
広
報
担
当

119

116

成
果
の
向
上

1
9
年
度
中

事
業
拡
大

平成１７年度・
１８年度の取組
による効果な
どを整理し，
「また来ていた
だける三次」づ
くりのため部署
間の連携を深
め更なる観光
資源の魅力
アップに向けた
情報発信に取
り組む。

平成１７・１８年
度における広
報活動とホス
ピタリティーの
育成により，着
実に観光客の
増につながっ
ており，新たな
発想で三次の
魅力を積極的
に発信してい
く。

成
果
の
向
上

1
8
年
度
中

90 117

甲
奴
支
所
　
地
域
振
興
グ
ル
ー

プ

第
3
 

文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

新
た
な
も
の
を
作
り
出
す
仕
事

まちづくり
サポート
センター
運営業務

14,180

「人々がふれあい輝く自治の
まちづくり」をめざし、より多く
の市民が地域のまちづくりに
積極的に参画し、市民と行政
の協働のまちづくりを推進し
ていくための機能として位置
づけている。支所でのサポー
ト機能としては、①情報ス
テーション機能（自治活動や
市民活動に関する各種情報
提供）②交流サロン機能（市
民活動の交流が図れる場の
提供）③相談研修機能（市民
活動を支援する制度、サービ
ス等についての相談、地域
リーダーの育成）④コーディ
ネイト機能（協働のまちづくり
を推進していくための各種団
体のネットワーク化や相互交
流につながる事業展

　サポート機能を充実して
いくためには、的確なアド
バイスができるよう、職員
に日々の研鑽と研修が求
められている。
　まちづくり情報は、イン
ターネット等で比較的容易
に収集できるが、他の情報
源からの情報収集も必要
である。

市
民

、
住
民
自
治
組
織

、
各
種
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等

市民一人ひとり
が、まちづくりに
ついて自ら考え
行動する「自治」
のまちづくりをめ
ざす。甲奴の特色
を活かしたまちづ
くりを協働して実
現していく。

　まちづくりに関
する様々な情報
提供や相談及び
事業の企画支援
等。
　自立した住民自
治組織の育成と
まちづくり人材養
成を目的とした研
修。

住民自治組織
活動の活発化
に向け，更に工
夫を凝らした取
り組みを進め
る。
①コミュニティビ
ジネスの推進及
び支援（カー
ターピーナッツ
の特産品化）
②自治組織法
人化への研修
会
③生涯学習講
座、イベント等
の企画支援

4

「サポートセ
ンター」に対
する市民の
浸透は薄い
が、地域振
興協議会、
イベント役
員からの相
談は多い。
地域づくり、
イベント等
における各
種団体との
コーディネイ
ト機能の役
割は重要で
あり、特色
あるまちづく
りを進めて
いくために、
サポートセ
ンターの貢
献度は大き
いと評価で
きる。

2

地域づくり、
まちづくり活
動の成果
は、緊急を
要する地域
課題の解決
も含め、地
域社会が持
続して成り
立っていくま
ちづくりを進
めなくては
ならない。そ
うした意味
で、まだまだ
成果の向上
余地はあ
る。

4

直接経費
は、ほとん
ど必要ない
が、相談に
応じられる
人的配置は
今後とも必
要である。

3

協働のまち
づくりを進め
ていくには、
行政と連携
が必要な分
野も多く、積
極的に行政
が関与すべ
きである。
まちづくりの
担い手であ
る、人材を
発掘し、育
成していくた
めに、市の
役割は大切
である。

4

特色あるま
ちづくり、協
働のまちづ
くりを推進し
ていく上で、
情報の交
換、提供を
おこなう機
能は欠かせ
ない。

3

日常的に
は、サポート
センターへ
の関心は低
いが、地域
役員、イベン
ト関係者の
ニーズは高
い。
パソコン教室
等専門性を
有する分野
での生涯学
習講座の企
画運営に対
する要望は
強い。

20 C
未
実
施

要
改
善

住民自治活動
の活性化に向
け，更に工夫
を凝らした取組
を進める。

1
0
 

内
容
の
改
善

要
改
善

事
業
拡
大

特色あるまち
づくりビジョン
の実現、市民と
の協働まちづく
りを推進する上
で、サポート機
能の充実を図
る必要がある。

1
9
年
度
当
初

事
業
拡
大

学校給食への
地元農産物供
給は，地域農
業の振興だけ
でなく，その教
育的作用から
も大きな成果
が見られ，市内
全校に普及し
ていくことが求
められている。
また，学校給食
への取り組み
だけでなく，幅
広い観点から
「地産地消」を
推進していく必
要がある。

事
業
拡
大

市内で消費で
きるシステムづ
くりを推進し，
生産者の顔が
見える「安全・
安心なの農産
物」を提供して
いくことが，農
家所得の向上
にもつながり，
後継者も育成
できる。

事
業
内
容
の
拡
大

1
9
年
度
当
初

3／5
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単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

所
管

大
項
目 有効性

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ

ﾄ
N
o 分

野

中
項
目

必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析
正
確
性
等

事業概要 今後の課題 前年度の対応

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

手段目的
事務事
業の対
象者等

連番

２次総合評価

訓練等
回数

回 10 8 6
訓練等参
加延べ人
数

人 315 335 320

方面隊
幹部会
議開催
件数

回 5 5 5

訓練等
回数

回 7 7 4
訓練等参
加延べ人
数

人 378 363 310

方面隊
幹部会
議開催
件数

回 7 6 6

訓練等
回数

回 3 3 3
訓練等参
加延べ人
数

人 411 329 420

方面隊
幹部会
議開催
件数

回 6 6 7

訓練等
回数

回 7 7 7
訓練等参
加延べ人
数

人 613 601 609

方面隊
幹部会
議開催
件数

回 8 5 5

193 220

君
田
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

消防・防
災関係業
務

2,127

三次市は消防団を設置し市
民の生命、身体及び財産を
守ることを任務とする。
防災については異常気象時
対応、災害未然防止、有事
の対応。

若年層のさらなる消防団加
入促進。地域高齢化が進
み、若手団員は地域に欠
かせない存在になってい
る。
各分団単位での若手団員
加入促進を勧める。出動手
当支給、事務連絡等は生
活安全グループと各支所
の連携強化をする。

君
田
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
君
田
町
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
方

市民の生命、身
体及び財産の保
護を目的とする。

消防団活動につ
いては（訓練・会
議等）に関する諸
事務、連絡調整。
防災に関しては
注意報、警報発
令時の体制配
備、情報収集、住
民周知。

平成１７年度の
若手団員加入
が９名あった。
しかし全体の割
合からするとま
だ高齢化のた
めさらなる若手
団員の加入が
必要。

5

消防団の活
動により市
民の生命、
身体、財産
を守る目標
達成へ極め
て大きく貢
献している。
防災に関し
ては防災無
線を通じて
火災通報、
防犯情報を
周知し貢献
している。

5

消防団の活
動により無
火災、無事
故が図られ
ており町民
の信頼も厚
い。
防災に関し
ては注意
報、警報発
令時の支所
職員配置に
より有事に
対し迅速に
対応できる
よう体制を
整えてい
る。

4

出場手当に
ついては団
員の意欲低
下につなが
るため削減
するべきで
はない。

3

消防団の活
動は自主的
に行うもの
が望ましい
が生活安全
グループか
らの事務連
絡調整、伝
達等は市で
行った方が
よりよくでき
る。

5

住民同士の
交流が薄れ
る中、消防
団の存在は
地域の連帯
意識を高
め、火災時
対応、防犯
対策等に大
きな役割を
果たしてお
り社会的
ニーズは極
めて高い。

5

高齢化が進
む君田町で
消防団の
ニーズは極
めて高い。
火災対応だ
けでなく、ひ
とり暮らし老
人訪問、夜
警巡回によ
る防犯対策
等地域に重
要な役割を
果たしてい
る。

27 A
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

近年の災害増
加は市民も不
安を抱えてお
り、消防団への
ニーズは高い。
火災対応だけ
でなく防犯活
動、地域連帯、
災害時の出勤
など消防団の
役割は年々大
きくなっている
ため、より一層
の活性化が必
要である。

要
改
善

消防団の役割
も大きいが，す
べての市民が
安全に安心し
て暮らすため
に，今後は，自
主防災組織の
組織化の推進
など地域防災
力の強化が必
要である。

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
8
年
度
中

194 223

作
木
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

正
確
性
が
重
視
さ
れ
る
仕
事

消防・防
災関係業
務

709

　地域防災計画を策定し，危
機管理体制を充実させるとと
もに，広報や防災訓練などに
より市民の防災意識の高揚
を図ります。また，新市の河
川防災の中枢となる水防セ
ンターを整備し，一体性の速
やかな確立を図ります。
　消防については，各地域の
消防団の再編・統合と非常
時における自主防災体制を
確立するとともに，消防防災
施設の整備を進めます。ま
た，備北地区消防広域行政
組合による市全域の消防・救
急・救助体制の充実・強化を
図ります。
　平成１７年度末には三次市
（作木地区）洪水ハザード
マップを作成し，洪水時に対
応できるよう，江の川

　防災については，危機管
理体制が計画されている
が，全市的に訓練されたこ
とはない。大規模な災害が
発生した場合が心配であ
る。
　消防については，これま
で旧町村で実施してきた事
業を団員で自主的に行うこ
とになったが，行政に依存
する形態を大きく変えること
ができていない。消防団に
は，旧町村の職員が所属し
ている場合が多く，異動に
より各支所に不在となった
ことで人員減となり，さら
に，高齢化等の進行で団
員の減少が進み，初期の
対応が遅れる問題も出て
いる。

作
木
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
作
木
町
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
方

地震，水害，火災
などの災害から
守る

防災計画の策定
と，避難路や避難
場所を示した防災
マップの作成。危
機管理体制の充
実。消防防災施
設，水防センター
等の整備。常備
消防の全域出動
態勢の確立。

作木地区の災
害ハザードマッ
プを作成し，江
の川沿岸の各
戸に配布した。

3

必要な消
防・防災活
動は行わ
れ，目標は
達成されて
いる。

3

消防団の取
り組みにつ
いては，より
自主的な活
動に向けて
向上の余地
がある。防
災活動につ
いても，大
規模な訓練
などを行う
必要があ
る。 4

市民の安全
のために必
要なコストで
あり，削減
できる余地
は小さい。

4

消防団事務
局について
は，地域性
やこれまで
の経緯も考
えると，全て
を消防団で
自主的に行
うべきとは言
えない。

4

全国的にみ
ても，市民
の安全・安
心について
は関心の高
い事柄であ
り，消防・防
災もこれに
あてはま
る。

5

住民の求め
ている生活
の安全のひ
とつとして，
消防・防災
が挙げられ
る。

23 B
未
実
施

要
改
善

要
改
善

消防団は，旧
三次市におい
ては，住民⇒
消防署⇒消防
団の流れで出
動するが，各支
所は，住民⇒
消防署⇒
各支所⇒消防
団，と流れが違
うこともあり，事
務局体制が支
所に求められ
る体制になる。
方面隊内外の
連携のために
は，事務局とし
ての機能が必
要である。

要
改
善

消防団の役割
も大きいが，す
べての市民が
安全に安心し
て暮らすため
に，今後は，自
主防災組織の
組織化の推進
など地域防災
力の強化が必
要である。

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

195 225

吉
舎
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

消防・防
災関係業
務

1,418

防災行政無線の管理・運営
広報活動等による防災意識
の高揚
危機管理体制の充実
消防団吉舎方面隊との連携
および協力，施設整備の充
実

防災行政無線については，
現在，町内のみの運用で
あり，設置後１８年が経過
し，全体の機器更新の時期
に来ている。平成２０年の
CATV開局まで，現状を維
持するために応急工事を
続けていますが，CATVへ
の切り替えと音声告知放送
への加入の問題。
自主防災組織の確立。

吉
舎
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
吉
舎
町
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
方

市民の安全な生
活を守るため，防
災体制の充実を
図る。また，市民
の防災意識を高
める，自主防災
組織の結成と活
動の活性化を図
る。

広報・訓練等によ
る防災意識の高
揚と自主防災組
織の確立
消防・防災設備の
充実
危機管理体制の
充実

自治組織等を
中心にした，組
織が未組織の
ため，住民自ら
の取り組みを推
進していく。

3

　防災無線
を使って，
災害情報・
警報発令等
の広報を
行ってい
る。そのた
め，災害発
生時には迅
速に対応で
きるよう，設
備の点検整
備や更新が
必要であ
る。
　あわせ
て，防災意
識の高揚を
図るため，
市民へあら
ゆる機会を
捉えての啓
発が必要で
ある。

3

　消防防災
の基盤整備
や危機管理
体制の確立
など，今後も
取り組みが
必要であ
る。
　また，自治
振興会など
を拠点とした
自主防災組
織の確立が
進めば，さら
に防災意識
の高揚が図
れるととも
に，有事の
際に被害を

小限に食
い止めるこ
とができる。

5

支所におけ
る事業費支
出がないた
め

3

　市・警察・
消防署・消
防団の連携
は不可欠で
ある。
　しかし，市
が実施する
事業以外
に，自主防
災組織の確
立とその自
主活動には
大きく期待
する。

4

安心安全
で，災害の
ないまちづ
くりを求めら
れている。

4

災害の経験
からも， 近
の世界・国
内の状況か
らも，消防防
災に対する
意識は高
い。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

 防災行政無線
（個別受信機）
の各戸貸与な
ど，災害時に備
えての整備は
行なっている
が，旧自治体
のエリアに留
まっているのが
現状である。統
一したシステム
の整備など改
善の余地はあ
る。また，シス
テム整備後も
施設を活かし
て，いかに被害
を 小限に食
い止めるかの
マニュアル作り
や訓練等も欠
かすことはでき
ない。

要
改
善

消防団の役割
も大きいが，す
べての市民が
安全に安心し
て暮らすため
に，今後は，自
主防災組織の
組織化の推進
など地域防災
力の強化が必
要である。

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

196 227

三
和
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

消防・防
災関係業
務

709

・　防災計画策定
・　危機管理体制の充実
・　消防団組織体制等の充実
と消防防災施設等の整備
・　広報活動等による防災意
識の高揚
・　地域の自主防災組織の充
実

消防防災設備・施設《防火
水槽・詰所（格納庫）・積載
車等》の老朽化等による更
新・修繕を要する箇所が多
数あり、引続き計画に沿っ
た対策を講じる必要があ
る。

三
和
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
三
和
町
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
方

市民の安全な生
活を守るため、防
災体制の充実、
また防災意識の
高揚と自主防災
体制の充実を図
る。

・　地域防災計画
の策定、危機管
理体制の充実
・　広報や訓練な
どによる防災意
識の高揚
・　消防団組織体
制等の充実と自
主防災体制の確
立、消防防災施
設
の整備

平成１７年度２
次総合評価＝
現状維持
今後の方向性
＝消防･防災担
当部署と連携し,
適確に実施して
いく。
平成１８年度そ
の対応＝消防･
防災担当部署
と連携し,啓発活
動・危機管理体
制を継続する。

3

火災･災害
発生時の情
報収集及び
対応は迅速
かつ正確に
行う必要が
ある。日頃
から防災意
識の高揚を
図りながら，
施設の点検
等を併せて
行い対策を
講じる必要
がある。

3

あらゆる機
会を利用し
ての，意識
啓発及び気
運を盛り上
げるための
取り組みが
必要。

5

支所におい
ては，事業
費支出はな
い。

4

市，警察，
消防署，消
防団との連
携が必要で
ある。

4

社会的に
も，火災の
ない町，災
害ゼロの町
を望んでい
る。

4

市民の消防･
防災への気
運はかなり
高い。

23 B
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

消防防災設備・
施設の老朽化
等による修繕
等、早急に対
策を講じる必要
あり。

要
改
善

消防団の役割
も大きいが，す
べての市民が
安全に安心し
て暮らすため
に，今後は，自
主防災組織の
組織化の推進
など地域防災
力の強化が必
要である。

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

4／5
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単
位

16 17 18 成果指標
単
位

16 17 18

総
合
評
価

今後の方向性

総
合
評
価

今後の方向性
内訳
区分

実施
期限

所
管

大
項
目 有効性

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ｼ

ｰ

ﾄ
N
o 分

野

中
項
目

必要性

市民ニーズ社会的ニーズ

合
計
点

ラ
ン
ク

十
六
年
度
評
価

十
七
年
度
評
価

１次総合評価市の役割

市関与の
妥当性

効率性
目的達成

への貢献度

目的手段の適切さ定量分析
正
確
性
等

事業概要 今後の課題 前年度の対応

平成１７年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

事務
事業名

任
意
・
義
務

直
接
・
間
接

手段目的
事務事
業の対
象者等

連番

２次総合評価

訓練等
回数

回 7 8 30
訓練等参
加延べ人
数

人 560 680 1,800

方面隊
幹部会
議開催
件数

回 10 12 15

市民バス
等利用
者数

人 110,342 100,242 100,000

市民バス
等利用者
数

人 110,342 100,242 100,000

予算書 1 1 1
市民の予
算提案

件 - 17 20

職員プレ
ゼンテー
ション予
算

件 14 4 5

　延べ行
動人員

人 9,938 10,468 8,544
　収納件
数

件 2,255 5,974 4,876

　延べ行
動件数

件 6,921 5,979 4,880
　収納金
額

千円 76,220 97,085 79,241

197 229

甲
奴
支
所
　
総
合
調
整
グ
ル
ー

プ

第
5
 

環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

義
務
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

消防・防
災関係業
務

709

危機管理体制の充実させる
とともに本庁担当室・三次市
消防団及び消防団事務局と
連携し，広報活動・防災訓練
などにより市民の防災意識
の高揚をはかる。

消防防災設備・施設及び防
災無線設備の老朽化等に
よる更新・修繕を要する箇
所が多数あり、引続き計画
に沿った対策を講じる必要
がある。

甲
奴
町
に
居
住
し
て
い
る
市
民
及
び
甲
奴
町
内
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
方

防災に強いまち
づくりに向け，防
災啓発事業を通
じ市民の防災意
識を高める。

防災無線放送を
通じて防災啓発
活動
消防団甲奴方面
隊との連携，協力
危機管理体制の
充実
消防防災施設の
整備

消防・防災担当
部署との連携を
強化し，業務を
的確に実施す
る。

3

火災･災害
発生時の情
報収集及び
対応は迅速
かつ的確に
行うため，
日頃から防
災意識の高
揚を図りな
がら，施設
の点検・整
備・更新等
を行う必要
がある。

3

あらゆる機
会を利用し
て，防災意
識の気運を
高める取り
組みが必要
である。

4

方面隊へ事
務局を移管
すれば，改
善の余地が
ある。

4

市，警察，
消防署，消
防団との連
携が必要で
あり，市が
関与すべき
である。

4

社会的にも
火災・水害
等災害のな
い，また災
害に強いま
ちづくりが
必要であ
る。

4

市民の消防･
防災への意
識は高い。

22 B
未
実
施

現
状
維
持

事
業
拡
大

災害はいつ起
こるかわからな
い。日頃の防
災対策がいざ
というときの役
に立ち，被害を

小限に抑え
ることができ
る。このため，
本庁担当G，警
察，消防署，消
防団等と連携し
啓発活動を継
続し，さらに充
実していく必要
がある。

要
改
善

消防団の役割
も大きいが，す
べての市民が
安全に安心し
て暮らすため
に，今後は，自
主防災組織の
組織化の推進
など地域防災
力の強化が必
要である。

1
 

市
民
と
行
政
の
協
働

1
9
年
度
当
初

212 244

自
治
振
興
室

第
5
 

環
境

３
地
域
交
通

(

1

)

利
便
性
の
高
い
生
活
交
通
体
系
の
確
立

任
意
的
事
務

直
接
業
務

(

対
外
的
な
業
務

)

サ
ー

ビ
ス
向
上
が
求
め
ら
れ
る
仕
事

生活交通
確保対策
事業

195,604

①市民バス　地域内におけ
る日常生活交通手段として
運行。
②デマンド型交通システムの
試験運行　三良坂町域にお
いて，利便性と効率性の向
上をめざして試験運行を実
施。
③路線バス　三次市の幹線
交通手段として確保するため
補助金を交付。
④ＪＲ線　芸備線・福塩線・三
江線の各協議会に関する事
務。要望事項のとりまとめ。

①市民バス　路線毎の運
行経路・ダイヤ及び運行形
態に関する具体的な実施
計画の策定。②デマンド型
交通システム　試験運行を
基にしたデマンド型交通シ
ステムの有効性の検証に
基づく実施計画の策定。③
路線バス　市内外への幹
線交通としての役割を明確
にした，路線毎の配置及び
ダイヤ等の具体的な見直
し。④観光客などの市内の
移動手段の確保に向けた
実施計画の策定。⑤環境
に配慮した公共交通システ
ムの調査・研究。⑥ＪＲ線
三次・広島間の高速化に向
けての調査・研究。

市
民

観
光
客

・住民の通院・通
学・買物など日常
的な地域内及び
市内外の移動手
段としての公共交
通を，利便性の向
上を図りつつ効率
的に運行するこ
と。
・観光客などの市
内の移動手段の
確保。

公共交通機関の
確保

・市民バスにつ
いては，誰もが
利用できる条件
を整備したとと
もに，一定の受
益者負担を導
入した。
・デマンド型交
通システムの試
験運行を実施し
たことにより，
利便性と効率
性の向上へ向
けた調査・研究
のデータを得
た。

4

地域生活交
通手段を確
保する上
で，路線バ
ス・市民バ
スは総じて
利用率が低
い点を除け
ば，目的を
達成するた
めに大きな
役割を果た
している。 3

路線バス・
市民バスと
も利用者の
利用実態に
応じた路線
や運行形態
の変更など
より効果的
な運行の向
上をはかる
ことができる
余地があ
る。 3

費用対効果
の点で，路
線のさらな
る見直し等
によってコ
スト削減の
余地があ
る。

2

財政支援等
の面で市が
関与するこ
とは不可欠
であるが，よ
り効果的な
運行形態等
運行に関し
ては，民間
主導でより
柔軟に利便
性と効率性
を高い次元
でバランスさ
せるべきで
ある。

4

環境やエネ
ルギーの有
効利用も含
めて，より
多くの市民
が公共交通
を利用する
ような仕組
みをつくっ
ていくという
意味で社会
的ニーズは
高い。 4

現状では，
実際に公共
交通機関を
使わざるを
得ない市民
のニーズは
極めて高い
が，自家用
車利用の市
民のニーズ
は低い。そ
のギャップは
大きなもの
があるが，
将来的な社
会的ニーズ
を含めた意
味において
は，その必
要性は増大
してくる。

20 C

現
状
維
持

要
改
善

要
改
善

路線バス・市民
バスとも利便性
の向上，費用
対効果などの
面から，路線の
存続やダイヤ
また運行形態
などさらなる見
直しが必要で
ある。

要
改
善

安全・便利で
環境にやさし
い交通体系を
確立し，市内
外の移動時間
を短縮するよ
う，運行形態な
どの見直しを
行う。

1
0
 

内
容
の
改
善

1
9
年
度
当
初

348 388
財
政
室
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予算編成 12,060

予算編成方針を示し，各部
署において予算要求を行
い，財政部局により調整後，
市長査定を受け，予算案を
作成のうえ，議会に付す。

枠配分方式の問題点（配
分総額，各部署配分額の
適正化）の解消

全
市
民

限られた財源を
有効に活用し，住
民の福利向上を
目指す。

・予算編成方針，
編成要領を作成
し，各部署に示
す。
・要求一般財源枠
を各部署に示す。
・各部からのヒヤ
リングを受け，調
整後，市長協議，
予算書(案)を作
成・印刷し，議会
へ付す。

・市民予算提案
制度の導入
・枠配分方式の
全経費導入

5

地方自治体
にとって予
算編成は，
必須の事務
である。

3

予算編成手
法として，市
民予算提案
制度，枠配
分方式，職
員予算プレ
ゼンテーショ
ン，インセン
ティブ予算な
どを導入し
ているが，こ
この手法の
確立までに
至っていな
いため，改
善の余地が
ある。

5

コストの大
部分は，人
件費であ
り，予算の
精度を保つ
ためには，
ほぼ必要
低限の事務
量である。

5

市の内部事
務であり，市
以外での実
施は不可能
である。

5

すべての行
政事務に不
可欠なもの
であるた
め，社会的
ニーズは極
めて高い。

5

市民サービ
スへ直結す
るものであ
り，市民ニー
ズ，関心とも
の高い。

28 A
未
実
施

現
状
維
持

要
改
善

予算編成手法
は，不断の改
善が必要であ
る。また，さら
に「わかりやす
い公表」のため
の工夫も必要
である。

要
改
善

市民予算提案
制度，枠配分
方式，職員予
算プレゼン
テーション，イ
ンセンティブ予
算などの新た
な予算手法を
早期に確立す
るとともに，枠
配分方式につ
いてもより効果
的で効率的な
手法とするよう
改善を行う。
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三次市債
権確保対
策事業

119,821

　 平成１６年４月合併後，新
市まちづくり計画の中では，
「債権確保」について，行財
政改革による自治体組織の
健全化の区分でとらえ，自主
財源の確保と公平・公正の
原則を堅持し，市民の信頼を
得られる行政運営の推進を
目的に，あらゆる手段・アイ
デアを集約するとともに，悪
質・大口滞納者には法的措
置を講じ，収納率・徴収率の
向上，滞納額の減少を図るこ
ととし，債権原室はもとより全
庁体制で集中実施期間を設
定し具体的な取組みを行って
いる。

①債権確保行動による債
権の分析が進み，残された
債権の大部分が，複雑な
事情を抱える事案や高額
滞納であり，今後の折衝に
は，より  洗練された対応
方針が不可欠であり，その
ための職員研修が重要で
ある。
②債権の分析後の法的措
置は，迅速・的確に執行す
るため，各債権担当室との
連携が重要である。
③コンビニ・クレジット収納
など，納税者・納付者の利
便性向上の取り組み。

市
税
・
国
保
税
，
負
担
金
・
料
・
貸
付
金
等
の
滞
納
者

①公平性の確保
②市財源の確保
③自主納付制度
の確立

①　全職員（２人
１組）による全滞
納債権確保のた
めの臨戸訪問及
び
　徴収行動。
②　対象者が市
外在住の場合
は，文書送付や
電話による催告
行動。

平成16年度ま
での取り組みを
総括し，
①債権担当室
を中心とした取
り組みを強化し
た。
②滞納者に対
するペナルティ
の実施を厳しく
取り組んだ。

4

市債権の公
平・公正の
原則を堅持
するため，
債権確保行
動により市
民への啓発
と滞納債権
の減少を図
る。

3

全職員によ
る債権確保
行動により，
滞納債権を
分析・分類
し，各債権
担当室にお
ける現年徴
収対策の強
化を図り，徹
底した分納
管理と法的
措置により
滞納債権の
減少を図る
ことが事業
の目的のよ
り一層の遂
行につなが
る。

5

職員の債権
確保行動に
ついては，
勤務時間の
変更で対応
している。

5

地方税法ほ
かの法令に
より義務付
けられてい
る。

5

公正・公平
の観点から
社会的ニー
ズは高い。

5

公正・公平な
納付のため
市民ニーズ
は高い。

27 A

現
状
維
持

要
改
善

要
改
善

①全職員によ
る債権確保一
斉行動は，三
次市の債権に
対する姿勢を
内外に示す啓
発効果は大き
く，また対象住
民の現状を具
体的に把握す
るためにも，引
き続き実施する
意味は大きい。
しかしながら事
務局の負担が
大きく，今後は
債権原室の属
する部局によ
る独自性を持っ
た行動展開
や，研修会等
の開催による
職員資質の向
上と行動の質
の向上に改善
の余地がある。

要
改
善

これまでの取り
組みを検証し，
より効果のあ
がる対策を実
施する。特に
管理職だけの
特別行動など
も検討してい
く。また，悪質
滞納者には法
的措置を実施
する。

1
4
 

成
果
の
向
上

1
9
年
度
当
初
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